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救護施設の動態

― 全国救護施設調査（開設から 2006 年まで）―
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1　調査概要

（1）調査研究の位置づけと趣旨

　救護施設は、生活保護法第 38 条に規定する保護施設の一つである。同法第

38 条の 2 において「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日

常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的

とする施設とする」と定義されている。

　救護施設は、障害の種別や程度、そして年齢や性別を問わず多様な生活課題

をもつ要保護者を受け入れ生活全般にわたって援助・支援を行ってきた歴史が

ある。救護施設の数は、他の保護施設が減少するなかで年々増加傾向にある。（注1）

このことと関連して、社会福祉の歴史は、社会福祉の施設体系を対象別・課題

別に分化させる方向で制度および援助・支援が進んできている。その中で救護

施設はこれら歴史と違い対象・課題それぞれの差異を踏まえながら要保護者個々

の生活課題を総合的にとらえ援助・支援を展開していることが特徴的である。

この点に関して、救護施設を他法施設の補完・代替的役割を担わされていると

消極的に評価する向きもある。

　しかし、救護施設は在宅で生活が困難な多様な生活課題がある被保護者に対

し最低生活保障と自立助長（対人サービス＝生活再建）を行う文字通り命綱と

なる基幹施設であり、またどの領域（社会福祉各法の在宅・施設サービス）で

も対応できない利用者の生活課題に関わる先駆的施設であり、さらには生活の

総合性・障害の総合性・地域を基盤とした開かれた総合施設として位置づけら

れる（生活保護法・社会福祉各法双方の最後のセーフティーネットとしての施設）。

このことは、救護施設は、各時代において、要保護者・地域住民の生活課題に

対応する地域社会の社会資源の有り様にあわせてその役割・機能を変化する柔

構造を持っていることを意味しており、積極的に評価してよい側面と考える。

　しかしながら、救護施設に関する論文や公開されている施設資料は少なく、

その実態が十分把握されていないのが実情にある。（注 2）そのため、本調査にお

いて、救護施設は、生活保護制度の展開の中でどのような役割と機能を果たし

現在に至ったのかを歴史的に跡づけ、救護施設の性格と今後の救護施設の在り
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方を検討することを目的として調査を実施した。

　そこで、本調査報告は、上記検討のための第一段階として、資料収集（デー

タベース）としての位置づけを持っている。

（2）調査の方法

　本調査は 2006 年時点での全国の救護施設、183 ヶ所を対象として行われた。

調査の方法は調査票に記入、返送する方式をとった。調査時期は 2006 年 1 月で、

回収数は 183 で、回収率は 100.0% であった。調査内容は、①施設名称、所在地、

連絡先、設置主体、運営主体、運営形態といった基本属性、②施設の特徴・入

所者の特徴、③併設事業、④救護施設としての歴史的経緯等である。調査実施

機関は首都大学東京　都市教養学部人文・社会系社会福祉学分野　岡部卓研究

室である。

2　アンケート調査結果

（1）調査結果

①　救護施設数

　救護施設は 2006 年の時点で全国 47 都道府県に 1 施設以上あり、183 施設が

設立されている。

1）救護施設数（都道府県別）

　救護施設が最も多いのは大阪府で 18、次いで東京都の 10 である。以下北海

道の 9、静岡県・兵庫県の 8、長野県の 7、福島県・岡山県・山口県・熊本県の 6、

千葉県・神奈川県・新潟県・滋賀県・福岡県の 5、茨城県・愛知県・愛媛県・

長崎県の 4、青森県・山形県・群馬県・石川県・山梨県・島根県・広島県・徳

島県の 3、岩手県・宮城県・秋田県・埼玉県・三重県・奈良県・和歌山県・鳥

取県・香川県・高知県・佐賀県・大分県・宮崎県・沖縄県の 2、栃木県・富山県・

福井県・岐阜県・京都府・鹿児島県の 1 施設となっている。
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図表 1：救護施設数（都道府県別）
北海道・
東北地区 関東地区 北陸・

中部地区 近畿地区 中国・
四国地区

九州・
沖縄地区

北海道 9 茨城県 4 新潟県 5 滋賀県 5 鳥取県 2 福岡県 5
青森県 3 栃木県 1 富山県 1 京都府 1 島根県 3 佐賀県 2
岩手県 2 群馬県 3 石川県 3 大阪府 18 岡山県 6 長崎県 4
宮城県 2 埼玉県 2 福井県 1 兵庫県 8 広島県 3 熊本県 6
秋田県 2 千葉県 5 山梨県 3 奈良県 2 山口県 6 大分県 2
山形県 3 東京都 10 長野県 7 和歌山県 2 徳島県 3 宮崎県 2
福島県 6 神奈川県 5 静岡県 8 香川県 2 鹿児島県 1

愛知県 4 愛媛県 4 沖縄県 2
岐阜県 1 高知県 2
三重県 2

計 27 計 30 計 35 計 36 計 31 計 24
全　体 183

2）人口別施設数（都道府県別）

　都道府県人口に対する施設数は、島根県が 247,000 人に対して 1 ヵ所、次い

で 200,000 人台が山口県・徳島県・滋賀県・山梨県となっている。以下 300,000

人台は鳥取県・熊本県・長野県・岡山県・福島県・愛媛県・長崎県・石川県・

図表 2：人口別施設数（都道府県別）
人口／ 
施設数

人口／ 
施設数

人口／ 
施設数

人口／ 
施設数

島根県 247 石川県 391 大分県 605 富山県 1,112
山口県 249 高知県 398 北海道 625 宮城県 1,180
徳島県 270 山形県 405 群馬県 675 千葉県 1,211
滋賀県 276 佐賀県 433 沖縄県 681 東京都 1,257
山梨県 295 静岡県 474 岩手県 693 鹿児島県 1,753
鳥取県 304 青森県 479 兵庫県 699 神奈川県 1,758
熊本県 307 大阪府 490 奈良県 711 愛知県 1,814
長野県 314 新潟県 492 茨城県 744 栃木県 2,016
岡山県 326 香川県 506 福井県 822 岐阜県 2,107
福島県 349 和歌山県 518 三重県 934 京都府 2,648
愛媛県 367 秋田県 573 広島県 959 埼玉県 3,527
長崎県 370 宮崎県 577 福岡県 1,010

（千人）
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高知県、400,000 人台は山形県・佐賀県・静岡県・青森県・大阪府・新潟県、

500,000 人台は香川県・和歌山県・秋田県・宮崎県、600,000 人台は大分県・北

海道・群馬県・沖縄県・岩手県・兵庫県、700,000 人台は奈良県・茨城県、

800,000 人台は福井県、900,000 人台は三重県・広島県、1,000,000 人台は福岡県・

富山県・宮城県・千葉県・東京都・鹿児島県・神奈川県・愛知県、2,000,000 人

台は栃木県・岐阜県・京都府、3,000,000 人台が埼玉県である。

3）定員数（都道府県別）

　定員総数は16,658人、都道府県別に定員数を見ると大阪府が最も多く1,977人、

次いで 900 人台が北海道・東京都となっている。以下 600 人台は長野県・滋賀県、

500 人台は神奈川県・新潟県・静岡県・福島県、400 人台は兵庫県・岡山県・愛

知県・青森県・山口県、300 人台は香川県・千葉県・埼玉県・石川県・熊本県・

茨城県・山形県・福岡県、200 人台が愛媛県・三重県・山梨県・和歌山県・島

根県・群馬県・広島県・長崎県・奈良県・秋田県・富山県、100 人台が大分県・

宮城県・徳島県・岩手県・佐賀県・鳥取県・沖縄県・栃木県・福井県・宮崎県・

高知県・京都府、100 人以下は岐阜県・鹿児島県となっている。

図表 3：定員数（都道府県別）
北海道・
東北地区 関東地区 北陸・

中部地区 近畿地区 中国・
四国地区

九州・
沖縄地区

北海道 954 茨城県 310 新潟県 570 滋賀県 610 鳥取県 150 福岡県 305
青森県 400 栃木県 150 富山県 200 京都府 100 島根県 240 佐賀県 170
岩手県 170 群馬県 230 石川県 340 大阪府 1,977 岡山県 448 長崎県 210
宮城県 176 埼玉県 356 福井県 150 兵庫県 490 広島県 220 熊本県 330
秋田県 205 千葉県 360 山梨県 250 奈良県 210 山口県 400 大分県 180
山形県 310 東京都 911 長野県 664 和歌山県 250 徳島県 170 宮崎県 132
福島県 510 神奈川県 570 静岡県 530 香川県 380 鹿児島県 60

愛知県 430 愛媛県 270 沖縄県 150
岐阜県 70 高知県 120
三重県 270

計 2,725 計 2,887 計 3,474 計 3,637 計 2,398 計 1,537
全　体 16,658
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4）人口別定員数（都道府県別）

　都道府県人口に対する定員数は、滋賀県が 2,300 人に対して 1 人、次いで 2,000

人台が香川県となっている。以下 3,000 人台は島根県・長野県・石川県・山梨県・

青森県・山口県・山形県、4,000 人台は鳥取県・福島県・和歌山県・新潟県・岡

山県・大阪府・徳島県、5,000 人台は佐賀県・愛媛県・福井県・秋田県・富山県・

熊本県・北海道、6,000 人台は高知県・大分県・奈良県・三重県、7,000 人台は

長崎県・静岡県、8,000 人台は岩手県・宮崎県・群馬県、9,000 人台は沖縄県・

茨城県、10,000 人台は兵庫県・広島県・宮城県・栃木県・東京都・神奈川県・

福岡県・千葉県・愛知県・埼玉県、20,000 人台は京都府・鹿児島県、30,000 人

台が岐阜県である。

図表 4：人口別定員数（都道府県別）
人口／
定員

人口／
定員

人口／
定員

人口／
定員

滋賀県 2.3 新潟県 4.3 大分県 6.7 宮城県 13.4
香川県 2.7 岡山県 4.4 奈良県 6.8 栃木県 13.4
島根県 3.1 大阪府 4.5 三重県 6.9 東京都 13.8
長野県 3.3 徳島県 4.8 長崎県 7.0 神奈川県 15.4
石川県 3.5 佐賀県 5.1 静岡県 7.2 福岡県 16.6
山梨県 3.5 愛媛県 5.4 岩手県 8.1 千葉県 16.8
青森県 3.6 福井県 5.5 宮崎県 8.7 愛知県 16.9
山口県 3.7 秋田県 5.6 群馬県 8.8 埼玉県 19.8
山形県 3.9 富山県 5.6 沖縄県 9.1 京都府 26.5
鳥取県 4.0 熊本県 5.6 茨城県 9.6 鹿児島県 29.2
福島県 4.1 北海道 5.9 兵庫県 11.4 岐阜県 30.1
和歌山県 4.1 高知県 6.6 広島県 13.1

（千人）

5）保護率から見た救護施設人口別定員数（都道府県別）

　都道府県人口あたりの救護施設定員数と生活保護率をプロットしたのが下記

の表である。相関係数 0.11 であり有意ではない。
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　　　　　　図表 5：保護率から見た救護施設人口別定員数（都道府県別）
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6）障害者施設人口別定員数から見た救護施設人口別定員数（都道府県別）

　都道府県人口あたりの救護施設定員数と身体障害者更生援護施設・知的障害

者更生援護施設・精神障害者社会復帰施設の合計定員数をプロットしたのが下

記の表である。相関係数 0.34 であり 5％有意である。

　　　　　　　図表 6：障害者施設人口別定員数から見た救護施設人口別定員数
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②　設置・運営主体

1）設置主体

　設置主体で最も多いのは社会福祉法人の 117（63.9%）で、次いで府・県・政令

都市レベルで 36（19.7%）、広域を含む市・町レベルが 30（16.4%）となっている。
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　　　　  図表 7：設置主体
回答数 割　合

社会福祉法人 117 63.9% 117 63.9%

府 4 2.2%

36 19.7%政令指定都市 12 6.6%

県 20 10.9%

広域連合 3 1.6%

30 16.4%
一部事務組合 3 1.6%

市 19 10.4%

町 5 2.7%

全体 183 100.0% 183 100.0%

2）運営形態

　運営形態は、民設民営が 117（63.9%）、次いで公設民営が 34（18.6%）、公設

公営が 32（17.5%）となっている。

　　　　　　　 図表 8：運営形態
回答数 割　合

公設公営 32 17.5% 17.5%

公設民営 34 18.6%
82.5%

民設民営 117 63.9%

全体 183 100.0%

3）運営主体

　運営主体で最も多いのは社会福祉法人で 151（82.5%）、次いで広域を含む市・

町レベルの 23（12.6%）、府・県・政令都市レベルが 9（4.9%）となっている。

　府・県・政令都市設置の 36 施設のなかで 27 が社会福祉法人に委託され、9

が府・県・政令都市の運営となっている。広域を含む市・町設置の 30 施設のう

ちで社会福祉法人に委託されたのは 7、市・町の運営が 23 となっている。
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③　入所者の特徴

　最近の特徴で、高齢化をあげた施設が 55、重度化をあげたのが 41、精神障害

者が増えているとしたのが 14 である。

　身体・知的・精神の 3 障害以外の入所者を受け入れている施設の内訳は、ホー

ムレスが 34、アルコール依存が 21、生活障害が 20、DV 被害者をあげたのが 5、

その他 30 となっている。

④　併設事業

1）併設事業

　何らかの併設事業を行っている施設は 76（41.5%）、行っていないが 65（35.5%）、

無回答が 42（23%）となっている。

　　　　　　　　 図表 10：併設事業
回答数 割　合

何らかの併設事業がある 76 41.5%

併設事業はない 65 35.5%

無回答 42 23.0%

全体 183 100.0%

　　　　  図表 9：運営主体
回答数 割　合

社会福祉法人 151 82.5% 151 82.5%

府 2 1.1%

9 4.9%政令指定都市 4 2.2%

県 3 1.6%

広域連合 3 1.6%

23 12.6%
一部事務組合 3 1.6%

市 13 7.1%

町 4 2.2%

全体 183 100.0% 183 100.0%
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2）保護施設通所事業等の併設

　保護施設通所事業を行っている施設は 21、居宅生活訓練事業を行っているの

は 15、救護施設居宅生活者ショートステイ事業は 1、サテライト型救護施設は

0 である。

　　　　　　　　図表 11：保護施設通所事業等の併設
実施事業

実施していない 135
保護施設通所事業 21
居宅生活訓練事業 15
救護施設居宅生活者ショートステイ事業 1
サテライト型救護施設 0
その他 22

⑤　定員

1）定員割合

　平成 17 年 12 月開設の 1 施設を除いた集計で、定員は 51 人から 100 人の施設

が 104（57.7%）で最も多く、次いで 50 人以下が 35（19.2%）、101 人から 150

人が 29（15.4%）、151 人以上が 14（7.7%）となっている。

　　　　　　  図表 12：定員割合
回答数 割　合

50 人以下 35 19.2%

51 〜 100 人 105 57.7%

101 〜 150 人 28 15.4%

151 人以上 14 7.7%

全体 182 100.0%

2）設置主体別定員

　設置主体別の定員は、社会福祉法人では 51 から 100 人定員が 65（56.0%）で

最も多く、次いで 101 から 150 人の 20（17.2%）、50 人以下の 20（17.2%）、151

人以上の 11（9.5%）となっている。府・県・政令都市レベルでは 51 から 100
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人定員が 20（55.6%）で最も多く、50 人以下の 8（22.2%）、101 から 150 人の 5

（13.9%）、151 人以上の 3（8.3%）となっている。市・町・広域レベルでは 51

から 100 人定員が 20（66.7%）で最も多く、次いで 50 人以下の 7（23.3%）、

101 から 150 人の 3（10.0%）となっている。

図表 13：設置主体別定員
社会福祉法人 府・県・政令都市 市・町・広域

50 人以下 20 17.2% 8 22.2% 7 23.3%
51 〜 100 人 65 56.0% 20 55.6% 20 66.7%
101 〜 150 人 20 17.2% 5 13.9% 3 10.0%
151 人以上 11 9.5% 3 8.3% 0 0.0%
全体 116 36 30

⑥　開設年

1）施設開設年

　施設が開設された年は昭和 30 年代が最も多く 61（33.3%）、次いで昭和 40 年

代が 39（21.3%）、昭和 50 年代 23（12.6%）、昭和 20 年代 22（12%）、昭和 60

年から平成 6 年が 13（7.1%）、昭和 19 年以前と平成 7 年以降がともに 11（6.0%）、

無回答 3（1.6%）となっている。

　　　　　  図表 14：施設開設年
回答数 割　合

1944 年以前 昭和 19 年以前 11 6.0%

1945 〜 1954 年 昭和 20 年代 22 12.0%

1955 〜 1964 年 昭和 30 年代 61 33.3%

1965 〜 1974 年 昭和 40 年代 39 21.3%

1975 〜 1984 年 昭和 50 年代 23 12.6%

1985 〜 1994 年 昭和 60 年 - 平成 6 年 13 7.1%

1995 年以降 平成 7 年以降 11 6.0%

無回答 3 1.6%

全体 183 100.0%
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2）救護施設となった年

　生活保護法の救護施設となったのは、昭和 30 年代が最も多く 71（38.8％）、

次いで昭和 40 年代の 38（20.8%）、50 年代の 24（13.1%）、昭和 25 から 29 年の

18（9.8%）、昭和 60 年から平成 6 年までが 13（7.1%）、平成 7 年以降が 10（5.5%）、

不明 9（4.9%）となっている。

図表 15：救護施設となった年
回答数 割　合

1950 〜 1954 年 昭和 25-29 年 18 9.8%

1955 〜 1964 年 昭和 30 年代 71 38.8%

1965 〜 1974 年 昭和 40 年代 38 20.8%

1975 〜 1984 年 昭和 50 年代 24 13.1%

1985 〜 1994 年 昭和 60 年 - 平成 6 年 13 7.1%

1995 年以降 平成 7 年以降 10 5.5%

不明 9 4.9%

全体 183 100.0%

3）救護施設、前身の割合

　183 の救護施設の中で、前身がなく救護施設として設立された施設は 107

（58.5%）、前身の施設があるのは 71（38.8%）、不明 5 となっている。

　昭和 20 年代に生活保護法の救護施設となった 18 施設のうち、前身の施設が

ない施設は 8、戦前に開設された施設は 5、生活保護法施行前に設立された施設

は 4、不明 1 である。

　昭和 30 年代に生活保護法の救護施設となった 71 施設のうち、前身の施設が

ない施設は 44、戦前に開設された施設は 10、生活保護法施行前に設立された施

設は 15、不明 2 である。

　昭和 40 年代に生活保護法の救護施設となった 38 施設のうち、前身の施設が

ない施設は 26、戦前に開設された施設は 4、生活保護法施行前に設立された施

設は 7、不明 1 である。
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　昭和 50 年代に生活保護法の救護施設となった 24 施設のうち、前身の施設が

ない施設は 19、生活保護法施行前に設立された施設は 4、不明 1 である。

　昭和 60 年から平成 6 年に生活保護法の救護施設となった 13 施設のうち、前

身の施設がない施設は 5、戦前に開設された施設は 1、生活保護法施行前に設立

された施設は 7 である。

　平成 7 年以降に生活保護法の救護施設となった 10 施設のうち、前身の施設が

ない施設は 5、戦前に開設された施設は 1、生活保護法施行前に設立された施設

は 4 である。

　生活保護法の救護施設となった時期が不明の 9 施設のうち、前身の施設がな

い施設は 0、戦前に開設された施設は 6、生活保護法施行前に設立された施設は

3 である。

　前身の施設がある 71 施設で、前身が旧生活保護法の保護施設と回答があった

施設が 14、生活保護法の救護施設以外の保護施設が前身と回答があった施設が

20 である。

図表 16：救護施設、前身の割合
1950 〜 
1954

（S2 〜 
     29）

1955 〜 
1964

（S30 〜 
     39）

1965 〜 
1974

（S40 〜 
     49）

1975 〜 
1984

（S50 〜 
     59）

1985 〜 
1994

（S60 〜 
     H6）

1995
以降
H7 〜

救護施
設とな
った時
期不明

全　体 割　合

前身の施設がない 8 44 26 19 5 5 0 107 58.5%
前身の施設がある 9 25 11 4 8 5 9 71 38.8%

（戦前に設立） 5 10 4 0 1 1 6 27 14.8%
（生活保護法施行まで
の設立） 4 15 7 4 7 4 3 44 24.0%
不明 1 2 1 1 0 0 0 5 2.7%
計 18 71 38 24 13 10 9 183 100.0%
割合 9.8% 38.8% 20.8% 13.1% 7.1% 5.5% 4.9%
旧生活保護法保護施
設から救護施設へ 5 4 0 1 0 0 4 14
生活保護法他の保護
施設から救護施設へ 0 8 6 1 3 2 0 20

新設時
設置主体

公設 5 26 13 5 0 2 51
民間 2 18 13 14 5 3 55



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.366

（2）小括

　救護施設は全都道府県に 1 施設以上設立されている。最も多いのは大阪府で

次いで東京都、定員数が多いのも大阪、北海道、東京都である。これだけを見

ると救護施設は大都市や、ある程度人口が多い地域に設立されているように見

える。しかし、都道府県別の人口を救護施設数で除してみると、東京都 ･ 関東圏、

愛知県、京都府などの大都市圏は人口 100 万人以上に対し 1 ヵ所の救護施設が

設けられているのに対し、島根県、山口県のような地方都市は人口 20 万人台に

対し 1 ヵ所設立されている。また、同様に、都道府県別の人口を救護施設定員

数で除してみると、東京都 ･ 関東圏、愛知県、京都府、福岡県などは人口 1 万

人以上に対し 1 人の入所者であるが、滋賀県、香川県は人口 2 千人に対し 1 人

が救護施設に入所している。障害の発生率は全国で変わりなく、そのなかで施

設に入所せざるを得ない人も同じように存在するとすれば、人口比に見合った

救護施設が設立されているはずであるが、そうなってはいない。また、生活保

護の保護率と救護施設定員数／人口との関係を見たのが図表 5 であるが、これ

もまた相関は見られない。これに対して、都道府県別の人口を障害者施設定員

数で除したものの関係を見たものが図表 6 であるが、救護施設人口別定員数と

障害者施設人口別定員数は相関しているようである。救護施設は、昭和 40 年代

までに設立されたものが多いことと、障害者施設の多くが 1971 年の社会福祉施

設整備 5 ヵ年計画以降に設立されたことを合わせて考えると、施設を充実させ

ようとした地方自治体は、障害者施設の法整備がなかった時代には救護施設を

設立し、その後、障害者施設設立に向かったとはいえるだろう。

　このような救護施設はどのような経緯で開設されたのだろうか。現在 183 あ

る救護施設の 70％にのぼる 127 が昭和 20 から 40 年代に設立され、その後は漸

増にとどまっている。旧生活保護法の保護施設、救護法の救護施設、その他慈

善施設等の前身がある施設は 71、前身がなく救護施設として設立された施設は

107 であり（不明 5）、この 107 施設の当初の設置主体は、民間 55、公設 51、不

明 1 とほとんど変わりはなく、特に昭和 40 年代までは民間が 33、公設が 44、

不明が 1 と公設が多い。救護施設と一言にいっても、施設の歴史の中で救護施

設に転換した施設、行政が設立した施設、民間が行政の援助を受けて設立した
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施設、民間が開設した施設と、開設の経過はそれぞれ異なっている。つまり、

生活保護法以前の慈善施設等の施設を生み出した、その地方独自の福祉文化の

存在、法施行後の公設の施設を設立した地方自治体の福祉施策、また民間の動き、

そして国の生活保護施策がかみ合ったかたちで設立された。これが、地域によ

り救護施設の設立状況が違うことの一つの答えと言える。

　現在では、救護施設の設立主体は社会福祉法人が 117、公設は 66 と民間が圧

倒的に多い。公設の救護施設は、運営を社会福祉法人に委託している場合が多

いが、市町村レベルの設置より、県レベル設置の方が委託する率は多い。市町

村のほうが、救護施設の設立、運営に深く関わっているからであろう。定員に

関しては 51 から 100 人が最も多く、社会福祉法人、県レベル、市町レベルにお

いてもその差異はみられない。



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.368

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

1 北
海
道

施設の名称：
社会福祉法
人　札幌明
啓院
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
社会福祉法
人
運営形態：
措置施設

　札幌明啓院の、歴史は大変古く大
正8年「札幌無料宿泊所」として創
設されました。現在定員160名の利
用者が生活されています。
　平成11年に、老朽化に伴い建て替
え工事をおこない利用者の居室を広
く取りゆとりのある生活を維持しよ
り生きがいをもてる施設をめざして
います。
　諸活動では、生活の中で充実感を
持ち利用者のニーズにも考慮して主
体的活動することができる環境を目
的に、袋作り、農作業、クラブ活動、
音楽カラオケ等を実施している。
利用者の健康管理
　高齢化による疾病の増大が年々増
加して深刻になっていますが、高齢
化・重度化に対応できる体制作り、
健康診断を実施して早期発見に努め
ています。
給食
　献立の希望等を聞き特徴のある食
事の提供に努めている。野外でのバ
イキング、各行事では普段と違う行
事食を提供。
ホームレス就労支援事業
ホームレスの方を一定期間、救護施
設に入所してもらい求職活動を行い
自立させる事業を行っています。

　歴史が古いので、利用者
の入所期間が長く、年齢の
高齢化が進んでいます。現
在平均年齢は65歳です。
　障害程度は、身体、知的、
精神障害、重複障害あわせ
て140名、いわゆる生活障
害は8名、障害無（ホーム
レス等）12名が生活されて
います。
　ＡＤＬについても全面介
助者が増えているのが現状
です。

第1種 社 会
福祉事業
特別養護老
人ホーム

大正8年 大正8年　札幌無料宿泊所
昭和21年　社団法人札幌明啓院改組
定員250名
昭和27年5月　社会福祉法人札幌明
啓院改組　更生施設として認可。
昭和42年1月　生活保護法による救
護施設変更認可。130名
昭和47年　新館、本館あわせて200
名
平成11年　新築工事160名
大正8年、泊まるところもない失業
者になんとかして宿泊施設と思い、
当時廃車された貨車を利用して宿泊
場を作ったのがはじまりです。その
後、食事、仕事の斡旋等も行ったと
聞いております。
その後、社会福祉法、生活保護法の
制定により、基本理念に基づき困窮
する人たちに対し最低限度の生活を
おくれる公共性のある施設を目標に
開設された。

施設名称　札幌無料宿泊所
から札幌明啓院
施設所在地　札幌市北1条
東13丁目から現在地
設置主体　財団法人から社
会福祉法人（開設理由を参
考にして下さい。）
入所者定員（左記を参考に
して下さい。）
入所者の特徴の変化は前文
でも述べましたが、知的障
害が多いのが特徴ですが最
近は病院からの要請で長期
入院者を救護施設に依頼数
が多く。精神障害者の方が
多く入所。
ホームレスの入所も増加

2 北
海
道

施設の名称：
社会福祉法
人　札幌厚
生会　救護
施設　札幌
市あけぼの
荘
設置主体：
札幌市
運営主体：
社会福祉法
人札幌厚生
会
運営形態：
公設民営

　生活保護法に基づき、身心に障害
があるため自立して日常生活をおく
ることが出来ない要保護者の方を対
象としているほか、近年ではホーム
レス等の緊急一時入所の受け入れ体
制を取り、行政と連携を取りながら
セーフティーネットの一端を担って
いる。

定員100名　平均年齢65.5
歳
　障害種別においては知的
障がい・精神障がいまたは
知的障がい・精神障がいを
含む合併障がいの方が約
70％を占める。
　在所期間においては平均
約13年であり10年以上のが
約60％に上る。入所者の高
齢化・重度化傾向が進む中、
近年では特に男性で機能低
下により車椅子、歩行器、
シルバーカー等の補助具を
使用する方が多くなってき
ている状況にある。

なし 昭和37年
5月10日

　結核回復者又は軽快者に住居を提
供し、保護を指導しつつ社会復帰を
促進する目的をもって、当時の札幌
市長が宿所提供施設として現在地に
創設。
　昭和37年5月21日　業務委託契約
を締結し、施設の運営管理を社会福
祉法人札幌厚生会が委託を受ける。

昭和37年5月　宿所提供施
設「札幌市あけぼの荘」（定
員50名　結核回復者収容施
設）
昭和41年4月　救護施設に
種別変更（定員50名）
平成3年4月　定員変更（50
名⇒100名）

昭和 37 年 5 月　
宿所提供施設

「 札 幌 市 あ け
ぼの荘」　

（定員50名　
結核回復者収
容施設）

（3）アンケート調査結果一覧
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

1 北
海
道

施設の名称：
社会福祉法
人　札幌明
啓院
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
社会福祉法
人
運営形態：
措置施設

　札幌明啓院の、歴史は大変古く大
正8年「札幌無料宿泊所」として創
設されました。現在定員160名の利
用者が生活されています。
　平成11年に、老朽化に伴い建て替
え工事をおこない利用者の居室を広
く取りゆとりのある生活を維持しよ
り生きがいをもてる施設をめざして
います。
　諸活動では、生活の中で充実感を
持ち利用者のニーズにも考慮して主
体的活動することができる環境を目
的に、袋作り、農作業、クラブ活動、
音楽カラオケ等を実施している。
利用者の健康管理
　高齢化による疾病の増大が年々増
加して深刻になっていますが、高齢
化・重度化に対応できる体制作り、
健康診断を実施して早期発見に努め
ています。
給食
　献立の希望等を聞き特徴のある食
事の提供に努めている。野外でのバ
イキング、各行事では普段と違う行
事食を提供。
ホームレス就労支援事業
ホームレスの方を一定期間、救護施
設に入所してもらい求職活動を行い
自立させる事業を行っています。

　歴史が古いので、利用者
の入所期間が長く、年齢の
高齢化が進んでいます。現
在平均年齢は65歳です。
　障害程度は、身体、知的、
精神障害、重複障害あわせ
て140名、いわゆる生活障
害は8名、障害無（ホーム
レス等）12名が生活されて
います。
　ＡＤＬについても全面介
助者が増えているのが現状
です。

第1種 社 会
福祉事業
特別養護老
人ホーム

大正8年 大正8年　札幌無料宿泊所
昭和21年　社団法人札幌明啓院改組
定員250名
昭和27年5月　社会福祉法人札幌明
啓院改組　更生施設として認可。
昭和42年1月　生活保護法による救
護施設変更認可。130名
昭和47年　新館、本館あわせて200
名
平成11年　新築工事160名
大正8年、泊まるところもない失業
者になんとかして宿泊施設と思い、
当時廃車された貨車を利用して宿泊
場を作ったのがはじまりです。その
後、食事、仕事の斡旋等も行ったと
聞いております。
その後、社会福祉法、生活保護法の
制定により、基本理念に基づき困窮
する人たちに対し最低限度の生活を
おくれる公共性のある施設を目標に
開設された。

施設名称　札幌無料宿泊所
から札幌明啓院
施設所在地　札幌市北1条
東13丁目から現在地
設置主体　財団法人から社
会福祉法人（開設理由を参
考にして下さい。）
入所者定員（左記を参考に
して下さい。）
入所者の特徴の変化は前文
でも述べましたが、知的障
害が多いのが特徴ですが最
近は病院からの要請で長期
入院者を救護施設に依頼数
が多く。精神障害者の方が
多く入所。
ホームレスの入所も増加

2 北
海
道

施設の名称：
社会福祉法
人　札幌厚
生会　救護
施設　札幌
市あけぼの
荘
設置主体：
札幌市
運営主体：
社会福祉法
人札幌厚生
会
運営形態：
公設民営

　生活保護法に基づき、身心に障害
があるため自立して日常生活をおく
ることが出来ない要保護者の方を対
象としているほか、近年ではホーム
レス等の緊急一時入所の受け入れ体
制を取り、行政と連携を取りながら
セーフティーネットの一端を担って
いる。

定員100名　平均年齢65.5
歳
　障害種別においては知的
障がい・精神障がいまたは
知的障がい・精神障がいを
含む合併障がいの方が約
70％を占める。
　在所期間においては平均
約13年であり10年以上のが
約60％に上る。入所者の高
齢化・重度化傾向が進む中、
近年では特に男性で機能低
下により車椅子、歩行器、
シルバーカー等の補助具を
使用する方が多くなってき
ている状況にある。

なし 昭和37年
5月10日

　結核回復者又は軽快者に住居を提
供し、保護を指導しつつ社会復帰を
促進する目的をもって、当時の札幌
市長が宿所提供施設として現在地に
創設。
　昭和37年5月21日　業務委託契約
を締結し、施設の運営管理を社会福
祉法人札幌厚生会が委託を受ける。

昭和37年5月　宿所提供施
設「札幌市あけぼの荘」（定
員50名　結核回復者収容施
設）
昭和41年4月　救護施設に
種別変更（定員50名）
平成3年4月　定員変更（50
名⇒100名）

昭和 37 年 5 月　
宿所提供施設

「 札 幌 市 あ け
ぼの荘」　

（定員50名　
結核回復者収
容施設）



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.370

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

3 北
海
道

施設の名称：
東明寮
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
社会福祉法
人
運営形態：
民設民営

　当施設は、隣接して小規模な自然
河川が流れ、向かいには大規模公園
が位置し、閑静で自然豊かな反面、
近隣には商店街、郵便局、銀行、市
役所支所、消防署、住宅などが並び
立ち、利用者にとって買物も含め、地
域の方 と々交流が可能な場所に建設さ
れております。
　また、当施設は、身体、精神、知
的など様々な障害等を持った方々の
総合的な施設です。北海道東部では
唯一の救護施設であり、実施機関別
入所人員は帯広市34人.37％、十勝管
内19人.21％、釧路市・支庁管内21人
.23 ％、 根 室 市・ 根 室 支 庁 管 内5人
.5％、網走支庁管内2人.2％、（以上が
東部）その他11人.12％と、全体の約
9割が東部地域出身者で占められ、
文字通り地区におけるセーフティ
ネットとしての役割を担っておりま
す。
　現在、施設が生活の場であること
を第一義としつつ、一人ひとりの希
望要望を重視した中で、クラブ活動
や行事などの内容の巾を広げ、更に
は個人・グループごとに地域に出か
けること、個人外出による買物・小
遣い帳の活用など金銭の自己管理、
バス利用など公共機関の利活用、服
薬の自己管理など個別ケアプランに
添って個々の生活の質的向上を図
り、利用者の自立支援と明るく健康
的な生活を営むことを目指しており
ます。

①年齢層：平均60歳（最年
少27歳、最年長78歳）
②障害区分：精神障害23人
.25％、知的障害26人.28％、
身体障害16人.17％、重複
障害15人.16％、その他12
人.13％
③在寮期間：平均15年4ヶ
月
④各種手帳所持者：身体25
名、療育39名、精神32（重
複有）
⑤各種年金受給：国民61名、
厚生7名、共済2名（障害、
老齢等）
⑥日常生活状況：歩行（自
力80 ％.補 助 具9 ％.車 い す
11％）
食事（自力66％.一部介助
31％.全面介助3％）
入浴（自力46％.一部介助
29％.前面介助25％）
排泄（自力95％.車いす2％
.介助3％）おむつ12％
⑦最近の入退所：入所3名

（病院から1名、居宅から2
名）
退所3名（居宅へ1名、他施
設へ2名）

回答なし 昭和47年
6月1日

（前身の施設経過に続いて）
　戦後の混乱期を脱し、社会が安定
するとともに、入所者の就職や結婚
などで社会復帰が増え、残された人
は重度の身体障がい者や精神障がい
者等就労が困難な人ばかりとなり、
本来の社会復帰を第一目的とした更
生施設としての需要度が低く、これ
とは別に当時として需要度の高い救
護施設などの設置が時代背景として
求められ、22年の歴史に幕を閉じ、
新たに昭和47年6月北海道東部では
設置されていなかった救護施設を開
設したものです。
昭和47年6月1日救護施設「東明寮」
開設
設置・運営主体：帯広市、公設公営
定員：100名（昭和54年80名に変更）
施設所在地：帯広市東13条南6丁目

　昭和47年の設置以来、28
年にわたり公立施設とし
て、その役割を果たしてき
ましたが、社会福祉制度も
歴史的な変革期を迎え、専
門的な知識を持ち、かつ、
柔軟な発想とハイレベルな
介護のノウハウを有した社
会福祉法人に施設経営を移
譲することが、将来的にも
利用者のサービス向上に
とってベストであるとし
て、平成12年4月に当法人
へ引き継がれたものです。
　併せて老朽化した施設改
築も移譲後の大きな柱とし
て位置づけられ、その計画
がスタートし、平成15年新
施設竣工となりました。
移転：平成15年7月
施設名称：東明寮
移転後施設所在地：帯広市
大正町基線100－34
設置・運営主体：社会福祉
法人、民設民営
入所者定員：80名から90名
に

終戦直後の社
会 的 混 乱 期
に、居住の場
を失った生活
困窮者の簡易
宿泊所として
スタート。昭
和24年に施設
整 備 を 行 い、
翌25年に生活
保護法による
収容定員40名
の更生施設を
設置したのが
その前身でし
た。
施設名：愛泉
館　定員：40
名
開設：昭和25
年5月1日（ 更
生 施 設 と し
て）



救護施設の動態 71

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

3 北
海
道

施設の名称：
東明寮
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
社会福祉法
人
運営形態：
民設民営

　当施設は、隣接して小規模な自然
河川が流れ、向かいには大規模公園
が位置し、閑静で自然豊かな反面、
近隣には商店街、郵便局、銀行、市
役所支所、消防署、住宅などが並び
立ち、利用者にとって買物も含め、地
域の方 と々交流が可能な場所に建設さ
れております。
　また、当施設は、身体、精神、知
的など様々な障害等を持った方々の
総合的な施設です。北海道東部では
唯一の救護施設であり、実施機関別
入所人員は帯広市34人.37％、十勝管
内19人.21％、釧路市・支庁管内21人
.23 ％、 根 室 市・ 根 室 支 庁 管 内5人
.5％、網走支庁管内2人.2％、（以上が
東部）その他11人.12％と、全体の約
9割が東部地域出身者で占められ、
文字通り地区におけるセーフティ
ネットとしての役割を担っておりま
す。
　現在、施設が生活の場であること
を第一義としつつ、一人ひとりの希
望要望を重視した中で、クラブ活動
や行事などの内容の巾を広げ、更に
は個人・グループごとに地域に出か
けること、個人外出による買物・小
遣い帳の活用など金銭の自己管理、
バス利用など公共機関の利活用、服
薬の自己管理など個別ケアプランに
添って個々の生活の質的向上を図
り、利用者の自立支援と明るく健康
的な生活を営むことを目指しており
ます。

①年齢層：平均60歳（最年
少27歳、最年長78歳）
②障害区分：精神障害23人
.25％、知的障害26人.28％、
身体障害16人.17％、重複
障害15人.16％、その他12
人.13％
③在寮期間：平均15年4ヶ
月
④各種手帳所持者：身体25
名、療育39名、精神32（重
複有）
⑤各種年金受給：国民61名、
厚生7名、共済2名（障害、
老齢等）
⑥日常生活状況：歩行（自
力80 ％.補 助 具9 ％.車 い す
11％）
食事（自力66％.一部介助
31％.全面介助3％）
入浴（自力46％.一部介助
29％.前面介助25％）
排泄（自力95％.車いす2％
.介助3％）おむつ12％
⑦最近の入退所：入所3名

（病院から1名、居宅から2
名）
退所3名（居宅へ1名、他施
設へ2名）

回答なし 昭和47年
6月1日

（前身の施設経過に続いて）
　戦後の混乱期を脱し、社会が安定
するとともに、入所者の就職や結婚
などで社会復帰が増え、残された人
は重度の身体障がい者や精神障がい
者等就労が困難な人ばかりとなり、
本来の社会復帰を第一目的とした更
生施設としての需要度が低く、これ
とは別に当時として需要度の高い救
護施設などの設置が時代背景として
求められ、22年の歴史に幕を閉じ、
新たに昭和47年6月北海道東部では
設置されていなかった救護施設を開
設したものです。
昭和47年6月1日救護施設「東明寮」
開設
設置・運営主体：帯広市、公設公営
定員：100名（昭和54年80名に変更）
施設所在地：帯広市東13条南6丁目

　昭和47年の設置以来、28
年にわたり公立施設とし
て、その役割を果たしてき
ましたが、社会福祉制度も
歴史的な変革期を迎え、専
門的な知識を持ち、かつ、
柔軟な発想とハイレベルな
介護のノウハウを有した社
会福祉法人に施設経営を移
譲することが、将来的にも
利用者のサービス向上に
とってベストであるとし
て、平成12年4月に当法人
へ引き継がれたものです。
　併せて老朽化した施設改
築も移譲後の大きな柱とし
て位置づけられ、その計画
がスタートし、平成15年新
施設竣工となりました。
移転：平成15年7月
施設名称：東明寮
移転後施設所在地：帯広市
大正町基線100－34
設置・運営主体：社会福祉
法人、民設民営
入所者定員：80名から90名
に

終戦直後の社
会 的 混 乱 期
に、居住の場
を失った生活
困窮者の簡易
宿泊所として
スタート。昭
和24年に施設
整 備 を 行 い、
翌25年に生活
保護法による
収容定員40名
の更生施設を
設置したのが
その前身でし
た。
施設名：愛泉
館　定員：40
名
開設：昭和25
年5月1日（ 更
生 施 設 と し
て）
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

4 北
海
道

施設の名称：
救 護 施 設　 
函館共働宿
泊所救護部
設置主体：
社会福祉法
人　函館共
働宿泊所
運営主体：
社会福祉法
人　函館共
働宿泊所
運営形態：
民設民営

　当施設は、函館市の郊外（函館空
港より車で15分）に位置し、自然環
境に恵まれた立地条件にあります。施
設サービスでは、ゆとりのある生活
を心掛けながら、地域社会との係わ
りを大切にいたしております。

（平成17年4月1日現在調べ）
（在籍者数は、男性51名、
女性50名、計101名）
1.年齢構成

「平均年齢・66.0歳」
「最年少・41歳／最高齢・
93歳」
2.障害の種類と人数
知的障害・32名、視覚障害・
6名、聴覚障害・2名、肢体
不自由・8名、内部障害・4
名、統合失調症・35名、ア
ルコール中毒・6名、その
他の精神障害・2名、内科
的疾患4名、その他・2名

なし 1952（昭
和27）年
9月1日

1910（明治43）年、函館市における
社会福祉事業の先駆者・仲山与七氏
により創設され「函館無料宿泊所」
と称して救済事業を行う。
1917（大正6）年、財団法人設立が
認可される。

（1924年に初代理事長・仲山氏が急
逝し、歴代理事長に引き継がれて現
在に至っている。）

（1947（昭和22）年、生活保護法に
よる更生施設として認可され、事業
を行っていた。）
1952（昭和27）年、社会福祉事業法
により、財団法人から「社会福祉法
人函館共働宿泊所」と組織変更され
る。
1952（昭和27）年9月、函館市堀川
町25番15号にて新たに救護施設・函
館共働宿泊所救護部（定員70名）を
設置、認可され、同年11月より事業
を開始。（更生施設の入所者の内の
救護施設対象者である方々を分類し
て収容したもの。）

1969（昭和44）年、施設建
物の老朽化したことによ
り、現在地「函館市東畑町
158番地の2」に移築・移転
をして「定員・100名」と
して事業を開始し、現在に
至っている。

回答なし 施設パン
フレット
あり

5 北
海
道

施設の名称：
救 護 施 設　 
白石福祉園
設置主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営形態：
回答なし

　2人1室を主体とし、食堂（110人
分）、集会室、リハビリ室、デイルー
ム、浴室を備えており、札幌市郊外
に建設されているが、全員一日・一
年の計画のもとで、有意義に生活し
ている。

平均年齢67.3％
身体障害10名（9.6％）、知
的 障 害32名（30.7 ％）、 精
神 障 害21名（22.1 ％）、 重
複 障 害33名（31.7 ％）、 以
上障害者92.3％で、このう
ち 重 度 障 害 者 は29名

（27.9％）にもなっている。
従って、高年齢で障害者の
多いのが特徴といえる。

回答なし 回答なし 昭和29年天皇・皇后両陛下をお迎え
し、札幌において国民体育大会が開
催された折、札幌駅・大通り公園・
豊平河川敷等に住居を持たない人達
が多くみられ、人道的にも放置でき
ない状況にあり、これを機会に小規
模（30名）な宿泊援護事業を開始し
たのが始まりである。

昭 和29年12月　 救 護 施 設
「白石福祉園」を設立（定
員30名）
昭和30年12月　定員70名に
変更
昭和31年10月　付属「白石
診療所」開設
昭和32年9月　第3期工事完
了　定員100名に変更
昭和38年11月　第4期工事
完了　定員150名に変更
平成3年4月　定員100名に
変更
平成6年3月　白石区川北に
新築移転

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

4 北
海
道

施設の名称：
救 護 施 設　 
函館共働宿
泊所救護部
設置主体：
社会福祉法
人　函館共
働宿泊所
運営主体：
社会福祉法
人　函館共
働宿泊所
運営形態：
民設民営

　当施設は、函館市の郊外（函館空
港より車で15分）に位置し、自然環
境に恵まれた立地条件にあります。施
設サービスでは、ゆとりのある生活
を心掛けながら、地域社会との係わ
りを大切にいたしております。

（平成17年4月1日現在調べ）
（在籍者数は、男性51名、
女性50名、計101名）
1.年齢構成

「平均年齢・66.0歳」
「最年少・41歳／最高齢・
93歳」
2.障害の種類と人数
知的障害・32名、視覚障害・
6名、聴覚障害・2名、肢体
不自由・8名、内部障害・4
名、統合失調症・35名、ア
ルコール中毒・6名、その
他の精神障害・2名、内科
的疾患4名、その他・2名

なし 1952（昭
和27）年
9月1日

1910（明治43）年、函館市における
社会福祉事業の先駆者・仲山与七氏
により創設され「函館無料宿泊所」
と称して救済事業を行う。
1917（大正6）年、財団法人設立が
認可される。

（1924年に初代理事長・仲山氏が急
逝し、歴代理事長に引き継がれて現
在に至っている。）

（1947（昭和22）年、生活保護法に
よる更生施設として認可され、事業
を行っていた。）
1952（昭和27）年、社会福祉事業法
により、財団法人から「社会福祉法
人函館共働宿泊所」と組織変更され
る。
1952（昭和27）年9月、函館市堀川
町25番15号にて新たに救護施設・函
館共働宿泊所救護部（定員70名）を
設置、認可され、同年11月より事業
を開始。（更生施設の入所者の内の
救護施設対象者である方々を分類し
て収容したもの。）

1969（昭和44）年、施設建
物の老朽化したことによ
り、現在地「函館市東畑町
158番地の2」に移築・移転
をして「定員・100名」と
して事業を開始し、現在に
至っている。

回答なし 施設パン
フレット
あり

5 北
海
道

施設の名称：
救 護 施 設　 
白石福祉園
設置主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営形態：
回答なし

　2人1室を主体とし、食堂（110人
分）、集会室、リハビリ室、デイルー
ム、浴室を備えており、札幌市郊外
に建設されているが、全員一日・一
年の計画のもとで、有意義に生活し
ている。

平均年齢67.3％
身体障害10名（9.6％）、知
的 障 害32名（30.7 ％）、 精
神 障 害21名（22.1 ％）、 重
複 障 害33名（31.7 ％）、 以
上障害者92.3％で、このう
ち 重 度 障 害 者 は29名

（27.9％）にもなっている。
従って、高年齢で障害者の
多いのが特徴といえる。

回答なし 回答なし 昭和29年天皇・皇后両陛下をお迎え
し、札幌において国民体育大会が開
催された折、札幌駅・大通り公園・
豊平河川敷等に住居を持たない人達
が多くみられ、人道的にも放置でき
ない状況にあり、これを機会に小規
模（30名）な宿泊援護事業を開始し
たのが始まりである。

昭 和29年12月　 救 護 施 設
「白石福祉園」を設立（定
員30名）
昭和30年12月　定員70名に
変更
昭和31年10月　付属「白石
診療所」開設
昭和32年9月　第3期工事完
了　定員100名に変更
昭和38年11月　第4期工事
完了　定員150名に変更
平成3年4月　定員100名に
変更
平成6年3月　白石区川北に
新築移転

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

6 北
海
道

施設の名称：
静心寮
設置主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営形態：
民設民営

　平成8年新築移転の際、デイサー
ビスセンター（老人、身体障害者）
を併設。
平成10年より、札幌市と協議の上、
市内のホームレスの緊急一時入所の
受け入れを開始（市内救護施設の当
番制、等施設は翌11年）。施設入所
により生活保護新生、居宅保護へと
つなげているが、居宅生活が困難な
場合、そのまま入所というケースも
ある。年々利用者が増加し16年度に
は28名の入所があった。

　定員100名のうち、現在
男性64名女性36名と、男性
利用者の方が多く、年齢層
も30代～80代と幅広い。平
均年齢66.7歳。障害別では
知的障害24.3％、身体障害
4.9％、精神障害22.3％、重
複 障 害36.9 ％、 そ の 他
11.6％となっている。在所
期間は男性平均15.7年、女
性 平 均23.8年、 総 平 均 で
18.8年 最 長 は46年 に も な
る。日常生活動作の面では
年齢が若く自立している人
と、高齢で介助を要する人
との差が大きい。

老 人 デ イ
サービスセ
ンター
身体障害者
デイサービ
スセンター
居宅介護支
援センター

昭和28年
5月1日

大正元年、札幌市の実業家が、恩赦
の慈旨を記念し、札幌記念保護会と
称し、引き取り人のいない釈放者の
収容保護を開始。
大正10年、南1条西17丁目に新築・
移転。
大正14年、財団法人札幌大化院設立・
認可。
昭和5年、授産施設を充実させ新築。
定員9室24名。
昭和26年、施設整備により定員40名
に。
昭和28年、当時の世情に即応して低
所得者の保護厚生のため、社会福祉
法人札幌厚生会を設立・認可を受け、
札幌大化院の一部を、生活保護法に
よる更生施設として開設。

昭和29年、国体開催のため、
浮浪者対策として桑園分寮
を開設
昭和31年、桑園分寮を閉鎖。
昭和42年、老朽整備により
白石区に移転・新築。定員
100名で事業再開。
昭和46年、一時宿泊施設「清
和荘」開設。
昭和47年2月1日、救護施設
に種別変更。定員100名
平成3年、「清和荘」閉鎖。
平成8年、新築・移転。老
人デイサービスセンター、
身体障害デイサービスセン
ターを併設。

昭 和28年5月1
日、生活保護
法による更生
施設「静心寮」
として開設。

事業報告
書付属

7 北
海
道

施設の名称：
社会福祉法
人　函館厚
生院　高丘
寮
設置主体：
社会福祉法
人　函館厚
生院
運営主体：
社会福祉法
人　函館厚
生院
運営形態：
民設民営

　定員120名。1階事務室・会議室・
面接室・食堂浴室等。　
2階男性フロア、3階女性フロアと
なっている。以前は木造平屋造り
だったが、平成8年10月に新寮舎へ
と建て替えられた。
　職員構成は、施設長1、事務員2、
相談員2、看護師2、栄養士1、介護
員27、介助員1の36名体制。
　高丘寮では作業活動や旅行、季節
に応じた行事、クラブ活動、精神的
ゆとりと健康維持、体力づくりを目
的としたレクリエーションなど、利
用者が充実した生活を送っていただ
けるよう支援している。また、清掃
活動や手作り雑巾寄贈、交流行事な
ど地域との繋がりを広げている。

平成18年1月1日現在男性61
名、女性57名、合計118名
在籍。
　利用者の平均年齢は65.5
歳と年々高齢化しており、
入所年数も31年以上の方が
全体の約半数を占めてい
る。
　障害別では、知的障害
50％、精神障害10％、知的・
身体・精神の重複30％と重
度者が多いのが特徴であ
る。

なし 昭和39年
3月11日

旧函館厚生院養老院の建物を使用し
て、生活保護法による救護施設とし
て出発した。

昭和39年開設時は定員40
名、 昭 和40年4月1日90名、
昭和41年6月1日定員120名
に変更。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

6 北
海
道

施設の名称：
静心寮
設置主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営主体：
社会福祉法
人　札幌厚
生会
運営形態：
民設民営

　平成8年新築移転の際、デイサー
ビスセンター（老人、身体障害者）
を併設。
平成10年より、札幌市と協議の上、
市内のホームレスの緊急一時入所の
受け入れを開始（市内救護施設の当
番制、等施設は翌11年）。施設入所
により生活保護新生、居宅保護へと
つなげているが、居宅生活が困難な
場合、そのまま入所というケースも
ある。年々利用者が増加し16年度に
は28名の入所があった。

　定員100名のうち、現在
男性64名女性36名と、男性
利用者の方が多く、年齢層
も30代～80代と幅広い。平
均年齢66.7歳。障害別では
知的障害24.3％、身体障害
4.9％、精神障害22.3％、重
複 障 害36.9 ％、 そ の 他
11.6％となっている。在所
期間は男性平均15.7年、女
性 平 均23.8年、 総 平 均 で
18.8年 最 長 は46年 に も な
る。日常生活動作の面では
年齢が若く自立している人
と、高齢で介助を要する人
との差が大きい。

老 人 デ イ
サービスセ
ンター
身体障害者
デイサービ
スセンター
居宅介護支
援センター

昭和28年
5月1日

大正元年、札幌市の実業家が、恩赦
の慈旨を記念し、札幌記念保護会と
称し、引き取り人のいない釈放者の
収容保護を開始。
大正10年、南1条西17丁目に新築・
移転。
大正14年、財団法人札幌大化院設立・
認可。
昭和5年、授産施設を充実させ新築。
定員9室24名。
昭和26年、施設整備により定員40名
に。
昭和28年、当時の世情に即応して低
所得者の保護厚生のため、社会福祉
法人札幌厚生会を設立・認可を受け、
札幌大化院の一部を、生活保護法に
よる更生施設として開設。

昭和29年、国体開催のため、
浮浪者対策として桑園分寮
を開設
昭和31年、桑園分寮を閉鎖。
昭和42年、老朽整備により
白石区に移転・新築。定員
100名で事業再開。
昭和46年、一時宿泊施設「清
和荘」開設。
昭和47年2月1日、救護施設
に種別変更。定員100名
平成3年、「清和荘」閉鎖。
平成8年、新築・移転。老
人デイサービスセンター、
身体障害デイサービスセン
ターを併設。

昭 和28年5月1
日、生活保護
法による更生
施設「静心寮」
として開設。

事業報告
書付属

7 北
海
道

施設の名称：
社会福祉法
人　函館厚
生院　高丘
寮
設置主体：
社会福祉法
人　函館厚
生院
運営主体：
社会福祉法
人　函館厚
生院
運営形態：
民設民営

　定員120名。1階事務室・会議室・
面接室・食堂浴室等。　
2階男性フロア、3階女性フロアと
なっている。以前は木造平屋造り
だったが、平成8年10月に新寮舎へ
と建て替えられた。
　職員構成は、施設長1、事務員2、
相談員2、看護師2、栄養士1、介護
員27、介助員1の36名体制。
　高丘寮では作業活動や旅行、季節
に応じた行事、クラブ活動、精神的
ゆとりと健康維持、体力づくりを目
的としたレクリエーションなど、利
用者が充実した生活を送っていただ
けるよう支援している。また、清掃
活動や手作り雑巾寄贈、交流行事な
ど地域との繋がりを広げている。

平成18年1月1日現在男性61
名、女性57名、合計118名
在籍。
　利用者の平均年齢は65.5
歳と年々高齢化しており、
入所年数も31年以上の方が
全体の約半数を占めてい
る。
　障害別では、知的障害
50％、精神障害10％、知的・
身体・精神の重複30％と重
度者が多いのが特徴であ
る。

なし 昭和39年
3月11日

旧函館厚生院養老院の建物を使用し
て、生活保護法による救護施設とし
て出発した。

昭和39年開設時は定員40
名、 昭 和40年4月1日90名、
昭和41年6月1日定員120名
に変更。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

8 北
海
道

施設の名称：
明和園
設置主体：
社会福祉法
人　函館市
民生事業協
会
運営主体：
社会福祉法
人　函館民
生事業協会
運営形態：
民設民営

　当園は函館市の中央部に位置しな
がらも、石川啄木を偲んでつくられ
た海を眺められる「啄木小公園」が
近くにあります。この立地条件をい
かして利用者のため数々の屋外行事
を行い気分転換の機会を提供してい
ます。

1月1日現在　定員84名
現員　90名
男　55名　平均年齢61.1歳　
最高年齢84歳　最低年齢30
歳
女　35名　平均年齢66.9歳　
最高年齢89歳　最低年齢41
歳
障害別
精神　男15名　女18名
知的　男2名　女1名
身障　男9名　女3名
重複　男4名　女10名
そ の 他　 男25名　 女10名　
＊各手帳の該当にならない
入所者

なし 昭和48年
3月1日

昭和25年4月1日　生活保護法による
更正施設函館民生寮（大川町無料宿
泊所）を函館市から受託経営す。
昭和33年3月31日　函館民生寮の建
物が函館市より無償譲渡されると同
時に設置経営することとし認可され
る。
昭和40年7月15日　函館市日乃出町
21番17号の市有地で函館民生寮の新
築工事に着手。41年2月20日竣工
昭和48年3月1日　生活保護法の適用
を受けて更正施設を利用するものは
年々急激に減少。反面日々介護を要
する救護施設対象者の入所定員不足
が深刻な事態となりつつあり、道・
市の行政方針としても救護施設の定
員増加が急務の情勢であり、これに
即応する形で更正施設を廃止し、救
護施設明和園を開設した。

回答なし 施設名　更正
施設「函館民
生 寮 」　 定 員
130名
開設年月　昭
和25年4月1日
内容
昭 和25年4月1
日　函館市よ
り受託経営
昭 和33年3月
31日　函館市
より譲渡され
設置経営
昭 和36年4月1
日　更正施設
設備基準改正
に よ り 定 員
100名に減員
昭 和41年3月　
新築移転（日
乃 出 町 現 在
地）

9 青
森
県

施設の名称：
救 護 施 設　 
まことホー
ム
設置主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営形態：
民設民営

　明るい環境のもと、健康で文化的
な生活を送って頂けるよう、個々の
状態を踏まえ、快適な生活を提供し
ております。
　利用者には、施設の目的、方針、
日課及び行事その他について説明
し、信頼感と安心感をもって生活で
きるように努めております。
　また、大型テレビ、液晶プロジェクター、
カラオケ設備を利用した、映画やビデ
オの上映や、運動競技、音楽、芸能、
その他のレクリエーション等の催し
を毎月企画し、うるおいのある生活
を送って頂けるよう努めておりま
す。

　当ホームは在寮期間の平
均が21.32歳と長期入寮者
が 多 い 中 で 知 的 障 害
21.6 ％、 精 神 障 害6.98 ％、
知的、精神の重複33.12％、
知的、身体の重複12.96％
が大半を占め、平均年齢も
男 子60.4歳、 女 子64.10歳、
男女平均61.76歳と高齢化
し、それに伴い、重度化、
重複障害者が増加し、全面
介護、半介護者が増加、介
護用品利用者（オムツ使用
等）が23.04％（他、車椅子、
歩行・移動の介護用品利用
者16.56％）を占めている
のが現状である。

回答なし 昭和36年
4月

昭和35年12月財団法人済誠会（理事
長故江渡誠一）が主体となり、社会
福祉事業に関心を持つ仲間を募り、
様々な方より浄財の寄付を仰ぎ、社
会福祉法人「至誠会」を創立しまし
た。当初は、救護施設十和田救護院

（現在のまことホーム）を設立し、
業務を開始しました。

・昭和36年4月（30名定員）　
・昭和37年11月（60名定員）
・昭和40年5月（100名定員）
・昭和40年10月（130名（30
名分院設立））
・昭和41年10月（190名（90
名分院））
・昭和43年10月（210名（90
名分院））
・昭和44年1月（250名（130
名分院）
・昭和45年4月（120名）・
分院が緊急救護施設誠幸園
として独立
・施設所在地変更・昭和55
年6月新築移転と同時に施
設の名称を「まことホーム」
に変更　

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

8 北
海
道

施設の名称：
明和園
設置主体：
社会福祉法
人　函館市
民生事業協
会
運営主体：
社会福祉法
人　函館民
生事業協会
運営形態：
民設民営

　当園は函館市の中央部に位置しな
がらも、石川啄木を偲んでつくられ
た海を眺められる「啄木小公園」が
近くにあります。この立地条件をい
かして利用者のため数々の屋外行事
を行い気分転換の機会を提供してい
ます。

1月1日現在　定員84名
現員　90名
男　55名　平均年齢61.1歳　
最高年齢84歳　最低年齢30
歳
女　35名　平均年齢66.9歳　
最高年齢89歳　最低年齢41
歳
障害別
精神　男15名　女18名
知的　男2名　女1名
身障　男9名　女3名
重複　男4名　女10名
そ の 他　 男25名　 女10名　
＊各手帳の該当にならない
入所者

なし 昭和48年
3月1日

昭和25年4月1日　生活保護法による
更正施設函館民生寮（大川町無料宿
泊所）を函館市から受託経営す。
昭和33年3月31日　函館民生寮の建
物が函館市より無償譲渡されると同
時に設置経営することとし認可され
る。
昭和40年7月15日　函館市日乃出町
21番17号の市有地で函館民生寮の新
築工事に着手。41年2月20日竣工
昭和48年3月1日　生活保護法の適用
を受けて更正施設を利用するものは
年々急激に減少。反面日々介護を要
する救護施設対象者の入所定員不足
が深刻な事態となりつつあり、道・
市の行政方針としても救護施設の定
員増加が急務の情勢であり、これに
即応する形で更正施設を廃止し、救
護施設明和園を開設した。

回答なし 施設名　更正
施設「函館民
生 寮 」　 定 員
130名
開設年月　昭
和25年4月1日
内容
昭 和25年4月1
日　函館市よ
り受託経営
昭 和33年3月
31日　函館市
より譲渡され
設置経営
昭 和36年4月1
日　更正施設
設備基準改正
に よ り 定 員
100名に減員
昭 和41年3月　
新築移転（日
乃 出 町 現 在
地）

9 青
森
県

施設の名称：
救 護 施 設　 
まことホー
ム
設置主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営形態：
民設民営

　明るい環境のもと、健康で文化的
な生活を送って頂けるよう、個々の
状態を踏まえ、快適な生活を提供し
ております。
　利用者には、施設の目的、方針、
日課及び行事その他について説明
し、信頼感と安心感をもって生活で
きるように努めております。
　また、大型テレビ、液晶プロジェクター、
カラオケ設備を利用した、映画やビデ
オの上映や、運動競技、音楽、芸能、
その他のレクリエーション等の催し
を毎月企画し、うるおいのある生活
を送って頂けるよう努めておりま
す。

　当ホームは在寮期間の平
均が21.32歳と長期入寮者
が 多 い 中 で 知 的 障 害
21.6 ％、 精 神 障 害6.98 ％、
知的、精神の重複33.12％、
知的、身体の重複12.96％
が大半を占め、平均年齢も
男 子60.4歳、 女 子64.10歳、
男女平均61.76歳と高齢化
し、それに伴い、重度化、
重複障害者が増加し、全面
介護、半介護者が増加、介
護用品利用者（オムツ使用
等）が23.04％（他、車椅子、
歩行・移動の介護用品利用
者16.56％）を占めている
のが現状である。

回答なし 昭和36年
4月

昭和35年12月財団法人済誠会（理事
長故江渡誠一）が主体となり、社会
福祉事業に関心を持つ仲間を募り、
様々な方より浄財の寄付を仰ぎ、社
会福祉法人「至誠会」を創立しまし
た。当初は、救護施設十和田救護院

（現在のまことホーム）を設立し、
業務を開始しました。

・昭和36年4月（30名定員）　
・昭和37年11月（60名定員）
・昭和40年5月（100名定員）
・昭和40年10月（130名（30
名分院設立））
・昭和41年10月（190名（90
名分院））
・昭和43年10月（210名（90
名分院））
・昭和44年1月（250名（130
名分院）
・昭和45年4月（120名）・
分院が緊急救護施設誠幸園
として独立
・施設所在地変更・昭和55
年6月新築移転と同時に施
設の名称を「まことホーム」
に変更　

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

10 青
森
県

施設の名称：
救 護 施 設　 
誠幸園
設置主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営形態：
民設民営

　各種（園芸・農事・畜産・木工作・
陶芸・環境・印刷・縫工等）の作業
訓練を展開し、特に、花づくりの活
動は、地域を巻き込み、数々の受賞
にかがやき、入所者と職員の励みと
なっている。
別添　施設要覧参照

　精神障害並びにその他の
重複障害者（知的、身体等）
がほとんどを占め、就労、
社会生活を体験した方が多
く入所されています。
　近年は、65歳以上の高齢
入所者数が4割を越え、身
体介護を要する入所者が増
加しつつある。

身体障害者
デイサービ
ス

昭和40年
10月1日

創設者である初代理事長故江渡誠一
先生の社会福祉事業へ思いと、心身
に障害をもち社会で一人では暮らせ
ない障害者達と、そのご家族の幸せ
のことを思い昭和35年に有志を募り
法人を設立し、十和田救護院　現在
のまことホームを開設したのがはじ
まりであり、その対象者の増加に伴
い、施設拡充がなされ特に、緊急に
作業訓練を中心とした指導援助を要
する障害者を受け入れる施設として
誠幸園が、緊急救護施設として開設
になり、その後、救護施設へ変更と
至ったとの事。

現在の救護施設まことホー
ムの分院として30名にて開
設
昭和41年10月60名の増員、
定員90名緊急救護施設とし
て発足
昭 和41年1月40名 の 増 員、
定員130名
昭 和45年4月10名 の 増 員、
定員140名をもって分離独
立
昭和49年1月救護施設へ変
更する
昭 和51年4月10名 の 増 員、
定員150名
現在に至る

当園の前身（現
在もそのまま
存続）
施設名　救護
施設　十和田
救 護 院（ 現 ）
まことホーム
開 設 年 月 日　
昭 和36年4月1
日
施 設 の 内 容　
救護施設（同
種）

施設パン
フレット
あり

11 青
森
県

施設の名称：
白鳥ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　青森県
玉葉会
運営主体：
社会福祉法
人　青森県
玉葉会
運営形態：
民設民営

　年々高齢化の傾向にある利用者の
多様なニーズに対する福祉サービス
を利用者本位の視点から総合的に提
供し、利用者が個人の尊厳を保持し
つつ、ノーマライゼーションの理念
に基づき、自立した生活を地域社会
とともに営むことができるよう支援
している。
　また、地域交流ホーム「のぞみの
家」を広く開放し、家族との交流の
場、施設と地域の新しい共同の場と
して、地域の中に開かれた施設をめ
ざし福祉的援助サービスの提供を
図っている。

【平成17年4月現在】
1利用者数　男70名　女64
名　計134名
2平均年齢　61.6歳
3平均利用期間　28.2年
4障害の状況　
①知的を障害にもつもの
単一　40名　重複　65名
②精神病を障害にもつもの
単一　23名　重複　47名
③肢体（聴力、言語含む）
に障害をもつもの
単一　0名　重複　41名

なし 昭和38年
2月25日

昭和37年11月　社会福祉法人青森県
玉葉会設立

（救護施設の名称を白鳥ホームと命
名）
昭和37年12月　社会福祉法人青森県
玉葉会設立認可　
昭和38年 1月　救護施設白鳥ホーム
事業開始
昭和38年 2月　救護施設白鳥ホーム
設置認可

昭 和38年1月　 定 員50名　
創設
昭和38年8月　定員75名
昭和41年12月　定員100名
昭和44年12月　定員120名
昭和57年3月　全面改築
昭和58年4月　定員130名

回答なし 施設のあ
ら ま し

（ 事 業 計
画、事業
実績）あ
り

12 岩
手
県

施設の名称：
岩手県立好
地荘
設置主体： 
岩 手 県

（H18. 3. 31
日まで）社
会福祉法人
岩手県社会
福祉事業団

（H18. 4. 1
から）
運営主体：
社会福祉法
人岩手県社
会福祉事業
団
運営形態：
回答なし

県内初の救護施設として現在地に開
設

別添17年度の「運営方針・援助計画」
のとおり

知的障害者　16名
精神障害者　21名
身体障害者　4名
知的＋精神　14名
知的＋身体　8名
精神＋身体　4名
知的＋精神＋身体　2名
その他　1名

　計　70名

　平均年齢　61歳

精神障害者 
グループホ
ー ム　1ヶ
所（ 定 員6
名）

（ 更 に Ｈ
18.4.1　 定
員6名 開 設
予定）
知的障害者
グループホ
ー ム　2ヶ
所（ 定 員5
名×2ｹ所）

昭和37年
6月25日

　開設に至った経緯の資料がありま
せんので詳しくはわかりませんが、
開設時の県立県営から考えますと県
の施策のひとつと思われます。
　岩手県内の知的障害者施設は、昭
和50年代に急増しましたが、それ以
前における救護施設入所利用者の障
害区分は90%以上が知的障害者で占
められていました。
　現在は上記入所者の特徴のとお
り、精神障害者の占める割合が高く
なってきており、近年は入所申請者
のほとんどが精神障害者です。

昭和37年6月25日　県立県
営の救護施設として開設入
所定員50名
　 〃 43年2月　 増 築 完 成　
定員70名に変更
　〃 51年4月1日　運営を
社会福祉事業団へ委託
平成3年3月31日　改築工事
完成
平成18年1月1日　市町村合
併により稗貫郡から花巻市
となる
平成18年4月1日　県立民営
から完全民営化となり岩手
県社会福祉事業団が運営す
る予定

回答なし 別冊資料
「 平 成17
年度運営
方針・援
助計画あ
り」
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

10 青
森
県

施設の名称：
救 護 施 設　 
誠幸園
設置主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営主体：
社会福祉法
人　至誠会
運営形態：
民設民営

　各種（園芸・農事・畜産・木工作・
陶芸・環境・印刷・縫工等）の作業
訓練を展開し、特に、花づくりの活
動は、地域を巻き込み、数々の受賞
にかがやき、入所者と職員の励みと
なっている。
別添　施設要覧参照

　精神障害並びにその他の
重複障害者（知的、身体等）
がほとんどを占め、就労、
社会生活を体験した方が多
く入所されています。
　近年は、65歳以上の高齢
入所者数が4割を越え、身
体介護を要する入所者が増
加しつつある。

身体障害者
デイサービ
ス

昭和40年
10月1日

創設者である初代理事長故江渡誠一
先生の社会福祉事業へ思いと、心身
に障害をもち社会で一人では暮らせ
ない障害者達と、そのご家族の幸せ
のことを思い昭和35年に有志を募り
法人を設立し、十和田救護院　現在
のまことホームを開設したのがはじ
まりであり、その対象者の増加に伴
い、施設拡充がなされ特に、緊急に
作業訓練を中心とした指導援助を要
する障害者を受け入れる施設として
誠幸園が、緊急救護施設として開設
になり、その後、救護施設へ変更と
至ったとの事。

現在の救護施設まことホー
ムの分院として30名にて開
設
昭和41年10月60名の増員、
定員90名緊急救護施設とし
て発足
昭 和41年1月40名 の 増 員、
定員130名
昭 和45年4月10名 の 増 員、
定員140名をもって分離独
立
昭和49年1月救護施設へ変
更する
昭 和51年4月10名 の 増 員、
定員150名
現在に至る

当園の前身（現
在もそのまま
存続）
施設名　救護
施設　十和田
救 護 院（ 現 ）
まことホーム
開 設 年 月 日　
昭 和36年4月1
日
施 設 の 内 容　
救護施設（同
種）

施設パン
フレット
あり

11 青
森
県

施設の名称：
白鳥ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　青森県
玉葉会
運営主体：
社会福祉法
人　青森県
玉葉会
運営形態：
民設民営

　年々高齢化の傾向にある利用者の
多様なニーズに対する福祉サービス
を利用者本位の視点から総合的に提
供し、利用者が個人の尊厳を保持し
つつ、ノーマライゼーションの理念
に基づき、自立した生活を地域社会
とともに営むことができるよう支援
している。
　また、地域交流ホーム「のぞみの
家」を広く開放し、家族との交流の
場、施設と地域の新しい共同の場と
して、地域の中に開かれた施設をめ
ざし福祉的援助サービスの提供を
図っている。

【平成17年4月現在】
1利用者数　男70名　女64
名　計134名
2平均年齢　61.6歳
3平均利用期間　28.2年
4障害の状況　
①知的を障害にもつもの
単一　40名　重複　65名
②精神病を障害にもつもの
単一　23名　重複　47名
③肢体（聴力、言語含む）
に障害をもつもの
単一　0名　重複　41名

なし 昭和38年
2月25日

昭和37年11月　社会福祉法人青森県
玉葉会設立

（救護施設の名称を白鳥ホームと命
名）
昭和37年12月　社会福祉法人青森県
玉葉会設立認可　
昭和38年 1月　救護施設白鳥ホーム
事業開始
昭和38年 2月　救護施設白鳥ホーム
設置認可

昭 和38年1月　 定 員50名　
創設
昭和38年8月　定員75名
昭和41年12月　定員100名
昭和44年12月　定員120名
昭和57年3月　全面改築
昭和58年4月　定員130名

回答なし 施設のあ
ら ま し

（ 事 業 計
画、事業
実績）あ
り

12 岩
手
県

施設の名称：
岩手県立好
地荘
設置主体： 
岩 手 県

（H18. 3. 31
日まで）社
会福祉法人
岩手県社会
福祉事業団

（H18. 4. 1
から）
運営主体：
社会福祉法
人岩手県社
会福祉事業
団
運営形態：
回答なし

県内初の救護施設として現在地に開
設

別添17年度の「運営方針・援助計画」
のとおり

知的障害者　16名
精神障害者　21名
身体障害者　4名
知的＋精神　14名
知的＋身体　8名
精神＋身体　4名
知的＋精神＋身体　2名
その他　1名

　計　70名

　平均年齢　61歳

精神障害者 
グループホ
ー ム　1ヶ
所（ 定 員6
名）

（ 更 に Ｈ
18.4.1　 定
員6名 開 設
予定）
知的障害者
グループホ
ー ム　2ヶ
所（ 定 員5
名×2ｹ所）

昭和37年
6月25日

　開設に至った経緯の資料がありま
せんので詳しくはわかりませんが、
開設時の県立県営から考えますと県
の施策のひとつと思われます。
　岩手県内の知的障害者施設は、昭
和50年代に急増しましたが、それ以
前における救護施設入所利用者の障
害区分は90%以上が知的障害者で占
められていました。
　現在は上記入所者の特徴のとお
り、精神障害者の占める割合が高く
なってきており、近年は入所申請者
のほとんどが精神障害者です。

昭和37年6月25日　県立県
営の救護施設として開設入
所定員50名
　 〃 43年2月　 増 築 完 成　
定員70名に変更
　〃 51年4月1日　運営を
社会福祉事業団へ委託
平成3年3月31日　改築工事
完成
平成18年1月1日　市町村合
併により稗貫郡から花巻市
となる
平成18年4月1日　県立民営
から完全民営化となり岩手
県社会福祉事業団が運営す
る予定

回答なし 別冊資料
「 平 成17
年度運営
方針・援
助計画あ
り」
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

13 岩
手
県

施設の名称：
岩手県立松
荘
設置主体：
岩手県
運営主体：
社会福祉法
人
岩手県社会
福祉事業団
運営形態：
岩手県から
の受託運営

入所現員：男性61名、女性39名、計
100名　※男性利用者が増加
グループ活動：生産グループ～農・
園芸班、木工班、受託班、手芸班
　健康グループ～健康運動、転倒予
防運動、ゲーム等
サークル活動：カラオケ、ビデオ鑑
賞、釣り、散歩、舞踊、茶道
旅行：10グループほどに分かれ、1
泊旅行や日帰り旅行を実施
地域生活移行支援：短期宿泊体験、
自活実習（施設内、施設外）
地域連携：宮古圏域障がい者福祉推
進ネットの事務局を担当
サービス改善：苦情解決事業、サー
ビス評価事業、リスクマネジメント
事業、ＴＱＭ活動

1　年齢の状況（平成18年2
月1日現在）
　30代 ～1人、40代 ～6人、
50代～29人、60代～44人
　70代～19人、80代～1人、
平均年齢～62歳
2　障害の状況（平成18年2
月1日現在）
　知的障害のみ～22人、精
神障害のみ～18人
　知的と精神重複～39人、
身体と精神重複～7人
　知的と身体重複～5人、
身体障害のみ～3人
　三障害重複～4人、認定
なし～2人
　※精神障害を有する利用
者 が 増 加 傾 向 に あ る。

（64％）
3　入所期間の状況（平成
18年2月1日現在）
　0～3年未満：30人、3～5
年未満：13人
　5～10年 未 満：10人、10
～20年未満：11人
　20～30年未満：14人、30
年以上：22人
　※入所後間もない利用者
と長期入所利用者との
　2極分化の傾向が認めら
れる。

知的障害者
地域生活援
助事業（グ
ループホー
ム3か所）
保護施設通
所事業（通
所訓練9人、
訪問指導3
人）
独自事業と
しての共同
生活ホーム

（1か所）運
営
独自事業と
しての施設
機能利用事
業（ 相 談、
ショートス
テイ等）

昭和48年
4月1日

　生活保護法に基づく県内2か所目
の救護施設として、また、沿岸地区
の福祉の拠点として開設された。
　開設当時の入所利用者のほとんど
が知的障害者であったことから、知
的障害者施設の補完的役割を担って
いたと考えられる。（後に、昭和54
年度から58年度にかけて、県北部に
定員300名の知的障害者総合援護施
設が整備された。）

〔沿革〕
昭和48年3月31日：松山荘
建設工事竣工（入所定員50
名）
昭和48名4月1日：社会福祉
法人岩手県社会福祉事業団
に経営委託となり業務開始
昭和50年3月31日：入所定
員50名増床のため増築工事

（含集会室）竣工
昭和50年4月1日：入所定員
100名となる
昭和62年3月31日：市水道
導入・食堂拡張工事竣工
平成10年4月1日：グループ
ホーム（近内ホーム）開設

（入居者　男性　4名）
平成13年5月1日：松山荘の
独自事業として施設機能利
用事業開始
平成13年10月1日：グルー
プホーム（ふれんず）開設

（入居者　女性　4名）
平成14年4月1日：松山荘独
自事業として共同生活ホー
ム開設（入居者　男性6名、
女性1名）
平成14年4月1日：保護施設
通所事業開始
平成14年10月1日：地域で
生活している障害者等の通
所の拠点として宮町さぽー
とセンターを開設
平成15年5月1日：第二共同
生活ホーム開設（入居者　
女性4名）
平成16年5月1日：第二共同
生活ホームをグループホー
ム（なでしこ）に移行
平成17年10月25日：岩手県
立松山荘本館改築工事着工

（～平成18年度）
※平成19年度は授産棟、車
庫棟、外溝工事の予定

回答なし 「 運 営 方
針・援助
計画」あ
り
フ ロ ッ
ピーなし



救護施設の動態 81

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

13 岩
手
県

施設の名称：
岩手県立松
荘
設置主体：
岩手県
運営主体：
社会福祉法
人
岩手県社会
福祉事業団
運営形態：
岩手県から
の受託運営

入所現員：男性61名、女性39名、計
100名　※男性利用者が増加
グループ活動：生産グループ～農・
園芸班、木工班、受託班、手芸班
　健康グループ～健康運動、転倒予
防運動、ゲーム等
サークル活動：カラオケ、ビデオ鑑
賞、釣り、散歩、舞踊、茶道
旅行：10グループほどに分かれ、1
泊旅行や日帰り旅行を実施
地域生活移行支援：短期宿泊体験、
自活実習（施設内、施設外）
地域連携：宮古圏域障がい者福祉推
進ネットの事務局を担当
サービス改善：苦情解決事業、サー
ビス評価事業、リスクマネジメント
事業、ＴＱＭ活動

1　年齢の状況（平成18年2
月1日現在）
　30代 ～1人、40代 ～6人、
50代～29人、60代～44人
　70代～19人、80代～1人、
平均年齢～62歳
2　障害の状況（平成18年2
月1日現在）
　知的障害のみ～22人、精
神障害のみ～18人
　知的と精神重複～39人、
身体と精神重複～7人
　知的と身体重複～5人、
身体障害のみ～3人
　三障害重複～4人、認定
なし～2人
　※精神障害を有する利用
者 が 増 加 傾 向 に あ る。

（64％）
3　入所期間の状況（平成
18年2月1日現在）
　0～3年未満：30人、3～5
年未満：13人
　5～10年 未 満：10人、10
～20年未満：11人
　20～30年未満：14人、30
年以上：22人
　※入所後間もない利用者
と長期入所利用者との
　2極分化の傾向が認めら
れる。

知的障害者
地域生活援
助事業（グ
ループホー
ム3か所）
保護施設通
所事業（通
所訓練9人、
訪問指導3
人）
独自事業と
しての共同
生活ホーム

（1か所）運
営
独自事業と
しての施設
機能利用事
業（ 相 談、
ショートス
テイ等）

昭和48年
4月1日

　生活保護法に基づく県内2か所目
の救護施設として、また、沿岸地区
の福祉の拠点として開設された。
　開設当時の入所利用者のほとんど
が知的障害者であったことから、知
的障害者施設の補完的役割を担って
いたと考えられる。（後に、昭和54
年度から58年度にかけて、県北部に
定員300名の知的障害者総合援護施
設が整備された。）

〔沿革〕
昭和48年3月31日：松山荘
建設工事竣工（入所定員50
名）
昭和48名4月1日：社会福祉
法人岩手県社会福祉事業団
に経営委託となり業務開始
昭和50年3月31日：入所定
員50名増床のため増築工事

（含集会室）竣工
昭和50年4月1日：入所定員
100名となる
昭和62年3月31日：市水道
導入・食堂拡張工事竣工
平成10年4月1日：グループ
ホーム（近内ホーム）開設

（入居者　男性　4名）
平成13年5月1日：松山荘の
独自事業として施設機能利
用事業開始
平成13年10月1日：グルー
プホーム（ふれんず）開設

（入居者　女性　4名）
平成14年4月1日：松山荘独
自事業として共同生活ホー
ム開設（入居者　男性6名、
女性1名）
平成14年4月1日：保護施設
通所事業開始
平成14年10月1日：地域で
生活している障害者等の通
所の拠点として宮町さぽー
とセンターを開設
平成15年5月1日：第二共同
生活ホーム開設（入居者　
女性4名）
平成16年5月1日：第二共同
生活ホームをグループホー
ム（なでしこ）に移行
平成17年10月25日：岩手県
立松山荘本館改築工事着工

（～平成18年度）
※平成19年度は授産棟、車
庫棟、外溝工事の予定

回答なし 「 運 営 方
針・援助
計画」あ
り
フ ロ ッ
ピーなし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

14 宮
城
県

施設の名称：
宮城県太白
荘
設置主体：
宮城県
運営主体：
社会福祉法
人宮城県社
会福祉協議
会
運営形態：
救護施設と
して宮城県
から運営委
託

1　知的障害者の地域以降を媒介とし
た地域福祉の展開
　宮城県社会福祉協議会事務局と連
携し、救護施設における知的障害者
の地域移行を支援すると共に、地域
の高齢者を組織化することにより地域
福祉の展開を図る。

（1）グループホーム、デイサービス事
業のバックアップ体制の整備を行う。

（2）知的障害者の地域移行を媒介と
して、障害者・高齢者を支え合う環境
づくりを支援する。

（3）地域の高齢者のマンパワーの活用
を図り、地域の中で知的障害者・高
齢者の日中活動を支援する。
2　精神障害者の社会的入院解消事
業の推進
　精神障害者の地域生活移行の推進
に向けた社会的入院解消への取り組
みをモデル事業として実施する。

（1）医療機関と連携し、太白荘を活
用した体験デイサービス・宿泊などの
福祉サービスを提供する。

（2）精神障害者を受け入れるための
個別的リハビリテーションプログラム
の開発を行う。

（3）医療機関と協力・連携した緊急
時のネットワークを構築する。
3　最も支援を必要とする人々の受け
入れ体制整備関係機関と協力・連携
し、セーフティーネットとしての緊急一
時的な対応としてのホームレス等の受
け入れ体制の整備を行う。

（1）緊急一時入所
（2）社会自立に向けた指導援助
4　個別支援計画（ケアプラン）に基
づく支援
　個別支援計画（ケアプラン）を基に、
その人らしい生活の実現に向けて裏付
けのある支援を実施する。

（1）他法優先の視点から、年金を活
用した生活移行への支援を行う。

（2）自立生活への移行に向け、養護
老人ホーム・介護保険施設・グループ
ホーム等の見学・体験することによる
情報の提供を行う。

（3）個人のプログラムにそった日中活
動の充実を図り、個別のニーズに対応
した生活の支援を行う。

（4）生活の中に可能な限り自己選択のシ
ステムを取り入れ、潤いのある生活を自
ら選択し自己実現を図るよう支援する。

1　定員　100人（男50人、
女50人）
2　 現 員　93人（ 男49人、
女44人）
3　平均年齢　62.1歳
4　障害等
　①身体障害　1人
　②知的障害　20人
　③精神障害　22人
　④重複障害　46人

（身体と知的・・・9人）
（身体と精神・・・1人）
（知的と精神・・36人）
　⑤その他　4人
5　平均在所期間　19年7か
月

知的障害者
居宅介護等
事業

昭和37年
3月31日
救護施設

（入所定
員70人）

　昭和36年当時、県内に生活保護法
による救護施設は1箇所もないため、
かねて厚生省からの要望もあり、県
は長期経済計画に昭和36年度事業と
して取り上げ昭和36年度当初予算に
計上したが、規模を若干縮小され議
決される。
　一方厚生省に対しては、昭和36年
4月3日付けで国庫補助交付方の協議
を行い、昭和36年7月19日付けで国
庫補助の内示を受ける。
　その後、建築施工を経て昭和37年
3月31日開設に至る。

1　施設名称／変更なし
2　施設所在地／変更なし
3　設置主体／変更なし
4　運営主体・運営形態
　平成13年4月1日／県立県
営から宮城県福祉事業団に
運営委託される。
　平成17年4月1日／宮城県
社会福祉協議会、宮城県福
祉事業団、宮城いきいき財
団の3団体が統合され宮城
県社会福祉協議会と改名さ
れ県から運営委託される。
4　入所者定員
　昭和45年3月31日居住棟1
棟増築に伴い
　昭和45年4月　1日入所定
員100人となる。

非該当



救護施設の動態 83

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

14 宮
城
県

施設の名称：
宮城県太白
荘
設置主体：
宮城県
運営主体：
社会福祉法
人宮城県社
会福祉協議
会
運営形態：
救護施設と
して宮城県
から運営委
託

1　知的障害者の地域以降を媒介とし
た地域福祉の展開
　宮城県社会福祉協議会事務局と連
携し、救護施設における知的障害者
の地域移行を支援すると共に、地域
の高齢者を組織化することにより地域
福祉の展開を図る。

（1）グループホーム、デイサービス事
業のバックアップ体制の整備を行う。

（2）知的障害者の地域移行を媒介と
して、障害者・高齢者を支え合う環境
づくりを支援する。

（3）地域の高齢者のマンパワーの活用
を図り、地域の中で知的障害者・高
齢者の日中活動を支援する。
2　精神障害者の社会的入院解消事
業の推進
　精神障害者の地域生活移行の推進
に向けた社会的入院解消への取り組
みをモデル事業として実施する。

（1）医療機関と連携し、太白荘を活
用した体験デイサービス・宿泊などの
福祉サービスを提供する。

（2）精神障害者を受け入れるための
個別的リハビリテーションプログラム
の開発を行う。

（3）医療機関と協力・連携した緊急
時のネットワークを構築する。
3　最も支援を必要とする人々の受け
入れ体制整備関係機関と協力・連携
し、セーフティーネットとしての緊急一
時的な対応としてのホームレス等の受
け入れ体制の整備を行う。

（1）緊急一時入所
（2）社会自立に向けた指導援助
4　個別支援計画（ケアプラン）に基
づく支援
　個別支援計画（ケアプラン）を基に、
その人らしい生活の実現に向けて裏付
けのある支援を実施する。

（1）他法優先の視点から、年金を活
用した生活移行への支援を行う。

（2）自立生活への移行に向け、養護
老人ホーム・介護保険施設・グループ
ホーム等の見学・体験することによる
情報の提供を行う。

（3）個人のプログラムにそった日中活
動の充実を図り、個別のニーズに対応
した生活の支援を行う。

（4）生活の中に可能な限り自己選択のシ
ステムを取り入れ、潤いのある生活を自
ら選択し自己実現を図るよう支援する。

1　定員　100人（男50人、
女50人）
2　 現 員　93人（ 男49人、
女44人）
3　平均年齢　62.1歳
4　障害等
　①身体障害　1人
　②知的障害　20人
　③精神障害　22人
　④重複障害　46人

（身体と知的・・・9人）
（身体と精神・・・1人）
（知的と精神・・36人）
　⑤その他　4人
5　平均在所期間　19年7か
月

知的障害者
居宅介護等
事業

昭和37年
3月31日
救護施設

（入所定
員70人）

　昭和36年当時、県内に生活保護法
による救護施設は1箇所もないため、
かねて厚生省からの要望もあり、県
は長期経済計画に昭和36年度事業と
して取り上げ昭和36年度当初予算に
計上したが、規模を若干縮小され議
決される。
　一方厚生省に対しては、昭和36年
4月3日付けで国庫補助交付方の協議
を行い、昭和36年7月19日付けで国
庫補助の内示を受ける。
　その後、建築施工を経て昭和37年
3月31日開設に至る。

1　施設名称／変更なし
2　施設所在地／変更なし
3　設置主体／変更なし
4　運営主体・運営形態
　平成13年4月1日／県立県
営から宮城県福祉事業団に
運営委託される。
　平成17年4月1日／宮城県
社会福祉協議会、宮城県福
祉事業団、宮城いきいき財
団の3団体が統合され宮城
県社会福祉協議会と改名さ
れ県から運営委託される。
4　入所者定員
　昭和45年3月31日居住棟1
棟増築に伴い
　昭和45年4月　1日入所定
員100人となる。

非該当
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

5　介護予防における生活機能低下防
止の取り組み
　利用者の高齢化による生活機能増
進と進行予防の支援を実施する。

（1）運動療法（トレーニング）の導入
を図る。

（2）ＰＴと連携した機能訓練を実施す
る。

（3）歯科医と連携した個別の口腔ケ
アに取り組む。
6　職員研修の充実

（1）新規採用職員、中堅職員、幹部
職員に対しての段階的ＯＪＴ研修を実
施する。
7　地域福祉に関する自主事業の開発
　地域福祉を見据えた生活保護制度・
自立支援法・介護保険制度を有効活
用した事業の開発を行う。

（1）共生型グループホーム展開に伴う
体制整備を行う。

（2）共生型地域総合支援モデル事業
の体制整備を行う。

15 宮
城
県

施設の名称：
救 護 施 設　
東山荘
設置主体：
社会福祉法
人　国見会
運営主体：
社会福祉法
人　国見会
運営形態：
民間民設

定員76名
ＲＣ構造、平屋建て2棟からなる。
居室は8畳部屋に3名。
空調設備は平成17年にエアコン導
入。
昭和52年に、50名定員ではじまり、
平成3年に増築して定員76名定員と
なる。
平成9年に、救護施設利用者の高齢
化を考慮して、特別養護老人ホーム
を隣地に設立。

　男性51名（平均年齢65
歳）、女性25名（平均年齢
64歳）。
在所期間は平均20年。最長
在所期間は、男性40年、女
性37年。
　障害の状況は、知的障害
者が45％、精神障害者が
22％、重複障害者が14％、
身体・知的障害者が1％、
他となっている。
　直近2年間の入所者は、
その殆どが精神障害者であ
る。

特別養護老
人ホーム
デイサービ
スセンター
在宅・居宅
介護支援セ
ンター

昭和41年
12月1日

個人の社会事業として、戦前に仙台
少年審判所からの委託保護少年の矯
正施設「東北国栄学院」として設置
され、終戦直後にアメリカ進駐軍と
仙台市の要請で浮浪者収容所として
運営されていたが、昭和41年に社会
福祉法人国見会と認可され、施設名
を「救護施設東山荘」と改組した。

昭和52年に定員50名の木造
建築からＲＣ構造の建物に
改築し、昭和3年に別棟を
増築して、定員76名となっ
た。

回答なし 施設要覧
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

5　介護予防における生活機能低下防
止の取り組み
　利用者の高齢化による生活機能増
進と進行予防の支援を実施する。

（1）運動療法（トレーニング）の導入
を図る。

（2）ＰＴと連携した機能訓練を実施す
る。

（3）歯科医と連携した個別の口腔ケ
アに取り組む。
6　職員研修の充実

（1）新規採用職員、中堅職員、幹部
職員に対しての段階的ＯＪＴ研修を実
施する。
7　地域福祉に関する自主事業の開発
　地域福祉を見据えた生活保護制度・
自立支援法・介護保険制度を有効活
用した事業の開発を行う。

（1）共生型グループホーム展開に伴う
体制整備を行う。

（2）共生型地域総合支援モデル事業
の体制整備を行う。

15 宮
城
県

施設の名称：
救 護 施 設　
東山荘
設置主体：
社会福祉法
人　国見会
運営主体：
社会福祉法
人　国見会
運営形態：
民間民設

定員76名
ＲＣ構造、平屋建て2棟からなる。
居室は8畳部屋に3名。
空調設備は平成17年にエアコン導
入。
昭和52年に、50名定員ではじまり、
平成3年に増築して定員76名定員と
なる。
平成9年に、救護施設利用者の高齢
化を考慮して、特別養護老人ホーム
を隣地に設立。

　男性51名（平均年齢65
歳）、女性25名（平均年齢
64歳）。
在所期間は平均20年。最長
在所期間は、男性40年、女
性37年。
　障害の状況は、知的障害
者が45％、精神障害者が
22％、重複障害者が14％、
身体・知的障害者が1％、
他となっている。
　直近2年間の入所者は、
その殆どが精神障害者であ
る。

特別養護老
人ホーム
デイサービ
スセンター
在宅・居宅
介護支援セ
ンター

昭和41年
12月1日

個人の社会事業として、戦前に仙台
少年審判所からの委託保護少年の矯
正施設「東北国栄学院」として設置
され、終戦直後にアメリカ進駐軍と
仙台市の要請で浮浪者収容所として
運営されていたが、昭和41年に社会
福祉法人国見会と認可され、施設名
を「救護施設東山荘」と改組した。

昭和52年に定員50名の木造
建築からＲＣ構造の建物に
改築し、昭和3年に別棟を
増築して、定員76名となっ
た。

回答なし 施設要覧
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

16 秋
田
県

施設の名称：
玉葉荘
設置主体：
社会福祉法
人　秋田県
厚生協会
運営主体：
社会福祉法
人　秋田県
厚生協会
運営形態：
特別養護老
人 ホ ー ム2
各デイサー
ビ ス･在 宅
介護支援セ
ンター有
身体障害者
療護施設1、
知的障害児
施 設1、 ケ
アハウス1

・花木園と田園に囲まれた緑豊かな
地
・知的･身体･精神障害者が入所して
おり、サービス内容に多様なプログ
ラム（作業・運動・クラブ活動）設
定
・毎日の入浴
・利用者も地域の一員として、地域
の各種スポーツ大会に参加すると共
に、地域からも施設設備を利用し、
互いに交流
・各団体のボランティアを受けるば
かりでなく、地域道路のゴミ拾い等
のボランティア活動を実施

・平均年齢60歳、最高齢79
歳、最低齢30歳と高齢化が
進んでおり、30歳以下の若
年の方が入所していない。
・障害別では、知的障害者
60％、身体障害者15％、精
神障害者25％（大別して）
であり、知的障害者が多い
のが特徴
・近年の入所は、殆ど精神
障害者で、その割合が多く
なることが予想される。

なし 昭和37年
9月1日

昭35.3.15 玉葉荘建設委員会を設立。
昭35.10.17 敷地を河辺郡雄和村向野
字吹欠下28に決定
　雄和村より33,000㎡無償提供。
昭36.5.20 建設工事の竣工式を挙行。
昭36.8.28 財団法人秋田県玉葉会の認
可。
名称を「つつじケ丘ホーム」と称す
る。
昭37.6.8 建設工事の竣工式を挙行。
昭37.9.1 定款変更により、社会福祉
法人秋田県玉葉会
　名称を「つつじケ丘ホーム」と称
する。
　定員85名（男45名、女40名）

昭39.4.25 定款変更により、
秋田県社会福祉事業団救護
施設玉葉荘と改称する。
昭39.6.13 入所定員増に伴
う居室の増改築工事竣工。
昭39.6.20 入所定員変更認
可。85名→100名（男女50名）
昭43.8.20 入所定員増に伴
う増築工事の起工式を挙
行。
昭43.12.1 県 知 事 の 認 可。
100名→130名（男女65名）
昭45.5.13 定款変更により
社会福祉法人秋田県厚生協
会へ経営が移管。
平 3.7.31 入所定員増に伴
う増築工事竣工。
平 3.9.1 入 所 定 員 変 更 認
可。130名→150名

回答なし

17 秋
田
県

施設の名称：
ひばりが丘
ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　秋田県
民生協会
運営主体：
社会福祉法
人　秋田県
民生協会
運営形態：
民設民営

　大自然にかこまれた大野台地、施
設周辺には「北欧の杜公園」「こい
こいパーク」遠くには秀峰森吉山を
のぞむことができ、近くには「大館・
能代空港」があります。法人内施設
合同の大運動会、各施設ごとの旅行、
お楽しみ会、買い物等、野菜の栽培、
内職等の軽作業など、「ゆとりと生
きがい」を持ちながら楽しく生活し
ております。

知的障害、精神障害、身体
障害等合併障害の方が多
く、平均年齢が60歳以上で
高齢化・重度化している状
況です。

回答なし 昭和43年
11月1日

法人でいちばんはじめに開設された
入所更正施設愛生園で指導訓練、社
会復帰する過程で、重度の方、高齢
者の受け皿的施設として考えられ開
設されたようである。

昭和50年5月12日　施設の
名称を「大野台ひばりが丘
ホーム」から「ひばりが丘
ホーム」と改称
昭和55年4月1日　社会福祉
法人秋田県厚生協会から社
会福祉法人秋田県民生協会
へ移管される
平 成9年4月1日　 増 改 築　
入所定員を50名から55名に
変更　

回答なし 法人、施
設パンフ
レットあ
り

18 山
形
県

施設の名称：
紅花ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　山形県
玉葉会
運営主体：
社会福祉法
人　山形県
玉葉会
運営形態：
民設民営

　個の尊厳と情緒の安定を基本と
し、地域社会の中の生活の場である
ことの認識を得、一般家庭との差異
解消に努め、機能低下防止、身辺自
立の助長、人間関係の確立、生き甲
斐と活力ある環境づくりに努めてい
る。

事業計画を添付いたしま
す。P20以降をご参照下さ
い。

なし 昭和36年
4月1日

昭和33年、新庄市において開催され
た第8回山形県・県民福祉大会にお
いて、在宅重度精神遅滞並びに精神
遅滞を主体とする重度重複障害者を
抱え、介護に悩む家庭が多く、「手
をつなぐ親の会」等の窮状を訴える
声が相次ぎ、大きな社会問題となっ
ていることが採り上げられ、この訴
えが反映し、県民の強い要望である
ことが確認され、大会決議として採
択された。

昭和36年4月紅花ホーム開
所　定員100名
昭 和49年11月　 建 物 増 築　
定員130名
平成15年3月　全面改築
平成16年4月　住所変更
　天童市大字成生字向原
1971番地1の先
→天童市大字成生1971番地
26

なし パ ン フ
レ ッ ト、
事業計画
冊子あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

16 秋
田
県

施設の名称：
玉葉荘
設置主体：
社会福祉法
人　秋田県
厚生協会
運営主体：
社会福祉法
人　秋田県
厚生協会
運営形態：
特別養護老
人 ホ ー ム2
各デイサー
ビ ス･在 宅
介護支援セ
ンター有
身体障害者
療護施設1、
知的障害児
施 設1、 ケ
アハウス1

・花木園と田園に囲まれた緑豊かな
地
・知的･身体･精神障害者が入所して
おり、サービス内容に多様なプログ
ラム（作業・運動・クラブ活動）設
定
・毎日の入浴
・利用者も地域の一員として、地域
の各種スポーツ大会に参加すると共
に、地域からも施設設備を利用し、
互いに交流
・各団体のボランティアを受けるば
かりでなく、地域道路のゴミ拾い等
のボランティア活動を実施

・平均年齢60歳、最高齢79
歳、最低齢30歳と高齢化が
進んでおり、30歳以下の若
年の方が入所していない。
・障害別では、知的障害者
60％、身体障害者15％、精
神障害者25％（大別して）
であり、知的障害者が多い
のが特徴
・近年の入所は、殆ど精神
障害者で、その割合が多く
なることが予想される。

なし 昭和37年
9月1日

昭35.3.15 玉葉荘建設委員会を設立。
昭35.10.17 敷地を河辺郡雄和村向野
字吹欠下28に決定
　雄和村より33,000㎡無償提供。
昭36.5.20 建設工事の竣工式を挙行。
昭36.8.28 財団法人秋田県玉葉会の認
可。
名称を「つつじケ丘ホーム」と称す
る。
昭37.6.8 建設工事の竣工式を挙行。
昭37.9.1 定款変更により、社会福祉
法人秋田県玉葉会
　名称を「つつじケ丘ホーム」と称
する。
　定員85名（男45名、女40名）

昭39.4.25 定款変更により、
秋田県社会福祉事業団救護
施設玉葉荘と改称する。
昭39.6.13 入所定員増に伴
う居室の増改築工事竣工。
昭39.6.20 入所定員変更認
可。85名→100名（男女50名）
昭43.8.20 入所定員増に伴
う増築工事の起工式を挙
行。
昭43.12.1 県 知 事 の 認 可。
100名→130名（男女65名）
昭45.5.13 定款変更により
社会福祉法人秋田県厚生協
会へ経営が移管。
平 3.7.31 入所定員増に伴
う増築工事竣工。
平 3.9.1 入 所 定 員 変 更 認
可。130名→150名

回答なし

17 秋
田
県

施設の名称：
ひばりが丘
ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　秋田県
民生協会
運営主体：
社会福祉法
人　秋田県
民生協会
運営形態：
民設民営

　大自然にかこまれた大野台地、施
設周辺には「北欧の杜公園」「こい
こいパーク」遠くには秀峰森吉山を
のぞむことができ、近くには「大館・
能代空港」があります。法人内施設
合同の大運動会、各施設ごとの旅行、
お楽しみ会、買い物等、野菜の栽培、
内職等の軽作業など、「ゆとりと生
きがい」を持ちながら楽しく生活し
ております。

知的障害、精神障害、身体
障害等合併障害の方が多
く、平均年齢が60歳以上で
高齢化・重度化している状
況です。

回答なし 昭和43年
11月1日

法人でいちばんはじめに開設された
入所更正施設愛生園で指導訓練、社
会復帰する過程で、重度の方、高齢
者の受け皿的施設として考えられ開
設されたようである。

昭和50年5月12日　施設の
名称を「大野台ひばりが丘
ホーム」から「ひばりが丘
ホーム」と改称
昭和55年4月1日　社会福祉
法人秋田県厚生協会から社
会福祉法人秋田県民生協会
へ移管される
平 成9年4月1日　 増 改 築　
入所定員を50名から55名に
変更　

回答なし 法人、施
設パンフ
レットあ
り

18 山
形
県

施設の名称：
紅花ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　山形県
玉葉会
運営主体：
社会福祉法
人　山形県
玉葉会
運営形態：
民設民営

　個の尊厳と情緒の安定を基本と
し、地域社会の中の生活の場である
ことの認識を得、一般家庭との差異
解消に努め、機能低下防止、身辺自
立の助長、人間関係の確立、生き甲
斐と活力ある環境づくりに努めてい
る。

事業計画を添付いたしま
す。P20以降をご参照下さ
い。

なし 昭和36年
4月1日

昭和33年、新庄市において開催され
た第8回山形県・県民福祉大会にお
いて、在宅重度精神遅滞並びに精神
遅滞を主体とする重度重複障害者を
抱え、介護に悩む家庭が多く、「手
をつなぐ親の会」等の窮状を訴える
声が相次ぎ、大きな社会問題となっ
ていることが採り上げられ、この訴
えが反映し、県民の強い要望である
ことが確認され、大会決議として採
択された。

昭和36年4月紅花ホーム開
所　定員100名
昭 和49年11月　 建 物 増 築　
定員130名
平成15年3月　全面改築
平成16年4月　住所変更
　天童市大字成生字向原
1971番地1の先
→天童市大字成生1971番地
26

なし パ ン フ
レ ッ ト、
事業計画
冊子あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

19 山
形
県

施設の名称：
山 形 県 立　
泉荘
設置主体：
山形県
運営主体：
社会福祉法
人　山形県
社会福祉事
業団
運営形態：
公設民営

　精神障害を有する方々を、地域で
暮らす一市民として尊重し、その基
本的人権と健康で文化的な生活を保
障する。また、利用者の自立した生
活実現のための支援を行う。さらに、
施設が「地域福祉の拠点」となるよ
う施設機能の展開と地域のニーズに
即応できるシステムづくりを推進し
ている。

利用者の状況（H17・4・1
現在）
入所定員80名
平 均 年 齢　 男 性58.83歳・
女性58.47歳
　男女平均　58.67歳
平均入所期間　男性15：3・
女性12：4
　男女平均　13：11
障害の状況　統合失調症　
84.4％　その他（非定型精
神病・躁うつ病・てんかん・
接枝性分裂病・知的障害）
手帳保持状況　
精 神 保 健 福 祉 手 帳　1級
85.7％・2級6.5％
身体障害者手帳　4人、療
育手帳　1人
未所持　7.8％

精神障害者
地域生活援
助事業（グ
ループホー
ム2ヵ所）
救護施設居
宅生活訓練
事業
日中活動拠
点事業「今
泉サポート
スティショ
ンくるみ」
の運営（施
設 独 自 事
業）

昭和36年
8月1日

昭和30年代前半、戦後の混乱期を脱
し、高度経済成長期に入る時期、核
家族化等生活環境の激変により、精
神障害者の増加、養老施設に身体上、
精神上著しい欠陥をもつ救護施設対
象者が入っているため、施設の運営
上支障があること、また、精神病院
での長期滞留化、生活保護費の圧迫
から生活保護制度の中で医療扶助の
増加等の問題が生じていた。昭和33
年国は、緊急救護施設設置要綱を示
し、退院可能なものを一時収容する
方法が考えられ、県も県民福祉大会
等での救護施設設置要求の一面をな
す精神病寛解者のための施設設置を
決定し、県立緊急救護施設泉荘が開
設された。

○昭和39年緊急救護施設か
ら一般救護施設へ変更運営
されるようになる。

○「運営主体」「運営形態」
の変更
県立県営施設として出発し
た泉荘は、より専門性が高
く、民間の弾力性と独自性
のある施設運営を図り、利
用者の複雑多様なニーズに
応えるべく、昭和47年4月1
日より、その管理運営を社
会福祉法人山形県社会福祉
事業団に移管し、公設民営
の運営形態となった。

○昭和57年老朽化による改
築とあわせて、利用定員50
名から80名に増員。

回答なし 施設パン
フ レ ッ
ト、施設
紹介あり

20 山
形
県

施設の名称：
山 形 県 立　
みやま荘
設置主体：
山形県
運営主体：
社会福祉法
人　山形県
社会福祉事
業団
運営形態：
山形県社会
福祉事業団
が山形県よ
り受託経営

　昭和45年開所当初より、社会復帰
（地域生活移行）を目標に掲げ、中
間施設的運用として自立をイメージ
した取り組み「昼は働き夜は眠る」
と言うあたりまえの生活リズム作り
を援助の基本に、事業を展開してい
る。
　これまで、開所当初から職親会と
連携しながら、職場開拓、外勤事業
を継続している。平成6年より順次、
精神障害者生活援助事業、共同住居、
地域作業所、知的障害者居宅生活支
援事業を立ち上げ運営している。

平成17年4月1日現在
　男子　65人　女子　35人　
合計　100人
　平均年齢　57歳5ヶ月
　平均在所期間　13年7ヶ
月
　障害状況　精神障害　95
人
　身体・精神障害の重複 　
3人
　知的・精神障害の重複　
2人

精神障害者
地域生活援
助 事 業3か
所
知的障害者
居宅生活支
援 事 業1か
所

1970年
（昭和45
年）4月1
日

昭和41年精神障害者の実態調査が行
われ、それを基に昭和43年山形県地
方精神衛生審議会が「県内地区別に
県立の精神病院を新設し、中間施設
を指導可能な範囲に設置し退院患者
の社会復帰を援助する体制を整える
べきである。また、精神障害者施設
も主として各病院からの退院者を一
時的に収容するものであるから、こ
れまでの主治医の指示を受けやすく
するよう考慮する」さらに、山形県
社会福祉審議会の「精神病院退院者
の入所する生活保護法による救護施
設の施設整備を図る」等の答申を受
け中間施設的運用としての救護施設
みやま荘が昭和45年に開所した。

開設以来変更なし。 回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

19 山
形
県

施設の名称：
山 形 県 立　
泉荘
設置主体：
山形県
運営主体：
社会福祉法
人　山形県
社会福祉事
業団
運営形態：
公設民営

　精神障害を有する方々を、地域で
暮らす一市民として尊重し、その基
本的人権と健康で文化的な生活を保
障する。また、利用者の自立した生
活実現のための支援を行う。さらに、
施設が「地域福祉の拠点」となるよ
う施設機能の展開と地域のニーズに
即応できるシステムづくりを推進し
ている。

利用者の状況（H17・4・1
現在）
入所定員80名
平 均 年 齢　 男 性58.83歳・
女性58.47歳
　男女平均　58.67歳
平均入所期間　男性15：3・
女性12：4
　男女平均　13：11
障害の状況　統合失調症　
84.4％　その他（非定型精
神病・躁うつ病・てんかん・
接枝性分裂病・知的障害）
手帳保持状況　
精 神 保 健 福 祉 手 帳　1級
85.7％・2級6.5％
身体障害者手帳　4人、療
育手帳　1人
未所持　7.8％

精神障害者
地域生活援
助事業（グ
ループホー
ム2ヵ所）
救護施設居
宅生活訓練
事業
日中活動拠
点事業「今
泉サポート
スティショ
ンくるみ」
の運営（施
設 独 自 事
業）

昭和36年
8月1日

昭和30年代前半、戦後の混乱期を脱
し、高度経済成長期に入る時期、核
家族化等生活環境の激変により、精
神障害者の増加、養老施設に身体上、
精神上著しい欠陥をもつ救護施設対
象者が入っているため、施設の運営
上支障があること、また、精神病院
での長期滞留化、生活保護費の圧迫
から生活保護制度の中で医療扶助の
増加等の問題が生じていた。昭和33
年国は、緊急救護施設設置要綱を示
し、退院可能なものを一時収容する
方法が考えられ、県も県民福祉大会
等での救護施設設置要求の一面をな
す精神病寛解者のための施設設置を
決定し、県立緊急救護施設泉荘が開
設された。

○昭和39年緊急救護施設か
ら一般救護施設へ変更運営
されるようになる。

○「運営主体」「運営形態」
の変更
県立県営施設として出発し
た泉荘は、より専門性が高
く、民間の弾力性と独自性
のある施設運営を図り、利
用者の複雑多様なニーズに
応えるべく、昭和47年4月1
日より、その管理運営を社
会福祉法人山形県社会福祉
事業団に移管し、公設民営
の運営形態となった。

○昭和57年老朽化による改
築とあわせて、利用定員50
名から80名に増員。

回答なし 施設パン
フ レ ッ
ト、施設
紹介あり

20 山
形
県

施設の名称：
山 形 県 立　
みやま荘
設置主体：
山形県
運営主体：
社会福祉法
人　山形県
社会福祉事
業団
運営形態：
山形県社会
福祉事業団
が山形県よ
り受託経営

　昭和45年開所当初より、社会復帰
（地域生活移行）を目標に掲げ、中
間施設的運用として自立をイメージ
した取り組み「昼は働き夜は眠る」
と言うあたりまえの生活リズム作り
を援助の基本に、事業を展開してい
る。
　これまで、開所当初から職親会と
連携しながら、職場開拓、外勤事業
を継続している。平成6年より順次、
精神障害者生活援助事業、共同住居、
地域作業所、知的障害者居宅生活支
援事業を立ち上げ運営している。

平成17年4月1日現在
　男子　65人　女子　35人　
合計　100人
　平均年齢　57歳5ヶ月
　平均在所期間　13年7ヶ
月
　障害状況　精神障害　95
人
　身体・精神障害の重複 　
3人
　知的・精神障害の重複　
2人

精神障害者
地域生活援
助 事 業3か
所
知的障害者
居宅生活支
援 事 業1か
所

1970年
（昭和45
年）4月1
日

昭和41年精神障害者の実態調査が行
われ、それを基に昭和43年山形県地
方精神衛生審議会が「県内地区別に
県立の精神病院を新設し、中間施設
を指導可能な範囲に設置し退院患者
の社会復帰を援助する体制を整える
べきである。また、精神障害者施設
も主として各病院からの退院者を一
時的に収容するものであるから、こ
れまでの主治医の指示を受けやすく
するよう考慮する」さらに、山形県
社会福祉審議会の「精神病院退院者
の入所する生活保護法による救護施
設の施設整備を図る」等の答申を受
け中間施設的運用としての救護施設
みやま荘が昭和45年に開所した。

開設以来変更なし。 回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

21 福
島
県

施設の名称：
郡山せいわ
園
設置主体：
社会福祉法
人　郡山清
和救護園
運営主体：
社会福祉法
人　郡山清
和救護園
運営形態：
民設民営

　ノーマライゼーションの理念をも
とに「利用者個々にあった質の高い
福祉サービスの提供」と「地域社会
から信頼される施設づくり」を施設
のモットーとしてこれらを実践する
ために、人材（スタッフ）の育成に
努めるとともに福祉QCサークル活
動を取り入れて、サービスの質の改
善や業務の改善に、昭和57年から長
年にわたり取り組んでいます。
　また、地域の子供さんを対象にし
た「せいわげんき教室」や、お一人
暮らしのお年寄りの皆さんを対象に

「在宅訪問給食サービス」に、平成4
年から取り組むなど、地域社会と共
に歩む施設経営に取り組んでいま
す。

1、利用者の方のほとんど
が三障害の方々で、重複障
害の方々にご利用いただい
ています。今日では、精神
の方々の入所が多くなって
きています。
2、平均年齢は62歳と、高
齢化しています。
3、在籍年数も平均22年と、
長期になっています。

該当ありま
せん

昭和21年
12月1日

戦後の復興期における浮浪者対策と
して開設されました。

●施設名称
・  昭和21年12月1日「郡山

市収容救護所」
・  昭和46年5月1日「郡山市

清和救護園」
・  平成5年1月1日「郡山せ

いわ園」
●施設所在地
・  昭和21年12月1日、郡山

市大名艮2番地
・  昭和38年4月1日、郡山市

舞木町字間明田104番地
●設置主体・運営主体
・  昭和21年12月1日、同胞

援護会郡山支部
・  昭和27年6月1日、社会福

祉法人　郡山市社会福祉
協議会

・  昭和53年4月1日、社会福
祉法人　郡山清和救護園

●入所者定員
・  昭和21年12月1日、定員

47名
・  昭和38年4月1日、定員50

名
・  平成4年4月1日、定員80

名
●入所者の特徴
・  昭和20年代～30年代　浮

浪者対策です。
・  昭和40年代～60年代　三

障害の方々が主です。
・  今日では、精神の方の割

合が多くなっております。

該当ありませ
ん。

施 設 案
内、「 一
年のあゆ
み」添付
あり

22 福
島
県

施設の名称：
福島県喜多
方しののめ
荘
設置主体：
福島県
運営主体：
福島県
運営形態：
公設公営

・入所定員　50名
・敷地面積　12,640.24㎡
・建物面積　1,915.79㎡
・職員数　20人

平成17年4月1日現在
・入所者数　52人
・年齢　平均62歳7月
　最高82歳
　最低43歳
・入所期間　1人平均22年6
月
　最長43年1月
・障害の状況（重複あり）
　身体障害　19人
　知的障害　39人
　精神障害　26人

なし 昭和28年
5月25日

県内最初の公立救護施設として開設
された。

昭和28年5月25日　福島県
喜多方救護院開所
　喜多方市字樋越5562の4
　定員30名
昭和37年4月1日　定員80名
昭和51年4月1日　定員50名
平成4年11月1日　現在地に
移転改築
　福島県喜多方しののめ荘
に改称

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

21 福
島
県

施設の名称：
郡山せいわ
園
設置主体：
社会福祉法
人　郡山清
和救護園
運営主体：
社会福祉法
人　郡山清
和救護園
運営形態：
民設民営

　ノーマライゼーションの理念をも
とに「利用者個々にあった質の高い
福祉サービスの提供」と「地域社会
から信頼される施設づくり」を施設
のモットーとしてこれらを実践する
ために、人材（スタッフ）の育成に
努めるとともに福祉QCサークル活
動を取り入れて、サービスの質の改
善や業務の改善に、昭和57年から長
年にわたり取り組んでいます。
　また、地域の子供さんを対象にし
た「せいわげんき教室」や、お一人
暮らしのお年寄りの皆さんを対象に

「在宅訪問給食サービス」に、平成4
年から取り組むなど、地域社会と共
に歩む施設経営に取り組んでいま
す。

1、利用者の方のほとんど
が三障害の方々で、重複障
害の方々にご利用いただい
ています。今日では、精神
の方々の入所が多くなって
きています。
2、平均年齢は62歳と、高
齢化しています。
3、在籍年数も平均22年と、
長期になっています。

該当ありま
せん

昭和21年
12月1日

戦後の復興期における浮浪者対策と
して開設されました。

●施設名称
・  昭和21年12月1日「郡山

市収容救護所」
・  昭和46年5月1日「郡山市

清和救護園」
・  平成5年1月1日「郡山せ

いわ園」
●施設所在地
・  昭和21年12月1日、郡山

市大名艮2番地
・  昭和38年4月1日、郡山市

舞木町字間明田104番地
●設置主体・運営主体
・  昭和21年12月1日、同胞

援護会郡山支部
・  昭和27年6月1日、社会福

祉法人　郡山市社会福祉
協議会

・  昭和53年4月1日、社会福
祉法人　郡山清和救護園

●入所者定員
・  昭和21年12月1日、定員

47名
・  昭和38年4月1日、定員50

名
・  平成4年4月1日、定員80

名
●入所者の特徴
・  昭和20年代～30年代　浮

浪者対策です。
・  昭和40年代～60年代　三

障害の方々が主です。
・  今日では、精神の方の割

合が多くなっております。

該当ありませ
ん。

施 設 案
内、「 一
年のあゆ
み」添付
あり

22 福
島
県

施設の名称：
福島県喜多
方しののめ
荘
設置主体：
福島県
運営主体：
福島県
運営形態：
公設公営

・入所定員　50名
・敷地面積　12,640.24㎡
・建物面積　1,915.79㎡
・職員数　20人

平成17年4月1日現在
・入所者数　52人
・年齢　平均62歳7月
　最高82歳
　最低43歳
・入所期間　1人平均22年6
月
　最長43年1月
・障害の状況（重複あり）
　身体障害　19人
　知的障害　39人
　精神障害　26人

なし 昭和28年
5月25日

県内最初の公立救護施設として開設
された。

昭和28年5月25日　福島県
喜多方救護院開所
　喜多方市字樋越5562の4
　定員30名
昭和37年4月1日　定員80名
昭和51年4月1日　定員50名
平成4年11月1日　現在地に
移転改築
　福島県喜多方しののめ荘
に改称

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

23 福
島
県

施設の名称：
矢吹緑風園
設置主体：
社会福祉法
人　矢吹救
護院天風寮
運営主体：
社会福祉法
人　矢吹救
護院天風寮
運営形態：
民間法人

　当施設は利用者の方々の生活の場
として、一般社会から隔絶されるこ
となく地域社会の一員として、地域
との交流を持ちながら存在できるよ
うな支援、また施設での生活支援に
おいても、利用者の方々もその計画
に参画して個別支援計画を策定し、
施設側と利用する方々が共通認識を
形成できるような支援を行っており
ます。
　将来的には、利用者の方々の自立
支援に向けて居宅生活訓練事業等も
進めていくように考えております。

　当施設には、知的障害の
方、身体障害の方、精神障
害の方、またそれらの重複
障害の方、障害の程度も軽
度の方から重度の方までと
多種多様な障害の方々が利
用されており、年齢も30代
から80代までと幅広い年齢
構成になっております。

回答なし 昭和36年
6月1日

　昭和35年9月に矢吹町議会におい
て、緊急救護施設を当町に設置する
ことが決議され、昭和36年6月1日に
矢吹町立「矢吹救護院」として事業
を開始。昭和36年6月28日に施設名
を「矢吹救護院天風寮」に改める。
　その後運営の専門化を図るため社
会福祉法人に移管されることにな
り、昭和49年4月1日に施設の設置、
運営主体が社会福祉法人「矢吹救護
院天風寮」に移管され現在に至る。

・昭和36年6月28日－施設
名を「矢吹救護院天風寮」
に変更。
・昭和49年4月1日－施設の
設置、運営主体を社会福祉
法人「矢吹救護院天風寮」
に移管。
・平成11年4月1日－施設名
を「矢吹緑風園」に変更。

24 福
島
県

施設の名称：
福島県浪江
ひまわり荘
設置主体：
福島県
運営主体：
社会福祉法
人福島県社
会福祉事業
団
運営形態：
公立民営

昭和46年4月1日福島県浪江救護院と
して浪江町の山間部に開設された。
施設の老朽化に伴い、平成9年4月1
日に現在地に移転改築。新築施設は
鉄筋平屋建ての和風建築で、全館冷
暖房・バリヤフリー化・一部居室の
洋室化・身障者用トイレや洗面所設
置・浴室への入浴リフト設置等、高
齢化・重度化に対応可能な構造・設
備を備えたものとなっている。

　昭和46年開設以来約35年
経過したが、救護施設の場
合は一旦入所すると殆どの
方が死亡するまで利用する
ことが多いため、当園の平
均在園年数も22年と長く、
平均年齢も約63歳と高齢化
が進んでいる。
　また、開設当初の入所者
の障害は知的障害が殆どを
占めたが、最近は脳血管疾
病後遺症による身体障害や
高次脳機能障害、その他の
身体障害、精神病回復途上
者等の障害者の利用が殆ど
となっている。

回答なし 昭和46年
4月1日

福島県は広大な面積を有し浜通り、
中通り、会津の三地方に分かれてい
るが、当時浜通り地方に救護施設が
無く、地域の障害者福祉向上のため。

回答なし 回答なし 施設パン
フレット
あり

25 福
島
県

施設の名称：
福島県から
まつ荘
設置主体：
福島県
運営主体：
社会福祉法
人　福島県
社会福祉事
業団
運営形態：
県立施設受
託経営

・定員150名（男子80名、女子70名）
・鉄筋コンクリート2階建、太陽の
国8施設の中で唯一2階建である。
・4つの居住棟に分かれ、さらに1つ
の居住棟が1階と2階に分かれてお
り、合計8棟になっている。
・作業活動は農園、木工、手芸、陶
芸がある。
・太陽の国共通施設として太陽の国
病院、勤労身体障害者体育館、太陽
の国厚生センター、太陽の国野球場、
太陽の国中央公園がある。
・共同農場を持ち知的障害者施設と
合同で農園作業をしている。

・療育手帳所持　116人
　  精神障害者手帳所持　 

12人
　  身体障害者手帳所持　 

6人
・介助状態
　全面介助　11人
　一部介助　93人
　自立　46人
・精神科定期受診　78人
・平均在所期間　22.6年
・  開設以来の退所者数　

122人
・平均年齢　59.1歳

当法人が実
施 する他の
事業
救護施設（当
施設以外）、
身体障害者
更生施設、身
体障害者療
護施設、知的
障害者更生
施設（入所）、
知的障害者
通勤寮、知的
障害者ショー
トスティ、知的
障 害 者 グ
ループホー
ム、特別養護
老人ホーム、
老人ショート
スティ、障害児

（者）地域療
育等支援事
業、多機能型
地域生活援
助事業、病院

昭和49年
5月1日

福島県総合社会福祉施設太陽の国の
中に3番目の施設として開所した。
施設認可年月日　昭和48年10月18日
運営受託年月日　昭和49年　5月　1
日
昭和49年5月15日19名入所開始して
から、同年10月1日定員となる。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

23 福
島
県

施設の名称：
矢吹緑風園
設置主体：
社会福祉法
人　矢吹救
護院天風寮
運営主体：
社会福祉法
人　矢吹救
護院天風寮
運営形態：
民間法人

　当施設は利用者の方々の生活の場
として、一般社会から隔絶されるこ
となく地域社会の一員として、地域
との交流を持ちながら存在できるよ
うな支援、また施設での生活支援に
おいても、利用者の方々もその計画
に参画して個別支援計画を策定し、
施設側と利用する方々が共通認識を
形成できるような支援を行っており
ます。
　将来的には、利用者の方々の自立
支援に向けて居宅生活訓練事業等も
進めていくように考えております。

　当施設には、知的障害の
方、身体障害の方、精神障
害の方、またそれらの重複
障害の方、障害の程度も軽
度の方から重度の方までと
多種多様な障害の方々が利
用されており、年齢も30代
から80代までと幅広い年齢
構成になっております。

回答なし 昭和36年
6月1日

　昭和35年9月に矢吹町議会におい
て、緊急救護施設を当町に設置する
ことが決議され、昭和36年6月1日に
矢吹町立「矢吹救護院」として事業
を開始。昭和36年6月28日に施設名
を「矢吹救護院天風寮」に改める。
　その後運営の専門化を図るため社
会福祉法人に移管されることにな
り、昭和49年4月1日に施設の設置、
運営主体が社会福祉法人「矢吹救護
院天風寮」に移管され現在に至る。

・昭和36年6月28日－施設
名を「矢吹救護院天風寮」
に変更。
・昭和49年4月1日－施設の
設置、運営主体を社会福祉
法人「矢吹救護院天風寮」
に移管。
・平成11年4月1日－施設名
を「矢吹緑風園」に変更。

24 福
島
県

施設の名称：
福島県浪江
ひまわり荘
設置主体：
福島県
運営主体：
社会福祉法
人福島県社
会福祉事業
団
運営形態：
公立民営

昭和46年4月1日福島県浪江救護院と
して浪江町の山間部に開設された。
施設の老朽化に伴い、平成9年4月1
日に現在地に移転改築。新築施設は
鉄筋平屋建ての和風建築で、全館冷
暖房・バリヤフリー化・一部居室の
洋室化・身障者用トイレや洗面所設
置・浴室への入浴リフト設置等、高
齢化・重度化に対応可能な構造・設
備を備えたものとなっている。

　昭和46年開設以来約35年
経過したが、救護施設の場
合は一旦入所すると殆どの
方が死亡するまで利用する
ことが多いため、当園の平
均在園年数も22年と長く、
平均年齢も約63歳と高齢化
が進んでいる。
　また、開設当初の入所者
の障害は知的障害が殆どを
占めたが、最近は脳血管疾
病後遺症による身体障害や
高次脳機能障害、その他の
身体障害、精神病回復途上
者等の障害者の利用が殆ど
となっている。

回答なし 昭和46年
4月1日

福島県は広大な面積を有し浜通り、
中通り、会津の三地方に分かれてい
るが、当時浜通り地方に救護施設が
無く、地域の障害者福祉向上のため。

回答なし 回答なし 施設パン
フレット
あり

25 福
島
県

施設の名称：
福島県から
まつ荘
設置主体：
福島県
運営主体：
社会福祉法
人　福島県
社会福祉事
業団
運営形態：
県立施設受
託経営

・定員150名（男子80名、女子70名）
・鉄筋コンクリート2階建、太陽の
国8施設の中で唯一2階建である。
・4つの居住棟に分かれ、さらに1つ
の居住棟が1階と2階に分かれてお
り、合計8棟になっている。
・作業活動は農園、木工、手芸、陶
芸がある。
・太陽の国共通施設として太陽の国
病院、勤労身体障害者体育館、太陽
の国厚生センター、太陽の国野球場、
太陽の国中央公園がある。
・共同農場を持ち知的障害者施設と
合同で農園作業をしている。

・療育手帳所持　116人
　  精神障害者手帳所持　 

12人
　  身体障害者手帳所持　 

6人
・介助状態
　全面介助　11人
　一部介助　93人
　自立　46人
・精神科定期受診　78人
・平均在所期間　22.6年
・  開設以来の退所者数　

122人
・平均年齢　59.1歳

当法人が実
施 する他の
事業
救護施設（当
施設以外）、
身体障害者
更生施設、身
体障害者療
護施設、知的
障害者更生
施設（入所）、
知的障害者
通勤寮、知的
障害者ショー
トスティ、知的
障 害 者 グ
ループホー
ム、特別養護
老人ホーム、
老人ショート
スティ、障害児

（者）地域療
育等支援事
業、多機能型
地域生活援
助事業、病院

昭和49年
5月1日

福島県総合社会福祉施設太陽の国の
中に3番目の施設として開所した。
施設認可年月日　昭和48年10月18日
運営受託年月日　昭和49年　5月　1
日
昭和49年5月15日19名入所開始して
から、同年10月1日定員となる。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

26 福
島
県

施設の名称：
やしおみ荘
設置主体：
社会福祉法
人　誠心会
運営主体：
社会福祉法
人　誠心会
運営形態：
回答なし

経営理念
『私たちは、地域の社会資源として、
地域に愛され、地域と共に進化し、
サービス利用者に信頼と安心安全、
人権を尊重し、そして、生きがいを
提供いたします。』

経営方針
1.利用者の満足度…サービスの提供
に当たっては、利用者の意識に立っ
て評価して『顧客満足度』を優先す
る。
2.利用者の環境調整…エンパワーメ
ントが最大限引き出せるよう利用者
を取り巻く環境の整備を不断に図
る。
3.ニーズに対する迅速性、確実な対
応…利用者の日常及び将来に向けて
のニーズを常に意識し、それらに迅
速、確実に応えてゆく。
4.創造性とチャレンジ精神…支援者
にとって、現状維持ではなくて新た
なものを創造し、その実現のために
果敢に挑戦する姿勢が求められる。
5.コストの削減…限られた資源を最
大限に有効活用し、効率化を図る。
コスト削減にムリ・ムダ・ムラの排
除。

施設利用者の状況
1. 定員　80名
2. 現員　88名
3.   年齢構成　～40歳未満　

男 0名　女 3名（3％） 
40歳以上～50歳未満　 
男 3名　女 3名（3％） 
50歳以上～60歳未満　 
男15名　女 14名（33％） 
60歳以上～70歳未満　 
男 14名　女 15名（33％） 
70歳以上～　 
男 10名　女 11名（24％） 
 
身体　 
男 1名　女 1名（2％） 
身体＋知的　 
男 4名　女 2名（7％） 
知的＋精神　 
男 10名　女 20名（34％） 
身体＋知的＋精神　 
男 1名　女 4名（6％） 
知的　 
男 21名　女 1名（40％） 
精神　 
男 2名　女 5名（8％） 
障害なし　男 3名（3％）

利用者の年齢が70歳以上が
24％を占め、重度化及び疾
病が増加傾向にある。

回答なし 昭和55年
4月1日

　当時福祉に対する時代背景は、社
会経済情勢が高度成長の中にあっ
て、急速に進行した核家族化、社会
の連帯性を欠き扶養意識の減退が顕
著になって問題化した時期で、社会
的弱者といわれる心身障害者は、厳
しい社会条件の中で日々の生活の不
安にさらされており、社会福祉需要
は増々多様化増大の傾向にありまし
た。
　地域にあっては、身障障害者の要
保護者は増加の傾向にあり、家庭内
で介護を受け、介護する方々の苦労
は計り知れないものがあり、潜在的
に施設入所を要する多くの待機者を
考えた時、複合障害を持つ方々を総
合的に受け入れる施設をどうしても
必要と感じ救護施設の建設を決意し
た。

昭和58年度には、作業室兼
機能訓練室完成
昭和60年度には、増員30名
で計80名へ（施設入所待機
者から施設の増設の要望か
ら）

回答なし

27 茨
城
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ナザレ園
設置主体：
社会福祉法
人 ナザレ園
運営主体：
社会福祉法
人 ナザレ園
運営形態：
民設民営

　郊外型の古い施設ですが、平成14
年9月に建て替えを行い、生活環境
とアクセスは良好です。敷地内に農
園があり、夏野菜や生花などを栽培
しています。また、入所者自治会の
活動や地域交流ホールを活用した地
域交流の盛んな施設です。

精神科病院からの投薬治療
を受けている入所者が半数
以上と、精神障害を持つ入
所者の比率が高い施設で
す。

養 護 老 人
ホーム、盲
老 人 ホ ー
ム、特別養
護老人ホー
ム、介護保
険居宅サー
ビス7事業

昭和42年
4月15日

低所得、無所得の視覚障害者に、生
活の場の提供と自力生活支援を主目
標にして開設された。

昭和42年4月
　救護施設ナザレ園開設

（定員60名）
昭和44年4月
　寮舎一部増築（定員90名）
平成14年9月
　寮舎建て替え
平成18年1月
　職権による所在地変更
　中里361→中里322-2
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

26 福
島
県

施設の名称：
やしおみ荘
設置主体：
社会福祉法
人　誠心会
運営主体：
社会福祉法
人　誠心会
運営形態：
回答なし

経営理念
『私たちは、地域の社会資源として、
地域に愛され、地域と共に進化し、
サービス利用者に信頼と安心安全、
人権を尊重し、そして、生きがいを
提供いたします。』

経営方針
1.利用者の満足度…サービスの提供
に当たっては、利用者の意識に立っ
て評価して『顧客満足度』を優先す
る。
2.利用者の環境調整…エンパワーメ
ントが最大限引き出せるよう利用者
を取り巻く環境の整備を不断に図
る。
3.ニーズに対する迅速性、確実な対
応…利用者の日常及び将来に向けて
のニーズを常に意識し、それらに迅
速、確実に応えてゆく。
4.創造性とチャレンジ精神…支援者
にとって、現状維持ではなくて新た
なものを創造し、その実現のために
果敢に挑戦する姿勢が求められる。
5.コストの削減…限られた資源を最
大限に有効活用し、効率化を図る。
コスト削減にムリ・ムダ・ムラの排
除。

施設利用者の状況
1. 定員　80名
2. 現員　88名
3.   年齢構成　～40歳未満　

男 0名　女 3名（3％） 
40歳以上～50歳未満　 
男 3名　女 3名（3％） 
50歳以上～60歳未満　 
男15名　女 14名（33％） 
60歳以上～70歳未満　 
男 14名　女 15名（33％） 
70歳以上～　 
男 10名　女 11名（24％） 
 
身体　 
男 1名　女 1名（2％） 
身体＋知的　 
男 4名　女 2名（7％） 
知的＋精神　 
男 10名　女 20名（34％） 
身体＋知的＋精神　 
男 1名　女 4名（6％） 
知的　 
男 21名　女 1名（40％） 
精神　 
男 2名　女 5名（8％） 
障害なし　男 3名（3％）

利用者の年齢が70歳以上が
24％を占め、重度化及び疾
病が増加傾向にある。

回答なし 昭和55年
4月1日

　当時福祉に対する時代背景は、社
会経済情勢が高度成長の中にあっ
て、急速に進行した核家族化、社会
の連帯性を欠き扶養意識の減退が顕
著になって問題化した時期で、社会
的弱者といわれる心身障害者は、厳
しい社会条件の中で日々の生活の不
安にさらされており、社会福祉需要
は増々多様化増大の傾向にありまし
た。
　地域にあっては、身障障害者の要
保護者は増加の傾向にあり、家庭内
で介護を受け、介護する方々の苦労
は計り知れないものがあり、潜在的
に施設入所を要する多くの待機者を
考えた時、複合障害を持つ方々を総
合的に受け入れる施設をどうしても
必要と感じ救護施設の建設を決意し
た。

昭和58年度には、作業室兼
機能訓練室完成
昭和60年度には、増員30名
で計80名へ（施設入所待機
者から施設の増設の要望か
ら）

回答なし

27 茨
城
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ナザレ園
設置主体：
社会福祉法
人 ナザレ園
運営主体：
社会福祉法
人 ナザレ園
運営形態：
民設民営

　郊外型の古い施設ですが、平成14
年9月に建て替えを行い、生活環境
とアクセスは良好です。敷地内に農
園があり、夏野菜や生花などを栽培
しています。また、入所者自治会の
活動や地域交流ホールを活用した地
域交流の盛んな施設です。

精神科病院からの投薬治療
を受けている入所者が半数
以上と、精神障害を持つ入
所者の比率が高い施設で
す。

養 護 老 人
ホーム、盲
老 人 ホ ー
ム、特別養
護老人ホー
ム、介護保
険居宅サー
ビス7事業

昭和42年
4月15日

低所得、無所得の視覚障害者に、生
活の場の提供と自力生活支援を主目
標にして開設された。

昭和42年4月
　救護施設ナザレ園開設

（定員60名）
昭和44年4月
　寮舎一部増築（定員90名）
平成14年9月
　寮舎建て替え
平成18年1月
　職権による所在地変更
　中里361→中里322-2
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

28 茨
城
県

施設の名称：
救 護 施 設　
長生園
設置主体：
社会福祉法
人　北養会
運営主体：
社会福祉法
人　北養会
運営形態：
民設民営

　長生園は、介護老人福祉施設と救
護施設の複合施設です。水戸の北西
部に位置し、緑と交通の便に恵まれ
た環境にあります。
　四季折々、入所者の皆様に楽しん
でいただけるよう様々な行事を介護
老人福井施設と合同で企画し、行
なっています。市立中学校と隣接し
ているため、日頃から生徒や地域と
の交流が盛んに行なわれています。
また、学生の職場体験や実習の受け
入れも積極的に行なっています。

　長生園には、30代前半か
ら70代前半の方が入所され
ています（平均は約60歳、
男女比は2：3）。入所期間
が長い方ですと44年（平均
12年）と、長期・高齢化が
進んでいます。また、入所
者の約7割が精神障害を有
している状況です。
　外食や買い物などを企画
し、地域へ積極的に出掛け
られるように心がけていま
す。また、入所者の社会性
を維持しながら、自立生活
や社会復帰を目指して、生
活援助を行なっています。

介護老人福
祉施設
ショートス
テイ
デイサービ
スセンター
居宅介護支
援センター

昭和28年
8月

昭和28年8月、「救護施設茨城県立長
生園」として茨城県により開設され
た（定員30名）。

昭和28年8月、「救護施設茨
城県立長生園」として茨城
県により開設（定員30名）。
昭和31年4月、増築により
定員を70名に変更。
昭和35年12月、定員を100
名に変更。
昭和53年5月、建て直しに
より定員を50名に変更。
昭和60年4月、特別養護老
人ホームと統合し、「茨城
県立長生園」と改称。
平成16年4月1日、茨城県の
公募により、「茨城県立長
生園」は社会福祉法人　北
養会に移管され、「長生園」
と改称される。

回答なし

29 茨
城
県

施設の名称：
社会福祉法
人　鹿島更
生園　鹿島
更生園救護
寮
設置主体：
社会福祉法
人　鹿島更
生園
運営主体：
社会福祉法
人　鹿島更
生園
運営形態：
民設民営

　鹿島灘を望む高台にあり、敷地面
積も広く温暖な気象条件のもとで暮
らし易い条件に恵まれている。
　利用者の意志、自己決定を尊重し、
出来るかぎりその目的を達成するた
めの条件を整備することに努める。
例えば、外出等の自己申告等のよう
に、利用者本人の意志を最大限尊重
する。そのためには、利用者、地域
とのコミュニケーションを普段から
図るよう心がけている。

　知的、身体、精神の三障
害の種類に関係なく日常生
活を営むことが困難な要保
護者の入所実態であるが、
ここ数年、精神病院からの
長期入院（社会的入院）者
の入所依頼が増えている。
年齢は60歳を中心にその2
～3歳前後が多い。また社
会的経済的な今日的状況を
反映して、ホームレス等の
入所依頼も見受けられる。

併設施設
鹿島更生園
援護寮（知
的障害者施
設）
知的障害者
短期入所事
業
知的障害者
相談支援事
業

1958年12
月15日

　結核療養所を開設後、生活困窮者、
心身障害者の救済をそれまでの慈善
的なものから社会的事業と捉えた創
設者の意思により50名定員でスター
トする。
　医療と福祉事業の実践の場として
開設する。

1958年　12月　救護施設事
業開始（50名定員）
1961年　1月　緊急救護 

（定員50名）事業開始
1963年　4月　緊急救護 

（定員50名）増
1964年　4月　緊急救護取
扱い廃止救護施設の取扱い
となる。
1964年　6月　精神薄弱者
更生施設援護寮開設に伴い
救護寮100名定員となり現
在に至る。

回答なし

30 茨
城
県

施設の名称：
慈翠舘
設置主体：
社会福祉法
人　滴翠会
運営主体：
社会福祉法
人　滴翠会
運営形態：
民設民営

・毎月1回、機関紙「滴翠会会報」
を発刊
・毎月の法人指導員会議により、利
用者の状況報告を行い、高齢となっ
た利用者の特養・養護への措置替え
をスムーズに行えるようにしてい
る。

利用者数　74名
平均年齢
　男性　59.11歳 
　女性　60.08歳
　総合　60.03歳
入所期間
　平均13.12年
障害内容
　知的障害者：32.9％
　精神障害者：26.0％
　肢体障害者：2.7％
　重複障害者：38.4％

介助状況
　食事：42.5％
　入浴：54.7％
　歩行：6.9％
　着脱：24.7％

・特別養護
老人ホーム
・デイサー
ビ ス セ ン
ター
・養護老人
ホーム

昭和53年
4月1日

1. 法人として高齢者施設以外の種別
施設経営による地域福祉への貢献
2. 公立施設（救護）の建替え（定員
減）に伴う行政側からの開設要請

回答なし 回答なし パ ン フ
レットあ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

28 茨
城
県

施設の名称：
救 護 施 設　
長生園
設置主体：
社会福祉法
人　北養会
運営主体：
社会福祉法
人　北養会
運営形態：
民設民営

　長生園は、介護老人福祉施設と救
護施設の複合施設です。水戸の北西
部に位置し、緑と交通の便に恵まれ
た環境にあります。
　四季折々、入所者の皆様に楽しん
でいただけるよう様々な行事を介護
老人福井施設と合同で企画し、行
なっています。市立中学校と隣接し
ているため、日頃から生徒や地域と
の交流が盛んに行なわれています。
また、学生の職場体験や実習の受け
入れも積極的に行なっています。

　長生園には、30代前半か
ら70代前半の方が入所され
ています（平均は約60歳、
男女比は2：3）。入所期間
が長い方ですと44年（平均
12年）と、長期・高齢化が
進んでいます。また、入所
者の約7割が精神障害を有
している状況です。
　外食や買い物などを企画
し、地域へ積極的に出掛け
られるように心がけていま
す。また、入所者の社会性
を維持しながら、自立生活
や社会復帰を目指して、生
活援助を行なっています。

介護老人福
祉施設
ショートス
テイ
デイサービ
スセンター
居宅介護支
援センター

昭和28年
8月

昭和28年8月、「救護施設茨城県立長
生園」として茨城県により開設され
た（定員30名）。

昭和28年8月、「救護施設茨
城県立長生園」として茨城
県により開設（定員30名）。
昭和31年4月、増築により
定員を70名に変更。
昭和35年12月、定員を100
名に変更。
昭和53年5月、建て直しに
より定員を50名に変更。
昭和60年4月、特別養護老
人ホームと統合し、「茨城
県立長生園」と改称。
平成16年4月1日、茨城県の
公募により、「茨城県立長
生園」は社会福祉法人　北
養会に移管され、「長生園」
と改称される。

回答なし

29 茨
城
県

施設の名称：
社会福祉法
人　鹿島更
生園　鹿島
更生園救護
寮
設置主体：
社会福祉法
人　鹿島更
生園
運営主体：
社会福祉法
人　鹿島更
生園
運営形態：
民設民営

　鹿島灘を望む高台にあり、敷地面
積も広く温暖な気象条件のもとで暮
らし易い条件に恵まれている。
　利用者の意志、自己決定を尊重し、
出来るかぎりその目的を達成するた
めの条件を整備することに努める。
例えば、外出等の自己申告等のよう
に、利用者本人の意志を最大限尊重
する。そのためには、利用者、地域
とのコミュニケーションを普段から
図るよう心がけている。

　知的、身体、精神の三障
害の種類に関係なく日常生
活を営むことが困難な要保
護者の入所実態であるが、
ここ数年、精神病院からの
長期入院（社会的入院）者
の入所依頼が増えている。
年齢は60歳を中心にその2
～3歳前後が多い。また社
会的経済的な今日的状況を
反映して、ホームレス等の
入所依頼も見受けられる。

併設施設
鹿島更生園
援護寮（知
的障害者施
設）
知的障害者
短期入所事
業
知的障害者
相談支援事
業

1958年12
月15日

　結核療養所を開設後、生活困窮者、
心身障害者の救済をそれまでの慈善
的なものから社会的事業と捉えた創
設者の意思により50名定員でスター
トする。
　医療と福祉事業の実践の場として
開設する。

1958年　12月　救護施設事
業開始（50名定員）
1961年　1月　緊急救護 

（定員50名）事業開始
1963年　4月　緊急救護 

（定員50名）増
1964年　4月　緊急救護取
扱い廃止救護施設の取扱い
となる。
1964年　6月　精神薄弱者
更生施設援護寮開設に伴い
救護寮100名定員となり現
在に至る。

回答なし

30 茨
城
県

施設の名称：
慈翠舘
設置主体：
社会福祉法
人　滴翠会
運営主体：
社会福祉法
人　滴翠会
運営形態：
民設民営

・毎月1回、機関紙「滴翠会会報」
を発刊
・毎月の法人指導員会議により、利
用者の状況報告を行い、高齢となっ
た利用者の特養・養護への措置替え
をスムーズに行えるようにしてい
る。

利用者数　74名
平均年齢
　男性　59.11歳 
　女性　60.08歳
　総合　60.03歳
入所期間
　平均13.12年
障害内容
　知的障害者：32.9％
　精神障害者：26.0％
　肢体障害者：2.7％
　重複障害者：38.4％

介助状況
　食事：42.5％
　入浴：54.7％
　歩行：6.9％
　着脱：24.7％

・特別養護
老人ホーム
・デイサー
ビ ス セ ン
ター
・養護老人
ホーム

昭和53年
4月1日

1. 法人として高齢者施設以外の種別
施設経営による地域福祉への貢献
2. 公立施設（救護）の建替え（定員
減）に伴う行政側からの開設要請

回答なし 回答なし パ ン フ
レットあ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

31 栃
木
県

施設の名称：
社会福祉法
人　鳩巣会　
鳴鶴寮
設置主体：
社会福祉法
人　鳩巣会
運営主体：
社会福祉法
人　鳩巣会
運営形態：
民設民営

　栃木県唯一の救護施設です。年齢・
障害・生活歴の多様な利用者が互い
に助け合い、励ましあって生活して
います。また、利用者の自治会が中
心となり、寮内での清掃・食事準備
等の作業を自主的・主体的に行って
おります。

入所者の現状は別表の通り
で、
・年齢層・・・50歳代まで
の方が27人と全体の23.1％
60歳以上の方が95人で全体
の77.9％
・入所期間・・20年以上入
所されている方が54人と全
体の44.2％
　施設で歳を重ね、高齢化、
重度化が進行しています。
障害別では、重複障害の割
合が高いです。
　最近の入所者の傾向は、
年齢の高い方、脳卒中後遺
症の方、精神病院から入所
の方、短期間入所され地域
生活に戻られるケースの方
が増えてきています。

知的障害児
施設　喬晴
知的障害者
更 生 施 設　
晴明
小規模知的
障害者デイ
サービスセ
ンター　げ
んき

1956年 
2月1日

病院入院者の退院後の処遇及び、18
歳を越える児童施設入所者の処遇に
ついて、県より受入れ施設の設立を
要請され、昭和30年　お年玉つき寄
付金及び県費の助成を得、栃木県唯
一の生活保護法による救護施設とし
て設立し、同年11月保護施設（定員
40名）認可を受け　、昭和31年2月1
日事業開始になりました。

「入所者定員」
昭和35年7月　ブロック建
収容舎115㎡竣工
昭和35年10月　定員増加認
可70名
昭和48年3月　鉄筋コンク
リート2階建北館908㎡
昭和48年6月　定員増加認
可113名
昭和56年5月　本館鉄筋コ
ンクリート2階建1,124㎡竣工
昭和56年7月　定員増加認
可120名
昭和63年3月　鉄筋コンク
リート2階建南館480㎡竣工
昭和63年4月　定員増加認
可150名
現在に至ります。

回答なし 別紙資料
あり

32 群
馬
県

施設の名称：
妙義白雲寮
設置主体：
妙義町
運営主体：
妙義町
運営形態：
公立公営

風光明媚な妙義山のふもとに位置
し、自然豊かな環境のなかで生活し
ている。

　精神障害者が多いが、知
的障害、身体障害、病弱、
生活障害と各種の障害をも
つ者がいっしょに助け合い
ながら生活している。

なし 昭和35年
4月1日

今となっては、わかりません。 S35. 4. 1.　緊急救護施設と
して開設
　定員50人
S37. 4. 1.　救護施設となる
S49. 4. 1.　定員80人に増
Ｈ2. 6.　移転改築

回答なし

33 群
馬
県

施設の名称：
救 護 施 設　
緑荘
設置主体：
社会福祉法
人　緑会
運営主体：
社会福祉法
人　緑会
運営形態：
民立民営

　入所者の高齢化、重度化のすすむ
なか救護施設として、作業活動、ク
ラブ活動、ボランティア活動、年間
行事等積極的に行い利用者の生きが
い作り、施設内自立につとめている。

　現在、生活習慣病といわ
れる高血圧による脳梗塞後
遺症、糖尿病による腎障害
を併発した透析患者あるい
はアルコール依存症による
肝機能障害患者等の入所者
が増加傾向にある。

特別養護老
人ホーム高
原園
太田市デイ
・サービス
センター高
原園

昭和40年
12月20日

創設者が精神科病院を経営してお
り、退院者の社会復帰への中間施設
として設立した。

第1期
　昭和40年12月20日 
　定員50名
第2期
　昭和43年12月13日 
　定員60名
　昭和44年7月19日 
　定員70名
第3期
　昭和47年11月29日 
　定員100名

施設転換なし

34 群
馬
県

施設の名称：
救 護 施 設　
太陽の家
設置主体：
社会福祉法
人　同仁会
運営主体：
社会福祉法
人　同仁会
運営形態：
民営

パンフレット・概要参照 概要参照 回答なし 昭和53年
4月

回答なし 回答なし 回答なし 施設パン
フレット、
添 付 資
料あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

31 栃
木
県

施設の名称：
社会福祉法
人　鳩巣会　
鳴鶴寮
設置主体：
社会福祉法
人　鳩巣会
運営主体：
社会福祉法
人　鳩巣会
運営形態：
民設民営

　栃木県唯一の救護施設です。年齢・
障害・生活歴の多様な利用者が互い
に助け合い、励ましあって生活して
います。また、利用者の自治会が中
心となり、寮内での清掃・食事準備
等の作業を自主的・主体的に行って
おります。

入所者の現状は別表の通り
で、
・年齢層・・・50歳代まで
の方が27人と全体の23.1％
60歳以上の方が95人で全体
の77.9％
・入所期間・・20年以上入
所されている方が54人と全
体の44.2％
　施設で歳を重ね、高齢化、
重度化が進行しています。
障害別では、重複障害の割
合が高いです。
　最近の入所者の傾向は、
年齢の高い方、脳卒中後遺
症の方、精神病院から入所
の方、短期間入所され地域
生活に戻られるケースの方
が増えてきています。

知的障害児
施設　喬晴
知的障害者
更 生 施 設　
晴明
小規模知的
障害者デイ
サービスセ
ンター　げ
んき

1956年 
2月1日

病院入院者の退院後の処遇及び、18
歳を越える児童施設入所者の処遇に
ついて、県より受入れ施設の設立を
要請され、昭和30年　お年玉つき寄
付金及び県費の助成を得、栃木県唯
一の生活保護法による救護施設とし
て設立し、同年11月保護施設（定員
40名）認可を受け　、昭和31年2月1
日事業開始になりました。

「入所者定員」
昭和35年7月　ブロック建
収容舎115㎡竣工
昭和35年10月　定員増加認
可70名
昭和48年3月　鉄筋コンク
リート2階建北館908㎡
昭和48年6月　定員増加認
可113名
昭和56年5月　本館鉄筋コ
ンクリート2階建1,124㎡竣工
昭和56年7月　定員増加認
可120名
昭和63年3月　鉄筋コンク
リート2階建南館480㎡竣工
昭和63年4月　定員増加認
可150名
現在に至ります。

回答なし 別紙資料
あり

32 群
馬
県

施設の名称：
妙義白雲寮
設置主体：
妙義町
運営主体：
妙義町
運営形態：
公立公営

風光明媚な妙義山のふもとに位置
し、自然豊かな環境のなかで生活し
ている。

　精神障害者が多いが、知
的障害、身体障害、病弱、
生活障害と各種の障害をも
つ者がいっしょに助け合い
ながら生活している。

なし 昭和35年
4月1日

今となっては、わかりません。 S35. 4. 1.　緊急救護施設と
して開設
　定員50人
S37. 4. 1.　救護施設となる
S49. 4. 1.　定員80人に増
Ｈ2. 6.　移転改築

回答なし

33 群
馬
県

施設の名称：
救 護 施 設　
緑荘
設置主体：
社会福祉法
人　緑会
運営主体：
社会福祉法
人　緑会
運営形態：
民立民営

　入所者の高齢化、重度化のすすむ
なか救護施設として、作業活動、ク
ラブ活動、ボランティア活動、年間
行事等積極的に行い利用者の生きが
い作り、施設内自立につとめている。

　現在、生活習慣病といわ
れる高血圧による脳梗塞後
遺症、糖尿病による腎障害
を併発した透析患者あるい
はアルコール依存症による
肝機能障害患者等の入所者
が増加傾向にある。

特別養護老
人ホーム高
原園
太田市デイ
・サービス
センター高
原園

昭和40年
12月20日

創設者が精神科病院を経営してお
り、退院者の社会復帰への中間施設
として設立した。

第1期
　昭和40年12月20日 
　定員50名
第2期
　昭和43年12月13日 
　定員60名
　昭和44年7月19日 
　定員70名
第3期
　昭和47年11月29日 
　定員100名

施設転換なし

34 群
馬
県

施設の名称：
救 護 施 設　
太陽の家
設置主体：
社会福祉法
人　同仁会
運営主体：
社会福祉法
人　同仁会
運営形態：
民営

パンフレット・概要参照 概要参照 回答なし 昭和53年
4月

回答なし 回答なし 回答なし 施設パン
フレット、
添 付 資
料あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

35 埼
玉
県

施設の名称：
救 護 施 設　
育心会
設置主体：
社会福祉法
人　育心会
運営主体：
社会福祉法
人　育心会
運営形態：
救護施設

 救護施設の特徴は、あらゆる障害を
有する方々が利用できることにあり
ます。育心寮は、開設当時には身体
障害、またある時期には知的障害、
そして精神障害を有する方々に生活
の場を提供させていただき、それぞ
れの地域で必要とされるニーズに応
えるよう努めて来ました。
　育心寮は、利用者の方々が例え施
設で生活されていても、ノーマライ
ゼーションの考えに基づき一人一人
の生活を社会生活に可能な限り近づ
けることを目標に支援及びサービス
を実践しています。利用者の方々の
意思を可能な限り尊重し、障害の状
況に適した人生設計をお手伝いした
いと考えております。

・障害状況
　　知的障害　53％
　　精神障害　16％
　　身体障害　2％
　　重複障害　28％
　　その他　1％
・年齢状況
　　平均年齢　64.5歳
　　最高年齢　90歳
・在所期間
　　平均　27年

特別養護老
人 ホ ー ム

（1）
知的障害者
更 生 施 設

（4）・ 授 産
施設（1）
知的障害児
施設（1）
保育園（1）

昭和25年
2月16日

育心寮は、現行の生活保護法が施行
された年に開設しております。時代
のニーズと共にそのニーズに応える
べく開設に至っております。関連法
人に医療機関があり、利用者の方々
の健康管理において充分に対応しえ
る態勢が整っていたことも要因で
す。

昭和25年2月　財団法人　
育心会
　昭和27年5月　社会福祉
法人　育心会に組織変更

　昭和25年　定員　40名
　昭和47年　定員172名
　昭和54年　定員252名

回答なし

36 埼
玉
県

施設の名称：
羽生園
設置主体：
社会福祉法
人　西熊会
運営主体：
社会福祉法
人　西熊会
運営形態：
民間社会福
祉法人

埼玉県内に2カ所しかない救護施設
の一つです。
埼玉県北部に位置し､人口4万人の羽
生市郊外の行田市､加須市の境にあ
る一法人一施設です。
平成10年に全面改築した平屋建ての
施設で､居室は畳部屋で4人部屋が主
となります｡
畳での生活のため、ＡＤＬの自立者
が多いです。

定員104名　1月1日現在入
所者人員106名。
　男性入所者　55名　女性
入所者51名
　知的障害者　45％　精神
障害者45％　身障､その他
10％
　平均年齢65歳　平均在籍
年数17年6ヶ月
　長期入所者が平均年齢を
上げて高齢化が進んでま
す。
　それに伴い､介護､介助の
重度化が進み､職員の基準
配置内での処遇が増々難し
くなっています。
　ここ数年入所依頼が男性
が圧倒的に多く、男女バラ
ンスが悪くなっています｡
新年度からは男女で分けず
に処遇をする方向で現在検
討中です｡

なし 昭和46年
3月1日

初代理事長が経営していた熊谷市内
にある精神科病院の西熊谷病院は財
団法人のため、地域に何か還元すべ
きと約15キロ離れたこの地に救護施
設を開設しました｡

開設当初46年は入所定員50
名。
49年には定員を104名に増
員する｡

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

35 埼
玉
県

施設の名称：
救 護 施 設　
育心会
設置主体：
社会福祉法
人　育心会
運営主体：
社会福祉法
人　育心会
運営形態：
救護施設

 救護施設の特徴は、あらゆる障害を
有する方々が利用できることにあり
ます。育心寮は、開設当時には身体
障害、またある時期には知的障害、
そして精神障害を有する方々に生活
の場を提供させていただき、それぞ
れの地域で必要とされるニーズに応
えるよう努めて来ました。
　育心寮は、利用者の方々が例え施
設で生活されていても、ノーマライ
ゼーションの考えに基づき一人一人
の生活を社会生活に可能な限り近づ
けることを目標に支援及びサービス
を実践しています。利用者の方々の
意思を可能な限り尊重し、障害の状
況に適した人生設計をお手伝いした
いと考えております。

・障害状況
　　知的障害　53％
　　精神障害　16％
　　身体障害　2％
　　重複障害　28％
　　その他　1％
・年齢状況
　　平均年齢　64.5歳
　　最高年齢　90歳
・在所期間
　　平均　27年

特別養護老
人 ホ ー ム

（1）
知的障害者
更 生 施 設

（4）・ 授 産
施設（1）
知的障害児
施設（1）
保育園（1）

昭和25年
2月16日

育心寮は、現行の生活保護法が施行
された年に開設しております。時代
のニーズと共にそのニーズに応える
べく開設に至っております。関連法
人に医療機関があり、利用者の方々
の健康管理において充分に対応しえ
る態勢が整っていたことも要因で
す。

昭和25年2月　財団法人　
育心会
　昭和27年5月　社会福祉
法人　育心会に組織変更

　昭和25年　定員　40名
　昭和47年　定員172名
　昭和54年　定員252名

回答なし

36 埼
玉
県

施設の名称：
羽生園
設置主体：
社会福祉法
人　西熊会
運営主体：
社会福祉法
人　西熊会
運営形態：
民間社会福
祉法人

埼玉県内に2カ所しかない救護施設
の一つです。
埼玉県北部に位置し､人口4万人の羽
生市郊外の行田市､加須市の境にあ
る一法人一施設です。
平成10年に全面改築した平屋建ての
施設で､居室は畳部屋で4人部屋が主
となります｡
畳での生活のため、ＡＤＬの自立者
が多いです。

定員104名　1月1日現在入
所者人員106名。
　男性入所者　55名　女性
入所者51名
　知的障害者　45％　精神
障害者45％　身障､その他
10％
　平均年齢65歳　平均在籍
年数17年6ヶ月
　長期入所者が平均年齢を
上げて高齢化が進んでま
す。
　それに伴い､介護､介助の
重度化が進み､職員の基準
配置内での処遇が増々難し
くなっています。
　ここ数年入所依頼が男性
が圧倒的に多く、男女バラ
ンスが悪くなっています｡
新年度からは男女で分けず
に処遇をする方向で現在検
討中です｡

なし 昭和46年
3月1日

初代理事長が経営していた熊谷市内
にある精神科病院の西熊谷病院は財
団法人のため、地域に何か還元すべ
きと約15キロ離れたこの地に救護施
設を開設しました｡

開設当初46年は入所定員50
名。
49年には定員を104名に増
員する｡

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

37 千
葉
県

施設の名称：
千葉県松風
園
設置主体：
千葉県
運営主体：
千葉県
運営形態：
千葉県直営

　松風園は、生活保護法第38条第1
項に基づく救護施設で、身体又は精
神に著しい障害があって、独立して
日常生活を営むことが困難な要保護
者を入所させて生活扶助を行う施設
である。

平成17年3月31日現在、90
名の入所者がいる。このう
ち精神障害者が34.4％で最
も多く、次いで知的障害者
の30.0％、三番目が身体障
害者で17.8％となってお
り、さらにこれらの障害を
重複している者は、17.8％
に達している。
　在園期間は平均して12年
11か月、平均年齢は60歳7
か月、最高齢者は83歳、最
年少者は31歳、また、65歳
以上の人が31名おり入園者
の34.4％を占めている。
最近は、脳卒中による後遺
症を持った入園者が多く罹
病率も高まり、障害の重度
化、重複化とともに日常の
処遇の困難性を増大させて
いる。

なし 昭和38年
11月11日

昭和38年10月10日千葉県条例第45条
により生活保護法第30条第1項第2号
の規程に基づく救護施設として、精
神上又は身体上著しい欠陥を有して
いる為独立して生活をすることが困
難と認められる要保護者収容して生
活扶助を行うことを目的として設置
された。

昭和38年11月に定員50名で
発足し、昭和56年4月に増
設して定員100名として現
在に至っている。

「施設名称」：変更・変化な
し

「施設所在地」：変更・変化
なし

「設置主体」：変更・変化な
し

「運営主体」：変更・変化な
し

「運営形態」：変更・変化な
し

「入所者定員」：昭和56年4
月に増設し、定員50名から
100名とした。

「入所者の特徴」：脳卒中等
の後遺症を持った入園者が
多くなっている。

なし

38 千
葉
県

施設の名称：
厚生園
設置主体：
社会福祉法
人　善憐会
運営主体：
社会福祉法
人　善憐会
運営形態：
民立民営

　施設は敬天愛人憲章の精神を基本
として、ボランティア・地域住民・
職員は利用者と常に対等の関係を維
持し、信頼とパートナーシップによ
り、社会的自立と地域社会への参加
と心豊かな人生の共有を目指してい
る。

・平均年齢　60.1歳
・入所期間20年以上の利用
者 全体の58.2％
・障害の状況
知的障害者　10％　 
身体障害者　10％
精神障害者　4％　 
重複障害者　76％
最重度・重度（身障1, 2級・
療育Ａ－1, 2・精神　1, 2級）
の手帳所有者は全体の78％
を占めている。
・利用者はＰＥＥ（パート
ナーシップ・エンパワメン
ト･エンジョイ）をモットー
に自治会「風の友」が経営
する地域交流活動拠点施設
茶房「風の郷」と施設のラ
ンドリー「友情」での就労
を通じて社会的自立を目指
している。

回答なし 昭和34年
2月4日

障害や疾病があるために、独立して
日常生活を営むことの出来ない、入
所利用者に対して生活支援を行うこ
とを目的として施設を設置する。

・S34. 1. 31　第1種社会福
祉事業を運営する法人とし
て社会福祉法人善憐会が認
可される。
・S34. 2. 4　千葉県旭市ハ
の110番地において定員60
名の救護施設厚生園を創設
して事業を開始する。
・S36. 5. 10　施設入所待
機者の増加に伴い、施設を
増設し、定員を60名から80
名増員する。
・S43. 7. 1　施設入所待機
者の増加に伴い、施設を増
築し、定員を80名から85名
に増員する。
・S51. 8. 12　施設用地が
狭いこと及び施設設備の老
朽化狭隘により施設を転移
して新築する必要に迫られ
たため、香取郡小見川町八
本555-27の施設整備用地を
確保し、土地の造成工事を
開始する。
・S53. 12. 12　施設利用者
を旭市から新施設に転居。　
施設の共用を開始し、現在
に至っている。

回答なし



救護施設の動態 103

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

37 千
葉
県

施設の名称：
千葉県松風
園
設置主体：
千葉県
運営主体：
千葉県
運営形態：
千葉県直営

　松風園は、生活保護法第38条第1
項に基づく救護施設で、身体又は精
神に著しい障害があって、独立して
日常生活を営むことが困難な要保護
者を入所させて生活扶助を行う施設
である。

平成17年3月31日現在、90
名の入所者がいる。このう
ち精神障害者が34.4％で最
も多く、次いで知的障害者
の30.0％、三番目が身体障
害者で17.8％となってお
り、さらにこれらの障害を
重複している者は、17.8％
に達している。
　在園期間は平均して12年
11か月、平均年齢は60歳7
か月、最高齢者は83歳、最
年少者は31歳、また、65歳
以上の人が31名おり入園者
の34.4％を占めている。
最近は、脳卒中による後遺
症を持った入園者が多く罹
病率も高まり、障害の重度
化、重複化とともに日常の
処遇の困難性を増大させて
いる。

なし 昭和38年
11月11日

昭和38年10月10日千葉県条例第45条
により生活保護法第30条第1項第2号
の規程に基づく救護施設として、精
神上又は身体上著しい欠陥を有して
いる為独立して生活をすることが困
難と認められる要保護者収容して生
活扶助を行うことを目的として設置
された。

昭和38年11月に定員50名で
発足し、昭和56年4月に増
設して定員100名として現
在に至っている。

「施設名称」：変更・変化な
し

「施設所在地」：変更・変化
なし

「設置主体」：変更・変化な
し

「運営主体」：変更・変化な
し

「運営形態」：変更・変化な
し

「入所者定員」：昭和56年4
月に増設し、定員50名から
100名とした。

「入所者の特徴」：脳卒中等
の後遺症を持った入園者が
多くなっている。

なし

38 千
葉
県

施設の名称：
厚生園
設置主体：
社会福祉法
人　善憐会
運営主体：
社会福祉法
人　善憐会
運営形態：
民立民営

　施設は敬天愛人憲章の精神を基本
として、ボランティア・地域住民・
職員は利用者と常に対等の関係を維
持し、信頼とパートナーシップによ
り、社会的自立と地域社会への参加
と心豊かな人生の共有を目指してい
る。

・平均年齢　60.1歳
・入所期間20年以上の利用
者 全体の58.2％
・障害の状況
知的障害者　10％　 
身体障害者　10％
精神障害者　4％　 
重複障害者　76％
最重度・重度（身障1, 2級・
療育Ａ－1, 2・精神　1, 2級）
の手帳所有者は全体の78％
を占めている。
・利用者はＰＥＥ（パート
ナーシップ・エンパワメン
ト･エンジョイ）をモットー
に自治会「風の友」が経営
する地域交流活動拠点施設
茶房「風の郷」と施設のラ
ンドリー「友情」での就労
を通じて社会的自立を目指
している。

回答なし 昭和34年
2月4日

障害や疾病があるために、独立して
日常生活を営むことの出来ない、入
所利用者に対して生活支援を行うこ
とを目的として施設を設置する。

・S34. 1. 31　第1種社会福
祉事業を運営する法人とし
て社会福祉法人善憐会が認
可される。
・S34. 2. 4　千葉県旭市ハ
の110番地において定員60
名の救護施設厚生園を創設
して事業を開始する。
・S36. 5. 10　施設入所待
機者の増加に伴い、施設を
増設し、定員を60名から80
名増員する。
・S43. 7. 1　施設入所待機
者の増加に伴い、施設を増
築し、定員を80名から85名
に増員する。
・S51. 8. 12　施設用地が
狭いこと及び施設設備の老
朽化狭隘により施設を転移
して新築する必要に迫られ
たため、香取郡小見川町八
本555-27の施設整備用地を
確保し、土地の造成工事を
開始する。
・S53. 12. 12　施設利用者
を旭市から新施設に転居。　
施設の共用を開始し、現在
に至っている。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

39 千
葉
県

施設の名称：
大網白里町
立　救護施
設　房総平
和園
設置主体：
大網白里町
運営主体：
大網白里町
運営形態：
直営

・施設周辺は田園地帯で、自然環境
に恵まれている。
・建物は昭和62年・63年の2ヶ年に
建築され平屋作りで（1千㎡）敷地
面積は約1万㎡と広い。
・作業の一環として、園芸・竹炭作
りを実施。
・地域交流として、慰問交流（ボラ
ンティア等）が盛んに行われている。

・知的障害を約65％で主と
して重複障害者の入所者が
多い。
・長期入所者（平均24.7年）
が多い。
・障害の重度・高齢化が進
んでいる。

無 昭和33年
5月

昭和32年4月に地元の篤志家が土地
3000坪の寄付を受け社会保障制度の
一環として精神障害者の福祉のため
町立緊急救護施設（定数30名）の設
立を計画、昭和35年7月施設拡張（定
員45名増）し、昭和36年9月に緊急
救護施設を町立救護施設に変更す
る。

施設の種類の変更：昭和36
年9月に緊急救護施設を町
立救護施設とする。
定数の変更：昭和36年12月
に75名に変更。

回答なし

40 千
葉
県

施設の名称：
千葉県救護
盲老人施設
猿田荘
設置主体：
千葉県
運営主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団 済 生 会　
支部千葉県
済生会
運営形態：
公設民営

　猿田荘は、銚子市西部地区の丘陵
地にあり、畑や山林に囲まれた静か
な場所に設置されています。
　救護棟は、全居室ベッドで廊下も
広く、車椅子用トイレや特殊浴槽も
備えてあります。建物内の段差は、
普通浴室に入る時の5㎝程の段差の
みでそのほかに段差はありません。
　当施設は平屋になっており、各居
室から前庭へスロープ状のベランダ
で出られるので、火災時等の非難行
動も楽に取れます。
　また、当施設は老人福祉法による
盲養護老人ホームが併設されてお
り、生活棟は別ですが、管理部門や
食堂などは同一場所を利用し、年間
行事においても合同で開催している
行事もあります。

　定員数は50名であり、男
性30名・女性20名と男性の
ほうが多く、入所者の年齢
は20才から88才までと幅広
く在籍しておりますが、30
年以上の在籍者が30％お
り、平均年齢は、59才と高
齢化が進んでおります。
　障害別では、身体障害11
名・知的障害9名・精神障
害3名であり、残りの入所
者は重複障害者でありま
す。重複障害者も身体障害
が関係する者17名おり、身
体障害者の割合が一番多く
占めています。

盲養護老人
ホーム

昭和47年
7月1日

千葉県により開設 　当施設は昭和47年7月、
救護施設定員50名及び養護

（盲）老人施設定員50名と
して千葉県により設置さ
れ、社会福祉法人恩賜財団

「済生会」支部千葉県済生
会が千葉県から運営を委託
されているものであり、開
設以来33年間を経過しまし
た。その間「施設名称」、「施
設所在地」、「設置主体」、「運
営主体」、「運営形態」、「入
所者定員」についての変更
はありません。
　「入所者の特徴」につい
ては、年々高齢化、障害の
重度化の傾向にあります。
　開設当初に比べると入所
者の生活も年ごとに改善さ
れ、施設の拡充とともに居
住環境の整備や入所者の生
活面を重視した処遇の改善
など、入所者ニーズに対応
できる受け入れ態勢も整え
てまいりました。

なし 施設パン
フレット
あり



救護施設の動態 105

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

39 千
葉
県

施設の名称：
大網白里町
立　救護施
設　房総平
和園
設置主体：
大網白里町
運営主体：
大網白里町
運営形態：
直営

・施設周辺は田園地帯で、自然環境
に恵まれている。
・建物は昭和62年・63年の2ヶ年に
建築され平屋作りで（1千㎡）敷地
面積は約1万㎡と広い。
・作業の一環として、園芸・竹炭作
りを実施。
・地域交流として、慰問交流（ボラ
ンティア等）が盛んに行われている。

・知的障害を約65％で主と
して重複障害者の入所者が
多い。
・長期入所者（平均24.7年）
が多い。
・障害の重度・高齢化が進
んでいる。

無 昭和33年
5月

昭和32年4月に地元の篤志家が土地
3000坪の寄付を受け社会保障制度の
一環として精神障害者の福祉のため
町立緊急救護施設（定数30名）の設
立を計画、昭和35年7月施設拡張（定
員45名増）し、昭和36年9月に緊急
救護施設を町立救護施設に変更す
る。

施設の種類の変更：昭和36
年9月に緊急救護施設を町
立救護施設とする。
定数の変更：昭和36年12月
に75名に変更。

回答なし

40 千
葉
県

施設の名称：
千葉県救護
盲老人施設
猿田荘
設置主体：
千葉県
運営主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団 済 生 会　
支部千葉県
済生会
運営形態：
公設民営

　猿田荘は、銚子市西部地区の丘陵
地にあり、畑や山林に囲まれた静か
な場所に設置されています。
　救護棟は、全居室ベッドで廊下も
広く、車椅子用トイレや特殊浴槽も
備えてあります。建物内の段差は、
普通浴室に入る時の5㎝程の段差の
みでそのほかに段差はありません。
　当施設は平屋になっており、各居
室から前庭へスロープ状のベランダ
で出られるので、火災時等の非難行
動も楽に取れます。
　また、当施設は老人福祉法による
盲養護老人ホームが併設されてお
り、生活棟は別ですが、管理部門や
食堂などは同一場所を利用し、年間
行事においても合同で開催している
行事もあります。

　定員数は50名であり、男
性30名・女性20名と男性の
ほうが多く、入所者の年齢
は20才から88才までと幅広
く在籍しておりますが、30
年以上の在籍者が30％お
り、平均年齢は、59才と高
齢化が進んでおります。
　障害別では、身体障害11
名・知的障害9名・精神障
害3名であり、残りの入所
者は重複障害者でありま
す。重複障害者も身体障害
が関係する者17名おり、身
体障害者の割合が一番多く
占めています。

盲養護老人
ホーム

昭和47年
7月1日

千葉県により開設 　当施設は昭和47年7月、
救護施設定員50名及び養護

（盲）老人施設定員50名と
して千葉県により設置さ
れ、社会福祉法人恩賜財団

「済生会」支部千葉県済生
会が千葉県から運営を委託
されているものであり、開
設以来33年間を経過しまし
た。その間「施設名称」、「施
設所在地」、「設置主体」、「運
営主体」、「運営形態」、「入
所者定員」についての変更
はありません。
　「入所者の特徴」につい
ては、年々高齢化、障害の
重度化の傾向にあります。
　開設当初に比べると入所
者の生活も年ごとに改善さ
れ、施設の拡充とともに居
住環境の整備や入所者の生
活面を重視した処遇の改善
など、入所者ニーズに対応
できる受け入れ態勢も整え
てまいりました。

なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

41 千
葉
県

施設の名称：
成田市愛光
園
設置主体：
成田市
運営主体：
成田市
運営形態：
公設公営

定員50名。
生活保護法の趣旨に沿い、多種多様
な障がいをもつ者を入所させ生活扶
助を行っている。
10畳1室4名の和室が8室、4ベッドの
洋室が5室
給食調理を17年7月より外部委託と
した。
同敷地内に老人福祉センターがあり
地区老人クラブとの交流もある。

　入所者の年齢幅は40歳か
ら74歳 と 広 く、 男 性29名　
女性21名の比率（男女比6：
4）はここ数年変動がない。
　65歳以上の老人福祉法対
象者21名も本人の希望優先
もあり他法優先とならず平
均年齢は62歳2ヶ月。25年
以上在籍者11名。介護保険
導入後、ことさら措置替え
も困難となり平均在園年数
も15年10ヶ月と長期化して
おり、入院ぎりぎりまでの
終末ケアもサービス内容の
範疇になりつつある。
　障がい区分は、身体7名　
知的4名　精神12名　身知
重複9名　身精重複4名　知
精重複8名　身知精重複5名
その他「生活障がい」1名
である。

なし 昭和55年
5月1日

　成田空港開港を翌53年10月に控え
た昭和52年　精神病院に社会的入院
を余儀なくされている方々や重度障
害者をかかえる家庭の苦労を知る市
民より市助役に相談があり、福祉事
務所として施設入所の困難さが浮き
彫りになったことから、施設の設置
を検討するに至る。
　53年当時の調査で施設入所対象者
が40名程度おり、財政状況から建設
費の負担に躊躇したものの他法施設
も近隣になく、県に相談したところ
さまざまな障害者を受け入れられる
施設として救護施設を設置しようと
決定に至り、国県の補助金もスムー
スに計上され、55年5月に開設となっ
た。

　計画当初市内入所者は20
名、他市町村から30名の受
入を見込んだものの、生活
保護受給者に限られる点か
ら入所者が集まらず、職員
が県内福祉事務所に施設の
紹介に歩いた。初年度は46
名の入所、9名の退所があ
り年度未在籍者は37名で
あった。　翌年度以降は9
割以上の利用者が常に在
籍。
　加齢化とともに介助度が
徐々に増し、また内科系疾
患を有するものが増えた。
　全国的に公設民営の運営
形態が増える中、市におい
ても、地方自治法の改正

「指定管理者制度」の導入
によりその対象となってい
る。

回答なし 施設パン
フレット、
Ｈ17年度
事 業 計
画書あり

42 東
京
都

施設の名称：
救 護 施 設　
光の家神愛
園
設置主体：
社会福祉法
人　東京光
の家
運営主体：
社会福祉法
人　東京光
の家
運営形態：
民設民営

　光の家神愛園は、盲人に聖書をと
いう創立者の祈りを源泉とし、キリ
スト教精神に基づいて設立された視
覚障害者のための法人である、東京
光の家が経営する救護施設です。聖
書の教えを経営並びに利用者サービ
スの基本としています。
　「神より与えられた命を最善に生
かす」を基本精神としながら、利用
者それぞれの特質に応じ、愛による
福祉サービスの実践活動を展開しま
す。
　施設は単に保護を与える場所では
なく、「人はどんな障害があっても、
必ず新生の希望を持って生きられ
る」という確信を持って、利用者一
人ひとりの保有能力を最大限に開発
し、ノーマライゼーションの理念で
あるすべての人が尊重される共生社
会の建設を目指している施設です。

　主として視覚障害者の他
に知的障害、精神障害等を
併せ持つ盲重複障害者の
方々が生活されています。　
平均年齢は約63歳で平均の
入所期間は約18年で、利用
者の80％が盲重複障害者で
す。利用者の92％が重度身
体障害者（1,2級者）です。

盲人ホーム　
光の家鍼灸
マッサージ
ホーム
指定・身体
障害者更正
施設　光の
家新生園
指定・身体
障害者授産
施設　光の
家栄光園

昭和30年
8月1日

　大正8年、盲目の人秋元梅吉（初
代理事長）が盲人に聖書の福音を伝
える事を目的として盲人基督信仰会
を設立する。最初は主として点字出
版事業を中心に事業を行っていた
が、昭和4年、社会部を新設し盲人
の宿泊、慰安業務を行うようになる。
終戦後、盲人の宿泊・更正事業に専
念し、昭和25年財団法人の認可を受
け、更正施設となり、昭和30年8月
生活保護法に基づく救護施設（杉並
区大宮前、定員42名）に変更となる。

昭和33年、現在地日野に移
転となる。定員48名
昭 和34年　 定 員72名 と な
る。
昭和38年　定員126名
昭和44年　定員131名
昭和45年　定員147名
昭和49年　救護施設の一部
を授産施設に転換（定員50
名）し、救護施設の定員が
111名となる。
昭和54年　救護施設の一部
を更正援護施設に転換（定
員50名）し、救護施設の定
員が68名となる。
平成8年　改築に伴い定員
を80名に変更となる。

戦後、傷痍軍
人（盲人）の
更 正 事 業 を
行 っ て い た
が、 昭 和25年
財団法人の認
可を受け、更
正施設（定員
22名）となる。

施設要覧
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

41 千
葉
県

施設の名称：
成田市愛光
園
設置主体：
成田市
運営主体：
成田市
運営形態：
公設公営

定員50名。
生活保護法の趣旨に沿い、多種多様
な障がいをもつ者を入所させ生活扶
助を行っている。
10畳1室4名の和室が8室、4ベッドの
洋室が5室
給食調理を17年7月より外部委託と
した。
同敷地内に老人福祉センターがあり
地区老人クラブとの交流もある。

　入所者の年齢幅は40歳か
ら74歳 と 広 く、 男 性29名　
女性21名の比率（男女比6：
4）はここ数年変動がない。
　65歳以上の老人福祉法対
象者21名も本人の希望優先
もあり他法優先とならず平
均年齢は62歳2ヶ月。25年
以上在籍者11名。介護保険
導入後、ことさら措置替え
も困難となり平均在園年数
も15年10ヶ月と長期化して
おり、入院ぎりぎりまでの
終末ケアもサービス内容の
範疇になりつつある。
　障がい区分は、身体7名　
知的4名　精神12名　身知
重複9名　身精重複4名　知
精重複8名　身知精重複5名
その他「生活障がい」1名
である。

なし 昭和55年
5月1日

　成田空港開港を翌53年10月に控え
た昭和52年　精神病院に社会的入院
を余儀なくされている方々や重度障
害者をかかえる家庭の苦労を知る市
民より市助役に相談があり、福祉事
務所として施設入所の困難さが浮き
彫りになったことから、施設の設置
を検討するに至る。
　53年当時の調査で施設入所対象者
が40名程度おり、財政状況から建設
費の負担に躊躇したものの他法施設
も近隣になく、県に相談したところ
さまざまな障害者を受け入れられる
施設として救護施設を設置しようと
決定に至り、国県の補助金もスムー
スに計上され、55年5月に開設となっ
た。

　計画当初市内入所者は20
名、他市町村から30名の受
入を見込んだものの、生活
保護受給者に限られる点か
ら入所者が集まらず、職員
が県内福祉事務所に施設の
紹介に歩いた。初年度は46
名の入所、9名の退所があ
り年度未在籍者は37名で
あった。　翌年度以降は9
割以上の利用者が常に在
籍。
　加齢化とともに介助度が
徐々に増し、また内科系疾
患を有するものが増えた。
　全国的に公設民営の運営
形態が増える中、市におい
ても、地方自治法の改正

「指定管理者制度」の導入
によりその対象となってい
る。

回答なし 施設パン
フレット、
Ｈ17年度
事 業 計
画書あり

42 東
京
都

施設の名称：
救 護 施 設　
光の家神愛
園
設置主体：
社会福祉法
人　東京光
の家
運営主体：
社会福祉法
人　東京光
の家
運営形態：
民設民営

　光の家神愛園は、盲人に聖書をと
いう創立者の祈りを源泉とし、キリ
スト教精神に基づいて設立された視
覚障害者のための法人である、東京
光の家が経営する救護施設です。聖
書の教えを経営並びに利用者サービ
スの基本としています。
　「神より与えられた命を最善に生
かす」を基本精神としながら、利用
者それぞれの特質に応じ、愛による
福祉サービスの実践活動を展開しま
す。
　施設は単に保護を与える場所では
なく、「人はどんな障害があっても、
必ず新生の希望を持って生きられ
る」という確信を持って、利用者一
人ひとりの保有能力を最大限に開発
し、ノーマライゼーションの理念で
あるすべての人が尊重される共生社
会の建設を目指している施設です。

　主として視覚障害者の他
に知的障害、精神障害等を
併せ持つ盲重複障害者の
方々が生活されています。　
平均年齢は約63歳で平均の
入所期間は約18年で、利用
者の80％が盲重複障害者で
す。利用者の92％が重度身
体障害者（1,2級者）です。

盲人ホーム　
光の家鍼灸
マッサージ
ホーム
指定・身体
障害者更正
施設　光の
家新生園
指定・身体
障害者授産
施設　光の
家栄光園

昭和30年
8月1日

　大正8年、盲目の人秋元梅吉（初
代理事長）が盲人に聖書の福音を伝
える事を目的として盲人基督信仰会
を設立する。最初は主として点字出
版事業を中心に事業を行っていた
が、昭和4年、社会部を新設し盲人
の宿泊、慰安業務を行うようになる。
終戦後、盲人の宿泊・更正事業に専
念し、昭和25年財団法人の認可を受
け、更正施設となり、昭和30年8月
生活保護法に基づく救護施設（杉並
区大宮前、定員42名）に変更となる。

昭和33年、現在地日野に移
転となる。定員48名
昭 和34年　 定 員72名 と な
る。
昭和38年　定員126名
昭和44年　定員131名
昭和45年　定員147名
昭和49年　救護施設の一部
を授産施設に転換（定員50
名）し、救護施設の定員が
111名となる。
昭和54年　救護施設の一部
を更正援護施設に転換（定
員50名）し、救護施設の定
員が68名となる。
平成8年　改築に伴い定員
を80名に変更となる。

戦後、傷痍軍
人（盲人）の
更 正 事 業 を
行 っ て い た
が、 昭 和25年
財団法人の認
可を受け、更
正施設（定員
22名）となる。

施設要覧
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

43 東
京
都

施設の名称：
黎明寮
設置主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営形態：
回答なし

　職員は、平均勤続年数が12年のベ
テランが多く、介護福祉士、社会福
祉士等の有資格者も数多くいます。
　利用者の方々の様々な援助・支援
にいずれの職員も対応できるよう努
力しています。

利用者の高齢化とともに、
障害の重度化及び重複化が
進んでいます。
① 障害の状況　身体障害　
10％
　知的障害　40％
　精神障害　40％

②　平均年齢　59.6歳

③　平均在籍年数　14.4年

救護施設
知的障害者
更生施設
特別養護老
人ホーム
知的障害者
授産（通所）
施設
介護老人保
健施設
診療施設
有 料 老 人
ホーム

昭和32年
10月1日

戦後、社会経済事情の激変に応じて、
その時、その折最も必要とされる施
設を創設し、その施設の必要性が薄
らぐや躊躇することなくより緊急性
の高い施設に変換しあるいは廃止す
るなど、常に社会福祉法人の使命に
徹した運営を行ってきた。

昭和32年10月　救護施設黎
明寮認可、定員88名
12月　居住棟他3棟を増築
昭和38年4月　管理棟を一
部増築、老朽の洗濯場を撤
去
昭和40年8月　利用者全員
を救護施設澄水園へ統合
　黎明寮の名称は一時消滅
昭和43年11月　小平及び北
区の救護施設澄水園のう
ち、北区の澄水園が知的障
害者更生施設に転換したこ
とにより、元の名称の救護
施設黎明寮として復活
昭 和55年11月　 救 護 施 設

（緊急）あかつきの全面改
築に伴い、作業復帰訓練セ
ンターを含む6棟を黎明寮
に移管
昭和57年12月　浴室、炊事
棟、食堂棟の一部改築を含
めた大規模修繕工事が完了
平成2年6月　建物の全面改
築の為、利用者全員を閉鎖
中の南台病院旧2号館へ移
転、取り壊し
平成3年9月　全面改築完了

昭和20年10月　
私設団体社会
事業厚生会館
創立
昭和 22 年 1 月　
私設団体社会
事業厚生会館
を母体に生活
保護法による
収容保護を主
目的として財
団法人厚生会
館を設立
昭和 22 年 3 月　
㈱松坂屋社員
寮を借り受け
て、更生施設
厚生会館開設
昭和 22 年 4 月　
医療施設池之
端診療所開設
昭 和26年8月　
北区岩渕町に
更生施設澄水
園開設
昭和 27 年 5 月　
財団法人厚生
会館を社会福
祉法人黎明会
に改組改称
　更生施設厚
生会館を黎明
寮と改称
　医療施設池
之端診療所を
黎明会診療所
と改称
昭和 29 年 1 月　
更生施設澄水
園の一部を救
護施設に変更
昭和32年10月　
小平市小川町
に医療保護施
設南台病院、
　救護施設黎
明寮開設
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

43 東
京
都

施設の名称：
黎明寮
設置主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営形態：
回答なし

　職員は、平均勤続年数が12年のベ
テランが多く、介護福祉士、社会福
祉士等の有資格者も数多くいます。
　利用者の方々の様々な援助・支援
にいずれの職員も対応できるよう努
力しています。

利用者の高齢化とともに、
障害の重度化及び重複化が
進んでいます。
① 障害の状況　身体障害　
10％
　知的障害　40％
　精神障害　40％

②　平均年齢　59.6歳

③　平均在籍年数　14.4年

救護施設
知的障害者
更生施設
特別養護老
人ホーム
知的障害者
授産（通所）
施設
介護老人保
健施設
診療施設
有 料 老 人
ホーム

昭和32年
10月1日

戦後、社会経済事情の激変に応じて、
その時、その折最も必要とされる施
設を創設し、その施設の必要性が薄
らぐや躊躇することなくより緊急性
の高い施設に変換しあるいは廃止す
るなど、常に社会福祉法人の使命に
徹した運営を行ってきた。

昭和32年10月　救護施設黎
明寮認可、定員88名
12月　居住棟他3棟を増築
昭和38年4月　管理棟を一
部増築、老朽の洗濯場を撤
去
昭和40年8月　利用者全員
を救護施設澄水園へ統合
　黎明寮の名称は一時消滅
昭和43年11月　小平及び北
区の救護施設澄水園のう
ち、北区の澄水園が知的障
害者更生施設に転換したこ
とにより、元の名称の救護
施設黎明寮として復活
昭 和55年11月　 救 護 施 設

（緊急）あかつきの全面改
築に伴い、作業復帰訓練セ
ンターを含む6棟を黎明寮
に移管
昭和57年12月　浴室、炊事
棟、食堂棟の一部改築を含
めた大規模修繕工事が完了
平成2年6月　建物の全面改
築の為、利用者全員を閉鎖
中の南台病院旧2号館へ移
転、取り壊し
平成3年9月　全面改築完了

昭和20年10月　
私設団体社会
事業厚生会館
創立
昭和 22 年 1 月　
私設団体社会
事業厚生会館
を母体に生活
保護法による
収容保護を主
目的として財
団法人厚生会
館を設立
昭和 22 年 3 月　
㈱松坂屋社員
寮を借り受け
て、更生施設
厚生会館開設
昭和 22 年 4 月　
医療施設池之
端診療所開設
昭 和26年8月　
北区岩渕町に
更生施設澄水
園開設
昭和 27 年 5 月　
財団法人厚生
会館を社会福
祉法人黎明会
に改組改称
　更生施設厚
生会館を黎明
寮と改称
　医療施設池
之端診療所を
黎明会診療所
と改称
昭和 29 年 1 月　
更生施設澄水
園の一部を救
護施設に変更
昭和32年10月　
小平市小川町
に医療保護施
設南台病院、
　救護施設黎
明寮開設
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

44 東
京
都

施設の名称：
あかつき
設置主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営形態：
民設民営

　救護施設は1950（昭和25）年の生
活保護法の制定以後、精神障害者の
社会復帰施設のない時代から精神障
害者を受け入れてきました。1958（昭
和33）年には精神障害者を対象とし
た「緊急救護施設」が設置され、あ
かつきも緊急救護施設として運営さ
れていました。今では緊急救護施設
の制度がなくなり、あかつきも一般
の救護施設のひとつですが、設立以
来一貫して精神障害者の受入れ・地
域生活移行を推進しています。

　上記「緊急救護施設」と
しての設立経緯から、現在
でも入所者の受入れは精神
病院退院者が中心で入所者
の90％が病院退院者です。
また、病名別では、約80％
が統合失調症（他障害との
重 複 を 含 む ）、 全 体 で は
96％の方がなんらかの精神
障害を持っている方です。
　平成16年度末での入所者
は197名（男性101名・女性
96名）で、平均年齢は60.2
歳です。
　施設の平均在籍期間は10
年で、最近10年間では、56
名の方が社会復帰（地域生
活移行）されています。

保護施設通
所事業

昭和34年
7月28日

昭和33年、国より精神病院の入院者
のうちいわゆる社会的入院者の緊急
対策として、精神病院退院者を対象
とした緊急救護施設の設置を都内に
開設してもらいたいとの協力を当法
人に求められた。当会では、あらか
じめ東京都に特別に通知を出しても
らうことで、この要請を受諾するこ
とにした。そして、小平市の救護施
設「黎明寮」の分室として事業を開
始した。

昭和34年7月　東京都と協
議。認可を得て、とりあえ
ず黎明寮分室として開所。
3棟。定員63名。
昭和35年　2棟建設。定員
103名。
昭和36年　3棟建設。定員
163名。
昭和40年　3棟建設。定員
206名。
昭和40年8月　緊急救護施
設「あかつき」として名称
変更。
昭和48年5月　緊急救護施
設の特例が廃止され、一般
救護の取り扱いになる。
昭和55年11月　全面改築地
下1階、 地 上4階 建。 定 員
209名。
平成2年11月　社会復帰訓
練棟を本館1階に移転（小
平総合整備計画に基づき）。
定員197名。
平成3年4月　救護施設通所
事業開始。
平成6年4月　各階にあった
6人部屋を2人部屋に改装。
また、特別居室を4人部屋
に改装。定員195名。
平成14年4月　救護施設通
所事業から保護施設通所事
業に制度変更。また、地域
生活支援棟を新設。

回答なし 平成16年
度事業報
告書あり



救護施設の動態 111

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

44 東
京
都

施設の名称：
あかつき
設置主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営主体：
社会福祉法
人　黎明会
運営形態：
民設民営

　救護施設は1950（昭和25）年の生
活保護法の制定以後、精神障害者の
社会復帰施設のない時代から精神障
害者を受け入れてきました。1958（昭
和33）年には精神障害者を対象とし
た「緊急救護施設」が設置され、あ
かつきも緊急救護施設として運営さ
れていました。今では緊急救護施設
の制度がなくなり、あかつきも一般
の救護施設のひとつですが、設立以
来一貫して精神障害者の受入れ・地
域生活移行を推進しています。

　上記「緊急救護施設」と
しての設立経緯から、現在
でも入所者の受入れは精神
病院退院者が中心で入所者
の90％が病院退院者です。
また、病名別では、約80％
が統合失調症（他障害との
重 複 を 含 む ）、 全 体 で は
96％の方がなんらかの精神
障害を持っている方です。
　平成16年度末での入所者
は197名（男性101名・女性
96名）で、平均年齢は60.2
歳です。
　施設の平均在籍期間は10
年で、最近10年間では、56
名の方が社会復帰（地域生
活移行）されています。

保護施設通
所事業

昭和34年
7月28日

昭和33年、国より精神病院の入院者
のうちいわゆる社会的入院者の緊急
対策として、精神病院退院者を対象
とした緊急救護施設の設置を都内に
開設してもらいたいとの協力を当法
人に求められた。当会では、あらか
じめ東京都に特別に通知を出しても
らうことで、この要請を受諾するこ
とにした。そして、小平市の救護施
設「黎明寮」の分室として事業を開
始した。

昭和34年7月　東京都と協
議。認可を得て、とりあえ
ず黎明寮分室として開所。
3棟。定員63名。
昭和35年　2棟建設。定員
103名。
昭和36年　3棟建設。定員
163名。
昭和40年　3棟建設。定員
206名。
昭和40年8月　緊急救護施
設「あかつき」として名称
変更。
昭和48年5月　緊急救護施
設の特例が廃止され、一般
救護の取り扱いになる。
昭和55年11月　全面改築地
下1階、 地 上4階 建。 定 員
209名。
平成2年11月　社会復帰訓
練棟を本館1階に移転（小
平総合整備計画に基づき）。
定員197名。
平成3年4月　救護施設通所
事業開始。
平成6年4月　各階にあった
6人部屋を2人部屋に改装。
また、特別居室を4人部屋
に改装。定員195名。
平成14年4月　救護施設通
所事業から保護施設通所事
業に制度変更。また、地域
生活支援棟を新設。

回答なし 平成16年
度事業報
告書あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

45 東
京
都

施設の名称：
くるめ園
設置主体：
社会福祉法
人　まりも
会
運営主体：
社会福祉法
人　まりも
会
運営形態：
民立民営

　「ある社会が、その構成員のいく
らかの人々を閉め出すような場合、
それはもろく弱い社会なのである。
障害者は、その社会の他の異なった
ニーズを持つ特別の集団と考えられ
るべきではなく、その通常なニーズ
を持つ特別の困難を持つ普通の市民
と考えるべきである」（国際障害者
年行動計画Ａ－63）。障害者や老人
などをしめだすような社会は、もろ
くて弱い社会なのだという認識を基
本に据え、社会福祉の目的は人権の
保障にあることを確認し、重度障害
者の生活を支え、集団の中で、発達
の可能性を個々に見いだす労力の積
み重ねを大切にする。実践の中から
広い意味で個々の自立（律）を考え
ていくことを大きな目的とする。
1. 園の生活の主体者は、園生である
ことを確認し、その自由を尊重するこ
と。
2. 自由とは放任ではなく、適切な指
導、援助、協力にあることを確認す
ること。
上記を園の基本方針として掲げ、多
様な実践を行っている。

　定員は50名、入所者の平
均年齢は61.4歳となってい
る。障害別状況は、①脳性
まひ、②脳血管障害や交通
事故等による後遺症、③身
体障害と知的障害・精神障
害とのダブル・トリプル障
害（重症心身障害者4名）
がそれぞれ3分の1づつの割
合となっており、1名を除
く49名が身体障害者手帳1・
2級あるいは愛の手帳（東
京都）1・2度の重度障害者
である。入所期間の平均は
16年余となっており、現在
入所者の障害の重度化と高
齢化の進行に伴う疾病の多
様化が顕著となってきてい
るほか、新たに胃ろうや在
宅酸素等の医療的ケアの
ニーズも高まってきてお
り、生活の場としての施設
の中でどのように位置づけ
ていくのかが緊急かつ重要
な課題となっている。

無 回答なし 　昭和35年12月に重度障害者収容保
護施設として開設（無認可）し、昭
和37年11月に社会福祉法人まりも会
救護施設「東京久留米園」（定員50名）
として認可を受けた。当時の身体障
害者福祉法の適用を受ける施設種別
は更生施設や授産施設等で、これら
の施設は原則として入所要件や在所
期間が定められており、「必要とす
ればその一生を過ごせるところ」と
はなりえなかったことから救護施設
を選択したという経緯がある。
　重度障害者が希望すればその一生
を安心して暮らせる場の保障（生活
の場の保障）を目的として開設した。

昭和63年9月、施設の老朽
化のため東久留米市より小
平市に移転、施設名称を「東
京久留米園」から「くるめ
園」に改称する。

回答なし

46 東
京
都

施設の名称：
救 護 施 設　
昭島荘
設置主体：
社会福祉法
人 恩 賜 財
団　東京都
同胞援護会
運営主体：
社会福祉法
人 恩 賜 財
団　東京都
同胞援護会
運営形態：
民設民営

　駅や商店街が近く、生活の利便性
が高い。
また、同一敷地に病院が併設されて
いるため、入所している人達に安心
感が得られる

・入所者全員が知的障害、
身体障害、精神障害、中途
障害等何らかの障害を有し
ている。
・在園期間が長期になって
いることで高齢化・重度化
している。
・近年の入所者の傾向は、
精神障害者と中途障害者が
多い。このことは、精神障
害と中途障害に対する施策
の遅れが原因していると考
えられる。

回答なし 回答なし 　当法人の前身は戦前の軍人援護会
と戦災援護会であり、昭和21年に合
併し恩賜財団同胞援護会として設立
された。その後、社会情勢や役割の
変化の中で昭和27社会福祉法人恩賜
財団東京都同胞援護会として設立に
至った。以来、時代的・社会的・地
域的なニーズに応えるために各種の
福祉事業を展開。
　生活保護法を基盤とする救護施設
は、生活に困窮している者全てを対
象に、障害の有無を問わず生活支援
を行う入所施設であり、昭和30年代
前半は社会状況が安定せず生活困窮
者が街に溢れていた。この社会的状
況・要請に応え救護施設昭島荘を昭
和32年12月10設立老人ホーム万世敬
老園の建物の一部を使用して事業開
始。昭和33年12月木造平屋建新築。
昭和41年増築昭和58年全館全面改築

（鉄筋コンクリート2階建て）

入所定員変更
　開設時　　30名
　昭和33年　60名
　昭和41年　100名

回答なし H17年 度
事業計画
書あり



救護施設の動態 113

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

45 東
京
都

施設の名称：
くるめ園
設置主体：
社会福祉法
人　まりも
会
運営主体：
社会福祉法
人　まりも
会
運営形態：
民立民営

　「ある社会が、その構成員のいく
らかの人々を閉め出すような場合、
それはもろく弱い社会なのである。
障害者は、その社会の他の異なった
ニーズを持つ特別の集団と考えられ
るべきではなく、その通常なニーズ
を持つ特別の困難を持つ普通の市民
と考えるべきである」（国際障害者
年行動計画Ａ－63）。障害者や老人
などをしめだすような社会は、もろ
くて弱い社会なのだという認識を基
本に据え、社会福祉の目的は人権の
保障にあることを確認し、重度障害
者の生活を支え、集団の中で、発達
の可能性を個々に見いだす労力の積
み重ねを大切にする。実践の中から
広い意味で個々の自立（律）を考え
ていくことを大きな目的とする。
1. 園の生活の主体者は、園生である
ことを確認し、その自由を尊重するこ
と。
2. 自由とは放任ではなく、適切な指
導、援助、協力にあることを確認す
ること。
上記を園の基本方針として掲げ、多
様な実践を行っている。

　定員は50名、入所者の平
均年齢は61.4歳となってい
る。障害別状況は、①脳性
まひ、②脳血管障害や交通
事故等による後遺症、③身
体障害と知的障害・精神障
害とのダブル・トリプル障
害（重症心身障害者4名）
がそれぞれ3分の1づつの割
合となっており、1名を除
く49名が身体障害者手帳1・
2級あるいは愛の手帳（東
京都）1・2度の重度障害者
である。入所期間の平均は
16年余となっており、現在
入所者の障害の重度化と高
齢化の進行に伴う疾病の多
様化が顕著となってきてい
るほか、新たに胃ろうや在
宅酸素等の医療的ケアの
ニーズも高まってきてお
り、生活の場としての施設
の中でどのように位置づけ
ていくのかが緊急かつ重要
な課題となっている。

無 回答なし 　昭和35年12月に重度障害者収容保
護施設として開設（無認可）し、昭
和37年11月に社会福祉法人まりも会
救護施設「東京久留米園」（定員50名）
として認可を受けた。当時の身体障
害者福祉法の適用を受ける施設種別
は更生施設や授産施設等で、これら
の施設は原則として入所要件や在所
期間が定められており、「必要とす
ればその一生を過ごせるところ」と
はなりえなかったことから救護施設
を選択したという経緯がある。
　重度障害者が希望すればその一生
を安心して暮らせる場の保障（生活
の場の保障）を目的として開設した。

昭和63年9月、施設の老朽
化のため東久留米市より小
平市に移転、施設名称を「東
京久留米園」から「くるめ
園」に改称する。

回答なし

46 東
京
都

施設の名称：
救 護 施 設　
昭島荘
設置主体：
社会福祉法
人 恩 賜 財
団　東京都
同胞援護会
運営主体：
社会福祉法
人 恩 賜 財
団　東京都
同胞援護会
運営形態：
民設民営

　駅や商店街が近く、生活の利便性
が高い。
また、同一敷地に病院が併設されて
いるため、入所している人達に安心
感が得られる

・入所者全員が知的障害、
身体障害、精神障害、中途
障害等何らかの障害を有し
ている。
・在園期間が長期になって
いることで高齢化・重度化
している。
・近年の入所者の傾向は、
精神障害者と中途障害者が
多い。このことは、精神障
害と中途障害に対する施策
の遅れが原因していると考
えられる。

回答なし 回答なし 　当法人の前身は戦前の軍人援護会
と戦災援護会であり、昭和21年に合
併し恩賜財団同胞援護会として設立
された。その後、社会情勢や役割の
変化の中で昭和27社会福祉法人恩賜
財団東京都同胞援護会として設立に
至った。以来、時代的・社会的・地
域的なニーズに応えるために各種の
福祉事業を展開。
　生活保護法を基盤とする救護施設
は、生活に困窮している者全てを対
象に、障害の有無を問わず生活支援
を行う入所施設であり、昭和30年代
前半は社会状況が安定せず生活困窮
者が街に溢れていた。この社会的状
況・要請に応え救護施設昭島荘を昭
和32年12月10設立老人ホーム万世敬
老園の建物の一部を使用して事業開
始。昭和33年12月木造平屋建新築。
昭和41年増築昭和58年全館全面改築

（鉄筋コンクリート2階建て）

入所定員変更
　開設時　　30名
　昭和33年　60名
　昭和41年　100名

回答なし H17年 度
事業計画
書あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

47 東
京
都

施設の名称：
光華寮
設置主体：
社会福祉法
人　多摩養
育園
運営主体：
社会福祉法
人　多摩養
育園
運営形態：
民設民営

・生活保護法による救護施設
・内職作業、就労支援、クラブ活動
等の日課あり。
・施設外周り清掃を毎朝取り組む。
・高齢化が進んでおりストレッチ体
操等を取り入れ始める。

・男性30名　女性57名
・精神障害34％　知的障害
25％　身体障害9％　重複
障害32％
・年々、精神障害者の入所
者・入所以来が増加してい
る。
・高齢化が進んでいる。平
均年齢64.6歳

診 療 所 併
設。法人内
に、知的障
害者更生施
設、軽費老
人 ホ ー ム、
特別養護老
人 ホ ー ム、
養 護 老 人
ホ ー ム2施
設、保育園
8ヶ所施設、

昭和35年
7月1日

　S30年頃、当法人の養護老人ホー
ム（当時は生保の養老院）に、理事
長の「来るもの拒まず。」という方
針で、高齢者以外の方（障害者や若
年生活困窮者）が入所していた。当
時、東京都にも救護施設はあったが、
絶対数が足りない状況だった。
　監査等で高齢者以外の入所に対し
て指摘されていたことと、救護施設
の必要性を感じ開設を決意する。

・S35.1月1日、（ 社 ） 多 摩
養育園経営の有料老人ホー
ム御殿園（現在廃止）を転
用整備して、救護施設光華
寮設置準備開始。
・S35.7月1日、定員42名の
救護施設として認可。
・S38.9月23日、 増 築 に よ
り定員62名認可
・S43.3月31日、3年計画増
築完了により定員180名認
可。
・S51.4月1日、定員見直し
により160名に変更。
・S52.4月1日、東京都救護
施設再編整備計画に基づ
き、精神薄弱者更生施設「精
華寮」の新設に伴い居室棟
2棟を移管し、光華寮入所
者から対象者を選び精華寮
への配置替えをしたため82
名に認可変更。
・Ｈ1.5月1日、職員宿舎一
部転用し定員86名に認可変
更。

回答なし 施設パン
フレット
あり

48 東
京
都

施設の名称：
村山荘
設置主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営形態：
回答なし

　法人の基本方針に基づき、施設の
基本方針を「共に持とう自立心と向
上心」「心がけよう、笑顔・挨拶・
気配りに」と定め利用者への福祉
サービスの提供にあたっている。
　利用者自身が施設生活について発
言できるよう、直接参加の場面とし
ての事業計画会議や給食ミーティン
グを行っている。
　訓練棟の整備により、毎日の生活
を豊かにするための働きかけとして
袋作業の取組み、手芸・書道をはじ
め13のクラブ活動の実施、社会復帰
の準備としての宿泊訓練等を行って
いる。
　また、地域の老人会や自治会とも
行事を通じての交流も行っている。

　定員100名（現員103名）
のうち、男女の比率がおよ
そ2：1で平均年齢は63.79
歳と高齢化の傾向にある。
平均入所期間が14.05ヶ月
と長期に亘っている。
　利用者全体の3割の方が
精神障害で、2割の方が知
的障害、精神・知的・身体
の障害の重複を持った方が
2割を占めている。身体障
害・その他生活障害の方も
1.5割づつとなっている。
施設の設備状況から常時車
椅子を必要とされる方が比
較的少ないが、年々利用者
の障害の程度が重度化して
きている。

通 所 事 業
（利用者数
の関係で保
護施設通所
事業実施要
綱に基づく
事業申請は
せず、施設
独自の事業
として実施
している。）

昭和36年
6月1日

　昭和21年に大蔵省より旧陸軍少年
通信兵学校跡地の倉庫や厩舎を借受
け、戦災者や引揚者などの困窮者の
為の保護施設「村山昭和寮」を開設
した財団法人『明照会』が昭和26年
社会福祉事業法の施行とともに社会
福祉法人「村山昭和寮」となる。
　昭和34年頃に当時の理事者の運営
上の不手際などで国の指導を受け経
営を放棄。当局（国及び東京都）の
指示で、当時、社会福祉法人東京都
同胞援護会の常務理事であった高山
照英氏により昭和35年12月に社会福
祉法人「村山苑」として再建、「村
山昭和寮」に入寮されていた障害者
や病弱者また働きたくても就職先が
なく働くことのできない利用者の受
け皿として昭和36年6月に救護施設

『村山荘』が開設された。

・利用者定員の推移
昭和36年　 5/30　 39名
昭和37年　 8/31　 70名
昭和38年　 7/19　 96名
昭和41年　 8/16　103名
昭和43年　 6/30　130名
昭和45年　 6/22　144名
昭和53年　 4/ 1　115名
昭和54年　10/ 1　108名
昭和57年　 4/ 1　100名

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

47 東
京
都

施設の名称：
光華寮
設置主体：
社会福祉法
人　多摩養
育園
運営主体：
社会福祉法
人　多摩養
育園
運営形態：
民設民営

・生活保護法による救護施設
・内職作業、就労支援、クラブ活動
等の日課あり。
・施設外周り清掃を毎朝取り組む。
・高齢化が進んでおりストレッチ体
操等を取り入れ始める。

・男性30名　女性57名
・精神障害34％　知的障害
25％　身体障害9％　重複
障害32％
・年々、精神障害者の入所
者・入所以来が増加してい
る。
・高齢化が進んでいる。平
均年齢64.6歳

診 療 所 併
設。法人内
に、知的障
害者更生施
設、軽費老
人 ホ ー ム、
特別養護老
人 ホ ー ム、
養 護 老 人
ホ ー ム2施
設、保育園
8ヶ所施設、

昭和35年
7月1日

　S30年頃、当法人の養護老人ホー
ム（当時は生保の養老院）に、理事
長の「来るもの拒まず。」という方
針で、高齢者以外の方（障害者や若
年生活困窮者）が入所していた。当
時、東京都にも救護施設はあったが、
絶対数が足りない状況だった。
　監査等で高齢者以外の入所に対し
て指摘されていたことと、救護施設
の必要性を感じ開設を決意する。

・S35.1月1日、（ 社 ） 多 摩
養育園経営の有料老人ホー
ム御殿園（現在廃止）を転
用整備して、救護施設光華
寮設置準備開始。
・S35.7月1日、定員42名の
救護施設として認可。
・S38.9月23日、 増 築 に よ
り定員62名認可
・S43.3月31日、3年計画増
築完了により定員180名認
可。
・S51.4月1日、定員見直し
により160名に変更。
・S52.4月1日、東京都救護
施設再編整備計画に基づ
き、精神薄弱者更生施設「精
華寮」の新設に伴い居室棟
2棟を移管し、光華寮入所
者から対象者を選び精華寮
への配置替えをしたため82
名に認可変更。
・Ｈ1.5月1日、職員宿舎一
部転用し定員86名に認可変
更。

回答なし 施設パン
フレット
あり

48 東
京
都

施設の名称：
村山荘
設置主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営形態：
回答なし

　法人の基本方針に基づき、施設の
基本方針を「共に持とう自立心と向
上心」「心がけよう、笑顔・挨拶・
気配りに」と定め利用者への福祉
サービスの提供にあたっている。
　利用者自身が施設生活について発
言できるよう、直接参加の場面とし
ての事業計画会議や給食ミーティン
グを行っている。
　訓練棟の整備により、毎日の生活
を豊かにするための働きかけとして
袋作業の取組み、手芸・書道をはじ
め13のクラブ活動の実施、社会復帰
の準備としての宿泊訓練等を行って
いる。
　また、地域の老人会や自治会とも
行事を通じての交流も行っている。

　定員100名（現員103名）
のうち、男女の比率がおよ
そ2：1で平均年齢は63.79
歳と高齢化の傾向にある。
平均入所期間が14.05ヶ月
と長期に亘っている。
　利用者全体の3割の方が
精神障害で、2割の方が知
的障害、精神・知的・身体
の障害の重複を持った方が
2割を占めている。身体障
害・その他生活障害の方も
1.5割づつとなっている。
施設の設備状況から常時車
椅子を必要とされる方が比
較的少ないが、年々利用者
の障害の程度が重度化して
きている。

通 所 事 業
（利用者数
の関係で保
護施設通所
事業実施要
綱に基づく
事業申請は
せず、施設
独自の事業
として実施
している。）

昭和36年
6月1日

　昭和21年に大蔵省より旧陸軍少年
通信兵学校跡地の倉庫や厩舎を借受
け、戦災者や引揚者などの困窮者の
為の保護施設「村山昭和寮」を開設
した財団法人『明照会』が昭和26年
社会福祉事業法の施行とともに社会
福祉法人「村山昭和寮」となる。
　昭和34年頃に当時の理事者の運営
上の不手際などで国の指導を受け経
営を放棄。当局（国及び東京都）の
指示で、当時、社会福祉法人東京都
同胞援護会の常務理事であった高山
照英氏により昭和35年12月に社会福
祉法人「村山苑」として再建、「村
山昭和寮」に入寮されていた障害者
や病弱者また働きたくても就職先が
なく働くことのできない利用者の受
け皿として昭和36年6月に救護施設

『村山荘』が開設された。

・利用者定員の推移
昭和36年　 5/30　 39名
昭和37年　 8/31　 70名
昭和38年　 7/19　 96名
昭和41年　 8/16　103名
昭和43年　 6/30　130名
昭和45年　 6/22　144名
昭和53年　 4/ 1　115名
昭和54年　10/ 1　108名
昭和57年　 4/ 1　100名

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

49 東
京
都

施設の名称：
さつき荘
設置主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営形態：
回答なし

　救護施設の特徴は、生活保護法第
38条において「身体上または精神上
著しい障害があるために日常生活を
営む事が困難な要保護者を入所させ
て、生活扶助を行う事を目的とする
施設」と定められている通り、障害
の種別を特定せず、保護を要する方
が利用できる点にある。また、あら
ゆる障害者を受け入れるセーフティ
ネットとしての機能を有している点
も他の障害者施設には見られない特
徴といえる。

　入所者の状況は、前述し
たような施設の位置付けか
ら、いわゆる3障害（身体・
知的・精神）だけではなく、
生活障害や対人関係障害、
65歳以上の障害を有する高
齢者、ホームレス等多岐に
渡っており、生活課題や援助
目標も多様化せざるを得ない
状況にある。救護施設は、
生活扶助を行う事を目的とす
るだけでなく、自立支援を行
う事を目的とする施設として、
その位置付けも法律上の改
正が行われてきているが、利
用者の高齢化、重度化は深
刻であり、このまま行けば老
人ホーム化、サービスの停滞
を招きかねない状況にある。

なし 昭和57年
4月1日

施設開設の頃は多摩地区においては
市街地化が進み、保護又は何らかの
援護が要する心身に障害を持つ者が
昼夜を問わず福祉事務所に保護等を
求め来所するなど時代背景による必
要性から開設に至る。

回答なし 回答なし

50 東
京
都

施設の名称：
優仁ホーム

（ ユ ウ ジ ン
ホーム）
設置主体：
社会福祉法
人　アゼリ
ヤ会
運営主体：
社会福祉法
人　アゼリ
ヤ会
運営形態：
民立民営

1　「利用者が主人公をめざして」を
運営方針の基本としています。
2　運営理念として「利用者の基本
的人権の保障」「利用者と職員の意
思疎通が円滑であるための努力」「利
用者の自覚的発達への協力」「利用
者の集団生活と各個人の生活のバラ
ンス」「支援向上のための諸制度・
諸機関の活用」を掲げ、職員はその
ために必要な研鑽に努めるとしてい
ます。
3　利用者の部屋は、現在78室の鍵
付き個室、11室の二人部屋を中心に
構成され、生活空間と作業・管理空
間とを極力分離しています。
4　平成11年度に全面改築を完了し、
全館バリアフリーの建物となってい
る。東京都の「ふれあいの町づくり
条例」の適合施設となっています。

1　100名の利用者のうち、
90％の方が知的障害のある
方です。ただし、単一の障
害の方は35％程度で身体障
害、精神障害との重複の障
害のある方です。
2　平成17年4月1日現在で、
平均年齢：男性63歳、女性
62.4歳、合計62.7歳、最低
年齢：男性37歳、女性33歳、
最高年齢：男性88歳、女性
84歳
3　近年の入所傾向は、精
神障害のある方が男女とも
増加しています。従前の入
所者の方の多くは、社会生
活・結婚生活等経験されて
いない方が多かったが、最
近はこうした経験のある方
が増えています。
4　生活習慣病の悪化、認
知症の発症、身体機能の低
下等のよる要介護度の高い
人が増えてきています。
5　在宅生活を希望される
方もいますが、年々挑戦で
きるか否かの判断について
は、難しい方が増えていま
す。

1　同一敷地
内 に、 養 護
老 人 ホーム

（ 定 員110
名）、特別養
護老人ホーム

（定員110名、
ショート空床
利 用10名 ）、
老人デイサー
ビスセンター

（1日 定 員25
名）、居宅介
護支援事業
所を併設して
います。
2　新宿区内
に、 特 別 養
護老人ホーム

（ 定 員60名、
ショート6名）、
老人デイサー
ビスセンター

（3ヶ 所、1日
定 員 合 計95
名）、在宅介
護 支 援 セン
ター（Ｈ18年
度より包括支
援センター）、
居宅介護支
援 事 業 所を
経営していま
す。
3　 江 東 区
に、 保 育 所

（ 定 員76名 ）
を経営してい
ます。

昭和38年
2月1日

1　更生施設時代
　昭和27年12月、御茶ノ水の水橋下、
新橋ガード下等の仮小屋の生活困窮
者あるいは上野駅地下道等の浮浪生
活困窮者を収容する目的で、江東区
深川の埋立地に東京都が建設し、社
会福祉法人みかえりが運営する形で
更生施設塩崎荘として始まりまし
た。当時は、母子、父子世帯、単身
男性等3000人程度が利用していまし
た。
2　更生施設の再編整備
　昭和35年1月より東京都の保護施
設再編整備計画に基づき、更生施設
塩崎荘は宿所提供施設に変更。並行
して塩崎荘内に定員30名で老人ホー
ムを開設、翌年老人ホームが八王子
に移転しました。
3　救護施設の開設
　昭和38年2月1日、塩崎荘の老人
ホーム跡の建物を利用し、救護施設
優仁ホーム（定員50名）を開設。開
設の経緯は、更生施設の再編整備に
よる塩崎荘利用者の生活基盤確保の
ために行われました。
　＊法人は、老人ホーム・救護施設・
保育所を母体として昭和38年2月6日
社会福祉法人アゼリヤ会として新た
に認可されました。社会福祉法人み
かえりは結果3法人に分かれました。

1　施設所在地・入所者定
員の変更
　昭和38年2月1日、塩崎荘
内に開設された救護施設優
仁ホームは、翌昭和39年6月
1日、現在地である八王子市
美山町に移転しました。同時
に入所者定員も、50名から
100名に増員されました。
2　入所者の特徴の変化（障
害状況）
　開設当初は、単身男性が
入所者の中心でした。障害
については、身体障害を中心
としていたが、多くは浮浪・
生活困窮者であったようで
す。八王子に移転後は、東
京都内に知的障害のある人
の入所施設が少なかったこと
もあり、知的障害単一の入
所が増え入所者の大半を占
めるまでになりました。昭和
50年代に入り、知的障害の
ある人が中心であることは変
わりありませんでしたが、精
神障害等の重複障害のある
人に入所の中心は移ってきま
した。その後ここ十数年は精
神障害と知的障害の重複障
害のある人が新規入所者の
主流ではありますが、社会生
活・結婚生活の経験のある
精神障害のある人の入所が
増えつつあります。
3　入所者の特徴の変化（年
齢）
　昭和61年4月の平均年齢
は、男性49.6歳、女性51歳、
全体では50.3歳であったが、
平成17年4月では、男性63
歳、女性62.4歳、全体では
62.7歳であり、利用者の滞留
状況は続いています。

該当なし。 事 業 概
要、沿革、
事業報告
書の資料
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

49 東
京
都

施設の名称：
さつき荘
設置主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営主体：
社会福祉法
人　村山苑
運営形態：
回答なし

　救護施設の特徴は、生活保護法第
38条において「身体上または精神上
著しい障害があるために日常生活を
営む事が困難な要保護者を入所させ
て、生活扶助を行う事を目的とする
施設」と定められている通り、障害
の種別を特定せず、保護を要する方
が利用できる点にある。また、あら
ゆる障害者を受け入れるセーフティ
ネットとしての機能を有している点
も他の障害者施設には見られない特
徴といえる。

　入所者の状況は、前述し
たような施設の位置付けか
ら、いわゆる3障害（身体・
知的・精神）だけではなく、
生活障害や対人関係障害、
65歳以上の障害を有する高
齢者、ホームレス等多岐に
渡っており、生活課題や援助
目標も多様化せざるを得ない
状況にある。救護施設は、
生活扶助を行う事を目的とす
るだけでなく、自立支援を行
う事を目的とする施設として、
その位置付けも法律上の改
正が行われてきているが、利
用者の高齢化、重度化は深
刻であり、このまま行けば老
人ホーム化、サービスの停滞
を招きかねない状況にある。

なし 昭和57年
4月1日

施設開設の頃は多摩地区においては
市街地化が進み、保護又は何らかの
援護が要する心身に障害を持つ者が
昼夜を問わず福祉事務所に保護等を
求め来所するなど時代背景による必
要性から開設に至る。

回答なし 回答なし

50 東
京
都

施設の名称：
優仁ホーム

（ ユ ウ ジ ン
ホーム）
設置主体：
社会福祉法
人　アゼリ
ヤ会
運営主体：
社会福祉法
人　アゼリ
ヤ会
運営形態：
民立民営

1　「利用者が主人公をめざして」を
運営方針の基本としています。
2　運営理念として「利用者の基本
的人権の保障」「利用者と職員の意
思疎通が円滑であるための努力」「利
用者の自覚的発達への協力」「利用
者の集団生活と各個人の生活のバラ
ンス」「支援向上のための諸制度・
諸機関の活用」を掲げ、職員はその
ために必要な研鑽に努めるとしてい
ます。
3　利用者の部屋は、現在78室の鍵
付き個室、11室の二人部屋を中心に
構成され、生活空間と作業・管理空
間とを極力分離しています。
4　平成11年度に全面改築を完了し、
全館バリアフリーの建物となってい
る。東京都の「ふれあいの町づくり
条例」の適合施設となっています。

1　100名の利用者のうち、
90％の方が知的障害のある
方です。ただし、単一の障
害の方は35％程度で身体障
害、精神障害との重複の障
害のある方です。
2　平成17年4月1日現在で、
平均年齢：男性63歳、女性
62.4歳、合計62.7歳、最低
年齢：男性37歳、女性33歳、
最高年齢：男性88歳、女性
84歳
3　近年の入所傾向は、精
神障害のある方が男女とも
増加しています。従前の入
所者の方の多くは、社会生
活・結婚生活等経験されて
いない方が多かったが、最
近はこうした経験のある方
が増えています。
4　生活習慣病の悪化、認
知症の発症、身体機能の低
下等のよる要介護度の高い
人が増えてきています。
5　在宅生活を希望される
方もいますが、年々挑戦で
きるか否かの判断について
は、難しい方が増えていま
す。

1　同一敷地
内 に、 養 護
老 人 ホーム

（ 定 員110
名）、特別養
護老人ホーム

（定員110名、
ショート空床
利 用10名 ）、
老人デイサー
ビスセンター

（1日 定 員25
名）、居宅介
護支援事業
所を併設して
います。
2　新宿区内
に、 特 別 養
護老人ホーム

（ 定 員60名、
ショート6名）、
老人デイサー
ビスセンター

（3ヶ 所、1日
定 員 合 計95
名）、在宅介
護 支 援 セン
ター（Ｈ18年
度より包括支
援センター）、
居宅介護支
援 事 業 所を
経営していま
す。
3　 江 東 区
に、 保 育 所

（ 定 員76名 ）
を経営してい
ます。

昭和38年
2月1日

1　更生施設時代
　昭和27年12月、御茶ノ水の水橋下、
新橋ガード下等の仮小屋の生活困窮
者あるいは上野駅地下道等の浮浪生
活困窮者を収容する目的で、江東区
深川の埋立地に東京都が建設し、社
会福祉法人みかえりが運営する形で
更生施設塩崎荘として始まりまし
た。当時は、母子、父子世帯、単身
男性等3000人程度が利用していまし
た。
2　更生施設の再編整備
　昭和35年1月より東京都の保護施
設再編整備計画に基づき、更生施設
塩崎荘は宿所提供施設に変更。並行
して塩崎荘内に定員30名で老人ホー
ムを開設、翌年老人ホームが八王子
に移転しました。
3　救護施設の開設
　昭和38年2月1日、塩崎荘の老人
ホーム跡の建物を利用し、救護施設
優仁ホーム（定員50名）を開設。開
設の経緯は、更生施設の再編整備に
よる塩崎荘利用者の生活基盤確保の
ために行われました。
　＊法人は、老人ホーム・救護施設・
保育所を母体として昭和38年2月6日
社会福祉法人アゼリヤ会として新た
に認可されました。社会福祉法人み
かえりは結果3法人に分かれました。

1　施設所在地・入所者定
員の変更
　昭和38年2月1日、塩崎荘
内に開設された救護施設優
仁ホームは、翌昭和39年6月
1日、現在地である八王子市
美山町に移転しました。同時
に入所者定員も、50名から
100名に増員されました。
2　入所者の特徴の変化（障
害状況）
　開設当初は、単身男性が
入所者の中心でした。障害
については、身体障害を中心
としていたが、多くは浮浪・
生活困窮者であったようで
す。八王子に移転後は、東
京都内に知的障害のある人
の入所施設が少なかったこと
もあり、知的障害単一の入
所が増え入所者の大半を占
めるまでになりました。昭和
50年代に入り、知的障害の
ある人が中心であることは変
わりありませんでしたが、精
神障害等の重複障害のある
人に入所の中心は移ってきま
した。その後ここ十数年は精
神障害と知的障害の重複障
害のある人が新規入所者の
主流ではありますが、社会生
活・結婚生活の経験のある
精神障害のある人の入所が
増えつつあります。
3　入所者の特徴の変化（年
齢）
　昭和61年4月の平均年齢
は、男性49.6歳、女性51歳、
全体では50.3歳であったが、
平成17年4月では、男性63
歳、女性62.4歳、全体では
62.7歳であり、利用者の滞留
状況は続いています。

該当なし。 事 業 概
要、沿革、
事業報告
書の資料
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

51 東
京
都

施設の名称：
救世軍自省
館
設置主体：
社会福祉法
人　救世軍
社会事業団
運営主体：
社会福祉法
人　救世軍
社会事業団
運営形態：
民立民営

　救世軍自省館は、キリストの愛、
奉仕の精神に立脚し、生活保護法に
基づく救護施設としてアルコール依
存症の人々に生活の場を提供し、そ
の全人的疾病からの回復援助を行う
ことを目的として設立されたもので
あり、利用者に対して、個別支援計
画に基づく自立支援・生活支援を行
う。

　現在は、入所対象者を、
地域生活が困難なアルコー
ル依存症者で、合併する精
神障害等があっても施設生
活が可能な者、としている。
従って、アルコール依存症
のリハビリに適応する方ば
かりでなく、リハビリの効
果に対して期待が薄い方で
も施設で飲酒しない生活を
送れるよう支援を要する方
は受け入れている。そのた
め、アルコール依存症に起
因する内科的・精神科的合
併症はもとより、アルコー
ル依存症に起因しない合併
症、その他身体的・知的障
害を併せ持つ方も、施設の
現在の対応力が及ぶ限り受
け入れている。数年前より、
集団プログラムに乗れない
方に対する支援に取り組ん
で、個別支援を重視するよ
うになった。アルコール依
存症の病識がほとんどない
方も施設生活が安定するこ
とで飲酒が止まった場合も
見られ、とりあえず入所し
て様子を見るところから開
始している。

回答なし 昭和52年
2月1日

昭和50年頃、東京の山谷対策の一環
としてアルコール依存症者のための
中間施設の必要性が論議されことに
端を発していると聞いている。山谷
地区の路上で酔いつぶれ、精神科病
院に搬送されて入院治療を受けても
退院後は再び山谷地区に戻って飲酒
再開といった繰り返しが見られ、そ
れを断つために中間施設を設けて飲
酒・入院のサイクルを変えようとい
うもの。アルコール依存症のリハビ
リ施設であれば、むしろ当時の東京
都衛生局の管轄であったと思われる
が、当時は一般精神障害の問題が急
務であって、アルコール問題を手が
ける余裕がなく、当時の東京都民生
局が、生活保護における自立の阻害
要因であるアルコール問題に対して
生活福祉の観点から取り組もうとし
た。長年、アルコール問題に取り組
んできた救世軍が候補に上がり、救
世軍自省館の開設に至った。

「入所者の特徴」及び施設
の対応に変化があった。創
立して間もなく、救世軍自
省館の働きを「アルコール
依存症の回復援助を行う救
護施設」と規定し、中間施
設として、精神科病院の入
院治療のアフタケア、即ち

「回復」を援助する施設と
して位置付け、ＩＣＦで言
うところの「医学モデル」
に沿った機能を追及してき
た。入所期間は一律8ヶ月
程度、飲酒したら即退所、
自助グループ参加等のプロ
グラム設定といった「回復
援助」を前面に打ち出し、
建物構造がＡＤＬの自立度
の高い人向きに出来ていた
こともあって、アルコール・
リハビリに乗れる人を対象
とする施設といったイメー
ジが定着した。ところが、
アルコール医療の変遷や福
祉改革の中で救世軍自省館
の役割が変わってきて、最
近、上述の「入所者の特徴」
に記した入所基準にあるよ
うに変化が求められ、多様
なニーズを持った入所者に
対して、ＩＣＦで言うとこ
ろの「統合モデル」に沿う
よう個別支援計画に基づい
て対応するように整備を進
めている。建物も改修した。
また、入所の対象はこれま
で男性だけだったのを昨年
6月から女性も対象として
受け入れを開始した。

回答なし 04年度事
業報告等
参考資料
の添付あ
り



救護施設の動態 119

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

51 東
京
都

施設の名称：
救世軍自省
館
設置主体：
社会福祉法
人　救世軍
社会事業団
運営主体：
社会福祉法
人　救世軍
社会事業団
運営形態：
民立民営

　救世軍自省館は、キリストの愛、
奉仕の精神に立脚し、生活保護法に
基づく救護施設としてアルコール依
存症の人々に生活の場を提供し、そ
の全人的疾病からの回復援助を行う
ことを目的として設立されたもので
あり、利用者に対して、個別支援計
画に基づく自立支援・生活支援を行
う。

　現在は、入所対象者を、
地域生活が困難なアルコー
ル依存症者で、合併する精
神障害等があっても施設生
活が可能な者、としている。
従って、アルコール依存症
のリハビリに適応する方ば
かりでなく、リハビリの効
果に対して期待が薄い方で
も施設で飲酒しない生活を
送れるよう支援を要する方
は受け入れている。そのた
め、アルコール依存症に起
因する内科的・精神科的合
併症はもとより、アルコー
ル依存症に起因しない合併
症、その他身体的・知的障
害を併せ持つ方も、施設の
現在の対応力が及ぶ限り受
け入れている。数年前より、
集団プログラムに乗れない
方に対する支援に取り組ん
で、個別支援を重視するよ
うになった。アルコール依
存症の病識がほとんどない
方も施設生活が安定するこ
とで飲酒が止まった場合も
見られ、とりあえず入所し
て様子を見るところから開
始している。

回答なし 昭和52年
2月1日

昭和50年頃、東京の山谷対策の一環
としてアルコール依存症者のための
中間施設の必要性が論議されことに
端を発していると聞いている。山谷
地区の路上で酔いつぶれ、精神科病
院に搬送されて入院治療を受けても
退院後は再び山谷地区に戻って飲酒
再開といった繰り返しが見られ、そ
れを断つために中間施設を設けて飲
酒・入院のサイクルを変えようとい
うもの。アルコール依存症のリハビ
リ施設であれば、むしろ当時の東京
都衛生局の管轄であったと思われる
が、当時は一般精神障害の問題が急
務であって、アルコール問題を手が
ける余裕がなく、当時の東京都民生
局が、生活保護における自立の阻害
要因であるアルコール問題に対して
生活福祉の観点から取り組もうとし
た。長年、アルコール問題に取り組
んできた救世軍が候補に上がり、救
世軍自省館の開設に至った。

「入所者の特徴」及び施設
の対応に変化があった。創
立して間もなく、救世軍自
省館の働きを「アルコール
依存症の回復援助を行う救
護施設」と規定し、中間施
設として、精神科病院の入
院治療のアフタケア、即ち

「回復」を援助する施設と
して位置付け、ＩＣＦで言
うところの「医学モデル」
に沿った機能を追及してき
た。入所期間は一律8ヶ月
程度、飲酒したら即退所、
自助グループ参加等のプロ
グラム設定といった「回復
援助」を前面に打ち出し、
建物構造がＡＤＬの自立度
の高い人向きに出来ていた
こともあって、アルコール・
リハビリに乗れる人を対象
とする施設といったイメー
ジが定着した。ところが、
アルコール医療の変遷や福
祉改革の中で救世軍自省館
の役割が変わってきて、最
近、上述の「入所者の特徴」
に記した入所基準にあるよ
うに変化が求められ、多様
なニーズを持った入所者に
対して、ＩＣＦで言うとこ
ろの「統合モデル」に沿う
よう個別支援計画に基づい
て対応するように整備を進
めている。建物も改修した。
また、入所の対象はこれま
で男性だけだったのを昨年
6月から女性も対象として
受け入れを開始した。

回答なし 04年度事
業報告等
参考資料
の添付あ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

52 神
奈
川
県

施設の名称：
平塚ふじみ
園
設置主体：
神奈川県
運営主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団神奈川県
同胞援護会
運営形態：
県立民営

　定員180名で種々の障害等のため
に日常生活が困難な人たちのための
施設です。利用者の障害・病気、さ
らに年齢等も非常に多岐にわたって
おり、個々のニーズは多様であり、
それぞれのニーズに対応するため、
援助・サービスのメニューとプログ
ラムの多様な展開と実施に努めてい
る。
　平成3年に全面的な建替えが行わ
れ、従前の事業に加え小規模ながら
地域福祉事業を行うようになった。
又地域に「友の会」（現在会員345名）
が結成され、ボランティア、地域住
民の支援を受け、開かれた施設運営
を実施している。

　定員180名で入所者 の平
均年齢も60歳を越えてお
り、在園期間も8年以上と
高く、中には20年以上の利
用者も12名おり、施設の高
齢化が進んでいる。障害の
状況も精神が137名ともっ
とも多く、障害、疾病等の
無い方は2名のみで、何ら
かの障害、疾病をもたれて
いる方が大半を占めてい
る。男女比においては、男
性が65パーセントをしめて
いる。

現在なし 昭和35年
7月4日

昭和30年10月に横浜市西区の岡野福
祉会館内に定員100名の救護施設「清
和寮」が併設され、神奈川県により
平塚市四之宮に「平塚ふじみ園」が
設置され移転する。

昭和35年7月4日開設
昭和35年7月18日清和寮よ
り移転
昭和36年1月1日居住棟増改
築により定員150名に改訂
昭和41年4月9日集会室等竣
工
昭和44年5月1日静養室、居
室（ベット）、霊安室、倉
庫増改築、定員170名に改
訂
昭和46年5月29日暖房工事
およびボイラー室、倉庫洗
濯室の増築
昭和56年4月1日訓練棟、管
理棟、廊下増築
昭和63年7月27日新築工事
予定のため、居住地移転
昭和63年9月30日旧園舎解
体
平成3年2月8日新築竣工
平成3年4月1日定員180名に
改定老人ディサービス事
業、短期入所事業開始
平成3年11月1日入浴サービ
ス事業、救護施設通所事業
開始
平成11年3月31日入浴サー
ビス事業終了
平成12年3月31日老人ディ
サービス事業終了
平成13年9月1日救護施設退
所者等自立生活援助事業開
始
平成14年4月1日保護施設通
所事業開始

回答なし

53 神
奈
川
県

施設の名称：
天神寮
設置主体：
横浜市
運営主体：

（ 福 ） 横 浜
社会福祉協
会
運営形態：
回答なし

定員56名全て：精神障害者 40～50名 回答なし 回答なし 回答なし 平成16年7月1日より老朽化
に伴う建替えのため現所在
地に仮移転をしています

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

52 神
奈
川
県

施設の名称：
平塚ふじみ
園
設置主体：
神奈川県
運営主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団神奈川県
同胞援護会
運営形態：
県立民営

　定員180名で種々の障害等のため
に日常生活が困難な人たちのための
施設です。利用者の障害・病気、さ
らに年齢等も非常に多岐にわたって
おり、個々のニーズは多様であり、
それぞれのニーズに対応するため、
援助・サービスのメニューとプログ
ラムの多様な展開と実施に努めてい
る。
　平成3年に全面的な建替えが行わ
れ、従前の事業に加え小規模ながら
地域福祉事業を行うようになった。
又地域に「友の会」（現在会員345名）
が結成され、ボランティア、地域住
民の支援を受け、開かれた施設運営
を実施している。

　定員180名で入所者 の平
均年齢も60歳を越えてお
り、在園期間も8年以上と
高く、中には20年以上の利
用者も12名おり、施設の高
齢化が進んでいる。障害の
状況も精神が137名ともっ
とも多く、障害、疾病等の
無い方は2名のみで、何ら
かの障害、疾病をもたれて
いる方が大半を占めてい
る。男女比においては、男
性が65パーセントをしめて
いる。

現在なし 昭和35年
7月4日

昭和30年10月に横浜市西区の岡野福
祉会館内に定員100名の救護施設「清
和寮」が併設され、神奈川県により
平塚市四之宮に「平塚ふじみ園」が
設置され移転する。

昭和35年7月4日開設
昭和35年7月18日清和寮よ
り移転
昭和36年1月1日居住棟増改
築により定員150名に改訂
昭和41年4月9日集会室等竣
工
昭和44年5月1日静養室、居
室（ベット）、霊安室、倉
庫増改築、定員170名に改
訂
昭和46年5月29日暖房工事
およびボイラー室、倉庫洗
濯室の増築
昭和56年4月1日訓練棟、管
理棟、廊下増築
昭和63年7月27日新築工事
予定のため、居住地移転
昭和63年9月30日旧園舎解
体
平成3年2月8日新築竣工
平成3年4月1日定員180名に
改定老人ディサービス事
業、短期入所事業開始
平成3年11月1日入浴サービ
ス事業、救護施設通所事業
開始
平成11年3月31日入浴サー
ビス事業終了
平成12年3月31日老人ディ
サービス事業終了
平成13年9月1日救護施設退
所者等自立生活援助事業開
始
平成14年4月1日保護施設通
所事業開始

回答なし

53 神
奈
川
県

施設の名称：
天神寮
設置主体：
横浜市
運営主体：

（ 福 ） 横 浜
社会福祉協
会
運営形態：
回答なし

定員56名全て：精神障害者 40～50名 回答なし 回答なし 回答なし 平成16年7月1日より老朽化
に伴う建替えのため現所在
地に仮移転をしています

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

54 神
奈
川
県

施設の名称：
浦舟園
設置主体：
横浜市
運営主体：

（福）横浜社
会福祉協会
運営形態：
回答なし

124名（入所者数）の約35名がオム
ツ使用である

重度化が進んでいます 回答なし 回答なし 回答なし 平成16年7月1日より仮移転
をしています

回答なし

55 神
奈
川
県

施設の名称：
岡野福祉会
館
設置主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団神奈川県
同胞援護会
運営主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団神奈川県
同胞援護会
運営形態：
民立民営

　ノーマライゼーションの理念のも
と、様々な障害「特に精神障害回復
途上者90％」や、疾病を持った幅広
い年齢層の利用者が生活しているこ
とで、個別のプログラムにより処遇
方針を立てている。中でも社会復帰
活動の作業訓練として、クリーニン
グ部作業訓練設備があり規則正しい
生活リズムを作り、技術の習得をし
ながら、勤労意欲の助長を図ること
を目的としている。また地域住民か
らの受付や得意先への宅配外交等に
より社会性を身につけ社会復帰への
第一歩としています。
　当館では社会復帰訓練室の設備が
あり、「和室8畳･台所･浴室･トイレ・
電話・冷蔵庫等を備えている。」社
会復帰希望者が復帰前に訓練室を利
用し社会生活ができるよう訓練援助
指導によって生活訓練の大切さを体
験活用することができています。

利用者の平均年齢は63歳、
障害別では、精神回復途上
者が90％占め、固定化の一
歩をたどっており、重複重
度化や高齢化の傾向にあ
る。

16施設、介
護保険13事
業を法人経
営

平成8年
2月1日

昭和22年1月1日勤労者援護対策とし
て岡野宿泊所を開設。福祉事業の創
設点となって以来、昭和27年4月生
活保護法に基づく更生施設（定員
160名・県委託施設）として開設。

　平成5年4月保護施設条例
の一部改正により県委託を
廃止、横浜市認可の神奈川
県同胞援護会（民営）とな
る。
　施設老朽化と利用者が更
生自立者の機能利用が果た
せず更生施設の利用者の質
の変化によって、救護施設
の対象者が増加入所となっ
て平成8年2月1日救護施設
に種別変更となり（定員
130名）救護施設岡野福祉
会館として開所、今年で創
立10周年を迎えた施設で
す。

更生施設岡野
福祉会館、昭
和27年4月1日

施 設 概
要、パン
フ レ ッ
ト、創立
記念史あ
り

56 神
奈
川
県

施設の名称：
ノーマ・ヴィ
ラージュ聖
風苑
設置主体：
社会福祉法
人　川崎聖
風福祉会
運営主体：
社会福祉法
人　川崎聖
風福祉会
運営形態：
不明

　川崎の工業地帯にあり5階建ての
高層の建物となっております。その
1階に知的障害者、2階に高齢者の3
事業併設の施設となっています。
　限られた土地に建立しているため
苑庭も僅かしかなく、盆踊りや運動
会などの季節の行事は町内会の催事
に参加させていただいています。こ
のようにして同じ時間をすごす中で
地域の方々との交流が図られている
と感じています。

　ご利用者の70％が精神疾
患をもつ方々で、開所当初
より、そのその比率は高く
なってきています。また、
ご利用者全体の高齢化・重
度化も進行しています。
　精神疾患以外の疾病も多
岐にわたり、症状も複雑で、
個別の対応の必要性を感じ
ることが少なくありませ
ん。

知的障害者
通所更生施
設
高齢者デイ
サービス
指定居宅介
護支援事業

1993年
4月1日

　神奈川県福祉協会は昭和29年か
ら、横浜、川崎の地に公立民営によ
る県の委託事業として、ボーダーラ
イン対策である社会福祉事業法の第
2種事業の宿泊提供施設を運営して
きました。
　この施設は、保護施設の前衛的施
設として、その使命を果たしてきま
したが、社会変動と、国民生活、福
祉施設対策の改善等により初期の目
標はほぼ達成されましたので、事業
の一大転換を図るべく、神奈川県の
指導、地元川崎市の要請と地元住民
の要望に応えて、救護施設の開設に
至りました。同時に、川崎市委託事
業として在宅障害者デイサービス事
業・在宅老人デイサービス事業の開
所となりました。

［施設名称］平成17年4月1
日
障害者デイサービスセン
ター→「いけがみ」
老人デイサービスセンター
→デイサービスセンター

［法人名称］平成17年4月1
日
神奈川県福祉協会→川崎聖
風福祉会

（県の委託事業が閉鎖と
なったことと、今後は川崎
市内での事業に力を注ぐ意
向のため）

臨港苑（宿泊
提供施設）
昭和25年開設
保護施設の前
衛的施設



救護施設の動態 123

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

54 神
奈
川
県

施設の名称：
浦舟園
設置主体：
横浜市
運営主体：

（福）横浜社
会福祉協会
運営形態：
回答なし

124名（入所者数）の約35名がオム
ツ使用である

重度化が進んでいます 回答なし 回答なし 回答なし 平成16年7月1日より仮移転
をしています

回答なし

55 神
奈
川
県

施設の名称：
岡野福祉会
館
設置主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団神奈川県
同胞援護会
運営主体：
社会福祉法
人　恩賜財
団神奈川県
同胞援護会
運営形態：
民立民営

　ノーマライゼーションの理念のも
と、様々な障害「特に精神障害回復
途上者90％」や、疾病を持った幅広
い年齢層の利用者が生活しているこ
とで、個別のプログラムにより処遇
方針を立てている。中でも社会復帰
活動の作業訓練として、クリーニン
グ部作業訓練設備があり規則正しい
生活リズムを作り、技術の習得をし
ながら、勤労意欲の助長を図ること
を目的としている。また地域住民か
らの受付や得意先への宅配外交等に
より社会性を身につけ社会復帰への
第一歩としています。
　当館では社会復帰訓練室の設備が
あり、「和室8畳･台所･浴室･トイレ・
電話・冷蔵庫等を備えている。」社
会復帰希望者が復帰前に訓練室を利
用し社会生活ができるよう訓練援助
指導によって生活訓練の大切さを体
験活用することができています。

利用者の平均年齢は63歳、
障害別では、精神回復途上
者が90％占め、固定化の一
歩をたどっており、重複重
度化や高齢化の傾向にあ
る。

16施設、介
護保険13事
業を法人経
営

平成8年
2月1日

昭和22年1月1日勤労者援護対策とし
て岡野宿泊所を開設。福祉事業の創
設点となって以来、昭和27年4月生
活保護法に基づく更生施設（定員
160名・県委託施設）として開設。

　平成5年4月保護施設条例
の一部改正により県委託を
廃止、横浜市認可の神奈川
県同胞援護会（民営）とな
る。
　施設老朽化と利用者が更
生自立者の機能利用が果た
せず更生施設の利用者の質
の変化によって、救護施設
の対象者が増加入所となっ
て平成8年2月1日救護施設
に種別変更となり（定員
130名）救護施設岡野福祉
会館として開所、今年で創
立10周年を迎えた施設で
す。

更生施設岡野
福祉会館、昭
和27年4月1日

施 設 概
要、パン
フ レ ッ
ト、創立
記念史あ
り

56 神
奈
川
県

施設の名称：
ノーマ・ヴィ
ラージュ聖
風苑
設置主体：
社会福祉法
人　川崎聖
風福祉会
運営主体：
社会福祉法
人　川崎聖
風福祉会
運営形態：
不明

　川崎の工業地帯にあり5階建ての
高層の建物となっております。その
1階に知的障害者、2階に高齢者の3
事業併設の施設となっています。
　限られた土地に建立しているため
苑庭も僅かしかなく、盆踊りや運動
会などの季節の行事は町内会の催事
に参加させていただいています。こ
のようにして同じ時間をすごす中で
地域の方々との交流が図られている
と感じています。

　ご利用者の70％が精神疾
患をもつ方々で、開所当初
より、そのその比率は高く
なってきています。また、
ご利用者全体の高齢化・重
度化も進行しています。
　精神疾患以外の疾病も多
岐にわたり、症状も複雑で、
個別の対応の必要性を感じ
ることが少なくありませ
ん。

知的障害者
通所更生施
設
高齢者デイ
サービス
指定居宅介
護支援事業

1993年
4月1日

　神奈川県福祉協会は昭和29年か
ら、横浜、川崎の地に公立民営によ
る県の委託事業として、ボーダーラ
イン対策である社会福祉事業法の第
2種事業の宿泊提供施設を運営して
きました。
　この施設は、保護施設の前衛的施
設として、その使命を果たしてきま
したが、社会変動と、国民生活、福
祉施設対策の改善等により初期の目
標はほぼ達成されましたので、事業
の一大転換を図るべく、神奈川県の
指導、地元川崎市の要請と地元住民
の要望に応えて、救護施設の開設に
至りました。同時に、川崎市委託事
業として在宅障害者デイサービス事
業・在宅老人デイサービス事業の開
所となりました。

［施設名称］平成17年4月1
日
障害者デイサービスセン
ター→「いけがみ」
老人デイサービスセンター
→デイサービスセンター

［法人名称］平成17年4月1
日
神奈川県福祉協会→川崎聖
風福祉会

（県の委託事業が閉鎖と
なったことと、今後は川崎
市内での事業に力を注ぐ意
向のため）

臨港苑（宿泊
提供施設）
昭和25年開設
保護施設の前
衛的施設
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

57 静
岡
県

施設の名称：
葵寮
設置主体：
社会福祉法
人　葵寮
運営主体：
社会福祉法
人　葵寮
運営形態：
民設民営

救護施設共通の、年齢・障害の別な
く入所できること

施設の特徴どおり、30～90
才代の男女、寝たきりに近
い人から外勤者まで入所し
ている

婦人保護施
設（県から
運営受託）

昭和34年
7月

戦争未亡人・戦災孤児等、生活困窮
者の救済事業開始、以降、更生施設
に移行等変遷を経、施設種別を「救
護施設」とした

S34.7　静岡市田町に下記
前身施設から移転
　社会福祉法人名称変更

「社会福祉法人葵寮」
　施設種別・名称変更「救
護施設」・「葵寮」
　定員50人
S41.4　定員70人
S54.12　定員80人
H17.10　静岡市葵区与一に
改築移転

S20. 11　静岡
市新富町にて
救済事業施設
開設
　静岡新生園
S22. 4  保護施
設認可
S22. 10　静岡
市宮本町に移
転
S25. 4  財団法
人「静岡新生
園」認可
　 更 生 施 設

「静岡新生園」
S27. 5  社会福
祉法人「静岡
新生園」認可

58 静
岡
県

施設の名称：
清風寮
設置主体：
社会福祉法
人
天竜厚生会
運営主体：
社会福祉法
人
天竜厚生会
運営形態：
回答なし

　浜松市北部の緑に囲まれた山の上
に位置し、多種別の施設が集まる総
合施設の利点を活かし他施設と連携
しながら外勤等を行っている。（ワー
クキャンパス、福祉工場等）
　敷地内に有床診療所があり、常時
医師、看護師が勤務し医療が充実し
ている。
　法人内に専任のPT、OT、ST、音
楽療法士、スポーツレクリエーショ
ン指導員が配属されており、専門訓
練を受けることができる。

利用者の平均年齢は約62
歳。このところ急速に高齢
化、重度化が進んでいる。

回答なし 昭和37年
11月1日

昭和25年5月　結核後保護対策とし
て「天竜厚生会」を設立
昭和25年9月　財団法人　天竜厚生
会設立を許可される
昭和27年5月　社会福祉事業法によ
り社会福祉法人に組織変更を許可さ
れる
昭和36年5月　結核保護から心身障
害者援護に運営方針を変更
昭和37年11月　救護施設　清風寮開
設

昭和37年11月事業開始　定
員50名
昭 和40年5月　 定 員100名

（増員）
昭和59年4月　建物を前面
改築

回答なし

59 静
岡
県

施設の名称：
静岡市救護
所
設置主体：
静岡市
運営主体：
社会福祉法
人　静岡市
厚生事業協
会
運営形態：
管理委託

平成13年度まで静岡市の直営施設で
あり、現在も静岡市からの入所者が
大半。
同法人養護老人ホームとの合築によ
り設備の共有や人事交流など運営の
合理化を図っている。

入所条件を問わないため、
3障害が平均的に入所して
いる。
入所期間が長期化し、平均
年齢62歳と、高齢化してき
た。

なし 昭和21年
12月

明治34年8月静岡市内に救護所を設
立、静岡市窮民規定により行旅病人
などを救護
大正2年10月手狭になり市内に移転
昭和21年12月旧生活保護法制定によ
り保護施設として認可される

昭和25年5月生活保護法制
定により生活保護施設とし
て内容一新（定員24名）
昭和27年4月第一期増改築
工事竣工（定員35名）
昭和30年4月第二期改築工
事竣工（定員50名）
昭和44年7月市内（現住所）
に新築移転（定員50名）
平成13年4月静岡市から社
会福祉法人静岡市厚生事業
協会が経営受託
平成13年9月改築（同法人
養護老人ホームと合築）

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

57 静
岡
県

施設の名称：
葵寮
設置主体：
社会福祉法
人　葵寮
運営主体：
社会福祉法
人　葵寮
運営形態：
民設民営

救護施設共通の、年齢・障害の別な
く入所できること

施設の特徴どおり、30～90
才代の男女、寝たきりに近
い人から外勤者まで入所し
ている

婦人保護施
設（県から
運営受託）

昭和34年
7月

戦争未亡人・戦災孤児等、生活困窮
者の救済事業開始、以降、更生施設
に移行等変遷を経、施設種別を「救
護施設」とした

S34.7　静岡市田町に下記
前身施設から移転
　社会福祉法人名称変更

「社会福祉法人葵寮」
　施設種別・名称変更「救
護施設」・「葵寮」
　定員50人
S41.4　定員70人
S54.12　定員80人
H17.10　静岡市葵区与一に
改築移転

S20. 11　静岡
市新富町にて
救済事業施設
開設
　静岡新生園
S22. 4  保護施
設認可
S22. 10　静岡
市宮本町に移
転
S25. 4  財団法
人「静岡新生
園」認可
　 更 生 施 設

「静岡新生園」
S27. 5  社会福
祉法人「静岡
新生園」認可

58 静
岡
県

施設の名称：
清風寮
設置主体：
社会福祉法
人
天竜厚生会
運営主体：
社会福祉法
人
天竜厚生会
運営形態：
回答なし

　浜松市北部の緑に囲まれた山の上
に位置し、多種別の施設が集まる総
合施設の利点を活かし他施設と連携
しながら外勤等を行っている。（ワー
クキャンパス、福祉工場等）
　敷地内に有床診療所があり、常時
医師、看護師が勤務し医療が充実し
ている。
　法人内に専任のPT、OT、ST、音
楽療法士、スポーツレクリエーショ
ン指導員が配属されており、専門訓
練を受けることができる。

利用者の平均年齢は約62
歳。このところ急速に高齢
化、重度化が進んでいる。

回答なし 昭和37年
11月1日

昭和25年5月　結核後保護対策とし
て「天竜厚生会」を設立
昭和25年9月　財団法人　天竜厚生
会設立を許可される
昭和27年5月　社会福祉事業法によ
り社会福祉法人に組織変更を許可さ
れる
昭和36年5月　結核保護から心身障
害者援護に運営方針を変更
昭和37年11月　救護施設　清風寮開
設

昭和37年11月事業開始　定
員50名
昭 和40年5月　 定 員100名

（増員）
昭和59年4月　建物を前面
改築

回答なし

59 静
岡
県

施設の名称：
静岡市救護
所
設置主体：
静岡市
運営主体：
社会福祉法
人　静岡市
厚生事業協
会
運営形態：
管理委託

平成13年度まで静岡市の直営施設で
あり、現在も静岡市からの入所者が
大半。
同法人養護老人ホームとの合築によ
り設備の共有や人事交流など運営の
合理化を図っている。

入所条件を問わないため、
3障害が平均的に入所して
いる。
入所期間が長期化し、平均
年齢62歳と、高齢化してき
た。

なし 昭和21年
12月

明治34年8月静岡市内に救護所を設
立、静岡市窮民規定により行旅病人
などを救護
大正2年10月手狭になり市内に移転
昭和21年12月旧生活保護法制定によ
り保護施設として認可される

昭和25年5月生活保護法制
定により生活保護施設とし
て内容一新（定員24名）
昭和27年4月第一期増改築
工事竣工（定員35名）
昭和30年4月第二期改築工
事竣工（定員50名）
昭和44年7月市内（現住所）
に新築移転（定員50名）
平成13年4月静岡市から社
会福祉法人静岡市厚生事業
協会が経営受託
平成13年9月改築（同法人
養護老人ホームと合築）

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

60 静
岡
県

施設の名称：
沼津市立高
尾園
設置主体：
沼津市
運営主体：
社会福祉法
人　春風会
運営形態：
公設民営

　施設の所在地が民家から離れた場
所にあり、山麓の緑と陽光に恵まれ
た立地条件の中、県東部にただ一ヶ
所の救護施設である。
　3障害の混合支援の元、地域の道
路や公園の清掃・花壇の設置などで
地域への貢献に努めている。

　障害の重複を含めて精神
障害者が全体の65％余を占
めている。年齢は平均で59
歳代、平均在園年数は11年
3 か月余、最も長期に在園
している者は44年9ヶ月に
及んでいる。

なし 昭和36年
3月20日

　開設当時、精神病院に長期入院し
ていて、さしたる治療の必要は無い
が帰来先が無い為に退院できずに病
院に滞留していた患者が多くいた。
この為、当時の厚生省は医療費の削
減を図りたいと、「緊急救護所」と
いう制度を設けて自治体に救護施設
の設置を奨励し、精神病院に社会的
入院をしていた患者を施設に移し替
えする方針を打ち出した。
　沼津市内にも精神病院があり、沼
津市がこの方針に則り施設を設置し
たとのことであります。

（開設当時施設に勤務経験のあった
元市職員より聴取）

昭和56年4月1日
用途廃止されていた知的障
害児施設を増改築し、施設
名を現施設名称に変更,現
住所に所在地を変更,入所
者定員を50人から現在の80
人に変更した。

平成14年4月1日
施設の運営を、沼津市が社
会福祉法人春風会に委託、　
運営主体が変更すると共に
運営形態が公設民営とな
る。

回答なし

61 静
岡
県

施設の名称：
浜松市立西
山園
設置主体：
浜松市
運営主体：
浜松市
運営形態：
入所

静岡県西部地域唯一の公立公営の施
設。

　当園の入所者状況をみる
と、年齢的には平均年齢55
歳ということから、全国平
均61.5歳を下回っている。
　また、障害の状況は67％
が精神障害であり、全国平
均28.2％を大きく上回って
いる。

なし 昭和21年
12月5日

大正2年に行路病人・精神病者の一
時収容施設として救護所を開設、そ
の後昭和21年に生活保護法による救
護施設として認可を受ける。

T2. 4月　 
浜松市鴨江救護所 

（浜松市鴨江町）定員20名
S21. 12月　 
浜松市鴨江救護所 

（浜松市鴨江町）定員25名
S32. 4月　 
浜松市立救護所 

（浜松市西山町）定員30名
S36. 4月　 
浜松市立救護所 

（浜松市西山町）定員50名
S46. 4月　 
浜松市立救護所 

（浜松市西山町）定員60名
S54. 4月　 
浜松市立西山園 

（浜松市西山町）定員60名

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

60 静
岡
県

施設の名称：
沼津市立高
尾園
設置主体：
沼津市
運営主体：
社会福祉法
人　春風会
運営形態：
公設民営

　施設の所在地が民家から離れた場
所にあり、山麓の緑と陽光に恵まれ
た立地条件の中、県東部にただ一ヶ
所の救護施設である。
　3障害の混合支援の元、地域の道
路や公園の清掃・花壇の設置などで
地域への貢献に努めている。

　障害の重複を含めて精神
障害者が全体の65％余を占
めている。年齢は平均で59
歳代、平均在園年数は11年
3 か月余、最も長期に在園
している者は44年9ヶ月に
及んでいる。

なし 昭和36年
3月20日

　開設当時、精神病院に長期入院し
ていて、さしたる治療の必要は無い
が帰来先が無い為に退院できずに病
院に滞留していた患者が多くいた。
この為、当時の厚生省は医療費の削
減を図りたいと、「緊急救護所」と
いう制度を設けて自治体に救護施設
の設置を奨励し、精神病院に社会的
入院をしていた患者を施設に移し替
えする方針を打ち出した。
　沼津市内にも精神病院があり、沼
津市がこの方針に則り施設を設置し
たとのことであります。

（開設当時施設に勤務経験のあった
元市職員より聴取）

昭和56年4月1日
用途廃止されていた知的障
害児施設を増改築し、施設
名を現施設名称に変更,現
住所に所在地を変更,入所
者定員を50人から現在の80
人に変更した。

平成14年4月1日
施設の運営を、沼津市が社
会福祉法人春風会に委託、　
運営主体が変更すると共に
運営形態が公設民営とな
る。

回答なし

61 静
岡
県

施設の名称：
浜松市立西
山園
設置主体：
浜松市
運営主体：
浜松市
運営形態：
入所

静岡県西部地域唯一の公立公営の施
設。

　当園の入所者状況をみる
と、年齢的には平均年齢55
歳ということから、全国平
均61.5歳を下回っている。
　また、障害の状況は67％
が精神障害であり、全国平
均28.2％を大きく上回って
いる。

なし 昭和21年
12月5日

大正2年に行路病人・精神病者の一
時収容施設として救護所を開設、そ
の後昭和21年に生活保護法による救
護施設として認可を受ける。

T2. 4月　 
浜松市鴨江救護所 

（浜松市鴨江町）定員20名
S21. 12月　 
浜松市鴨江救護所 

（浜松市鴨江町）定員25名
S32. 4月　 
浜松市立救護所 

（浜松市西山町）定員30名
S36. 4月　 
浜松市立救護所 

（浜松市西山町）定員50名
S46. 4月　 
浜松市立救護所 

（浜松市西山町）定員60名
S54. 4月　 
浜松市立西山園 

（浜松市西山町）定員60名

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

62 静
岡
県

施設の名称：
聖隷厚生園　
讃栄寮（定
員60名）
設置主体：
社会福祉法
人　聖隷福
祉事業団
運営主体：
社会福祉法
人　聖隷福
祉事業団
運営形態：
社会福祉法
人　聖隷福
祉事業団に
よる運営

　昭和57年から独自でデイサービス
事業を開始し、開設当初から入所事
業にとどまらず、ご利用者の地域生
活を意識した生活支援を展開してき
ました。平成元年には通所事業の認
可を受け、平成15年の新築移転の時
には精神障害者地域生活支援セン
ターを併設するに至りました。それ
に伴って施設入所者の地域生活移行
支援も強化させ、施設に併設されて
いる模擬的なアパート生活体験が出
来る『自立訓練室』にて自立生活訓
練を行い、新築移転から今日までに
15名の入所者の地域生活移行を実現
させる事ができました。またご利用
者のニーズに合わせた作業訓練の提
供も行い、地域で暮らす障害を抱え
る方々にも積極的に作業参加出来る
様に受け入れを行っています。今後
はこの作業活動を足がかりとして通
所授産施設の開設に向け事業展開し
ていく予定です。　

　入所者66名のうち80％以
上の人が精神障害を抱えな
がら生活しています。精神
科病院に長期入院されてい
た方が殆どで、基本的な対
人関係のとり方から買い
物、金銭管理、疾病管理な
ど様々な生活支援が必要な
方々です。
　平均年齢は約57歳と年々
高齢化傾向にあります。
　また加齢にともない、Ａ
ＤＬの低下が目立つように
なってきており、全体の約
20～30％は恒常的に身体介
護が必要な状況になってき
ています。
　自立生活訓練により毎年
平 均6名 の 方 が 地 域 の ア
パートやグループホームへ
社会復帰を果たしていま
す。　

保護施設通
所事業（定
員16名）
精神障害者
地域生活援
助事業（風
声 ホ ー ム　
定員6名）
精神障害者
地域生活支
援センター　
ナルド

昭和53年
4月

　昭和21年には生活保護法による更
生保護施設として認可されたが、昭
和29年には結核入退院基準が制定さ
れたことで安静度4度以上の結核患
者の退院を余儀なくされ、結核回復
者のアフターケアを行った経過があ
ります。
　昭和53年ころには結核回復者以外
の障害者の増加と高齢化、重度化が
進み、施設で長期入所を余儀なくさ
れる入所者が増えてきました。その
ため更生施設を廃止し、身体障害者
療護施設『信生寮』と救護施設『讃
栄寮』の複合施設『聖隷厚生園』が
誕生いたしました。

昭和53年4月更生施設から
身体障害者療護施設『信生
寮』と救護施設『讃栄寮』
各50名定員の複合施設『聖
隷厚生園』が誕生する。
昭和57年4月讃栄寮にてデ
イサービス事業を独自に開
始
昭和59年4月増築に伴い『信
生寮』『讃栄寮』各60名定
員に変更認可。地域からの
協力による『聖隷厚生園を
育てる会』の発足。
平成元年通所事業の認可を
受ける。
平成15年3月『讃栄寮』の
新築移転に伴い、複合施設
を解消。そのとき『讃栄寮』
に精神障害者地域生活支援
センター『ナルド』を併設
する。
平成15年10月精神障害者地
域生活援助事業（風声ホー
ム）の認可を受ける。

昭和21年聖隷
保養農園に更
生授産施設併
設。生活保護
法による更生保
護施設の認可
を受ける
昭和29年11月
主に結核回復
者のアフターケ
ア棟として聖隷
更生園となる。
昭和34年7月第
一種更生施設・
定員30名として
変更認可され
る。
昭和35年8月聖
隷更生園を聖
隷厚生園に名
称変更する。
昭和39年1月居
住 棟 の 増 築。
定員50名に変
更認可。
昭和53年3月更
生施設を廃止。

パ ン フ
レットあ
り

63 静
岡
県

施設の名称：
浜松市立入
野園
設置主体：
浜松市
運営主体：
社会福祉法
人　三幸会
運営形態：
公設民営

　毎日の生活を、健康で明るく安心
して自分らしく送りたいと言うの
は、誰もが願う事です。
　私達は、もう一度原点に立って、
自分達の役割を考え入所者のニーズ
を受け止めたサービス提供、一人一
人の人権や主体性を尊重した生活支
援、そして時代の要請に柔軟に応え
得る施設を目指しています。経済的
な問題を抱える人や、さまざまな障
害を持つ人等、すべての人が安心し
て生活していくための施設です。ま
た、作業訓練を通して、持久力、忍
耐力、協調性を養い入所者の社会的
自立を支援していきます。

　入所者は、現在、男性が
27名、女性が26名の53名が
入所しておりますが、障害
状況は、身体障害者をはじ
め知的障害者、精神障害者、
ホームレス、アルコール中
毒、人工透析、人工肛門、
人格障害等、障害の幅が広
く、特に入所者の約7割強
が精神障害者という状況で
す。従って、精神的にも不
安定な者も多く、毎日の処
遇面も、その時々の障害状
況に適した対応が求められ
ております。

回答なし 昭和54年
4月1日

　当時、浜松市には唯一の救護施設
として、公設の浜松市立西山園があ
りましたが、すでに自活不能の要保
護者60名が入所し定員一杯で需要に
応じきれず60余名の待機者を抱えて
おりました。
　また、経済不況化で失業者が増大
し、旅費欠乏者行旅病人等、施設入
所が必要なケースも跡を絶たず、誠
に憂慮すべき状況にありましたの
で、社会的要請に応えるべく施設整
備を図ったものであります。

変更なし 変更なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

62 静
岡
県

施設の名称：
聖隷厚生園　
讃栄寮（定
員60名）
設置主体：
社会福祉法
人　聖隷福
祉事業団
運営主体：
社会福祉法
人　聖隷福
祉事業団
運営形態：
社会福祉法
人　聖隷福
祉事業団に
よる運営

　昭和57年から独自でデイサービス
事業を開始し、開設当初から入所事
業にとどまらず、ご利用者の地域生
活を意識した生活支援を展開してき
ました。平成元年には通所事業の認
可を受け、平成15年の新築移転の時
には精神障害者地域生活支援セン
ターを併設するに至りました。それ
に伴って施設入所者の地域生活移行
支援も強化させ、施設に併設されて
いる模擬的なアパート生活体験が出
来る『自立訓練室』にて自立生活訓
練を行い、新築移転から今日までに
15名の入所者の地域生活移行を実現
させる事ができました。またご利用
者のニーズに合わせた作業訓練の提
供も行い、地域で暮らす障害を抱え
る方々にも積極的に作業参加出来る
様に受け入れを行っています。今後
はこの作業活動を足がかりとして通
所授産施設の開設に向け事業展開し
ていく予定です。　

　入所者66名のうち80％以
上の人が精神障害を抱えな
がら生活しています。精神
科病院に長期入院されてい
た方が殆どで、基本的な対
人関係のとり方から買い
物、金銭管理、疾病管理な
ど様々な生活支援が必要な
方々です。
　平均年齢は約57歳と年々
高齢化傾向にあります。
　また加齢にともない、Ａ
ＤＬの低下が目立つように
なってきており、全体の約
20～30％は恒常的に身体介
護が必要な状況になってき
ています。
　自立生活訓練により毎年
平 均6名 の 方 が 地 域 の ア
パートやグループホームへ
社会復帰を果たしていま
す。　

保護施設通
所事業（定
員16名）
精神障害者
地域生活援
助事業（風
声 ホ ー ム　
定員6名）
精神障害者
地域生活支
援センター　
ナルド

昭和53年
4月

　昭和21年には生活保護法による更
生保護施設として認可されたが、昭
和29年には結核入退院基準が制定さ
れたことで安静度4度以上の結核患
者の退院を余儀なくされ、結核回復
者のアフターケアを行った経過があ
ります。
　昭和53年ころには結核回復者以外
の障害者の増加と高齢化、重度化が
進み、施設で長期入所を余儀なくさ
れる入所者が増えてきました。その
ため更生施設を廃止し、身体障害者
療護施設『信生寮』と救護施設『讃
栄寮』の複合施設『聖隷厚生園』が
誕生いたしました。

昭和53年4月更生施設から
身体障害者療護施設『信生
寮』と救護施設『讃栄寮』
各50名定員の複合施設『聖
隷厚生園』が誕生する。
昭和57年4月讃栄寮にてデ
イサービス事業を独自に開
始
昭和59年4月増築に伴い『信
生寮』『讃栄寮』各60名定
員に変更認可。地域からの
協力による『聖隷厚生園を
育てる会』の発足。
平成元年通所事業の認可を
受ける。
平成15年3月『讃栄寮』の
新築移転に伴い、複合施設
を解消。そのとき『讃栄寮』
に精神障害者地域生活支援
センター『ナルド』を併設
する。
平成15年10月精神障害者地
域生活援助事業（風声ホー
ム）の認可を受ける。

昭和21年聖隷
保養農園に更
生授産施設併
設。生活保護
法による更生保
護施設の認可
を受ける
昭和29年11月
主に結核回復
者のアフターケ
ア棟として聖隷
更生園となる。
昭和34年7月第
一種更生施設・
定員30名として
変更認可され
る。
昭和35年8月聖
隷更生園を聖
隷厚生園に名
称変更する。
昭和39年1月居
住 棟 の 増 築。
定員50名に変
更認可。
昭和53年3月更
生施設を廃止。

パ ン フ
レットあ
り

63 静
岡
県

施設の名称：
浜松市立入
野園
設置主体：
浜松市
運営主体：
社会福祉法
人　三幸会
運営形態：
公設民営

　毎日の生活を、健康で明るく安心
して自分らしく送りたいと言うの
は、誰もが願う事です。
　私達は、もう一度原点に立って、
自分達の役割を考え入所者のニーズ
を受け止めたサービス提供、一人一
人の人権や主体性を尊重した生活支
援、そして時代の要請に柔軟に応え
得る施設を目指しています。経済的
な問題を抱える人や、さまざまな障
害を持つ人等、すべての人が安心し
て生活していくための施設です。ま
た、作業訓練を通して、持久力、忍
耐力、協調性を養い入所者の社会的
自立を支援していきます。

　入所者は、現在、男性が
27名、女性が26名の53名が
入所しておりますが、障害
状況は、身体障害者をはじ
め知的障害者、精神障害者、
ホームレス、アルコール中
毒、人工透析、人工肛門、
人格障害等、障害の幅が広
く、特に入所者の約7割強
が精神障害者という状況で
す。従って、精神的にも不
安定な者も多く、毎日の処
遇面も、その時々の障害状
況に適した対応が求められ
ております。

回答なし 昭和54年
4月1日

　当時、浜松市には唯一の救護施設
として、公設の浜松市立西山園があ
りましたが、すでに自活不能の要保
護者60名が入所し定員一杯で需要に
応じきれず60余名の待機者を抱えて
おりました。
　また、経済不況化で失業者が増大
し、旅費欠乏者行旅病人等、施設入
所が必要なケースも跡を絶たず、誠
に憂慮すべき状況にありましたの
で、社会的要請に応えるべく施設整
備を図ったものであります。

変更なし 変更なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

64 静
岡
県

施設の名称：
救 護 施 設　
慈照園
設置主体：
社会福祉法
人　遠州仏
教積善会
運営主体：
社会福祉法
人　遠州仏
教積善会
運営形態：
民設民営

　創設の精神「慈悲」を理念とし、『人
権の尊重』『インフォームドコンセ
ント』を信条としている。ADL（日
常生活動作）の向上とQOL（生活の
質）の向上を目指して自立に向けて
の支援をし、安心して生活できるよ
う援助している。
生活支援：日常生活に必要な身辺自
立、生活習慣、対人関係のあり方な
どの相談に応じたり、介助をして支
援している。
園内・園外作業：生活のリズム作り、
体力づくり、生きがい作り、社会参
加を目指している。また施設外就労
支援にも力を入れている。
クラブ活動：茶道、詩吟、書道、カ
ラオケ、生け花、ペン習字、料理、
合唱など
レクリエーション：一泊旅行、ハイ
キング
利用者自治会：生活を良くするため
に、毎月話し合いをしている。
地域交流：子供会、自治会、老人会
を行事に招待したり、町内会行事に
参加。小中学校との交流、福祉教育
の受け入れをしている。
苦情解決：苦情解決システムの整備、
第三者委員による生活相談会にて利
用者の苦情・要望等に応えている。

　入所者は、精神障害者が
約80％を占めている。日常
生活におけるADLは、ほ
ぼ自立しているが人格障害
など支援の困難なケースも
増えてきている。
　生活リズムの確立という
意味で作業やクラブ活動等
にほとんどの利用者が参加
している。

・「 救 護 施
設退所者自
立生活援助
事業」
・「 保 護 施
設 通 所 事
業 」（ 特 例
措置）

平成5年4
月1日

明治43年5月、浜松市分監長（刑務
所長）であった中村時夫氏が出獄者
の更生保護を地域の寺院や篤志家に
勧めたところ、社会の公益のためそ
れを承諾し、「遠州保護会」を設立し、
市内三組町に事務所を置き事業を開
始した。
大正2年、「遠州保護会」を「遠州積
善会」に改称した。
大正9年、事務所を三組町より現在
の鴨江町に移転。
大正10年4月2日「財団法人　遠州仏
教積善会」と組織を法人化し、事業
を拡充した。
昭和20年6月18日、第二次世界大戦
の戦災を受け建物、什器一切を消失
し、事業を一時中止。
昭和22年3月、仮建築物（22坪）を
再建し事業を再開した。
昭和27年浜松市が建物設備を現在の
地に建設した。
昭和27年4月「財団法人　遠州仏教
積善会」を「社会福祉法人遠州仏教
積善会」に改組し、「更生施設　浜
松市立慈照園」を浜松市から委託を
受け、事業を開始した。

　平成4年　施設の老朽化
による改築に伴い、浜松市
と協議した結果、入所者の
高齢化と重度化が更生施設
では対応できないので、救
護施設の最低基準や職員配
置基準がはるかに利用者の
処遇向上が図られることを
理由に「救護施設」として
建設することになった。
　平成5年4月1日、建築設
備等が完了し「救護施設　
慈照園」に種別変更し定員
50名の事業を開始した。ま
た社会福祉法人遠州仏教積
善会が設置者、運営の責務
を負うことになり今日に
至っている。

更生施設　浜
松市立慈照園

（ 入 所 定 員50
名）
昭 和27年6月1
日　開設
生活保護法第
38条による更
生施設。　

施設パン
フレット
あり



救護施設の動態 131

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

64 静
岡
県

施設の名称：
救 護 施 設　
慈照園
設置主体：
社会福祉法
人　遠州仏
教積善会
運営主体：
社会福祉法
人　遠州仏
教積善会
運営形態：
民設民営

　創設の精神「慈悲」を理念とし、『人
権の尊重』『インフォームドコンセ
ント』を信条としている。ADL（日
常生活動作）の向上とQOL（生活の
質）の向上を目指して自立に向けて
の支援をし、安心して生活できるよ
う援助している。
生活支援：日常生活に必要な身辺自
立、生活習慣、対人関係のあり方な
どの相談に応じたり、介助をして支
援している。
園内・園外作業：生活のリズム作り、
体力づくり、生きがい作り、社会参
加を目指している。また施設外就労
支援にも力を入れている。
クラブ活動：茶道、詩吟、書道、カ
ラオケ、生け花、ペン習字、料理、
合唱など
レクリエーション：一泊旅行、ハイ
キング
利用者自治会：生活を良くするため
に、毎月話し合いをしている。
地域交流：子供会、自治会、老人会
を行事に招待したり、町内会行事に
参加。小中学校との交流、福祉教育
の受け入れをしている。
苦情解決：苦情解決システムの整備、
第三者委員による生活相談会にて利
用者の苦情・要望等に応えている。

　入所者は、精神障害者が
約80％を占めている。日常
生活におけるADLは、ほ
ぼ自立しているが人格障害
など支援の困難なケースも
増えてきている。
　生活リズムの確立という
意味で作業やクラブ活動等
にほとんどの利用者が参加
している。

・「 救 護 施
設退所者自
立生活援助
事業」
・「 保 護 施
設 通 所 事
業 」（ 特 例
措置）

平成5年4
月1日

明治43年5月、浜松市分監長（刑務
所長）であった中村時夫氏が出獄者
の更生保護を地域の寺院や篤志家に
勧めたところ、社会の公益のためそ
れを承諾し、「遠州保護会」を設立し、
市内三組町に事務所を置き事業を開
始した。
大正2年、「遠州保護会」を「遠州積
善会」に改称した。
大正9年、事務所を三組町より現在
の鴨江町に移転。
大正10年4月2日「財団法人　遠州仏
教積善会」と組織を法人化し、事業
を拡充した。
昭和20年6月18日、第二次世界大戦
の戦災を受け建物、什器一切を消失
し、事業を一時中止。
昭和22年3月、仮建築物（22坪）を
再建し事業を再開した。
昭和27年浜松市が建物設備を現在の
地に建設した。
昭和27年4月「財団法人　遠州仏教
積善会」を「社会福祉法人遠州仏教
積善会」に改組し、「更生施設　浜
松市立慈照園」を浜松市から委託を
受け、事業を開始した。

　平成4年　施設の老朽化
による改築に伴い、浜松市
と協議した結果、入所者の
高齢化と重度化が更生施設
では対応できないので、救
護施設の最低基準や職員配
置基準がはるかに利用者の
処遇向上が図られることを
理由に「救護施設」として
建設することになった。
　平成5年4月1日、建築設
備等が完了し「救護施設　
慈照園」に種別変更し定員
50名の事業を開始した。ま
た社会福祉法人遠州仏教積
善会が設置者、運営の責務
を負うことになり今日に
至っている。

更生施設　浜
松市立慈照園

（ 入 所 定 員50
名）
昭 和27年6月1
日　開設
生活保護法第
38条による更
生施設。　

施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

65 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
かしわ荘
設置主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営形態：
民設民営

・昭和34年、県内初めての救護施設
として認可を受けた。当初70名定員
で開所したが、その後の入所需要に
対応するため4度の増築を行い、現
在は定員190名（現員198名）の大規
模施設となっている。
・昭和58年に建物老朽化により現在
地に移転した。
・県内最初の救護施設であるため、
入所者は県内全域に及んでいたが、
他の県内救護施設（4施設）の整備
により、現在は概ね県の中部圏域を
入所対象地域としている。（実施機
関・町村数30）

・198名の入所者中、男性・
女性共に99名
・30歳から86歳まで幅広
く、平均年齢62歳、65歳以上
が4割を占める。
・在所期間は平均23年、30
年以上の長期入所は70名、
内40年以上の入所者も32名
在所している。
・障害内訳は、知的障害（重
複含む）関係186名、他は精
神障害である。最近は、知的
障害者に代わり、精神障害者
の入所が目立つ。
・障害程度は知的障害者が
最も多いが、全般的に高齢
化と、加齢による病弱化が
顕著である。（最近の延べ
入院日数700日程度）
・一方、精神障害者は比較
的に健康であり、同じ施設
内で障害程度の較差が生じ
ており、処遇の課題となっ
ている。
・また、最近の傾向として、
入所待機者の減少で補充が
滞り、所定数を欠くことが
ある。

・なし 昭和34年
7月14日

・開設当時、県内で心身障害者の入
所施設は県立身障更正施設1か所し
かなく、養老施設（生活保護）も11
か所という状況であったため、心身
障害者の入所施設として救護施設設
置の要望が高まり、昭和32年、市・
共募支会・市社協による設置要請が
県並びに県共募にされた。併せて、
田中郵政大臣並びに県知事宛に、県
養老院長会による陳情が行われた。
・昭和33年、市からは民有地を買収
のうえ無償で提供を受け、建設資金
として、お年玉付き郵便はがき寄付
金配分金20,000千円の配分を受けた。
・昭和34年3月、一般公募により施
設名称「かしわ荘」と決定され、建
物竣工
・同年7月、法人・施設認可後、開
所した。

昭和34年7月14日　 
開所　定員70名
昭和36年8月　 
増築　定員82名
昭和37年9月　 
増築　定員100名
昭和40年11月　 
増築　定員130名
昭和44年11月　 
増築　定員190名
昭和55年12月　 
法人名称変更
法人が昭和56年6月に別の
救護施設を運営することに
なったため。「社会福祉法
人かしわ荘」から「社会福
祉法人柏崎刈羽福祉事業協
会」へ変更
昭和58年10月　 
全面改築「市内海岸部から
現在地（山側）へ」
平成12年9月　 
大規模修繕実施

回答なし 施設パン
フレット
あり

66 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
おぐに荘
設置主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営形態：
回答なし

別紙「おぐに荘要覧」を参照 障害別
　身体障害（2％）知的障
害（38％）精神障害（5％）
身体・知的（8％）身体・
精神（1％）知的・精神（41％）
身体・精神・知的（5％）
年齢別（平均62歳）
　40歳 代（12 ％）50歳 代

（34％）60歳代（31％）70
歳代（21％）80歳代（2％）
在所期間　平均17年8ヶ月

回答なし 回答なし 小国町に社会福祉施設を設置したい
という強い要望のもとS.54.12　社会
福祉法人かしわ荘の経営主体で小国
町に救護施設建設決定。
S55. 1　設立準備委員会発足。
S55. 6　建設用地を法人に無償提供
することを小国町議会で決定。
S55. 12　定款変更により法人名を、
柏崎刈羽福祉事業協会と名称変更。
施設名を「おぐに荘」に決定。
S56. 5　本体建物工事完了。施設認
可届出。
S56. 6. 1　開所

回答なし 回答なし パ ン フ
レットあ
り



救護施設の動態 133

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

65 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
かしわ荘
設置主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営形態：
民設民営

・昭和34年、県内初めての救護施設
として認可を受けた。当初70名定員
で開所したが、その後の入所需要に
対応するため4度の増築を行い、現
在は定員190名（現員198名）の大規
模施設となっている。
・昭和58年に建物老朽化により現在
地に移転した。
・県内最初の救護施設であるため、
入所者は県内全域に及んでいたが、
他の県内救護施設（4施設）の整備
により、現在は概ね県の中部圏域を
入所対象地域としている。（実施機
関・町村数30）

・198名の入所者中、男性・
女性共に99名
・30歳から86歳まで幅広
く、平均年齢62歳、65歳以上
が4割を占める。
・在所期間は平均23年、30
年以上の長期入所は70名、
内40年以上の入所者も32名
在所している。
・障害内訳は、知的障害（重
複含む）関係186名、他は精
神障害である。最近は、知的
障害者に代わり、精神障害者
の入所が目立つ。
・障害程度は知的障害者が
最も多いが、全般的に高齢
化と、加齢による病弱化が
顕著である。（最近の延べ
入院日数700日程度）
・一方、精神障害者は比較
的に健康であり、同じ施設
内で障害程度の較差が生じ
ており、処遇の課題となっ
ている。
・また、最近の傾向として、
入所待機者の減少で補充が
滞り、所定数を欠くことが
ある。

・なし 昭和34年
7月14日

・開設当時、県内で心身障害者の入
所施設は県立身障更正施設1か所し
かなく、養老施設（生活保護）も11
か所という状況であったため、心身
障害者の入所施設として救護施設設
置の要望が高まり、昭和32年、市・
共募支会・市社協による設置要請が
県並びに県共募にされた。併せて、
田中郵政大臣並びに県知事宛に、県
養老院長会による陳情が行われた。
・昭和33年、市からは民有地を買収
のうえ無償で提供を受け、建設資金
として、お年玉付き郵便はがき寄付
金配分金20,000千円の配分を受けた。
・昭和34年3月、一般公募により施
設名称「かしわ荘」と決定され、建
物竣工
・同年7月、法人・施設認可後、開
所した。

昭和34年7月14日　 
開所　定員70名
昭和36年8月　 
増築　定員82名
昭和37年9月　 
増築　定員100名
昭和40年11月　 
増築　定員130名
昭和44年11月　 
増築　定員190名
昭和55年12月　 
法人名称変更
法人が昭和56年6月に別の
救護施設を運営することに
なったため。「社会福祉法
人かしわ荘」から「社会福
祉法人柏崎刈羽福祉事業協
会」へ変更
昭和58年10月　 
全面改築「市内海岸部から
現在地（山側）へ」
平成12年9月　 
大規模修繕実施

回答なし 施設パン
フレット
あり

66 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
おぐに荘
設置主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　柏崎刈
羽福祉事業
協会
運営形態：
回答なし

別紙「おぐに荘要覧」を参照 障害別
　身体障害（2％）知的障
害（38％）精神障害（5％）
身体・知的（8％）身体・
精神（1％）知的・精神（41％）
身体・精神・知的（5％）
年齢別（平均62歳）
　40歳 代（12 ％）50歳 代

（34％）60歳代（31％）70
歳代（21％）80歳代（2％）
在所期間　平均17年8ヶ月

回答なし 回答なし 小国町に社会福祉施設を設置したい
という強い要望のもとS.54.12　社会
福祉法人かしわ荘の経営主体で小国
町に救護施設建設決定。
S55. 1　設立準備委員会発足。
S55. 6　建設用地を法人に無償提供
することを小国町議会で決定。
S55. 12　定款変更により法人名を、
柏崎刈羽福祉事業協会と名称変更。
施設名を「おぐに荘」に決定。
S56. 5　本体建物工事完了。施設認
可届出。
S56. 6. 1　開所

回答なし 回答なし パ ン フ
レットあ
り



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3134

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

67 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
有明荘
設置主体：
社会福祉法
人　新潟市
有明福祉事
業協会
運営主体：
社会福祉法
人　新潟市
有明福祉事
業協会
運営形態：
社会福祉法
人

新潟市の郊外の住宅地の中にある法
人の施設は下記併設事業に記入
隣接の社会福祉法人施設とあわせて
有明福祉タウンと称されている
・建物3,158.09㎡
・鉄筋コンクリート造2階建
・全室2人部屋

　開設当初、知的障害児通
所施設からの入所者が中心
となり、利用者107名のほ
とんどが知的障害者であ
る。 平 均IQは33で、 こ れ
に加えて身体障害、精神障
害を合併している。
　創立当初からの入所が47
名、30年以上入所が58名と
なっている。
平均年齢58.7歳 

（平成17年4月1日）
平均在所期間24年5ヶ月 

（平成17年4月1日）

保育所、軽
費老人ホー
ムA型、B型、
ケアハウス、
高齢者保健
施設

昭和46年
4月1日

昭和41年当時、新潟市が結核療養所
の跡地を福祉施設とする構想と、定
員20名の知的障害児通所施設の保護
者が自分たちの亡きあとも、安心で
きる施設は救護施設であると設立に
むけて運動したことが結びつき、新
潟市の補助金により昭和46年4月に
開設された。

上記の内容については変更
はないが、平成4年・5年に
改築があり鉄筋平屋建から
2階建になり全室2人部屋と
なる。

なし

68 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ひまわり荘
設置主体：
下越障害福
祉事務組合
運営主体：
下越障害福
祉事務組合
運営形態：
公設民営

• 平成9年11月に新発田市より改築移
転し現在に至り新潟県北部の田園地
帯に位置しており自然に恵まれた環
境の中で生活している。
• 建物は口の字型で中庭があり一部2
階建。広さや施設設備、空調設備等
は県内でも屈指の建造物となってい
る。
• 隣に病院（法人立）があり、連携
をとっている。
• 田園地帯に位置していることから
利用者の地域での買物等については
多少の不便がある。
• 給食業務は業者委託である。

・入所者状況は障害別では
100名中94名が知的障害で、
身体障害（2）と精神障害
者（2）。60人が重複障害者
である。
平均年齢は平成17年12月1
日現在、58歳で、年々高齢
化が進んでいる。
・高齢化、病弱化に伴い医
療受診者や入退院が多く
なっている。
・近年リハビリテーション
を取り入れている。
・入所者の2割程度は創立
以来の施設生活者である。
・日常は、能力や希望に応
じて農芸、手芸、軽作業
　機能訓練やゲーム等を中
心にした4班に分かれて活
動し、夏場は数名が近くの
農園で実習をしている。他
にクラブや自治会で潤いの
ある生活を目指している。

特になし 昭和45年
4月1日

地域のニーズに応じて昭和44年1月
に新潟県下越精神薄弱児一部事務組
合（S35年7月設立）が救護施設の建
設運営を決議し、新潟県下越福祉更
生施設一部事務組合と改名し、救護
施設ひまわり荘が開設に至る。

昭和44年1月13日　組合議
会で生活保護法第38条に基
づく救護施設の建設運営議
決新潟県下越福祉更生施設
一部事務組合となる。
昭和44年11月　新発田市三
日市に建設工事を行なう。
昭和45年4月1日　新潟県知
事の認可を受けて50名入
所。
昭和46年3月20日　収容定
員100名となる。
昭和53年6月1日　下越障害
福祉事務組合救護施設ひま
わり荘と名称変更。
平成8年9月　増設や改修を
行なってきたが、老朽化と
6人部屋解消のため、病弱
者対応で病院の近く、地理
的に構成市町村の中心地の
理由から、現在地に建設工
事を行なう。
平成9年11月27日　旧黒川
村（現在地）へ改築移転。
平 成15年11月　 作 業 棟 建
築。

なし



救護施設の動態 135

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

67 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
有明荘
設置主体：
社会福祉法
人　新潟市
有明福祉事
業協会
運営主体：
社会福祉法
人　新潟市
有明福祉事
業協会
運営形態：
社会福祉法
人

新潟市の郊外の住宅地の中にある法
人の施設は下記併設事業に記入
隣接の社会福祉法人施設とあわせて
有明福祉タウンと称されている
・建物3,158.09㎡
・鉄筋コンクリート造2階建
・全室2人部屋

　開設当初、知的障害児通
所施設からの入所者が中心
となり、利用者107名のほ
とんどが知的障害者であ
る。 平 均IQは33で、 こ れ
に加えて身体障害、精神障
害を合併している。
　創立当初からの入所が47
名、30年以上入所が58名と
なっている。
平均年齢58.7歳 

（平成17年4月1日）
平均在所期間24年5ヶ月 

（平成17年4月1日）

保育所、軽
費老人ホー
ムA型、B型、
ケアハウス、
高齢者保健
施設

昭和46年
4月1日

昭和41年当時、新潟市が結核療養所
の跡地を福祉施設とする構想と、定
員20名の知的障害児通所施設の保護
者が自分たちの亡きあとも、安心で
きる施設は救護施設であると設立に
むけて運動したことが結びつき、新
潟市の補助金により昭和46年4月に
開設された。

上記の内容については変更
はないが、平成4年・5年に
改築があり鉄筋平屋建から
2階建になり全室2人部屋と
なる。

なし

68 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ひまわり荘
設置主体：
下越障害福
祉事務組合
運営主体：
下越障害福
祉事務組合
運営形態：
公設民営

• 平成9年11月に新発田市より改築移
転し現在に至り新潟県北部の田園地
帯に位置しており自然に恵まれた環
境の中で生活している。
• 建物は口の字型で中庭があり一部2
階建。広さや施設設備、空調設備等
は県内でも屈指の建造物となってい
る。
• 隣に病院（法人立）があり、連携
をとっている。
• 田園地帯に位置していることから
利用者の地域での買物等については
多少の不便がある。
• 給食業務は業者委託である。

・入所者状況は障害別では
100名中94名が知的障害で、
身体障害（2）と精神障害
者（2）。60人が重複障害者
である。
平均年齢は平成17年12月1
日現在、58歳で、年々高齢
化が進んでいる。
・高齢化、病弱化に伴い医
療受診者や入退院が多く
なっている。
・近年リハビリテーション
を取り入れている。
・入所者の2割程度は創立
以来の施設生活者である。
・日常は、能力や希望に応
じて農芸、手芸、軽作業
　機能訓練やゲーム等を中
心にした4班に分かれて活
動し、夏場は数名が近くの
農園で実習をしている。他
にクラブや自治会で潤いの
ある生活を目指している。

特になし 昭和45年
4月1日

地域のニーズに応じて昭和44年1月
に新潟県下越精神薄弱児一部事務組
合（S35年7月設立）が救護施設の建
設運営を決議し、新潟県下越福祉更
生施設一部事務組合と改名し、救護
施設ひまわり荘が開設に至る。

昭和44年1月13日　組合議
会で生活保護法第38条に基
づく救護施設の建設運営議
決新潟県下越福祉更生施設
一部事務組合となる。
昭和44年11月　新発田市三
日市に建設工事を行なう。
昭和45年4月1日　新潟県知
事の認可を受けて50名入
所。
昭和46年3月20日　収容定
員100名となる。
昭和53年6月1日　下越障害
福祉事務組合救護施設ひま
わり荘と名称変更。
平成8年9月　増設や改修を
行なってきたが、老朽化と
6人部屋解消のため、病弱
者対応で病院の近く、地理
的に構成市町村の中心地の
理由から、現在地に建設工
事を行なう。
平成9年11月27日　旧黒川
村（現在地）へ改築移転。
平 成15年11月　 作 業 棟 建
築。

なし



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3136

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

69 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
名立園
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
社会福祉法
人
運営形態：
公設民営

1. 施設の構造上男女半々の入所であ
る。
2. 開園当初より作業を生活の中心に
据えて取り組んできたが、最近では
高齢化、重度化に伴い日常生活介助・
援助が中心になってきている。
3. 障害があるがため日常生活に支障
がある人たちに生活の場を提供し、
生活訓練、作業、機能訓練を行い平
穏な生活が送れるようにしている。
4. 生活に潤いを与えるためクラブ活
動を取り入れ、行事には自治会の意
見を反映し、季節が実感できるもの
にしている。
5. 家族は「名立園家族会」という組
織があり、園の運営に協力的だが利
用している人が生涯名立園で安定し
た生活を送ることを希望している。

1.利用者108名のうち106名
が知的障害者である。
2.半数以上（58名）の入所
者が昭和55年の開設当初か
らの利用である。
3.年齢幅が32歳から85歳ま
である。
4.開園後26年が経過し、平
均年齢が62歳となり65歳以
上の人も39名を数える。

無し 昭和55年
4月1日

当時は対象地域の人口が34万人で
あったが救護施設はなく、その一方
で入所措置を必要とする人は204名
を数えた、その人たちは家族の介助
や遠方の施設で暮らしたりしてい
た。こうした実態を踏まえて53年9
月の地域の連絡協議会で救護施設の
設置を決議するに至った。

55年定員100名で開園
63年既存の建物内改修を行
い、緊急入所枠で8名を受
入れ108名となり現在に至
る。

無し

70 富
山
県

施設の名称：
救 護 施 設　
八尾園
設置主体：
社会福祉法
人　白皇山
保護園
運営主体：
社会福祉法
人　白皇山
保護園
運営形態：
回答なし

　立山連峰富山平野の一望出来る風
光明媚な高台に施設があり、14年に
採光、通風、重度者対応、バリアフ
リーで障害者の対応、プライバシー
の尊厳、癒し交流の空間などを考慮
した近代的な施設に改築された。県
内唯一の救護施設であり、路上生活
者、精神病院退院者の入所にも対応
している。ブロック製作、園芸、陶
芸等の施設内作業でブロックの安価
販売、鉢花、花苗の提供、陶芸教室
で施設が持つ専門技術による地域へ
の還元と、開かれた施設、地域に根
ざした施設を目指している。

　当園は、49年間の長い歴
史を持つため平均在所期間
が17年と長く高齢者重度者
が多い。平均年齢は66歳、
トイレ誘導15％、おむつ使
用者18％、入浴介助45％、
食事介助43％、排泄介助
35％、車椅子歩行器使用者
28％と介助必要者が非常に
多い。しかし身体的に健康
でブロック製作、陶芸、園
芸、室内等の作業参加者が
49％いて多種多様である。
精神障害者も多く55％と
なっている。家族との交流
も少なく面会率37％であ
る。

回答なし 昭和32年
11月1日

当園は大正5年9月にお寺の慈善事業
として開設され、障害者70名を預か
り、昭和13年10月生活扶助による更
生私設社会事業として指定され、昭
和24年私設を野積村（村営）が借用
し、浮浪者、不遇者、戦災者、引揚
者、あるいは前科者の更生施設とし
て生活保護法による知事認可を得て
救護施設白皇保護園としてスタート
する。（定員50名）現在は救護施設
八尾園として運営する。（定員200名）

S32. 11　町村合併と同時
に村営から社会福祉法人に
切り替え、厚生大臣の認可
を得て救護施設白皇保護園
として経営する（定員50名）
S37. 11　 定 員50名 を75名
に変更
S40. 10　定員75名を100名
に変更
S43. 4　定員100名を110名
に変更
S45. 3　八尾町福島前山10
番地に移転　定員110名を
130名に変更
S47. 8　救護施設八尾園に
名称変更する
S49. 4　定員140名を170名
に変更
S59. 11　 定 員170名 を200
名に変更

回答なし



救護施設の動態 137

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

69 新
潟
県

施設の名称：
救 護 施 設　
名立園
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
社会福祉法
人
運営形態：
公設民営

1. 施設の構造上男女半々の入所であ
る。
2. 開園当初より作業を生活の中心に
据えて取り組んできたが、最近では
高齢化、重度化に伴い日常生活介助・
援助が中心になってきている。
3. 障害があるがため日常生活に支障
がある人たちに生活の場を提供し、
生活訓練、作業、機能訓練を行い平
穏な生活が送れるようにしている。
4. 生活に潤いを与えるためクラブ活
動を取り入れ、行事には自治会の意
見を反映し、季節が実感できるもの
にしている。
5. 家族は「名立園家族会」という組
織があり、園の運営に協力的だが利
用している人が生涯名立園で安定し
た生活を送ることを希望している。

1.利用者108名のうち106名
が知的障害者である。
2.半数以上（58名）の入所
者が昭和55年の開設当初か
らの利用である。
3.年齢幅が32歳から85歳ま
である。
4.開園後26年が経過し、平
均年齢が62歳となり65歳以
上の人も39名を数える。

無し 昭和55年
4月1日

当時は対象地域の人口が34万人で
あったが救護施設はなく、その一方
で入所措置を必要とする人は204名
を数えた、その人たちは家族の介助
や遠方の施設で暮らしたりしてい
た。こうした実態を踏まえて53年9
月の地域の連絡協議会で救護施設の
設置を決議するに至った。

55年定員100名で開園
63年既存の建物内改修を行
い、緊急入所枠で8名を受
入れ108名となり現在に至
る。

無し

70 富
山
県

施設の名称：
救 護 施 設　
八尾園
設置主体：
社会福祉法
人　白皇山
保護園
運営主体：
社会福祉法
人　白皇山
保護園
運営形態：
回答なし

　立山連峰富山平野の一望出来る風
光明媚な高台に施設があり、14年に
採光、通風、重度者対応、バリアフ
リーで障害者の対応、プライバシー
の尊厳、癒し交流の空間などを考慮
した近代的な施設に改築された。県
内唯一の救護施設であり、路上生活
者、精神病院退院者の入所にも対応
している。ブロック製作、園芸、陶
芸等の施設内作業でブロックの安価
販売、鉢花、花苗の提供、陶芸教室
で施設が持つ専門技術による地域へ
の還元と、開かれた施設、地域に根
ざした施設を目指している。

　当園は、49年間の長い歴
史を持つため平均在所期間
が17年と長く高齢者重度者
が多い。平均年齢は66歳、
トイレ誘導15％、おむつ使
用者18％、入浴介助45％、
食事介助43％、排泄介助
35％、車椅子歩行器使用者
28％と介助必要者が非常に
多い。しかし身体的に健康
でブロック製作、陶芸、園
芸、室内等の作業参加者が
49％いて多種多様である。
精神障害者も多く55％と
なっている。家族との交流
も少なく面会率37％であ
る。

回答なし 昭和32年
11月1日

当園は大正5年9月にお寺の慈善事業
として開設され、障害者70名を預か
り、昭和13年10月生活扶助による更
生私設社会事業として指定され、昭
和24年私設を野積村（村営）が借用
し、浮浪者、不遇者、戦災者、引揚
者、あるいは前科者の更生施設とし
て生活保護法による知事認可を得て
救護施設白皇保護園としてスタート
する。（定員50名）現在は救護施設
八尾園として運営する。（定員200名）

S32. 11　町村合併と同時
に村営から社会福祉法人に
切り替え、厚生大臣の認可
を得て救護施設白皇保護園
として経営する（定員50名）
S37. 11　 定 員50名 を75名
に変更
S40. 10　定員75名を100名
に変更
S43. 4　定員100名を110名
に変更
S45. 3　八尾町福島前山10
番地に移転　定員110名を
130名に変更
S47. 8　救護施設八尾園に
名称変更する
S49. 4　定員140名を170名
に変更
S59. 11　 定 員170名 を200
名に変更

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

71 石
川
県

施設の名称：
三谷の里と
きわ苑
設置主体：
社会福祉法
人　金沢市
民生協会
運営主体：
金沢市民生
委員
運営形態：
民設民営

　昭和6年の開設より現在までに大
きく変化した事は利用者の接遇であ
るが、職員の働く喜び、利用者がこ
の施設に入所してよかったとおもう
ことを常に念頭に置き初足以来、幾
多の先人により培われた社会福祉の
伝統と人間愛の理念をもった施設の
運営。

　三障害（身体、知的、精
神）だけでなく生活障害を
含む多様な重複障害を有す
る利用者受け入れている
が、特に最近の入所利用者
は生活困難者で他に受け入
れ先がなく、施設利用と
なっている。
　また病院での治療が終
わっても退院先がなく、入
所する利用者も増えてい
る。（精神障害を除く）

ときわ病院
（精神科単
科）268床
福祉ホ－ム
Ｂ型　すま
いる　20床
地域支援セ
ンタ－　の
のいち
グル－プホ
－ム　ツバ
キ　7床

昭和6年2
月6日

昭和4年2月　金沢方面委員（現民生
委員）社会調査の結果、精神病者、
家庭窮状打開策として精神病者を保
護収容する目的で、金沢市は土地を
買収、建物を建設し、その経営を金
沢市方面委員事業助成会に委託、鈴
見保護所として精神病者、行路病者
3名を収容し開設した。

昭和9年5月19日　財団法人
となる
昭和22年2月1日　金沢市民
生協会と改称
昭和22年2月1日　常盤町保
護所開設（100名）
旧生活保護法の規定による
保護施設として認可
昭和22年2月1日　財団法人
から社会福祉法人に変更
第二常盤園に変更
昭和37年4月　定員150名に
変更　
昭和39年3月31日　金沢市
鈴見町に新築移転
平成12年11月13日　三谷の
里ときわ苑に変更
平成12年11月15日　金沢市
高坂町に新築移転

回答なし パ ン フ
レットあ
り

72 石
川
県

施設の名称：
救 護 施 設　
三陽ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　陽風園
運営主体：
社会福祉法
人　陽風園
運営形態：
民設民営

　三陽ホームの居住棟は3階建てで3
階が男子寮、2階が女子寮、1階が重
度寮となっていますが、エレベータ
で車椅子の方でも自由に行き来がで
きます。
　金沢市の中心部に近く、緑多き住
宅地という恵まれた環境にありま
す。交通の便も良く、ご家族の面会
にも便利であるほか、コンビニ・大
型ショッピングセンター等も近くに
あり、買物・散歩など日常生活を営
むための立地条件を備えています。

　平均年齢が65歳を超え、
年々高齢化かつ重度化して
います。身体・知的・精神
障害者がそれぞれ3分1づつ
程入所し、利用者も複雑多
様化しています。最近では
ホームレスの入所が増えつ
つあります。

養 護 老 人
ホーム
特別養護老
人ホーム
診療所
知的障害者
更生施設
社会就労セ
ンター
保育所
通 所 介 護
サービスセ
ンター
生活支援セ
ンター
訪問介護
在宅介護相
談センター
短期入所

昭和29年
11月1日

明治6年、「園祖・小野太三郎」生活
に難儀する目の不自由な人のため
に、金沢市木ノ新保に家屋一棟を購
入し、20数名を救護、この小野救養
所が、現在の陽風園に至る福祉施設
の源流となる。
明治12年　金沢市彦三にその他家屋
6連を購入、生活困窮者200余名を収
容
明治38年　金沢市常磐町に新院舎竣
工移転、「小野慈善院」と呼称　財
団法人の認可を受ける
昭和7年　救護法の実施に伴い、救
護施設の認可
昭和9年　現在の金沢市三口新町に
移転
昭和22年　生活保護法による収容保
護施設の認可
昭和27年　財団法人組織を社会福法
人組織に変更認可
　「社会福祉法人　小野陽風園」
昭和29年 生活保護法にもとづく救
護施設の設置経営認可

昭和39年　 
救護施設の定員192名から
100名に変更
昭和44年　 
社会福祉法人　小野陽風園
を「陽風園」に変更
昭和57年　 
固有名称を救護施設　三陽
ホームとする

回答なし



救護施設の動態 139

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

71 石
川
県

施設の名称：
三谷の里と
きわ苑
設置主体：
社会福祉法
人　金沢市
民生協会
運営主体：
金沢市民生
委員
運営形態：
民設民営

　昭和6年の開設より現在までに大
きく変化した事は利用者の接遇であ
るが、職員の働く喜び、利用者がこ
の施設に入所してよかったとおもう
ことを常に念頭に置き初足以来、幾
多の先人により培われた社会福祉の
伝統と人間愛の理念をもった施設の
運営。

　三障害（身体、知的、精
神）だけでなく生活障害を
含む多様な重複障害を有す
る利用者受け入れている
が、特に最近の入所利用者
は生活困難者で他に受け入
れ先がなく、施設利用と
なっている。
　また病院での治療が終
わっても退院先がなく、入
所する利用者も増えてい
る。（精神障害を除く）

ときわ病院
（精神科単
科）268床
福祉ホ－ム
Ｂ型　すま
いる　20床
地域支援セ
ンタ－　の
のいち
グル－プホ
－ム　ツバ
キ　7床

昭和6年2
月6日

昭和4年2月　金沢方面委員（現民生
委員）社会調査の結果、精神病者、
家庭窮状打開策として精神病者を保
護収容する目的で、金沢市は土地を
買収、建物を建設し、その経営を金
沢市方面委員事業助成会に委託、鈴
見保護所として精神病者、行路病者
3名を収容し開設した。

昭和9年5月19日　財団法人
となる
昭和22年2月1日　金沢市民
生協会と改称
昭和22年2月1日　常盤町保
護所開設（100名）
旧生活保護法の規定による
保護施設として認可
昭和22年2月1日　財団法人
から社会福祉法人に変更
第二常盤園に変更
昭和37年4月　定員150名に
変更　
昭和39年3月31日　金沢市
鈴見町に新築移転
平成12年11月13日　三谷の
里ときわ苑に変更
平成12年11月15日　金沢市
高坂町に新築移転

回答なし パ ン フ
レットあ
り

72 石
川
県

施設の名称：
救 護 施 設　
三陽ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　陽風園
運営主体：
社会福祉法
人　陽風園
運営形態：
民設民営

　三陽ホームの居住棟は3階建てで3
階が男子寮、2階が女子寮、1階が重
度寮となっていますが、エレベータ
で車椅子の方でも自由に行き来がで
きます。
　金沢市の中心部に近く、緑多き住
宅地という恵まれた環境にありま
す。交通の便も良く、ご家族の面会
にも便利であるほか、コンビニ・大
型ショッピングセンター等も近くに
あり、買物・散歩など日常生活を営
むための立地条件を備えています。

　平均年齢が65歳を超え、
年々高齢化かつ重度化して
います。身体・知的・精神
障害者がそれぞれ3分1づつ
程入所し、利用者も複雑多
様化しています。最近では
ホームレスの入所が増えつ
つあります。

養 護 老 人
ホーム
特別養護老
人ホーム
診療所
知的障害者
更生施設
社会就労セ
ンター
保育所
通 所 介 護
サービスセ
ンター
生活支援セ
ンター
訪問介護
在宅介護相
談センター
短期入所

昭和29年
11月1日

明治6年、「園祖・小野太三郎」生活
に難儀する目の不自由な人のため
に、金沢市木ノ新保に家屋一棟を購
入し、20数名を救護、この小野救養
所が、現在の陽風園に至る福祉施設
の源流となる。
明治12年　金沢市彦三にその他家屋
6連を購入、生活困窮者200余名を収
容
明治38年　金沢市常磐町に新院舎竣
工移転、「小野慈善院」と呼称　財
団法人の認可を受ける
昭和7年　救護法の実施に伴い、救
護施設の認可
昭和9年　現在の金沢市三口新町に
移転
昭和22年　生活保護法による収容保
護施設の認可
昭和27年　財団法人組織を社会福法
人組織に変更認可
　「社会福祉法人　小野陽風園」
昭和29年 生活保護法にもとづく救
護施設の設置経営認可

昭和39年　 
救護施設の定員192名から
100名に変更
昭和44年　 
社会福祉法人　小野陽風園
を「陽風園」に変更
昭和57年　 
固有名称を救護施設　三陽
ホームとする

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

73 石
川
県

施設の名称：
社会福祉法
人　松原愛
育会　救護
施設　七尾
更生園
設置主体：
社会福祉法
人　松原愛
育会
運営主体：
社会福祉法
人　松原愛
育会
運営形態：
民立民営

　作業支援については本人に無理の
ない様能率や作業収益を求めず、
個々に合わせた支援内容としてい
る。
　生活支援については作業支援に参
加困難な利用者、園内自立に向けた
利用者の支援を行っている。
　居宅訓練事業については今年度よ
り開始し、外勤活動を含め自立生活
に移行出来る支援を行っている。そ
の他レクリエーション活動等につい
ては地域の人々と交流する場も多く
計画し実施している。

　園利用者の80%を精神障
害者が占めており、知的障
害、身体障害者、自立生活
困難者の順である。
　男性利用者57名、女性利
用者40名計97名（H18.1.10
現在）利用者の年齢層は40
代から80代であり、男性平
均年齢は63.8歳、女性平均
年齢は63.5歳であり園全体
の平均年齢は63.7歳となっ
ている。
　入園期間に関しては30年
以上の利用者が11名、20～
30年で28名、15～20年が12
名と15年以上の入園者が半
数を占めている。

居宅訓練事
業　平成17
年10月 認
可。平成18
年3月31日
まで

昭和54年
1月

当時、精神障害者の社会復帰施設が
なく病院から退院しても行き場のな
い人、直ぐに社会生活に対応出来な
い人達の為に病院と社会を繋ぐ社会
復帰施設（中間施設）として更生施
設として開設。後に定員を増員、救
護施設として発足し、現在に至る。

昭和30年4月松原愛育会は
精神障害者更生施設設立を
決議し、七尾市本府中町6
番地の土地を建設用地とし
て購入。同年8月施設の建
物に供するため、金沢広坂
協会の建物を譲り受ける。同
年10月管理棟完成。昭和31
年5月収容棟完成。
昭和31年10月生活保護法に
よる更生施設として七尾更生
園の開設認可が下る。（定
員30名）昭和44年4月収容
棟老朽化により収容建設用
地として七尾市本府中町ワ
部35-36番 地 の 用 地 購 入。
昭和45年4月新収容棟完成。
昭和53年3月定員増を図るた
め、収容棟増築用地として
七尾市本府中町ワ部34番地
の土地を購入
昭和54年1月収容増築工事
完成（国・県補助金）定員
を50名から80名とし、更生施
設を救護施設に変更し新発
足する。
平成7年9月収容棟老朽化に
より七尾市中挟町い部12番
地に新築移転。それに伴い
定員を80名から90名に変更
し、現在に至る。

更生施設七尾
更生園
　 昭 和31年10
月開設

74 福
井
県

施設の名称：
救 護 施 設　
大野荘
設置主体：
社会福祉法
人　大野福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　大野福
祉会
運営形態：
社会福祉法
人　大野福
祉会

　生活保護法に第38条第2項の規定
により、身体または精神上に著しい
欠陥があるために、独立して日常生
活の用を弁ずることのできない要保
護者を支援し、生活の扶助を行うこ
とを目的としている。現在、複雑多
様な障害者が入所しており、今後更
に高齢化・重度化が進む中で適切な
支援の基に生活・作業・リハビリ・
自活訓練・外勤実習等各種のサービ
スを提供し、利用者生活向上と自立
支援を図る。

年齢構成（平成17年3月1日
現在）
平均年齢　男 64.1歳　 
女 63.9歳　計64.0歳
在籍年数（平成17年3月1日
現在）
平均年数　男 16年8ヶ月　 
女 20年2ヶ月　計 18年5ヶ月
障害の状況　 
身体障害のみ　3.4％　 
知的障害のみ　27.4％　 
精神障害のみ　48.6％　 
重複障害　14.4％　 
その他病弱者生活障害　5.5％　 
障害なし　0.7％　

知的障害者
更正施設む
つみ園
知的障害者
グ ル ー プ
ホーム
精神障害者
グ ル ー プ
ホーム
障害児（者）
短期入所事
業

昭和35年
5月1日

現在、県下に該当者600名を数える
人々が、不遇に嘆きつつある状態で
ある。よってこのたびお年玉付き年
賀はがきの寄付金によって本県に救
護施設の新築をみるに至りましたの
で、ここに於いてかかる不遇の要保
護者に対し正常な社会人として生活
し得るよう、生活扶助を行うことを
目的として社会福祉事業法に基いて
社会福祉法人大野荘を設立し、不遇
者の生活安定と国民道義の確立に資
し社会の安定秩序に貢献せんとする
ものであります。―設立趣意書より
―

昭和35年5月1日　事業開始　
定員90名
昭和37年11月1日　定員150
名に変更
昭和45年4月1日　精神薄弱
者更正施設「希望園」 定
員40名設立
昭和48年2月　別法人に分
離財産分与
昭和52年4月1日　精神薄弱
者更正施設むつみ園事業開
始定員50名　救護施設大野
荘定員50名に変更
昭和54年3月31日　法人名を
社会福祉法人大野福祉会と
改称
昭和61年2月28日　大野荘こ
ぶし寮増築
昭和61年4月1日　むつみ園
あかね寮・地域交流ホームを
増築し定員を60名に変更
平成6年8月31日　大野福祉
会体育館・けやき寮増築
平成11年4月1日　むつみ園
の名称を知的障害者更正施
設に変更
平成11年10月1日　むつみ園
グループホーム開所「たんぽ
ぽ」
平成13年8月1日　大野荘グ
ループホーム開所「さわらび」
平成16年10月1日　大野荘グ
ループホーム開所「かささぎ」

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

73 石
川
県

施設の名称：
社会福祉法
人　松原愛
育会　救護
施設　七尾
更生園
設置主体：
社会福祉法
人　松原愛
育会
運営主体：
社会福祉法
人　松原愛
育会
運営形態：
民立民営

　作業支援については本人に無理の
ない様能率や作業収益を求めず、
個々に合わせた支援内容としてい
る。
　生活支援については作業支援に参
加困難な利用者、園内自立に向けた
利用者の支援を行っている。
　居宅訓練事業については今年度よ
り開始し、外勤活動を含め自立生活
に移行出来る支援を行っている。そ
の他レクリエーション活動等につい
ては地域の人々と交流する場も多く
計画し実施している。

　園利用者の80%を精神障
害者が占めており、知的障
害、身体障害者、自立生活
困難者の順である。
　男性利用者57名、女性利
用者40名計97名（H18.1.10
現在）利用者の年齢層は40
代から80代であり、男性平
均年齢は63.8歳、女性平均
年齢は63.5歳であり園全体
の平均年齢は63.7歳となっ
ている。
　入園期間に関しては30年
以上の利用者が11名、20～
30年で28名、15～20年が12
名と15年以上の入園者が半
数を占めている。

居宅訓練事
業　平成17
年10月 認
可。平成18
年3月31日
まで

昭和54年
1月

当時、精神障害者の社会復帰施設が
なく病院から退院しても行き場のな
い人、直ぐに社会生活に対応出来な
い人達の為に病院と社会を繋ぐ社会
復帰施設（中間施設）として更生施
設として開設。後に定員を増員、救
護施設として発足し、現在に至る。

昭和30年4月松原愛育会は
精神障害者更生施設設立を
決議し、七尾市本府中町6
番地の土地を建設用地とし
て購入。同年8月施設の建
物に供するため、金沢広坂
協会の建物を譲り受ける。同
年10月管理棟完成。昭和31
年5月収容棟完成。
昭和31年10月生活保護法に
よる更生施設として七尾更生
園の開設認可が下る。（定
員30名）昭和44年4月収容
棟老朽化により収容建設用
地として七尾市本府中町ワ
部35-36番 地 の 用 地 購 入。
昭和45年4月新収容棟完成。
昭和53年3月定員増を図るた
め、収容棟増築用地として
七尾市本府中町ワ部34番地
の土地を購入
昭和54年1月収容増築工事
完成（国・県補助金）定員
を50名から80名とし、更生施
設を救護施設に変更し新発
足する。
平成7年9月収容棟老朽化に
より七尾市中挟町い部12番
地に新築移転。それに伴い
定員を80名から90名に変更
し、現在に至る。

更生施設七尾
更生園
　 昭 和31年10
月開設

74 福
井
県

施設の名称：
救 護 施 設　
大野荘
設置主体：
社会福祉法
人　大野福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　大野福
祉会
運営形態：
社会福祉法
人　大野福
祉会

　生活保護法に第38条第2項の規定
により、身体または精神上に著しい
欠陥があるために、独立して日常生
活の用を弁ずることのできない要保
護者を支援し、生活の扶助を行うこ
とを目的としている。現在、複雑多
様な障害者が入所しており、今後更
に高齢化・重度化が進む中で適切な
支援の基に生活・作業・リハビリ・
自活訓練・外勤実習等各種のサービ
スを提供し、利用者生活向上と自立
支援を図る。

年齢構成（平成17年3月1日
現在）
平均年齢　男 64.1歳　 
女 63.9歳　計64.0歳
在籍年数（平成17年3月1日
現在）
平均年数　男 16年8ヶ月　 
女 20年2ヶ月　計 18年5ヶ月
障害の状況　 
身体障害のみ　3.4％　 
知的障害のみ　27.4％　 
精神障害のみ　48.6％　 
重複障害　14.4％　 
その他病弱者生活障害　5.5％　 
障害なし　0.7％　

知的障害者
更正施設む
つみ園
知的障害者
グ ル ー プ
ホーム
精神障害者
グ ル ー プ
ホーム
障害児（者）
短期入所事
業

昭和35年
5月1日

現在、県下に該当者600名を数える
人々が、不遇に嘆きつつある状態で
ある。よってこのたびお年玉付き年
賀はがきの寄付金によって本県に救
護施設の新築をみるに至りましたの
で、ここに於いてかかる不遇の要保
護者に対し正常な社会人として生活
し得るよう、生活扶助を行うことを
目的として社会福祉事業法に基いて
社会福祉法人大野荘を設立し、不遇
者の生活安定と国民道義の確立に資
し社会の安定秩序に貢献せんとする
ものであります。―設立趣意書より
―

昭和35年5月1日　事業開始　
定員90名
昭和37年11月1日　定員150
名に変更
昭和45年4月1日　精神薄弱
者更正施設「希望園」 定
員40名設立
昭和48年2月　別法人に分
離財産分与
昭和52年4月1日　精神薄弱
者更正施設むつみ園事業開
始定員50名　救護施設大野
荘定員50名に変更
昭和54年3月31日　法人名を
社会福祉法人大野福祉会と
改称
昭和61年2月28日　大野荘こ
ぶし寮増築
昭和61年4月1日　むつみ園
あかね寮・地域交流ホームを
増築し定員を60名に変更
平成6年8月31日　大野福祉
会体育館・けやき寮増築
平成11年4月1日　むつみ園
の名称を知的障害者更正施
設に変更
平成11年10月1日　むつみ園
グループホーム開所「たんぽ
ぽ」
平成13年8月1日　大野荘グ
ループホーム開所「さわらび」
平成16年10月1日　大野荘グ
ループホーム開所「かささぎ」

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

75 山
梨
県

施設の名称：
甲府市光風
寮
設置主体：
甲府市
運営主体：
甲府市社会
福祉事業団
運営形態：
公設民営

建物は3棟（管理棟・男子棟・女子棟）
で、平屋建てです。
居室は和室で1部屋に3～4人で生活
しています。
入寮者の心身の状態に合わせた自主
性を育てるとともに、
日常生活に必要な身辺自立の促進を
はかること、集団生活を通して社会
性を身につけさせることを指導して
います。

　現在、47～91歳までの入
寮者がいます。平均年齢
67.1歳と全体的に高齢化
し、65歳以上が全体の5割
を占めています。また平均
在寮年数が25.5年と長くい
る人が多いのも特徴です。
　様々な障害のある人が入
寮しており、障害の重度化、
重複化と高齢化に伴う病気
の重度化が進んでいます。

回答なし 回答なし 昭和22年9月、善光寺住職が生活の
場のない人達の救済の手段として境
内の一部を開放し、更生施設として
発足。その後、昭和34年3月に甲府
市に移管。生活保護法の適用認可さ
れ、救護施設となる。

昭和22年9月、善光寺住職
が生活の場のない人達の救
済の手段として境内の一部
を開放し、更生施設として
発足。その後、昭和34年3
月に甲府市に移管。生活保
護法の適用認可され、救護
施設となる。昭和53年3月
に施設の老朽化と県道北バ
イパス建設の関係により現
所在地へ移転改築。平成10
年4月より、甲府市社会福
祉事業団に運営を委託。

回答なし

76 山
梨
県

施設の名称：
甲州市　鈴
宮寮
設置主体：
甲州市
運営主体：
甲州市
運営形態：
甲州市立

　昭和37年6月開設入寮定員50名で
スタートし、昭和50年4月拡張増員30
名、30年余り経過し、老朽化のため、
平成16年4月より平成18年3月に改築
工事が完了します。
　入寮者も高齢のため全館バリアフ
リー、居室4名定員20室、介護事務室、
診療室、浴室、理髪室、洗濯乾燥室、
食堂、会議室、集会室、談話コーナー、
作業室等です。

平成18年1月現在72名の入
所者男46名、女26名平均年
齢63.5歳、在寮期間平均23
年

なし 昭和37年
6月

身体または精神上の障害により、独
立して日常生活を営むことのできな
い要保護者を入所させ、生活扶助を
行うことを目的とする。

・昭和50年4月拡張増員30
名
・平成17年11月1日より合
併のため甲州市（塩山市・
勝沼町・大和村）名称甲州
市鈴宮寮

回答なし

77 山
梨
県

施設の名称：
清山寮
設置主体：
社会福祉法
人 山 梨 福
祉事業会
運営主体：
社会福祉法
人 山 梨 福
祉事業会
運営形態：
定 員100名　
現 員100名

（男50名 女
50名）

清山寮はそれぞれの家庭であり、支
援する職員は、利用者と一心同体と
なり、地域住民とのかかわりを大切
に、みんなに親しまれる明るい施設
づくりにつとめている。
清山寮の努力目標
1.自主性・自発性の促進
2.人格の尊重と社会性の涵養
3.責任感の助長
4.相互扶助の精神の高揚
5.健康なからだづくり

　設立以来37年が経過して
おり、利用者の平均年齢は
63歳平均在寮期間22年とい
う状況です。利用者の障害
の状況は、80％が中度・重
度の知的障害者で、この10
年以降、精神（統合失調症・
アルコール依存症・うつ病
等）の方や脳血管障害の方
の入所がふえてきている。
最近では、社会生活が困難
な方（ホームレス等）も入
所してきている。その方々の
ほとんどが、多重債務で苦
しんでいたのが現状である。

回答なし 昭和43年
9月1日

別添資料参照 回答なし 回答なし 添付資料
あり

78 長
野
県

施設の名称：
佐久広域救
護施設　清
和寮
設置主体：
佐久広域連
合
運営主体：
佐久広域連
合
運営形態：
公設公営

・入所定員　70名
・現 　員 　77名
・環 　境 　北に浅間山を望み、北
上して流れる千曲川が近接しており、
風光明媚な環境条件を備えている。
・ 立　 地 　 北 信 越 自 動 車 道 佐 久
I.C.から車で20分。長野新幹線佐久平
駅からJR小海線青沼駅まで20分・青
沼駅から徒歩で20分
・年間行事　地域住民参加やボラン
ティアと連携した盆踊大会・文化祭
を中心に、四季折々の行事を開催。
・生活目標　6：15起床　22：00消灯

・障害別…重複障害を含め
約70％が精神障害者
・入所期間別…平均入所期
間　約17年
・年齢別…平均年齢　約66
歳
高齢化の進行とともに介護
度合も年々高まっている。

なし 昭和56年
4月1日

昭和35年、施設が所在する臼田町外
8カ市町村救護施設組合が開設した
救護施設を、佐久地域広域行政事務
組合が継承し、現在地に開設。

H12. 4. 1：運営主体の名称
変更

「佐久地域行政事務組合」
→「佐久広域連合」
H17. 4. 1：市町村合併によ
る施設所在地の変更

「臼田町大字北川557」 
→「佐久市北川557」

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

75 山
梨
県

施設の名称：
甲府市光風
寮
設置主体：
甲府市
運営主体：
甲府市社会
福祉事業団
運営形態：
公設民営

建物は3棟（管理棟・男子棟・女子棟）
で、平屋建てです。
居室は和室で1部屋に3～4人で生活
しています。
入寮者の心身の状態に合わせた自主
性を育てるとともに、
日常生活に必要な身辺自立の促進を
はかること、集団生活を通して社会
性を身につけさせることを指導して
います。

　現在、47～91歳までの入
寮者がいます。平均年齢
67.1歳と全体的に高齢化
し、65歳以上が全体の5割
を占めています。また平均
在寮年数が25.5年と長くい
る人が多いのも特徴です。
　様々な障害のある人が入
寮しており、障害の重度化、
重複化と高齢化に伴う病気
の重度化が進んでいます。

回答なし 回答なし 昭和22年9月、善光寺住職が生活の
場のない人達の救済の手段として境
内の一部を開放し、更生施設として
発足。その後、昭和34年3月に甲府
市に移管。生活保護法の適用認可さ
れ、救護施設となる。

昭和22年9月、善光寺住職
が生活の場のない人達の救
済の手段として境内の一部
を開放し、更生施設として
発足。その後、昭和34年3
月に甲府市に移管。生活保
護法の適用認可され、救護
施設となる。昭和53年3月
に施設の老朽化と県道北バ
イパス建設の関係により現
所在地へ移転改築。平成10
年4月より、甲府市社会福
祉事業団に運営を委託。

回答なし

76 山
梨
県

施設の名称：
甲州市　鈴
宮寮
設置主体：
甲州市
運営主体：
甲州市
運営形態：
甲州市立

　昭和37年6月開設入寮定員50名で
スタートし、昭和50年4月拡張増員30
名、30年余り経過し、老朽化のため、
平成16年4月より平成18年3月に改築
工事が完了します。
　入寮者も高齢のため全館バリアフ
リー、居室4名定員20室、介護事務室、
診療室、浴室、理髪室、洗濯乾燥室、
食堂、会議室、集会室、談話コーナー、
作業室等です。

平成18年1月現在72名の入
所者男46名、女26名平均年
齢63.5歳、在寮期間平均23
年

なし 昭和37年
6月

身体または精神上の障害により、独
立して日常生活を営むことのできな
い要保護者を入所させ、生活扶助を
行うことを目的とする。

・昭和50年4月拡張増員30
名
・平成17年11月1日より合
併のため甲州市（塩山市・
勝沼町・大和村）名称甲州
市鈴宮寮

回答なし

77 山
梨
県

施設の名称：
清山寮
設置主体：
社会福祉法
人 山 梨 福
祉事業会
運営主体：
社会福祉法
人 山 梨 福
祉事業会
運営形態：
定 員100名　
現 員100名

（男50名 女
50名）

清山寮はそれぞれの家庭であり、支
援する職員は、利用者と一心同体と
なり、地域住民とのかかわりを大切
に、みんなに親しまれる明るい施設
づくりにつとめている。
清山寮の努力目標
1.自主性・自発性の促進
2.人格の尊重と社会性の涵養
3.責任感の助長
4.相互扶助の精神の高揚
5.健康なからだづくり

　設立以来37年が経過して
おり、利用者の平均年齢は
63歳平均在寮期間22年とい
う状況です。利用者の障害
の状況は、80％が中度・重
度の知的障害者で、この10
年以降、精神（統合失調症・
アルコール依存症・うつ病
等）の方や脳血管障害の方
の入所がふえてきている。
最近では、社会生活が困難
な方（ホームレス等）も入
所してきている。その方々の
ほとんどが、多重債務で苦
しんでいたのが現状である。

回答なし 昭和43年
9月1日

別添資料参照 回答なし 回答なし 添付資料
あり

78 長
野
県

施設の名称：
佐久広域救
護施設　清
和寮
設置主体：
佐久広域連
合
運営主体：
佐久広域連
合
運営形態：
公設公営

・入所定員　70名
・現 　員 　77名
・環 　境 　北に浅間山を望み、北
上して流れる千曲川が近接しており、
風光明媚な環境条件を備えている。
・ 立　 地 　 北 信 越 自 動 車 道 佐 久
I.C.から車で20分。長野新幹線佐久平
駅からJR小海線青沼駅まで20分・青
沼駅から徒歩で20分
・年間行事　地域住民参加やボラン
ティアと連携した盆踊大会・文化祭
を中心に、四季折々の行事を開催。
・生活目標　6：15起床　22：00消灯

・障害別…重複障害を含め
約70％が精神障害者
・入所期間別…平均入所期
間　約17年
・年齢別…平均年齢　約66
歳
高齢化の進行とともに介護
度合も年々高まっている。

なし 昭和56年
4月1日

昭和35年、施設が所在する臼田町外
8カ市町村救護施設組合が開設した
救護施設を、佐久地域広域行政事務
組合が継承し、現在地に開設。

H12. 4. 1：運営主体の名称
変更

「佐久地域行政事務組合」
→「佐久広域連合」
H17. 4. 1：市町村合併によ
る施設所在地の変更

「臼田町大字北川557」 
→「佐久市北川557」

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

79 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
共和寮
設置主体：
社会福祉法
人　長野市
社会事業協
会
運営主体：
社会福祉法
人　長野市
社会事業協
会
運営形態：
回答なし

生活の質をめざし、きめ細かな援助
と住みよい生活の場を提供してい
る。社会の一員としての責任と自覚
をはぐくむよう努めている。

平均年齢64歳　在籍平均17
年　
精神障害者 5 割　重複障害
者 3 割　身元人との受入の
連絡ある者 3 割
　年々身体機能が低下して
きており、介護業務のウエ
イトが増えてきている

法人として
保育所、老
人 ホ ー ム、
障害児者支
援施設等36
施設運営

昭和8年5
月3日

長野市栗田に救護所として事業開始
（栗田寮）
定数24名

S28.7.1生活保護法による救
護施設として事業開始
S32.6.5定数50名に変更
S33.4.1緊急救護施設として
認可を得る
S39.9.1一般救護施設となる　
定数100名
S43.4.1長野市から社会福祉
法人長野市社会事業協会に
移管
S46.4.1定員93名変更
S51.4.1篠ノ井共和地区に新
築移転　名称共和寮に変更
定数100名に変更
S53.3.1定数110名に変更

S8.5.3救 護 所
として事業開
始　 栗 田 寮　
定数24名
S22.3.31養 老
施設として知
事認可
S25.5.1定 員45
名に変更

80 長
野
県

施設の名称：
社会福祉法
人　伊南福
祉会　救護
施設　順天
寮
設置主体：
社会福祉法
人　伊南福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　伊南福
祉会
運営形態：
特別養護老
人ホーム・
老人保健施
設各1ヶ所、
訪問看護ス
テーション
2ヶ 所、 救
護 施 設1ヶ
所

　古い建物の為、畳部屋に6人で生
活している。現在、増改築工事中に
て平成18年度に一部屋4人となる予
定。
体育館は普段、地域に開放しており
年間延べ300人以上の利用がある。
定員60名

　介護保険法施行後、老人
各種施設への移行が難し
く、平均年齢62.94歳。職
員数、設備面で介護量にも
限界。近年、アルコール依
存症の利用者が増え、全利
用者のおよそ 2 割がアル
コールによる疾患を持って
いる。
12/16現在　全利用者65名
中
身体障害4名・知的障害12
名・精神障害27名・身体＋
知的障害1名・身体＋精神
障害3名・知的障害＋精神
障害13名・身体＋知的＋精
神障害4名・生活障害1名　

無し 昭和34年
4月1日

開設当初は市で運営。詳細問い合わ
せるが不明。

昭和34年4月1日　事業開始　
駒ヶ根市下平にて　定員32
名　第二期工事併せて進行　
駒ヶ根市で運営
昭和35年4月1日　定員50名
に増員
昭和51年3月28日　事業所
を現在地に移転　定員60名
平成6年4月1日　運営を社
会福祉法人伊南福祉会へ移
管

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

79 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
共和寮
設置主体：
社会福祉法
人　長野市
社会事業協
会
運営主体：
社会福祉法
人　長野市
社会事業協
会
運営形態：
回答なし

生活の質をめざし、きめ細かな援助
と住みよい生活の場を提供してい
る。社会の一員としての責任と自覚
をはぐくむよう努めている。

平均年齢64歳　在籍平均17
年　
精神障害者 5 割　重複障害
者 3 割　身元人との受入の
連絡ある者 3 割
　年々身体機能が低下して
きており、介護業務のウエ
イトが増えてきている

法人として
保育所、老
人 ホ ー ム、
障害児者支
援施設等36
施設運営

昭和8年5
月3日

長野市栗田に救護所として事業開始
（栗田寮）
定数24名

S28.7.1生活保護法による救
護施設として事業開始
S32.6.5定数50名に変更
S33.4.1緊急救護施設として
認可を得る
S39.9.1一般救護施設となる　
定数100名
S43.4.1長野市から社会福祉
法人長野市社会事業協会に
移管
S46.4.1定員93名変更
S51.4.1篠ノ井共和地区に新
築移転　名称共和寮に変更
定数100名に変更
S53.3.1定数110名に変更

S8.5.3救 護 所
として事業開
始　 栗 田 寮　
定数24名
S22.3.31養 老
施設として知
事認可
S25.5.1定 員45
名に変更

80 長
野
県

施設の名称：
社会福祉法
人　伊南福
祉会　救護
施設　順天
寮
設置主体：
社会福祉法
人　伊南福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　伊南福
祉会
運営形態：
特別養護老
人ホーム・
老人保健施
設各1ヶ所、
訪問看護ス
テーション
2ヶ 所、 救
護 施 設1ヶ
所

　古い建物の為、畳部屋に6人で生
活している。現在、増改築工事中に
て平成18年度に一部屋4人となる予
定。
体育館は普段、地域に開放しており
年間延べ300人以上の利用がある。
定員60名

　介護保険法施行後、老人
各種施設への移行が難し
く、平均年齢62.94歳。職
員数、設備面で介護量にも
限界。近年、アルコール依
存症の利用者が増え、全利
用者のおよそ 2 割がアル
コールによる疾患を持って
いる。
12/16現在　全利用者65名
中
身体障害4名・知的障害12
名・精神障害27名・身体＋
知的障害1名・身体＋精神
障害3名・知的障害＋精神
障害13名・身体＋知的＋精
神障害4名・生活障害1名　

無し 昭和34年
4月1日

開設当初は市で運営。詳細問い合わ
せるが不明。

昭和34年4月1日　事業開始　
駒ヶ根市下平にて　定員32
名　第二期工事併せて進行　
駒ヶ根市で運営
昭和35年4月1日　定員50名
に増員
昭和51年3月28日　事業所
を現在地に移転　定員60名
平成6年4月1日　運営を社
会福祉法人伊南福祉会へ移
管

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

81 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
れんげ荘
設置主体：
社会福祉法
人　大北社
会福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　大北社
会福祉事業
協会
運営形態：
第一種社会
福祉事業

　様々な障害や疾患を持つ障害者を
受け入れ、支援を要するものの保護
と生活扶助を基礎として、利用者の
自由と人権を尊重し、ともに生きる
場として明るく楽しい雰囲気の中で
一人ひとりが生き甲斐を持ち、その
人らしい豊かな生活の実現の支援と
利用者の幸福の追求に最大限努める
ことを基本とする。職員は、利用者
の複雑、多様化するニ－ズに対応で
きるよう、研修、交流等を通じて、援
助者としての資質の向上を図り、潤い
と活力のある施設づくりに努める。
　また、地域に向けて開かれた施設
として、福祉の拠点になることを指
向し、推進すると共に積極的に社会
活動にも参加し、地域住民との暖か
い交流を図る。

　れんげ荘では、入所利用
者のうち重複障害者40％、
重複障害者を除く精神障害
者48％、知的障害者10％、
その他生活障害者2％です。
　近年は平均年齢64歳と高
齢化、重度化が進んでいま
す。また、入所期間が長い
方では、旧大町福祉園当初
より35年以上在所されてい
る方々をはじめ平均在所年
数21年8ヶ月と長期間です。

回答なし 昭和32年
8月1日

　中信社会福祉事業協会（長野県中
信地区2市4郡「大町市・松本市・北
安曇郡・旧南安曇郡・旧西筑摩郡・
東筑摩郡」が協力）が、社会福祉法
人の設立を図る目的で発足し、2市
長4郡町村会長で構成し検討を進め
てきた。
　その後、設置経営主体を社会福祉
法人大北社会福祉事業協会として大
町市に、生活保護法第38条の3項に
より身体上又は精神上著しい欠陥が
あるために独立して日常生活の用を
弁ずることのできない要保護者を正
常な社会人として生活できるように
するため、救護施設を設置し現在に
至る。

昭和32年8月　大町福祉園
（定員32名）事業開始
昭和35年3月　定員48名に
増員
昭和39年4月　定員50名に
増員
昭和40年10月　増築工事竣
工し定員60名に増員
昭和57年10月　移転改築、
れんげ荘と改称し定員
80名で開所

回答なし Ｈ17年度
事業計画
書あり

82 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
阿南富草寮
設置主体：
阿南町
運営主体：
社会福祉法
人　サンあ
なん
運営形態：
公 設 民 営

（ 指 定 管 理
者の指定）

　施設からは、南アルプスと中央ア
ルプスが一望でき、また、眼下に天
竜川を見おろすことができる高台に
建設されております。
　特に力を入れておることは、地域
との関わりであり、地域の小学生・
中学生との定期的な交流会や地域の
祭り、運動会等地域に積極的に参加
し地域に根ざした施設づくりを目指
しております。

利用者150名の平均年齢は
65歳で、最高年齢者は90歳
と利用者の高齢化が進んで
おり、支援の量、質とも変
わってきております。

回答なし 昭和42年
4月1日

　阿南町は、昭和40年代町内全域で
福祉の里づくり構想を進め、地域福
祉サービスの一端を負うべく各種の
福祉施設を創設し福祉の里づくりを
推進してきました。
　この年代には、精神科医療も全国
的な拡大を示し、当町にある県立阿
南病院に精神科が昭和39年に設立さ
れました。このことは、精神障害者
や社会福祉施設への機能・役割は大
きなものとなりました。
　このように、町の福祉構想、町内
の病院に精神科が設立されたこと等
が相まって救護施設開設の運びとな
りました。

昭和42年4月 1日　 
開設　阿南町　定員100名
昭和46年2月26日　 
増設　定員135名
昭和49年4月 1日　 
定員140名
昭和17年4月 1日　 
指定管理者制度により管理
運営を社会福祉法人サンあ
なんが始める。

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

81 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
れんげ荘
設置主体：
社会福祉法
人　大北社
会福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　大北社
会福祉事業
協会
運営形態：
第一種社会
福祉事業

　様々な障害や疾患を持つ障害者を
受け入れ、支援を要するものの保護
と生活扶助を基礎として、利用者の
自由と人権を尊重し、ともに生きる
場として明るく楽しい雰囲気の中で
一人ひとりが生き甲斐を持ち、その
人らしい豊かな生活の実現の支援と
利用者の幸福の追求に最大限努める
ことを基本とする。職員は、利用者
の複雑、多様化するニ－ズに対応で
きるよう、研修、交流等を通じて、援
助者としての資質の向上を図り、潤い
と活力のある施設づくりに努める。
　また、地域に向けて開かれた施設
として、福祉の拠点になることを指
向し、推進すると共に積極的に社会
活動にも参加し、地域住民との暖か
い交流を図る。

　れんげ荘では、入所利用
者のうち重複障害者40％、
重複障害者を除く精神障害
者48％、知的障害者10％、
その他生活障害者2％です。
　近年は平均年齢64歳と高
齢化、重度化が進んでいま
す。また、入所期間が長い
方では、旧大町福祉園当初
より35年以上在所されてい
る方々をはじめ平均在所年
数21年8ヶ月と長期間です。

回答なし 昭和32年
8月1日

　中信社会福祉事業協会（長野県中
信地区2市4郡「大町市・松本市・北
安曇郡・旧南安曇郡・旧西筑摩郡・
東筑摩郡」が協力）が、社会福祉法
人の設立を図る目的で発足し、2市
長4郡町村会長で構成し検討を進め
てきた。
　その後、設置経営主体を社会福祉
法人大北社会福祉事業協会として大
町市に、生活保護法第38条の3項に
より身体上又は精神上著しい欠陥が
あるために独立して日常生活の用を
弁ずることのできない要保護者を正
常な社会人として生活できるように
するため、救護施設を設置し現在に
至る。

昭和32年8月　大町福祉園
（定員32名）事業開始
昭和35年3月　定員48名に
増員
昭和39年4月　定員50名に
増員
昭和40年10月　増築工事竣
工し定員60名に増員
昭和57年10月　移転改築、
れんげ荘と改称し定員
80名で開所

回答なし Ｈ17年度
事業計画
書あり

82 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
阿南富草寮
設置主体：
阿南町
運営主体：
社会福祉法
人　サンあ
なん
運営形態：
公 設 民 営

（ 指 定 管 理
者の指定）

　施設からは、南アルプスと中央ア
ルプスが一望でき、また、眼下に天
竜川を見おろすことができる高台に
建設されております。
　特に力を入れておることは、地域
との関わりであり、地域の小学生・
中学生との定期的な交流会や地域の
祭り、運動会等地域に積極的に参加
し地域に根ざした施設づくりを目指
しております。

利用者150名の平均年齢は
65歳で、最高年齢者は90歳
と利用者の高齢化が進んで
おり、支援の量、質とも変
わってきております。

回答なし 昭和42年
4月1日

　阿南町は、昭和40年代町内全域で
福祉の里づくり構想を進め、地域福
祉サービスの一端を負うべく各種の
福祉施設を創設し福祉の里づくりを
推進してきました。
　この年代には、精神科医療も全国
的な拡大を示し、当町にある県立阿
南病院に精神科が昭和39年に設立さ
れました。このことは、精神障害者
や社会福祉施設への機能・役割は大
きなものとなりました。
　このように、町の福祉構想、町内
の病院に精神科が設立されたこと等
が相まって救護施設開設の運びとな
りました。

昭和42年4月 1日　 
開設　阿南町　定員100名
昭和46年2月26日　 
増設　定員135名
昭和49年4月 1日　 
定員140名
昭和17年4月 1日　 
指定管理者制度により管理
運営を社会福祉法人サンあ
なんが始める。

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

83 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
旭寮
設置主体：

（ 福 ） 信 濃
福祉施設協
会
運営主体：

（ 福 ） 信 濃
福祉施設協
会
運営形態：
民設民営

・長野市の西にある旭山のふもとに
位置するため旭寮と命名した。付近
には、信州大学、長野商業高校、西部
中学、加茂小学校があり、文教地域と
住宅地域に囲まれた環境の中にあ
る。

・定員80名（現員88名）
・平均年齢62.2歳（男性59.8
歳、女性65.2歳）
・在所期間5年以上10年未
満及び20年以上の割合が多
い。（共に約3割）
・障害別では、知的障害、精
神障害が最も多い。（共に
約4割）

ホームレス
支援事業

昭和42年
11月16日

・昭和20年　財団法人（現更生保護
法人）長野司法厚生協会創立
・昭和26年　同財団の付設事業とし
て養護施設塩嶺学園（現児童養護施
設つつじが丘学園）を岡谷市に設立
・昭和27年　同財団の付設事業とし
て養護施設木曽学園を西筑摩郡（現
在の木曽郡）に設立
・昭和28年　社会福祉事業法（現社
会福祉法）の精神に則り、上記2施設
を財団から分離・独立させて社会福
祉法人信濃福祉施設協会を創立
・昭和30年　木曽学園を廃止
・昭和41年　塩嶺学園を移転新築、
つつじが丘学園に改称
・昭和42年　救護施設旭寮を定員50
名で設立

・昭和48年　北棟（3階建
て）を増築。定員80名とす
る。
・昭和53年　創立者西村国
晴氏死去。西村晴彦氏理事
長就任。
・昭和55年　体育館を増築。
・平成8年　旭寮南棟内に
ある長野司法厚生協会の裾
花寮を別棟として新築。
・平成9年　西村晴彦氏が
長野司法厚生協会の理事長
から退く。
・平成13年　当法人のつつ
じが丘学園の運営を、新設
の社会福祉法人つるみね福
祉会に全面移管。
・平成16年　旭寮西側に
あったアパートを買収・改
修し、利用者の居室として
利用する。

回答なし

84 長
野
県

施設の名称：
諏訪広域連
合　救護施
設　八ケ岳
寮
設置主体：
諏訪広域連
合
運営主体：
諏訪広域連
合
運営形態：
公設公営

　昭和45年に開設、平成13～14年度
にかけて全面改築事業を行った。施
設利用者のプライバシー保護のため
の個室化と障害者・高齢者に対する
バリアフリー構造などを取り入れ
た、安全で快適な生活機能の充実し
た施設が完成しハード面での充実が
図られた。
　一方、利用者の高齢化・重度化が
年々進む中で、複雑多様化する利用
者の課題・ニーズに対応できるよう、
ソフト面の充実を図りノーマライ
ゼーションの理念に基づいた個別支
援計画の推進と給食業務の民間委託
による利用者ニーズに応じた業務の
推進を図ることとした。

利用者定員124名（現員134
名 男性64名、女性70名）
利用者の平均年齢63歳　平
均在寮期間21年
　障害状況では精神障害者
48名（男性23名、女性25名）
と知的障害及び知的障害の
合併症83名（男性39名、女
性44名）が主であり身体障
害者が3名（男性2名、女性
1名）である。身体面での
重 度 化 も 進 み､利 用 者 の
ニーズは複雑多様化してい
る。

回答なし 昭和45年
4月1日

昭和43年1月、当時諏訪地方には心
身障害者の受け入れ施設が無く、長
野県手をつなぐ親の会諏訪支部から
諏訪郡内の6市町村に対して、保護
施設（救護施設）設立の強い要望が
あり6市町村の組合立で設立するこ
とになった。

・昭和45年4月1日開設、入
所定員50名（現員55名）
　施設名称　救護施設八ケ
岳寮
　施設所在地　茅野市金沢
4515番地1
設置主体　諏訪郡市6市町
村救護施設組合
運営主体　上記に同じ
運営形態　公設公営
・昭和47年10月定員100名

（現員110名）に増員
・昭和51年　6月定員124名
となる。
・平成10年4月　諏訪広域
行政組合に統合
・平成12年7月　諏訪広域
連合に移行
・平成13年8月　全面改築
事業着工
・平成14年12月　全面改築
事業竣工

回答なし 施設パン
フレット、
Ｈ17年度
事 業 計
画書あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

83 長
野
県

施設の名称：
救 護 施 設　
旭寮
設置主体：

（ 福 ） 信 濃
福祉施設協
会
運営主体：

（ 福 ） 信 濃
福祉施設協
会
運営形態：
民設民営

・長野市の西にある旭山のふもとに
位置するため旭寮と命名した。付近
には、信州大学、長野商業高校、西部
中学、加茂小学校があり、文教地域と
住宅地域に囲まれた環境の中にあ
る。

・定員80名（現員88名）
・平均年齢62.2歳（男性59.8
歳、女性65.2歳）
・在所期間5年以上10年未
満及び20年以上の割合が多
い。（共に約3割）
・障害別では、知的障害、精
神障害が最も多い。（共に
約4割）

ホームレス
支援事業

昭和42年
11月16日

・昭和20年　財団法人（現更生保護
法人）長野司法厚生協会創立
・昭和26年　同財団の付設事業とし
て養護施設塩嶺学園（現児童養護施
設つつじが丘学園）を岡谷市に設立
・昭和27年　同財団の付設事業とし
て養護施設木曽学園を西筑摩郡（現
在の木曽郡）に設立
・昭和28年　社会福祉事業法（現社
会福祉法）の精神に則り、上記2施設
を財団から分離・独立させて社会福
祉法人信濃福祉施設協会を創立
・昭和30年　木曽学園を廃止
・昭和41年　塩嶺学園を移転新築、
つつじが丘学園に改称
・昭和42年　救護施設旭寮を定員50
名で設立

・昭和48年　北棟（3階建
て）を増築。定員80名とす
る。
・昭和53年　創立者西村国
晴氏死去。西村晴彦氏理事
長就任。
・昭和55年　体育館を増築。
・平成8年　旭寮南棟内に
ある長野司法厚生協会の裾
花寮を別棟として新築。
・平成9年　西村晴彦氏が
長野司法厚生協会の理事長
から退く。
・平成13年　当法人のつつ
じが丘学園の運営を、新設
の社会福祉法人つるみね福
祉会に全面移管。
・平成16年　旭寮西側に
あったアパートを買収・改
修し、利用者の居室として
利用する。

回答なし

84 長
野
県

施設の名称：
諏訪広域連
合　救護施
設　八ケ岳
寮
設置主体：
諏訪広域連
合
運営主体：
諏訪広域連
合
運営形態：
公設公営

　昭和45年に開設、平成13～14年度
にかけて全面改築事業を行った。施
設利用者のプライバシー保護のため
の個室化と障害者・高齢者に対する
バリアフリー構造などを取り入れ
た、安全で快適な生活機能の充実し
た施設が完成しハード面での充実が
図られた。
　一方、利用者の高齢化・重度化が
年々進む中で、複雑多様化する利用
者の課題・ニーズに対応できるよう、
ソフト面の充実を図りノーマライ
ゼーションの理念に基づいた個別支
援計画の推進と給食業務の民間委託
による利用者ニーズに応じた業務の
推進を図ることとした。

利用者定員124名（現員134
名 男性64名、女性70名）
利用者の平均年齢63歳　平
均在寮期間21年
　障害状況では精神障害者
48名（男性23名、女性25名）
と知的障害及び知的障害の
合併症83名（男性39名、女
性44名）が主であり身体障
害者が3名（男性2名、女性
1名）である。身体面での
重 度 化 も 進 み､利 用 者 の
ニーズは複雑多様化してい
る。

回答なし 昭和45年
4月1日

昭和43年1月、当時諏訪地方には心
身障害者の受け入れ施設が無く、長
野県手をつなぐ親の会諏訪支部から
諏訪郡内の6市町村に対して、保護
施設（救護施設）設立の強い要望が
あり6市町村の組合立で設立するこ
とになった。

・昭和45年4月1日開設、入
所定員50名（現員55名）
　施設名称　救護施設八ケ
岳寮
　施設所在地　茅野市金沢
4515番地1
設置主体　諏訪郡市6市町
村救護施設組合
運営主体　上記に同じ
運営形態　公設公営
・昭和47年10月定員100名

（現員110名）に増員
・昭和51年　6月定員124名
となる。
・平成10年4月　諏訪広域
行政組合に統合
・平成12年7月　諏訪広域
連合に移行
・平成13年8月　全面改築
事業着工
・平成14年12月　全面改築
事業竣工

回答なし 施設パン
フレット、
Ｈ17年度
事 業 計
画書あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

85 岐
阜
県

施設の名称：
大垣市牧野
華園
設置主体：
大垣市
運営主体：
社会福祉法
人　大垣市
社会福祉事
業団
運営形態：
公設公営

　生活保護法による救護施設「大垣
市牧野華園」は身体上または精神上
著しい障害があるために独立に日常
の生活を営むことができない方に入
所いただき、安定した生活援助を行
います。

　利用者のほとんどが、何
らかの障害や重い疾病を抱
えています。年令は46才か
ら82才で60才以上が78％と
高齢化が進み、身体面の介
助を必要とする利用者も増
えています。また、従来か
ら利用者は知的障害の人が
ほとんどでしたが、最近入
所される人は身体障害や精
神障害といった障害状況で
あり、障害の多様化が目
立っています。

回答なし 昭和34年
4月1日

大垣市が公的福祉施策充実のため、
事業、経営のすべてについて社会福
祉法人大垣市保護協会から移管を受
け、名称を「大垣市牧野華園」とし
て運営する。

S39. 4. 1　施設拡充のため
牧野華園を改築し定員を70
人に増員する。
S43. 4. 1　施設の管理運営
を社会福祉法人大垣市社会
福祉事業団に委託。

回答なし

86 愛
知
県

施設の名称：
名古屋市植
田寮
設置主体：
名古屋市
運営主体：
名古屋市
運営形態：
公設公営

　名古屋市東南部の郊外に位置し、
傾斜地に入所者棟が点在している。
全体に老朽化した建物が多く、全面
的な建て替えも困難な状況にあり、
バリアフリーの観点からも最新の施
設に比して見劣りするのは否めない
が、名古屋市内に2カ所しかない救
護施設の一つとして、併設の更生施
設との連携、ホームレス施策の一翼
を担うなど、今後の救護施設のあり
方とあわせ、処遇の方策を検討して
いるところである。

　上記のように、傾斜地に
立地しているため、車いす
での移動が不可能であり、
体幹機能の重度障害者は入
所していない。反面、知的
障害、精神障害を持つ人の
入所比率が高く、両者の重
複障害も増加傾向にある。
　従ってADL面では「自
立」の比率が高い。また、
最近 10年の間、長期入所
の高齢の人の退所が進み、
それまでの高齢化の進行が
止み、若い入所者が増加し
ている。この間、平均して
20人程度の入所があったが
それを上回る退所者があ
り、入所者数は30人程度の
減少となっており、特に女
性入所者数の減が著しい。
　また最近ではホームレス
の入所も増加しているが、
それまでの生活とのギャップ
から短期退所の例が多い。

更生施設と
の併設

昭和32年
8月22日

　昭和20年10月、戦後の社会情勢を
背景として、住居のない人が、名古
屋市内外はもとより遠隔の地域から
多数、国鉄（現ＪＲ）名古屋駅に流
入するなか、名古屋市厚生局（その
後民生局、現在の健康福祉局）が、
同駅構内に市民生活相談所を設置し
た。
　そうした人たちの受け入れ先とし
て翌21年2月より「同胞援護会名古
屋市友の会」が市内中村区に「中村
寮」を開設し、生活困窮者の保護を
行っていたが、生活保護施設の必要
性が急激に高まり、緊急を要する情
勢となったので、同年11月の「中村
寮」の閉鎖に伴う代替施設として、
名古屋市植田山健民修練場（当時愛
知郡天白村）を改造、転用し、10月
に旧生活保護法による保護施設「植
田寮」（入所定員120名）の認可を受
け、11月1日に開設、中村寮入寮者
のうち16歳から60歳の青年、壮年74
名が植田寮に移り現在地での事業が
始まった（この間、23年に同一敷地
内に青年浮浪者収容施設（名称は当
時のまま）「天白寮」（入所定員50名）
を設置、壮年男子は植田寮、青年男
子は天白寮に分けて入寮させた）。
　昭和25年5月、新生活保護法に基
づく更生施設「植田寮」となる（天
白寮は27年3月末日に閉鎖）。
　一方、32年8月、「植田寮」と同一
敷地内に緊急救護施設（後の救護施
設）「天白寮」（前述の天白寮とは別
の施設）が定員60名で事業開始（施
設長は兼務）、現在の救護施設「植
田寮」の基となった。

昭和47年4月、植田寮、天
白寮の両施設を統合し、救
護・更生の複合施設「植田
寮」となる。このとき救護
施設の定員を140名に変更
する。53年11月、更生施設
の全面改築に伴い定員を
170名に変更し、現在に至っ
ている。
　なお住居表示は、昭和30
年4月の天白村と名古屋市
の合併による昭和区への編
入、50年2月の天白区の昭
和区からの分区を経て、57
年8月の土地区画整理事業
の換地処分により、現在の
地番となる。
　設置主体、運営主体は事
業開始から現在まで名古屋
市による公設公営である。

回答なし Ｈ16年度
事業概要
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

85 岐
阜
県

施設の名称：
大垣市牧野
華園
設置主体：
大垣市
運営主体：
社会福祉法
人　大垣市
社会福祉事
業団
運営形態：
公設公営

　生活保護法による救護施設「大垣
市牧野華園」は身体上または精神上
著しい障害があるために独立に日常
の生活を営むことができない方に入
所いただき、安定した生活援助を行
います。

　利用者のほとんどが、何
らかの障害や重い疾病を抱
えています。年令は46才か
ら82才で60才以上が78％と
高齢化が進み、身体面の介
助を必要とする利用者も増
えています。また、従来か
ら利用者は知的障害の人が
ほとんどでしたが、最近入
所される人は身体障害や精
神障害といった障害状況で
あり、障害の多様化が目
立っています。

回答なし 昭和34年
4月1日

大垣市が公的福祉施策充実のため、
事業、経営のすべてについて社会福
祉法人大垣市保護協会から移管を受
け、名称を「大垣市牧野華園」とし
て運営する。

S39. 4. 1　施設拡充のため
牧野華園を改築し定員を70
人に増員する。
S43. 4. 1　施設の管理運営
を社会福祉法人大垣市社会
福祉事業団に委託。

回答なし

86 愛
知
県

施設の名称：
名古屋市植
田寮
設置主体：
名古屋市
運営主体：
名古屋市
運営形態：
公設公営

　名古屋市東南部の郊外に位置し、
傾斜地に入所者棟が点在している。
全体に老朽化した建物が多く、全面
的な建て替えも困難な状況にあり、
バリアフリーの観点からも最新の施
設に比して見劣りするのは否めない
が、名古屋市内に2カ所しかない救
護施設の一つとして、併設の更生施
設との連携、ホームレス施策の一翼
を担うなど、今後の救護施設のあり
方とあわせ、処遇の方策を検討して
いるところである。

　上記のように、傾斜地に
立地しているため、車いす
での移動が不可能であり、
体幹機能の重度障害者は入
所していない。反面、知的
障害、精神障害を持つ人の
入所比率が高く、両者の重
複障害も増加傾向にある。
　従ってADL面では「自
立」の比率が高い。また、
最近 10年の間、長期入所
の高齢の人の退所が進み、
それまでの高齢化の進行が
止み、若い入所者が増加し
ている。この間、平均して
20人程度の入所があったが
それを上回る退所者があ
り、入所者数は30人程度の
減少となっており、特に女
性入所者数の減が著しい。
　また最近ではホームレス
の入所も増加しているが、
それまでの生活とのギャップ
から短期退所の例が多い。

更生施設と
の併設

昭和32年
8月22日

　昭和20年10月、戦後の社会情勢を
背景として、住居のない人が、名古
屋市内外はもとより遠隔の地域から
多数、国鉄（現ＪＲ）名古屋駅に流
入するなか、名古屋市厚生局（その
後民生局、現在の健康福祉局）が、
同駅構内に市民生活相談所を設置し
た。
　そうした人たちの受け入れ先とし
て翌21年2月より「同胞援護会名古
屋市友の会」が市内中村区に「中村
寮」を開設し、生活困窮者の保護を
行っていたが、生活保護施設の必要
性が急激に高まり、緊急を要する情
勢となったので、同年11月の「中村
寮」の閉鎖に伴う代替施設として、
名古屋市植田山健民修練場（当時愛
知郡天白村）を改造、転用し、10月
に旧生活保護法による保護施設「植
田寮」（入所定員120名）の認可を受
け、11月1日に開設、中村寮入寮者
のうち16歳から60歳の青年、壮年74
名が植田寮に移り現在地での事業が
始まった（この間、23年に同一敷地
内に青年浮浪者収容施設（名称は当
時のまま）「天白寮」（入所定員50名）
を設置、壮年男子は植田寮、青年男
子は天白寮に分けて入寮させた）。
　昭和25年5月、新生活保護法に基
づく更生施設「植田寮」となる（天
白寮は27年3月末日に閉鎖）。
　一方、32年8月、「植田寮」と同一
敷地内に緊急救護施設（後の救護施
設）「天白寮」（前述の天白寮とは別
の施設）が定員60名で事業開始（施
設長は兼務）、現在の救護施設「植
田寮」の基となった。

昭和47年4月、植田寮、天
白寮の両施設を統合し、救
護・更生の複合施設「植田
寮」となる。このとき救護
施設の定員を140名に変更
する。53年11月、更生施設
の全面改築に伴い定員を
170名に変更し、現在に至っ
ている。
　なお住居表示は、昭和30
年4月の天白村と名古屋市
の合併による昭和区への編
入、50年2月の天白区の昭
和区からの分区を経て、57
年8月の土地区画整理事業
の換地処分により、現在の
地番となる。
　設置主体、運営主体は事
業開始から現在まで名古屋
市による公設公営である。

回答なし Ｈ16年度
事業概要
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

87 愛
知
県

施設の名称：
名古屋市厚
生院
設置主体：
名古屋市
運営主体：
名古屋市
運営形態：
公立公営

当施設の前身は、大正15年4月に設
立された救済院で様々な生活困窮
者、自立困難者、傷病者を受け入れ
てきた。社会的状勢の変化、福祉各
法等の整備に合わせて変遷があり、
現在は医療保護施設、介護老人福祉
施設（特別養護老人ホーム）、介護
療養型医療施設と併設されている。

　市内に救護施設が2か所
あるが、当施設には病院併
設であること及び1フロア
であるためから、身体障害
者の入所が多い。
H.17.4.1現在　入所者73人
中、 身 体 障 害 者 は58人

（79.5%）、重度身体障害者
は41人（56.2%）

1　 医 療 保
護施設
2　 介 護 老
人福祉施設

（特別養護
老 人 ホ ー
ム）
3　 介 護 療
養型医療施
設
4　上記2及
び3に お け
るショート
ステイ

大正15年
4月1日

　日露戦争後、軍事費の増大や米価
を中心としたインフレの昂進などに
よって、貧富の階級文化が徐々に生
じつつあった大正2年1月に、明治天
皇のご聖徳を記念するため、慈恵的
な事業として「救済院」の設立を計
画した。
　なお、当時全国的に漸く救済事業
もしくは感化救済事業と呼ばれる事
業が盛んになりつつあった。名古屋
市においても、私人または市内の私
立病院にその救護や取扱いを委託し
ていた行旅死亡人並びに精神病者、
更には、生活に困窮して他から扶養
される道がない者などについては、
名古屋市窮民救助規程によって一定
の金額の支給を行っていたのである
が、これらの処置に遺憾な点が多い
ことなどの理由から、行旅病人、精
神病者並びに窮民を一定の施設へ収
容して救護しなければならないとの
考えから、これらの人々を収容する
社会施設の設置を検討していた。設
立に向けて、積立金条例の制定、寄
附金の募集なども行われ、大正15年
4月に事業開始となった。

T15. 4　名古屋市瑞穂区に
て救済院東山寮として開設

（定員：行旅病人70、精神
病者30、窮民50）
S4. 12　乳幼児、結核患者
収容舎新築
S7. 6　救護法による救護
施設認可収容定員363人（行
旅病人窮民122、高齢者・
障害者90、精神病者65、乳
幼児58、結核患者34、らい
患者4）
S8. 4　精神病舎失火
S9. 4　収容定員363人（行
旅病人窮民122、高齢者・
障害者80、精神病者65、乳
幼児58、結核患者34、らい
患者4）
S14. 12　乳幼児施設若葉
寮が中村区に移転独立
S20. 5　空襲により全建物
の3分の2以上を焼失
S21. 8　生活困窮者緊急生
活援護要綱に基づく第1工
事
S21. 10　旧生活保護法第7
条に基づく保護施設（浮浪
者収容保護施設）として認
可収容定員315人（行旅病
人窮民122、
高齢者・障害者90、精神病
者65、結核患者34、らい患
者4）瑞穂寮に改称
S25. 5　生活保護法第38条
の更生施設として認可児童
福祉法による虚弱児施設と
して認可
S26. 4　生活保護法による
医療保護施設の併設を認可

（収容定員432人：更生施設
200、医療保護施設200、児
童30、らい患者2）
S30. 4　虚弱児施設ひばり
荘が敷地内にて分離独立
S36. 8　更生施設を廃止し、
救護施設を開設特殊養老施
設を建設
S36. 10　瑞穂寮を厚生院に
改称

前身の施設
T.15.4　 名 古
屋市瑞穂区に
て救済院東山
寮として開設
S.21.10　 旧 生
活 保 護 法 第7
条に基づく保
護施設（浮浪
者収容保護施
設）として認
可
S.25.5　 生 活
保護法第38条
の更生施設と
して認可実質
的 な 内 容 は、
更生施設であ
るのか、医療
保護施設であ
るのか判然と
しないまま運
営されてきた
が、病院の位
置づけが明確
で な か っ た
が、 病 院 は
S.26年9月に医
療保護施設と
して認可され
る。
S.36.8　 更 生
施 設 を 廃 止
し、救護施設
となる。社会
的にも一応の
安定を示し始
め 浮 浪 者 と
いった者も少
なくなり、老
齢者や病弱者
が多く、更生
施設対象者な
どの減少もあ
り、更に施設
の内容からみ
ても更生施設
の存続は不適
当との考えか
ら救護施設に
変更する。

施設案内
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

87 愛
知
県

施設の名称：
名古屋市厚
生院
設置主体：
名古屋市
運営主体：
名古屋市
運営形態：
公立公営

当施設の前身は、大正15年4月に設
立された救済院で様々な生活困窮
者、自立困難者、傷病者を受け入れ
てきた。社会的状勢の変化、福祉各
法等の整備に合わせて変遷があり、
現在は医療保護施設、介護老人福祉
施設（特別養護老人ホーム）、介護
療養型医療施設と併設されている。

　市内に救護施設が2か所
あるが、当施設には病院併
設であること及び1フロア
であるためから、身体障害
者の入所が多い。
H.17.4.1現在　入所者73人
中、 身 体 障 害 者 は58人

（79.5%）、重度身体障害者
は41人（56.2%）

1　 医 療 保
護施設
2　 介 護 老
人福祉施設

（特別養護
老 人 ホ ー
ム）
3　 介 護 療
養型医療施
設
4　上記2及
び3に お け
るショート
ステイ

大正15年
4月1日

　日露戦争後、軍事費の増大や米価
を中心としたインフレの昂進などに
よって、貧富の階級文化が徐々に生
じつつあった大正2年1月に、明治天
皇のご聖徳を記念するため、慈恵的
な事業として「救済院」の設立を計
画した。
　なお、当時全国的に漸く救済事業
もしくは感化救済事業と呼ばれる事
業が盛んになりつつあった。名古屋
市においても、私人または市内の私
立病院にその救護や取扱いを委託し
ていた行旅死亡人並びに精神病者、
更には、生活に困窮して他から扶養
される道がない者などについては、
名古屋市窮民救助規程によって一定
の金額の支給を行っていたのである
が、これらの処置に遺憾な点が多い
ことなどの理由から、行旅病人、精
神病者並びに窮民を一定の施設へ収
容して救護しなければならないとの
考えから、これらの人々を収容する
社会施設の設置を検討していた。設
立に向けて、積立金条例の制定、寄
附金の募集なども行われ、大正15年
4月に事業開始となった。

T15. 4　名古屋市瑞穂区に
て救済院東山寮として開設

（定員：行旅病人70、精神
病者30、窮民50）
S4. 12　乳幼児、結核患者
収容舎新築
S7. 6　救護法による救護
施設認可収容定員363人（行
旅病人窮民122、高齢者・
障害者90、精神病者65、乳
幼児58、結核患者34、らい
患者4）
S8. 4　精神病舎失火
S9. 4　収容定員363人（行
旅病人窮民122、高齢者・
障害者80、精神病者65、乳
幼児58、結核患者34、らい
患者4）
S14. 12　乳幼児施設若葉
寮が中村区に移転独立
S20. 5　空襲により全建物
の3分の2以上を焼失
S21. 8　生活困窮者緊急生
活援護要綱に基づく第1工
事
S21. 10　旧生活保護法第7
条に基づく保護施設（浮浪
者収容保護施設）として認
可収容定員315人（行旅病
人窮民122、
高齢者・障害者90、精神病
者65、結核患者34、らい患
者4）瑞穂寮に改称
S25. 5　生活保護法第38条
の更生施設として認可児童
福祉法による虚弱児施設と
して認可
S26. 4　生活保護法による
医療保護施設の併設を認可

（収容定員432人：更生施設
200、医療保護施設200、児
童30、らい患者2）
S30. 4　虚弱児施設ひばり
荘が敷地内にて分離独立
S36. 8　更生施設を廃止し、
救護施設を開設特殊養老施
設を建設
S36. 10　瑞穂寮を厚生院に
改称

前身の施設
T.15.4　 名 古
屋市瑞穂区に
て救済院東山
寮として開設
S.21.10　 旧 生
活 保 護 法 第7
条に基づく保
護施設（浮浪
者収容保護施
設）として認
可
S.25.5　 生 活
保護法第38条
の更生施設と
して認可実質
的 な 内 容 は、
更生施設であ
るのか、医療
保護施設であ
るのか判然と
しないまま運
営されてきた
が、病院の位
置づけが明確
で な か っ た
が、 病 院 は
S.26年9月に医
療保護施設と
して認可され
る。
S.36.8　 更 生
施 設 を 廃 止
し、救護施設
となる。社会
的にも一応の
安定を示し始
め 浮 浪 者 と
いった者も少
なくなり、老
齢者や病弱者
が多く、更生
施設対象者な
どの減少もあ
り、更に施設
の内容からみ
ても更生施設
の存続は不適
当との考えか
ら救護施設に
変更する。

施設案内
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

S38. 8　特殊養老施設は、
老人福祉法の施行に伴い特
別養護老人として認可
S44. 3　第二特別養護老人
ホーム棟及び救護施設棟の
増改築
S47. 4　第三特別養護老人
ホーム棟及び救護施設棟の
増改築（収容定員：救護施
設80、医療保護施設193、
別養護老人ホーム200）
S57. 10　現在地（名古屋市
名東区）に移転
H12. 4　介護保険法施行に
より介護療養型医療施設及
び短期入所（生活、療養）
の介護事業所を開設。特別
養護老人ホームは介護老人
施設として指定を受ける。

88 愛
知
県

施設の名称：
愛知県新生
寮
設置主体：
愛知県
運営主体：
社会福祉法
人　愛知県
厚生事業団
運営形態：
公設民営

昭和23年設置（築57年）
鉄筋コンクリート造平屋建
入所定員120人（男子60人・女子60人）
敷地面積43,498.16㎡
建物面積 2,772.31㎡

定員120人
利用者の平均年齢は全体で
63歳11月

（男子62歳7月・女子65歳2
月）
最高年齢82歳　最低年齢33
歳
65歳 以 上56人 で 全 体 の
46.7％
身体・知的・精神及び重複
障害者108人で全体の90％

なし 昭和27年
9月15日

生活保護法第38条の規程に基づく救
護施設であり、身体上又は精神上著
しい障害があるために日常生活を営
むことが困難な要保護者を入所させ
て、生活扶助を行うことを目的とす
る。

（受託団体の為、詳細は愛知県健康
福祉部医療福祉計画課保護施設グ
ループにお問い合わせください。）

昭和27年9月15日身体障害
者更生援護施設を廃止して
生活保護法による救護施設

（定員50人）とし、併せて
授産並びに職業補導を行う
施設に変更。
昭和33年2月1日授産並びに
職業補導を廃止
昭和34年1月1日定員を100
人に変更
昭和46年4月1日定員を120
人に変更
平成12年4月1日社会福祉法
人愛知県厚生事業団に委託

昭 和23年10月
19日　身体障
害者の入所保
護及び授産
職業補導を行
う更生援護施
設 と し て 設
置。

施設パン
フ レ ッ
ト、Ｈ17
年度事業
概要あり



救護施設の動態 155

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

S38. 8　特殊養老施設は、
老人福祉法の施行に伴い特
別養護老人として認可
S44. 3　第二特別養護老人
ホーム棟及び救護施設棟の
増改築
S47. 4　第三特別養護老人
ホーム棟及び救護施設棟の
増改築（収容定員：救護施
設80、医療保護施設193、
別養護老人ホーム200）
S57. 10　現在地（名古屋市
名東区）に移転
H12. 4　介護保険法施行に
より介護療養型医療施設及
び短期入所（生活、療養）
の介護事業所を開設。特別
養護老人ホームは介護老人
施設として指定を受ける。

88 愛
知
県

施設の名称：
愛知県新生
寮
設置主体：
愛知県
運営主体：
社会福祉法
人　愛知県
厚生事業団
運営形態：
公設民営

昭和23年設置（築57年）
鉄筋コンクリート造平屋建
入所定員120人（男子60人・女子60人）
敷地面積43,498.16㎡
建物面積 2,772.31㎡

定員120人
利用者の平均年齢は全体で
63歳11月

（男子62歳7月・女子65歳2
月）
最高年齢82歳　最低年齢33
歳
65歳 以 上56人 で 全 体 の
46.7％
身体・知的・精神及び重複
障害者108人で全体の90％

なし 昭和27年
9月15日

生活保護法第38条の規程に基づく救
護施設であり、身体上又は精神上著
しい障害があるために日常生活を営
むことが困難な要保護者を入所させ
て、生活扶助を行うことを目的とす
る。

（受託団体の為、詳細は愛知県健康
福祉部医療福祉計画課保護施設グ
ループにお問い合わせください。）

昭和27年9月15日身体障害
者更生援護施設を廃止して
生活保護法による救護施設

（定員50人）とし、併せて
授産並びに職業補導を行う
施設に変更。
昭和33年2月1日授産並びに
職業補導を廃止
昭和34年1月1日定員を100
人に変更
昭和46年4月1日定員を120
人に変更
平成12年4月1日社会福祉法
人愛知県厚生事業団に委託

昭 和23年10月
19日　身体障
害者の入所保
護及び授産
職業補導を行
う更生援護施
設 と し て 設
置。

施設パン
フ レ ッ
ト、Ｈ17
年度事業
概要あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

89 愛
知
県

施設の名称：
愛知県明知
寮
設置主体：
愛知県
運営主体：
社会福祉法
人　愛知県
厚生事業団
運営形態：
公設民営

・管理棟ＲＣ造二階建、寮棟ＲＣ造
二階建（S36年改築）
・8月の盆踊り・11月の明知まつり
を地域交流事業として、地域に開か
れた施設作りをめざしている。

・利用者の8割以上が精神
障害者
・建物が平屋ではない為、
全利用者自立歩行可能
・利用者の平均年齢61.6歳

（H17.4.1現在）
・社会復帰を目的としてい
るが、現実には就労が難し
いので社会復帰は出来てい
ない。

無し 昭和36年
3月16日

生活保護法第38条の規定に基づき設
置

・昭和36年3月16日　救護
施設として設置
・昭和36年4月10日　入所
開始（定員60名）
・平成12年4月1日　愛知県
から社会福祉法人愛知県厚
生事業団に管理運営委託

回答なし

90 三
重
県

施設の名称：
救 護 施 設　
長谷山荘
設置主体：
社会福祉法
人　敬愛会
運営主体：
社会福祉法
人　敬愛会
運営形態：
民設民営

　津市郊外の自然豊かな長谷山の山
麓に生活の場として建設され、居室
は全て一階であり、安心して生活で
きるようになっている。利用される
方々を中心に個々の人権を尊重し、
可能性・全人権的復権を求め、快適
な生活ができるよう最大の努力をし
ている。

　法人が知的障害児入所施
設の設立から出発している
という経緯から、利用者全
体にしめる知的障害者の割
合が多いが、身体障害者・
単身の高齢者・精神障害者・
ホームレス等様々な障害を
持つ方が利用されている。

知的障害者
更 生 施 設

（ 入 所2施
設）
知的障害者
ショートス
テイ
知的障害者
ディサービ
ス
知的障害者
グ ル ー プ
ホーム
特別養護法
人 ホ ー ム

（指定介護
老人施設）
老人ショー
トステイ
老人ホーム
ムヘルプ
老 人 デ ィ
サービス
在宅介護支
援センター

昭和36年
7月1日

当時、知的障害児（精神薄弱児）入
所施設「津長谷山学園」の加齢化が
問題となり初め、知的障害者（精神
薄弱者）更生施設の設立を考えてい
た時期であったが、津市運営の救護
施設「民生寮」が都市整備事業によ
り移転を余儀なくされていたこと
と、救護施設が加齢児の受け皿とし
ても考えられるということで、当法
人が津市より民生寮・厚生施設「清
和寮」の建物の無償譲渡を受け、救
護施設「民生寮」の利用者24名を引
き継ぎ、民設民営の救護施設「長谷
山荘」（定員30名）として開設する。

昭和38年（1963年）増築に
ともない定員を50名とす
る。
昭和45年（1971年）増築に
ともない定員を70名とす
る。
平成　3年（1991年）建物
の老朽化にともない法人近
隣地に新築移転。翌年定員
を100名とし現在に至る。

利用者の特徴の変化として
は、開設当時より法人併設
の知的障害児施設において
の加齢児の受け皿的役割も
あり、知的障害者の方が大
半を占めていたが、精神障
害者の社会的入院が表面化
してきた1990年代より精神
障害者の利用が増えはじ
め、最近ではそれに併せ単
身の高齢者、ホームレス、
高次脳機能障害等の障害を
持つ方の利用もあり、障害
の多様化が進んでいる。ま
た、平成12年（2000年）の
介護保険法施行により、救
護施設が適用外施設となり
高齢者（要介護状態）の高
齢者施設への移行がスムー
ズに行かず、高齢化に拍車
をかけている。

回答なし 施設、法
人パンフ
レットあ
り



救護施設の動態 157

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

89 愛
知
県

施設の名称：
愛知県明知
寮
設置主体：
愛知県
運営主体：
社会福祉法
人　愛知県
厚生事業団
運営形態：
公設民営

・管理棟ＲＣ造二階建、寮棟ＲＣ造
二階建（S36年改築）
・8月の盆踊り・11月の明知まつり
を地域交流事業として、地域に開か
れた施設作りをめざしている。

・利用者の8割以上が精神
障害者
・建物が平屋ではない為、
全利用者自立歩行可能
・利用者の平均年齢61.6歳

（H17.4.1現在）
・社会復帰を目的としてい
るが、現実には就労が難し
いので社会復帰は出来てい
ない。

無し 昭和36年
3月16日

生活保護法第38条の規定に基づき設
置

・昭和36年3月16日　救護
施設として設置
・昭和36年4月10日　入所
開始（定員60名）
・平成12年4月1日　愛知県
から社会福祉法人愛知県厚
生事業団に管理運営委託

回答なし

90 三
重
県

施設の名称：
救 護 施 設　
長谷山荘
設置主体：
社会福祉法
人　敬愛会
運営主体：
社会福祉法
人　敬愛会
運営形態：
民設民営

　津市郊外の自然豊かな長谷山の山
麓に生活の場として建設され、居室
は全て一階であり、安心して生活で
きるようになっている。利用される
方々を中心に個々の人権を尊重し、
可能性・全人権的復権を求め、快適
な生活ができるよう最大の努力をし
ている。

　法人が知的障害児入所施
設の設立から出発している
という経緯から、利用者全
体にしめる知的障害者の割
合が多いが、身体障害者・
単身の高齢者・精神障害者・
ホームレス等様々な障害を
持つ方が利用されている。

知的障害者
更 生 施 設

（ 入 所2施
設）
知的障害者
ショートス
テイ
知的障害者
ディサービ
ス
知的障害者
グ ル ー プ
ホーム
特別養護法
人 ホ ー ム

（指定介護
老人施設）
老人ショー
トステイ
老人ホーム
ムヘルプ
老 人 デ ィ
サービス
在宅介護支
援センター

昭和36年
7月1日

当時、知的障害児（精神薄弱児）入
所施設「津長谷山学園」の加齢化が
問題となり初め、知的障害者（精神
薄弱者）更生施設の設立を考えてい
た時期であったが、津市運営の救護
施設「民生寮」が都市整備事業によ
り移転を余儀なくされていたこと
と、救護施設が加齢児の受け皿とし
ても考えられるということで、当法
人が津市より民生寮・厚生施設「清
和寮」の建物の無償譲渡を受け、救
護施設「民生寮」の利用者24名を引
き継ぎ、民設民営の救護施設「長谷
山荘」（定員30名）として開設する。

昭和38年（1963年）増築に
ともない定員を50名とす
る。
昭和45年（1971年）増築に
ともない定員を70名とす
る。
平成　3年（1991年）建物
の老朽化にともない法人近
隣地に新築移転。翌年定員
を100名とし現在に至る。

利用者の特徴の変化として
は、開設当時より法人併設
の知的障害児施設において
の加齢児の受け皿的役割も
あり、知的障害者の方が大
半を占めていたが、精神障
害者の社会的入院が表面化
してきた1990年代より精神
障害者の利用が増えはじ
め、最近ではそれに併せ単
身の高齢者、ホームレス、
高次脳機能障害等の障害を
持つ方の利用もあり、障害
の多様化が進んでいる。ま
た、平成12年（2000年）の
介護保険法施行により、救
護施設が適用外施設となり
高齢者（要介護状態）の高
齢者施設への移行がスムー
ズに行かず、高齢化に拍車
をかけている。

回答なし 施設、法
人パンフ
レットあ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

91 三
重
県

施設の名称：
社会福祉法
人　救護施
設　菰野陽
気園
設置主体：
社会福祉法
人　菰野陽
気園
運営主体：
社会福祉法
人　菰野陽
気園
運営形態：
社会福祉法
人　菰野陽
気園

　御在所岳の山麓菰野町に生活施設
として建設された。自然に満ちた環
境で、地域住民との交流等を通じ、
利用者の自立を可能にできる様、援
助、協力を行っている。

身体障害：8％
知的障害：27％
精神障害：13％
重複障害：35％
その他　：17％

回答なし 昭和41年
5月1日

施設利用を希望する人々に、豊かで
文化的な生活を提供し、心身の状態
に応じて生きがいとゆとりのある生
活を営ませる目的で開設する。

事業開始　昭和41年　4月
定員50名になる　昭和45年　
4月
定員70名になる　昭和49年　
4月
定員100名になる　昭和57
年10月
定員120名になる　昭和59
年11月
定員170名になる　平成元
年　7月

回答なし

92 滋
賀
県

施設の名称：
救 護 施 設　
滋賀保護院
設置主体：
社会福祉法
人　滋賀同
仁会
運営主体：
社会福祉法
人　滋賀同
仁会
運営形態：
回答なし

　霊峰比叡と比良の山並み、歴史あ
る三井寺・石山寺と、豊かな水をた
たえる琵琶湖の美しい景勝に恵まれ
た環境にあります。
　利用者は37歳から90歳（平均66歳）
で、身体や精神に障害などがあり、
日常生活を営むことが困難である人
が安全で、安心して楽しく生活して
います。
　施設では、人権の尊重と公正で平
等な地域社会への参加を目標に、社
会生活に適応できる訓練指導と自立
支援に努めています。
　また、障害の程度に応じ、生花・
習字・陶芸・音楽・民踊・園芸等の
クラブに参加し、趣味と創造の喜び
を通じてみんな明るく仲良く過ごし
ています。そして地域の色々な行事
に参加し、交流を深めています。

定員100名（1月1日現在入
所者103名）
・年齢構成としては、最年
少齢37歳・最年長齢90歳

（女性）で、60歳から69歳
が45％で平均66.1歳である。
・在所期間は1年未満6人で
最長は53年5ヶ月であり平
均23年3ヶ月となっている。
・障害の程度は、知的障害
47名、精神障害14名、身体
障害11名、重複障害14名、
障害なし17名となっている
・療育手帳交付者61名、身
体障害者手帳24名、精神障
害者手帳16名である。

養 護 老 人
ホーム「大
津老人ホー
ム」
特別養護老
人 ホ ー ム

「千寿の郷」
ケアハウス

「千寿の郷」

昭和28年
6月1日

昭和4年に滋賀県方面委員大津支部
後援会が発足し、大津市三井寺山内
善法院滋賀県育児院の一部を借り受
けて養老事業を開始、当初は3名の
入所に始まり、昭和6年には30名と
なって、昭和20年には戦災者の収容
保護にあたり対象者は急増、戦後憲
法改正により慈善的社会事業制度が
改まり、生活保護法が施行され内容
の整備充実に努め病弱者寮・夫婦寮
の新設等の整備をおこない、大津老
人ホームと滋賀保護院に分離して、
昭和28年6月1日に救護施設「滋賀保
護院」として現在に至る。

昭和4年11月3日　養老事業
開始
昭和8年2月1日　救護法に
よる養老院設置許可
昭和16年8月1日　財団法人
大津社会事業協会設立許可
昭和21年12月5日　生活保
護法により養老施設「滋賀
保護院」設置許可
昭和27年5月17日　財団法
人を組織変更し「社会福祉
法人滋賀保護院」設立許可
昭和28年6月1日　生活保護
法による救護施設「滋賀保
護院」設置許可定員20名
昭和29年3月30日　定員50
名
昭和33年3月30日　居室棟
増築定員100名
昭和39年9月1日　「社会福
祉法人滋賀保護院」を「社
会福祉法人滋賀同仁会」に
変更
昭和54年3月31日　木造平
屋を鉄筋2階建に改築

回答なし 施設パン
フレット
あり



救護施設の動態 159

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

91 三
重
県

施設の名称：
社会福祉法
人　救護施
設　菰野陽
気園
設置主体：
社会福祉法
人　菰野陽
気園
運営主体：
社会福祉法
人　菰野陽
気園
運営形態：
社会福祉法
人　菰野陽
気園

　御在所岳の山麓菰野町に生活施設
として建設された。自然に満ちた環
境で、地域住民との交流等を通じ、
利用者の自立を可能にできる様、援
助、協力を行っている。

身体障害：8％
知的障害：27％
精神障害：13％
重複障害：35％
その他　：17％

回答なし 昭和41年
5月1日

施設利用を希望する人々に、豊かで
文化的な生活を提供し、心身の状態
に応じて生きがいとゆとりのある生
活を営ませる目的で開設する。

事業開始　昭和41年　4月
定員50名になる　昭和45年　
4月
定員70名になる　昭和49年　
4月
定員100名になる　昭和57
年10月
定員120名になる　昭和59
年11月
定員170名になる　平成元
年　7月

回答なし

92 滋
賀
県

施設の名称：
救 護 施 設　
滋賀保護院
設置主体：
社会福祉法
人　滋賀同
仁会
運営主体：
社会福祉法
人　滋賀同
仁会
運営形態：
回答なし

　霊峰比叡と比良の山並み、歴史あ
る三井寺・石山寺と、豊かな水をた
たえる琵琶湖の美しい景勝に恵まれ
た環境にあります。
　利用者は37歳から90歳（平均66歳）
で、身体や精神に障害などがあり、
日常生活を営むことが困難である人
が安全で、安心して楽しく生活して
います。
　施設では、人権の尊重と公正で平
等な地域社会への参加を目標に、社
会生活に適応できる訓練指導と自立
支援に努めています。
　また、障害の程度に応じ、生花・
習字・陶芸・音楽・民踊・園芸等の
クラブに参加し、趣味と創造の喜び
を通じてみんな明るく仲良く過ごし
ています。そして地域の色々な行事
に参加し、交流を深めています。

定員100名（1月1日現在入
所者103名）
・年齢構成としては、最年
少齢37歳・最年長齢90歳

（女性）で、60歳から69歳
が45％で平均66.1歳である。
・在所期間は1年未満6人で
最長は53年5ヶ月であり平
均23年3ヶ月となっている。
・障害の程度は、知的障害
47名、精神障害14名、身体
障害11名、重複障害14名、
障害なし17名となっている
・療育手帳交付者61名、身
体障害者手帳24名、精神障
害者手帳16名である。

養 護 老 人
ホーム「大
津老人ホー
ム」
特別養護老
人 ホ ー ム

「千寿の郷」
ケアハウス

「千寿の郷」

昭和28年
6月1日

昭和4年に滋賀県方面委員大津支部
後援会が発足し、大津市三井寺山内
善法院滋賀県育児院の一部を借り受
けて養老事業を開始、当初は3名の
入所に始まり、昭和6年には30名と
なって、昭和20年には戦災者の収容
保護にあたり対象者は急増、戦後憲
法改正により慈善的社会事業制度が
改まり、生活保護法が施行され内容
の整備充実に努め病弱者寮・夫婦寮
の新設等の整備をおこない、大津老
人ホームと滋賀保護院に分離して、
昭和28年6月1日に救護施設「滋賀保
護院」として現在に至る。

昭和4年11月3日　養老事業
開始
昭和8年2月1日　救護法に
よる養老院設置許可
昭和16年8月1日　財団法人
大津社会事業協会設立許可
昭和21年12月5日　生活保
護法により養老施設「滋賀
保護院」設置許可
昭和27年5月17日　財団法
人を組織変更し「社会福祉
法人滋賀保護院」設立許可
昭和28年6月1日　生活保護
法による救護施設「滋賀保
護院」設置許可定員20名
昭和29年3月30日　定員50
名
昭和33年3月30日　居室棟
増築定員100名
昭和39年9月1日　「社会福
祉法人滋賀保護院」を「社
会福祉法人滋賀同仁会」に
変更
昭和54年3月31日　木造平
屋を鉄筋2階建に改築

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

93 滋
賀
県

施設の名称：
滋賀県立日
野渓園
設置主体：
滋賀県
運営主体：
社会福祉法
人　滋賀県
社会福祉事
業団
運営形態：
設置主体よ
り運営主体
に運営委託

日野渓園は、滋賀県の東南部の、周
辺は田園が広がり、東に鈴鹿連峰を
望む、自然環境の豊かな所にある。
敷地面積　12, 435.43㎡
建物面積　3, 666.37㎡
建物構造　鉄筋コンクリート平屋建て
管理棟、機能回復訓練室、作業棟
男子棟、女子棟、特別棟、洗濯室、
屋外運動場、

1. 定員　100人
　1月20日現在の利用者の
状況
　男子57人、　女子39人　
計96人
2. 障害の状況（実人員）
　身体障害　37人
　精神障害　35人
　知的障害　63人
3. 利用者の平均年齢 　 
　男性　59.84歳
　女性　60.68歳
　全体　60.17歳
4. 昭和45年6月1日の開設
から1年以内に入所した利
用者が現在でも15人在所し
ているが、障害が重複して
おり、社会復帰や他の施設
への移行が困難である。
5. 日常生活動作について、
全体で約60％の人が自立し
ているが、40％は全介助又
は一部介助が必要である。

無し 昭和45年
6月1日

「滋賀県救護施設の設置および管理
に関する条例」により開設されてい
るが、開設理由および経緯について
は資料がないので、記載できない。

該当無し。 回答なし

94 滋
賀
県

施設の名称：
救 護 施 設　
さわやか荘
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
生活保護法
に基づく救
護施設　民
設民営

1. 利用者サービス
①個別支援計画を作成して利用者そ
れぞれの自立に向けた支援を行う。
②質の高いサービスの提供で事故を
未然に回避できるよう、リスクマネ
ジメントに取り組む。
2. 地域との連携
①運動会や夏祭り等のイベントを地
域の方と共に行って利用者との交流
をはかる。
②知的障害者のグループホームのバッ
クアップ施設として、地域で生活する
障害を持つ方々の支援を行う。
3. その他
　長期入院者や居宅生活希望者への
社会資源が乏しく、また受け入れも
困難なため、実施機関のある大阪へ
の移動で対応している。

・自立度の高い利用者が多
く、館内作業や他の福祉施
設へ出向いての館外作業に
取り組んだり、施設内での
ボランティア活動を日課と
する利用者が9割をしめる。
・居宅保護や就労希望、老
人ホームへの施設変更など
で昨年度は、定員50名の利
用者の半数が退所した。ま
た、ほぼ同数を新入所者と
して受け入れている。

グ ル ー プ
ホーム（知
的障害者地
域生活援助
事業）

昭和60年
7月1日

法人本部のある大阪市内から離れ
た、自然環境に恵まれた滋賀県の琵
琶湖岸、今津に「他立から自立へ」「依
存から自立へ」を合い言葉に、自主
自立（律）の精神を基本理念として
開設された。

「入所者の特長」
開所当初から救護施設の入
所者としては比較的ＡＤＬ
の高い方が多く、作業訓練
や、施設内でのボランティ
ア活動を日課とする方が多
い。

昭 和52年12月
に「生活訓練
センターさわ
やか荘」とし
て開設。昭和
6 0 年 7 月に救
護施設に転用。

H P のコ
ピーと施
設紹介の
添付あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

93 滋
賀
県

施設の名称：
滋賀県立日
野渓園
設置主体：
滋賀県
運営主体：
社会福祉法
人　滋賀県
社会福祉事
業団
運営形態：
設置主体よ
り運営主体
に運営委託

日野渓園は、滋賀県の東南部の、周
辺は田園が広がり、東に鈴鹿連峰を
望む、自然環境の豊かな所にある。
敷地面積　12, 435.43㎡
建物面積　3, 666.37㎡
建物構造　鉄筋コンクリート平屋建て
管理棟、機能回復訓練室、作業棟
男子棟、女子棟、特別棟、洗濯室、
屋外運動場、

1. 定員　100人
　1月20日現在の利用者の
状況
　男子57人、　女子39人　
計96人
2. 障害の状況（実人員）
　身体障害　37人
　精神障害　35人
　知的障害　63人
3. 利用者の平均年齢 　 
　男性　59.84歳
　女性　60.68歳
　全体　60.17歳
4. 昭和45年6月1日の開設
から1年以内に入所した利
用者が現在でも15人在所し
ているが、障害が重複して
おり、社会復帰や他の施設
への移行が困難である。
5. 日常生活動作について、
全体で約60％の人が自立し
ているが、40％は全介助又
は一部介助が必要である。

無し 昭和45年
6月1日

「滋賀県救護施設の設置および管理
に関する条例」により開設されてい
るが、開設理由および経緯について
は資料がないので、記載できない。

該当無し。 回答なし

94 滋
賀
県

施設の名称：
救 護 施 設　
さわやか荘
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
生活保護法
に基づく救
護施設　民
設民営

1. 利用者サービス
①個別支援計画を作成して利用者そ
れぞれの自立に向けた支援を行う。
②質の高いサービスの提供で事故を
未然に回避できるよう、リスクマネ
ジメントに取り組む。
2. 地域との連携
①運動会や夏祭り等のイベントを地
域の方と共に行って利用者との交流
をはかる。
②知的障害者のグループホームのバッ
クアップ施設として、地域で生活する
障害を持つ方々の支援を行う。
3. その他
　長期入院者や居宅生活希望者への
社会資源が乏しく、また受け入れも
困難なため、実施機関のある大阪へ
の移動で対応している。

・自立度の高い利用者が多
く、館内作業や他の福祉施
設へ出向いての館外作業に
取り組んだり、施設内での
ボランティア活動を日課と
する利用者が9割をしめる。
・居宅保護や就労希望、老
人ホームへの施設変更など
で昨年度は、定員50名の利
用者の半数が退所した。ま
た、ほぼ同数を新入所者と
して受け入れている。

グ ル ー プ
ホーム（知
的障害者地
域生活援助
事業）

昭和60年
7月1日

法人本部のある大阪市内から離れ
た、自然環境に恵まれた滋賀県の琵
琶湖岸、今津に「他立から自立へ」「依
存から自立へ」を合い言葉に、自主
自立（律）の精神を基本理念として
開設された。

「入所者の特長」
開所当初から救護施設の入
所者としては比較的ＡＤＬ
の高い方が多く、作業訓練
や、施設内でのボランティ
ア活動を日課とする方が多
い。

昭 和52年12月
に「生活訓練
センターさわ
やか荘」とし
て開設。昭和
6 0 年 7 月に救
護施設に転用。

H P のコ
ピーと施
設紹介の
添付あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

95 滋
賀
県

施設の名称：
救 護 施 設　
橡生の里
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民設民営

・滋賀県と福井県の県境に位置し、
周囲を山と川に囲まれた過疎化が進
む地域の中にある。
・滋賀県今津町にありながら大阪市
所管の施設であり、利用者の95％が
大阪からの措置で入所している。
・定員　160名
・居室　2人部屋と1人部屋のみ

・入所は、大阪市一次保護
所や野宿者巡廻相談室から
のケースが多く、いわゆる
生活障害と呼ばれる利用者
の占める割合が多い。
・敷金支給で居宅保護を受
けるケースも増えており、
入退所が多い。
・開所して14年を過ぎ、身
体障害・知的障害等障害が
重度化している。
・利用者は男性のみ
　平均年齢　59歳

なし 1992年6
月1日

　法人本部は大阪市西成区にある。
大阪市ではホームレスが増加し、入
所施設の増設が必要となったが、大
阪においては必要な建設場所が確保
できなかった。
　今津町においては、同法人により、
平成60年に定員50名の救護施設が認
可されており、橡生の里の建設地に
おいて農作業を実施していた。同地
区住民との関係も良好で、了解が得
られたため開設するに至った。

「入所者定員」
　平成16年4月1日
定員　150名から160名に変
更

なし

96 滋
賀
県

施設の名称：
角川ヴィラ
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
生活保護法
による救護
施設　民設
民営

1. 利用者に対して
・安全･安心のサービスを第一に、
多様な障害や課題を
もつ利用者のニーズを捉えたサービ
スを心掛けている
・利用者のエンパワメントを尊重し、
個別支援計画書を作成して自立に向
けた利用者主体の問題解決を支援し
ている。
2. 地域に対して
・定員数よりはるかに少ない過疎世
帯住民に対して福祉
理解を求めるとともに、地域行事・
防災協定等を通して地域交流を続け
ている。
3. その他
・長期入院者、居宅希望者には社会
資源が乏しく、地元の受入も難しく、
実施機関の所在する大阪への移動で
対応している。

・多種多様な障害を抱えて
ニーズの掘り起こしが難し
い。
・年齢は26歳～91歳と幅広
く、平均年齢は63歳。60歳
台が全体の6割を占める。
・在籍期間の平均は3年、3
年未満が半数以上を占め、
出入りが多い。新規の入所
者は年齢層が下がり、50歳
台が増えている。
・就労自立の退所率より介
護度が増えたり、認知症等
での入院退所率が高くなっ
ている。

回答なし 1996年7
月17日

大阪市内実施機関の被保護者の増
加、ホームレスの受入に大阪自彊館
の本部施設満床が続くことから、滋
賀県今津町角川の所有地に施設開設
の運びとなった。

「入所者の特徴」
開設当初から比べると、身
体障害、精神障害者の入所
依頼が多く、バリアフリー
の建物構造だが、身体障害
者の受入れに浴場・食事室
での対応が苦慮している。
また、精神障害では境界型
と重複型が増え、通院、入
院での受入病院の確保に追
われている。

その他は変更なし

回答なし 施設パン
フレット
あり

97 京
都
府

施設の名称：
京都府立洛
南寮
設置主体：
京都府
運営主体：
社会福祉法
人　京都府
社会福祉事
業団
運営形態：
平成 1 8 年 5
月末までは
事業団に委
託
平成18年6
月より指定
管理委託

　身体上又は精神上著しい障害があ
るため、独立して居宅での日常生活
が困難な要保護の方、身体・知的・
精神の障害の他、生活障害やホーム
レスの方、また重複して障害のある
ため他方の制度では受け入れられに
くい方など、障害の種類を問わず積
極的に受け入れている。京都府内唯
一の救護施設として、健康で文化的
な生活水準を維持する最終的なセー
フティーネットとしての役割を担っ
ている。
　うるおいとやすらぎのある施設を
めざし、利用者1人ひとりの基本的
人権が尊重され「生きがい」を持ち、
よりよい環境で安心して日常生活を
送れることを目指している。

平成17年度末で、
平均年齢64.3才 その内訳は
男性52人　平均年齢62.5才
女性48人　平均年齢66.0才

障害者手帳では（重複有り）
　身体障害者手帳所持26名
　療育手帳所持者　40名
　精神保健手帳所持者45名
　手帳なし　3名

養 護 老 人
ホーム（定
員100名）を
同じ敷地内
に併設して
いる。

昭和22年
2月28日

昭和22年2月28日　京都市左京区岩
倉に京都府立洛北寮（養老施設・救
護施設）を設置

昭和35年10月1日　洛北寮
（養老施設）を田辺町田辺
に移転
昭和36年5月1日　救護施設
を洛南寮敷地内に移転
昭和39年4月1日　京都府立
洛南寮と改称
昭和57年6月23日　京都府
立洛南寮を田辺町大住に改
築移転
昭和57年8月1日　洛南寮の
管理運営を京都府社会福祉
事業団へ委託

回答なし



救護施設の動態 163

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

95 滋
賀
県

施設の名称：
救 護 施 設　
橡生の里
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民設民営

・滋賀県と福井県の県境に位置し、
周囲を山と川に囲まれた過疎化が進
む地域の中にある。
・滋賀県今津町にありながら大阪市
所管の施設であり、利用者の95％が
大阪からの措置で入所している。
・定員　160名
・居室　2人部屋と1人部屋のみ

・入所は、大阪市一次保護
所や野宿者巡廻相談室から
のケースが多く、いわゆる
生活障害と呼ばれる利用者
の占める割合が多い。
・敷金支給で居宅保護を受
けるケースも増えており、
入退所が多い。
・開所して14年を過ぎ、身
体障害・知的障害等障害が
重度化している。
・利用者は男性のみ
　平均年齢　59歳

なし 1992年6
月1日

　法人本部は大阪市西成区にある。
大阪市ではホームレスが増加し、入
所施設の増設が必要となったが、大
阪においては必要な建設場所が確保
できなかった。
　今津町においては、同法人により、
平成60年に定員50名の救護施設が認
可されており、橡生の里の建設地に
おいて農作業を実施していた。同地
区住民との関係も良好で、了解が得
られたため開設するに至った。

「入所者定員」
　平成16年4月1日
定員　150名から160名に変
更

なし

96 滋
賀
県

施設の名称：
角川ヴィラ
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
生活保護法
による救護
施設　民設
民営

1. 利用者に対して
・安全･安心のサービスを第一に、
多様な障害や課題を
もつ利用者のニーズを捉えたサービ
スを心掛けている
・利用者のエンパワメントを尊重し、
個別支援計画書を作成して自立に向
けた利用者主体の問題解決を支援し
ている。
2. 地域に対して
・定員数よりはるかに少ない過疎世
帯住民に対して福祉
理解を求めるとともに、地域行事・
防災協定等を通して地域交流を続け
ている。
3. その他
・長期入院者、居宅希望者には社会
資源が乏しく、地元の受入も難しく、
実施機関の所在する大阪への移動で
対応している。

・多種多様な障害を抱えて
ニーズの掘り起こしが難し
い。
・年齢は26歳～91歳と幅広
く、平均年齢は63歳。60歳
台が全体の6割を占める。
・在籍期間の平均は3年、3
年未満が半数以上を占め、
出入りが多い。新規の入所
者は年齢層が下がり、50歳
台が増えている。
・就労自立の退所率より介
護度が増えたり、認知症等
での入院退所率が高くなっ
ている。

回答なし 1996年7
月17日

大阪市内実施機関の被保護者の増
加、ホームレスの受入に大阪自彊館
の本部施設満床が続くことから、滋
賀県今津町角川の所有地に施設開設
の運びとなった。

「入所者の特徴」
開設当初から比べると、身
体障害、精神障害者の入所
依頼が多く、バリアフリー
の建物構造だが、身体障害
者の受入れに浴場・食事室
での対応が苦慮している。
また、精神障害では境界型
と重複型が増え、通院、入
院での受入病院の確保に追
われている。

その他は変更なし

回答なし 施設パン
フレット
あり

97 京
都
府

施設の名称：
京都府立洛
南寮
設置主体：
京都府
運営主体：
社会福祉法
人　京都府
社会福祉事
業団
運営形態：
平成 1 8 年 5
月末までは
事業団に委
託
平成18年6
月より指定
管理委託

　身体上又は精神上著しい障害があ
るため、独立して居宅での日常生活
が困難な要保護の方、身体・知的・
精神の障害の他、生活障害やホーム
レスの方、また重複して障害のある
ため他方の制度では受け入れられに
くい方など、障害の種類を問わず積
極的に受け入れている。京都府内唯
一の救護施設として、健康で文化的
な生活水準を維持する最終的なセー
フティーネットとしての役割を担っ
ている。
　うるおいとやすらぎのある施設を
めざし、利用者1人ひとりの基本的
人権が尊重され「生きがい」を持ち、
よりよい環境で安心して日常生活を
送れることを目指している。

平成17年度末で、
平均年齢64.3才 その内訳は
男性52人　平均年齢62.5才
女性48人　平均年齢66.0才

障害者手帳では（重複有り）
　身体障害者手帳所持26名
　療育手帳所持者　40名
　精神保健手帳所持者45名
　手帳なし　3名

養 護 老 人
ホーム（定
員100名）を
同じ敷地内
に併設して
いる。

昭和22年
2月28日

昭和22年2月28日　京都市左京区岩
倉に京都府立洛北寮（養老施設・救
護施設）を設置

昭和35年10月1日　洛北寮
（養老施設）を田辺町田辺
に移転
昭和36年5月1日　救護施設
を洛南寮敷地内に移転
昭和39年4月1日　京都府立
洛南寮と改称
昭和57年6月23日　京都府
立洛南寮を田辺町大住に改
築移転
昭和57年8月1日　洛南寮の
管理運営を京都府社会福祉
事業団へ委託

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

98 大
阪
府

施設の名称：
白雲寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民立民営

　大阪市西成区にある日雇い労働者
の多い街、いわゆる「あいりん」に
隣接したところに施設が存在しま
す。都会の下町、各種の交通機関の
利用も便利なことが特徴でもありま
す。建物は鉄筋5階建ですが、築後
40年を超えています。改装や改造、
設備の充実等を続けていますが、近
年の新設建物と比べハード面の見劣
りは否めません。将来の建て替えを
検討しているところです。
　明治45年に現在の地に創立、以降、
その時々の社会情勢に応じ幅広く社
会福祉事業を展開している中の、一
つの施設です。同一敷地・棟内に、
他に救護施設を併設しています。協
調しつつ事業展開を実施しているこ
とも特徴といえます。

定員240名、男性のみ
　年齢構成は20歳代～80歳
代と幅広い　平均年齢　60
歳
　知的・精神・身体障害者
から、いわゆる生活障害・
高齢者に加え多種多様な疾
病を抱えた利用者が入所し
ています。※介助を要する
人から、就労自立を目指す
人まで混在しています。
　全国各地から土木建築関
係の仕事を求め単身で来
阪、景気の影響や事故・病
気等で就労出来なくなり野
宿していた人。近年は事業
の失敗や会社の倒産等で
ホームレスに至ったケース
の入所が多くあります。し
たがって家族等との関係は
疎遠、拒絶が多くを占めま
す。

保護施設通
所事業
保護施設居
宅生活訓練
事業

昭和42年
7月1日

　同敷地内に生活保護法による更生
施設「自彊寮」が存在していました。
更生施設の利用者の中に、障害を
持った人や高齢の人が徐々に多くな
り、救護施設的な対応が求められる
ようになりました。その結果、救護
施設「白雲寮」を開設することにな
りました。
　日雇い労働者の街「あいりん」に
は、種々の理由から野宿をせざるを
得ない人が多数いました。比較的元
気な人は、更生施設等を活用して自
活していきますが、疾病の重い人や
障害・高齢者には更生施設は適しま
せん。このような人々の生活・治療・
訓練の場が、この地に不足していた
ことも開設の理由といえます。

昭和42年7月1日開設、定員
70名
　昭和48年7月30日、定員
200名
　昭和53年3月16日、定員
240名　※現在に至る

　「入所者の特徴」は開設
以来、上記の通り幅が広い
ですが、白雲寮の中にアル
コール依存症者のグループ
が誕生しました。人数も多
くなりより専門的な処遇が
必要となり、救護施設「愛
隣寮」（昭和50年2月1日開
設）へ昭和56年にグループ
を移設しました。また、精
神障害者のグループを専門
に支援することを目的とし
て、救護施設「甲子寮」を
開 設（ 昭 和59年12月1日 ）
しました。

回答なし

99 大
阪
府

施設の名称：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民間民営

①定員100名　 
②大阪西成区あいりん地域内（北東）
にある。交通至便　 
③鉄筋コンクリート造地上5階地下1
階（土地・建物は大阪市から借用）

①対象　成年男子
②平均年齢　60歳
③平均在所年数　2年1ヶ月
④入所者の状況等
・アルコール依存症者　約
20％
・身体/知的/精神障害者
・高齢/病弱者
・元ホームレス等生活障害
者

保護施設通
所事業

昭和50
（1975）
年12月1
日

地域内の要保護者援護のため、新た
な施設を必要としたため〈開設当初、
緊急救護施設としてスタート〉

―― ―― 施設パン
フレット
添付あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

98 大
阪
府

施設の名称：
白雲寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民立民営

　大阪市西成区にある日雇い労働者
の多い街、いわゆる「あいりん」に
隣接したところに施設が存在しま
す。都会の下町、各種の交通機関の
利用も便利なことが特徴でもありま
す。建物は鉄筋5階建ですが、築後
40年を超えています。改装や改造、
設備の充実等を続けていますが、近
年の新設建物と比べハード面の見劣
りは否めません。将来の建て替えを
検討しているところです。
　明治45年に現在の地に創立、以降、
その時々の社会情勢に応じ幅広く社
会福祉事業を展開している中の、一
つの施設です。同一敷地・棟内に、
他に救護施設を併設しています。協
調しつつ事業展開を実施しているこ
とも特徴といえます。

定員240名、男性のみ
　年齢構成は20歳代～80歳
代と幅広い　平均年齢　60
歳
　知的・精神・身体障害者
から、いわゆる生活障害・
高齢者に加え多種多様な疾
病を抱えた利用者が入所し
ています。※介助を要する
人から、就労自立を目指す
人まで混在しています。
　全国各地から土木建築関
係の仕事を求め単身で来
阪、景気の影響や事故・病
気等で就労出来なくなり野
宿していた人。近年は事業
の失敗や会社の倒産等で
ホームレスに至ったケース
の入所が多くあります。し
たがって家族等との関係は
疎遠、拒絶が多くを占めま
す。

保護施設通
所事業
保護施設居
宅生活訓練
事業

昭和42年
7月1日

　同敷地内に生活保護法による更生
施設「自彊寮」が存在していました。
更生施設の利用者の中に、障害を
持った人や高齢の人が徐々に多くな
り、救護施設的な対応が求められる
ようになりました。その結果、救護
施設「白雲寮」を開設することにな
りました。
　日雇い労働者の街「あいりん」に
は、種々の理由から野宿をせざるを
得ない人が多数いました。比較的元
気な人は、更生施設等を活用して自
活していきますが、疾病の重い人や
障害・高齢者には更生施設は適しま
せん。このような人々の生活・治療・
訓練の場が、この地に不足していた
ことも開設の理由といえます。

昭和42年7月1日開設、定員
70名
　昭和48年7月30日、定員
200名
　昭和53年3月16日、定員
240名　※現在に至る

　「入所者の特徴」は開設
以来、上記の通り幅が広い
ですが、白雲寮の中にアル
コール依存症者のグループ
が誕生しました。人数も多
くなりより専門的な処遇が
必要となり、救護施設「愛
隣寮」（昭和50年2月1日開
設）へ昭和56年にグループ
を移設しました。また、精
神障害者のグループを専門
に支援することを目的とし
て、救護施設「甲子寮」を
開 設（ 昭 和59年12月1日 ）
しました。

回答なし

99 大
阪
府

施設の名称：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民間民営

①定員100名　 
②大阪西成区あいりん地域内（北東）
にある。交通至便　 
③鉄筋コンクリート造地上5階地下1
階（土地・建物は大阪市から借用）

①対象　成年男子
②平均年齢　60歳
③平均在所年数　2年1ヶ月
④入所者の状況等
・アルコール依存症者　約
20％
・身体/知的/精神障害者
・高齢/病弱者
・元ホームレス等生活障害
者

保護施設通
所事業

昭和50
（1975）
年12月1
日

地域内の要保護者援護のため、新た
な施設を必要としたため〈開設当初、
緊急救護施設としてスタート〉

―― ―― 施設パン
フレット
添付あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

100 大
阪
府

施設の名称：
甲子寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
生活保護法
第38条 第2
項にもとづ
く救護施設

　定員は110名。身体や精神に障害
や疾病があるために日常生活を送る
ことが困難な人たちを、福祉事務所
の依頼により受け入れ、生活全般に
ついての援助を行う施設です。特に
甲子寮では、精神障害者（主に統合
失調症）の社会生活適応、及び社会
復帰の相談援助を行います。又、精
神障害者の「病気の再燃防止」と「生
活障害の改善」（生活のしづらさの
改善）に努めるとともに、社会適応
及び社会復帰の実現のために、利用
者個々のニーズに合ったサービスを
提供することを方針としています。
　釜が崎・愛隣地区に隣接している。

・利用者の平均年齢60歳
（最高齢75歳、最低齢32歳）
ですべて成人男性です。
・精神障害者保健福祉手帳
取得者は94名で日常生活に
制約があります。
・統合失調症が80 ～ 90%
を占める。
・精神病院からの入所が半
分を占めている。
・在籍者は、大阪市立更生
相談所ケース37％（愛隣対
策として一時保護所からの
入所）、緊急入院保護業務
センターのケース21％（市
内の行路病者で病院等から
入所）、市内ケース26％で
大阪市が全体の84％を占め
ている。
・平均在所期間は5年1 ヵ
月。
・自立による退所者は少な
くなっているが、敷金支給

（居宅保護）による退所者
は増えている。

保護施設通
所事業

昭和60年
1月1日

　大阪自彊館では、昭和56年から救
護施設白雲寮で精神障害をもつ利用
者を対象に専門的なケアを始めまし
た。しかし障害の特質から、確実な
受診や服薬の継続、生活障害の改善
や自立のための支援が新たな課題と
なって専門施設が求められるように
なり、昭和59年に甲子寮を設立しま
した。
　施設の名称は、昭和59年が『きの
えね（甲子）』の年にあたるため、
それにちなんで甲子（こうし）寮と
名づけました。
　昭和59年12月21日認可を受け、昭
和60年1月1日開設。

・入所者については少しず
つ高齢化してきている。身
体介助の必要性は少ない
が、加齢により、日常生活
動作について援助、見守り
等を要するケースが、より
多くなってきている。
・退寮者についてはOB会
をつくり、例会を月1回行っ
ています。約50名の会員の
うち8割が当施設の近辺で
生活しています。アフター
ケアの一環として、平成4
年から『救護施設通所事
業』、平成7年から『救護施
設退所者自立生活支援事
業』を開始しました。平成
14年からはこの2つの事業
を一体化させて行う『保護
施設通所事業』に切り替り
ました。当施設の近辺の利
用者OB（地域で生活し､甲
子寮とつながりのある人、
約90名）に微力ながら在宅
での生活支援を図っていま
す。

社会福祉法人
大阪自彊館の
救護施設で白
雲寮が前身。
白雲寮は昭和
42年7月 認 可
開設。以前は
①介助の必要
な病弱・高齢
者、②③介助
の不必要な病
弱・高齢者（2
つのグループ
に 分 け て い
た ）。 ④ 精 神
障 害 者 対 応、
⑤アルコール
対応というよ
う に5つ の グ
ループに分け
処 遇 し て い
た。
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

100 大
阪
府

施設の名称：
甲子寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
生活保護法
第38条 第2
項にもとづ
く救護施設

　定員は110名。身体や精神に障害
や疾病があるために日常生活を送る
ことが困難な人たちを、福祉事務所
の依頼により受け入れ、生活全般に
ついての援助を行う施設です。特に
甲子寮では、精神障害者（主に統合
失調症）の社会生活適応、及び社会
復帰の相談援助を行います。又、精
神障害者の「病気の再燃防止」と「生
活障害の改善」（生活のしづらさの
改善）に努めるとともに、社会適応
及び社会復帰の実現のために、利用
者個々のニーズに合ったサービスを
提供することを方針としています。
　釜が崎・愛隣地区に隣接している。

・利用者の平均年齢60歳
（最高齢75歳、最低齢32歳）
ですべて成人男性です。
・精神障害者保健福祉手帳
取得者は94名で日常生活に
制約があります。
・統合失調症が80 ～ 90%
を占める。
・精神病院からの入所が半
分を占めている。
・在籍者は、大阪市立更生
相談所ケース37％（愛隣対
策として一時保護所からの
入所）、緊急入院保護業務
センターのケース21％（市
内の行路病者で病院等から
入所）、市内ケース26％で
大阪市が全体の84％を占め
ている。
・平均在所期間は5年1 ヵ
月。
・自立による退所者は少な
くなっているが、敷金支給

（居宅保護）による退所者
は増えている。

保護施設通
所事業

昭和60年
1月1日

　大阪自彊館では、昭和56年から救
護施設白雲寮で精神障害をもつ利用
者を対象に専門的なケアを始めまし
た。しかし障害の特質から、確実な
受診や服薬の継続、生活障害の改善
や自立のための支援が新たな課題と
なって専門施設が求められるように
なり、昭和59年に甲子寮を設立しま
した。
　施設の名称は、昭和59年が『きの
えね（甲子）』の年にあたるため、
それにちなんで甲子（こうし）寮と
名づけました。
　昭和59年12月21日認可を受け、昭
和60年1月1日開設。

・入所者については少しず
つ高齢化してきている。身
体介助の必要性は少ない
が、加齢により、日常生活
動作について援助、見守り
等を要するケースが、より
多くなってきている。
・退寮者についてはOB会
をつくり、例会を月1回行っ
ています。約50名の会員の
うち8割が当施設の近辺で
生活しています。アフター
ケアの一環として、平成4
年から『救護施設通所事
業』、平成7年から『救護施
設退所者自立生活支援事
業』を開始しました。平成
14年からはこの2つの事業
を一体化させて行う『保護
施設通所事業』に切り替り
ました。当施設の近辺の利
用者OB（地域で生活し､甲
子寮とつながりのある人、
約90名）に微力ながら在宅
での生活支援を図っていま
す。

社会福祉法人
大阪自彊館の
救護施設で白
雲寮が前身。
白雲寮は昭和
42年7月 認 可
開設。以前は
①介助の必要
な病弱・高齢
者、②③介助
の不必要な病
弱・高齢者（2
つのグループ
に 分 け て い
た ）。 ④ 精 神
障 害 者 対 応、
⑤アルコール
対応というよ
う に5つ の グ
ループに分け
処 遇 し て い
た。
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

101 大
阪
府

施設の名称：
三徳寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民間民営

　日本最大の日雇い労働者の街「あ
いりん」の寄場である「あいりん労
働福祉センター」の側に在って、地
域や市内各区の野宿生活者の単身男
性を積極的に受け入れ、社会復帰の
促進に努めています。
また、自立支援促進事業として、
①「保護施設通所事業（通所訓練15
名、訪問指導30名）」
②「居宅生活訓練指導（前期3名、
後期3名）」を実施しています。
　その他、地域支援事業として、生
活に困窮する労働者等の相談室を設
けたり、短期宿泊の受け入れを行う
等の各種法外支援を実施していま
す。

施設定員　150名
　入退寮の状況は、ほぼ定
員数の入所及び退所です。
退所者の内、半数が実施機
関から敷金補助を受けて居
宅生活へ移行しています。
平均年齢は59歳、平均在寮
期間は、約1年です。
　入所者の多くはホームレ
スの経験があり、日常的な
ＡＤＬ面での支援より病気
治療や生活習慣の改善、自
立の環境づくりを必要とさ
れる方が主となっていま
す。
　このため、ボランティア
実践による社会参加の促進
や作業訓練による体力回復
と貯蓄の励行等に積極的に
取り組んでいただいていま
す。また、自立を阻害する
要因の一つに借金問題があ
り、弁護士の支援を得て解
決を図っています。

①「大阪自
彊館あいり
ん相談室」
社会福祉士
2名を配 置
し、行政やＮ
ＰＯ等各種
団体と連携
をとり、様 な々
支援を行っ
ています。
②「生活ケ
アセンター」
野宿生活等
を行う生活
困 窮 者を、
大阪市立更
正相談所を
通じて最長
2週間、通常
4～5日の宿
泊で受け入
れています。
③「談話室」
昼間行き場
のない日雇
い労働者等
に、施設の
一部を開放
しています。
⑤「新今宮
文庫」
大阪市教育
委員会の委
託 を 受 け
て、地域の
日雇い労働
者に図書室
の提供と貸
し出しを行っ
ています。

平成2年2
月1日

　明治45年「釜ヶ崎地区」改善のた
め大阪自彊館開設。法人の歴史的使
命としての「あいりん」の福祉改善
に取り組んできたその精神を継承
し、あいりんの中に在って地域が抱
える課題に積極的に関わる救護施設
として、小・中学校校舎を増改築し、
開設しました。
　このようなことから救護施設入所
者の処遇にとどまらず、学童保育、
老人憩いの家、地域集会所、労働者
の為の図書室や談話室等を併設して
開設に至っています。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

101 大
阪
府

施設の名称：
三徳寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営主体：
社会福祉法
人　大阪自
彊館
運営形態：
民間民営

　日本最大の日雇い労働者の街「あ
いりん」の寄場である「あいりん労
働福祉センター」の側に在って、地
域や市内各区の野宿生活者の単身男
性を積極的に受け入れ、社会復帰の
促進に努めています。
また、自立支援促進事業として、
①「保護施設通所事業（通所訓練15
名、訪問指導30名）」
②「居宅生活訓練指導（前期3名、
後期3名）」を実施しています。
　その他、地域支援事業として、生
活に困窮する労働者等の相談室を設
けたり、短期宿泊の受け入れを行う
等の各種法外支援を実施していま
す。

施設定員　150名
　入退寮の状況は、ほぼ定
員数の入所及び退所です。
退所者の内、半数が実施機
関から敷金補助を受けて居
宅生活へ移行しています。
平均年齢は59歳、平均在寮
期間は、約1年です。
　入所者の多くはホームレ
スの経験があり、日常的な
ＡＤＬ面での支援より病気
治療や生活習慣の改善、自
立の環境づくりを必要とさ
れる方が主となっていま
す。
　このため、ボランティア
実践による社会参加の促進
や作業訓練による体力回復
と貯蓄の励行等に積極的に
取り組んでいただいていま
す。また、自立を阻害する
要因の一つに借金問題があ
り、弁護士の支援を得て解
決を図っています。

①「大阪自
彊館あいり
ん相談室」
社会福祉士
2名を配 置
し、行政やＮ
ＰＯ等各種
団体と連携
をとり、様 な々
支援を行っ
ています。
②「生活ケ
アセンター」
野宿生活等
を行う生活
困 窮 者を、
大阪市立更
正相談所を
通じて最長
2週間、通常
4～5日の宿
泊で受け入
れています。
③「談話室」
昼間行き場
のない日雇
い労働者等
に、施設の
一部を開放
しています。
⑤「新今宮
文庫」
大阪市教育
委員会の委
託 を 受 け
て、地域の
日雇い労働
者に図書室
の提供と貸
し出しを行っ
ています。

平成2年2
月1日

　明治45年「釜ヶ崎地区」改善のた
め大阪自彊館開設。法人の歴史的使
命としての「あいりん」の福祉改善
に取り組んできたその精神を継承
し、あいりんの中に在って地域が抱
える課題に積極的に関わる救護施設
として、小・中学校校舎を増改築し、
開設しました。
　このようなことから救護施設入所
者の処遇にとどまらず、学童保育、
老人憩いの家、地域集会所、労働者
の為の図書室や談話室等を併設して
開設に至っています。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

102 大
阪
府

施設の名称：
大阪府立砂
川厚生福祉
セ ン タ ー　
かつらぎ寮
設置主体：
大阪府
運営主体：
大阪府
運営形態：
公設

　当施設は、生活保護法第38条に基
づいて設置された救護施設であり、
開設当初から一貫して精神障害回復
途上者の自立のための支援をおこ
なってきた。

入所者はすべて精神障害を
有し、その回復途上にあっ
て、医療及び生活の支援を
受けながら生活している。

当施設は砂
川厚生福祉
センターの
7寮の内の1
寮 で あ る。
他の 6 寮は
知的障害者
の施設であ
る。

昭和37年
2月

生活保護法による精神障害者アフ
ターケア施設としての緊急救護施設
として開設された。

開設時は「こふじ寮」とい
う施設名称であったが、昭
和40年8月砂川厚生福祉セ
ンター内の施設の用途を変
更、心身障害者の収容施設
である救護施設の名称を

「こふじ寮」とし、名称を「か
つらぎ寮」と変更した。

回答なし

103 大
阪
府

施設の名称：
大阪府立砂
川福祉セン
ター　救護
施設　こふ
じ寮
設置主体：
大阪府
運営主体：
大阪府
運営形態：
公営

　生活保護法第38条の2に基づく救
護施設であるが、大阪府立砂川福祉
厚生センターの機能分担から高齢知
的障害者の生活施設として特化運用
されている

入所者はすべて知的障害を
有し、平均年齢が65才以上
の高齢であって、医療及び
生活の支援を受けながら生
活している。

当施設は砂
川厚生福祉
センターの
7寮の内の1
寮 で あ る。
他の6寮は1
寮が救護施
設で後の5
寮が知的障
害者の施設
である。

昭和37年
2月

生活保護法による救護施設である
が、砂川厚生福祉センターの機能分
担から高齢知的障害者の生活施設と
して開設された。

昭和36年11月に精神薄弱者
更生施設「かつらぎ寮」と
して開設したが、昭和40年
8月砂川厚生福祉センター
内の施設の用途を変更、救
護施設であるが高齢の知的
障害者の施設に特化運用さ
れ、名称を「こふじ寮」と
変更した。

回答なし

104 大
阪
府

施設の名称：
救 護 施 設　
高槻温心寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪福
祉事業財団
運営主体：
社会福祉法
人　大阪福
祉事業財団
運営形態：
民営

1.200人の利用者が暮らす比較的大規
模な施設。
2.大阪府下および近府県からの広域
的利用の施設。
3.「高槻温心寮のめざすもの」に基
づき、利用者の生活と権利を守ると
りくみを積極的に進めている。
4.地域生活支援をはじめとした地域
福祉事業（送迎サービス・福祉相談・
介護機器の貸出・地元自治協議会、
地区福祉委員会への協力など）を積
極的に進めている。
5.終の棲家とともに、地域生活への
移行、介護保険施設への移行など、
通過施設としても機能している。

1. 平均入所期間は14,3年
で、比較的長期入所の方が
多い。
2. 平均年齢は62.3歳で全体
的には高齢化が進んでい
る。
3. 年齢幅は20代から90代
までと幅広い。
4. 精神障害者の方が約60％
をしめており、年々その割合
は高くなっている。
5. 重複障害の方が約30％
をしめる。

1.保護施設
通所事業
2.居宅生活
訓練事業
3.精神障害
者グループ
ホーム

1952年12
月1日

1952年8月に大阪府が設立、社会福
祉法人大阪福祉事業財団に経営委託
される。

1952年　救護施設として認
可、同年12月1日より事業
を開始する（定員80名）
1955年　定員を95名に変更
する。
1960年　定員を111名に変
更する。
1969年　大阪府が増改築を
施行、浪速温心寮（大阪市
内）を統合し、定員200名
となる。
1977年　利用者自治会（心
友会）が発足する。
1998年　家族の会が発足す
る。
2004年　大阪府より社会福
祉法人　大阪福祉事業財団
に経営が移管される。

回答なし 施設パン
フレット、
05年 事
業計画あ
り



救護施設の動態 171

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

102 大
阪
府

施設の名称：
大阪府立砂
川厚生福祉
セ ン タ ー　
かつらぎ寮
設置主体：
大阪府
運営主体：
大阪府
運営形態：
公設

　当施設は、生活保護法第38条に基
づいて設置された救護施設であり、
開設当初から一貫して精神障害回復
途上者の自立のための支援をおこ
なってきた。

入所者はすべて精神障害を
有し、その回復途上にあっ
て、医療及び生活の支援を
受けながら生活している。

当施設は砂
川厚生福祉
センターの
7寮の内の1
寮 で あ る。
他の 6 寮は
知的障害者
の施設であ
る。

昭和37年
2月

生活保護法による精神障害者アフ
ターケア施設としての緊急救護施設
として開設された。

開設時は「こふじ寮」とい
う施設名称であったが、昭
和40年8月砂川厚生福祉セ
ンター内の施設の用途を変
更、心身障害者の収容施設
である救護施設の名称を

「こふじ寮」とし、名称を「か
つらぎ寮」と変更した。

回答なし

103 大
阪
府

施設の名称：
大阪府立砂
川福祉セン
ター　救護
施設　こふ
じ寮
設置主体：
大阪府
運営主体：
大阪府
運営形態：
公営

　生活保護法第38条の2に基づく救
護施設であるが、大阪府立砂川福祉
厚生センターの機能分担から高齢知
的障害者の生活施設として特化運用
されている

入所者はすべて知的障害を
有し、平均年齢が65才以上
の高齢であって、医療及び
生活の支援を受けながら生
活している。

当施設は砂
川厚生福祉
センターの
7寮の内の1
寮 で あ る。
他の6寮は1
寮が救護施
設で後の5
寮が知的障
害者の施設
である。

昭和37年
2月

生活保護法による救護施設である
が、砂川厚生福祉センターの機能分
担から高齢知的障害者の生活施設と
して開設された。

昭和36年11月に精神薄弱者
更生施設「かつらぎ寮」と
して開設したが、昭和40年
8月砂川厚生福祉センター
内の施設の用途を変更、救
護施設であるが高齢の知的
障害者の施設に特化運用さ
れ、名称を「こふじ寮」と
変更した。

回答なし

104 大
阪
府

施設の名称：
救 護 施 設　
高槻温心寮
設置主体：
社会福祉法
人　大阪福
祉事業財団
運営主体：
社会福祉法
人　大阪福
祉事業財団
運営形態：
民営

1.200人の利用者が暮らす比較的大規
模な施設。
2.大阪府下および近府県からの広域
的利用の施設。
3.「高槻温心寮のめざすもの」に基
づき、利用者の生活と権利を守ると
りくみを積極的に進めている。
4.地域生活支援をはじめとした地域
福祉事業（送迎サービス・福祉相談・
介護機器の貸出・地元自治協議会、
地区福祉委員会への協力など）を積
極的に進めている。
5.終の棲家とともに、地域生活への
移行、介護保険施設への移行など、
通過施設としても機能している。

1. 平均入所期間は14,3年
で、比較的長期入所の方が
多い。
2. 平均年齢は62.3歳で全体
的には高齢化が進んでい
る。
3. 年齢幅は20代から90代
までと幅広い。
4. 精神障害者の方が約60％
をしめており、年々その割合
は高くなっている。
5. 重複障害の方が約30％
をしめる。

1.保護施設
通所事業
2.居宅生活
訓練事業
3.精神障害
者グループ
ホーム

1952年12
月1日

1952年8月に大阪府が設立、社会福
祉法人大阪福祉事業財団に経営委託
される。

1952年　救護施設として認
可、同年12月1日より事業
を開始する（定員80名）
1955年　定員を95名に変更
する。
1960年　定員を111名に変
更する。
1969年　大阪府が増改築を
施行、浪速温心寮（大阪市
内）を統合し、定員200名
となる。
1977年　利用者自治会（心
友会）が発足する。
1998年　家族の会が発足す
る。
2004年　大阪府より社会福
祉法人　大阪福祉事業財団
に経営が移管される。

回答なし 施設パン
フレット、
05年 事
業計画あ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

105 大
阪
府

施設の名称：
フローラ
設置主体：
社会福祉法
人　天心会
運営主体：
社会福祉法
人　天心会
運営形態：
回答なし

　大阪市南部の市街地から電車で15
分、徒歩3分の交通至便。
精神病院を併設しており、一部その
入院患者が入所するが、依存率は30
～40％。
障害の重度と重複化、及び高齢化の
ため、社会復帰の取り組みは遅れて
おり、これからの課題。
ケアユニットを採用、4つのコミュ
ニティにそれぞれ機能を持たせ、ケ
アの専門分化を図っている。

知的障害者が最も多く約
40％、次いで精神障害者が
30％、身体障害者が30％。
高齢化が進んでおり、平均
年齢は65歳に迫る。

無料低額診
療施設（精
神病院）
看護専門学
校
精神障害者
地域生活支
援センター
精神障害者
グ ル ー プ
ホーム（5ケ
所）
訪問看護ス
テーション
特別養護老
人ホームお
よびその付
帯事業

1952年 
8月1日

1948年10月
布施市（現在東大阪市）永和2丁目に、
浮浪者救済医療施設として、小阪病
院付属あづま寮を創設
1949年1月
生活保護法による医療保護施設の認
可を受ける
1950年3月
財団法人を設立、財団法人あづま寮
と改称
1950年6月
事業内容の一部変更認可を受ける
1952年5月
社会福祉法人に組織変更、社会福祉
法人天心会と改称
1952年8月
布施救護院と名称変更し、生活保護
法による保護施設（救護施設）の認
可を受け、事業を開始

1952年8月
「布施救護院」東大阪市永
和2-30　定員56名

1964年4月
新築移転　東大阪市永和
1-10-13　定員75名

1985年10月
隣接地を買収し増築、定員
90名

2004年10月
新築移転　東大阪市永和
2-7-30　 定 員 は 変 わ ら ず

（キャパシティは95名）

回答なし

106 大
阪
府

施設の名称：
産経新聞厚
生文化事業
団　救護施
設　三恵園
設置主体：

（ 社 福 ） 産
経新聞厚生
文化事業団
運営主体：

（ 社 福 ） 産
経新聞厚生
文化事業団
運営形態：
入所施設

1. 新聞社が運営主体であることから
常に進取の精神に基づいた運営であ
ること
2. 郡部に立地
3. 設立から52年、利用者は高齢化、
現住所地への移転から36年が経過し
て建物設備も老朽化している　
4. 利用者のニーズの移り変わりに
添って、丁寧に対応していること〔園
内外での自活訓練、園内及び地域の
事業所へ職場実習、知的障害者はグ
ループホーム15箇所への退所等推
進、高齢者への身体介護医療的ケア
を実施し、新たに精神障害者への取
り組みを協議中）

1.救護施設の入所要件を満
たす、女性単体の施設であ
ること、定員70名
2.設立年月から52年が経過
して、長期滞留者の高齢化
が顕著であること（65歳以
上 が34名、 平 均 年 齢64歳　
入所期間20年以上が36名、
平均入所期間23年）
3.知的障害者を主としてい
たが、近年精神障害者の割
合が高くなっていること

（知的障害のみ　24名、身
体障害のみ　0名、精神障
害のみ　15名、重複障害者　
37名、他1名、計77名　＊
平成17年12月末現在）

1. 知 的 障
害者更生施
設（ 入 所 ）　
定員30名
2. 同「 第2
三恵園」（入
所 ）　 定 員
50名
3. 知 的 障
害者通所授
産施設「池
田市立くす
のき学園」
受託
4. 豊 能 町
立心身障害
者小規模通
所授産施設

「たんぽぽ
の家」受託

昭和28年
9月24日

大阪府堺市にて、精神科浅香山病院
の退院者の受け皿として救護施設

「養気園」（成人女子）を開設。
しかし、利用者は一部精神病かん解
者と、主体は知的障害者であった。

昭和44年7月：現在地への
住所移転
　名称変更「三恵園」
入所者の特徴における変化：
　近年、開設当初からの長
期滞留者の高齢化に伴い重
度の介護（車椅子、常時臥
床、常時オムツ使用等）、
高度の医療的ケア（中心静
脈栄養、胃･腸ろう、尿路
カテーテル等対応）を要す
る利用者が常時4～8名、死
亡 退 所 が16年 度 中8名 と
いった状況。
　退所のあとの入所者はほ
とんど精神障害者であり、
急速に精神障害者の比率が
高まっている。今後更にそ
の傾向が加速すると考えら
れる。

回答なし パンフレッ
トあり

107 大
阪
府

施設の名称：
社会福祉法
人みなと寮　
救 護 施 設　
千里寮
設置主体：
社会福祉法
人みなと寮
運営主体：
社会福祉法
人みなと寮
運営形態：
民営

　身体や精神に障害があったり、何
らかの生活上の問題のため、日常生
活を営むことが困難な方が入所され
ています。利用者の意志を尊重し、
個々のニーズに沿った自立支援を行
い、その人らしい豊かな生活の実現
に最大限努めることを基本理念とし
ています。
　施設の利用には、障害種別による
制限はなく、他法や他制度では対応で
きない方を受け入れている当施設（救
護施設）は、地域におけるセーフティー
ネットとして、支援を要する方々のため
に不可欠な役割を担っています。

　成人男子150名を定員と
しています。
入所者の障害別状況につき
ましては、全体比率として
身体障害が11％、精神障害
が25％、その他は病弱と
なっております。（06.1月
現在）
　入所の理由については、
7割強の方がホームレスも
しくは生活苦によるもの
で、殆どの方が将来は自活
を目指しておられます。

なし 平成13年
4月1日

大阪市の直営であった弘済院救護第
1、第2ホーム定員合計100名の救護
施設を定員50名で民間委託される事
となり、当法人が受託した。

平成13年4月1日　大阪市の
委託施設として当法人が運
営を受託。生活保護法によ
る救護施設大阪市立千里寮
を入所定員（男子）50名に
て事業を開始する。

平成14年3月31日　大阪市
立千里寮を廃止。
平成14年4月1日　当法人設
置運営の救護施設千寮
寮　定員150名にて事業開
始。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

105 大
阪
府

施設の名称：
フローラ
設置主体：
社会福祉法
人　天心会
運営主体：
社会福祉法
人　天心会
運営形態：
回答なし

　大阪市南部の市街地から電車で15
分、徒歩3分の交通至便。
精神病院を併設しており、一部その
入院患者が入所するが、依存率は30
～40％。
障害の重度と重複化、及び高齢化の
ため、社会復帰の取り組みは遅れて
おり、これからの課題。
ケアユニットを採用、4つのコミュ
ニティにそれぞれ機能を持たせ、ケ
アの専門分化を図っている。

知的障害者が最も多く約
40％、次いで精神障害者が
30％、身体障害者が30％。
高齢化が進んでおり、平均
年齢は65歳に迫る。

無料低額診
療施設（精
神病院）
看護専門学
校
精神障害者
地域生活支
援センター
精神障害者
グ ル ー プ
ホーム（5ケ
所）
訪問看護ス
テーション
特別養護老
人ホームお
よびその付
帯事業

1952年 
8月1日

1948年10月
布施市（現在東大阪市）永和2丁目に、
浮浪者救済医療施設として、小阪病
院付属あづま寮を創設
1949年1月
生活保護法による医療保護施設の認
可を受ける
1950年3月
財団法人を設立、財団法人あづま寮
と改称
1950年6月
事業内容の一部変更認可を受ける
1952年5月
社会福祉法人に組織変更、社会福祉
法人天心会と改称
1952年8月
布施救護院と名称変更し、生活保護
法による保護施設（救護施設）の認
可を受け、事業を開始

1952年8月
「布施救護院」東大阪市永
和2-30　定員56名

1964年4月
新築移転　東大阪市永和
1-10-13　定員75名

1985年10月
隣接地を買収し増築、定員
90名

2004年10月
新築移転　東大阪市永和
2-7-30　 定 員 は 変 わ ら ず

（キャパシティは95名）

回答なし

106 大
阪
府

施設の名称：
産経新聞厚
生文化事業
団　救護施
設　三恵園
設置主体：

（ 社 福 ） 産
経新聞厚生
文化事業団
運営主体：

（ 社 福 ） 産
経新聞厚生
文化事業団
運営形態：
入所施設

1. 新聞社が運営主体であることから
常に進取の精神に基づいた運営であ
ること
2. 郡部に立地
3. 設立から52年、利用者は高齢化、
現住所地への移転から36年が経過し
て建物設備も老朽化している　
4. 利用者のニーズの移り変わりに
添って、丁寧に対応していること〔園
内外での自活訓練、園内及び地域の
事業所へ職場実習、知的障害者はグ
ループホーム15箇所への退所等推
進、高齢者への身体介護医療的ケア
を実施し、新たに精神障害者への取
り組みを協議中）

1.救護施設の入所要件を満
たす、女性単体の施設であ
ること、定員70名
2.設立年月から52年が経過
して、長期滞留者の高齢化
が顕著であること（65歳以
上 が34名、 平 均 年 齢64歳　
入所期間20年以上が36名、
平均入所期間23年）
3.知的障害者を主としてい
たが、近年精神障害者の割
合が高くなっていること

（知的障害のみ　24名、身
体障害のみ　0名、精神障
害のみ　15名、重複障害者　
37名、他1名、計77名　＊
平成17年12月末現在）

1. 知 的 障
害者更生施
設（ 入 所 ）　
定員30名
2. 同「 第2
三恵園」（入
所 ）　 定 員
50名
3. 知 的 障
害者通所授
産施設「池
田市立くす
のき学園」
受託
4. 豊 能 町
立心身障害
者小規模通
所授産施設

「たんぽぽ
の家」受託

昭和28年
9月24日

大阪府堺市にて、精神科浅香山病院
の退院者の受け皿として救護施設

「養気園」（成人女子）を開設。
しかし、利用者は一部精神病かん解
者と、主体は知的障害者であった。

昭和44年7月：現在地への
住所移転
　名称変更「三恵園」
入所者の特徴における変化：
　近年、開設当初からの長
期滞留者の高齢化に伴い重
度の介護（車椅子、常時臥
床、常時オムツ使用等）、
高度の医療的ケア（中心静
脈栄養、胃･腸ろう、尿路
カテーテル等対応）を要す
る利用者が常時4～8名、死
亡 退 所 が16年 度 中8名 と
いった状況。
　退所のあとの入所者はほ
とんど精神障害者であり、
急速に精神障害者の比率が
高まっている。今後更にそ
の傾向が加速すると考えら
れる。

回答なし パンフレッ
トあり

107 大
阪
府

施設の名称：
社会福祉法
人みなと寮　
救 護 施 設　
千里寮
設置主体：
社会福祉法
人みなと寮
運営主体：
社会福祉法
人みなと寮
運営形態：
民営

　身体や精神に障害があったり、何
らかの生活上の問題のため、日常生
活を営むことが困難な方が入所され
ています。利用者の意志を尊重し、
個々のニーズに沿った自立支援を行
い、その人らしい豊かな生活の実現
に最大限努めることを基本理念とし
ています。
　施設の利用には、障害種別による
制限はなく、他法や他制度では対応で
きない方を受け入れている当施設（救
護施設）は、地域におけるセーフティー
ネットとして、支援を要する方々のため
に不可欠な役割を担っています。

　成人男子150名を定員と
しています。
入所者の障害別状況につき
ましては、全体比率として
身体障害が11％、精神障害
が25％、その他は病弱と
なっております。（06.1月
現在）
　入所の理由については、
7割強の方がホームレスも
しくは生活苦によるもの
で、殆どの方が将来は自活
を目指しておられます。

なし 平成13年
4月1日

大阪市の直営であった弘済院救護第
1、第2ホーム定員合計100名の救護
施設を定員50名で民間委託される事
となり、当法人が受託した。

平成13年4月1日　大阪市の
委託施設として当法人が運
営を受託。生活保護法によ
る救護施設大阪市立千里寮
を入所定員（男子）50名に
て事業を開始する。

平成14年3月31日　大阪市
立千里寮を廃止。
平成14年4月1日　当法人設
置運営の救護施設千寮
寮　定員150名にて事業開
始。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

108 大
阪
府

施設の名称：
平和寮
設置主体：
社会福祉法
人　日本ヘ
レンケラー
財団
運営主体：
社会福祉法
人　日本ヘ
レンケラー
財団
運営形態：
民設民営

　救護施設平和寮は、昭和27年5月
に設立した。定員は50名である。当
初の建物は木造2階建てであったが、
昭和42年度民間老朽施設整備費国庫
補助金の交付を受け、翌年3月31日
に鉄筋コンクリート2階建の現寮舎
となった。その建物も現在は築37年
を超えた。平和寮は「帝塚山」に近
接した「昭和町」という閑静な住宅
街の中にあり、地域住民からも温か
く見守られるという二重の好条件を
得ている。したがって利用者にとっ
ても、心の平安や日常生活に潤いを
添えるような文化的・創造的な情緒
づくりが実現しやすい環境となって
いる。

生活保護法に基づき、主と
して視覚障害を持つ女性を
受託し、保護している。

なし 昭和27年
5月30日

日本ヘレンケラー財団は、昭和23年
8月のヘレン・ケラー女史の来日を
記念して昭和25年5月に設立された
社会福祉法人である。弊法人は、多
様な福祉サービスがその利用者の意
向を尊重して総合的に提供されるよ
う創意工夫することにより、利用者
が個人の尊厳を保持しつつ、心身と
もに健やかに育成され、またはその
有する能力に応じて自立した日常生
活を地域社会において営むことがで
きるよう支援することを目的として
いる。

更生施設から救護施設に変
更となっている。

回答なし

109 大
阪
府

施設の名称：
救 護 施 設　
今池平和寮
設置主体：
社会福祉法
人日本ヘレ
ンケラー財
団
〒545-0011
大阪市阿倍
野区昭和町
3丁目4番27
号
運営主体：
社会福祉法
人日本ヘレ
ンケラー財
団
〒545-0011
大阪市阿倍
野区昭和町
3丁目4番27
号
運営形態：
第一種社会
福祉事業
救護施設

入所定員：60名（男性50名、女性10名）
平均年齢：平成17年12月1日現在64.4
歳（82～34歳）
措置機関：平成17年12月1日現在入
所者63名
　更生相談所28名、保護業務セン
ター4名、西成区18名、住吉区1名、
此花区1名、阿倍野区1名、天王寺区
1名、
　都島区1名、東淀川区1名、岸和田
区1名、豊中市3名、池田こどもの家
1名、奈良市1名、奈良吉野1名
在所年数：15年5名、14年1名、13年
2名、12年2名、11年1名、10年1名、
8年2名、7年1名、6年2名、5年2名、
4年3名、
　3年4名、2年5名、1年12名、0年20
名

障害の種類：老齢（高齢化
に伴う身体機能の低下）20
名、認知症4名、1種1級2名、
2種1級1名、2種3級1名、2
種4級1名、2種5級1名、福1　
4名、福2　3名、福3　1名、
療育A2名、療育B3名、療
育B1　1名、知的障害未認
定1名、アルコール依存症5
名、統合失調症1名、他生
活障害等
長期入所者本人の希望：今
池平和寮での生活継続12名
アパート自立4名、居宅生
活訓練事業で6ヶ月間自立
に向けての訓練を受けたい
1名等

保護施設通
所事業
平 成14年4
月1日 開 始
以 後 継 続。
大阪市に承
認された事
業定員は30
名。平成18
年1月 現 在
訪問指導対
象 者8名 通
所訓練対象
者17名。
居宅生活訓
練事業は平
成18年4月
より開始予
定

平成2年4
月1日

戦後の大阪市福祉行政には保護を要
する家族の一時休息のための「家族
寮」が有ったが経済成長と市民生活
の安定にともない利用者がいなくな
り、それまで使用していた大阪市の
土地や建物は他の目的の福祉施設に
転用されるようになった。その一つ
が今池平和寮である。大阪市西成区
内の通称あいりん地区に位置する建
物は社会的必要性から不足している
救護施設として使用することとなっ
た。天王寺公園が野宿するホームレ
スで溢れ、市民の憩いの場として使
用する環境ではなくなったことによ
り公園から施設入所への緊急性が一
層高まった頃の開設である。西成区
内には他法人が運営する大規模救護
施設があり、運営については大阪市
の指示に従い、先輩施設に学ばせて
頂いた。

○施設名称：開設時より「救
護施設　今池平和寮」変更
なし。
○施設所在地：開設時より

「大阪市西成区天下茶屋北
1-4-6」変更なし。
○設置主体：開設時より「社
会福祉法人　日本ヘレンケ
ラー財団」変更なし。
○経営主体：開設時より「社
会福祉法人　日本ヘレンケ
ラー財団」変更なし。
○運営形態：第一種社会福
祉事業　救護施設
　変更なし。
○入所者定員：60名（男性
50名、女性10名）変更なし。
○入所者の特徴：若年化、
精神障害者・アルコール依
存者の増加、自立退所者の
増加による入所期間の短期
化等。3～4年前より

施設名：今池
平和寮（今池
子供の家は委
託で併設）
開設年月日：
昭 和40年6月1
日　大阪市設
置運営
施設の内容：
保育所（母親
が仕事のため
面倒が見ない
乳児30人の昼
間保育。低所
得勤労者で家
族数の多い世
帯 の 宿 所 提
供、生活指導、
児童の学習指
導（今池子供
の家）

パ ン フ
レットあ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

108 大
阪
府

施設の名称：
平和寮
設置主体：
社会福祉法
人　日本ヘ
レンケラー
財団
運営主体：
社会福祉法
人　日本ヘ
レンケラー
財団
運営形態：
民設民営

　救護施設平和寮は、昭和27年5月
に設立した。定員は50名である。当
初の建物は木造2階建てであったが、
昭和42年度民間老朽施設整備費国庫
補助金の交付を受け、翌年3月31日
に鉄筋コンクリート2階建の現寮舎
となった。その建物も現在は築37年
を超えた。平和寮は「帝塚山」に近
接した「昭和町」という閑静な住宅
街の中にあり、地域住民からも温か
く見守られるという二重の好条件を
得ている。したがって利用者にとっ
ても、心の平安や日常生活に潤いを
添えるような文化的・創造的な情緒
づくりが実現しやすい環境となって
いる。

生活保護法に基づき、主と
して視覚障害を持つ女性を
受託し、保護している。

なし 昭和27年
5月30日

日本ヘレンケラー財団は、昭和23年
8月のヘレン・ケラー女史の来日を
記念して昭和25年5月に設立された
社会福祉法人である。弊法人は、多
様な福祉サービスがその利用者の意
向を尊重して総合的に提供されるよ
う創意工夫することにより、利用者
が個人の尊厳を保持しつつ、心身と
もに健やかに育成され、またはその
有する能力に応じて自立した日常生
活を地域社会において営むことがで
きるよう支援することを目的として
いる。

更生施設から救護施設に変
更となっている。

回答なし

109 大
阪
府

施設の名称：
救 護 施 設　
今池平和寮
設置主体：
社会福祉法
人日本ヘレ
ンケラー財
団
〒545-0011
大阪市阿倍
野区昭和町
3丁目4番27
号
運営主体：
社会福祉法
人日本ヘレ
ンケラー財
団
〒545-0011
大阪市阿倍
野区昭和町
3丁目4番27
号
運営形態：
第一種社会
福祉事業
救護施設

入所定員：60名（男性50名、女性10名）
平均年齢：平成17年12月1日現在64.4
歳（82～34歳）
措置機関：平成17年12月1日現在入
所者63名
　更生相談所28名、保護業務セン
ター4名、西成区18名、住吉区1名、
此花区1名、阿倍野区1名、天王寺区
1名、
　都島区1名、東淀川区1名、岸和田
区1名、豊中市3名、池田こどもの家
1名、奈良市1名、奈良吉野1名
在所年数：15年5名、14年1名、13年
2名、12年2名、11年1名、10年1名、
8年2名、7年1名、6年2名、5年2名、
4年3名、
　3年4名、2年5名、1年12名、0年20
名

障害の種類：老齢（高齢化
に伴う身体機能の低下）20
名、認知症4名、1種1級2名、
2種1級1名、2種3級1名、2
種4級1名、2種5級1名、福1　
4名、福2　3名、福3　1名、
療育A2名、療育B3名、療
育B1　1名、知的障害未認
定1名、アルコール依存症5
名、統合失調症1名、他生
活障害等
長期入所者本人の希望：今
池平和寮での生活継続12名
アパート自立4名、居宅生
活訓練事業で6ヶ月間自立
に向けての訓練を受けたい
1名等

保護施設通
所事業
平 成14年4
月1日 開 始
以 後 継 続。
大阪市に承
認された事
業定員は30
名。平成18
年1月 現 在
訪問指導対
象 者8名 通
所訓練対象
者17名。
居宅生活訓
練事業は平
成18年4月
より開始予
定

平成2年4
月1日

戦後の大阪市福祉行政には保護を要
する家族の一時休息のための「家族
寮」が有ったが経済成長と市民生活
の安定にともない利用者がいなくな
り、それまで使用していた大阪市の
土地や建物は他の目的の福祉施設に
転用されるようになった。その一つ
が今池平和寮である。大阪市西成区
内の通称あいりん地区に位置する建
物は社会的必要性から不足している
救護施設として使用することとなっ
た。天王寺公園が野宿するホームレ
スで溢れ、市民の憩いの場として使
用する環境ではなくなったことによ
り公園から施設入所への緊急性が一
層高まった頃の開設である。西成区
内には他法人が運営する大規模救護
施設があり、運営については大阪市
の指示に従い、先輩施設に学ばせて
頂いた。

○施設名称：開設時より「救
護施設　今池平和寮」変更
なし。
○施設所在地：開設時より

「大阪市西成区天下茶屋北
1-4-6」変更なし。
○設置主体：開設時より「社
会福祉法人　日本ヘレンケ
ラー財団」変更なし。
○経営主体：開設時より「社
会福祉法人　日本ヘレンケ
ラー財団」変更なし。
○運営形態：第一種社会福
祉事業　救護施設
　変更なし。
○入所者定員：60名（男性
50名、女性10名）変更なし。
○入所者の特徴：若年化、
精神障害者・アルコール依
存者の増加、自立退所者の
増加による入所期間の短期
化等。3～4年前より

施設名：今池
平和寮（今池
子供の家は委
託で併設）
開設年月日：
昭 和40年6月1
日　大阪市設
置運営
施設の内容：
保育所（母親
が仕事のため
面倒が見ない
乳児30人の昼
間保育。低所
得勤労者で家
族数の多い世
帯 の 宿 所 提
供、生活指導、
児童の学習指
導（今池子供
の家）

パ ン フ
レットあ
り
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

110 大
阪
府

施設の名称：
大 阪 市 立　
港晴寮
設置主体：
大阪市
運営主体：
社会福祉法
人　みなと
寮
運営形態：
公立民営で
主として大
阪市立更生
相談所の一
時保護施設
から利用者
を受け入れ
ている救護
施設です。

○　利用者の基本的な受け入れ 先
は、大阪市立更正相談所の一時保護
所及び緊急入院保護業務センターで
す。
○　一時保護所は市内の「あいりん
地区」対策のために設置されていま
す。
○　緊急入院保護業務センターは、
市内全域を対象として主として居住
地のない行旅病者を取り扱い、利用
者を入院させ、疾病の治癒後は利用
者の意向を聞いたうえで適切な施設
へ措置する業務等を行っています。
○　以上から当施設の特徴は、大都
市特有の生活困窮者対策の施設であ
ると言うことが出来ます。

回答なし 本施設が併
設 事 業 を
行っている
ものではな
いが、法人
としては高
齢者にかか
る施設と在
宅介護支援
等のサービ
ス 事 業 を
行 っ て い
る。

昭和51年
10月1日

　現・港晴寮の建物は、港湾労働者
の宿泊施設でしたが、高度成長期の
時代の波により港湾業務は機械化に
よって就労が激減すると言う状況の
中にあった。
　一方、大阪市では救護施設が不足
しているという問題を抱えており、
この課題の解消のために建物の転用
を図って、救護施設を経営して欲し
いと言う打診が大阪市から有りこれ
を受託したものです。

開設以降変動はない。 該当なし。

111 大
阪
府

施設の名称：
大 阪 市 立　
第2港晴寮
設置主体：
大阪市
運営主体：
社会福祉法
人　みなと
寮
運営形態：
公設民営

　障害の種類を問わず、いわゆる生
活障害を含めた方の受入を行い安定
した生活・身体・社会的支援を行い、
個別のニーズに対応できる支援を目
指し取り組んでいます。
　多種多様な個別ニーズに対応する
ために独自の「個別支援計画書」を
作成し個人が一番必要な支援を行う
よう実施しています。また、自立支
援を行う上で、関係機関との調整は
もちろんのこと、退所後も安定した
生活が送れるよう、施設行事への参
加呼び掛けや近況確認を行ない、利
用者が主体的でより質の高い生活を
出来る支援を目指しています。

開所当初は、精神・知的・
身体障害を持つ方が多く入
所されていたが、ここ数年
ホームレス経験者や生活障
害（借金、アルコール）を
抱える方が多く利用されて
いる。利用者の障害別割合
は（ 知 的4.5 ％、 精 神
20.5％、身体15.9％、身体・
知 的2.3 ％、 身 体・ 精 神
1.1 ％、 知 的・ 精 神3.4 ％、
知 的・ 身 体・ 精 神1.1 ％、
病弱51.1％）となっており
ます。

在寮者93名
平均年齢　61.0歳（最高齢
89歳、最年少34歳）
平均入所期間　3年0ヶ月
平成17年9月30日現在　

併設事業は
あ り ま せ
ん。

平成8年4
月1日

大阪市からの委託により。 入所定員は68名と変更はご
ざいませんが、大阪市の
ホームレス対策支援受入施
設として、稼動しており前
年度月初平均取扱人員にて
暫定取扱人員を定めてい
る。（平成17年度は103名）

前身施設はご
ざいません。



救護施設の動態 177

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

110 大
阪
府

施設の名称：
大 阪 市 立　
港晴寮
設置主体：
大阪市
運営主体：
社会福祉法
人　みなと
寮
運営形態：
公立民営で
主として大
阪市立更生
相談所の一
時保護施設
から利用者
を受け入れ
ている救護
施設です。

○　利用者の基本的な受け入れ 先
は、大阪市立更正相談所の一時保護
所及び緊急入院保護業務センターで
す。
○　一時保護所は市内の「あいりん
地区」対策のために設置されていま
す。
○　緊急入院保護業務センターは、
市内全域を対象として主として居住
地のない行旅病者を取り扱い、利用
者を入院させ、疾病の治癒後は利用
者の意向を聞いたうえで適切な施設
へ措置する業務等を行っています。
○　以上から当施設の特徴は、大都
市特有の生活困窮者対策の施設であ
ると言うことが出来ます。

回答なし 本施設が併
設 事 業 を
行っている
ものではな
いが、法人
としては高
齢者にかか
る施設と在
宅介護支援
等のサービ
ス 事 業 を
行 っ て い
る。

昭和51年
10月1日

　現・港晴寮の建物は、港湾労働者
の宿泊施設でしたが、高度成長期の
時代の波により港湾業務は機械化に
よって就労が激減すると言う状況の
中にあった。
　一方、大阪市では救護施設が不足
しているという問題を抱えており、
この課題の解消のために建物の転用
を図って、救護施設を経営して欲し
いと言う打診が大阪市から有りこれ
を受託したものです。

開設以降変動はない。 該当なし。

111 大
阪
府

施設の名称：
大 阪 市 立　
第2港晴寮
設置主体：
大阪市
運営主体：
社会福祉法
人　みなと
寮
運営形態：
公設民営

　障害の種類を問わず、いわゆる生
活障害を含めた方の受入を行い安定
した生活・身体・社会的支援を行い、
個別のニーズに対応できる支援を目
指し取り組んでいます。
　多種多様な個別ニーズに対応する
ために独自の「個別支援計画書」を
作成し個人が一番必要な支援を行う
よう実施しています。また、自立支
援を行う上で、関係機関との調整は
もちろんのこと、退所後も安定した
生活が送れるよう、施設行事への参
加呼び掛けや近況確認を行ない、利
用者が主体的でより質の高い生活を
出来る支援を目指しています。

開所当初は、精神・知的・
身体障害を持つ方が多く入
所されていたが、ここ数年
ホームレス経験者や生活障
害（借金、アルコール）を
抱える方が多く利用されて
いる。利用者の障害別割合
は（ 知 的4.5 ％、 精 神
20.5％、身体15.9％、身体・
知 的2.3 ％、 身 体・ 精 神
1.1 ％、 知 的・ 精 神3.4 ％、
知 的・ 身 体・ 精 神1.1 ％、
病弱51.1％）となっており
ます。

在寮者93名
平均年齢　61.0歳（最高齢
89歳、最年少34歳）
平均入所期間　3年0ヶ月
平成17年9月30日現在　

併設事業は
あ り ま せ
ん。

平成8年4
月1日

大阪市からの委託により。 入所定員は68名と変更はご
ざいませんが、大阪市の
ホームレス対策支援受入施
設として、稼動しており前
年度月初平均取扱人員にて
暫定取扱人員を定めてい
る。（平成17年度は103名）

前身施設はご
ざいません。
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

112 大
阪
府

施設の名称：
みなと寮
設置主体：
大阪府
運営主体：
社会福祉法
人　みなと
寮
運営形態：
公設民営

　障害の種類を問わず生活課題を有
する方を受け入れ、安心と安全を確
保した上で、意向を尊重し個別の
ニーズに即応できる支援体制作りを
目指しています。
　当施設は重複障害者等、他方の専
門施設での対応が困難な利用者を受
け入れる機能と、いわゆる生活障害
を抱える利用者を受け入れ、生活支
援を行っています。それは生活扶助
のみの施設機能としてだけでなく、
利用者が抱える様々な問題と現実に
求められている多様なニーズや、表
出されないニーズ等を抽出して、的
確に対応しています。
　また、「自立支援プログラム」を
効果的に活用し、サービス機関等と
の連携を図りながら個人の能力に
あった支援を実施し、自立阻害要因
を取り除き、自立達成に向かう取り
組みを定期的に評価し、主体的な生
活の質の向上を目指しています。

　施設利用者については、
様々な障害や生活背景によ
り、家族との生活や単身で
の生活が困難になったため
入所し、多種・多様な生活
課題・ニーズを抱えて利用
されている方が多いのが特
徴といえ、そのような方々
を受け入れる体制を整えて
います。
　利用者の障害別構成比と
しまして、精神障害者が
43.9%、 知 的 障 害 者 が
20.2%、 身 体 障 害 者 が
21.7%、病弱者他が14.2%と
なっており、特に重度の障
害者が多いのが特徴といえ
ます。
　平均年齢は65.6歳（男性
64.5歳、女性が66.6歳）利
用期間の平均は9年5ヶ月と
なっています。

併設事業は
あ り ま せ
ん。

昭和60年
4月1日

生活保護法による更生施設を大阪府
大阪市港区にて、運営していました
が、建物等の老朽化及び利用者の障
害の重度化により、昭和60年4月に
現在の場所に移転、救護施設に種別
変更し開所しました。

開設以降から現在に至る経
緯については、特に変更・
変化はございません。

前 身 施 設　
更生施設大阪
府立みなと寮
開 設 年 月 日　
昭 和25年4月
20日
施設の内容等　
生活保護法に
よる更生施設
　　入所定員
216名

施設パン
フレット
あり

113 大
阪
府

施設の名称：
淀川救護寮
設置主体：
大阪市
運営主体：
社会福祉法
人　みおつ
くし福祉会
運営形態：
定 員110名

（ 居 宅 生 活
訓 練 事 業5
名）
通所事業定
員55名以内

　大阪市の条例施設となっている。
大阪市立更生相談所が西成「愛隣地
区」で住所を定めていない人達を保
護し、その付属施設一時保護所を経
由し入所します。その他、市内各区
福祉事務所からの入所もあります。
　更生施設と一体運営をしており、
敷地内にはホームレス自立支援セン
ターが併設されている。食堂は1カ
所で3施設が利用している。
　通過施設としての役割を担い、内
職作業、寮内作業、職業訓練、外部
就労などの作業訓練をし、居宅生活
訓練事業や通所事業なども活用しな
がら、個別支援計画にもとづき地域
生活に向けて支援を行っている。

入所者の多くは、日雇い生
活や、ホームレス生活の経
験者である。約42％の入所
者が3障害に該当している。
平均年齢は61歳（最低齢31
歳、最高齢78歳）、平均在
所期間1年4ヶ月となってい
る。そして約9割が医療扶
助を受けている。
　出身地（本籍地）は全国
にわたっており、家族関係
の崩壊や近年、「人格障害」
と思われる若い入所者が少
し目立つようになってきて
いる。特に施設での集団生
活が苦手で、人間関係がう
まく創れない人や、又、債
務を抱えその処理をしなけ
ればならない対象者も多
い。

保護施設通
所事業
救護施設居
宅訓練事業

1985年4
月1日

大阪市が西成の愛隣対策として、大
阪市条例にもとづき、更生施設淀川
寮が昭和43年9月1日に開設され、法
人に運営委託された。
　オイルショックを境に要保護者の
著しい増加と、昭和49年頃から高齢
化が進んできた。
　今後在寮期間の長期化の傾向と、
新たに利用者のニーズにあったより
きめ細かな処遇を展開できる施設の
必要性が大きくなり、当法人の30年
の節目でもあった昭和60年4月1日に
開設され、当法人に運営を委託され
た。

運営主体である当法人名
が、平成6年6月1日付けで、

「社会福祉法人大阪市民援
護事業団」から「社会福祉
法人みおつくし福祉会」に
変更する。

回答なし 施設パン
フレット
あり



救護施設の動態 179

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

112 大
阪
府

施設の名称：
みなと寮
設置主体：
大阪府
運営主体：
社会福祉法
人　みなと
寮
運営形態：
公設民営

　障害の種類を問わず生活課題を有
する方を受け入れ、安心と安全を確
保した上で、意向を尊重し個別の
ニーズに即応できる支援体制作りを
目指しています。
　当施設は重複障害者等、他方の専
門施設での対応が困難な利用者を受
け入れる機能と、いわゆる生活障害
を抱える利用者を受け入れ、生活支
援を行っています。それは生活扶助
のみの施設機能としてだけでなく、
利用者が抱える様々な問題と現実に
求められている多様なニーズや、表
出されないニーズ等を抽出して、的
確に対応しています。
　また、「自立支援プログラム」を
効果的に活用し、サービス機関等と
の連携を図りながら個人の能力に
あった支援を実施し、自立阻害要因
を取り除き、自立達成に向かう取り
組みを定期的に評価し、主体的な生
活の質の向上を目指しています。

　施設利用者については、
様々な障害や生活背景によ
り、家族との生活や単身で
の生活が困難になったため
入所し、多種・多様な生活
課題・ニーズを抱えて利用
されている方が多いのが特
徴といえ、そのような方々
を受け入れる体制を整えて
います。
　利用者の障害別構成比と
しまして、精神障害者が
43.9%、 知 的 障 害 者 が
20.2%、 身 体 障 害 者 が
21.7%、病弱者他が14.2%と
なっており、特に重度の障
害者が多いのが特徴といえ
ます。
　平均年齢は65.6歳（男性
64.5歳、女性が66.6歳）利
用期間の平均は9年5ヶ月と
なっています。

併設事業は
あ り ま せ
ん。

昭和60年
4月1日

生活保護法による更生施設を大阪府
大阪市港区にて、運営していました
が、建物等の老朽化及び利用者の障
害の重度化により、昭和60年4月に
現在の場所に移転、救護施設に種別
変更し開所しました。

開設以降から現在に至る経
緯については、特に変更・
変化はございません。

前 身 施 設　
更生施設大阪
府立みなと寮
開 設 年 月 日　
昭 和25年4月
20日
施設の内容等　
生活保護法に
よる更生施設
　　入所定員
216名

施設パン
フレット
あり

113 大
阪
府

施設の名称：
淀川救護寮
設置主体：
大阪市
運営主体：
社会福祉法
人　みおつ
くし福祉会
運営形態：
定 員110名

（ 居 宅 生 活
訓 練 事 業5
名）
通所事業定
員55名以内

　大阪市の条例施設となっている。
大阪市立更生相談所が西成「愛隣地
区」で住所を定めていない人達を保
護し、その付属施設一時保護所を経
由し入所します。その他、市内各区
福祉事務所からの入所もあります。
　更生施設と一体運営をしており、
敷地内にはホームレス自立支援セン
ターが併設されている。食堂は1カ
所で3施設が利用している。
　通過施設としての役割を担い、内
職作業、寮内作業、職業訓練、外部
就労などの作業訓練をし、居宅生活
訓練事業や通所事業なども活用しな
がら、個別支援計画にもとづき地域
生活に向けて支援を行っている。

入所者の多くは、日雇い生
活や、ホームレス生活の経
験者である。約42％の入所
者が3障害に該当している。
平均年齢は61歳（最低齢31
歳、最高齢78歳）、平均在
所期間1年4ヶ月となってい
る。そして約9割が医療扶
助を受けている。
　出身地（本籍地）は全国
にわたっており、家族関係
の崩壊や近年、「人格障害」
と思われる若い入所者が少
し目立つようになってきて
いる。特に施設での集団生
活が苦手で、人間関係がう
まく創れない人や、又、債
務を抱えその処理をしなけ
ればならない対象者も多
い。

保護施設通
所事業
救護施設居
宅訓練事業

1985年4
月1日

大阪市が西成の愛隣対策として、大
阪市条例にもとづき、更生施設淀川
寮が昭和43年9月1日に開設され、法
人に運営委託された。
　オイルショックを境に要保護者の
著しい増加と、昭和49年頃から高齢
化が進んできた。
　今後在寮期間の長期化の傾向と、
新たに利用者のニーズにあったより
きめ細かな処遇を展開できる施設の
必要性が大きくなり、当法人の30年
の節目でもあった昭和60年4月1日に
開設され、当法人に運営を委託され
た。

運営主体である当法人名
が、平成6年6月1日付けで、

「社会福祉法人大阪市民援
護事業団」から「社会福祉
法人みおつくし福祉会」に
変更する。

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

114 大
阪
府

施設の名称：
社会福祉法
人　篤志会　
美原の里
設置主体：
社会福祉法
人　篤志会
運営主体：
社会福祉法
人　篤志会
運営形態：
回答なし

　施設開設の経緯もあり、精神障害
者の社会復帰のための中間施設とし
て、自律と社会参加の促進を目的と
する単一化の施設として運営してい
る。

　平成17年3月31日現在の
在籍者は62名で、年齢構成
にみると60歳以上が21名

（33％）で、年々加齢の傾
向がみられる。また、実施
機関別のそり状況を見ると
14市（28実施機関）と広域
性をもった施設として機能
と役割を果たしている。

なし 昭和63年
4月1日

　社会福祉法人篤志会美原の里は、
昭和63年4月1日に開設されたもの
で、開設理由は、昭和61年当時に行
政側の要請により、精神病院を経営
していた現在の理事長（社会福祉法
人篤志会）が創設したものである。
　当時、救護施設は緊急救護施設と
して精神病院に入院中の社会的理由
による入院患者の受け皿としての役
割を担っていた時代であった。従っ
て、利用者の殆どは精神病院で寛解
状態となった退院者で施設内での作
業活動あるいは地域企業の協力によ
る外勤実習などの支援を行うことに
より社会復帰施設としての役割と機
能を果たしている。

回答なし

115 大
阪
府

施設の名称：
大 阪 婦 人
ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　大阪婦
人ホーム
運営主体：
社会福祉法
人　大阪婦
人ホーム
運営形態：
民設民営

　施設利用者が施設利用の権利主体
者であり、そのことを施設運営の基
本に据え、利用者の基本的人権を守
り、個々の人格を尊重することに努
める。
　同時にあたりまえの暮らしを支え
る有効な社会資源のひとつとして位
置づけし、自己完結型の施設ではな
く、地域をはじめ他の社会的資源と
有機的に連携することを常に意識
し、開放性と高い透明性を兼ね備え
る施設を目指している。

　全員が単身女性のみ。疾
患 別 と し て 精 神 障 害 者
48.8 ％、 知 的 障 害 者　
3.4％、その他内部疾患含
む22.8％。
　またホームレス・DV被
害者・ストーカー被害者・
ロックアウト等の入所が混
在している。

生活ケアセ
ンター（一
時保護）
通所事業

平成14年
8月1日

　法人は明治40年に創業。日露戦争
後の産業復興は、女性の社会的進出
の足がかりとなるも、当時の治安情
勢では誘拐、虐使、人身売買は日常
的な惨劇。不安定な就職口を求めて
地方から出てくる女性の宿泊保護と
職業紹介を役割とし自由廃業・廃娼
運動に力を注ぐ財団法人として発
足。昭和27年社会福祉法人として女
性の為の更生施設として精神障害者
の自立援助活動を中心とした。
　平成14年リストラ、倒産、サラ金、
家庭内暴力、麻薬、ＤＶ、ホームレ
ス等、社会のニーズに柔軟に対応す
るため更生施設を休止し救護施設へ
と種別変更させ、法人の創業の精神
である女性の保護救済をより強く実
践し、全人的福祉の発展寄与するた
め事業展開するため開設した。

回答なし 大阪婦人ホー
ム。
昭和 2 7 年 5 月
28日開設
更生施設

116 兵
庫
県

施設の名称：
のぞみの家
設置主体：
兵庫県
運営主体：
兵庫県社会
福祉事業団
運営形態：
公設民営

兵庫県立総合リハビリテーションの
一施設として運営している。

身体・知的・精神の障害者
や、ホームレス等、利用者
は様々。

回答なし 昭和27年
11月1日

昭和21年、「兵庫県立玉津寮」が発
足した。
戦後の海外引き揚げ者及び戦災者の
応急援護施設であった。

昭和27年の開設時は、兵庫
県による公設公営施設。
昭和41年、兵庫県社会福祉
事業団が受託運営する。

昭 和27年、 県
立玉津寮に救
護施設（救護
の家）として
設立された。
昭 和45年、 救
護施設の名称

「のぞみの家」
に決まる。



救護施設の動態 181

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

114 大
阪
府

施設の名称：
社会福祉法
人　篤志会　
美原の里
設置主体：
社会福祉法
人　篤志会
運営主体：
社会福祉法
人　篤志会
運営形態：
回答なし

　施設開設の経緯もあり、精神障害
者の社会復帰のための中間施設とし
て、自律と社会参加の促進を目的と
する単一化の施設として運営してい
る。

　平成17年3月31日現在の
在籍者は62名で、年齢構成
にみると60歳以上が21名

（33％）で、年々加齢の傾
向がみられる。また、実施
機関別のそり状況を見ると
14市（28実施機関）と広域
性をもった施設として機能
と役割を果たしている。

なし 昭和63年
4月1日

　社会福祉法人篤志会美原の里は、
昭和63年4月1日に開設されたもの
で、開設理由は、昭和61年当時に行
政側の要請により、精神病院を経営
していた現在の理事長（社会福祉法
人篤志会）が創設したものである。
　当時、救護施設は緊急救護施設と
して精神病院に入院中の社会的理由
による入院患者の受け皿としての役
割を担っていた時代であった。従っ
て、利用者の殆どは精神病院で寛解
状態となった退院者で施設内での作
業活動あるいは地域企業の協力によ
る外勤実習などの支援を行うことに
より社会復帰施設としての役割と機
能を果たしている。

回答なし

115 大
阪
府

施設の名称：
大 阪 婦 人
ホーム
設置主体：
社会福祉法
人　大阪婦
人ホーム
運営主体：
社会福祉法
人　大阪婦
人ホーム
運営形態：
民設民営

　施設利用者が施設利用の権利主体
者であり、そのことを施設運営の基
本に据え、利用者の基本的人権を守
り、個々の人格を尊重することに努
める。
　同時にあたりまえの暮らしを支え
る有効な社会資源のひとつとして位
置づけし、自己完結型の施設ではな
く、地域をはじめ他の社会的資源と
有機的に連携することを常に意識
し、開放性と高い透明性を兼ね備え
る施設を目指している。

　全員が単身女性のみ。疾
患 別 と し て 精 神 障 害 者
48.8 ％、 知 的 障 害 者　
3.4％、その他内部疾患含
む22.8％。
　またホームレス・DV被
害者・ストーカー被害者・
ロックアウト等の入所が混
在している。

生活ケアセ
ンター（一
時保護）
通所事業

平成14年
8月1日

　法人は明治40年に創業。日露戦争
後の産業復興は、女性の社会的進出
の足がかりとなるも、当時の治安情
勢では誘拐、虐使、人身売買は日常
的な惨劇。不安定な就職口を求めて
地方から出てくる女性の宿泊保護と
職業紹介を役割とし自由廃業・廃娼
運動に力を注ぐ財団法人として発
足。昭和27年社会福祉法人として女
性の為の更生施設として精神障害者
の自立援助活動を中心とした。
　平成14年リストラ、倒産、サラ金、
家庭内暴力、麻薬、ＤＶ、ホームレ
ス等、社会のニーズに柔軟に対応す
るため更生施設を休止し救護施設へ
と種別変更させ、法人の創業の精神
である女性の保護救済をより強く実
践し、全人的福祉の発展寄与するた
め事業展開するため開設した。

回答なし 大阪婦人ホー
ム。
昭和 2 7 年 5 月
28日開設
更生施設

116 兵
庫
県

施設の名称：
のぞみの家
設置主体：
兵庫県
運営主体：
兵庫県社会
福祉事業団
運営形態：
公設民営

兵庫県立総合リハビリテーションの
一施設として運営している。

身体・知的・精神の障害者
や、ホームレス等、利用者
は様々。

回答なし 昭和27年
11月1日

昭和21年、「兵庫県立玉津寮」が発
足した。
戦後の海外引き揚げ者及び戦災者の
応急援護施設であった。

昭和27年の開設時は、兵庫
県による公設公営施設。
昭和41年、兵庫県社会福祉
事業団が受託運営する。

昭 和27年、 県
立玉津寮に救
護施設（救護
の家）として
設立された。
昭 和45年、 救
護施設の名称

「のぞみの家」
に決まる。
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

117 兵
庫
県

施設の名称：
神戸市立和
光園
設置主体：
神戸市
運営主体：
神戸市
運営形態：
直営

養護老人ホーム、ケアハウスと合築 ホームレスの割合が高く年
齢層も高い

養 護 老 人
ホーム（定
数80人）
ケアハウス

（定数50人）

回答なし 大正13年1月21日　神戸市立救護院 平成7年　阪神淡路大震災
により全壊　養護老人ホー
ム・救護施設の再建にあわ
せ、旧市立軽費老人ホーム

「福寿園」をケアハウスに
機能転換し合築（平成12年
4月1日）
別紙パンフレット参照

回答なし 別紙資料
（ パ ン フ
レ ッ ト ）
あり

118 兵
庫
県

施設の名称：
アメニティ
ホーム夢野
設置主体：
社会福祉法
人　神戸光
有会
運営主体：
社会福祉法
人　神戸光
有会
運営形態：
回答なし

　アメニティホームは、昭和60年よ
り施設独自事業として、長期入院患
者の退院後の生活支援、施設退所者
のアフターケアを行ってきました。
その後通所事業などの制度を経て、
平成14年より保護施設通所事業の認
可を受け事業を継続しています。現
在40名の通所者に様々なサービスを
提供しています。また、救護施設の
役割の一つであるセーフティネット
機能も充実させるため、退所の促進
にあわせ、新規入所者の受け入れも
積極的に行っています。
　平成17年度の実績として、年延べ
19人の退所（アパート移管、施設移
管など）、再入所を含む19人（新規
入所10名）の入所がありました。

　平成14年度施設建て替え
以前は木造2階建てで、廊
下幅も不十分で住環境とし
ては劣悪でした。ニーズと
しては様々な障害を持った
方の生活の場ではありまし
たが、多くの身体障害を
持った方は不自由な生活を
送らざるを得なかったこと
もあり、昭和57年頃から利
用者の中で精神障害を持っ
た方を積極的に受け入れる
ようになりました。建て替
えに際しては今後の動向に
も配慮し、建物はバリアフ
リーを取り入れ、様々な障
害に対応するための環境は
整備しましたが、現在も利
用者の90％以上が精神疾患
を持った方で占められてい
ます。

保護施設通
所事業

昭和23年
2月28日

　当方人の事業開始は、明治41年4
月1日に遡ります。日露戦争の傷痍
軍人、浮浪孤児の救済のため、篤志
家による社会事業に端を発します。
傷痍軍人のための施療院、浮浪孤児
のための孤児院に始まり、その後、
それぞれの時代背景に応じ、様々な
事業を行ってきました。
　現在は、老人福祉法による養護老
人ホーム、児童福祉法により児童養
護施設、同法による母子生活支援施
設、生活保護法による救護施設、精
神保健福祉法による精神障害者地域
生活支援センター、診療所を運営し
ています。

救護施設設立は昭和23年2
月28日。法人定款制定昭和
27年5月20日。救護施設管
理規程施行昭和32年7月1
日。昭和38年、昭和53年に
定員増員。（50名定員）。昭
和60年サービスケース（通
所者へのサービス提供）開
始。平成元年、通所事業認
可。平成4年12月1日、法人
名、施設名変更。（社会福
祉法人神戸報国議会、神戸
報国救護院から社会福祉法
人神戸光有会、アメニティ
ホーム夢野）。平成6年救護
施設退所者等自立援助事業
認可。平成14年保護施設通
所事業認可。（通所事業、
自立援助事業は廃止）。

回答なし



救護施設の動態 183

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

117 兵
庫
県

施設の名称：
神戸市立和
光園
設置主体：
神戸市
運営主体：
神戸市
運営形態：
直営

養護老人ホーム、ケアハウスと合築 ホームレスの割合が高く年
齢層も高い

養 護 老 人
ホーム（定
数80人）
ケアハウス

（定数50人）

回答なし 大正13年1月21日　神戸市立救護院 平成7年　阪神淡路大震災
により全壊　養護老人ホー
ム・救護施設の再建にあわ
せ、旧市立軽費老人ホーム

「福寿園」をケアハウスに
機能転換し合築（平成12年
4月1日）
別紙パンフレット参照

回答なし 別紙資料
（ パ ン フ
レ ッ ト ）
あり

118 兵
庫
県

施設の名称：
アメニティ
ホーム夢野
設置主体：
社会福祉法
人　神戸光
有会
運営主体：
社会福祉法
人　神戸光
有会
運営形態：
回答なし

　アメニティホームは、昭和60年よ
り施設独自事業として、長期入院患
者の退院後の生活支援、施設退所者
のアフターケアを行ってきました。
その後通所事業などの制度を経て、
平成14年より保護施設通所事業の認
可を受け事業を継続しています。現
在40名の通所者に様々なサービスを
提供しています。また、救護施設の
役割の一つであるセーフティネット
機能も充実させるため、退所の促進
にあわせ、新規入所者の受け入れも
積極的に行っています。
　平成17年度の実績として、年延べ
19人の退所（アパート移管、施設移
管など）、再入所を含む19人（新規
入所10名）の入所がありました。

　平成14年度施設建て替え
以前は木造2階建てで、廊
下幅も不十分で住環境とし
ては劣悪でした。ニーズと
しては様々な障害を持った
方の生活の場ではありまし
たが、多くの身体障害を
持った方は不自由な生活を
送らざるを得なかったこと
もあり、昭和57年頃から利
用者の中で精神障害を持っ
た方を積極的に受け入れる
ようになりました。建て替
えに際しては今後の動向に
も配慮し、建物はバリアフ
リーを取り入れ、様々な障
害に対応するための環境は
整備しましたが、現在も利
用者の90％以上が精神疾患
を持った方で占められてい
ます。

保護施設通
所事業

昭和23年
2月28日

　当方人の事業開始は、明治41年4
月1日に遡ります。日露戦争の傷痍
軍人、浮浪孤児の救済のため、篤志
家による社会事業に端を発します。
傷痍軍人のための施療院、浮浪孤児
のための孤児院に始まり、その後、
それぞれの時代背景に応じ、様々な
事業を行ってきました。
　現在は、老人福祉法による養護老
人ホーム、児童福祉法により児童養
護施設、同法による母子生活支援施
設、生活保護法による救護施設、精
神保健福祉法による精神障害者地域
生活支援センター、診療所を運営し
ています。

救護施設設立は昭和23年2
月28日。法人定款制定昭和
27年5月20日。救護施設管
理規程施行昭和32年7月1
日。昭和38年、昭和53年に
定員増員。（50名定員）。昭
和60年サービスケース（通
所者へのサービス提供）開
始。平成元年、通所事業認
可。平成4年12月1日、法人
名、施設名変更。（社会福
祉法人神戸報国議会、神戸
報国救護院から社会福祉法
人神戸光有会、アメニティ
ホーム夢野）。平成6年救護
施設退所者等自立援助事業
認可。平成14年保護施設通
所事業認可。（通所事業、
自立援助事業は廃止）。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

119 兵
庫
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ヨハネ寮
設置主体：
社会福祉法
人　ヨハネ
会
運営主体：
社会福祉法
人　ヨハネ
会
運営形態：
民設民営

おもに精神障害者の社会復帰、およ
び自立支援に取り組んでいる。

入所者のほぼ全員が、精神
障害者である。

・居宅生活
訓練事業
・保護施設
通所事業

※他法事業
・精神障害
者地域生活
支 援 セ ン
ター
・知的障害
者地域生活
援 助 事 業

（ＧＨ）
※補助金事
業
・神戸市障
害者小規模
作業所

1962年10
月29日

　1951年　 神 の 聖 ヨ ハ ネ（1495-
1550）の行動に倣い、世界各地で病
者や貧しい人のケアを行っている

「聖ヨハネ病院修道会（本部・ロー
マ）」の修道士2名が来日。神戸市須
磨区に、同修道会の日本支部を設立
した。同支部は、当初日本で活動す
る神父、修道士のための保養施設と
して事業を行いながら、一般病院の
開設に向けて活動を開始した。
　しかし、数年後、精神科病院に入
院する患者の退院促進および地域で
の生活支援事業の実施を望む地元大
学病院の精神科医、行政関係者らの
強い要望を受けて、社会福祉事業の
実施に方針を転換、社会福祉法人の
設立および緊急救護施設の設置に向
けて活動を開始した。
　1962年　社会福祉法人ヨハネ会を
設立、合わせて緊急救護施設ヨハネ
寮を開設した。

1962年　緊急救護施設ヨハ
ネ寮開設
名称：緊急救護施設ヨハネ
寮開設
所在地：神戸市須磨区奥山
畑町2番地
設置主体：社会福祉法人ヨ
ハネ会
運営主体：社会福祉法人ヨ
ハネ会
運営形態：民設民営
入所者定員：50名
入所者の特徴：精神障害者・
男性のみ
1967年　救護施設ヨハネ寮
に名称変更
1989年　救護施設通所事業
実施（～2004年）
1994年　救護施設退所者等
居宅生活援助事業実施

（～2004年）
2004年　保護施設通所事業
実施（現在にいたる）
2004年　居宅生活訓練事業
実施（定員3名）

回答なし

120 兵
庫
県

施設の名称：
社会福祉法
人　阪神福
祉 事 業 団　
阪神福祉セ
ンター　な
なくさ厚生
院
設置主体：
社会福祉法
人　阪神福
祉事業団
運営主体：
社会福祉法
人　阪神福
祉事業団
運営形態：
公 設 民 営

（ 社 会 福 祉
事業団）

1　健康で安心して生活できる施設
づくりを推進する

2　生きがいのある生活目標をもっ
てもらい、それに必要な支援を推進
する。

3　利用者本人及び家族等の考えを
尊重し、可能な

4　機能の維持及び向上を支援し、
自立に向けての取り組みを推進す
る。

5　地域社会との連携を持たせた施
設づくりを推進する。

　障害別に利用者を分類す
ると、全利用者の約50％が
身体障害、約30％が知的障
害、約50％が精神障害とな
る（重複障害含む）。
　障害内容も多種多様であ
り、ここ数年は利用者の高
齢化からくる認知症を伴っ
た利用者が増加している。
男女比　7：3　平均年齢　
64.6歳

・同敷地内
に、特別養
護老人ホー
ム（認知症
棟含む）及
びデイサー
ビス、知的
障 害 児 施
設、知的障
害者更生施
設、診療所
併設。
・平成18年
度から「居
宅生活訓練
事業」実施
予定

昭和43年
7月10日

　設置主体である阪神福祉事業団
は、阪神間6市1町（尼崎市、西宮市、
芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
猪名川町）が、経済的、社会的に同
一の都市圏を形成していることから
行政の合理的かつ経済的な運営を期
する為、地域住民の福祉の増進を図
ることを目的として設置された。そ
の中で高齢化した知的障害者及び身
体障害者対策を兼ね備える施設建設
の要望が、地域住民よりあがり、救
護施設「ななくさ厚生院」が開設さ
れることになった。

・昭和43年7月10日　開設
（定員　50名）
・昭和44年4月　1日　定員
変更（定員　100名）

・平成15年度あたりから、
緊急一時保護のニーズ
が高まり、急遽、対応策と
して倉庫を居室に変更し3
名受入出来る様対応した、
その後、平成16年度
に1名、17年度に2名受入出
来る居室工事を施行
し、現在、100名の定員に
対して、6名の緊急一時保
護の対応を可能とした。
・入所者の特徴→ここ、1
～2年の入所措置において

「認知症の利用者」の増加
が謙虚に現れている。
また、以前からの利用者に
おいても、認知症が出始め、
徘徊等の問題行動への対応
に苦慮している。

回答なし 法人パン
フレット
あり



救護施設の動態 185

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

119 兵
庫
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ヨハネ寮
設置主体：
社会福祉法
人　ヨハネ
会
運営主体：
社会福祉法
人　ヨハネ
会
運営形態：
民設民営

おもに精神障害者の社会復帰、およ
び自立支援に取り組んでいる。

入所者のほぼ全員が、精神
障害者である。

・居宅生活
訓練事業
・保護施設
通所事業

※他法事業
・精神障害
者地域生活
支 援 セ ン
ター
・知的障害
者地域生活
援 助 事 業

（ＧＨ）
※補助金事
業
・神戸市障
害者小規模
作業所

1962年10
月29日

　1951年　 神 の 聖 ヨ ハ ネ（1495-
1550）の行動に倣い、世界各地で病
者や貧しい人のケアを行っている

「聖ヨハネ病院修道会（本部・ロー
マ）」の修道士2名が来日。神戸市須
磨区に、同修道会の日本支部を設立
した。同支部は、当初日本で活動す
る神父、修道士のための保養施設と
して事業を行いながら、一般病院の
開設に向けて活動を開始した。
　しかし、数年後、精神科病院に入
院する患者の退院促進および地域で
の生活支援事業の実施を望む地元大
学病院の精神科医、行政関係者らの
強い要望を受けて、社会福祉事業の
実施に方針を転換、社会福祉法人の
設立および緊急救護施設の設置に向
けて活動を開始した。
　1962年　社会福祉法人ヨハネ会を
設立、合わせて緊急救護施設ヨハネ
寮を開設した。

1962年　緊急救護施設ヨハ
ネ寮開設
名称：緊急救護施設ヨハネ
寮開設
所在地：神戸市須磨区奥山
畑町2番地
設置主体：社会福祉法人ヨ
ハネ会
運営主体：社会福祉法人ヨ
ハネ会
運営形態：民設民営
入所者定員：50名
入所者の特徴：精神障害者・
男性のみ
1967年　救護施設ヨハネ寮
に名称変更
1989年　救護施設通所事業
実施（～2004年）
1994年　救護施設退所者等
居宅生活援助事業実施

（～2004年）
2004年　保護施設通所事業
実施（現在にいたる）
2004年　居宅生活訓練事業
実施（定員3名）

回答なし

120 兵
庫
県

施設の名称：
社会福祉法
人　阪神福
祉 事 業 団　
阪神福祉セ
ンター　な
なくさ厚生
院
設置主体：
社会福祉法
人　阪神福
祉事業団
運営主体：
社会福祉法
人　阪神福
祉事業団
運営形態：
公 設 民 営

（ 社 会 福 祉
事業団）

1　健康で安心して生活できる施設
づくりを推進する

2　生きがいのある生活目標をもっ
てもらい、それに必要な支援を推進
する。

3　利用者本人及び家族等の考えを
尊重し、可能な

4　機能の維持及び向上を支援し、
自立に向けての取り組みを推進す
る。

5　地域社会との連携を持たせた施
設づくりを推進する。

　障害別に利用者を分類す
ると、全利用者の約50％が
身体障害、約30％が知的障
害、約50％が精神障害とな
る（重複障害含む）。
　障害内容も多種多様であ
り、ここ数年は利用者の高
齢化からくる認知症を伴っ
た利用者が増加している。
男女比　7：3　平均年齢　
64.6歳

・同敷地内
に、特別養
護老人ホー
ム（認知症
棟含む）及
びデイサー
ビス、知的
障 害 児 施
設、知的障
害者更生施
設、診療所
併設。
・平成18年
度から「居
宅生活訓練
事業」実施
予定

昭和43年
7月10日

　設置主体である阪神福祉事業団
は、阪神間6市1町（尼崎市、西宮市、
芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
猪名川町）が、経済的、社会的に同
一の都市圏を形成していることから
行政の合理的かつ経済的な運営を期
する為、地域住民の福祉の増進を図
ることを目的として設置された。そ
の中で高齢化した知的障害者及び身
体障害者対策を兼ね備える施設建設
の要望が、地域住民よりあがり、救
護施設「ななくさ厚生院」が開設さ
れることになった。

・昭和43年7月10日　開設
（定員　50名）
・昭和44年4月　1日　定員
変更（定員　100名）

・平成15年度あたりから、
緊急一時保護のニーズ
が高まり、急遽、対応策と
して倉庫を居室に変更し3
名受入出来る様対応した、
その後、平成16年度
に1名、17年度に2名受入出
来る居室工事を施行
し、現在、100名の定員に
対して、6名の緊急一時保
護の対応を可能とした。
・入所者の特徴→ここ、1
～2年の入所措置において

「認知症の利用者」の増加
が謙虚に現れている。
また、以前からの利用者に
おいても、認知症が出始め、
徘徊等の問題行動への対応
に苦慮している。

回答なし 法人パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

121 兵
庫
県

施設の名称：
南光園
設置主体：
社会福祉法
人　南光社
会福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　南光社
会福祉事業
協会
運営形態：
一法人一施
設

兵庫県西部の自然に恵まれた山間部
に位置する。インフォームドコンセント
の考え方を導入し、利用者の自主性・
主体性を学び、自己責任において決
定や選択ができ充足感の感じられる
サービス提供に配慮している。
 （平成17年度事業計画より抜粋）
＜サービスの基本理念＞
いかなる境遇にある者も、どのような
障害をもつ者も、すべて等しい人格的
存在であり、人間としての尊厳におい
ていささかの差異があってはならない。
＜運営方針＞
総合福祉施設として、ノーマライゼー
ションの理念に基づいた『個人の尊
厳の擁護』と『個別的ニーズの実現』
に努めることを、その使命とする。 

（エンパワメントに基づく支援を基
本として捉える）
＜支援方針＞
①施設利用者一人一人の固有の生活
を尊重した生活支援に努める。 （利
用者主体という位置付け）
②多種多様な障害を持つ人達の共同
生活の場として、規則やルール、行
事などは利用者の意見を取り入れて
十分に了解のとれたものとする。ま
た、混合入所型形態のメリットを生
かし、利用者が相互に助け合って生
活していける環境を整えていく。 （共
同生活の療育的機能）
③インフォームドコンセントの考え
方を全面的に導入し、利用者が残存
能力を有効的に活用出来るように支
援すると共に、自己責任において決
定や選択が出来るよう最大限に配慮
し、充足感の感じられるサービスを
提供する。 （自律向上の原則）
④ノーマラーゼーションに根差したQOL
の向上を目指して、専門的・継続的サービ
スの展開に努める。 （サービスの普遍性）

　救護施設サービス提供が
必要な方については障害の
如何を問わず横断的に受け
入れている。特に近年は精
神障害者のニーズが顕著で
あり入所者の6割強が精神
障害者である。 （平成18年
1月1日現在）
入所者数：74名
身体障害　13名、知的障害　
13名、精神障害　48名、 （内
重複障害　11名　再掲）
　利用者支援については、

『救護施設個別支援計画』
に基づく支援を実施してお
り、利用者の意向を最優先
し、居宅生活可能な方には
移行支援を実施している。
併せて、施設でのケア継続
を望まれる方には、終末ケ
アを目指して取り組んでい
る。
同時に、ホームレス・DV
被害者等短期間の緊急受入
も行っている。 （平成16年
度実績：緊急受入　11名、
受入後、居宅・他施設へ移
管）

該当なし 昭和56年
4月6日

兵庫県所管による民間救護施設が無
い状況下において、兵庫県と協議し
た結果、当法人が設置主体となり救
護施設を開設した。場所については、
県内数箇所が候補で挙がっていた
が、地元と協議の結果現在地に開設
となった。

 （入所者の特徴）
・ 開設当初より数年間は
要介護度の高いケースが主
体。
・ 現在はADLの自立度は
高いケースが主体である
が、IADLにおいて多様な
支援を要するケースとなっ
ている。

（入所者定員）
・ 平成15年度：50名→70
名へ変更。
＜増員事業経費内訳＞
○ 建設費 （器具・備品等
含む）：166,932,000
国庫・県費補助金：
94,321,000
県単独補助金：12,292,000
共同募金指定寄附金：
15,000,000
福祉医療機構借入金：
41,000,000
自己資金：4,319,000

該当無し

122 兵
庫
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ジョイガー
デン
設置主体：
社会福祉法
人　太陽社
会福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　太陽社
会福祉事業
協会
運営形態：
回答なし

平成17年12月に開設したばかりの新
設の施設であり、緑豊かな林田の地
に立地し、施設利用者はゆとりのあ
る生活空間で日常生活を送っていた
だいております。

回答なし 回答なし 平成17年
12月16日

大阪市における生活保護施設の定員
超過状況や深刻なホームレス問題に
ついては、かねてから深く関心を抱
いており、上記諸問題の解決の一助
となるべく兵庫県姫路市に救護施設
を開設した。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

121 兵
庫
県

施設の名称：
南光園
設置主体：
社会福祉法
人　南光社
会福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　南光社
会福祉事業
協会
運営形態：
一法人一施
設

兵庫県西部の自然に恵まれた山間部
に位置する。インフォームドコンセント
の考え方を導入し、利用者の自主性・
主体性を学び、自己責任において決
定や選択ができ充足感の感じられる
サービス提供に配慮している。
 （平成17年度事業計画より抜粋）
＜サービスの基本理念＞
いかなる境遇にある者も、どのような
障害をもつ者も、すべて等しい人格的
存在であり、人間としての尊厳におい
ていささかの差異があってはならない。
＜運営方針＞
総合福祉施設として、ノーマライゼー
ションの理念に基づいた『個人の尊
厳の擁護』と『個別的ニーズの実現』
に努めることを、その使命とする。 

（エンパワメントに基づく支援を基
本として捉える）
＜支援方針＞
①施設利用者一人一人の固有の生活
を尊重した生活支援に努める。 （利
用者主体という位置付け）
②多種多様な障害を持つ人達の共同
生活の場として、規則やルール、行
事などは利用者の意見を取り入れて
十分に了解のとれたものとする。ま
た、混合入所型形態のメリットを生
かし、利用者が相互に助け合って生
活していける環境を整えていく。 （共
同生活の療育的機能）
③インフォームドコンセントの考え
方を全面的に導入し、利用者が残存
能力を有効的に活用出来るように支
援すると共に、自己責任において決
定や選択が出来るよう最大限に配慮
し、充足感の感じられるサービスを
提供する。 （自律向上の原則）
④ノーマラーゼーションに根差したQOL
の向上を目指して、専門的・継続的サービ
スの展開に努める。 （サービスの普遍性）

　救護施設サービス提供が
必要な方については障害の
如何を問わず横断的に受け
入れている。特に近年は精
神障害者のニーズが顕著で
あり入所者の6割強が精神
障害者である。 （平成18年
1月1日現在）
入所者数：74名
身体障害　13名、知的障害　
13名、精神障害　48名、 （内
重複障害　11名　再掲）
　利用者支援については、

『救護施設個別支援計画』
に基づく支援を実施してお
り、利用者の意向を最優先
し、居宅生活可能な方には
移行支援を実施している。
併せて、施設でのケア継続
を望まれる方には、終末ケ
アを目指して取り組んでい
る。
同時に、ホームレス・DV
被害者等短期間の緊急受入
も行っている。 （平成16年
度実績：緊急受入　11名、
受入後、居宅・他施設へ移
管）

該当なし 昭和56年
4月6日

兵庫県所管による民間救護施設が無
い状況下において、兵庫県と協議し
た結果、当法人が設置主体となり救
護施設を開設した。場所については、
県内数箇所が候補で挙がっていた
が、地元と協議の結果現在地に開設
となった。

 （入所者の特徴）
・ 開設当初より数年間は
要介護度の高いケースが主
体。
・ 現在はADLの自立度は
高いケースが主体である
が、IADLにおいて多様な
支援を要するケースとなっ
ている。

（入所者定員）
・ 平成15年度：50名→70
名へ変更。
＜増員事業経費内訳＞
○ 建設費 （器具・備品等
含む）：166,932,000
国庫・県費補助金：
94,321,000
県単独補助金：12,292,000
共同募金指定寄附金：
15,000,000
福祉医療機構借入金：
41,000,000
自己資金：4,319,000

該当無し

122 兵
庫
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ジョイガー
デン
設置主体：
社会福祉法
人　太陽社
会福祉事業
協会
運営主体：
社会福祉法
人　太陽社
会福祉事業
協会
運営形態：
回答なし

平成17年12月に開設したばかりの新
設の施設であり、緑豊かな林田の地
に立地し、施設利用者はゆとりのあ
る生活空間で日常生活を送っていた
だいております。

回答なし 回答なし 平成17年
12月16日

大阪市における生活保護施設の定員
超過状況や深刻なホームレス問題に
ついては、かねてから深く関心を抱
いており、上記諸問題の解決の一助
となるべく兵庫県姫路市に救護施設
を開設した。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

123 兵
庫
県

施設の名称：
救 護 施 設　
桃李園
設置主体：
社会福祉法
人　成蹊会
運営主体：
救 護 施 設　
桃李園
運営形態：
救護施設

＜環境＞
緑の山、田畑に囲まれ、加古川の清
流の快適な環境にあって安心して
日々の生活ができる。
＜アットホーム＞
季節の旬の味等バリエーションに富
んだ食事を提供し、毎日の入浴など
による日々の団欒をはじめ、特に医
療（健康管理）面に力を入れて利用
者の健康維持と介護予防に努めてい
る。

　精神障害者が50％あり、
常に精神科医の治療指導を
要する者が多い。
　社会的自立が困難なた
め、全般的に在園期間が長
期（平均9年2か月）である。

回答なし S63.5.1 別紙1 施設名称　救護施設　桃李
園
施設所在地　兵庫県加東郡
滝野町稲尾383-40
設置主体　社会福祉法人　
成蹊会
運営主体　救護施設　桃李
園
入所者定員　S63. 5. 1　50
名
増員　Ｈ8. 4. 1　20名

回答なし 別紙資料
あり

124 奈
良
県

施設の名称：
社会福祉法
人　大倭安
宿苑　救護
施設須加宮
寮
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
大倭安宿苑
運営形態：
民設民営

法人の理念である「あなたも私も仕
合わせに」の基、利用者と職員が共
に家庭的な生活の場を目指しながら
安心に暮せる施設です。

　老齢化に伴ない現在平均
年齢70.47歳。
　施設の定着化、重複障害
者の増加、精神障害者の増
加、障害の重度化等の傾向
が見られる。

身体障害者
療 護 施 設、
身体障害者
デイサービ
ス、身体障
害者ショー
ト ス テ イ、
特別養護老
人 ホ ー ム、
老 人 デ イ
サ ー ビ ス、
老人ショー
ト ス テ イ、
老人ホーム
ヘルプサー
ビス、在宅
介護支援セ
ンター

昭和31年
5月17日

別紙参照（大倭の軌跡） 昭和31年5月17日　設立（定
員30名）
昭和35年1月1日　（定員55
名に増員）
昭 和38年11月1日　（ 定 員
100名に増員）
昭和56年5月17日　新築寮
へ移転

回答なし 別 紙 資
料、施設
パ ン フ
レットあ
り

125 奈
良
県

施設の名称：
社会福祉法
人　青垣園
設置主体：
社会福祉法
人　青垣園
奈良県（知
的 の 施 設2
施設が指定
管理者制度
にて移管予
定。平成18
年4月1日）

運営主体：
社会福祉法
人　青垣園
運営形態：
社会福祉法
人　青垣園

　利用者の受け入れを、県内に限ら
ず。大阪府、滋賀県、三重県、京都
府と奈良県の隣接府県からも行って
いる。定員110名、福祉事務所数23
箇所である。

　障害の種類を問わず支援を必要と
している人達が、共に生きる場とし
て利用者を市民として尊重し、その
基本的人権と健康で文化的な生活を
保障し、その人らしい豊かな生活の
支援に努める。と施設理念を掲げ、
日夜努力を行っている。

　入所の方達は、この10年
間に知的障害者の重複障害
の方が減少し、精神障害者
の人達が増加した。
　知的の方が中心の施設
が、精神障害の方の施設に
なりつつある。入所期間が
長く自力にて行動が困難と
なりベッド生活者も増して
来た。

知的障害者
援 護 施 設　
奈 良 県 立　
青垣授産所
知的障害者
援 護 施 設　
奈 良 県 立　
青垣更生園
知的障害者
援 護 施 設　
青垣園福祉
ホーム
知的障害者
生活支援セ
ンター（平
成18年3月
迄）
知的障害者
短期入所事
業

昭和35年
7月1日

障害者の方に理解のある方々がよ
り、施設設置に乗り出し、大和高田
市の協力を得て開設になる。

昭和42年4月1日
救護施設　入所者定員100
名より110名認可
昭和52年4月1日
奈良県立　青垣授産所　奈
良県より運営委託
昭和53年4月1日
奈良県立　青垣更生園　奈
良県より運営委託
昭和57年4月1日
青垣園福祉ホーム　法人設
置運営
平成4年4月1日
知的障害者短期入所事業　
奈良県より運営委託
平成14年10月1日
知的障害者生活支援セン
ター　奈良県より運営委託

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

123 兵
庫
県

施設の名称：
救 護 施 設　
桃李園
設置主体：
社会福祉法
人　成蹊会
運営主体：
救 護 施 設　
桃李園
運営形態：
救護施設

＜環境＞
緑の山、田畑に囲まれ、加古川の清
流の快適な環境にあって安心して
日々の生活ができる。
＜アットホーム＞
季節の旬の味等バリエーションに富
んだ食事を提供し、毎日の入浴など
による日々の団欒をはじめ、特に医
療（健康管理）面に力を入れて利用
者の健康維持と介護予防に努めてい
る。

　精神障害者が50％あり、
常に精神科医の治療指導を
要する者が多い。
　社会的自立が困難なた
め、全般的に在園期間が長
期（平均9年2か月）である。

回答なし S63.5.1 別紙1 施設名称　救護施設　桃李
園
施設所在地　兵庫県加東郡
滝野町稲尾383-40
設置主体　社会福祉法人　
成蹊会
運営主体　救護施設　桃李
園
入所者定員　S63. 5. 1　50
名
増員　Ｈ8. 4. 1　20名

回答なし 別紙資料
あり

124 奈
良
県

施設の名称：
社会福祉法
人　大倭安
宿苑　救護
施設須加宮
寮
設置主体：
社会福祉法
人
運営主体：
大倭安宿苑
運営形態：
民設民営

法人の理念である「あなたも私も仕
合わせに」の基、利用者と職員が共
に家庭的な生活の場を目指しながら
安心に暮せる施設です。

　老齢化に伴ない現在平均
年齢70.47歳。
　施設の定着化、重複障害
者の増加、精神障害者の増
加、障害の重度化等の傾向
が見られる。

身体障害者
療 護 施 設、
身体障害者
デイサービ
ス、身体障
害者ショー
ト ス テ イ、
特別養護老
人 ホ ー ム、
老 人 デ イ
サ ー ビ ス、
老人ショー
ト ス テ イ、
老人ホーム
ヘルプサー
ビス、在宅
介護支援セ
ンター

昭和31年
5月17日

別紙参照（大倭の軌跡） 昭和31年5月17日　設立（定
員30名）
昭和35年1月1日　（定員55
名に増員）
昭 和38年11月1日　（ 定 員
100名に増員）
昭和56年5月17日　新築寮
へ移転

回答なし 別 紙 資
料、施設
パ ン フ
レットあ
り

125 奈
良
県

施設の名称：
社会福祉法
人　青垣園
設置主体：
社会福祉法
人　青垣園
奈良県（知
的 の 施 設2
施設が指定
管理者制度
にて移管予
定。平成18
年4月1日）

運営主体：
社会福祉法
人　青垣園
運営形態：
社会福祉法
人　青垣園

　利用者の受け入れを、県内に限ら
ず。大阪府、滋賀県、三重県、京都
府と奈良県の隣接府県からも行って
いる。定員110名、福祉事務所数23
箇所である。

　障害の種類を問わず支援を必要と
している人達が、共に生きる場とし
て利用者を市民として尊重し、その
基本的人権と健康で文化的な生活を
保障し、その人らしい豊かな生活の
支援に努める。と施設理念を掲げ、
日夜努力を行っている。

　入所の方達は、この10年
間に知的障害者の重複障害
の方が減少し、精神障害者
の人達が増加した。
　知的の方が中心の施設
が、精神障害の方の施設に
なりつつある。入所期間が
長く自力にて行動が困難と
なりベッド生活者も増して
来た。

知的障害者
援 護 施 設　
奈 良 県 立　
青垣授産所
知的障害者
援 護 施 設　
奈 良 県 立　
青垣更生園
知的障害者
援 護 施 設　
青垣園福祉
ホーム
知的障害者
生活支援セ
ンター（平
成18年3月
迄）
知的障害者
短期入所事
業

昭和35年
7月1日

障害者の方に理解のある方々がよ
り、施設設置に乗り出し、大和高田
市の協力を得て開設になる。

昭和42年4月1日
救護施設　入所者定員100
名より110名認可
昭和52年4月1日
奈良県立　青垣授産所　奈
良県より運営委託
昭和53年4月1日
奈良県立　青垣更生園　奈
良県より運営委託
昭和57年4月1日
青垣園福祉ホーム　法人設
置運営
平成4年4月1日
知的障害者短期入所事業　
奈良県より運営委託
平成14年10月1日
知的障害者生活支援セン
ター　奈良県より運営委託

回答なし



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3190

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

126 和
歌
山
県

施設の名称：
悠 久 の 郷

（ゆうきゅう
のさと）
設置主体：
社会福祉法
人　紀之川
寮
運営主体：
社会福祉法
人　紀之川
寮
運営形態：
民設民営

生活障害を含め、あらゆる障害者に
対応すべく職員の資質向上と設備の
充実を行っている。
　生活保護法においても自立支援が
重要課題として求められており、利
用者への個別支援計画ではより自立
へ結びつけられるよう日常生活での
要援助部分を把握し、個別ニーズに
応えるため指導員、介護職員、看護
師が策定にあたっている。
　各部署リスクマネージャーによる
行事等実施時のリスクチェックとヒ
ヤリハット集約による防止策実施。
苦情の的確対応と客観性重視の早期
解決実施。
　活発な教養活動のためクラブの内
容と種類を充実。

別添の資料を参照くださ
い。

法人運営施
設に知的障
害者更生施
設 が あ り、
自立可能な
方はそちら
への利用を
勧 め て い
る。

昭和32年
9月16日

県内で救護施設に入所を要する者が
100名以上を越えている現状であっ
たが、救護施設は県内に1個所（和
歌山市立）で少定員であった。そこ
で和歌山県社会福祉
協議会が県民の要望に応え橋本市よ
り敷地3,620㎡の無償貸与を受けて昭
和32年9月に定員30名の救護施設を
開設。
　更に施設の発展と適正な運営を図
るため、翌年に社会福祉法人紀之川
寮が設立認可を受けたので事業を移
管した。

　別添の40周年記念誌より

昭和32年9月：和歌山県社
会福祉協議会が橋本市よ
り敷地の無償貸与を受け定
員30名の救護施設開設。
  昭和33年10月：社会福祉
法人紀之川寮が事業継承。
　昭和34年7月：増築し定
員50名に。
　昭和38年3月：増築し定
員90名に。
　昭和41年8月：増築し定
員110名に。
　昭和44年2月：増改築し
定員135名に。
　昭和49年5月：増改築し
定員155名に。
　昭和53年11月：増改築し
定員165名に。
　昭和56年4月：改築し定
員175名に。
　昭和57年4月：増築し定
員190名に。
　平成17年12月1日：施設
名称を「紀之川寮」
から「悠久の郷」に変更。
　別添の施設パンフレット
より、詳細は記念誌に記載。

回答なし 入所者の
特徴につ
いての参
考 資 料、
40 周 年
誌あり

127 和
歌
山
県

施設の名称：
和歌山市立
救 護 施 設　
葛城園
設置主体：
和歌山市
運営主体：
和歌山市
運営形態：
公設公営

　太陽と緑に囲まれて自然の豊かな
郊外で、葛城山脈の山麓に恵まれた
環境にあり、入所者を中心に豊かな
心を育て、快適な生活が出来るよう
努力しています。

　入所者は皆、素朴でいつ
も素直な性格で、当施設に
おいて満足し生活を送って
います。また、各月に行なっ
ている行事（盆踊り・遠足
など）には積極的に参加し
ています。

なし 昭和14年
9月15日

行旅病者、浮浪者等の収容所として
創設する

昭和14年9月15日
和歌山市関戸224番地に創
設（施設規模390㎡余）
昭和21年
国庫補助金（緊急援護費）
の交付を受け、居室6室外
を増築
昭和23年5月14日
生活保護法第38条による救
護施設として許可
昭和24年
再度国庫補助金の交付を受
け、居室3室外を増築して、
48名の定員とする
昭和29年
事務室及び診療室を増築
し、施設内にて医療を行な
う
昭和38年10月10日
施設の老朽化により国庫補
助を受け、現在の位置に移
転新築を行い、救護施設と
して再発足する　定員60名

当初より救護
施設である
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

126 和
歌
山
県

施設の名称：
悠 久 の 郷

（ゆうきゅう
のさと）
設置主体：
社会福祉法
人　紀之川
寮
運営主体：
社会福祉法
人　紀之川
寮
運営形態：
民設民営

生活障害を含め、あらゆる障害者に
対応すべく職員の資質向上と設備の
充実を行っている。
　生活保護法においても自立支援が
重要課題として求められており、利
用者への個別支援計画ではより自立
へ結びつけられるよう日常生活での
要援助部分を把握し、個別ニーズに
応えるため指導員、介護職員、看護
師が策定にあたっている。
　各部署リスクマネージャーによる
行事等実施時のリスクチェックとヒ
ヤリハット集約による防止策実施。
苦情の的確対応と客観性重視の早期
解決実施。
　活発な教養活動のためクラブの内
容と種類を充実。

別添の資料を参照くださ
い。

法人運営施
設に知的障
害者更生施
設 が あ り、
自立可能な
方はそちら
への利用を
勧 め て い
る。

昭和32年
9月16日

県内で救護施設に入所を要する者が
100名以上を越えている現状であっ
たが、救護施設は県内に1個所（和
歌山市立）で少定員であった。そこ
で和歌山県社会福祉
協議会が県民の要望に応え橋本市よ
り敷地3,620㎡の無償貸与を受けて昭
和32年9月に定員30名の救護施設を
開設。
　更に施設の発展と適正な運営を図
るため、翌年に社会福祉法人紀之川
寮が設立認可を受けたので事業を移
管した。

　別添の40周年記念誌より

昭和32年9月：和歌山県社
会福祉協議会が橋本市よ
り敷地の無償貸与を受け定
員30名の救護施設開設。
  昭和33年10月：社会福祉
法人紀之川寮が事業継承。
　昭和34年7月：増築し定
員50名に。
　昭和38年3月：増築し定
員90名に。
　昭和41年8月：増築し定
員110名に。
　昭和44年2月：増改築し
定員135名に。
　昭和49年5月：増改築し
定員155名に。
　昭和53年11月：増改築し
定員165名に。
　昭和56年4月：改築し定
員175名に。
　昭和57年4月：増築し定
員190名に。
　平成17年12月1日：施設
名称を「紀之川寮」
から「悠久の郷」に変更。
　別添の施設パンフレット
より、詳細は記念誌に記載。

回答なし 入所者の
特徴につ
いての参
考 資 料、
40 周 年
誌あり

127 和
歌
山
県

施設の名称：
和歌山市立
救 護 施 設　
葛城園
設置主体：
和歌山市
運営主体：
和歌山市
運営形態：
公設公営

　太陽と緑に囲まれて自然の豊かな
郊外で、葛城山脈の山麓に恵まれた
環境にあり、入所者を中心に豊かな
心を育て、快適な生活が出来るよう
努力しています。

　入所者は皆、素朴でいつ
も素直な性格で、当施設に
おいて満足し生活を送って
います。また、各月に行なっ
ている行事（盆踊り・遠足
など）には積極的に参加し
ています。

なし 昭和14年
9月15日

行旅病者、浮浪者等の収容所として
創設する

昭和14年9月15日
和歌山市関戸224番地に創
設（施設規模390㎡余）
昭和21年
国庫補助金（緊急援護費）
の交付を受け、居室6室外
を増築
昭和23年5月14日
生活保護法第38条による救
護施設として許可
昭和24年
再度国庫補助金の交付を受
け、居室3室外を増築して、
48名の定員とする
昭和29年
事務室及び診療室を増築
し、施設内にて医療を行な
う
昭和38年10月10日
施設の老朽化により国庫補
助を受け、現在の位置に移
転新築を行い、救護施設と
して再発足する　定員60名

当初より救護
施設である
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

128 鳥
取
県

施設の名称：
救 護 施 設　
よなご大平
園
設置主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営形態：
救護施設

面積　建面積：1,647.97㎥
　　　延面積：3,511.93㎥
設備　一人部屋　42室
　　　二人部屋　16室
　　　3階食堂（社会復帰にむけて
の自炊設備あり）
定員　70名
ISO9001取得

平均年齢　男　60.6歳
　　　　　女　59.6歳
平均在所期間　男　8.2年
　　　　　　　女　7.3年
障害状況      男    女  合計
精神障害 20 10 30
知的障害 3 5 8
身体障害 2 0 2
精神・知的 7 1 8
精神・身体 2 1 3
知的・身体 2 0 2
精神・知的・身体 2 0 2
その他疾病 2 1 3
障害なし 8 0 8
計 48 17 65

平 成18年7
月より
　知的通所
授産施設
　知的障害
者ディサー
ビ ス セ ン
ター　併設
予定

昭和45年
11月1日

昭和31：社会福祉法人敬仁会と同様
の理事長が経営する医療法人仁厚会

「倉吉病院（精神科）」が鳥取県内の
生活困窮者、精神薄弱者で且つ異常
行動のある者を救護するために救護
施設「仁厚寮」を設置。
昭和33：社会福祉法人敬仁会が認可
され、仁厚会の救護施設を移転する。
昭和34：大平園の前身である「救護
施設敬仁会館」が開設する。
昭和45：敬仁会館の開設以来定員を
オーバーしてもなお入所希望が絶え
ず、第2の救護施設大平園を開設する。

昭和45：開設（定員　60名）
昭和52：増設（定員 100名）
昭和57：増設（定員 130名）
平成16：施設を「ゆりはま
大平園」と「よなご大平園」
に二分し移転改築（定員　
70名）

回答なし

129 鳥
取
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ゆりはま大
平園　（ﾕﾘﾊ
ﾏｵｵﾋﾗｴﾝ）
設置主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営形態：
民設民営

平成17年1月21日定員80名で新規開
設。
　現在、鳥取県に救護施設は2ケ所
あり、その内の一つが当施設です。

（もう1ケ所も当法人の運営）
　施設周辺は、「県立東郷湖羽合臨
海公園」に隣接した風光明媚な環境
にあります。
　設備の主な特徴は、半数が個室で
残りが2人居室としプライバシーの確
保、浴室は天然温泉を整備しました。
　また、建物は入所棟の他、作業棟、
体育館を整備しており、特に体育館
は入所者の健康増進での利用の他、
広く学校関係や地域住民に開放し、
地域への施設機能開放の一つの手段
として活用しています。

　利用者の現員は88名（定
員80名）で、平均年齢は約
61歳、約7割が男性となっ
ています。
　障害の状況は重複障害を
含む精神障害者が7割を占
めており、最近の新規入所
者の傾向として、自己破産
等多重債務者、アルコール
依存、ホームレス、ＤＶ被
害者等の入所が目立ってい
ます。
　また、前身施設からの長
期入所者の高齢化も進み、
介護保険施設への施設変更
も課題の一つです。

社会適応訓
練事業（施
設独自の在
宅 サ ー ビ
ス）

平成17年
1月21日

昭和45年開設した前身の救護施設大
平園（定員130名）の建物老朽化も
あり、鳥取県の中部（ゆりはま大平
園：定員80名）と西部（よなご大平
園：定員70名）の2ケ所に平成17年1
月と3月にそれぞれ開設しました。

特になし 前身施設
救護施設　大
平園（昭和 45
年開設）
施設内容
生活支援及び
作業支援
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

128 鳥
取
県

施設の名称：
救 護 施 設　
よなご大平
園
設置主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営形態：
救護施設

面積　建面積：1,647.97㎥
　　　延面積：3,511.93㎥
設備　一人部屋　42室
　　　二人部屋　16室
　　　3階食堂（社会復帰にむけて
の自炊設備あり）
定員　70名
ISO9001取得

平均年齢　男　60.6歳
　　　　　女　59.6歳
平均在所期間　男　8.2年
　　　　　　　女　7.3年
障害状況      男    女  合計
精神障害 20 10 30
知的障害 3 5 8
身体障害 2 0 2
精神・知的 7 1 8
精神・身体 2 1 3
知的・身体 2 0 2
精神・知的・身体 2 0 2
その他疾病 2 1 3
障害なし 8 0 8
計 48 17 65

平 成18年7
月より
　知的通所
授産施設
　知的障害
者ディサー
ビ ス セ ン
ター　併設
予定

昭和45年
11月1日

昭和31：社会福祉法人敬仁会と同様
の理事長が経営する医療法人仁厚会

「倉吉病院（精神科）」が鳥取県内の
生活困窮者、精神薄弱者で且つ異常
行動のある者を救護するために救護
施設「仁厚寮」を設置。
昭和33：社会福祉法人敬仁会が認可
され、仁厚会の救護施設を移転する。
昭和34：大平園の前身である「救護
施設敬仁会館」が開設する。
昭和45：敬仁会館の開設以来定員を
オーバーしてもなお入所希望が絶え
ず、第2の救護施設大平園を開設する。

昭和45：開設（定員　60名）
昭和52：増設（定員 100名）
昭和57：増設（定員 130名）
平成16：施設を「ゆりはま
大平園」と「よなご大平園」
に二分し移転改築（定員　
70名）

回答なし

129 鳥
取
県

施設の名称：
救 護 施 設　
ゆりはま大
平園　（ﾕﾘﾊ
ﾏｵｵﾋﾗｴﾝ）
設置主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営主体：
社会福祉法
人　敬仁会
運営形態：
民設民営

平成17年1月21日定員80名で新規開
設。
　現在、鳥取県に救護施設は2ケ所
あり、その内の一つが当施設です。

（もう1ケ所も当法人の運営）
　施設周辺は、「県立東郷湖羽合臨
海公園」に隣接した風光明媚な環境
にあります。
　設備の主な特徴は、半数が個室で
残りが2人居室としプライバシーの確
保、浴室は天然温泉を整備しました。
　また、建物は入所棟の他、作業棟、
体育館を整備しており、特に体育館
は入所者の健康増進での利用の他、
広く学校関係や地域住民に開放し、
地域への施設機能開放の一つの手段
として活用しています。

　利用者の現員は88名（定
員80名）で、平均年齢は約
61歳、約7割が男性となっ
ています。
　障害の状況は重複障害を
含む精神障害者が7割を占
めており、最近の新規入所
者の傾向として、自己破産
等多重債務者、アルコール
依存、ホームレス、ＤＶ被
害者等の入所が目立ってい
ます。
　また、前身施設からの長
期入所者の高齢化も進み、
介護保険施設への施設変更
も課題の一つです。

社会適応訓
練事業（施
設独自の在
宅 サ ー ビ
ス）

平成17年
1月21日

昭和45年開設した前身の救護施設大
平園（定員130名）の建物老朽化も
あり、鳥取県の中部（ゆりはま大平
園：定員80名）と西部（よなご大平
園：定員70名）の2ケ所に平成17年1
月と3月にそれぞれ開設しました。

特になし 前身施設
救護施設　大
平園（昭和 45
年開設）
施設内容
生活支援及び
作業支援
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

130 島
根
県

施設の名称：
泉の園
設置主体：
社会福祉法
人　しらゆ
り会
運営主体：
社会福祉法
人　しらゆ
り会
運営形態：
民設民営

　食事の提供・日常生活の援助をさ
せていただくことにとどまらず、社
会復帰を目指す施設として妻楊枝製
作・農芸加工食品製作・リハビリ機
能訓練などの複数のプログラムを用
意し、利用者の方々自身に選択して
いただき、日々活動しています。ま
た、地域住民の方々との交流事業に
力を入れており、施設でおこなう行
事も、施設内部のものにとどめる事
なく、地元町内会・小学校・中学校・
高校・専門学校などの皆様とともに
おこない、また、社会福祉教育のた
め、施設機能を開放し、当施設が社
会資源として、多くの皆様とともに
地域社会の一員として活躍できるよ
うに務めております。

　精神障害をはじめ知的障
害・身体障害・その他重複
障害など、様々な障害をも
つ利用者の方々はもちろん
のこと、特に障害は無いも
のの、自立した生活を行う
ことが困難な方々にもご利
用いただいております。
　精神障害を持つ利用者の
方が全利用者の7割を占め
ておりますが、その内容は
個々の利用者の方々で様々
であり、一つとして同じ症
状の方はおられません。そ
のほか知的障害や身体障害
のある利用者の方々など、
身体的な介助が必要な方も
おられ、また、障害はない
ものの、日常生活に援助を
必要とする方にもご利用い
ただくなど、実に幅広い利
用者構成となっております。

・精神障害
者 地 域 生
活援助事業

（ グループ
ホーム）
利用者の方
の中で、地
域生活を送
ることので
き る 方 々
に、世話人
の援助を受
け な がら、
地域で、共
同で生活し
自立と社会
復帰をめざ
して生活し
ていただい
ております。

昭和50年
4月1日

当施設開設以前、島根県唯一であっ
た市立救護施設「喜生園」が老朽化
し、その後継となる救護施設を、当
時、松江市は県に移管することを要
請しました。しかしその要請を県よ
り拒否され、新救護施設の建設その
ものが行き詰った状態となりまし
た。そのような状況の中、当法人は、
島根県社会福祉部より、島根県の救
護施設第一号の開設を要請され、当
施設の開設となりました。

・昭和50年5月　居室増築　
定員変更
当初、定員90名で運営され
ていたが、他県の救護施設
にて生活されていた方が、
当施設が設立されたことに
より、帰県され、当園入所
を希望するなど、社会的に
も入所を希望する利用者の
要請が多く、開設後1ヶ月
目にして定員増加を求めら
れる。また、その際、緊急
入所への対応も開始するな
ど、現在においても要望が
強い。

・昭和 5 0 年 5
月　居室増築　
定員変更
当初、定 員 9 0
名で運営され
ていたが、 他
県の救護施設
にて生活されて
いた方が、当
施設が設立さ
れたことにより、
帰 県され、当
園入所を希望
するなど、社会
的にも入所を希
望する利用者
の要請が多く、
開設後1ヶ月目
にして定員増加
を求められる。
また、その際、
緊急入所への
対応も開始する
など、現在にお
いても要 望 が
強い。

131 島
根
県

施設の名称：
救 護 施 設　
新生園
設置主体：
社会福祉法
人　共和会
運営主体：
社会福祉法
人　共和会
運営形態：
回答なし

　定員60名。主に酒害（アルコール
依存症）により日常生活を営むこと
が困難な人の社会復帰、自立更生の
ために必要な指導訓練及び援助を行
う。

定員の85％がアルコール依
存症の方々。
平均年齢　57.3歳
平均在籍期間　72.2ヶ月

（Ｈ17.12.1　現在）

回答なし 昭和55年
4月1日

病院から退院した単身酒害者の方は
再飲酒の率が高く、病院と社会との
中間施設として必要な生活指導・酒
害学習・就労援助を行うことによっ
て円滑な社会適応・社会復帰を図る。

近 年 の 入 居 者 の 中 に は、
ホームレスの方の入所が目
立ってきた。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

130 島
根
県

施設の名称：
泉の園
設置主体：
社会福祉法
人　しらゆ
り会
運営主体：
社会福祉法
人　しらゆ
り会
運営形態：
民設民営

　食事の提供・日常生活の援助をさ
せていただくことにとどまらず、社
会復帰を目指す施設として妻楊枝製
作・農芸加工食品製作・リハビリ機
能訓練などの複数のプログラムを用
意し、利用者の方々自身に選択して
いただき、日々活動しています。ま
た、地域住民の方々との交流事業に
力を入れており、施設でおこなう行
事も、施設内部のものにとどめる事
なく、地元町内会・小学校・中学校・
高校・専門学校などの皆様とともに
おこない、また、社会福祉教育のた
め、施設機能を開放し、当施設が社
会資源として、多くの皆様とともに
地域社会の一員として活躍できるよ
うに務めております。

　精神障害をはじめ知的障
害・身体障害・その他重複
障害など、様々な障害をも
つ利用者の方々はもちろん
のこと、特に障害は無いも
のの、自立した生活を行う
ことが困難な方々にもご利
用いただいております。
　精神障害を持つ利用者の
方が全利用者の7割を占め
ておりますが、その内容は
個々の利用者の方々で様々
であり、一つとして同じ症
状の方はおられません。そ
のほか知的障害や身体障害
のある利用者の方々など、
身体的な介助が必要な方も
おられ、また、障害はない
ものの、日常生活に援助を
必要とする方にもご利用い
ただくなど、実に幅広い利
用者構成となっております。

・精神障害
者 地 域 生
活援助事業

（ グループ
ホーム）
利用者の方
の中で、地
域生活を送
ることので
き る 方 々
に、世話人
の援助を受
け な がら、
地域で、共
同で生活し
自立と社会
復帰をめざ
して生活し
ていただい
ております。

昭和50年
4月1日

当施設開設以前、島根県唯一であっ
た市立救護施設「喜生園」が老朽化
し、その後継となる救護施設を、当
時、松江市は県に移管することを要
請しました。しかしその要請を県よ
り拒否され、新救護施設の建設その
ものが行き詰った状態となりまし
た。そのような状況の中、当法人は、
島根県社会福祉部より、島根県の救
護施設第一号の開設を要請され、当
施設の開設となりました。

・昭和50年5月　居室増築　
定員変更
当初、定員90名で運営され
ていたが、他県の救護施設
にて生活されていた方が、
当施設が設立されたことに
より、帰県され、当園入所
を希望するなど、社会的に
も入所を希望する利用者の
要請が多く、開設後1ヶ月
目にして定員増加を求めら
れる。また、その際、緊急
入所への対応も開始するな
ど、現在においても要望が
強い。

・昭和 5 0 年 5
月　居室増築　
定員変更
当初、定 員 9 0
名で運営され
ていたが、 他
県の救護施設
にて生活されて
いた方が、当
施設が設立さ
れたことにより、
帰 県され、当
園入所を希望
するなど、社会
的にも入所を希
望する利用者
の要請が多く、
開設後1ヶ月目
にして定員増加
を求められる。
また、その際、
緊急入所への
対応も開始する
など、現在にお
いても要 望 が
強い。

131 島
根
県

施設の名称：
救 護 施 設　
新生園
設置主体：
社会福祉法
人　共和会
運営主体：
社会福祉法
人　共和会
運営形態：
回答なし

　定員60名。主に酒害（アルコール
依存症）により日常生活を営むこと
が困難な人の社会復帰、自立更生の
ために必要な指導訓練及び援助を行
う。

定員の85％がアルコール依
存症の方々。
平均年齢　57.3歳
平均在籍期間　72.2ヶ月

（Ｈ17.12.1　現在）

回答なし 昭和55年
4月1日

病院から退院した単身酒害者の方は
再飲酒の率が高く、病院と社会との
中間施設として必要な生活指導・酒
害学習・就労援助を行うことによっ
て円滑な社会適応・社会復帰を図る。

近 年 の 入 居 者 の 中 に は、
ホームレスの方の入所が目
立ってきた。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

132 島
根
県

施設の名称：
救 護 施 設　
さつきの園
設置主体：
社会福祉法
人　瑞穂福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　瑞穂福
祉会
運営形態：
民設民営

　当施設は中山間地に位置してお
り、昭和60年4月に開所し、21年を
経過している。入所者の日課は作業
が中心で、体力・機能・本人の選択
等により、2班編成になっている。
内容は機能訓練的なものと、農作業
等の外作業と内職・陶芸・木工等の
室内作業に分かれており、施設内・
社会自立を目標として取り組んでい
る。実習についても事業所等は限ら
れているが、継続して取り組んでいる。
　地域交流についても、地域との結
びつきが強く行事を通しての交流を
積極的に行っている。

　入所者の定員は80人。年
間を通して常に定員を数名
超えている。90％以上が島
根県下の福祉事務所からの
措置者で、他は隣接の広島
県他となっている。
　障害は90％近くが何らか
の精神障害となっている。
平均年齢は、約59歳で高齢
化の傾向にあるが近年はや
や横ばいになっている。寝
たきりの者はおらず、常時
車イス使用の者は数名で、
要介護者は少ない。老人施
設等への措置換について、
現在のところ比較的スムー
ズにいっているが、50歳以
上の入所者が約80％で、近
い将来は問題があると思わ
れる。

なし 昭和60年
4月1日

　一昨年の10月町村合併が行われ邑
南町が発足するが、合併前の瑞穂町
において昭和60年に救護施設さつき
の園が立ち上げられる。当時は民間
の社会福祉法人としては社会福祉協
議会しかなく、又、高等学校の分校
が廃校になり、それに代わるものと
して、町当局が県・国に働きかけ救
護施設が設立されることになる。社
会福祉法人の設立に伴う事務手続
き、施設の用地確保、建物建設、職
員募集等全ての手続・準備は瑞穂町
が行う。
　その後、民設民営形態で瑞穂町最
初の障害者福祉施設として、地域と
の関係を持ちながら現在に至る。

平成5年4月1日、入所者定
員を50人から80人に変更

回答なし

133 岡
山
県

施設の名称：
津山広済寮
設置主体：
社会福祉法
人　広済会
運営主体：
社会福祉法
人　広済会
運営形態：
民設民営

　「利用者にとって、施設は我が家
である」という創設者清田寂坦師の
志を受け継ぎ、常に健康で明るく楽
しく安らかな生活が送れるよう、全
職員が技術の向上に努め、愛情を持っ
て介護にあたっている施設である。

従来から分類入所ではな
く、複雑・多様な障害を持っ
た人たちを受け入れている。

なし 昭和32年
9月1日

　大正8年（1919）12月、生活困窮
者を対象として無料診療を目的で、
津山市西寺町天台宗大圓寺内に津山
施設院を、同寺住職清田寂坦（津山
広済寮初代理事長）が創設したのに
始まり、医療全科に亘り各専門嘱託
医の全くの奉仕により無料診療を行
い、以来幾多の変遷を経て、太平洋
戦争終戦後は津山病院と改称し、無
料の外一般軽費診療をも開始した。
　昭和32年、時代の要請に応えて救
護施設に変更し、津山広済寮として
新発足したものである。

昭和32年　9月　救護施設
津山広済寮事業開始　定員
50名
昭和35年　4月　増改築工
事完成　定員70名
昭和51年　4月　全面改築
工事完成
昭和51年　6月　定員80名
平成16年　7月　社会福祉
法人津山広済寮から社会福
祉法人広済会に名称変更

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

132 島
根
県

施設の名称：
救 護 施 設　
さつきの園
設置主体：
社会福祉法
人　瑞穂福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　瑞穂福
祉会
運営形態：
民設民営

　当施設は中山間地に位置してお
り、昭和60年4月に開所し、21年を
経過している。入所者の日課は作業
が中心で、体力・機能・本人の選択
等により、2班編成になっている。
内容は機能訓練的なものと、農作業
等の外作業と内職・陶芸・木工等の
室内作業に分かれており、施設内・
社会自立を目標として取り組んでい
る。実習についても事業所等は限ら
れているが、継続して取り組んでいる。
　地域交流についても、地域との結
びつきが強く行事を通しての交流を
積極的に行っている。

　入所者の定員は80人。年
間を通して常に定員を数名
超えている。90％以上が島
根県下の福祉事務所からの
措置者で、他は隣接の広島
県他となっている。
　障害は90％近くが何らか
の精神障害となっている。
平均年齢は、約59歳で高齢
化の傾向にあるが近年はや
や横ばいになっている。寝
たきりの者はおらず、常時
車イス使用の者は数名で、
要介護者は少ない。老人施
設等への措置換について、
現在のところ比較的スムー
ズにいっているが、50歳以
上の入所者が約80％で、近
い将来は問題があると思わ
れる。

なし 昭和60年
4月1日

　一昨年の10月町村合併が行われ邑
南町が発足するが、合併前の瑞穂町
において昭和60年に救護施設さつき
の園が立ち上げられる。当時は民間
の社会福祉法人としては社会福祉協
議会しかなく、又、高等学校の分校
が廃校になり、それに代わるものと
して、町当局が県・国に働きかけ救
護施設が設立されることになる。社
会福祉法人の設立に伴う事務手続
き、施設の用地確保、建物建設、職
員募集等全ての手続・準備は瑞穂町
が行う。
　その後、民設民営形態で瑞穂町最
初の障害者福祉施設として、地域と
の関係を持ちながら現在に至る。

平成5年4月1日、入所者定
員を50人から80人に変更

回答なし

133 岡
山
県

施設の名称：
津山広済寮
設置主体：
社会福祉法
人　広済会
運営主体：
社会福祉法
人　広済会
運営形態：
民設民営

　「利用者にとって、施設は我が家
である」という創設者清田寂坦師の
志を受け継ぎ、常に健康で明るく楽
しく安らかな生活が送れるよう、全
職員が技術の向上に努め、愛情を持っ
て介護にあたっている施設である。

従来から分類入所ではな
く、複雑・多様な障害を持っ
た人たちを受け入れている。

なし 昭和32年
9月1日

　大正8年（1919）12月、生活困窮
者を対象として無料診療を目的で、
津山市西寺町天台宗大圓寺内に津山
施設院を、同寺住職清田寂坦（津山
広済寮初代理事長）が創設したのに
始まり、医療全科に亘り各専門嘱託
医の全くの奉仕により無料診療を行
い、以来幾多の変遷を経て、太平洋
戦争終戦後は津山病院と改称し、無
料の外一般軽費診療をも開始した。
　昭和32年、時代の要請に応えて救
護施設に変更し、津山広済寮として
新発足したものである。

昭和32年　9月　救護施設
津山広済寮事業開始　定員
50名
昭和35年　4月　増改築工
事完成　定員70名
昭和51年　4月　全面改築
工事完成
昭和51年　6月　定員80名
平成16年　7月　社会福祉
法人津山広済寮から社会福
祉法人広済会に名称変更

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

134 岡
山
県

施設の名称：
岡山県立玉
島寮
設置主体：
岡山県
運営主体：
社会福祉法
人　自然の
森
運営形態：
公設民営

・定員　80人　女性のみ
・障害の種別に関係なく入所可能
・男性職員が1割弱
・平成11年4月より岡山県より受託

・利用者が女性のみ
・精神・身体・知的障害の
方がそれぞれ3割以上
・平均年齢60.4歳　65歳以
上36.2％・50歳以上86.2％
・入所期間平均20.4年
25年以上45％、10年以上
75％
　以上のことから、施設変
更も社会自立も措置制度時
代（同一制度）にも関わら
ず成されておらず、当施設
内で高齢化・障害の重度化
が進み、平成11年4月の介
護保険制度スタートからも救
護施設は制度対象外と成り、
現在施設入所中で介護状態
であると見なされ、特養・
養護になかなか施設変更が
出来ない。救護施設は本来
自立されている方が対象で
あるが、長期間入所により
利用者の高齢化と障害の重
度化が進みハード面で困難
を極め、生活面での施設内
自立支援に追われている。

現在岡山県
との契約で
他の事業は
出来ないこ
とになって
いる

昭和30年
11月1日

岡山県開設のため経緯は不明
推測
　入所者が女性のみに限定された理
由として、売春防止法により、当時
遊廓で働かれていた女性のための

「更生施設」であった期間があり、
その流れの中で、昭和30年11月に救
護施設となった時点で女性のみが入
所されていたので女性のみと限定さ
れたのではないか。

昭和30年11月1日　『岡山県
沙美寮』で生活保護法によ
る救護施設となる。
昭和32年7月30日　黒崎村
から現在地に新築移転し、

『岡山県立玉島寮』と改称
する。
昭和56年7月1日　全面改装
する。
平成11年4月1日　社会福祉
法人　自然の森が岡山県よ
り受託する。
受託当時から平成15年度ま
で県職員の派遣有り
平成11年8名、平成12年7名、
平成13年7名、平成14年5名、
平成15年1名
・平成11年の委託先の選定
については、岡山県が選定
した社会福祉法人に受託意
思を確認。3法人意思表明、
岡山県が調査（監査）・ヒ
ヤリング等を行い。社会福
祉法人　自然の森に委託先
決定。
平成18年4月1日　社会福祉
法人　自然の森が岡山県の
指定管理者となる。
・平成18年の指定管理者
は、岡山県の指定管理者制
度（法）により、社会福祉
法人のみと限定はあるが一
般公募。2法人意思表明（他
の法人は前回の法人とは
別）、岡山県が（法）に法
りヒヤリング、採点公開で
社会福祉法人　自然の森が
指定管理者となる。但し、
指定管理期間平成21年3月
31日までの3年間。（法）に
より3年後社会福祉法人の
みと限定はあるが一般公募
のため他法人が指定管理者
となる可能性有り。

昭 和22年5月5
日　生活保護
法による更生
施設『黒崎更
生館』として
黒崎村沙美に
設置される。
昭 和25年4月1
日　『岡山県沙
美寮』と改称
する。
施設の内容等
不明

施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

134 岡
山
県

施設の名称：
岡山県立玉
島寮
設置主体：
岡山県
運営主体：
社会福祉法
人　自然の
森
運営形態：
公設民営

・定員　80人　女性のみ
・障害の種別に関係なく入所可能
・男性職員が1割弱
・平成11年4月より岡山県より受託

・利用者が女性のみ
・精神・身体・知的障害の
方がそれぞれ3割以上
・平均年齢60.4歳　65歳以
上36.2％・50歳以上86.2％
・入所期間平均20.4年
25年以上45％、10年以上
75％
　以上のことから、施設変
更も社会自立も措置制度時
代（同一制度）にも関わら
ず成されておらず、当施設
内で高齢化・障害の重度化
が進み、平成11年4月の介
護保険制度スタートからも救
護施設は制度対象外と成り、
現在施設入所中で介護状態
であると見なされ、特養・
養護になかなか施設変更が
出来ない。救護施設は本来
自立されている方が対象で
あるが、長期間入所により
利用者の高齢化と障害の重
度化が進みハード面で困難
を極め、生活面での施設内
自立支援に追われている。

現在岡山県
との契約で
他の事業は
出来ないこ
とになって
いる

昭和30年
11月1日

岡山県開設のため経緯は不明
推測
　入所者が女性のみに限定された理
由として、売春防止法により、当時
遊廓で働かれていた女性のための

「更生施設」であった期間があり、
その流れの中で、昭和30年11月に救
護施設となった時点で女性のみが入
所されていたので女性のみと限定さ
れたのではないか。

昭和30年11月1日　『岡山県
沙美寮』で生活保護法によ
る救護施設となる。
昭和32年7月30日　黒崎村
から現在地に新築移転し、

『岡山県立玉島寮』と改称
する。
昭和56年7月1日　全面改装
する。
平成11年4月1日　社会福祉
法人　自然の森が岡山県よ
り受託する。
受託当時から平成15年度ま
で県職員の派遣有り
平成11年8名、平成12年7名、
平成13年7名、平成14年5名、
平成15年1名
・平成11年の委託先の選定
については、岡山県が選定
した社会福祉法人に受託意
思を確認。3法人意思表明、
岡山県が調査（監査）・ヒ
ヤリング等を行い。社会福
祉法人　自然の森に委託先
決定。
平成18年4月1日　社会福祉
法人　自然の森が岡山県の
指定管理者となる。
・平成18年の指定管理者
は、岡山県の指定管理者制
度（法）により、社会福祉
法人のみと限定はあるが一
般公募。2法人意思表明（他
の法人は前回の法人とは
別）、岡山県が（法）に法
りヒヤリング、採点公開で
社会福祉法人　自然の森が
指定管理者となる。但し、
指定管理期間平成21年3月
31日までの3年間。（法）に
より3年後社会福祉法人の
みと限定はあるが一般公募
のため他法人が指定管理者
となる可能性有り。

昭 和22年5月5
日　生活保護
法による更生
施設『黒崎更
生館』として
黒崎村沙美に
設置される。
昭 和25年4月1
日　『岡山県沙
美寮』と改称
する。
施設の内容等
不明

施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

135 岡
山
県

笹岡市恵風
荘
設置主体：
笹岡市
運営主体：
笹岡市
運営形態：
笹岡市

1　安全管理・衛生管理・健康管理
の徹底
2　入所者の基本的人権を保障し、
主体性を尊重した自己実現の支援
3　多様な障害や課題を持つ入所者
のニーズに応じたサービスの提供
4　地域の社会資源とのネットワーク
の構築と地域に根ざした施設の実現

（平成17年度　課長基本方針）

平成17年4月1日現在
平均年齢（男64歳、女65歳）
障害別
精神障害 9人
知的障害 12人
精神障害・知的障害　16人
身体障害 9人
その他 3人
合計 49人

なし 回答なし 35.1.16　民生常任委員会の席上、市
内居住の救護施設要入所該当者が多
数おるので、施設の必要性を痛感し、
早期に設置するよう請願するよう決
定した。
36.7.22　県指令第86号による施設認
可を受け、即日開所した。

昭和36年7月　救護施設と
して笹岡市用之江428の1に
て開設
平成8年5月　全面改築によ
り笹岡市用之江429の1へ移
転

回答なし 施 設 概
要、パン
フレット
添付あり

136 岡
山
県

施設の名称：
ニュー三楽
園
設置主体：
社会福祉法
人　江原恵
明会
運営主体：
社会福祉法
人　江原恵
明会
運営形態：
社会福祉法
人　江原恵
明会

定員90名、敷地約960坪、建物約800
坪。
　利用者は、屋内清掃、内職、洗濯、
スパニッシュ織、園芸、職場訓練、
木工の各班で作業訓練を行い、豊富
な園行事、クラブ活動等を楽しみ、
広い敷地・建物の中、伸び伸びと生
活している。社会復帰の意欲と可能
性のある利用者には法人内施設（福
祉ホーム、グループホーム、入所授
産施設）生活保護通所授産施設との
連携で、社会復帰促進を図る。

在籍者数97名（男性68名、
女性29名、平成18年1月10
日現在）、平均年齢は56歳、
約90％の人が何らかの障害
があり（統合失調症、アル
コール性精神病等）、平均
入所年数は約8年。

なし 昭和43年
3月20日

創立者は精神科・神経科の病院を中
核とする財団法人の理事長でもあ
り、「障害者と健常者が共に生きる」
という人間愛に基づく、人格尊重と
社会連帯の理念を具現化するため、
社会福祉法人を創立、救護施設を設
置した。

救護施設ニュー三楽園は、
昭和43年3月20日に岡山県
津山市津山口に開設された
救護施設「三楽園」を前身
とし、平成9年8月1日に岡
山県久米郡久米南町下弓削
に移転した。その際、120
名の定員を90名に減員し、
津山市津山口には30名の精
神障害者入所授産施設を開
設している。設置主体、運
営主体等はかわらず。

回答なし

137 岡
山
県

施設の名称：
浦安荘
設置主体：
社会福祉法
人　浦安荘
運営主体：
社会福祉法
人　浦安荘
運営形態：
民設民営

精神障害者の社会復帰を目的として
いる

精神障害者が95％を超えて
いる。

精神障害者
通 所 授 産
施設
精神障害者
支 援 セ ン
ター
精神障害者
小 規 模 授
産施設
精神障害者
グ ル ー プ
ホーム
指 定 居 宅
介 護 支 援
事業所
ヘルパース
テーション
ディサービ
スセンター

昭和51年
4月1日開
設

　戦後あいつぐ治療環境の改善と向
精神薬等による治療の進歩により、
社会復帰を一層真剣に考えるように
なり、各精神病院とも生活療法、作
業療法、レク療法と著しい進歩を見
せました。その結果、多数の人が退
院はしますが、社会不適応となり再
入院のケースも多くなりました。そ
こで、どうしても病院から直接社会
ではなく、いわゆる中間施設が要望
されるようになりました。
　他方精神障害者家族会よりも各種
家族大会を通じて、中間施設建設の
強い希望もあり設立した。

昭和51年4月　入所定員60
名
昭和54年2月　入所定員98
名
平成元年12月　通所事業　
定員8名
平成　7年2月　救護施設退
所者等自立生活支援事業
平 成　7年4月　 通 所 事 業　
定員14名
平成14年4月　保護施設通
所事業　定員49名

回答なし 施設案内
あり



救護施設の動態 201

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

135 岡
山
県

笹岡市恵風
荘
設置主体：
笹岡市
運営主体：
笹岡市
運営形態：
笹岡市

1　安全管理・衛生管理・健康管理
の徹底
2　入所者の基本的人権を保障し、
主体性を尊重した自己実現の支援
3　多様な障害や課題を持つ入所者
のニーズに応じたサービスの提供
4　地域の社会資源とのネットワーク
の構築と地域に根ざした施設の実現

（平成17年度　課長基本方針）

平成17年4月1日現在
平均年齢（男64歳、女65歳）
障害別
精神障害 9人
知的障害 12人
精神障害・知的障害　16人
身体障害 9人
その他 3人
合計 49人

なし 回答なし 35.1.16　民生常任委員会の席上、市
内居住の救護施設要入所該当者が多
数おるので、施設の必要性を痛感し、
早期に設置するよう請願するよう決
定した。
36.7.22　県指令第86号による施設認
可を受け、即日開所した。

昭和36年7月　救護施設と
して笹岡市用之江428の1に
て開設
平成8年5月　全面改築によ
り笹岡市用之江429の1へ移
転

回答なし 施 設 概
要、パン
フレット
添付あり

136 岡
山
県

施設の名称：
ニュー三楽
園
設置主体：
社会福祉法
人　江原恵
明会
運営主体：
社会福祉法
人　江原恵
明会
運営形態：
社会福祉法
人　江原恵
明会

定員90名、敷地約960坪、建物約800
坪。
　利用者は、屋内清掃、内職、洗濯、
スパニッシュ織、園芸、職場訓練、
木工の各班で作業訓練を行い、豊富
な園行事、クラブ活動等を楽しみ、
広い敷地・建物の中、伸び伸びと生
活している。社会復帰の意欲と可能
性のある利用者には法人内施設（福
祉ホーム、グループホーム、入所授
産施設）生活保護通所授産施設との
連携で、社会復帰促進を図る。

在籍者数97名（男性68名、
女性29名、平成18年1月10
日現在）、平均年齢は56歳、
約90％の人が何らかの障害
があり（統合失調症、アル
コール性精神病等）、平均
入所年数は約8年。

なし 昭和43年
3月20日

創立者は精神科・神経科の病院を中
核とする財団法人の理事長でもあ
り、「障害者と健常者が共に生きる」
という人間愛に基づく、人格尊重と
社会連帯の理念を具現化するため、
社会福祉法人を創立、救護施設を設
置した。

救護施設ニュー三楽園は、
昭和43年3月20日に岡山県
津山市津山口に開設された
救護施設「三楽園」を前身
とし、平成9年8月1日に岡
山県久米郡久米南町下弓削
に移転した。その際、120
名の定員を90名に減員し、
津山市津山口には30名の精
神障害者入所授産施設を開
設している。設置主体、運
営主体等はかわらず。

回答なし

137 岡
山
県

施設の名称：
浦安荘
設置主体：
社会福祉法
人　浦安荘
運営主体：
社会福祉法
人　浦安荘
運営形態：
民設民営

精神障害者の社会復帰を目的として
いる

精神障害者が95％を超えて
いる。

精神障害者
通 所 授 産
施設
精神障害者
支 援 セ ン
ター
精神障害者
小 規 模 授
産施設
精神障害者
グ ル ー プ
ホーム
指 定 居 宅
介 護 支 援
事業所
ヘルパース
テーション
ディサービ
スセンター

昭和51年
4月1日開
設

　戦後あいつぐ治療環境の改善と向
精神薬等による治療の進歩により、
社会復帰を一層真剣に考えるように
なり、各精神病院とも生活療法、作
業療法、レク療法と著しい進歩を見
せました。その結果、多数の人が退
院はしますが、社会不適応となり再
入院のケースも多くなりました。そ
こで、どうしても病院から直接社会
ではなく、いわゆる中間施設が要望
されるようになりました。
　他方精神障害者家族会よりも各種
家族大会を通じて、中間施設建設の
強い希望もあり設立した。

昭和51年4月　入所定員60
名
昭和54年2月　入所定員98
名
平成元年12月　通所事業　
定員8名
平成　7年2月　救護施設退
所者等自立生活支援事業
平 成　7年4月　 通 所 事 業　
定員14名
平成14年4月　保護施設通
所事業　定員49名

回答なし 施設案内
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

138 岡
山
県

施設の名称：
救 護 施 設　
矢掛町立矢
掛寮
設置主体：
矢掛町
運営主体：
矢掛町
運営形態：
回答なし

　入所者の人権・個性を尊重して、
健康で心豊に暮らせる施設を目指
す。地域社会と直接つながりを持ち、
規制を少なくして、明るく楽しく暮
らせるよう生活全般の指導をする。

（入所者の内訳）
身体障害 5.5％
知的障害 23.7％
精神障害 3.6％
身体・知的 12.7％
身体・精神 7.3％
知的・精神 40.0％
身体・知的・精神 3.6％
病弱者 3.6％
以上のとおり、ほとんどの
人が単一障害と重複障害の
人です。

なし 昭和38年
5月1日

昭和36年矢掛高等学校小田分校が閉
校となり、跡地の利用を考えたとこ
ろ、矢掛町小田地区の活性化の為に
開設となる。

開設以来変更なし 矢掛高等学校
小田分校
定時制高等学
校

139 広
島
県

施設の名称：
救 護 施 設　
救護院
設置主体：
広島市
運営主体：
社会福祉法
人　三篠会
運営形態：
公設民営

　さまざまな障害の方たちの生活の
場として、個々の立場を尊重し、団
体生活の秩序を保ちながら、より一
般家庭に近い生活が出来るよう、生
活援助を行う。

男性　最高齢　83歳
　　　最低齢　52歳
女性　最高齢　89歳
　　　最低齢　55歳

　精神障害・身体障害・知
的障害・重複障害・生活障
害とさまざまな障害をもっ
た利用者が生活を送られて
いる。自分とは異なる障害
をもっている方と触れ合う
ことにより、他者を理解し、
支えあう関係が構築されて
いる。しかし年齢に幅があ
り、考えの相違により活気
付くこともあるが、時間を
かけて他者を認め合うよう
支援している。

養 護 老 人
ホーム
生 活 指 導
短 期 宿 泊
事業

1957年4
月1日

　広島市は古くより、軍都として栄
えたが、一面社会の谷間には、施療
を求める階層も、年とともに増加し
た。
　この救済を目的として、広島市保
養院が開設された。

昭和13年10月26日　広島市
南区宇品町に広島市保養院
開設（入所定員44名）
昭和25年 4月  1日　生活保
護法による保護施設として
認可（入所定員41名）
昭和32年 3月31日　広島市
保養院廃止
昭和32年 4月  1日　広島市
救護院として事業開始（入
所定員45名）
昭 和37年10月14日　 現 地

（佐伯区三宅）に移転改築
（入所定員80名）
昭和59年 4月  1日　運営管
理を広島市社会福祉事業団
に委託
平成6年2月21日　　改築竣
工（入所定員60名）
平成16年4月1日　　運営管
理を社会福祉法人三篠会に
移管

回答なし

140 広
島
県

施設の名称：
社会福祉法
人　呉福祉
会　救護施
設　呉市広
風園
設置主体：
呉市
運営主体：
社会福祉法
人　呉福祉
会
運営形態：
呉市より受
託経営

　心豊かにして生き甲斐を感じ、
個々の能力に応じて日常生活におけ
る自立を目指しています。又、団体
生活を送る中で協調性を身につけ、
相互の親和を大切にしております。

精神障害や知的障害で生活
扶助を受給されています方
が中心に入所されておりま
す。

回答なし 昭和25年
4月1日

昭和25年の身体障害者法の施行や生
活保護法の制定に伴い、呉市は行旅
病者の収容施設として当施設を開設
しました。

昭和25年4月1日に生活保護
法による救護施設として認
可され、呉市直営（定員30
名）で呉市清水4丁目に発
足しました。
昭和28年3月に呉市広中迫
7385番地（定員40名）に新
築移転する。
昭和28年5月27日に呉市長
鈴木術が当施設を呉市広風
園と命名しました。
昭和30年4月1日に診療所を
設置し、認可を受け、同日
開始となりました。
昭和54年3月に呉市焼山町
字槙原286番地の2へ新築移
転しました（定員60名）。
平成12年4月1日に呉市直営
から当法人の受託経営とな
りました。

回答なし



救護施設の動態 203

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

138 岡
山
県

施設の名称：
救 護 施 設　
矢掛町立矢
掛寮
設置主体：
矢掛町
運営主体：
矢掛町
運営形態：
回答なし

　入所者の人権・個性を尊重して、
健康で心豊に暮らせる施設を目指
す。地域社会と直接つながりを持ち、
規制を少なくして、明るく楽しく暮
らせるよう生活全般の指導をする。

（入所者の内訳）
身体障害 5.5％
知的障害 23.7％
精神障害 3.6％
身体・知的 12.7％
身体・精神 7.3％
知的・精神 40.0％
身体・知的・精神 3.6％
病弱者 3.6％
以上のとおり、ほとんどの
人が単一障害と重複障害の
人です。

なし 昭和38年
5月1日

昭和36年矢掛高等学校小田分校が閉
校となり、跡地の利用を考えたとこ
ろ、矢掛町小田地区の活性化の為に
開設となる。

開設以来変更なし 矢掛高等学校
小田分校
定時制高等学
校

139 広
島
県

施設の名称：
救 護 施 設　
救護院
設置主体：
広島市
運営主体：
社会福祉法
人　三篠会
運営形態：
公設民営

　さまざまな障害の方たちの生活の
場として、個々の立場を尊重し、団
体生活の秩序を保ちながら、より一
般家庭に近い生活が出来るよう、生
活援助を行う。

男性　最高齢　83歳
　　　最低齢　52歳
女性　最高齢　89歳
　　　最低齢　55歳

　精神障害・身体障害・知
的障害・重複障害・生活障
害とさまざまな障害をもっ
た利用者が生活を送られて
いる。自分とは異なる障害
をもっている方と触れ合う
ことにより、他者を理解し、
支えあう関係が構築されて
いる。しかし年齢に幅があ
り、考えの相違により活気
付くこともあるが、時間を
かけて他者を認め合うよう
支援している。

養 護 老 人
ホーム
生 活 指 導
短 期 宿 泊
事業

1957年4
月1日

　広島市は古くより、軍都として栄
えたが、一面社会の谷間には、施療
を求める階層も、年とともに増加し
た。
　この救済を目的として、広島市保
養院が開設された。

昭和13年10月26日　広島市
南区宇品町に広島市保養院
開設（入所定員44名）
昭和25年 4月  1日　生活保
護法による保護施設として
認可（入所定員41名）
昭和32年 3月31日　広島市
保養院廃止
昭和32年 4月  1日　広島市
救護院として事業開始（入
所定員45名）
昭 和37年10月14日　 現 地

（佐伯区三宅）に移転改築
（入所定員80名）
昭和59年 4月  1日　運営管
理を広島市社会福祉事業団
に委託
平成6年2月21日　　改築竣
工（入所定員60名）
平成16年4月1日　　運営管
理を社会福祉法人三篠会に
移管

回答なし

140 広
島
県

施設の名称：
社会福祉法
人　呉福祉
会　救護施
設　呉市広
風園
設置主体：
呉市
運営主体：
社会福祉法
人　呉福祉
会
運営形態：
呉市より受
託経営

　心豊かにして生き甲斐を感じ、
個々の能力に応じて日常生活におけ
る自立を目指しています。又、団体
生活を送る中で協調性を身につけ、
相互の親和を大切にしております。

精神障害や知的障害で生活
扶助を受給されています方
が中心に入所されておりま
す。

回答なし 昭和25年
4月1日

昭和25年の身体障害者法の施行や生
活保護法の制定に伴い、呉市は行旅
病者の収容施設として当施設を開設
しました。

昭和25年4月1日に生活保護
法による救護施設として認
可され、呉市直営（定員30
名）で呉市清水4丁目に発
足しました。
昭和28年3月に呉市広中迫
7385番地（定員40名）に新
築移転する。
昭和28年5月27日に呉市長
鈴木術が当施設を呉市広風
園と命名しました。
昭和30年4月1日に診療所を
設置し、認可を受け、同日
開始となりました。
昭和54年3月に呉市焼山町
字槙原286番地の2へ新築移
転しました（定員60名）。
平成12年4月1日に呉市直営
から当法人の受託経営とな
りました。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

141 広
島
県

施設の名称：
みつぎ清風
園
設置主体：
尾道市
運営主体：
尾道市
運営形態：
公設公営

敷地面積　10,188.69㎡
本館棟　2,690.85㎡（鉄筋コンクリー
ト・平屋）
作業棟　　60.94㎡（鉄筋・平屋）
2人部屋45室・1人部屋10室
　利用者の心身の状態に応じた目標
を定め、日常生活における自立を目
指し、団体生活の中で社会性・相互
の親和を高めることに努めていま
す。また作業実習を実施し、生きが
い、満足感を得るとともに社会への
適応能力を身に付けられるよう指導
しています。

平均年齢　57.9 歳 
（2006 年 1 月 1 日現在）
平均入所年数　11 年 1ヶ月

（2006 年 1 月 1 日現在）
身体障害のみ 0.0％
知的障害のみ 9.8％
精神障害のみ 51.0％
重複障害 32.3％
生活障害 5.9％
障害なし 1.0％

なし 昭和34年
4月1日

Ｓ20.2.1　6ヶ村の合併により「御調
町」が誕生。同時に中心地に御調国
保病院を設立した。各地域に診療所
があったが、国保病院の充実により、
地理的に不便であった今津野診療所
の病床が遊休することになった。当
時、広島県東部に救護施設が無かっ
たこともあり、この診療所を救護施
設に転用し利用することとなった。

S34. 4. 1　「みつき清流園」
設置
Ｓ34. 4. 23　緊急救護施設
認可（定員50名）
S37. 4. 1　用途を救護施設
に変更
S43. 3. 27　増築竣工
S43. 4. 1　定員を100名に
変更
Ｈ8. 10. 31　移転改築工事
竣工（現在地へ）
Ｈ8. 11. 22　「みつぎ清風
園」に名称変更
Ｈ17. 3. 28　市町村合併に
より設置･運営主体が「御調
町」から「尾道市」へ変更

なし

142 山
口
県

施設の名称：
萩市救護所
設置主体：
萩市
運営主体：
萩市
運営形態：
公設公営

　萩市街地の東部、田床山山麓の高
地にあり、城下町萩市を一望におさ
めることができます。又、付近には、
吉田松陰誕生地、松下村塾、伊藤博
文旧宅地等々数多くの史跡に囲まれ
た静かで日当たりの良い環境にあ
り、精神的、身体的障害のある利用
者が施設での生活を健康で明るく生
きがいのあるものとし、社会復帰を
目指し、自立訓練の場として施設を
提供しています。

・利用者の高齢化
・入所の長期化
・障害の重複者の増加
・精神障害者の割合が高く
なった。（以前は知的障害
者の割合が高かった。）
・男性利用者の割合が高
い。（6割）
・入所原因が、アルコール
依存症、多重債務、ホーム
レスといった昨今の社会情
勢による生活障害、自立生
活困難等が増えつつある。

なし 昭和30年
4月1日

昭和30年4月1日
　山口県知事の許可を受け、萩市社
会館救護所として設置

（施設は昭和15年7月　山口県立職業
訓練所として建設された建物を一部
改修したもの）

昭和30年7月1日
名称を萩市救護所と変更

回答なし

143 山
口
県

施設の名称：
救 護 施 設　
石城苑
設置主体：
社会福祉法
人　松風会
運営主体：
社会福祉法
人　松風会
運営形態：
回答なし

　平成17年10月にそれまでの光市立
から、社会福祉法人に経営移管され
た施設です。
　昭和28年に救護所としてスタート
しており、これまでの伝統と地域と
の密接な関係を大切にしながらも、
新しい活力により、入苑者の生活支
援に取り組んでいます。

　平成17年10月にそれまで
の光市立から、社会福祉法
人に経営移管された施設で
す。
　昭和28年に救護所として
スタートしており、これま
での伝統と地域との密接な
関係を大切にしながらも、
新しい活力により、入苑者
の生活支援に取り組んでい
ます。
　さまざまな障害を持った
方が入所さていますが、特
に精神障害寛解者が大半を
占めており、現在男性61名　
女性93名が生活されていま
す。平均年齢は60歳で、高
齢化が懸念される中、園芸
や鉄工を中心とした作業
や、地域の清掃活動に積極
的に取り組んでいます。

回答なし 平成17年
10月1日

（昭和28
年2月1日）

回答なし 昭和28年　2月1日　
『大和村立救護所』として
設立（定員50名）
昭和43年　4月1日　
移転（現所在地）・定員増
員（定員80名に変更）
昭和48年　3月20日
入居者棟増設・定員増員 

（定員100名に変更）
平成元年　4月1日
入居者棟増設・定員増員 

（定員130名に変更）
平成3年　4月1日
名称変更『大和町立石城苑』
平成14年　4月1日
定員削減（定員100名に変更）
平成16年10月4日
合併により名称変更 

『光市立石城苑』
平成17年10月1日
経営移管・名称変更『救護
施設　石城苑』

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

141 広
島
県

施設の名称：
みつぎ清風
園
設置主体：
尾道市
運営主体：
尾道市
運営形態：
公設公営

敷地面積　10,188.69㎡
本館棟　2,690.85㎡（鉄筋コンクリー
ト・平屋）
作業棟　　60.94㎡（鉄筋・平屋）
2人部屋45室・1人部屋10室
　利用者の心身の状態に応じた目標
を定め、日常生活における自立を目
指し、団体生活の中で社会性・相互
の親和を高めることに努めていま
す。また作業実習を実施し、生きが
い、満足感を得るとともに社会への
適応能力を身に付けられるよう指導
しています。

平均年齢　57.9 歳 
（2006 年 1 月 1 日現在）
平均入所年数　11 年 1ヶ月

（2006 年 1 月 1 日現在）
身体障害のみ 0.0％
知的障害のみ 9.8％
精神障害のみ 51.0％
重複障害 32.3％
生活障害 5.9％
障害なし 1.0％

なし 昭和34年
4月1日

Ｓ20.2.1　6ヶ村の合併により「御調
町」が誕生。同時に中心地に御調国
保病院を設立した。各地域に診療所
があったが、国保病院の充実により、
地理的に不便であった今津野診療所
の病床が遊休することになった。当
時、広島県東部に救護施設が無かっ
たこともあり、この診療所を救護施
設に転用し利用することとなった。

S34. 4. 1　「みつき清流園」
設置
Ｓ34. 4. 23　緊急救護施設
認可（定員50名）
S37. 4. 1　用途を救護施設
に変更
S43. 3. 27　増築竣工
S43. 4. 1　定員を100名に
変更
Ｈ8. 10. 31　移転改築工事
竣工（現在地へ）
Ｈ8. 11. 22　「みつぎ清風
園」に名称変更
Ｈ17. 3. 28　市町村合併に
より設置･運営主体が「御調
町」から「尾道市」へ変更

なし

142 山
口
県

施設の名称：
萩市救護所
設置主体：
萩市
運営主体：
萩市
運営形態：
公設公営

　萩市街地の東部、田床山山麓の高
地にあり、城下町萩市を一望におさ
めることができます。又、付近には、
吉田松陰誕生地、松下村塾、伊藤博
文旧宅地等々数多くの史跡に囲まれ
た静かで日当たりの良い環境にあ
り、精神的、身体的障害のある利用
者が施設での生活を健康で明るく生
きがいのあるものとし、社会復帰を
目指し、自立訓練の場として施設を
提供しています。

・利用者の高齢化
・入所の長期化
・障害の重複者の増加
・精神障害者の割合が高く
なった。（以前は知的障害
者の割合が高かった。）
・男性利用者の割合が高
い。（6割）
・入所原因が、アルコール
依存症、多重債務、ホーム
レスといった昨今の社会情
勢による生活障害、自立生
活困難等が増えつつある。

なし 昭和30年
4月1日

昭和30年4月1日
　山口県知事の許可を受け、萩市社
会館救護所として設置

（施設は昭和15年7月　山口県立職業
訓練所として建設された建物を一部
改修したもの）

昭和30年7月1日
名称を萩市救護所と変更

回答なし

143 山
口
県

施設の名称：
救 護 施 設　
石城苑
設置主体：
社会福祉法
人　松風会
運営主体：
社会福祉法
人　松風会
運営形態：
回答なし

　平成17年10月にそれまでの光市立
から、社会福祉法人に経営移管され
た施設です。
　昭和28年に救護所としてスタート
しており、これまでの伝統と地域と
の密接な関係を大切にしながらも、
新しい活力により、入苑者の生活支
援に取り組んでいます。

　平成17年10月にそれまで
の光市立から、社会福祉法
人に経営移管された施設で
す。
　昭和28年に救護所として
スタートしており、これま
での伝統と地域との密接な
関係を大切にしながらも、
新しい活力により、入苑者
の生活支援に取り組んでい
ます。
　さまざまな障害を持った
方が入所さていますが、特
に精神障害寛解者が大半を
占めており、現在男性61名　
女性93名が生活されていま
す。平均年齢は60歳で、高
齢化が懸念される中、園芸
や鉄工を中心とした作業
や、地域の清掃活動に積極
的に取り組んでいます。

回答なし 平成17年
10月1日

（昭和28
年2月1日）

回答なし 昭和28年　2月1日　
『大和村立救護所』として
設立（定員50名）
昭和43年　4月1日　
移転（現所在地）・定員増
員（定員80名に変更）
昭和48年　3月20日
入居者棟増設・定員増員 

（定員100名に変更）
平成元年　4月1日
入居者棟増設・定員増員 

（定員130名に変更）
平成3年　4月1日
名称変更『大和町立石城苑』
平成14年　4月1日
定員削減（定員100名に変更）
平成16年10月4日
合併により名称変更 

『光市立石城苑』
平成17年10月1日
経営移管・名称変更『救護
施設　石城苑』

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

144 山
口
県

施設の名称：
下関市梅花
園
設置主体：
下関市
運営主体：
社会福祉法
人　下関市
社会福祉事
業団
運営形態：
公設公営

　当施設は田畑に囲まれた自然豊か
な場所に位置しています。近年高齢
化が進み、障害の状況や入所に至る
経緯も多様化しています。入所者ひ
とりひとりが快適に暮らすことがで
きるように、個人の身体状況・特性
に合ったサービス計画を作成し、個
別支援に努めています。

　平成18年1月現在、男性
31名、女性26名の方が入所
されています。男性の平均
年齢は62歳、女性の平均年
齢は68歳、全体の平均年齢
は65歳です。年々入所者の
高齢化が進んでいます。
　障害等の状況は、かつて
は知的障害の方の占める割
合が高かったのですが、現
在は精神病院から入所され
るケースも多く、精神障
害・知的障害の方がほとん
どです。
在所期間は平均11年と長期
にわたり在所される方が増
えています。

回答なし 昭和36年
12月1日

回答なし 昭和36年12月1日、定員50
名の緊急救護施設「下関市
安岡寮」として下関市富任
に開設
昭和40年4月1日、救護施設
に変更
昭和47年4月1日、施設を増
築、定員60名となる
昭和61年3月27日、施設老
朽化のため、現在地に新築
移転。名称を「下関市梅花
園」とする
平成12年4月1日、下関市社
会福祉事業団が運営を受託

回答なし

145 山
口
県

施設の名称：
周南荘
設置主体：
周南地区福
祉施設組合

（ 周 南 市・
下松市で一
部事務組合
を結成）
運営主体：
周南地区福
祉施設組合
運営形態：
一部事務組
合

　第一種社会福祉事業（生活保護法
第38条）により運営。施設は全般に
老朽化しており、近い将来改築の計
画がある。入所者は、精神回復途上
者（高齢者・重複障害者含む）の2
群に分かれているため処遇の体制・
内容は次第に複雑化している。入所
者の障害割合に応じて、特に重度者
の処遇・介護・生活指導、作業指導
及び生活のゆとり等へのバランスに
配慮した処遇に努めている。

　定員50名で現在、男性32
名、女性18名が全員山口県
内から入所されています。
平均年齢は約65歳で高齢
化、虚弱化が進んできてお
り、精神障害者も約6割と
各種の重度・重複障害者が
ほとんどを占めておりきて
いますが一人ひとりがその
能力に応じた自立を目標に
生活されています。

（組合で養
護老人ホー
ムきさんの
里を運営）

昭和37年
7月1日

救護施設は、生活保護法第38条に規
定された「身体上又は精神上著しい障
害があるために独立して日常生活を営
むことができない要保護者を入所させ
て、生活扶助を行うことを目的した施設」
である。救護施設は、生活保護法が「救
護法」と称されていた戦前から既に存
在していたもので、当初は救貧的見地
から障害者、病弱者、高齢者、など
社会の最底辺の人達、言わばホームレ
スの人達を収容することから始まってい
る。「福祉五法」が整備され、各種の
障害者及び高齢者は、それぞれ個別
の福祉法に基づき各福祉施設に分類
措置されることになったが、限界があり
精神障害者、重複障害者、高齢の障
害者や生活障害のある人たちなどが、
依然として福祉施設の援護から疎外さ
れている状況は変わらない。このような
ケースを受け入れることのできる、代替
的補完的な機能を持つ唯一の施設が
救護施設である。このように、五法施
設の網目にかからない障害者の人達に
とって救護施設の果たす役割は大きい。

昭和36年7月　設置計画に
対する国の承認を受ける
昭和37年7月　開設2市2町　
徳山地方救護所
昭和39年4月　徳山地方救
護所周南荘に名称変更
昭和45年11月　町村の合併
により、3市1町の一部
事務組合
平成15年4月　市町の合併
により、2市の一部事務組合
組合・施設の名称変更
周南地区福祉施設組合　周
南荘

回答なし



救護施設の動態 207

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

144 山
口
県

施設の名称：
下関市梅花
園
設置主体：
下関市
運営主体：
社会福祉法
人　下関市
社会福祉事
業団
運営形態：
公設公営

　当施設は田畑に囲まれた自然豊か
な場所に位置しています。近年高齢
化が進み、障害の状況や入所に至る
経緯も多様化しています。入所者ひ
とりひとりが快適に暮らすことがで
きるように、個人の身体状況・特性
に合ったサービス計画を作成し、個
別支援に努めています。

　平成18年1月現在、男性
31名、女性26名の方が入所
されています。男性の平均
年齢は62歳、女性の平均年
齢は68歳、全体の平均年齢
は65歳です。年々入所者の
高齢化が進んでいます。
　障害等の状況は、かつて
は知的障害の方の占める割
合が高かったのですが、現
在は精神病院から入所され
るケースも多く、精神障
害・知的障害の方がほとん
どです。
在所期間は平均11年と長期
にわたり在所される方が増
えています。

回答なし 昭和36年
12月1日

回答なし 昭和36年12月1日、定員50
名の緊急救護施設「下関市
安岡寮」として下関市富任
に開設
昭和40年4月1日、救護施設
に変更
昭和47年4月1日、施設を増
築、定員60名となる
昭和61年3月27日、施設老
朽化のため、現在地に新築
移転。名称を「下関市梅花
園」とする
平成12年4月1日、下関市社
会福祉事業団が運営を受託

回答なし

145 山
口
県

施設の名称：
周南荘
設置主体：
周南地区福
祉施設組合

（ 周 南 市・
下松市で一
部事務組合
を結成）
運営主体：
周南地区福
祉施設組合
運営形態：
一部事務組
合

　第一種社会福祉事業（生活保護法
第38条）により運営。施設は全般に
老朽化しており、近い将来改築の計
画がある。入所者は、精神回復途上
者（高齢者・重複障害者含む）の2
群に分かれているため処遇の体制・
内容は次第に複雑化している。入所
者の障害割合に応じて、特に重度者
の処遇・介護・生活指導、作業指導
及び生活のゆとり等へのバランスに
配慮した処遇に努めている。

　定員50名で現在、男性32
名、女性18名が全員山口県
内から入所されています。
平均年齢は約65歳で高齢
化、虚弱化が進んできてお
り、精神障害者も約6割と
各種の重度・重複障害者が
ほとんどを占めておりきて
いますが一人ひとりがその
能力に応じた自立を目標に
生活されています。

（組合で養
護老人ホー
ムきさんの
里を運営）

昭和37年
7月1日

救護施設は、生活保護法第38条に規
定された「身体上又は精神上著しい障
害があるために独立して日常生活を営
むことができない要保護者を入所させ
て、生活扶助を行うことを目的した施設」
である。救護施設は、生活保護法が「救
護法」と称されていた戦前から既に存
在していたもので、当初は救貧的見地
から障害者、病弱者、高齢者、など
社会の最底辺の人達、言わばホームレ
スの人達を収容することから始まってい
る。「福祉五法」が整備され、各種の
障害者及び高齢者は、それぞれ個別
の福祉法に基づき各福祉施設に分類
措置されることになったが、限界があり
精神障害者、重複障害者、高齢の障
害者や生活障害のある人たちなどが、
依然として福祉施設の援護から疎外さ
れている状況は変わらない。このような
ケースを受け入れることのできる、代替
的補完的な機能を持つ唯一の施設が
救護施設である。このように、五法施
設の網目にかからない障害者の人達に
とって救護施設の果たす役割は大きい。

昭和36年7月　設置計画に
対する国の承認を受ける
昭和37年7月　開設2市2町　
徳山地方救護所
昭和39年4月　徳山地方救
護所周南荘に名称変更
昭和45年11月　町村の合併
により、3市1町の一部
事務組合
平成15年4月　市町の合併
により、2市の一部事務組合
組合・施設の名称変更
周南地区福祉施設組合　周
南荘

回答なし



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3208

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

146 山
口
県

施設の名称：
救 護 施 設　
愛和苑
設置主体：
社会福祉法
人　松風会

（民設民営）
運営主体：
社会福祉法
人　松風会

（民設民営）
運営形態：
民設民営

　身体上又は精神上不自由があり独
立して日常的に社会生活をしていく
ことが困難な人たちに日常的な生活
の場を提供して、入所している方が
常に健康で生き甲斐のある生活がで
きるよう日課訓練によって支援して
おります。さらに、社会復帰の希望
と可能性がある方には、社会人とし
て自立することができるようにサポー
トしていきます。
　また、当苑は利用者の能力・特性・
希望等の把握により班別処遇（三班）
を行っています。
青葉班　主に職場実習等の作業実習
を通して支援
若葉班　屋内作業や農作業・清掃委
託作業及び買い物実習等を中心とし
て支援
双葉班　高齢者・重複障害者の体力
の衰えによる事故防止、予防のため
の介護的・娯楽的支援

　開苑当初より入所者の大
半が精神障害者であり、そ
の一方で他方施設に措置で
きない方、たとえば重複障
害者や社会生活不適応者も
多く受け入れ支援を行って
きたが、法改正により「自
立支援、人権尊重」へと法
律が展開し、また介護保険
制度の導入により、他施設
への施設替え等も従来より
厳しくなった。現在では、
長期入所者で重度・高齢化
された入所者が多い。

同一法人内
には、少し
離れた地域
に 救 護 施
設がある。

昭和57年
5月1日

同一法人ではないが、精神科の病院
が隣接してある。

定員の変更無し。開設当初
と同様

回答なし

147 山
口
県

施設の名称：
聖和苑
設置主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営形態：
民設民営

運営方針････
（1）心豊かな生活支援の実施
（2）自立支援の促進
（3）施設機能の地域開放
（4）社会への感謝の気持ちを養う
理念･･････常に利用者の立場に立っ
て考え、そして実行する。
立地条件････山口市の南部田園地帯
に位置し、人口は約2700人の地域。
隣接には精神障害者社会復帰施設が
ある。また、地区内には県立聾学校、
知的障害者施設、身体障害者授産施
設、老人施設が点在しており、福祉
の里とも称されている。
・定数86
　内訳　2人部屋　 5
　　　　3人　　　 6
　　　　4人　　　15　となっている
・サービス内容
　利用者に、明るく生きがいのある生
活の場を提供すると共に、個人のニー
ズに合わせ、施設内自立支援や地域
での生活ができるよう、個別支援を
計っています。また、各種施設や地域
交流行事も活発に行っています。

男性56名、女性32名　平均
年齢58歳
在苑期間　平均8年3月

心身の障害状況
区分 実数 ％
精神障害 50人 57
酒精中毒 11人 13
知的障害 9人 10
身体障害 1人 1
精神･知的･身障 1人 1
知的･身障 1人 1
精神･知的 11人 13
その他 4人 4
計 88人 100

様々な障害を抱えながら、
一人ひとりが自分の希望
や、能力に応じた自立を目
標に、生活訓練、作業訓練、
行事等に積極的に参加され
ています。

特になし 昭和58年
4月1日

山口県においては、昭和52年頃より生
活保護世帯が増えはじめ、開設当時、
生活保護受給者は1万2千人近い状況
であった。このように社会を取り巻く情
勢は、経済活動の低迷や第二臨調の
答申を受けての行財政改革など、極め
て厳しい状況下にあった。こうした中に
あって生活に困窮しておられ、社会的
に弱い立場にある方々、特に心身に大
きなハンディキャップを背負い、社会的
に自立困難な人々に対して、入所の上
支援することが求められた。
　当時、県内には5ヵ所の救護施設が
すでに開設されていたが、いずれも県
東部、西部、北部に偏しており、県当
局の意向も踏まえ、県中央部に開設と
なった。

昭和58年4月1日　　50名定
員　開設
昭和62年4月1日　　30名増
員　80名定員となった。
　開設以来、定員を上回る
入所希望があり、また特に、
利用者の処遇向上に重点を
置き、利用者の自立に向け
ての訓練室や生きがい充実
のためのゲストルーム等の
新設を行った。

回答なし



救護施設の動態 209

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

146 山
口
県

施設の名称：
救 護 施 設　
愛和苑
設置主体：
社会福祉法
人　松風会

（民設民営）
運営主体：
社会福祉法
人　松風会

（民設民営）
運営形態：
民設民営

　身体上又は精神上不自由があり独
立して日常的に社会生活をしていく
ことが困難な人たちに日常的な生活
の場を提供して、入所している方が
常に健康で生き甲斐のある生活がで
きるよう日課訓練によって支援して
おります。さらに、社会復帰の希望
と可能性がある方には、社会人とし
て自立することができるようにサポー
トしていきます。
　また、当苑は利用者の能力・特性・
希望等の把握により班別処遇（三班）
を行っています。
青葉班　主に職場実習等の作業実習
を通して支援
若葉班　屋内作業や農作業・清掃委
託作業及び買い物実習等を中心とし
て支援
双葉班　高齢者・重複障害者の体力
の衰えによる事故防止、予防のため
の介護的・娯楽的支援

　開苑当初より入所者の大
半が精神障害者であり、そ
の一方で他方施設に措置で
きない方、たとえば重複障
害者や社会生活不適応者も
多く受け入れ支援を行って
きたが、法改正により「自
立支援、人権尊重」へと法
律が展開し、また介護保険
制度の導入により、他施設
への施設替え等も従来より
厳しくなった。現在では、
長期入所者で重度・高齢化
された入所者が多い。

同一法人内
には、少し
離れた地域
に 救 護 施
設がある。

昭和57年
5月1日

同一法人ではないが、精神科の病院
が隣接してある。

定員の変更無し。開設当初
と同様

回答なし

147 山
口
県

施設の名称：
聖和苑
設置主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営形態：
民設民営

運営方針････
（1）心豊かな生活支援の実施
（2）自立支援の促進
（3）施設機能の地域開放
（4）社会への感謝の気持ちを養う
理念･･････常に利用者の立場に立っ
て考え、そして実行する。
立地条件････山口市の南部田園地帯
に位置し、人口は約2700人の地域。
隣接には精神障害者社会復帰施設が
ある。また、地区内には県立聾学校、
知的障害者施設、身体障害者授産施
設、老人施設が点在しており、福祉
の里とも称されている。
・定数86
　内訳　2人部屋　 5
　　　　3人　　　 6
　　　　4人　　　15　となっている
・サービス内容
　利用者に、明るく生きがいのある生
活の場を提供すると共に、個人のニー
ズに合わせ、施設内自立支援や地域
での生活ができるよう、個別支援を
計っています。また、各種施設や地域
交流行事も活発に行っています。

男性56名、女性32名　平均
年齢58歳
在苑期間　平均8年3月

心身の障害状況
区分 実数 ％
精神障害 50人 57
酒精中毒 11人 13
知的障害 9人 10
身体障害 1人 1
精神･知的･身障 1人 1
知的･身障 1人 1
精神･知的 11人 13
その他 4人 4
計 88人 100

様々な障害を抱えながら、
一人ひとりが自分の希望
や、能力に応じた自立を目
標に、生活訓練、作業訓練、
行事等に積極的に参加され
ています。

特になし 昭和58年
4月1日

山口県においては、昭和52年頃より生
活保護世帯が増えはじめ、開設当時、
生活保護受給者は1万2千人近い状況
であった。このように社会を取り巻く情
勢は、経済活動の低迷や第二臨調の
答申を受けての行財政改革など、極め
て厳しい状況下にあった。こうした中に
あって生活に困窮しておられ、社会的
に弱い立場にある方々、特に心身に大
きなハンディキャップを背負い、社会的
に自立困難な人々に対して、入所の上
支援することが求められた。
　当時、県内には5ヵ所の救護施設が
すでに開設されていたが、いずれも県
東部、西部、北部に偏しており、県当
局の意向も踏まえ、県中央部に開設と
なった。

昭和58年4月1日　　50名定
員　開設
昭和62年4月1日　　30名増
員　80名定員となった。
　開設以来、定員を上回る
入所希望があり、また特に、
利用者の処遇向上に重点を
置き、利用者の自立に向け
ての訓練室や生きがい充実
のためのゲストルーム等の
新設を行った。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

148 徳
島
県

施設の名称：
徳島市立寿
楽荘
設置主体：
徳島市
運営主体：
徳島市
運営形態：
直営

回答なし 各障害者が万遍なく入所し
ている。

なし 回答なし 不明 昭和46年　定員を40名から
70名に増員

不明

149 徳
島
県

施設の名称：
救 護 施 設　
小鳴門荘
設置主体：
社会福祉法
人　小渦会
運営主体：
社会福祉法
人　小渦会
運営形態：
民間

　施設は、瀬戸内海国立公園内の島
田島南西端に位置し、対岸の地域社
会とは小鳴門海峡で隔てられており、
法人の専用船が唯一の往来手段であ
る。このような立地上の不便・不自由
はあるが、地域社会の人々の温かい
理解と協力の中で、「家庭的な福祉を
求めて」を基本方針として一人ひとり
のニーズに沿って、自立支援に努めて
いる。

＊利用者の高齢化、障害の
多様化・重度化が進行
＊家族との縁が薄い（施設
入所による家族の安心感・
家族の高齢化）
＊利用者同士がよく助け合う
＊地域の人々の温かい理解
と支援の手が差しのべられ
ている
＊最近の入所者の状況として
・男性の入所者が増えている
・行旅人及びホームレスの
入所者希望が目立つ

医 療 保 護
施設　鳴門
シーガル病
院

昭和41年
7月1日

救護施設小鳴門荘は、国立公園「鳴
門」の区域内、島田島の西南端に位
置し、小鳴門海峡を隔てた島の中に
ある。昭和2年、この地に鎮座する
阿波井神社に参籠する精神障害者を
治療、保護しようと、地元の有志ら
がよびかけ、県の内外から寄せられ
た浄財を基に開設された阿波井島保
養院（現在の鳴門シーガル病院）が、
昭和27年6月に社会福祉法人に組織
を変更し、この法人の行う第一社会
福祉事業として救護部が委託され、
これを昭和41年7月に救護施設「小
鳴門荘」として独立、運営すること
となった。

施設主体の変更（平成14年
4月1日）

（旧）社会福祉法人　阿波井
島保養院

（新）社会福祉法人　小渦会

回答なし

150 徳
島
県

救 護 施 設　
みよしの山
荘
設置主体：
社会福祉法
人　徳島愛
光会
運営主体：
社会福祉法
人　徳島愛
光会
運営形態：
社会福祉法
人　徳島愛
光会

　20年ぶりの保護基準の見直しとな
る現在、地域におけるセーフティーネッ
トとしての重要な役割を果たしながら
利用者の自立支援を第一に考え今後
いかに生活扶助の枠を乗り越えて自
立支援の目的を最大限達成していくか
を課題提起しています。そうした中で、
評議員会の設置、新会計制度への移
行、苦情解決制度の実施、サービス
評価基準の作成、情報公開、個人情
報保護法制度、自立支援プログラム
の導入、個別支援計画やリスクマネジ
メントの在り方等地域での専門的な福
祉サービス提供の場としての役割を重
要視しています。施設機能強化事業、
被保護者等を対象とする通所事業の
充実、ボランティア活動の受入や地域
とのふれあい交流等、地域に開かれ
た施設づくりに努めています。
1．信頼される施設運営　
2．施設の社会化　
3．充実した職場環境を重点目標とす
ると共に利用者が安心して生活出来る
よう施設整備の充実と環境の美化に
努め諸経費についても効率的活用に
一層の工夫をもって望んでいます。

平均年齢64.7才　平均在所
期間も19年と長く障害状況
においては精神障害40％、
重複障害51％を超え例にも
れず高齢化、重度化にある。
また、家族とのかかわり等

（面会）も少ない。

平成8年4月
1日
特 別 養 護
老人ホーム
みよし苑設
置
三 好 町 在
宅 介 護 支
援センター
事業設置
老 人 短 期
入所事業

昭和52年
4月1日

　身体上又は、精神上著しい欠陥が
あるものは、周囲の者から疎外的な
扱いを受け易しく、ことに介護する
者にあたっては尚更のことである。
　これから一般社会で生活すること
が困難で家庭での保護の得られない
要保護者を安定した環境の中で生活
を送れるようにするとともに、共同
生活の意義を少しでも理解させ、そ
の自立をも促進させたい。
　現在、県西部地方に80名程の該当
者があり福祉施設への入所を希望し
ているが県内で収容率が低いため他
県に入所を依頼している現状である
ところから、当地方に収容施設設置
の要望が高まり、急を要するものと
なったため私共同志が相図りこれら
の人を収容する救護施設みよしの山
荘を建設し運営することを目的とし
て社会福祉法人徳島愛光会の設立を
計画し、もって地域住民の福祉の向
上に尽せんとするものであります。

変更無し



救護施設の動態 211

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

148 徳
島
県

施設の名称：
徳島市立寿
楽荘
設置主体：
徳島市
運営主体：
徳島市
運営形態：
直営

回答なし 各障害者が万遍なく入所し
ている。

なし 回答なし 不明 昭和46年　定員を40名から
70名に増員

不明

149 徳
島
県

施設の名称：
救 護 施 設　
小鳴門荘
設置主体：
社会福祉法
人　小渦会
運営主体：
社会福祉法
人　小渦会
運営形態：
民間

　施設は、瀬戸内海国立公園内の島
田島南西端に位置し、対岸の地域社
会とは小鳴門海峡で隔てられており、
法人の専用船が唯一の往来手段であ
る。このような立地上の不便・不自由
はあるが、地域社会の人々の温かい
理解と協力の中で、「家庭的な福祉を
求めて」を基本方針として一人ひとり
のニーズに沿って、自立支援に努めて
いる。

＊利用者の高齢化、障害の
多様化・重度化が進行
＊家族との縁が薄い（施設
入所による家族の安心感・
家族の高齢化）
＊利用者同士がよく助け合う
＊地域の人々の温かい理解
と支援の手が差しのべられ
ている
＊最近の入所者の状況として
・男性の入所者が増えている
・行旅人及びホームレスの
入所者希望が目立つ

医 療 保 護
施設　鳴門
シーガル病
院

昭和41年
7月1日

救護施設小鳴門荘は、国立公園「鳴
門」の区域内、島田島の西南端に位
置し、小鳴門海峡を隔てた島の中に
ある。昭和2年、この地に鎮座する
阿波井神社に参籠する精神障害者を
治療、保護しようと、地元の有志ら
がよびかけ、県の内外から寄せられ
た浄財を基に開設された阿波井島保
養院（現在の鳴門シーガル病院）が、
昭和27年6月に社会福祉法人に組織
を変更し、この法人の行う第一社会
福祉事業として救護部が委託され、
これを昭和41年7月に救護施設「小
鳴門荘」として独立、運営すること
となった。

施設主体の変更（平成14年
4月1日）

（旧）社会福祉法人　阿波井
島保養院

（新）社会福祉法人　小渦会

回答なし

150 徳
島
県

救 護 施 設　
みよしの山
荘
設置主体：
社会福祉法
人　徳島愛
光会
運営主体：
社会福祉法
人　徳島愛
光会
運営形態：
社会福祉法
人　徳島愛
光会

　20年ぶりの保護基準の見直しとな
る現在、地域におけるセーフティーネッ
トとしての重要な役割を果たしながら
利用者の自立支援を第一に考え今後
いかに生活扶助の枠を乗り越えて自
立支援の目的を最大限達成していくか
を課題提起しています。そうした中で、
評議員会の設置、新会計制度への移
行、苦情解決制度の実施、サービス
評価基準の作成、情報公開、個人情
報保護法制度、自立支援プログラム
の導入、個別支援計画やリスクマネジ
メントの在り方等地域での専門的な福
祉サービス提供の場としての役割を重
要視しています。施設機能強化事業、
被保護者等を対象とする通所事業の
充実、ボランティア活動の受入や地域
とのふれあい交流等、地域に開かれ
た施設づくりに努めています。
1．信頼される施設運営　
2．施設の社会化　
3．充実した職場環境を重点目標とす
ると共に利用者が安心して生活出来る
よう施設整備の充実と環境の美化に
努め諸経費についても効率的活用に
一層の工夫をもって望んでいます。

平均年齢64.7才　平均在所
期間も19年と長く障害状況
においては精神障害40％、
重複障害51％を超え例にも
れず高齢化、重度化にある。
また、家族とのかかわり等

（面会）も少ない。

平成8年4月
1日
特 別 養 護
老人ホーム
みよし苑設
置
三 好 町 在
宅 介 護 支
援センター
事業設置
老 人 短 期
入所事業

昭和52年
4月1日

　身体上又は、精神上著しい欠陥が
あるものは、周囲の者から疎外的な
扱いを受け易しく、ことに介護する
者にあたっては尚更のことである。
　これから一般社会で生活すること
が困難で家庭での保護の得られない
要保護者を安定した環境の中で生活
を送れるようにするとともに、共同
生活の意義を少しでも理解させ、そ
の自立をも促進させたい。
　現在、県西部地方に80名程の該当
者があり福祉施設への入所を希望し
ているが県内で収容率が低いため他
県に入所を依頼している現状である
ところから、当地方に収容施設設置
の要望が高まり、急を要するものと
なったため私共同志が相図りこれら
の人を収容する救護施設みよしの山
荘を建設し運営することを目的とし
て社会福祉法人徳島愛光会の設立を
計画し、もって地域住民の福祉の向
上に尽せんとするものであります。

変更無し
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

151 香
川
県

施設の名称：
救 護 施 設　
清水園
設置主体：
社会福祉法
人　清水園
運営主体：
社会福祉法
人　清水園
運営形態：
法人経営

はじめに
　本園は香川県の中央部に位置し、
金山山麓の高台にあり緑に囲まれ自
然環境に恵まれている。近くには四
国霊場札所があり利用者の散歩コー
スとなっている。
1．寮棟の大規模改築
　昭和33年12月に開園以来、35年が
経過し施設の老朽化に伴う施設居住
環境の整備を図るため、平成5年個
室及び2人部屋に大規模改築する。
2．交流事業の推進
　清水園と地域との結びつきを強め
るため、市民の理解と協力を得て平
成3年4月「清水園と地域を結ぶ会」
を結成、以来この組織を基軸として
諸事業が活発化している。

（1）参加型交流事業
　交流ゲートボール大会、盆踊り大
会、さかいで大橋まつり、ふれあい
のつどい、交流芸能大会など地域の
行事に積極的に参加。

（2）拠点施設交流事業
　地域交流ゲートボール大会、地域
交流盆踊り大会、開園記念日の諸行
事、その他各種団体、個人等訪問に
よる交流事業など。
3．地域福祉の推進
　通所事業や高齢者を対象とした栄
養・食事相談、血圧測定など実施。

　利用者の平均年齢は62.9
歳、障害の状況は99.3％で、
そのうち72.9％は知的障害
者で占めている。近年入所
の状況は精神障害者がほと
んどで、アルコール依存症、
ホームレス等が入所してい
る。
　また、平均在所期間は
22.8年となっている。この
ように年々高齢化が進行
し、障害も多種・多様化、
重度化するなど特徴的と
なっている。

通所事業
平 成3年 に
地域福祉の
推進に寄与
す る た め、
単独事業と
して通所事
業を実施し
定員10名の
内、 現 在3
名となって
いる。

昭和33年
12月1日

　身体上又は精神上著しい障害があ
るため、独立して日常生活を行うこ
との出来ない者が香川県内だけでも
200人を数え、家庭で介護する者が
居ないなどのため、これらの人を健
康で文化的な生活が行える施設の整
備が緊急の課題となった。
　幸い、昭和24年度から発行されて
いる寄付金つきお年玉年賀はがきに
よる交付金は、民間社会福祉事業の
振興発展に大きく寄与しつつあるこ
とから、香川県においても福祉関係
者が協議し、この配分を受け近代的
社会福祉施設を設置することになっ
た。
その建設母体として昭和32年10月財
団法人清水園を設立し、これが配分
金をうけ施設を建設した。
　この施設を譲り受けて経営するた
め、昭和33年11月13日、社会福祉法
人清水園を設立して、第1種社会福
祉事業として、昭和33年12月1日に
救護施設清水園を開設した。

昭和 32 年のお年玉つき年
賀はがきの配分を受け、入
所定員 100 名の救護施設と
して昭和 33 年 12 月 1 日に
事業を開始。更に昭和 36
年 6 月 1 日に定員 50 名の
緊急救護施設を併設した
が、昭和 44 年 4 月 1 日よ
りこれを廃止し、150 名定
員の救護施設に一本化す
る。平成 5 年 1 月に大規模
改築を行い現在に至ってい
る。

回答なし



救護施設の動態 213

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

151 香
川
県

施設の名称：
救 護 施 設　
清水園
設置主体：
社会福祉法
人　清水園
運営主体：
社会福祉法
人　清水園
運営形態：
法人経営

はじめに
　本園は香川県の中央部に位置し、
金山山麓の高台にあり緑に囲まれ自
然環境に恵まれている。近くには四
国霊場札所があり利用者の散歩コー
スとなっている。
1．寮棟の大規模改築
　昭和33年12月に開園以来、35年が
経過し施設の老朽化に伴う施設居住
環境の整備を図るため、平成5年個
室及び2人部屋に大規模改築する。
2．交流事業の推進
　清水園と地域との結びつきを強め
るため、市民の理解と協力を得て平
成3年4月「清水園と地域を結ぶ会」
を結成、以来この組織を基軸として
諸事業が活発化している。

（1）参加型交流事業
　交流ゲートボール大会、盆踊り大
会、さかいで大橋まつり、ふれあい
のつどい、交流芸能大会など地域の
行事に積極的に参加。

（2）拠点施設交流事業
　地域交流ゲートボール大会、地域
交流盆踊り大会、開園記念日の諸行
事、その他各種団体、個人等訪問に
よる交流事業など。
3．地域福祉の推進
　通所事業や高齢者を対象とした栄
養・食事相談、血圧測定など実施。

　利用者の平均年齢は62.9
歳、障害の状況は99.3％で、
そのうち72.9％は知的障害
者で占めている。近年入所
の状況は精神障害者がほと
んどで、アルコール依存症、
ホームレス等が入所してい
る。
　また、平均在所期間は
22.8年となっている。この
ように年々高齢化が進行
し、障害も多種・多様化、
重度化するなど特徴的と
なっている。

通所事業
平 成3年 に
地域福祉の
推進に寄与
す る た め、
単独事業と
して通所事
業を実施し
定員10名の
内、 現 在3
名となって
いる。

昭和33年
12月1日

　身体上又は精神上著しい障害があ
るため、独立して日常生活を行うこ
との出来ない者が香川県内だけでも
200人を数え、家庭で介護する者が
居ないなどのため、これらの人を健
康で文化的な生活が行える施設の整
備が緊急の課題となった。
　幸い、昭和24年度から発行されて
いる寄付金つきお年玉年賀はがきに
よる交付金は、民間社会福祉事業の
振興発展に大きく寄与しつつあるこ
とから、香川県においても福祉関係
者が協議し、この配分を受け近代的
社会福祉施設を設置することになっ
た。
その建設母体として昭和32年10月財
団法人清水園を設立し、これが配分
金をうけ施設を建設した。
　この施設を譲り受けて経営するた
め、昭和33年11月13日、社会福祉法
人清水園を設立して、第1種社会福
祉事業として、昭和33年12月1日に
救護施設清水園を開設した。

昭和 32 年のお年玉つき年
賀はがきの配分を受け、入
所定員 100 名の救護施設と
して昭和 33 年 12 月 1 日に
事業を開始。更に昭和 36
年 6 月 1 日に定員 50 名の
緊急救護施設を併設した
が、昭和 44 年 4 月 1 日よ
りこれを廃止し、150 名定
員の救護施設に一本化す
る。平成 5 年 1 月に大規模
改築を行い現在に至ってい
る。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

152 香
川
県

施設の名称：
萬象園
設置主体：
社会福祉法
人　萬象園
運営主体：
社会福祉法
人　萬象園
運営形態：
民設民営

（理念・運営方針）
1．「精神障害者の福祉向上」を基本
理念とし、利用者の『安全・健康・快
適』の充実を図る。
2．個別支援計画による利用者主体の
自立支援を提供する。
3．社会参加と地域交流を推進し、地域
福祉の拠点として施設運営を行なう。
4．施設の公共性を認識し、効率的か
つ倫理的な施設運営に努める。
5．社会福祉制度の変革に対応し、的
確な福祉ニーズの把握と支援サービス
の提供に努める。

（施設の立地）
1．丸亀市の市街地より3～4㎞南東に位
置し、・JR丸亀駅より車で15分・坂出IC
より車で10分・市内バス停より徒歩10分

（設備状況）
1．建物は本館、食堂、工房の管理棟

（パブリック）と居住棟（プライベート）
をゾーン分けし、居住棟は「小舎制」
で4棟からなる。[ハウス棟-1（52名）、
ハウス棟-2（20名）、ハウス棟-3（20名）、
ハウス棟-4（28名）]各棟には、ディルー
ム・キッチン・小浴場がある。
2．建物総面積3,473. 59㎡
1人部屋・10室、2人部屋・13室、3人部
屋・28室
3．本館には地域交流センター、会議
室、大浴場を備える。食堂等は円形
で明るく清潔である。
4．花卉栽培用鉄骨ハウス2棟、ビニー
ルハウス1棟がある。

（サービス内容）
1．救護施設個別支援計画に基づき、
利用者個々の支援目標を作成し、利
用者支援に対応している。

（1）個別支援・個別支援計画、ケース
記録、ケース研究、社会復帰支援

（2）生活支援におけるグループ支援
（ア）担任別活動・買物実習、料理教室　
（イ）クラブ活動（ウ）レクリエーション
活動　（エ）学習指導（オ）自治活動（カ）
保健衛生、給食、防災訓練

（3）ADL支援
（4）地域交流
2．作業支援・（1）工房作業（製袋、タ
レビン、割り箸袋入れ、紙エプロン
折）（2）花卉園芸（総合育苗、フラワー
ハウス、洋ラン園芸）（3）フルーツ
ファーム　（4）丸亀市委託作業（丸亀
城・市民広場清掃、緑道公園・花卉管
理清掃除草、競艇事業部花卉管理）
3．職場実習
4．社会適応訓練事業

1.  利用者在籍115名 
（男子67名、女子48名）
2. 男子平均年齢 62歳3ヶ月
　女子平均年齢 62歳7ヶ月
3. 年齢別構成
30代  0.9％　40代  7.0％　 
50代 32.2％　60代 38.3％
70代 20.0％　80代  1.7％
4. 障害別
統合失調症 53.9％　 
統合失調＋知的 9.6％
神経症 0.9％　 
知的障害 20.9％　 
てんかん 3.5％
薬物中毒 0.9％　 
精神病質 0.9％　 
躁鬱 1.7％　 
その他 7.8％
5. 重複障害別
単一障害 62.6％　 
二重障害 33.9％　 
三重障害 1.7％

居宅介護支
援事業所ば
んしょうえ
ん

昭和44年
2月1日　
緊急救護
施設とし
て開設

創立者である現理事長が長年、保護
司として少年犯罪を扱う中、精神障
害者の問題の深刻さに気づかされ、
当時0地帯であった精神障害者福祉
施設の建設を計画し、県の担当者と
1年間にわたる協議を経て、全国的
にも数少ない『緊急救護施設』を現
在地に創立した。

（当時は、公的な補助、助成はなかっ
た。）

（定員変更）
昭和 44 年 2 月 1 日　 
定員 50 名
昭和 46 年 1 月 26 日　 
定員 100 名
昭和 48 年 7 月 1 日　 
定員 110 名

（建物改築）
平成 11 年 4 月 27 日～　
平成 12 年 8 月 13 日　老朽
民間社会福祉施設整備の適
用を受け全面改築工事完成

回答なし 施設要覧
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

152 香
川
県

施設の名称：
萬象園
設置主体：
社会福祉法
人　萬象園
運営主体：
社会福祉法
人　萬象園
運営形態：
民設民営

（理念・運営方針）
1．「精神障害者の福祉向上」を基本
理念とし、利用者の『安全・健康・快
適』の充実を図る。
2．個別支援計画による利用者主体の
自立支援を提供する。
3．社会参加と地域交流を推進し、地域
福祉の拠点として施設運営を行なう。
4．施設の公共性を認識し、効率的か
つ倫理的な施設運営に努める。
5．社会福祉制度の変革に対応し、的
確な福祉ニーズの把握と支援サービス
の提供に努める。

（施設の立地）
1．丸亀市の市街地より3～4㎞南東に位
置し、・JR丸亀駅より車で15分・坂出IC
より車で10分・市内バス停より徒歩10分

（設備状況）
1．建物は本館、食堂、工房の管理棟

（パブリック）と居住棟（プライベート）
をゾーン分けし、居住棟は「小舎制」
で4棟からなる。[ハウス棟-1（52名）、
ハウス棟-2（20名）、ハウス棟-3（20名）、
ハウス棟-4（28名）]各棟には、ディルー
ム・キッチン・小浴場がある。
2．建物総面積3,473. 59㎡
1人部屋・10室、2人部屋・13室、3人部
屋・28室
3．本館には地域交流センター、会議
室、大浴場を備える。食堂等は円形
で明るく清潔である。
4．花卉栽培用鉄骨ハウス2棟、ビニー
ルハウス1棟がある。

（サービス内容）
1．救護施設個別支援計画に基づき、
利用者個々の支援目標を作成し、利
用者支援に対応している。

（1）個別支援・個別支援計画、ケース
記録、ケース研究、社会復帰支援

（2）生活支援におけるグループ支援
（ア）担任別活動・買物実習、料理教室　
（イ）クラブ活動（ウ）レクリエーション
活動　（エ）学習指導（オ）自治活動（カ）
保健衛生、給食、防災訓練

（3）ADL支援
（4）地域交流
2．作業支援・（1）工房作業（製袋、タ
レビン、割り箸袋入れ、紙エプロン
折）（2）花卉園芸（総合育苗、フラワー
ハウス、洋ラン園芸）（3）フルーツ
ファーム　（4）丸亀市委託作業（丸亀
城・市民広場清掃、緑道公園・花卉管
理清掃除草、競艇事業部花卉管理）
3．職場実習
4．社会適応訓練事業

1.  利用者在籍115名 
（男子67名、女子48名）
2. 男子平均年齢 62歳3ヶ月
　女子平均年齢 62歳7ヶ月
3. 年齢別構成
30代  0.9％　40代  7.0％　 
50代 32.2％　60代 38.3％
70代 20.0％　80代  1.7％
4. 障害別
統合失調症 53.9％　 
統合失調＋知的 9.6％
神経症 0.9％　 
知的障害 20.9％　 
てんかん 3.5％
薬物中毒 0.9％　 
精神病質 0.9％　 
躁鬱 1.7％　 
その他 7.8％
5. 重複障害別
単一障害 62.6％　 
二重障害 33.9％　 
三重障害 1.7％

居宅介護支
援事業所ば
んしょうえ
ん

昭和44年
2月1日　
緊急救護
施設とし
て開設

創立者である現理事長が長年、保護
司として少年犯罪を扱う中、精神障
害者の問題の深刻さに気づかされ、
当時0地帯であった精神障害者福祉
施設の建設を計画し、県の担当者と
1年間にわたる協議を経て、全国的
にも数少ない『緊急救護施設』を現
在地に創立した。

（当時は、公的な補助、助成はなかっ
た。）

（定員変更）
昭和 44 年 2 月 1 日　 
定員 50 名
昭和 46 年 1 月 26 日　 
定員 100 名
昭和 48 年 7 月 1 日　 
定員 110 名

（建物改築）
平成 11 年 4 月 27 日～　
平成 12 年 8 月 13 日　老朽
民間社会福祉施設整備の適
用を受け全面改築工事完成

回答なし 施設要覧
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

153 愛
媛
県

施設の名称：
丸山荘
設置主体：
社会福祉法
人　松山隣
保館
運営主体：
社会福祉法
人　松山隣
保館
運営形態：
民 設 民 営　
1法人3施設

（救護1・保
育 所2） の
運営

定員120名（入所現員130名）
  利用者は、精神や身体に障害をも
ち、社会的・経済的に自立が困難で
あっても、当然の権利として各々の
人格・人権が尊重されなければなら
ない。高齢化・重度化が進行する中
において、施設という限られた枠内
の生活を越えて、積極的に人間とし
ての可能性を求め、意欲的に社会活
動に参加することで、希望と楽しみ
のある日常生活を営み、生きがいを
もった生活を送ってもらえるよう努
めなければならない。人生を「どう
生きるか」を考え、利用者それぞれ
が自己決定に基づく幸せな生涯をお
くれるようにする。また更生・自立
が促進されるように個々の障害の特
質・程度等、そのニ－ズに応じた適
切な医療を確保し、訓練・介護・援
助を行ない、活力ある施設づくりを
基本理念とする。

平均年齢64才（29才～ 87
才）
障害別内訳：身体障害のみ
6名、知的障害のみ32名、
精神障害のみ40名、身体＋
知的11名、身体＋精神6名、
知的＋精神18名、身体＋知
的＋精神9名、生活障害そ
の他8名。
　現在は、入所者の高齢
化・重度化により介護負担
が増大
し、入所者の介護保険施設
への移行措置に苦慮してい
る。

保 育 所2施
設経営
その他関連
事業なし

昭和37年
3月

昭和2年以来、救貧防貧の理念のも
と社会福祉事業を展開し、戦前戦中
戦後を通じて、時代の要請に応えて
きた。
昭和37年市内中心部より現在の地に
移転することを契機に救護施設に事
業転換した。

開設以降「施設名称」、「施
設所在地」、「設置主体」、「運
営主体」、「運営形態」、「入
所者定員」変更なし

「入所者の特徴」は、開設
時は、平均年齢も低く、知
的障害者若しくは身体障害
者が殆どであった。その後、
精神障害者の入所が増加
し、現在は、上記「入所者
の特徴」の通り。ホームレ
スの受け入れ有り。

昭 和2年1月　
松山市方面委
員の附帯事業
として互福会
を組織し、救
貧 防 貧 施 設

「 松 山 市 隣 保
館」を開設。
昭 和20年7月　
空襲により施
設焼失
昭 和21年5月　
養 老 院 新 設

（施設の復活）
昭 和37年3月　
救護施設に転
換

施設パン
フレット
あり

154 愛
媛
県

施設の名称：
社会福祉法
人　大洲幸
楽園
設置主体：
社会福祉法
人　大洲幸
楽園
運営主体：
社会福祉法
人　大洲幸
楽園
運営形態：
民設民営

　生活保護法に基づき設置された施
設のため、精神障害、知的障害、身
体障害等あらゆる障害を持っている
人や健常者であっても生活に困窮し
ている人が入所し、生活を送ってい
るところに他法の福祉施設にはない
特徴がある。さらに、救護施設は、
介護保険の適用除外施設となってお
り、利用者が重度化し介護施設に移
したくても、法の壁があり円滑に移
行できない。

右に同じ 回答なし 昭和42年
6月1日

昭和40年8月
　大洲市・大洲市議会・大洲市社会
福祉協議会による救護施設建設協議
が行われる。
昭和41年度お年玉つき年賀はがき寄
付金の配分を受ける。
昭和42年救護施設設立認可を愛媛県
から受ける。
昭和43年厚生大臣より法人設立の認
可を受ける。
昭和45年乳児保育所開設認可を受け
る。
昭和47年更生施設開設、昭和50年更
生施設独立

変更なし 回答なし

155 愛
媛
県

施設の名称：
津島荘
設置主体：
宇和島市地
区広域事務
組合
運営主体：
宇和島市地
区広域事務
組合
運営形態：
一部事務組
合（公立公
営）

S46年開設の施設で建物がだいぶ古
くなりました。

高齢化重度化が進んでいま
す。

回答なし 昭和46年
4月1日

宇和島市を中心とする南北宇和郡の
各町村の生活保護家庭の心身障害者
の福祉向上を図り、健康で文化的な
生活を保障すると共に保護家庭の自
立促進を図る目的をもって救護施設
を創設する。

昭和45年　宇和島地区救護
施設組合設立
昭和48年4月1日　設置主
体、経営主体の名称変更。
宇和島地区広域市町村圏事
務組合となる。
平成1年4月1日　設置主体、
経営主体の名称変更。宇和
島地区広域事務組合とな
る。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

153 愛
媛
県

施設の名称：
丸山荘
設置主体：
社会福祉法
人　松山隣
保館
運営主体：
社会福祉法
人　松山隣
保館
運営形態：
民 設 民 営　
1法人3施設

（救護1・保
育 所2） の
運営

定員120名（入所現員130名）
  利用者は、精神や身体に障害をも
ち、社会的・経済的に自立が困難で
あっても、当然の権利として各々の
人格・人権が尊重されなければなら
ない。高齢化・重度化が進行する中
において、施設という限られた枠内
の生活を越えて、積極的に人間とし
ての可能性を求め、意欲的に社会活
動に参加することで、希望と楽しみ
のある日常生活を営み、生きがいを
もった生活を送ってもらえるよう努
めなければならない。人生を「どう
生きるか」を考え、利用者それぞれ
が自己決定に基づく幸せな生涯をお
くれるようにする。また更生・自立
が促進されるように個々の障害の特
質・程度等、そのニ－ズに応じた適
切な医療を確保し、訓練・介護・援
助を行ない、活力ある施設づくりを
基本理念とする。

平均年齢64才（29才～ 87
才）
障害別内訳：身体障害のみ
6名、知的障害のみ32名、
精神障害のみ40名、身体＋
知的11名、身体＋精神6名、
知的＋精神18名、身体＋知
的＋精神9名、生活障害そ
の他8名。
　現在は、入所者の高齢
化・重度化により介護負担
が増大
し、入所者の介護保険施設
への移行措置に苦慮してい
る。

保 育 所2施
設経営
その他関連
事業なし

昭和37年
3月

昭和2年以来、救貧防貧の理念のも
と社会福祉事業を展開し、戦前戦中
戦後を通じて、時代の要請に応えて
きた。
昭和37年市内中心部より現在の地に
移転することを契機に救護施設に事
業転換した。

開設以降「施設名称」、「施
設所在地」、「設置主体」、「運
営主体」、「運営形態」、「入
所者定員」変更なし

「入所者の特徴」は、開設
時は、平均年齢も低く、知
的障害者若しくは身体障害
者が殆どであった。その後、
精神障害者の入所が増加
し、現在は、上記「入所者
の特徴」の通り。ホームレ
スの受け入れ有り。

昭 和2年1月　
松山市方面委
員の附帯事業
として互福会
を組織し、救
貧 防 貧 施 設

「 松 山 市 隣 保
館」を開設。
昭 和20年7月　
空襲により施
設焼失
昭 和21年5月　
養 老 院 新 設

（施設の復活）
昭 和37年3月　
救護施設に転
換

施設パン
フレット
あり

154 愛
媛
県

施設の名称：
社会福祉法
人　大洲幸
楽園
設置主体：
社会福祉法
人　大洲幸
楽園
運営主体：
社会福祉法
人　大洲幸
楽園
運営形態：
民設民営

　生活保護法に基づき設置された施
設のため、精神障害、知的障害、身
体障害等あらゆる障害を持っている
人や健常者であっても生活に困窮し
ている人が入所し、生活を送ってい
るところに他法の福祉施設にはない
特徴がある。さらに、救護施設は、
介護保険の適用除外施設となってお
り、利用者が重度化し介護施設に移
したくても、法の壁があり円滑に移
行できない。

右に同じ 回答なし 昭和42年
6月1日

昭和40年8月
　大洲市・大洲市議会・大洲市社会
福祉協議会による救護施設建設協議
が行われる。
昭和41年度お年玉つき年賀はがき寄
付金の配分を受ける。
昭和42年救護施設設立認可を愛媛県
から受ける。
昭和43年厚生大臣より法人設立の認
可を受ける。
昭和45年乳児保育所開設認可を受け
る。
昭和47年更生施設開設、昭和50年更
生施設独立

変更なし 回答なし

155 愛
媛
県

施設の名称：
津島荘
設置主体：
宇和島市地
区広域事務
組合
運営主体：
宇和島市地
区広域事務
組合
運営形態：
一部事務組
合（公立公
営）

S46年開設の施設で建物がだいぶ古
くなりました。

高齢化重度化が進んでいま
す。

回答なし 昭和46年
4月1日

宇和島市を中心とする南北宇和郡の
各町村の生活保護家庭の心身障害者
の福祉向上を図り、健康で文化的な
生活を保障すると共に保護家庭の自
立促進を図る目的をもって救護施設
を創設する。

昭和45年　宇和島地区救護
施設組合設立
昭和48年4月1日　設置主
体、経営主体の名称変更。
宇和島地区広域市町村圏事
務組合となる。
平成1年4月1日　設置主体、
経営主体の名称変更。宇和
島地区広域事務組合とな
る。

回答なし



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3218

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

156 愛
媛
県

施設の名称：
救 護 施 設　
みさか荘
設置主体：
松山広域福
祉施設事務
組合
運営主体：
松山広域福
祉施設事務
組合
運営形態：
一部事務組
合（6市町）

1．個人の権利、人格尊重を重んじ
ている。
2．自立した生活をめざし、各種行
事等については利用者（自治会）と
話し合って決めている。
3．地域の役に立つ施設、地域から
愛される施設、施設の社会化を推進
している。

（障害・年齢等を問わず多様な利用
者を受け入れている）

（定員150名）
1．身体障害 11名
2．知的障害 34名
3．精神障害 41名
4．身体・知的 9名
5．身体・精神 7名
6．知的・精神 31名
7．三種重複 4名
8．その他 11名
　　　　　 計 148名

回答なし 昭和51年
12月1日

（総合社会福祉センターとして開設）
松山地区広域市町村圏事業の一つと
して近隣市町村で事務組合が組織さ
れ、松山養護老人ホーム事務組合（当
時3市3町）が養護老人ホーム江南荘
を、松山広域福祉施設事務組合（当
時3市9町4村）が特別養護老人ホー
ム久谷荘と救護施設みさか荘を各々
設置・運営し、松山養護老人ホーム
事務組合による診療所も開設され、
地域住民も含めた医療体制も確保さ
れた。

昭和51年12月1日　松山市
立保護院を廃止
昭和51年12月1日　救護施
設みさか荘（定員150名）
開設
現在に至る

回答なし

157 高
知
県

施設の名称：
救 護 施 設　
浦戸園
設置主体：
社会福祉法
人　海の里
運営主体：
社会福祉法
人　海の里
運営形態：
入所施設

　高知市の南東部にある浦戸湾を臨
む高台に位置し、四季折々の自然を
感じる環境の中で、障害や年齢に関
係なく健康で充実した人間性豊かな
生活の実現に努めています。決して
職員側の満足を追求するのではな
く、入所者満足を求めた施設運営を
推進しています。

○経営理念「愛され、信頼され、期
待される施設づくりで福祉文化を創
造する」
○運営目標「誠実、努力、思いやり
の心で使命を果たし、施設福祉に貢
献する」
○行動使命「入所者と家族に感謝さ
れるサービスの提供により、職員の
働く喜びを実現する」

○入所者数 49名（定員50名）
（男性28名／女性21名）
○平均年齢　67.4歳

（男性66.0歳／女性69.3歳）
○平均在所期間　15.0年
○障害状況　
精神障害 （12.2）％
身体障害 （24.5）％
知的障害 （30.7）％
重複障害 （32.6）％
障害なし （0）％

※平成18年1月16日現在

養 護 老 人
ホーム　千
松園（同一
敷地内での
併設施設）

回答なし 昭和38年4月、生活保護法に基づく
高知県立の救護施設として開設され
現在に至る。
開設以来、浦戸園では身体上または
精神上の障害により、独立した日常
生活を営むことが困難な要保護者の
方に入所していただき、各種クラブ
活動や作業を通じ、主に生活援助を
目的とした支援を行っています。

・昭和38年4月、高知市仁
井田にて開設
・平成元年3月、現在地（十
津）に新築移転
・平成13年4月社会福祉法
人海の里へ民間移管される
・平成14年12月施設の改
修・拡張工事完了

該当せず 施設パン
フレット
あり



救護施設の動態 219

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

156 愛
媛
県

施設の名称：
救 護 施 設　
みさか荘
設置主体：
松山広域福
祉施設事務
組合
運営主体：
松山広域福
祉施設事務
組合
運営形態：
一部事務組
合（6市町）

1．個人の権利、人格尊重を重んじ
ている。
2．自立した生活をめざし、各種行
事等については利用者（自治会）と
話し合って決めている。
3．地域の役に立つ施設、地域から
愛される施設、施設の社会化を推進
している。

（障害・年齢等を問わず多様な利用
者を受け入れている）

（定員150名）
1．身体障害 11名
2．知的障害 34名
3．精神障害 41名
4．身体・知的 9名
5．身体・精神 7名
6．知的・精神 31名
7．三種重複 4名
8．その他 11名
　　　　　 計 148名

回答なし 昭和51年
12月1日

（総合社会福祉センターとして開設）
松山地区広域市町村圏事業の一つと
して近隣市町村で事務組合が組織さ
れ、松山養護老人ホーム事務組合（当
時3市3町）が養護老人ホーム江南荘
を、松山広域福祉施設事務組合（当
時3市9町4村）が特別養護老人ホー
ム久谷荘と救護施設みさか荘を各々
設置・運営し、松山養護老人ホーム
事務組合による診療所も開設され、
地域住民も含めた医療体制も確保さ
れた。

昭和51年12月1日　松山市
立保護院を廃止
昭和51年12月1日　救護施
設みさか荘（定員150名）
開設
現在に至る

回答なし

157 高
知
県

施設の名称：
救 護 施 設　
浦戸園
設置主体：
社会福祉法
人　海の里
運営主体：
社会福祉法
人　海の里
運営形態：
入所施設

　高知市の南東部にある浦戸湾を臨
む高台に位置し、四季折々の自然を
感じる環境の中で、障害や年齢に関
係なく健康で充実した人間性豊かな
生活の実現に努めています。決して
職員側の満足を追求するのではな
く、入所者満足を求めた施設運営を
推進しています。

○経営理念「愛され、信頼され、期
待される施設づくりで福祉文化を創
造する」
○運営目標「誠実、努力、思いやり
の心で使命を果たし、施設福祉に貢
献する」
○行動使命「入所者と家族に感謝さ
れるサービスの提供により、職員の
働く喜びを実現する」

○入所者数 49名（定員50名）
（男性28名／女性21名）
○平均年齢　67.4歳

（男性66.0歳／女性69.3歳）
○平均在所期間　15.0年
○障害状況　
精神障害 （12.2）％
身体障害 （24.5）％
知的障害 （30.7）％
重複障害 （32.6）％
障害なし （0）％

※平成18年1月16日現在

養 護 老 人
ホーム　千
松園（同一
敷地内での
併設施設）

回答なし 昭和38年4月、生活保護法に基づく
高知県立の救護施設として開設され
現在に至る。
開設以来、浦戸園では身体上または
精神上の障害により、独立した日常
生活を営むことが困難な要保護者の
方に入所していただき、各種クラブ
活動や作業を通じ、主に生活援助を
目的とした支援を行っています。

・昭和38年4月、高知市仁
井田にて開設
・平成元年3月、現在地（十
津）に新築移転
・平成13年4月社会福祉法
人海の里へ民間移管される
・平成14年12月施設の改
修・拡張工事完了

該当せず 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

158 高
知
県

施設の名称：
高知市誠和
園
設置主体：
高知市
運営主体：
高知市
運営形態：
高知市

施設概要を添付しますので、参照し
てください。

施設概要をご覧ください。
　在園者70名、通所利用者
10名の方が、当園を利用し
ています。全体の平均在籍
年数は、9年5 ヶ月となっ
ています。最近の入所者の
傾向としては、精神障害の
方がほとんどです。特にア
ルコール依存症の方の割合
が増えてきています。
　また在園期間が長期の方
と短期間の方とに、2分化
されてきました。

なし 昭和13年
6月6日

明治26年に高知市立伝染病院を設
立。これが明治31年に移転し、高知
市城西病院と改称した。この病院の
一部に「救護所」設置。市窮民およ
び行旅病人等の収容にあてていた。
しかし要保護者の増加に伴い、昭和
7年に級語法が実施され、同法によ
る救護施設の認可を受けた。

年々収容救護する人数が増
加してきたことから、昭和
13年に病院から独立し、「高
知市救護所」を設立。
昭和25年、生活保護法の施
行により名称を「高知市立
誠和園」と改称。
昭和63年、施設老朽化のた
め、現在地（横浜）に移転
となる。
定員の変化ですが、設立当
初は35名であったが、第二
次大戦の戦災を受けた影響
で昭和20年には128名に増
加した。
その後、昭和38年の老人福
祉法の制定により、昭和47
年に総合老人福祉施設「高
知市福寿園」が設立、また
各福祉法の制定による専門
施設の設置により、利用者
も各施設へと転園され、定
員が50名となった。
昭和56年、定員70名と定め、
平成元年に横浜地区に移転
し、現在に至っています。

明 治26年、 高
知市城西病院
内に「救護所」
を設置。定員
10数名。

添付資料
「 施 設 概
要」あり

159 福
岡
県

施設の名称：
福岡市立松
濤園
設置主体：
福岡市
運営主体：
福岡市
運営形態：
救護ホーム

　松濤園は、福岡市の西部地区西区
今津にあり、この地域は玄界灘に面
し、白砂青松と史跡元寇防塁があり、
自然と文化に恵まれた景勝の地にあ
ります。
　この松濤園は、養護老人ホームと
救護ホームを併設し、入園者の生き
がいのある楽しい生活が営まれる

「生活の場」として運営しています。

回答なし 養 護 老 人
ホーム

昭和47年
4月設置

回答なし 回答なし 回答なし 施設資料
あり

160 福
岡
県

施設の名称：
救 護 施 設　
愛の家
設置主体：
社会福祉法
人　北九州
市小倉社会
事業協会
運営主体：
社会福祉法
人　北九州
市小倉社会
事業協会
運営形態：
救護施設

　60年以上たっているため、居室の
形が古い。例えば全居室たたみ使用
で、和布団使用（緊急用のベット部
屋2人用…1室）利用者の高齢に伴う
改築などで補っている。
　当施設で一番重きをおいて取り組
んでいるのが食事で、できるだけ温
かく、家庭的な味付けのものを提供
している。また利用者の喜ぶサービ
ス提供に心がけている。
　一般住宅と密接しているが、施設
が建ったあとに住宅が増加した為、
地域とのトラブルはない。

　障害、年齢、過去の経緯
は特に問わないため、年齢
や状況も各々違っている。
20年以上籍のある方が、半
数以上占めている。平均年
齢も66.8歳と老人施設のよ
うだが、若い方（29歳）～
高齢者（88歳）が一緒に暮
らされているため、相互間
の信頼・協力といったもの
がうまく生活の中で活かさ
れている。
　全体的なムードとしては
明るく元気というイメージを
来訪者から聞くことが多い。

養 護 老 人
ホーム（1）
母子寮（1）
保育所（7）

昭和21年
9月

旧小倉市清水町の市立伝染病院跡地
を市から無償提供を受け、小倉市浮
浪者収容所として発足

昭和21年9月　旧小倉市清
水町の市立伝染病院跡地を
市から無償提供を受け、小倉
市浮浪者収容所として発足
昭和27年10月　生活保護法
による保護施設として認可
昭和30年6月　生活保護法
による救護施設に認可変更
昭和33年6月　現在地小倉
北区高尾二丁目5番20号に
移転
昭和44年12月　業務棟、宿
舎棟の増改築完成
昭和49年3月　木造棟を鉄
筋コンクリート二階建てに
増改築、本館・管理棟完成
昭和60年5月　鉄筋コンクリー
ト二階建て総合集会室増設

回答なし 施設パン
フレット
あり



救護施設の動態 221

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

158 高
知
県

施設の名称：
高知市誠和
園
設置主体：
高知市
運営主体：
高知市
運営形態：
高知市

施設概要を添付しますので、参照し
てください。

施設概要をご覧ください。
　在園者70名、通所利用者
10名の方が、当園を利用し
ています。全体の平均在籍
年数は、9年5 ヶ月となっ
ています。最近の入所者の
傾向としては、精神障害の
方がほとんどです。特にア
ルコール依存症の方の割合
が増えてきています。
　また在園期間が長期の方
と短期間の方とに、2分化
されてきました。

なし 昭和13年
6月6日

明治26年に高知市立伝染病院を設
立。これが明治31年に移転し、高知
市城西病院と改称した。この病院の
一部に「救護所」設置。市窮民およ
び行旅病人等の収容にあてていた。
しかし要保護者の増加に伴い、昭和
7年に級語法が実施され、同法によ
る救護施設の認可を受けた。

年々収容救護する人数が増
加してきたことから、昭和
13年に病院から独立し、「高
知市救護所」を設立。
昭和25年、生活保護法の施
行により名称を「高知市立
誠和園」と改称。
昭和63年、施設老朽化のた
め、現在地（横浜）に移転
となる。
定員の変化ですが、設立当
初は35名であったが、第二
次大戦の戦災を受けた影響
で昭和20年には128名に増
加した。
その後、昭和38年の老人福
祉法の制定により、昭和47
年に総合老人福祉施設「高
知市福寿園」が設立、また
各福祉法の制定による専門
施設の設置により、利用者
も各施設へと転園され、定
員が50名となった。
昭和56年、定員70名と定め、
平成元年に横浜地区に移転
し、現在に至っています。

明 治26年、 高
知市城西病院
内に「救護所」
を設置。定員
10数名。

添付資料
「 施 設 概
要」あり

159 福
岡
県

施設の名称：
福岡市立松
濤園
設置主体：
福岡市
運営主体：
福岡市
運営形態：
救護ホーム

　松濤園は、福岡市の西部地区西区
今津にあり、この地域は玄界灘に面
し、白砂青松と史跡元寇防塁があり、
自然と文化に恵まれた景勝の地にあ
ります。
　この松濤園は、養護老人ホームと
救護ホームを併設し、入園者の生き
がいのある楽しい生活が営まれる

「生活の場」として運営しています。

回答なし 養 護 老 人
ホーム

昭和47年
4月設置

回答なし 回答なし 回答なし 施設資料
あり

160 福
岡
県

施設の名称：
救 護 施 設　
愛の家
設置主体：
社会福祉法
人　北九州
市小倉社会
事業協会
運営主体：
社会福祉法
人　北九州
市小倉社会
事業協会
運営形態：
救護施設

　60年以上たっているため、居室の
形が古い。例えば全居室たたみ使用
で、和布団使用（緊急用のベット部
屋2人用…1室）利用者の高齢に伴う
改築などで補っている。
　当施設で一番重きをおいて取り組
んでいるのが食事で、できるだけ温
かく、家庭的な味付けのものを提供
している。また利用者の喜ぶサービ
ス提供に心がけている。
　一般住宅と密接しているが、施設
が建ったあとに住宅が増加した為、
地域とのトラブルはない。

　障害、年齢、過去の経緯
は特に問わないため、年齢
や状況も各々違っている。
20年以上籍のある方が、半
数以上占めている。平均年
齢も66.8歳と老人施設のよ
うだが、若い方（29歳）～
高齢者（88歳）が一緒に暮
らされているため、相互間
の信頼・協力といったもの
がうまく生活の中で活かさ
れている。
　全体的なムードとしては
明るく元気というイメージを
来訪者から聞くことが多い。

養 護 老 人
ホーム（1）
母子寮（1）
保育所（7）

昭和21年
9月

旧小倉市清水町の市立伝染病院跡地
を市から無償提供を受け、小倉市浮
浪者収容所として発足

昭和21年9月　旧小倉市清
水町の市立伝染病院跡地を
市から無償提供を受け、小倉
市浮浪者収容所として発足
昭和27年10月　生活保護法
による保護施設として認可
昭和30年6月　生活保護法
による救護施設に認可変更
昭和33年6月　現在地小倉
北区高尾二丁目5番20号に
移転
昭和44年12月　業務棟、宿
舎棟の増改築完成
昭和49年3月　木造棟を鉄
筋コンクリート二階建てに
増改築、本館・管理棟完成
昭和60年5月　鉄筋コンクリー
ト二階建て総合集会室増設

回答なし 施設パン
フレット
あり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

161 福
岡
県

施設の名称：
仁風園
設置主体：
社会福祉法
人　仁風会
運営主体：
社会福祉法
人　仁風会
運営形態：
民間社会福
祉法人

　昭和62年4月敷地内に単身生活訓
練用の「復帰館」を建設。一定期間、
買い物や自炊、服薬管理など単身生
活を経験し訓練する場として活用し
ている。
・平成2年4月アルコールプログラム
開始。施設内自助グループを開始し、
地域の自助グループへも参加開始す
る。
・平成16年10月ＩＳＯ9001認証取得。
・日中は作業指導、料理実習や外出
指導など自立に向けて必要な能力の
獲得を目指し、様々な活動を行って
いる。
・就労支援として月1回のハローワー
クの同行、地域求人の掲示、ジョブ
コーチ利用の援助を行う。
・担当制でＡＤＬ自立から単身生活
実現まで計画を基に援助を行う。

精神障害者が中心である。
・アルコール依存症の方は数
年前に比べやや減少傾向。
・ここ数年は軽度の知的障
害のあるＤＶ被害者、ホー
ムレス、多重債務者、高次
機能障害の方など多様な問
題を抱えた方が増えている。
・重度知的障害の方や知的
障害＋他障害の方など、知
的障害のある長期入所者の
層と、ここ数年増加してい
るホームレスやＤＶ被害者
など短期間で退所する層に
分かれている。
・入所者数は男性34名、女
性12名（定員50名）。
平均年齢50.7歳　最年少34
歳　最高齢77歳
平 均 在 所 年 数 は 約6年 と
なっている。

平 成3年11
月　通所事
業正式認可
平成17年度　
9名の方が
通所事業を
利用してい
る。

昭和43年
2月5日

　福岡県内には援護及び更生の措置
を講じることのできる施設は皆無に
等しく、医療機関では充分更生措置
をできない状況もあり、しばしば更
生施設の緊要性が叫ばれていた。
　こうした（当時の）社会的背景に
立ち、精神障害回復者に対して必要
な職業訓練及びその施設をもうけ
て、必要な職業指導員を置き、社会
復帰を目的とする生活訓練・職業訓
練を根気強く行い、その体験を通し
て生活及び職業への意欲と自信を高
め、生活態度の改善による社会協調
性を向上させ、また広く社会生活、
即ち職業への適応性を積極的に付与
し、すみやかに社会復帰を図るよう
にすることを目的として救護施設

「仁風園」を開設した。

昭和43年2月　社会福祉法
人　仁風会
救護施設　「仁風園」開設
福岡県粕屋郡宇美町大字炭
焼467番地の2
昭和 53 年 6 月　新築移転　
現在地へ

回答なし 施設パン
フレット
あり

162 福
岡
県

施設の名称：
救 護 施 設　
梅寿園
設置主体：
社会福祉法
人　香和会
運営主体：
社会福祉法
人　香和会
運営形態：
民設民営

　利用者の人権を擁護したうえで、
それぞれのかかえる問題に対する利
用者個別の反応が、いかに彼らを取
り巻く直接的間接的社会状況によっ
て左右されているかを理解し利用者
の自己決定に基づく利用者なりの自
己実現に向けた社会的機能の回復な
いし、社会的機能の不全を補足する
援助を活動とし、この考えを以て生
活の場たる救護施設という現実具体
的状況において生活支援に取り組む
ことを実践とすることとしています。

　アディクション関連（ア
ルコール依存・薬物依存な
ど）を主に精神障害者の方
やいわゆる生活障害の方、
ＤＶといった社会的な援護
を必要とされる方々を受け
入れてきました。さらに近
年、急激なホームレスの増
加に伴い、緊急的な受け入
れも可能としています。

平成11年4
月開設
精神障害者
生活訓練施
設（援護寮）

平成6年4
月1日

田川地区は、旧産炭地域で閉山後の
後遺症が多く残っており、このよう
な社会基盤の脆弱さが、この地区の
生活保護依存への主要な要因とな
り、多くの被保護者を生じさせてい
る。また社会的弱者といわれる高齢
者・母子・傷病者・心身障害者など
のハンディキャップを負った人達が
大部分を占めており、その中でも特
に、心身障害者の数は、年々増加の
傾向にあり、障害も重度化複雑化し
ており、多様化してきている為、入
所を希望するものが多く、施設の設
置について強い要望が出てきたため。

「入所者定員」～ 30名増員
　平成6年4月に開設、その
年の10月には定員50名を上
回り、その後入所者が定員
を下回ることはほとんど無
く、年間の平均入所者数も
平成7年度51.8名、平成8年
度54.9名、平成9年度54.8名、
平成10年度53.6名、平成11
年度54.1名という状況が継
続しており、今後急増して
くるであろうホームレス・
アルコール依存症・薬物依
存症等の方を中心に数多く
の方に社会復帰して頂くた
めの受け皿として対応する
必要性から、平成14年4月
に30名増員して定員数80名
となる。

回答なし



救護施設の動態 223

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

161 福
岡
県

施設の名称：
仁風園
設置主体：
社会福祉法
人　仁風会
運営主体：
社会福祉法
人　仁風会
運営形態：
民間社会福
祉法人

　昭和62年4月敷地内に単身生活訓
練用の「復帰館」を建設。一定期間、
買い物や自炊、服薬管理など単身生
活を経験し訓練する場として活用し
ている。
・平成2年4月アルコールプログラム
開始。施設内自助グループを開始し、
地域の自助グループへも参加開始す
る。
・平成16年10月ＩＳＯ9001認証取得。
・日中は作業指導、料理実習や外出
指導など自立に向けて必要な能力の
獲得を目指し、様々な活動を行って
いる。
・就労支援として月1回のハローワー
クの同行、地域求人の掲示、ジョブ
コーチ利用の援助を行う。
・担当制でＡＤＬ自立から単身生活
実現まで計画を基に援助を行う。

精神障害者が中心である。
・アルコール依存症の方は数
年前に比べやや減少傾向。
・ここ数年は軽度の知的障
害のあるＤＶ被害者、ホー
ムレス、多重債務者、高次
機能障害の方など多様な問
題を抱えた方が増えている。
・重度知的障害の方や知的
障害＋他障害の方など、知
的障害のある長期入所者の
層と、ここ数年増加してい
るホームレスやＤＶ被害者
など短期間で退所する層に
分かれている。
・入所者数は男性34名、女
性12名（定員50名）。
平均年齢50.7歳　最年少34
歳　最高齢77歳
平 均 在 所 年 数 は 約6年 と
なっている。

平 成3年11
月　通所事
業正式認可
平成17年度　
9名の方が
通所事業を
利用してい
る。

昭和43年
2月5日

　福岡県内には援護及び更生の措置
を講じることのできる施設は皆無に
等しく、医療機関では充分更生措置
をできない状況もあり、しばしば更
生施設の緊要性が叫ばれていた。
　こうした（当時の）社会的背景に
立ち、精神障害回復者に対して必要
な職業訓練及びその施設をもうけ
て、必要な職業指導員を置き、社会
復帰を目的とする生活訓練・職業訓
練を根気強く行い、その体験を通し
て生活及び職業への意欲と自信を高
め、生活態度の改善による社会協調
性を向上させ、また広く社会生活、
即ち職業への適応性を積極的に付与
し、すみやかに社会復帰を図るよう
にすることを目的として救護施設

「仁風園」を開設した。

昭和43年2月　社会福祉法
人　仁風会
救護施設　「仁風園」開設
福岡県粕屋郡宇美町大字炭
焼467番地の2
昭和 53 年 6 月　新築移転　
現在地へ

回答なし 施設パン
フレット
あり

162 福
岡
県

施設の名称：
救 護 施 設　
梅寿園
設置主体：
社会福祉法
人　香和会
運営主体：
社会福祉法
人　香和会
運営形態：
民設民営

　利用者の人権を擁護したうえで、
それぞれのかかえる問題に対する利
用者個別の反応が、いかに彼らを取
り巻く直接的間接的社会状況によっ
て左右されているかを理解し利用者
の自己決定に基づく利用者なりの自
己実現に向けた社会的機能の回復な
いし、社会的機能の不全を補足する
援助を活動とし、この考えを以て生
活の場たる救護施設という現実具体
的状況において生活支援に取り組む
ことを実践とすることとしています。

　アディクション関連（ア
ルコール依存・薬物依存な
ど）を主に精神障害者の方
やいわゆる生活障害の方、
ＤＶといった社会的な援護
を必要とされる方々を受け
入れてきました。さらに近
年、急激なホームレスの増
加に伴い、緊急的な受け入
れも可能としています。

平成11年4
月開設
精神障害者
生活訓練施
設（援護寮）

平成6年4
月1日

田川地区は、旧産炭地域で閉山後の
後遺症が多く残っており、このよう
な社会基盤の脆弱さが、この地区の
生活保護依存への主要な要因とな
り、多くの被保護者を生じさせてい
る。また社会的弱者といわれる高齢
者・母子・傷病者・心身障害者など
のハンディキャップを負った人達が
大部分を占めており、その中でも特
に、心身障害者の数は、年々増加の
傾向にあり、障害も重度化複雑化し
ており、多様化してきている為、入
所を希望するものが多く、施設の設
置について強い要望が出てきたため。

「入所者定員」～ 30名増員
　平成6年4月に開設、その
年の10月には定員50名を上
回り、その後入所者が定員
を下回ることはほとんど無
く、年間の平均入所者数も
平成7年度51.8名、平成8年
度54.9名、平成9年度54.8名、
平成10年度53.6名、平成11
年度54.1名という状況が継
続しており、今後急増して
くるであろうホームレス・
アルコール依存症・薬物依
存症等の方を中心に数多く
の方に社会復帰して頂くた
めの受け皿として対応する
必要性から、平成14年4月
に30名増員して定員数80名
となる。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

163 福
岡
県

施設の名称：
第2優和園
設置主体：
社会福祉法
人　福徳福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　福徳福
祉会
運営形態：
共同生活が
営める病状
の安定して
いる方（一
時的な介助
は行う）を
生活・作業
訓練をし自
立した習慣
の確立に努
め、社会参
加、社会復
帰の促進を
目的とする。

　豊かな自然に囲まれた健康的な環
境で、ゆとりのある生活をし、生活・
作業訓練を通して自立した習慣の確立
に努め、隣接の精神障害者社会復帰
施設と連携し段階的な社会復帰及び
社会参加を促進することや、他施設
へ移行したり、直接に社会復帰や社
会参加ができる。

　障害者、路上生活者、病
弱者で共同生活を営める病
状の安定している方々

なし 平成14年
3月1日

　所轄庁が計画した「入所者に社会
復帰訓練をし、最終的には社会復帰
を目指す更生施設的な機能を持った
施設」という新しいコンセプトに賛同。
　精神障害者については、当法人経
営施設の精神障害者社会復帰施設

（通所授産、福祉ホーム）と連携し、
段階的な社会復帰及び社会参加がで
きること。

精神障害者を主に入所させ
社会復帰等の訓練により必
要に応じて精神障害者社会
復帰施設と連携し、段階的
な社会復帰をめざすことを
目的とした。実際に開所以
来2名の方、又は福祉ホー
ムから救護施設へと必要に
応じて移行した。
施設移行をせずに社会参
加・復帰をされた方もいる
し、高齢者施設へ移行され
た方などがいる。

＜入所者の割合＞
平成18年2月1日現在（47名）
精神　42％・ホームレス　
25％
身体　13％・知的　8％
その他（病弱等）　12％

なし 施設案内
付属

164 佐
賀
県

施設の名称：
佐賀県立日
の隈寮
設 置 主 体：
佐賀県
運 営 主 体：
佐賀県
運 営 形 態：
回答なし

・県立直営の施設。
・開設して40年を経過しているが、大
きな増改築はなく、施設の老朽化が
進んでいる。居室人員（6人）
・自然豊かな環境にあり、利用者に
とっては心が癒され、情緒の安定につ
ながっている。
・地域との交流が活発であり、地域
に根ざした福祉施設としての役割を十
分果たしている。

・高齢化の進行に伴い、障
害の重度化と共に有疾病者
の割合が高まっており、有
疾病者（生活習慣病等）が
全利用者中約9割を占め、
健康管理が重要な課題と
なっている。
・精神疾患の割合が高く、
又、精神科の医療機関から
の入寮者が増えつつある。
・利用者の意思を尊重し高
齢者施設や障害者の施設へ
の移行、また、生活自立可
能な利用者については、就
労支援や地域生活支援を
行っている。
・（障害別割合）
身体障害者1.5％　
知的障害者60％　
精神障害者9.5％
重複障害者14.5％　
生活障害者14.6％

回答なし 昭和38年
6月

県下の生活保護法の救護施設として
開設。
県下においては当時知的障害者の施
設が少なく、県下全域から、知的障
害者が数多く入所しスタートした。

回答なし 回答なし



救護施設の動態 225

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

163 福
岡
県

施設の名称：
第2優和園
設置主体：
社会福祉法
人　福徳福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　福徳福
祉会
運営形態：
共同生活が
営める病状
の安定して
いる方（一
時的な介助
は行う）を
生活・作業
訓練をし自
立した習慣
の確立に努
め、社会参
加、社会復
帰の促進を
目的とする。

　豊かな自然に囲まれた健康的な環
境で、ゆとりのある生活をし、生活・
作業訓練を通して自立した習慣の確立
に努め、隣接の精神障害者社会復帰
施設と連携し段階的な社会復帰及び
社会参加を促進することや、他施設
へ移行したり、直接に社会復帰や社
会参加ができる。

　障害者、路上生活者、病
弱者で共同生活を営める病
状の安定している方々

なし 平成14年
3月1日

　所轄庁が計画した「入所者に社会
復帰訓練をし、最終的には社会復帰
を目指す更生施設的な機能を持った
施設」という新しいコンセプトに賛同。
　精神障害者については、当法人経
営施設の精神障害者社会復帰施設

（通所授産、福祉ホーム）と連携し、
段階的な社会復帰及び社会参加がで
きること。

精神障害者を主に入所させ
社会復帰等の訓練により必
要に応じて精神障害者社会
復帰施設と連携し、段階的
な社会復帰をめざすことを
目的とした。実際に開所以
来2名の方、又は福祉ホー
ムから救護施設へと必要に
応じて移行した。
施設移行をせずに社会参
加・復帰をされた方もいる
し、高齢者施設へ移行され
た方などがいる。

＜入所者の割合＞
平成18年2月1日現在（47名）
精神　42％・ホームレス　
25％
身体　13％・知的　8％
その他（病弱等）　12％

なし 施設案内
付属

164 佐
賀
県

施設の名称：
佐賀県立日
の隈寮
設 置 主 体：
佐賀県
運 営 主 体：
佐賀県
運 営 形 態：
回答なし

・県立直営の施設。
・開設して40年を経過しているが、大
きな増改築はなく、施設の老朽化が
進んでいる。居室人員（6人）
・自然豊かな環境にあり、利用者に
とっては心が癒され、情緒の安定につ
ながっている。
・地域との交流が活発であり、地域
に根ざした福祉施設としての役割を十
分果たしている。

・高齢化の進行に伴い、障
害の重度化と共に有疾病者
の割合が高まっており、有
疾病者（生活習慣病等）が
全利用者中約9割を占め、
健康管理が重要な課題と
なっている。
・精神疾患の割合が高く、
又、精神科の医療機関から
の入寮者が増えつつある。
・利用者の意思を尊重し高
齢者施設や障害者の施設へ
の移行、また、生活自立可
能な利用者については、就
労支援や地域生活支援を
行っている。
・（障害別割合）
身体障害者1.5％　
知的障害者60％　
精神障害者9.5％
重複障害者14.5％　
生活障害者14.6％

回答なし 昭和38年
6月

県下の生活保護法の救護施設として
開設。
県下においては当時知的障害者の施
設が少なく、県下全域から、知的障
害者が数多く入所しスタートした。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

165 佐
賀
県

施設の名称：
しみず園
設置主体：
社会福祉法
人　天嶺会

（ て ん れ い
かい）
運営主体：
社会福祉法
人　天嶺会

（ て ん れ い
かい）
運営形態：
救護施設

　佐賀県に2つの救護施設のうちの1
つで、社会福祉法人としてはしみず
園のみである。佐賀県の地理的な中
心地多久市にあり、小高い山の中腹
に位置しており、昭和56年には急傾
斜地危険崩壊区域に指定されたとこ
ろとなったことや、国道が202号線
バイパスが直前を通るようになり、
障害者が安全に生活する事に不安が
あることから、平成17・18年度事業
で移転改築の補助内示を受けてい
る。敷地は東西に細長く昭和43年以
来の老朽化施設で一人あたりの居住
スペースも狭い。
　平成12年度福祉基礎構造改革以
来、その理念を実践すべく入所者の
自己実現のために食事や入浴、余暇
支援などの基本的生活スタイルをで
きるだけ個々に希望に添うように選
択できる支援体制を作り、個別支援
計画の実践を重点課題に取り組み、
その成果も顕著との評価を外部から
も受けている。

　全国の救護施設の平均的
なADLの状態では、かな
りの重度障害者を受け入れ
ている部類にある施設であ
り、車椅子等の移動にかか
わる補助が必要な者が約
25％、身体の全面被介護者
も約13％程度ある。また、
平均年齢も62歳を超えてお
り更に今後は被介護者が増
える事も予測される。開設
当時から平成の初期には知
的障害者の割合が多かった
ものの、最近入所されてく
る入所者は、精神障害者や
人格障害者、ホームレスで
あり、しみず園の支援体制
も身体的ケアから精神的ケ
アまでと幅広い範囲で支援
を要している。そのため、
支援体制も重度障害者、中
度障害者、軽度障害者の3
つのグループに分け、それ
ぞれのグループの支援プロ
グラムにより支援を受け生
活をされている。

なし 昭和38年
10月23日

佐賀県内の精神病院医師会の医師ら
が、制度上の行き場の無い障害者を
受け入れる事を目的に、旧小城炭鉱
病院後を多久市より譲受け、75名定
員で開設された。

昭和38年10月23日　救護施
設しみず園（定員75名）開
設
昭和40年10月15日　日本自
転車振興会補助により居室
の一部及び食堂棟の増築工
事完了　定員100名に増員
昭和43年3月30日　全面改
築完了
現在に至る

回答なし

166 長
崎
県

施設の名称：
救 護 施 設　
みどり荘
設置主体：
社会福祉法
人　長崎県
厚生福祉団
運営主体：
社会福祉法
人　長崎県
厚生福祉団
運営形態：
民設民営

古くて手狭なもので複合施設ではな
い。
4年以内に建替え予定でそのときは
複合施設にする予定

身体障害　12％
知的障害　19％
精神障害　40％
複合障害　29％
複合障害で精神障害のある
人を入れると精神障害が
58％である。

なし 平成17年
4月1日

平成17年4月1日　長崎市より委譲を
受ける
明治32年頃　行旅病人収容所を山里
村に設置
昭和22年
昭和20年原爆にて焼失後、現地に行
旅病人収容所を再建
昭和28年4月　社会福祉事業法に規
定する救護施設として新設
昭和34年4月　生活保護法に規定す
る救護施設として新設（県指令34社
第724号）　名称：長崎市立救護所　
定員30名
昭和35年4月　厚生省令に基づき施
設内に診療所を設置
昭和44年12月　厚生省令の基準に
沿って定員を50名に変更（埋め立て
により敷地を造成し女子棟を増築）
昭和50年4月　名称を長崎市立みど
り荘に変更
平成17年4月　救護施設みどり荘に
変更

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

165 佐
賀
県

施設の名称：
しみず園
設置主体：
社会福祉法
人　天嶺会

（ て ん れ い
かい）
運営主体：
社会福祉法
人　天嶺会

（ て ん れ い
かい）
運営形態：
救護施設

　佐賀県に2つの救護施設のうちの1
つで、社会福祉法人としてはしみず
園のみである。佐賀県の地理的な中
心地多久市にあり、小高い山の中腹
に位置しており、昭和56年には急傾
斜地危険崩壊区域に指定されたとこ
ろとなったことや、国道が202号線
バイパスが直前を通るようになり、
障害者が安全に生活する事に不安が
あることから、平成17・18年度事業
で移転改築の補助内示を受けてい
る。敷地は東西に細長く昭和43年以
来の老朽化施設で一人あたりの居住
スペースも狭い。
　平成12年度福祉基礎構造改革以
来、その理念を実践すべく入所者の
自己実現のために食事や入浴、余暇
支援などの基本的生活スタイルをで
きるだけ個々に希望に添うように選
択できる支援体制を作り、個別支援
計画の実践を重点課題に取り組み、
その成果も顕著との評価を外部から
も受けている。

　全国の救護施設の平均的
なADLの状態では、かな
りの重度障害者を受け入れ
ている部類にある施設であ
り、車椅子等の移動にかか
わる補助が必要な者が約
25％、身体の全面被介護者
も約13％程度ある。また、
平均年齢も62歳を超えてお
り更に今後は被介護者が増
える事も予測される。開設
当時から平成の初期には知
的障害者の割合が多かった
ものの、最近入所されてく
る入所者は、精神障害者や
人格障害者、ホームレスで
あり、しみず園の支援体制
も身体的ケアから精神的ケ
アまでと幅広い範囲で支援
を要している。そのため、
支援体制も重度障害者、中
度障害者、軽度障害者の3
つのグループに分け、それ
ぞれのグループの支援プロ
グラムにより支援を受け生
活をされている。

なし 昭和38年
10月23日

佐賀県内の精神病院医師会の医師ら
が、制度上の行き場の無い障害者を
受け入れる事を目的に、旧小城炭鉱
病院後を多久市より譲受け、75名定
員で開設された。

昭和38年10月23日　救護施
設しみず園（定員75名）開
設
昭和40年10月15日　日本自
転車振興会補助により居室
の一部及び食堂棟の増築工
事完了　定員100名に増員
昭和43年3月30日　全面改
築完了
現在に至る

回答なし

166 長
崎
県

施設の名称：
救 護 施 設　
みどり荘
設置主体：
社会福祉法
人　長崎県
厚生福祉団
運営主体：
社会福祉法
人　長崎県
厚生福祉団
運営形態：
民設民営

古くて手狭なもので複合施設ではな
い。
4年以内に建替え予定でそのときは
複合施設にする予定

身体障害　12％
知的障害　19％
精神障害　40％
複合障害　29％
複合障害で精神障害のある
人を入れると精神障害が
58％である。

なし 平成17年
4月1日

平成17年4月1日　長崎市より委譲を
受ける
明治32年頃　行旅病人収容所を山里
村に設置
昭和22年
昭和20年原爆にて焼失後、現地に行
旅病人収容所を再建
昭和28年4月　社会福祉事業法に規
定する救護施設として新設
昭和34年4月　生活保護法に規定す
る救護施設として新設（県指令34社
第724号）　名称：長崎市立救護所　
定員30名
昭和35年4月　厚生省令に基づき施
設内に診療所を設置
昭和44年12月　厚生省令の基準に
沿って定員を50名に変更（埋め立て
により敷地を造成し女子棟を増築）
昭和50年4月　名称を長崎市立みど
り荘に変更
平成17年4月　救護施設みどり荘に
変更

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

167 長
崎
県

施設の名称：
佐世保市立
八天荘
設置主体：
佐世保市
運営主体：
佐世保市
運営形態：
公設公営

　当施設は設立後40年を経過し、施
設の老朽化が進んでいるが、心身に
障害を持つ人、日常生活上介護や援
助が必要な人、経済的、家庭的に生
活扶助を必要とする人等に利用され
ています。
　利用者個々の状況に応じ生活指
導、介助・介護、健康管理、リハビ
リテーション（体操、山歩き等）、
作業（農作業、荷札作り等）、クラ
ブ活動（カラオケ教室）、レクレー
ション等を通じ、利用者が健康で文
化な生活を送るとともに、社会復帰
への努力に対し助力、援助を行うも
のです。

平成18年1月1日現在 
（入所者21名（男性19、女性2））
・知的障害のみ者 5名
・精神障害のみ者 6名
・身体＋知的障害者 2名
・知的＋精神障害者 3名
・身体＋知的＋精神障害者 2名
・いわゆる生活障害者 3名

平均年齢 64才（最高齢72才、
最少齢34才）
平均入所期間13年6ヶ月（最
長30年、最少3ヶ月）

回答なし 昭和41年
4月1日

昭和28年4月1日；行路病舎を改築し
佐世保市立梅田寮設置
昭和30年12月   ；第1種社会福祉事
業施設として認可
昭和33年12月   ；生活保護法による
委託事務費対象施設として認可
昭和34年4月    ；救護施設梅田寮管
理規程全面改正
昭和40年11月   ；現在地に新築工事
着工
昭和41年4月1日；佐世保市立八天荘
設置（救護施設
梅田寮にかわり設置）
※S41. 3. 29 佐世保市保護施設条例

（13条）の改正
※生活保護法第40条による県知事認可

平成14年度以降入所定員30
人のまま、運営上22名体制
で運営

回答なし H17年度
事業概要
あり

168 長
崎
県

施設の名称：
あいこう園
設置主体：
社会福祉法
人　みのり
会
運営主体：
社会福祉法
人　みのり
会
運営形態：
回答なし

　各自の体力に応じて3コースに分
かれ、自転車道路や園周囲を散歩し
ます。
リハビリは各人の障害と程度に応じ
た15種類の器具を使用し、残存能力
の保持向上に努めています。
クラブ活動として手芸・編み物・絵
画・カラオケ・農作業があります。
比較的若い利用者の自立支援とし
て、ハローワークと連携し求職活動
を行っています。

　現在、当園では68名（男
子33名・女子35名）の利用
者が生活しています。平均
年齢は68.7歳です。要介護
者が増え、入浴介護20名

（29%）・ オ ム ツ 介 護8名
（11.6%）・食事介護（47.8%
（一部介助含む））・車椅子
利用者4名（5.8%）など要
介護者が増加しています。
又、障害の種類種別も多岐
にわたり、知的障害が過半
数 で 精 神 疾 患 者17名

（24.6%）・ ホ ー ム レ ス8名
（11.6%）他に記憶喪失2名、
アルコール依存症1名が入
所するなど現代社会を反映
した比較的若い人の増加が
目立ちます。

なし 昭和44年
1月1日

同一法人には知的障害施設がありま
すが、高齢化し社会復帰も出来ず老
人施設には年齢制限があり、又家庭
環境上の障害もあって、利用者の受
け皿として開設されたのがあいこう
園です。

昭和44年1月1日開設　定員
50名
昭和49年4月1日増築　定員
70名に増員

なし

169 長
崎
県

施設の名称：
救 護 施 設　
あじさい
設置主体：
社会福祉法
人　朋友会
運営主体：
社会福祉法
人　朋友会
運営形態：
社会福祉法
人

　利用者個人の尊厳を重要視する社
会福祉の理念を認識し支援を行って
います。利用者それぞれにあった個
別支援の充実を目的として、施設
サービス業務を大きく、「日常生活
支援」「余暇活動の支援」「社会参加
訓練」の3つに分け幅広い要望に応
えられるようにしています。
　また、自治的意味合いを持つ、職
員も参加する利用者との会を発足し
運営しています。

平成18年1月1日現在の入所
者状況
[入所定員] 60名
[入所者数] 62名（男性51名　
女性11名）
[平均年齢] 59.4歳
[障害状況]
①身体障害のみ 16％
②知的障害のみ 3％
③精神障害のみ 37％
④重複障害のみ 11％
⑤疾病・病弱者 11％
⑥その他（生活障害等） 22％

回答なし 平成14年
4月1日

当施設がある敷地には、平成11年9
月まで市が運営する、生活保護法に
よる授産施設「佐世保市立早岐授産
場」がありました。しかし、高齢化
等により利用者が年々減少し、授産
施設としての役割を十分果たせなく
なったとの理由から廃止されること
となりました。跡地利用については、
生活保護法による保護施設を建設す
るという市の方針があり、複数の社
会福祉法人に対して、施設整備計画
提出の依頼がありました。その中か
ら、当施設の計画が長崎県から採択
され、平成14年の開設に至りました。

施設名称：変更なし
施設所在地：変更なし
設置主体：変更なし 

（社会福祉法人　朋友会）
運営主体：変更なし 

（社会福祉法人　朋友会）
運営形態：変更なし 

（社会福祉法人）
入所者定員：開設約1年後
より、ほぼ満床状況
入所者の特徴：利用者定員
数の4分の1程度の生活障害
者（ホームレス等）の利用
が認められる。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

167 長
崎
県

施設の名称：
佐世保市立
八天荘
設置主体：
佐世保市
運営主体：
佐世保市
運営形態：
公設公営

　当施設は設立後40年を経過し、施
設の老朽化が進んでいるが、心身に
障害を持つ人、日常生活上介護や援
助が必要な人、経済的、家庭的に生
活扶助を必要とする人等に利用され
ています。
　利用者個々の状況に応じ生活指
導、介助・介護、健康管理、リハビ
リテーション（体操、山歩き等）、
作業（農作業、荷札作り等）、クラ
ブ活動（カラオケ教室）、レクレー
ション等を通じ、利用者が健康で文
化な生活を送るとともに、社会復帰
への努力に対し助力、援助を行うも
のです。

平成18年1月1日現在 
（入所者21名（男性19、女性2））
・知的障害のみ者 5名
・精神障害のみ者 6名
・身体＋知的障害者 2名
・知的＋精神障害者 3名
・身体＋知的＋精神障害者 2名
・いわゆる生活障害者 3名

平均年齢 64才（最高齢72才、
最少齢34才）
平均入所期間13年6ヶ月（最
長30年、最少3ヶ月）

回答なし 昭和41年
4月1日

昭和28年4月1日；行路病舎を改築し
佐世保市立梅田寮設置
昭和30年12月   ；第1種社会福祉事
業施設として認可
昭和33年12月   ；生活保護法による
委託事務費対象施設として認可
昭和34年4月    ；救護施設梅田寮管
理規程全面改正
昭和40年11月   ；現在地に新築工事
着工
昭和41年4月1日；佐世保市立八天荘
設置（救護施設
梅田寮にかわり設置）
※S41. 3. 29 佐世保市保護施設条例

（13条）の改正
※生活保護法第40条による県知事認可

平成14年度以降入所定員30
人のまま、運営上22名体制
で運営

回答なし H17年度
事業概要
あり

168 長
崎
県

施設の名称：
あいこう園
設置主体：
社会福祉法
人　みのり
会
運営主体：
社会福祉法
人　みのり
会
運営形態：
回答なし

　各自の体力に応じて3コースに分
かれ、自転車道路や園周囲を散歩し
ます。
リハビリは各人の障害と程度に応じ
た15種類の器具を使用し、残存能力
の保持向上に努めています。
クラブ活動として手芸・編み物・絵
画・カラオケ・農作業があります。
比較的若い利用者の自立支援とし
て、ハローワークと連携し求職活動
を行っています。

　現在、当園では68名（男
子33名・女子35名）の利用
者が生活しています。平均
年齢は68.7歳です。要介護
者が増え、入浴介護20名

（29%）・ オ ム ツ 介 護8名
（11.6%）・食事介護（47.8%
（一部介助含む））・車椅子
利用者4名（5.8%）など要
介護者が増加しています。
又、障害の種類種別も多岐
にわたり、知的障害が過半
数 で 精 神 疾 患 者17名

（24.6%）・ ホ ー ム レ ス8名
（11.6%）他に記憶喪失2名、
アルコール依存症1名が入
所するなど現代社会を反映
した比較的若い人の増加が
目立ちます。

なし 昭和44年
1月1日

同一法人には知的障害施設がありま
すが、高齢化し社会復帰も出来ず老
人施設には年齢制限があり、又家庭
環境上の障害もあって、利用者の受
け皿として開設されたのがあいこう
園です。

昭和44年1月1日開設　定員
50名
昭和49年4月1日増築　定員
70名に増員

なし

169 長
崎
県

施設の名称：
救 護 施 設　
あじさい
設置主体：
社会福祉法
人　朋友会
運営主体：
社会福祉法
人　朋友会
運営形態：
社会福祉法
人

　利用者個人の尊厳を重要視する社
会福祉の理念を認識し支援を行って
います。利用者それぞれにあった個
別支援の充実を目的として、施設
サービス業務を大きく、「日常生活
支援」「余暇活動の支援」「社会参加
訓練」の3つに分け幅広い要望に応
えられるようにしています。
　また、自治的意味合いを持つ、職
員も参加する利用者との会を発足し
運営しています。

平成18年1月1日現在の入所
者状況
[入所定員] 60名
[入所者数] 62名（男性51名　
女性11名）
[平均年齢] 59.4歳
[障害状況]
①身体障害のみ 16％
②知的障害のみ 3％
③精神障害のみ 37％
④重複障害のみ 11％
⑤疾病・病弱者 11％
⑥その他（生活障害等） 22％

回答なし 平成14年
4月1日

当施設がある敷地には、平成11年9
月まで市が運営する、生活保護法に
よる授産施設「佐世保市立早岐授産
場」がありました。しかし、高齢化
等により利用者が年々減少し、授産
施設としての役割を十分果たせなく
なったとの理由から廃止されること
となりました。跡地利用については、
生活保護法による保護施設を建設す
るという市の方針があり、複数の社
会福祉法人に対して、施設整備計画
提出の依頼がありました。その中か
ら、当施設の計画が長崎県から採択
され、平成14年の開設に至りました。

施設名称：変更なし
施設所在地：変更なし
設置主体：変更なし 

（社会福祉法人　朋友会）
運営主体：変更なし 

（社会福祉法人　朋友会）
運営形態：変更なし 

（社会福祉法人）
入所者定員：開設約1年後
より、ほぼ満床状況
入所者の特徴：利用者定員
数の4分の1程度の生活障害
者（ホームレス等）の利用
が認められる。

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

170 熊
本
県

施設の名称：
八代市立救
護施設　千
草寮
設置主体：
八代市
運営主体：
八代市
運営形態：
回答なし

一般家庭に近い生活内容に努めてい
る。ただし、外出外泊については厳
しくしている。

平成18年1月1日現在
男 性27名　 平 均 年 齢65歳　
女性24名　平均年齢63歳
知的障害者 41.2％
身体障害者 5.9％
精神障害者 15.7％
複合障害者 11.8％
その他 25.4％

回答なし 昭和36年
7月6日

開設時点での理由はわからないが、
雇用の促進及び人口増加が目的では
ないか？

（施設名称）
千丁町立救護施設　千草寮
⇒　八代市立救護施設　千
草寮
＊平成17年8月1日八代市と
の合併に伴う

（施設所在地）
熊本県八代郡千丁町大字大
牟田2618番地
⇒　熊本県八代市千丁町大
字2618番地
＊平成17年8月1日八代市と
の合併に伴う

（設置・運営主体）
千丁町　⇒　八代市
＊平成17年8月1日八代市と
の合併に伴う

（入所者定員）
30名　⇒　50名
＊昭和38年2月20日増設工
事による

回答なし

171 熊
本
県

施設の名称：
友愛会銀杏
寮
設置主体：
社会福祉法
人　同胞友
愛会
運営主体：
社会福祉法
人　同胞友
愛会
運営形態：
民設民営

　当施設は近年、個別支援に重点を
置き、利用者の意向を尊重したサー
ビス提供に努めている。また近年、
社会復帰への取組みが始まり、2名
の社会復帰が実現した。将来的に保
護施設通所事業の開設を視野に入れ
自立支援を確立していく。またホー
ムレス等への対応として緊急一時保
護宿泊棟を整備し、福祉事務所と連
携して短期間のホームレス等の受け
入れを行っている。

　障害の内訳として、身体
障害者9.2％、知的障害者
18.5％、精神障害者 41.5％、
重複障害者24.6％、生活障
害者6.2％となっており精
神障害の割合が増加傾向に
あり重複障害を含め、約7
割となっている。年齢構成
も平均年齢が66歳（最高年
齢88歳、最低年齢50歳）と
高齢化している。在所期間
は男性約11年、女性約19年、
平均在所期間は14年6ヵ月
となっている。

（敷地内で
はなし）
■法人　
母子生活支
援施設、保
育園、知的
障害者通所
授産施設

昭和35年
12月1日

更生施設開所後、約10年間、社会情
勢の変化により更生施設対象者の減
少、また施設利用者の割合が救護施
設的性格を帯びるに至り、種別転換
の必要に迫られ昭和35年に救護施設
施設としての認可を受け移行する。

昭和25年開設の更生施設
「銀杏寮」は熊本県より経
営を委託される。昭和33年
委託経営中の「友愛会銀杏
寮」の譲渡を受け、本会の
直接運営となる。昭和35年
種別及び定員変更認可。更
生施設を救護施設施設に変
更（定員50名）昭和50年定
員変更の認可（定員60名）

終戦後、住む
家や仕事をなく
した者が多く、
それらの人 を々
一時収容保護
を目的に昭 和
23年熊本県が
戦災浮浪者収
容のため、収
容施設（生活
保護法による更
生施設）の設
置を計画。昭
和25年7月熊本
県計画の更生
施設「銀杏寮」
が完成。（定員
70名）

172 熊
本
県

施設の名称：
しらがね寮
設置主体：
あさぎり町
運営主体：
あさぎり町
運営形態：
公立

　個室11室、2人部屋16室、3人部屋
4室　合計31室の居室が中央廊下と東
西に80Ｍの2本の廊下で結ばれている。
廊下の交差点には採光効果の大きな
灯籠が7個所シンボル的にそびえて
見えます。
　玄関の自動ドアを通るとすぐにガ
ラスに囲まれた日本庭園が目に飛び
込みます。食堂の天井は高く日光も
よくはいり、冬季には深夜電力利用
の床暖房で全体が暖かく利用者の団
欒の場となっている。

　利用者の平均年齢が約67
歳であり、障害状態は、精
神障害者52.8％　知的障害
者34.0 ％、 身 体 障 害 者
24.5％となっている。
　入所者の期間が長期にわ
たっており年々高齢化、重
度化が増している。

回答なし 昭和43年
4月1日

旧上村では、全国唯一の村立の救護
施設として昭和43年4月1日に創設さ
れる。
地域振興のため雇用の場が確保でき
ることで設置された

平成15年4月1日　町村合併
によりあさぎり町になる

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

170 熊
本
県

施設の名称：
八代市立救
護施設　千
草寮
設置主体：
八代市
運営主体：
八代市
運営形態：
回答なし

一般家庭に近い生活内容に努めてい
る。ただし、外出外泊については厳
しくしている。

平成18年1月1日現在
男 性27名　 平 均 年 齢65歳　
女性24名　平均年齢63歳
知的障害者 41.2％
身体障害者 5.9％
精神障害者 15.7％
複合障害者 11.8％
その他 25.4％

回答なし 昭和36年
7月6日

開設時点での理由はわからないが、
雇用の促進及び人口増加が目的では
ないか？

（施設名称）
千丁町立救護施設　千草寮
⇒　八代市立救護施設　千
草寮
＊平成17年8月1日八代市と
の合併に伴う

（施設所在地）
熊本県八代郡千丁町大字大
牟田2618番地
⇒　熊本県八代市千丁町大
字2618番地
＊平成17年8月1日八代市と
の合併に伴う

（設置・運営主体）
千丁町　⇒　八代市
＊平成17年8月1日八代市と
の合併に伴う

（入所者定員）
30名　⇒　50名
＊昭和38年2月20日増設工
事による

回答なし

171 熊
本
県

施設の名称：
友愛会銀杏
寮
設置主体：
社会福祉法
人　同胞友
愛会
運営主体：
社会福祉法
人　同胞友
愛会
運営形態：
民設民営

　当施設は近年、個別支援に重点を
置き、利用者の意向を尊重したサー
ビス提供に努めている。また近年、
社会復帰への取組みが始まり、2名
の社会復帰が実現した。将来的に保
護施設通所事業の開設を視野に入れ
自立支援を確立していく。またホー
ムレス等への対応として緊急一時保
護宿泊棟を整備し、福祉事務所と連
携して短期間のホームレス等の受け
入れを行っている。

　障害の内訳として、身体
障害者9.2％、知的障害者
18.5％、精神障害者 41.5％、
重複障害者24.6％、生活障
害者6.2％となっており精
神障害の割合が増加傾向に
あり重複障害を含め、約7
割となっている。年齢構成
も平均年齢が66歳（最高年
齢88歳、最低年齢50歳）と
高齢化している。在所期間
は男性約11年、女性約19年、
平均在所期間は14年6ヵ月
となっている。

（敷地内で
はなし）
■法人　
母子生活支
援施設、保
育園、知的
障害者通所
授産施設

昭和35年
12月1日

更生施設開所後、約10年間、社会情
勢の変化により更生施設対象者の減
少、また施設利用者の割合が救護施
設的性格を帯びるに至り、種別転換
の必要に迫られ昭和35年に救護施設
施設としての認可を受け移行する。

昭和25年開設の更生施設
「銀杏寮」は熊本県より経
営を委託される。昭和33年
委託経営中の「友愛会銀杏
寮」の譲渡を受け、本会の
直接運営となる。昭和35年
種別及び定員変更認可。更
生施設を救護施設施設に変
更（定員50名）昭和50年定
員変更の認可（定員60名）

終戦後、住む
家や仕事をなく
した者が多く、
それらの人 を々
一時収容保護
を目的に昭 和
23年熊本県が
戦災浮浪者収
容のため、収
容施設（生活
保護法による更
生施設）の設
置を計画。昭
和25年7月熊本
県計画の更生
施設「銀杏寮」
が完成。（定員
70名）

172 熊
本
県

施設の名称：
しらがね寮
設置主体：
あさぎり町
運営主体：
あさぎり町
運営形態：
公立

　個室11室、2人部屋16室、3人部屋
4室　合計31室の居室が中央廊下と東
西に80Ｍの2本の廊下で結ばれている。
廊下の交差点には採光効果の大きな
灯籠が7個所シンボル的にそびえて
見えます。
　玄関の自動ドアを通るとすぐにガ
ラスに囲まれた日本庭園が目に飛び
込みます。食堂の天井は高く日光も
よくはいり、冬季には深夜電力利用
の床暖房で全体が暖かく利用者の団
欒の場となっている。

　利用者の平均年齢が約67
歳であり、障害状態は、精
神障害者52.8％　知的障害
者34.0 ％、 身 体 障 害 者
24.5％となっている。
　入所者の期間が長期にわ
たっており年々高齢化、重
度化が増している。

回答なし 昭和43年
4月1日

旧上村では、全国唯一の村立の救護
施設として昭和43年4月1日に創設さ
れる。
地域振興のため雇用の場が確保でき
ることで設置された

平成15年4月1日　町村合併
によりあさぎり町になる

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

173 熊
本
県

施設の名称：
社会福祉法
人　博愛会　
救 護 施 設　
天草園
設置主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営形態：
民設民営

　施設は、四方を藍い海、緑の山に
囲まれた中にあり、素朴でたいへん
静かな自然環境に恵まれています。
窓越しに見える藍い海や緑の山を眺
めるだけで、心豊かな人間性が育ま
れるような環境にあります。食事に
も恵まれた自然環境を活かし、お刺
身には施設の直ぐ前の海で獲れた天
然のお魚を使用、安全で新鮮な魚料
理を提供し、利用者の方からたいへ
ん好評を得ています。

　平均年齢約65歳。入浴要
介護者27.2％、オムツ使用
者34.2％等、地域同様に超
高齢化・重度化傾向にあり、
今後も更に進行すると予想
される。
　利用者の障害状況につい
ては、統合失調症70％・知
的 障 害50 ％・ 身 体 障 害
18％・脳疾患者8％・アルコー
ル依存症13％（障害別割合
は重複）。特に最近の傾向
としては、男性利用者の入
所がほとんどで95％を越え
ている状況（10年前は男性
32名・女性45名・現在は男
性47名・女性30名で逆転）。
又、障害別にみてもアルコー
ル依存症者が約80％を超え
ている等、高齢化・重度化
に加え処遇困難ケースが加
わり、更に厳しい状況となっ
ている。今後もこの傾向が
更に進むと思われる。

なし 昭和43年
12月10日

　当法人の前身である社会福祉法人
明照園（老人関係の施設を運営）の
理事であった現施設長が、当時の社
会背景等（特に熊本・天草地区の被
保護者の状況等）をもとに、障害等
による生活困窮者の保護の手立てと
して設立し、開設に至っている。

昭和46年12月（定員が50名
から70名への増築増員）
平成2年12月　（地域交流多
目的ホール完成）
平成7年4月　（旧法人より
分離独立し、新法人「博愛
会」を設立）
平成8年3月　（老朽改築に
伴う新園舎完成）

回答なし

174 熊
本
県

施設の名称：
菊池園
設置主体：
社会福祉法
人　紫翠会
運営主体：
社会福祉法
人　紫翠会
運営形態：
福祉法人

　郊外の静かな環境の中に位置し、
交通の便もよく、買い物・通院等は
公共の交通機関を利用して自由に地
域との交流ができます。
　また、昭和47年開設で建物は年期
がたっておりますが随時、段差解消
したり窓枠改修したりして環境整備
をこころがけておりますので来訪者
からは「年数を経ている割にはきれ
いですね。」と言われております。
何より平屋建てのため、緊急避難時
には安心です。

「安全で安心して暮らせる場」がモッ
トーです。
　さらに、郊外にある特徴を活かし
て一坪農園を希望者に提供して好き
なもの（野菜・花）を植えてもらい
育てる楽しみを提供したり、バス停
までのシャトル便（午前・午後各1回）
を運行して外出支援をしたり、社会
復帰希望者に調理実習訓練をした
り、選択メニューを週3回実施した
りと自己決定を重視した取り組みを
しております。

　男性26名、女性27名とほ
ぼ半々の割合です。
　60歳代23名、70歳代8名、
80歳代2名を合わせると33
名で全体の6割となり高齢
化の進行がみられます。
　最高年齢は83歳（女性）、
最低年齢は34歳（女性）で
平均年齢62.4歳となってい
ます。
　開設当初は知的障害者が
大多数を占めていましたが、
現在は精神障害者が半数
以上を占めていますので、
自分の意思表示をきちんと
できる者も増えてきていま
す。
　彼等を中心に自治会運営
がなされています。まだま
だ職員のサポートは必要で
すが、以前には考えられな
かったような意見もでており
ます。少しづつ自治会が育っ
ているようです。

なし 昭和47年
10月11日

昭和46年当時、熊本県内に救護施設
は熊本市、八代市、あさぎり町、河
浦町の4か所にしかなく、熊本市を
除けば何れも県の南部に偏在してい
たため、県北部に是非救護施設を設
置するよう関係者の強い要望があり
ました。その要望に沿うべく同年7
月に施設設立発起人会が発足し検討
の結果、比較的地形にも恵まれた現
在地に設置されることになりまし
た。

回答なし 回答なし



救護施設の動態 233

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

173 熊
本
県

施設の名称：
社会福祉法
人　博愛会　
救 護 施 設　
天草園
設置主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営主体：
社会福祉法
人　博愛会
運営形態：
民設民営

　施設は、四方を藍い海、緑の山に
囲まれた中にあり、素朴でたいへん
静かな自然環境に恵まれています。
窓越しに見える藍い海や緑の山を眺
めるだけで、心豊かな人間性が育ま
れるような環境にあります。食事に
も恵まれた自然環境を活かし、お刺
身には施設の直ぐ前の海で獲れた天
然のお魚を使用、安全で新鮮な魚料
理を提供し、利用者の方からたいへ
ん好評を得ています。

　平均年齢約65歳。入浴要
介護者27.2％、オムツ使用
者34.2％等、地域同様に超
高齢化・重度化傾向にあり、
今後も更に進行すると予想
される。
　利用者の障害状況につい
ては、統合失調症70％・知
的 障 害50 ％・ 身 体 障 害
18％・脳疾患者8％・アルコー
ル依存症13％（障害別割合
は重複）。特に最近の傾向
としては、男性利用者の入
所がほとんどで95％を越え
ている状況（10年前は男性
32名・女性45名・現在は男
性47名・女性30名で逆転）。
又、障害別にみてもアルコー
ル依存症者が約80％を超え
ている等、高齢化・重度化
に加え処遇困難ケースが加
わり、更に厳しい状況となっ
ている。今後もこの傾向が
更に進むと思われる。

なし 昭和43年
12月10日

　当法人の前身である社会福祉法人
明照園（老人関係の施設を運営）の
理事であった現施設長が、当時の社
会背景等（特に熊本・天草地区の被
保護者の状況等）をもとに、障害等
による生活困窮者の保護の手立てと
して設立し、開設に至っている。

昭和46年12月（定員が50名
から70名への増築増員）
平成2年12月　（地域交流多
目的ホール完成）
平成7年4月　（旧法人より
分離独立し、新法人「博愛
会」を設立）
平成8年3月　（老朽改築に
伴う新園舎完成）

回答なし

174 熊
本
県

施設の名称：
菊池園
設置主体：
社会福祉法
人　紫翠会
運営主体：
社会福祉法
人　紫翠会
運営形態：
福祉法人

　郊外の静かな環境の中に位置し、
交通の便もよく、買い物・通院等は
公共の交通機関を利用して自由に地
域との交流ができます。
　また、昭和47年開設で建物は年期
がたっておりますが随時、段差解消
したり窓枠改修したりして環境整備
をこころがけておりますので来訪者
からは「年数を経ている割にはきれ
いですね。」と言われております。
何より平屋建てのため、緊急避難時
には安心です。

「安全で安心して暮らせる場」がモッ
トーです。
　さらに、郊外にある特徴を活かし
て一坪農園を希望者に提供して好き
なもの（野菜・花）を植えてもらい
育てる楽しみを提供したり、バス停
までのシャトル便（午前・午後各1回）
を運行して外出支援をしたり、社会
復帰希望者に調理実習訓練をした
り、選択メニューを週3回実施した
りと自己決定を重視した取り組みを
しております。

　男性26名、女性27名とほ
ぼ半々の割合です。
　60歳代23名、70歳代8名、
80歳代2名を合わせると33
名で全体の6割となり高齢
化の進行がみられます。
　最高年齢は83歳（女性）、
最低年齢は34歳（女性）で
平均年齢62.4歳となってい
ます。
　開設当初は知的障害者が
大多数を占めていましたが、
現在は精神障害者が半数
以上を占めていますので、
自分の意思表示をきちんと
できる者も増えてきていま
す。
　彼等を中心に自治会運営
がなされています。まだま
だ職員のサポートは必要で
すが、以前には考えられな
かったような意見もでており
ます。少しづつ自治会が育っ
ているようです。

なし 昭和47年
10月11日

昭和46年当時、熊本県内に救護施設
は熊本市、八代市、あさぎり町、河
浦町の4か所にしかなく、熊本市を
除けば何れも県の南部に偏在してい
たため、県北部に是非救護施設を設
置するよう関係者の強い要望があり
ました。その要望に沿うべく同年7
月に施設設立発起人会が発足し検討
の結果、比較的地形にも恵まれた現
在地に設置されることになりまし
た。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

175 熊
本
県

施設の名称：
救 護 施 設　
野坂の浦荘
設置主体：
社会福祉法
人　蘇生会
運営主体：
社会福祉法
人　蘇生会
運営形態：
民営

　健康で明るい「生き甲斐づくり」
季節に合わせた花見、運動会、見学
旅行等各種のレクリエーションや行
事を楽しみ、入所者の趣味とニーズ
に応じた各種のクラブ活動を行うこ
とで、趣味生活に潤いと明るさをも
たらすように努める。
また、農作業を主とする作業訓練の
中で、健康で働く喜びが身体の機能
の減退を防ぎ、社会適応や能力の開
発、生き甲斐の発見に繋げる。

男性 32名、女性 23名、計
55名
平均年齢 66歳、最高年齢 
85歳、最低年齢 29歳
平均在所期間  15年 5ヵ月
最長在所期間  25年10ヵ月

（開設当初1名）
最短在所期間1ヵ月
身体障害者手帳保持者 16％
寮育障害者手帳保持者 45％
精神障害者手帳保持者 25％
手帳なし 14％

なし 昭和55年
5月1日

　かねてより社会福祉に関心を寄せ
ていた創設者（現・理事長）は、里
親制度の発足に伴って、地域におけ
る社会福祉の実践家として踏み出
し、その後も常に社会的に弱い立場
の上に心を注いできた。
　町民課長として就任以来、直接福
祉行政に携わり関係者と触れ合う中
で、弱者援護と福祉高揚の必要性を
強くし、昭和54年2月町職員を退職、
同年4月町議会議員としての初当選
を機会にして、地域福祉の先駆者と
して社会福祉事業へ傾注し現在に
至ったところである。

昭和 55 年 5 月 1 日「救護
施設野坂の浦荘」開設
現在に至る。

回答なし

176 大
分
県

施設の名称：
大分県渓泉
寮
設置主体：
社会福祉法
人　大分県
社会福祉事
業団
運営主体：
社会福祉法
人　大分県
社会福祉事
業団
運営形態：
民設民営

入所定員　120名
　利用者の権利擁護と自己選択・自
己決定の尊重、対人関係や生活リズ
ムの調整、健康管理・苦情解決等を
通して、安らぎと満足が享受できる
生活の実現を支援している。
　「救護施設居宅生活訓練事業」や
在宅障害者の地域生活を支援するグ
ループホームの運営、保護施設通所
事業、ホームレスの受け入れを始め、
施設単独事業として通所事業の継
続、ショートステイ等の諸事業を展
開しながら、セーフティーネットと
しての機能を強化している。

　重複障害を含む精神・知
的・身体等の3障害に加え
て、生活障害、対人関係障
害などの各種障害を持たれ
た方々が入所されている。
特に、利用者の8割が精神
障害者であり、長期服薬の
必要性や自立意識の衰微・
対人関係の脆弱等の素因を
有していることから社会復
帰が難しく高齢化が進んで
いる。

精神障害者
地域生活援
助事業

昭和36年
7月1日

大分県が設立し、事業を開始。
　大分県設置条例では、「精神上障
害のあるものを入所させ、その保護
を行うため設置する。」と公布され
ており、精神障害者のために開設さ
れた。

「設置主体」
S36. 7. 1　大分県
H16. 4. 1　大分県社会福祉
事業団

「運営主体」
S36. 7. 1　大分県
S42. 10. 4　大分県社会福
祉事業団

「所在地」
S36. 7. 1　大分県速見郡日
出町藤原 4598
H12. 4. 1　大分県速見郡日
出町藤原 4617

「入所定員」
S36. 7. 1　50 名
S45. 4. 1　100 名
S63. 4. 1　120 名

「運営形態」
S36. 7. 1　公設公営
S42. 10. 4　公設民営
H16. 4. 1　民設民営

回答なし



救護施設の動態 235

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

175 熊
本
県

施設の名称：
救 護 施 設　
野坂の浦荘
設置主体：
社会福祉法
人　蘇生会
運営主体：
社会福祉法
人　蘇生会
運営形態：
民営

　健康で明るい「生き甲斐づくり」
季節に合わせた花見、運動会、見学
旅行等各種のレクリエーションや行
事を楽しみ、入所者の趣味とニーズ
に応じた各種のクラブ活動を行うこ
とで、趣味生活に潤いと明るさをも
たらすように努める。
また、農作業を主とする作業訓練の
中で、健康で働く喜びが身体の機能
の減退を防ぎ、社会適応や能力の開
発、生き甲斐の発見に繋げる。

男性 32名、女性 23名、計
55名
平均年齢 66歳、最高年齢 
85歳、最低年齢 29歳
平均在所期間  15年 5ヵ月
最長在所期間  25年10ヵ月

（開設当初1名）
最短在所期間1ヵ月
身体障害者手帳保持者 16％
寮育障害者手帳保持者 45％
精神障害者手帳保持者 25％
手帳なし 14％

なし 昭和55年
5月1日

　かねてより社会福祉に関心を寄せ
ていた創設者（現・理事長）は、里
親制度の発足に伴って、地域におけ
る社会福祉の実践家として踏み出
し、その後も常に社会的に弱い立場
の上に心を注いできた。
　町民課長として就任以来、直接福
祉行政に携わり関係者と触れ合う中
で、弱者援護と福祉高揚の必要性を
強くし、昭和54年2月町職員を退職、
同年4月町議会議員としての初当選
を機会にして、地域福祉の先駆者と
して社会福祉事業へ傾注し現在に
至ったところである。

昭和 55 年 5 月 1 日「救護
施設野坂の浦荘」開設
現在に至る。

回答なし

176 大
分
県

施設の名称：
大分県渓泉
寮
設置主体：
社会福祉法
人　大分県
社会福祉事
業団
運営主体：
社会福祉法
人　大分県
社会福祉事
業団
運営形態：
民設民営

入所定員　120名
　利用者の権利擁護と自己選択・自
己決定の尊重、対人関係や生活リズ
ムの調整、健康管理・苦情解決等を
通して、安らぎと満足が享受できる
生活の実現を支援している。
　「救護施設居宅生活訓練事業」や
在宅障害者の地域生活を支援するグ
ループホームの運営、保護施設通所
事業、ホームレスの受け入れを始め、
施設単独事業として通所事業の継
続、ショートステイ等の諸事業を展
開しながら、セーフティーネットと
しての機能を強化している。

　重複障害を含む精神・知
的・身体等の3障害に加え
て、生活障害、対人関係障
害などの各種障害を持たれ
た方々が入所されている。
特に、利用者の8割が精神
障害者であり、長期服薬の
必要性や自立意識の衰微・
対人関係の脆弱等の素因を
有していることから社会復
帰が難しく高齢化が進んで
いる。

精神障害者
地域生活援
助事業

昭和36年
7月1日

大分県が設立し、事業を開始。
　大分県設置条例では、「精神上障
害のあるものを入所させ、その保護
を行うため設置する。」と公布され
ており、精神障害者のために開設さ
れた。

「設置主体」
S36. 7. 1　大分県
H16. 4. 1　大分県社会福祉
事業団

「運営主体」
S36. 7. 1　大分県
S42. 10. 4　大分県社会福
祉事業団

「所在地」
S36. 7. 1　大分県速見郡日
出町藤原 4598
H12. 4. 1　大分県速見郡日
出町藤原 4617

「入所定員」
S36. 7. 1　50 名
S45. 4. 1　100 名
S63. 4. 1　120 名

「運営形態」
S36. 7. 1　公設公営
S42. 10. 4　公設民営
H16. 4. 1　民設民営

回答なし



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3236

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

177 大
分
県

施設の名称：
大分県光明
寮
設置主体：
社会福祉法
人　大分県
光明寮
運営主体：
社会福祉法
人　大分県
光明寮
運営形態：
救護施設

視覚障害者を主体とした救護施設と
してスタートしているので、バリア
フリーの建物構造になっている。建
物の廊下及び敷地内部の遊歩道には
手すりを設置しているので、視覚障
害者は一人で自由に運動ができる。
現在、各種障害者を受け入れている
が、高齢化・重度化によって生活介
護が中心になっている。その中で、
自立支援による生活の質の向上を目
指し、社会復帰にもつなげる活動を
している。

1）利用者の状況について
　利用者の高齢化が進み、
平均年齢は65歳になりまし
た。70歳以上は63名中の27
名（43％）を占め、密度の
濃い処遇が必要になってい
ます。40歳台と70歳台では、
食事の嗜好も異なるので、
食事の選択メニューの回数
を増やしています。
2）利用者の障害別
　身体障害者が一番多く26
名（41％）を占め、次いで
精神、知的障害者です。各
種障害者が利用されてお
り、それら専門の処遇対応
をしています。
3）利用者の在所期間別
　平成16年度に新しく利用
された人は5名です。本施
設の利用者は長期間となり、
15年以上の人は31名（49％）
です。従って、施設も生活
の場であることを重視し、
楽しく生活できる環境作り
に心掛けています。

身体障害者
デイサービ
ス事業

昭和27年
12月1日

資料2参照 資料 3 参照 回答なし 資料同封
あり

178 宮
崎
県

施設の名称：
救 護 施 設　
清風園
設置主体：
宮崎県
運営主体：
宮崎県社会
福祉事業団
運営形態：
社会福祉法
人

●入所定員　50名
●施設の特徴
　宮崎県の中央部に位置し、近くに
は海浜公園があるなど、自然豊かな
環境のなか、約18,000㎡の広大な敷
地に恵まれている。そのような施設
環境を活かし、園内の作業訓練につ
いては、第一次産業を中心に取り組
んでいる。

●年齢の状況
平均年齢　56.2歳
●在年期間の状況
平均年齢  16.3年（最長40年）
●障害の状況
・身体障害　0名
・知的障害　6名
・精神障害　3名
・重複（身体＋知的） 4名
・重複（身体＋精神） 0名
・重複（知的＋精神） 41名
・重複（身体＋知的＋精神） 0名

●保護施設
通所事業

・通 所 事 業
（施設への通
所による生活
指導または就
労指導・職業
訓練等の実
施）

・訪 問 指 導
（職員による
居宅等への
訪問による生
活指導等の
実施）
●ホームレス
一時保護事
業
生活保護制
度の運用によ
り、当該ホーム
レスの現在地
の福祉事務
所が実施責
任となり一時
保護を行う。
●障害者就
業・生活支援
事業
み やざき就
業・生活支援
センターとの
連 携 のもと
に、精神障害
者を中心とし
た就業相談・
支援を行う。

昭和35年
4月1日

　近隣に県立の精神病院があり、入
院加療の結果、入院治療の状態では
ないが、引取り先がないまたは、居
宅保護の困難な者、いわゆる社会的
条件による入院患者がいて、緊急に
入院を要する在宅患者の入院加療が
困難な状態にあった。当時の県内の
精神患者は約1万人、入院加療中の
患者は1,000人の状態であり、これに
対し県内の救護施設は1ヶ所（定員
65名）であった。
　この状況打開のため、緊急救護施
設（当園）の設置に至った。

●「救護施設」に名称変更
（昭和39年4月1日）
●入所者の特徴の変化
開設当初は精神病緩解者が
収容者の大半であり、年齢
層も幅広かったことから、
利用者のほとんどは社会生
活力が高く、園内での作業
訓練等への取り組みについ
ても能力の高さが窺え、社
会参加（自立生活、就労等）
に繋がるケースが多く見ら
れた。一方現在では、長期
入所に伴う利用者の高齢化
や最終セーフティネットと
しての精神障害者及び、生
活障害者等の入所増加に伴
い、利用者の社会復帰が困
難な状況が窺える。
＊参考（本県の福祉施設設
置の動向について）
当施設開設当時、障害者の
保護に伴う入所施設は当施
設を含め数少ない状況で
あった。昭和40年代半より
知的障害者施設等の設置が
盛んになったことから、当
施設を含め、現在の救護施
設については、最終セーフ
ティネットがその重要な役
割となっている。

回答なし 施設、法
人等のパ
ンフレッ
トあり



救護施設の動態 237

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

177 大
分
県

施設の名称：
大分県光明
寮
設置主体：
社会福祉法
人　大分県
光明寮
運営主体：
社会福祉法
人　大分県
光明寮
運営形態：
救護施設

視覚障害者を主体とした救護施設と
してスタートしているので、バリア
フリーの建物構造になっている。建
物の廊下及び敷地内部の遊歩道には
手すりを設置しているので、視覚障
害者は一人で自由に運動ができる。
現在、各種障害者を受け入れている
が、高齢化・重度化によって生活介
護が中心になっている。その中で、
自立支援による生活の質の向上を目
指し、社会復帰にもつなげる活動を
している。

1）利用者の状況について
　利用者の高齢化が進み、
平均年齢は65歳になりまし
た。70歳以上は63名中の27
名（43％）を占め、密度の
濃い処遇が必要になってい
ます。40歳台と70歳台では、
食事の嗜好も異なるので、
食事の選択メニューの回数
を増やしています。
2）利用者の障害別
　身体障害者が一番多く26
名（41％）を占め、次いで
精神、知的障害者です。各
種障害者が利用されてお
り、それら専門の処遇対応
をしています。
3）利用者の在所期間別
　平成16年度に新しく利用
された人は5名です。本施
設の利用者は長期間となり、
15年以上の人は31名（49％）
です。従って、施設も生活
の場であることを重視し、
楽しく生活できる環境作り
に心掛けています。

身体障害者
デイサービ
ス事業

昭和27年
12月1日

資料2参照 資料 3 参照 回答なし 資料同封
あり

178 宮
崎
県

施設の名称：
救 護 施 設　
清風園
設置主体：
宮崎県
運営主体：
宮崎県社会
福祉事業団
運営形態：
社会福祉法
人

●入所定員　50名
●施設の特徴
　宮崎県の中央部に位置し、近くに
は海浜公園があるなど、自然豊かな
環境のなか、約18,000㎡の広大な敷
地に恵まれている。そのような施設
環境を活かし、園内の作業訓練につ
いては、第一次産業を中心に取り組
んでいる。

●年齢の状況
平均年齢　56.2歳
●在年期間の状況
平均年齢  16.3年（最長40年）
●障害の状況
・身体障害　0名
・知的障害　6名
・精神障害　3名
・重複（身体＋知的） 4名
・重複（身体＋精神） 0名
・重複（知的＋精神） 41名
・重複（身体＋知的＋精神） 0名

●保護施設
通所事業

・通 所 事 業
（施設への通
所による生活
指導または就
労指導・職業
訓練等の実
施）

・訪 問 指 導
（職員による
居宅等への
訪問による生
活指導等の
実施）
●ホームレス
一時保護事
業
生活保護制
度の運用によ
り、当該ホーム
レスの現在地
の福祉事務
所が実施責
任となり一時
保護を行う。
●障害者就
業・生活支援
事業
み やざき就
業・生活支援
センターとの
連 携 のもと
に、精神障害
者を中心とし
た就業相談・
支援を行う。

昭和35年
4月1日

　近隣に県立の精神病院があり、入
院加療の結果、入院治療の状態では
ないが、引取り先がないまたは、居
宅保護の困難な者、いわゆる社会的
条件による入院患者がいて、緊急に
入院を要する在宅患者の入院加療が
困難な状態にあった。当時の県内の
精神患者は約1万人、入院加療中の
患者は1,000人の状態であり、これに
対し県内の救護施設は1ヶ所（定員
65名）であった。
　この状況打開のため、緊急救護施
設（当園）の設置に至った。

●「救護施設」に名称変更
（昭和39年4月1日）
●入所者の特徴の変化
開設当初は精神病緩解者が
収容者の大半であり、年齢
層も幅広かったことから、
利用者のほとんどは社会生
活力が高く、園内での作業
訓練等への取り組みについ
ても能力の高さが窺え、社
会参加（自立生活、就労等）
に繋がるケースが多く見ら
れた。一方現在では、長期
入所に伴う利用者の高齢化
や最終セーフティネットと
しての精神障害者及び、生
活障害者等の入所増加に伴
い、利用者の社会復帰が困
難な状況が窺える。
＊参考（本県の福祉施設設
置の動向について）
当施設開設当時、障害者の
保護に伴う入所施設は当施
設を含め数少ない状況で
あった。昭和40年代半より
知的障害者施設等の設置が
盛んになったことから、当
施設を含め、現在の救護施
設については、最終セーフ
ティネットがその重要な役
割となっている。

回答なし 施設、法
人等のパ
ンフレッ
トあり
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

179 宮
崎
県

施設の名称：
宮崎養護院
設置主体：
社会福祉法
人　宮崎福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　宮崎福
祉会
運営形態：
民間経営

　社会福祉の原点としてあらゆる生
活困難者を受け入れるセーフティ
ネットの役割を担ってきた長い歴史
から、入手者は互いにいたわり助け
合う風土が、アットホームな雰囲気
をかもしだしている。
　宮崎県で2か所の救護施設である
が民間経営の当施設はより重度の生
活困窮者の措置という住み分けがな
されている。

平成17年4月現在
身体障害者 10.5％
知的障害者 16.4％
精神障害者 11.2％
重複障害者 55.2％
その他 5.8％

平均年齢 67.8歳
平均在所期間 15.1年

保育園 
 9施設
児童養護施
設 1施設
母子生活支
援施設
 1施設

大正10年 山本石松氏が自宅に浮浪者・身寄り
のいない老人・精神障害者などのた
めに自費で収容施設を設立。

昭和21年10月　生活保護法
施行と共に市営となり、経
営を宮崎市厚生援護会に委
託され引き続き事務経営。
昭和21年12月　生活保護施
設として認可。
昭和27年5月　社会福祉法
人　宮崎市社会福祉会と改
名。
昭和30年7月　施設内診療
所が認可。
昭和31年2月　養老施設よ
り、救護施設に種別変更。
昭和34年10月　施設の払い
下げを受け、設置経営共に
宮崎市社会福祉会となる。
昭和45年12月　民間老朽施
設改善のため、国県市の補
助を受け、現在地に移転改
築着手。
昭和46年4月　完成移転。
昭和47年4月　定員65名を
70名に変更。
昭和48年10月　定員70名を
75名に変更。
昭和49年12月　定員75名を
82名に変更。
平成15年4月　社会福祉法
人　宮崎福祉会と改名。

回答なし

180 鹿
児
島
県

施設の名称：
鹿児島市立
いしき園
設置主体：
鹿児島市
運営主体：
鹿児島市
運営形態：
公設公営

建物建設年 昭和47年
建物構造 鉄筋コンクリート2階建て
建物面積 1,639㎡
敷地面積 26,185㎡
定　　員 60名
居室人員 3人部屋　20室

現員　54名（男性28名/女性
26名）（H17/4/1現在）
利用者平均年齢
 全体　68.1歳
 男性　69.7歳
 女性　66.4歳
利用者平均在所期間
 全体　14年6月
 男性　14年4月
 女性　14年9月
障害別割合
 身体障害者 24.1％
 知的障害者 20.4％
 精神障害者 31.5％
 重複障害者 18.5％
 生活障害者 5.6％

養護老人
ホーム（定
員110名）

昭和11年
7月10日

行路病人や浮浪者等を収容し保護す
るため

S11 薬師町に鹿児島市救護
所（定員15名）として開設
S22 薬師町の救護所を第一
保護寮（定員15名）とし、
塩屋町に第二保護寮（定員
45名）を開設
S30 第一保護寮を鹿児島市
薬師保護寮、第二保護寮を
鹿児島市塩屋保護寮と改称
S33 両保護寮を統合し、玉
里町に鹿児島市保護寮（定
員60名）として移転
S34 名称を鹿児島市立玉里
園と改称
S48 現在地に移転し、鹿児
島市立いしき園（定員60名）
と改称

回答なし



救護施設の動態 239

番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

179 宮
崎
県

施設の名称：
宮崎養護院
設置主体：
社会福祉法
人　宮崎福
祉会
運営主体：
社会福祉法
人　宮崎福
祉会
運営形態：
民間経営

　社会福祉の原点としてあらゆる生
活困難者を受け入れるセーフティ
ネットの役割を担ってきた長い歴史
から、入手者は互いにいたわり助け
合う風土が、アットホームな雰囲気
をかもしだしている。
　宮崎県で2か所の救護施設である
が民間経営の当施設はより重度の生
活困窮者の措置という住み分けがな
されている。

平成17年4月現在
身体障害者 10.5％
知的障害者 16.4％
精神障害者 11.2％
重複障害者 55.2％
その他 5.8％

平均年齢 67.8歳
平均在所期間 15.1年

保育園 
 9施設
児童養護施
設 1施設
母子生活支
援施設
 1施設

大正10年 山本石松氏が自宅に浮浪者・身寄り
のいない老人・精神障害者などのた
めに自費で収容施設を設立。

昭和21年10月　生活保護法
施行と共に市営となり、経
営を宮崎市厚生援護会に委
託され引き続き事務経営。
昭和21年12月　生活保護施
設として認可。
昭和27年5月　社会福祉法
人　宮崎市社会福祉会と改
名。
昭和30年7月　施設内診療
所が認可。
昭和31年2月　養老施設よ
り、救護施設に種別変更。
昭和34年10月　施設の払い
下げを受け、設置経営共に
宮崎市社会福祉会となる。
昭和45年12月　民間老朽施
設改善のため、国県市の補
助を受け、現在地に移転改
築着手。
昭和46年4月　完成移転。
昭和47年4月　定員65名を
70名に変更。
昭和48年10月　定員70名を
75名に変更。
昭和49年12月　定員75名を
82名に変更。
平成15年4月　社会福祉法
人　宮崎福祉会と改名。

回答なし

180 鹿
児
島
県

施設の名称：
鹿児島市立
いしき園
設置主体：
鹿児島市
運営主体：
鹿児島市
運営形態：
公設公営

建物建設年 昭和47年
建物構造 鉄筋コンクリート2階建て
建物面積 1,639㎡
敷地面積 26,185㎡
定　　員 60名
居室人員 3人部屋　20室

現員　54名（男性28名/女性
26名）（H17/4/1現在）
利用者平均年齢
 全体　68.1歳
 男性　69.7歳
 女性　66.4歳
利用者平均在所期間
 全体　14年6月
 男性　14年4月
 女性　14年9月
障害別割合
 身体障害者 24.1％
 知的障害者 20.4％
 精神障害者 31.5％
 重複障害者 18.5％
 生活障害者 5.6％

養護老人
ホーム（定
員110名）

昭和11年
7月10日

行路病人や浮浪者等を収容し保護す
るため

S11 薬師町に鹿児島市救護
所（定員15名）として開設
S22 薬師町の救護所を第一
保護寮（定員15名）とし、
塩屋町に第二保護寮（定員
45名）を開設
S30 第一保護寮を鹿児島市
薬師保護寮、第二保護寮を
鹿児島市塩屋保護寮と改称
S33 両保護寮を統合し、玉
里町に鹿児島市保護寮（定
員60名）として移転
S34 名称を鹿児島市立玉里
園と改称
S48 現在地に移転し、鹿児
島市立いしき園（定員60名）
と改称

回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

181 沖
縄
県

施設の名称：
沖縄県立い
しみね救護
園
設置主体：
沖縄県
運営主体：
沖縄県社会
福祉事業団
運営形態：
県立民営

　身体上又は精神上著しく障害があ
るために日常生活を営むことが困難
な要保護者が入所して生活を営む施
設である。
当園は、65歳以上の利用者が半数を
占めており、又、救護施設は介護保
険の適用除外になっているため、車
椅子で移動が困難な利用者、全面介
助の利用者等障害者施設、老人施設
での生活が望ましい利用者も措置変
更が難しく救護施設での生活を余儀
なくされているのが現状であります。

　利用者は、身体・知的・
精神に障害がある人の他
に、経済的な問題、アルコー
ル依存症、ホームレス、障害
を重複して持つ人、その他
専門施設への待機者等が利
用しています。

昭和20年
12月

首里遍照寺住職により戦争孤児、孤
老を収容し首里養老院として創設

昭和20年12月　首里遍照寺
住職により戦争孤児、孤老
を収容し首里養老院として
創設
昭和21年　民政府立の首里
養護院に併設される。
昭和24年11月　沖縄厚生園
として現在地に移転（児童・
養老・救護）
昭和32年11月　規則改正に
より養老・救護の併設となる。
昭和47年9月30日収容棟落
成
昭和48年4月1日条例改正に
より沖縄厚生園より分離、
沖縄県立いしみね救護園と
して独立
昭和57年4月1日入所定員65
人を50人に変更
昭和58年4月1日社会福祉法
人沖縄県社会福祉事業団が
受託経営となり
現在に至る。

昭和20年12月　
首里遍照寺住
職により戦争孤
児、孤老を収容
し首里養老院と
して創設
昭 和24年11月　
沖縄厚生園とし
て現在地に移転

（児童・養老・救
護）
昭 和32年11月　
規則改正により
養老・救護の併
設となる。
昭 和48年4月1
日条例改正によ
り沖縄厚生園よ
り分離、沖縄県
立いしみね救
護園として独立
昭 和58年4月1
日社会福祉法
人沖縄県社会
福祉事業団が
受託経営となり
現在に至る。

182 沖
縄
県

施設の名称：
県立よみた
ん救護園
設置主体：
沖縄県
運営主体：
沖縄県社会
福祉事業団
運営形態：
公立民営

敷地面積　11,008.72㎡
建物面積　 2,491.39㎡
建物構造　鉄筋コンクリート造平屋
建一部2階　

入所者数　100名（内訳　男
性56名、女性　44名）
入所者の68％が60歳以上
　障害状況としては、精神
障害、知的障害、身体障害の
単一、又は重複障害等なん
らかの障害を抱えている方
が殆どで、そのうち精神障
害のある方が80％を占めて
いる。

なし 昭和52年
4月1日

昭和52年3月に建物が新築され、同
年4月1日に沖縄県から当事業団へ受
託され今日に至る。

入所者定数の変遷
昭和52年4月・・・52名
昭和55年4月・・・100名（施
設を増築）
入所者の特徴
入退所が少なく、平均在所
期間が14年である。年々、
高齢化と併せて障害の重度
化が顕著である。

なし 施設パン
フレット
あり

183 （北
海
道
）

施設の名称：
歌志内市立
救護施設　
親愛の家
設置主体：
歌志内市
運営主体：
歌志内市
運営形態：
公設公営

収容人員　100名（男40名、女60名）
 敷地面積　9,139㎡（自己所有地）
 建物面積　1,899㎡（平屋建）
 建物構造　簡易耐火構造（コンク
リートブロック造）
 敷地内に作業訓練用の畑地がある。

（約3,000㎡）

　知的・身体・精神等の障
害によって、日常生活を営
むことが困難な要保護者を
入所させている。
知的障害 22.9％
身体障害 12.5％
精神障害 30.2％
身＋知 11.5％
身＋精 3.1％
知＋精 10.4％
身＋知＋精 2.1％
その他 7.3％
　高齢化が進み平均年齢66
歳となっている。

回答なし 昭和48年
2月1日

市内に居住する要保護者で自立して
生活することが困難な世帯が、増加
してきたことまた、そういう施設に
対する需要が多くなってきたことに
よる。

回答なし 回答なし
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番号 県名 施設の特徴 入所者の特徴 併設事業 施設開設
年月日 開設理由（開設に至る経緯） 施設開設から現在に至るま

での経緯
前身の施設に
ついて 備考

181 沖
縄
県

施設の名称：
沖縄県立い
しみね救護
園
設置主体：
沖縄県
運営主体：
沖縄県社会
福祉事業団
運営形態：
県立民営

　身体上又は精神上著しく障害があ
るために日常生活を営むことが困難
な要保護者が入所して生活を営む施
設である。
当園は、65歳以上の利用者が半数を
占めており、又、救護施設は介護保
険の適用除外になっているため、車
椅子で移動が困難な利用者、全面介
助の利用者等障害者施設、老人施設
での生活が望ましい利用者も措置変
更が難しく救護施設での生活を余儀
なくされているのが現状であります。

　利用者は、身体・知的・
精神に障害がある人の他
に、経済的な問題、アルコー
ル依存症、ホームレス、障害
を重複して持つ人、その他
専門施設への待機者等が利
用しています。

昭和20年
12月

首里遍照寺住職により戦争孤児、孤
老を収容し首里養老院として創設

昭和20年12月　首里遍照寺
住職により戦争孤児、孤老
を収容し首里養老院として
創設
昭和21年　民政府立の首里
養護院に併設される。
昭和24年11月　沖縄厚生園
として現在地に移転（児童・
養老・救護）
昭和32年11月　規則改正に
より養老・救護の併設となる。
昭和47年9月30日収容棟落
成
昭和48年4月1日条例改正に
より沖縄厚生園より分離、
沖縄県立いしみね救護園と
して独立
昭和57年4月1日入所定員65
人を50人に変更
昭和58年4月1日社会福祉法
人沖縄県社会福祉事業団が
受託経営となり
現在に至る。

昭和20年12月　
首里遍照寺住
職により戦争孤
児、孤老を収容
し首里養老院と
して創設
昭 和24年11月　
沖縄厚生園とし
て現在地に移転

（児童・養老・救
護）
昭 和32年11月　
規則改正により
養老・救護の併
設となる。
昭 和48年4月1
日条例改正によ
り沖縄厚生園よ
り分離、沖縄県
立いしみね救
護園として独立
昭 和58年4月1
日社会福祉法
人沖縄県社会
福祉事業団が
受託経営となり
現在に至る。

182 沖
縄
県

施設の名称：
県立よみた
ん救護園
設置主体：
沖縄県
運営主体：
沖縄県社会
福祉事業団
運営形態：
公立民営

敷地面積　11,008.72㎡
建物面積　 2,491.39㎡
建物構造　鉄筋コンクリート造平屋
建一部2階　

入所者数　100名（内訳　男
性56名、女性　44名）
入所者の68％が60歳以上
　障害状況としては、精神
障害、知的障害、身体障害の
単一、又は重複障害等なん
らかの障害を抱えている方
が殆どで、そのうち精神障
害のある方が80％を占めて
いる。

なし 昭和52年
4月1日

昭和52年3月に建物が新築され、同
年4月1日に沖縄県から当事業団へ受
託され今日に至る。

入所者定数の変遷
昭和52年4月・・・52名
昭和55年4月・・・100名（施
設を増築）
入所者の特徴
入退所が少なく、平均在所
期間が14年である。年々、
高齢化と併せて障害の重度
化が顕著である。

なし 施設パン
フレット
あり

183 （北
海
道
）

施設の名称：
歌志内市立
救護施設　
親愛の家
設置主体：
歌志内市
運営主体：
歌志内市
運営形態：
公設公営

収容人員　100名（男40名、女60名）
 敷地面積　9,139㎡（自己所有地）
 建物面積　1,899㎡（平屋建）
 建物構造　簡易耐火構造（コンク
リートブロック造）
 敷地内に作業訓練用の畑地がある。

（約3,000㎡）

　知的・身体・精神等の障
害によって、日常生活を営
むことが困難な要保護者を
入所させている。
知的障害 22.9％
身体障害 12.5％
精神障害 30.2％
身＋知 11.5％
身＋精 3.1％
知＋精 10.4％
身＋知＋精 2.1％
その他 7.3％
　高齢化が進み平均年齢66
歳となっている。

回答なし 昭和48年
2月1日

市内に居住する要保護者で自立して
生活することが困難な世帯が、増加
してきたことまた、そういう施設に
対する需要が多くなってきたことに
よる。

回答なし 回答なし
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

■大8：札幌無料宿泊所開設

■昭21：社団・札幌市明啓院に改組

○特老ホーム併設 ■昭27：社福・札幌明啓院に改組 ■昭42：救護施設に変更

■昭27：更生施設開設 ■昭47：増築 ■平11：新築

定250 定130 定200 定160

○前身：結核回復者収容施設 ■昭37：社・札幌更生会
（市が設置・運営を業務委託）

■昭37：宿泊提供施設
「札幌あけぼの荘」開設
（結核回復者収容施設）

■昭41：救護施設
に変更

定50 定50
定100

○前身：簡易宿泊所→更生施設 ■昭20：終戦直後、簡易宿泊所としてスタート ■昭47：公設公営

施設の概要

90

100

北

160 ○前身：札幌無料宿泊所→更
生施設

2000年代（■平成）
施設の特徴等

（調査結果からポイント抜粋）

○障害者多数、入所期間の長
期化、高齢化、全面介護者の増

○障害者７割、入所期間の長
期化、高齢化、重度化

■平12：社福法人へ設

○併設なし、ホームレスの緊急
一時入所

3

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①札幌明啓院

②③社福・札幌

明啓院

1 北
海
道

①札幌市あけぼ

の荘

②札幌市

③社福・札幌厚

生会

①東明寮

②③社福・帯広

太陽福祉会

①函館共働宿泊

所救護部

②③社福・函館

共働宿泊所

①白石福祉園

②③社福・札幌

厚生会

①静心寮

②③社福・札幌

厚生会

①函館厚生院高

丘寮

②③社福・函館

厚生院

①明和園

②③社福・函館

市民生事業協会 

  

  

  ①まことホーム

②③社福・至誠

会

北
海
道

2

○前身：簡易宿泊所 更生施設 ■昭20：終戦直後、簡易宿泊所としてスタ ト ■昭47：公設公営

○身体、精神、知的等の総合施設 ■昭25：更生施設「愛泉館」開設 ■昭47：救護施設「東明寮」開設

○併設なし ■昭24：施設整備

○平均年齢60歳、最高齢93歳 定40 定100 定80

○平均入所期間15年

○前身：無料宿泊所→更生施設 ■明43：函館無料宿泊所開設

○併設なし ■大6：財団法人設立 ■昭27：社福・函館共働宿泊所へ改組

○知的32人、統合失調症35人 ■昭22：更生施設開設

転移：44昭■設開部護救所泊宿働共館函と設施護救：72昭■歳66齢年均平○

定70 定100

○前身：小規模宿泊援護事業 ■昭29：国体開催、浮浪者対策として小規模宿
泊援護事業開始○２人１室が主体
■昭29：救護施設「白石福祉園」開設

設開」所療診石白「属付：13昭■
しな設併○

定30 増築 増築 新築・移転

定70 定100 定150 定100

■大元：引取人のいない釈放者の収容保護を開始

100

○平均年齢67歳、障害者９割
で、高年齢で障害者が多い

○前身：引き取り手のない釈放
者を収容保護 更生施設

100

100

海
道

■平15：新
築、移転

置・運営を移管

5

北
海

6

北
海
道

北
海
道

4

大元 引取 な 釈放者 収容保護を開始

■大14：財・札幌■大化院設立 ■昭28：社福・札幌更生会

■昭5：授産施設開設（定■昭26：授産施設

■昭28：更生施設「清心寮」開設 ■平3：「清和寮」閉

○ホームレスの緊急一時入所 ■昭29：国体開催、浮浪者対策として桑園分寮を開設 ■昭46：一時宿泊施設「清和荘」開設

再業事：24昭■鎖閉寮分園桑：13昭■心中者害障、歳76齢年均平○ 開■昭47：救護施設に変更

○平均入所期間19年 移転・新築

○若年と高齢者の自立度の差が大 定40 定100 定100 新築・移転、

○前身、併設なし ■昭39：旧函館厚生院
養老院の建物を使用し、
救護施設として開設

○平均年齢66歳、平均入所期間31年

定40 定120
09定

い多者度重、割３複重、割５障知○

託受会協業事生民市館函・福社・置設市：52昭■しな設併、設施生更：身前○

・置設に人法福社：33昭■歳76女、歳16男齢年均平○ 運

■昭41：新築・移転
設開」寮生民館函「設施生更：52昭■

人23神精、心中者害障○
■昭48：更生施設廃止、救護施設「明和園」開設

001定031定

○前身なし ■昭35：財・済誠会が主体
となり社福・至誠会設立

■平10：ホームレス緊急一時入
所受入れ開始

■平8：老人・身障のデイサービスセン
ター併設

者を収容保護→更生施設

○老人・障害デイ、居宅介護支
援センター併設

120

120

84

海
道

8

7 北
海
道

9

北
海
道

青
森 ○法人内に救護施設あり

■昭35：救護施設「十和田
救護院」開設

■昭45：分院が緊急救護施設「誠幸園」として独立（定120）○障害者中心、重度化

定30
■昭55：新築・移転、改称「まことホーム」へ○平均入所期間21年

定70 定100
○平均年齢62歳、高齢化

■昭40：定130、
うち分院30を設立

○要介護者の増加

定190、うち分院90

定210、うち分院90

定250、うち分院130

森
県

年　　　表

（4）救護施設年表
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

■大8：札幌無料宿泊所開設

■昭21：社団・札幌市明啓院に改組

○特老ホーム併設 ■昭27：社福・札幌明啓院に改組 ■昭42：救護施設に変更

■昭27：更生施設開設 ■昭47：増築 ■平11：新築

定250 定130 定200 定160

○前身：結核回復者収容施設 ■昭37：社・札幌更生会
（市が設置・運営を業務委託）

■昭37：宿泊提供施設
「札幌あけぼの荘」開設
（結核回復者収容施設）

■昭41：救護施設
に変更

定50 定50
定100

○前身：簡易宿泊所→更生施設 ■昭20：終戦直後、簡易宿泊所としてスタート ■昭47：公設公営

施設の概要

90

100

北

160 ○前身：札幌無料宿泊所→更
生施設

2000年代（■平成）
施設の特徴等

（調査結果からポイント抜粋）

○障害者多数、入所期間の長
期化、高齢化、全面介護者の増

○障害者７割、入所期間の長
期化、高齢化、重度化

■平12：社福法人へ設

○併設なし、ホームレスの緊急
一時入所

3

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①札幌明啓院

②③社福・札幌

明啓院

1 北
海
道

①札幌市あけぼ

の荘

②札幌市

③社福・札幌厚

生会

①東明寮

②③社福・帯広

太陽福祉会

①函館共働宿泊

所救護部

②③社福・函館

共働宿泊所

①白石福祉園

②③社福・札幌

厚生会

①静心寮

②③社福・札幌

厚生会

①函館厚生院高

丘寮

②③社福・函館

厚生院

①明和園

②③社福・函館

市民生事業協会 

  

  

  ①まことホーム

②③社福・至誠

会

北
海
道

2

○前身：簡易宿泊所 更生施設 ■昭20：終戦直後、簡易宿泊所としてスタ ト ■昭47：公設公営

○身体、精神、知的等の総合施設 ■昭25：更生施設「愛泉館」開設 ■昭47：救護施設「東明寮」開設

○併設なし ■昭24：施設整備

○平均年齢60歳、最高齢93歳 定40 定100 定80

○平均入所期間15年

○前身：無料宿泊所→更生施設 ■明43：函館無料宿泊所開設

○併設なし ■大6：財団法人設立 ■昭27：社福・函館共働宿泊所へ改組

○知的32人、統合失調症35人 ■昭22：更生施設開設

転移：44昭■設開部護救所泊宿働共館函と設施護救：72昭■歳66齢年均平○

定70 定100

○前身：小規模宿泊援護事業 ■昭29：国体開催、浮浪者対策として小規模宿
泊援護事業開始○２人１室が主体
■昭29：救護施設「白石福祉園」開設

設開」所療診石白「属付：13昭■
しな設併○

定30 増築 増築 新築・移転

定70 定100 定150 定100

■大元：引取人のいない釈放者の収容保護を開始

100

○平均年齢67歳、障害者９割
で、高年齢で障害者が多い

○前身：引き取り手のない釈放
者を収容保護 更生施設

100

100

海
道

■平15：新
築、移転

置・運営を移管

5

北
海

6

北
海
道

北
海
道

4

大元 引取 な 釈放者 収容保護を開始

■大14：財・札幌■大化院設立 ■昭28：社福・札幌更生会

■昭5：授産施設開設（定■昭26：授産施設

■昭28：更生施設「清心寮」開設 ■平3：「清和寮」閉

○ホームレスの緊急一時入所 ■昭29：国体開催、浮浪者対策として桑園分寮を開設 ■昭46：一時宿泊施設「清和荘」開設

再業事：24昭■鎖閉寮分園桑：13昭■心中者害障、歳76齢年均平○ 開■昭47：救護施設に変更

○平均入所期間19年 移転・新築

○若年と高齢者の自立度の差が大 定40 定100 定100 新築・移転、

○前身、併設なし ■昭39：旧函館厚生院
養老院の建物を使用し、
救護施設として開設

○平均年齢66歳、平均入所期間31年

定40 定120
09定

い多者度重、割３複重、割５障知○

託受会協業事生民市館函・福社・置設市：52昭■しな設併、設施生更：身前○

・置設に人法福社：33昭■歳76女、歳16男齢年均平○ 運

■昭41：新築・移転
設開」寮生民館函「設施生更：52昭■

人23神精、心中者害障○
■昭48：更生施設廃止、救護施設「明和園」開設

001定031定

○前身なし ■昭35：財・済誠会が主体
となり社福・至誠会設立

■平10：ホームレス緊急一時入
所受入れ開始

■平8：老人・身障のデイサービスセン
ター併設

者を収容保護→更生施設

○老人・障害デイ、居宅介護支
援センター併設

120

120

84

海
道

8

7 北
海
道

9

北
海
道

青
森 ○法人内に救護施設あり

■昭35：救護施設「十和田
救護院」開設

■昭45：分院が緊急救護施設「誠幸園」として独立（定120）○障害者中心、重度化

定30
■昭55：新築・移転、改称「まことホーム」へ○平均入所期間21年

定70 定100
○平均年齢62歳、高齢化

■昭40：定130、
うち分院30を設立

○要介護者の増加

定190、うち分院90

定210、うち分院90

定250、うち分院130

森
県

年　　　表
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身、併設なし ■昭37：社福・青森県玉葉会設立

○地域交流ホームを地域開放 ■昭38：救護施設「白鳥
ホーム」開設

全面改築

130青
森

11
森
県

○障害者中心
031定021定001定57→05定○平均年齢62歳、平均利用期間28年

○前身なし 託委に団業事祉福会社県手岩を営運：15昭■

）05定（設開てしと

設施護救の営県立県：73昭■

○精障・知障グループホーム併設

○精障、知障中心 増築

○平均年齢61歳 07定05定

○前身なし、知障施設の補完的役割を担う ■昭48：社福・岩手県社会福祉事業団に経営委託。救護施設として開設 ■平10：ＧＨ（グループホーム）開設

■平13：施設機能利用事業開始、ＧＨ開

○平均年齢62歳

○精障を有する利用者が増加64％ ■平15：第２共同生活をＧＨに移行

○短期入所者と長期入所者の両極化傾向 ）91平■～（築改：71平■001定05定

○前身なし ■昭37：県立県営の

救護施設として開設○知障居宅介護等事業併設 増築

001定07定年02間期所入均平、歳26齢年均平○

県

○知障グループホーム、保護
施設通所事業、共同生活ホー
ム他併設

■平14：共同生活ホーム、保護施設通
所事業他実施

100

100

■平18：県立民営から
完全民営化、岩手県社
会福祉事業団の設置、
運営となる予定

■平13：県福祉事業
団に運営委託

■平17：県社
協へ運営委

70

14

岩
手
県

12

13

宮
城
県

岩
手
県

○重複障害46人

○前身：矯正施設 ■戦前：矯正施設「東北国栄学院」 ■昭41：社福・国見会設立

○特養、デイサービス他併設 立設に地隣を養特：9平■築増築改

設開

」荘山東設施護救「：14昭■

○平均入所期間20年 67定05定

○知障45％、精障22％、近年の入所者には精障が多い

立設の会葉玉県田秋・財：63昭■しな設併、身前○

管移へ会協生更県田秋・福社：54昭■■昭37：社福・秋田県玉葉会へ移管

■昭37：「つつじヶ丘ホーム」設立

○平均年齢60歳、高齢化 ■昭39：秋田県社会福祉事業
団救護施設「玉葉荘」へ改称。○知障が多いのが特徴

築増築増 増築

051定031定002定58定
向傾加増が障精は者所入の年近○

○前身：更生施設、併設なし ■昭55：社福・秋田厚生協会から社福・秋田県民生協会へ移管

○合併障害が多く、高齢化、重度化 ■昭43：更生施設「愛生園■昭50：改称「大野台ひばりが丘ホーム」から「ひばりヶ丘ホーム」へ 増改築

○平均年齢60歳 55定05定

■昭36：「紅花ホーム」開所

150

55

○法人内、特養、身障療護、知
障児施設、ケアハウス他あり

76

託

130 ○前身なし、手をつなぐ親の会

17

18

15

秋
田
県

宮
城
県

16 秋
田
県

山

増築 ■平15：全面改

定100 定130

■昭36：精神病寛解者のための
「県立緊急救護施設泉荘」開設

設開てしと設施護救急救、しな身前○

○精障グループホーム、救護施設居宅生活訓練事業併設 ■昭47：社福・山形県社会福祉事業団へ運営を移管

■昭39：緊急救護施設
から一般救護施設へ変更

施実）業事自独（業事点拠動活中日、開展業事てしと点拠の祉福域地○

○平均年齢59歳、平均入所期間13年 改築

05定％48症調失合統○ 定80

■昭45：救護施設「みやま荘」開設

県設置、社・山形県社会福祉事業団が受託経営

○精障・知障地域生活支援事業併設 定100

○平均年齢57歳、平均入所期間14年

○精障95人

80

130

■平6：精神障害者生活援助事業、共同住
宅、地域作業所、知的障害者居宅生活支援
事業を開始

、
の要望の訴えを背景に開設

100 ○前身なし、精障入院者の退
院後の受け皿として（中間施設
的運用）

19

20 山
形
県

山
形
県

形
県

①白鳥ホーム

②③社福・青森

県玉葉会

①岩手県立好地荘

②岩手県

③社福・岩手県

社会福祉事業団

①岩手県立松山

荘

②岩手県

③社福・岩手県

社会福祉事業団

①宮城県太白荘

②宮城県

③社福・宮城県

社会福祉協議会

①東山荘

②③社福・国見

会

①玉葉荘

②③社福・秋田

県厚生協会 

  

  

  

  

  ①ひばりが丘ホ
ーム
②③社福・秋田
県民生協会 
  
  
①紅花ホーム

②③社福・山形

県玉葉会

①山形県立泉荘

②山形県

③社福・山形県

社会福祉事業団

①山形県立みや

ま荘

②山形県

③社福・山形県

社会福祉事業団

  

  

  

  

①誠幸園

②③社福・至誠

会

○救護施設の分院として開設 ■昭35：財・済誠会が主体
となり社福・至誠会設立○前身：緊急救護施設
■昭35：救護施設「十和田
救護院」開設

○併設：身障デイ

■昭40：現在の救護施設
「まことホーム」分院として開設

○精神障害、重複障害がほとんど

■昭41：救急救護施設開設

○65歳以上が４割

■昭45：分離独立

○要身体介護者が増加

定30

定90→130 定140 定150

15010 青
森
県
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身、併設なし ■昭37：社福・青森県玉葉会設立

○地域交流ホームを地域開放 ■昭38：救護施設「白鳥
ホーム」開設

全面改築

130青
森

11
森
県

○障害者中心
031定021定001定57→05定○平均年齢62歳、平均利用期間28年

○前身なし 託委に団業事祉福会社県手岩を営運：15昭■

）05定（設開てしと

設施護救の営県立県：73昭■

○精障・知障グループホーム併設

○精障、知障中心 増築

○平均年齢61歳 07定05定

○前身なし、知障施設の補完的役割を担う ■昭48：社福・岩手県社会福祉事業団に経営委託。救護施設として開設 ■平10：ＧＨ（グループホーム）開設

■平13：施設機能利用事業開始、ＧＨ開

○平均年齢62歳

○精障を有する利用者が増加64％ ■平15：第２共同生活をＧＨに移行

○短期入所者と長期入所者の両極化傾向 ）91平■～（築改：71平■001定05定

○前身なし ■昭37：県立県営の

救護施設として開設○知障居宅介護等事業併設 増築

001定07定年02間期所入均平、歳26齢年均平○

県

○知障グループホーム、保護
施設通所事業、共同生活ホー
ム他併設

■平14：共同生活ホーム、保護施設通
所事業他実施

100

100

■平18：県立民営から
完全民営化、岩手県社
会福祉事業団の設置、
運営となる予定

■平13：県福祉事業
団に運営委託

■平17：県社
協へ運営委

70

14

岩
手
県

12

13

宮
城
県

岩
手
県

○重複障害46人

○前身：矯正施設 ■戦前：矯正施設「東北国栄学院」 ■昭41：社福・国見会設立

○特養、デイサービス他併設 立設に地隣を養特：9平■築増築改

設開

」荘山東設施護救「：14昭■

○平均入所期間20年 67定05定

○知障45％、精障22％、近年の入所者には精障が多い

立設の会葉玉県田秋・財：63昭■しな設併、身前○

管移へ会協生更県田秋・福社：54昭■■昭37：社福・秋田県玉葉会へ移管

■昭37：「つつじヶ丘ホーム」設立

○平均年齢60歳、高齢化 ■昭39：秋田県社会福祉事業
団救護施設「玉葉荘」へ改称。○知障が多いのが特徴

築増築増 増築

051定031定002定58定
向傾加増が障精は者所入の年近○

○前身：更生施設、併設なし ■昭55：社福・秋田厚生協会から社福・秋田県民生協会へ移管

○合併障害が多く、高齢化、重度化 ■昭43：更生施設「愛生園■昭50：改称「大野台ひばりが丘ホーム」から「ひばりヶ丘ホーム」へ 増改築

○平均年齢60歳 55定05定

■昭36：「紅花ホーム」開所

150

55

○法人内、特養、身障療護、知
障児施設、ケアハウス他あり

76

託

130 ○前身なし、手をつなぐ親の会

17

18

15

秋
田
県

宮
城
県

16 秋
田
県

山

増築 ■平15：全面改

定100 定130

■昭36：精神病寛解者のための
「県立緊急救護施設泉荘」開設

設開てしと設施護救急救、しな身前○

○精障グループホーム、救護施設居宅生活訓練事業併設 ■昭47：社福・山形県社会福祉事業団へ運営を移管

■昭39：緊急救護施設
から一般救護施設へ変更

施実）業事自独（業事点拠動活中日、開展業事てしと点拠の祉福域地○

○平均年齢59歳、平均入所期間13年 改築

05定％48症調失合統○ 定80

■昭45：救護施設「みやま荘」開設

県設置、社・山形県社会福祉事業団が受託経営

○精障・知障地域生活支援事業併設 定100

○平均年齢57歳、平均入所期間14年

○精障95人

80

130

■平6：精神障害者生活援助事業、共同住
宅、地域作業所、知的障害者居宅生活支援
事業を開始

、
の要望の訴えを背景に開設

100 ○前身なし、精障入院者の退
院後の受け皿として（中間施設
的運用）

19

20 山
形
県

山
形
県

形
県

①白鳥ホーム

②③社福・青森

県玉葉会

①岩手県立好地荘

②岩手県

③社福・岩手県

社会福祉事業団

①岩手県立松山

荘

②岩手県

③社福・岩手県

社会福祉事業団

①宮城県太白荘

②宮城県

③社福・宮城県

社会福祉協議会

①東山荘

②③社福・国見

会

①玉葉荘

②③社福・秋田

県厚生協会 

  

  

  

  

  ①ひばりが丘ホ
ーム
②③社福・秋田
県民生協会 
  
  
①紅花ホーム

②③社福・山形

県玉葉会

①山形県立泉荘

②山形県

③社福・山形県

社会福祉事業団

①山形県立みや

ま荘

②山形県

③社福・山形県

社会福祉事業団

  

  

  

  

①誠幸園

②③社福・至誠

会

○救護施設の分院として開設 ■昭35：財・済誠会が主体
となり社福・至誠会設立○前身：緊急救護施設
■昭35：救護施設「十和田
救護院」開設

○併設：身障デイ

■昭40：現在の救護施設
「まことホーム」分院として開設

○精神障害、重複障害がほとんど

■昭41：救急救護施設開設

○65歳以上が４割

■昭45：分離独立

○要身体介護者が増加

定30

定90→130 定140 定150

15010 青
森
県
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身、併設なし ■昭36：町立 ■昭49：設置、運営主体を、社福・矢吹救護院天風寮に移管

○障害の種類・程度は多種多様 ■昭36：「矢吹救護院
天風寮」開設へ

■平11：改称「矢吹緑風園」へ

○年齢層も30～80代まで

○前身、併設なし 築改・転移：9平■設開てしと」院護救江浪県島福「：64昭■

○平均年齢63歳、平均入所期間22年

■昭49：福島県総合社会福祉施設太陽の国の３番目の施設として開所

50

150 ○前身なし、救護施設、身障更
生、身障療護、知障更生、特老
等 併設施設多数の総合福祉

100

○近年は、脳血管疾患後遺
症、身障、高次脳機能障害、身
障、精障回復途上者がほとんど

23

福
島
県

福
島
県

福
島
県

24

25

県

①矢吹緑風園

②③社福・矢吹

救護院天風寮

①福島県浪江ひ

まわり荘

②福島県

③社福・福島県

社会福祉事業団

①福島県からま

つ荘

②福島県

③社福・福島県

社会福祉事業団

①やしおみ荘

②③社福・誠心

会

①救護施設長生

園

②③社福・北養会

①鹿島更生園救

護寮

②③社福・鹿島

更生園

①慈翠館

②③社福・滴翠

会 

  

  
①鳴鶴寮

②③社福・鳩巣

会

①妙義白雲寮

②③妙義町 

  

  

①緑荘

②③社福・緑会

①救護施設ナザレ園

②③社福・ナザ

レ園

定150

○平均年齢59歳、平均入所期間22年

○知障116人、要介護者104人

○前身、併設なし、複合障害者を総合的に受け入れる必要あり ■昭55：複合障害者のため救護施設「やしおみ荘」開設

○50歳以上90％、知障40％、知障精神の複合34％ ■昭58：作業室兼機能訓練室設置

○高齢化、重度化、有病者の増加 定50 定80

○前身なし、低所得、無所得の視覚障害者を対象に開設 ■昭42：低所得、無所得の視覚障害者のための救護施設「ナザレ園」開設

○養護老人・盲老人ホーム、特老、介保居宅事業併設 増築

○精神科からの入所者が半数以上、精障が多い 定60 定90

○前身なし、介護老人福祉施設他併設、中学校と隣接交流あり ■昭28：県立救護施設「長生園」開設 ■昭60：特老と統合、改称「茨城県立長生園」 ■平16：改称「長生園」

○平均年齢60歳、平均入所期間12年と長期高齢化 増築 改築

001定07定03定つもを障精が割７○ 定50

○前身：結核療養所 （結核療養所）■昭33：救護施設開設

■昭36：緊急救護事業開始（定50）

■昭38：緊急救護事業の定100

■平14：寮舎建
替え

■平16：社福・北養会に
設置、運営を移管

100

○併設：知障更生援護寮、知
障短期入所、知障相談支援事

80

、
施設

50

90

26 福
島
県

茨
城
県

28

27

29

茨
城
県

茨
城
県

：

○医療と福祉事業の実践の場 ■昭39：緊急救護取扱い廃止、
救護施設の取扱いとなる

○近年、精神病院からの長期入院者の入所依頼増
■昭39：知的障害者更生施設
援護寮開設にともない救護寮の
定100

○年齢は60歳前後が中心

定50 定100

○前身なし、特老、デイ、養護老人ホーム併設 ■昭53：公立救護施設の建て替え・定減による、行政からの要請で開設

○平均年齢60歳、平均入所期間13年

○知障33％、精障26％、重複38％

○前身なし、知障児施設、知障更生、知障デイ併設 ■昭31：栃木県唯一の救護施設として開設

○60歳以上78％、平均入所期間20年以上54％ 増築 増築 増築 増築

○長期入所化、高齢化、重度化、重複障害が多い 定40 定70 定113 定120 定150

○近年、高齢者、脳卒中後遺症、精神病院からの入所多い

○前身、併設なし ■昭35：緊急救護施設として開設

■昭37：救護施設となる ■平2：移転・改築

定50 定80

○前身・精神病院あり、退院者の社会復帰のための中間施設として開設 ■昭40：精神病経営者が退院者
のための中間施設として開設

業

80

○精障が多いが、知障、身障、
病弱、生活障害等各種障害者
が入所

100

70

150

33

32

31

30

群
馬

群
馬
県

茨
城
県

栃
木
県

○特老併設
001定06定05定○近年、生活習慣病による障害者の入所が多い（糖尿病、アルコール依存等）

定70

馬
県

清市山郡「称改：64昭■設開」所護救容収山郡「部支山郡会護援胞同、てしと策対者浪浮の後戦：12昭■しな設併、所護救容収：身前○ 」園わいせ山郡「称改：5平■園護救和

管移を営運、置設へ会議協祉福会社市：72昭■どんとほが害障複重、害障３○ ■昭53：社・郡山清和救護園へ設置・運営を移管

移転

■平4：高齢者対象在宅訪問給食サービス、児童対象

8021 福
島
県

○平均年齢62歳、高齢化 移転

○平均入所期間22年、長期化 定47 定50 定80

○前身：救護院、併設なし ■昭28：公立救護院として開設 ■平4：「福島県喜多方しののめ荘」に改称

○平均年齢62歳、平均入所期間22年 移転・改築

○知障39人、精神26人 定30 定80 定50

5022 福
島
県

県

①郡山せいわ園

②③社福・郡山

清和救護園

①福島県喜多方

しののめ荘

②③福島県 
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身、併設なし ■昭36：町立 ■昭49：設置、運営主体を、社福・矢吹救護院天風寮に移管

○障害の種類・程度は多種多様 ■昭36：「矢吹救護院
天風寮」開設へ

■平11：改称「矢吹緑風園」へ

○年齢層も30～80代まで

○前身、併設なし 築改・転移：9平■設開てしと」院護救江浪県島福「：64昭■

○平均年齢63歳、平均入所期間22年

■昭49：福島県総合社会福祉施設太陽の国の３番目の施設として開所

50

150 ○前身なし、救護施設、身障更
生、身障療護、知障更生、特老
等 併設施設多数の総合福祉

100

○近年は、脳血管疾患後遺
症、身障、高次脳機能障害、身
障、精障回復途上者がほとんど

23

福
島
県

福
島
県

福
島
県

24

25

県

①矢吹緑風園

②③社福・矢吹

救護院天風寮

①福島県浪江ひ

まわり荘

②福島県

③社福・福島県

社会福祉事業団

①福島県からま

つ荘

②福島県

③社福・福島県

社会福祉事業団

①やしおみ荘

②③社福・誠心

会

①救護施設長生

園

②③社福・北養会

①鹿島更生園救

護寮

②③社福・鹿島

更生園

①慈翠館

②③社福・滴翠

会 

  

  
①鳴鶴寮

②③社福・鳩巣

会

①妙義白雲寮

②③妙義町 

  

  

①緑荘

②③社福・緑会

①救護施設ナザレ園

②③社福・ナザ

レ園

定150

○平均年齢59歳、平均入所期間22年

○知障116人、要介護者104人

○前身、併設なし、複合障害者を総合的に受け入れる必要あり ■昭55：複合障害者のため救護施設「やしおみ荘」開設

○50歳以上90％、知障40％、知障精神の複合34％ ■昭58：作業室兼機能訓練室設置

○高齢化、重度化、有病者の増加 定50 定80

○前身なし、低所得、無所得の視覚障害者を対象に開設 ■昭42：低所得、無所得の視覚障害者のための救護施設「ナザレ園」開設

○養護老人・盲老人ホーム、特老、介保居宅事業併設 増築

○精神科からの入所者が半数以上、精障が多い 定60 定90

○前身なし、介護老人福祉施設他併設、中学校と隣接交流あり ■昭28：県立救護施設「長生園」開設 ■昭60：特老と統合、改称「茨城県立長生園」 ■平16：改称「長生園」

○平均年齢60歳、平均入所期間12年と長期高齢化 増築 改築

001定07定03定つもを障精が割７○ 定50

○前身：結核療養所 （結核療養所）■昭33：救護施設開設

■昭36：緊急救護事業開始（定50）

■昭38：緊急救護事業の定100

■平14：寮舎建
替え

■平16：社福・北養会に
設置、運営を移管

100

○併設：知障更生援護寮、知
障短期入所、知障相談支援事

80

、
施設

50

90

26 福
島
県

茨
城
県

28

27

29

茨
城
県

茨
城
県

：

○医療と福祉事業の実践の場 ■昭39：緊急救護取扱い廃止、
救護施設の取扱いとなる

○近年、精神病院からの長期入院者の入所依頼増
■昭39：知的障害者更生施設
援護寮開設にともない救護寮の
定100

○年齢は60歳前後が中心

定50 定100

○前身なし、特老、デイ、養護老人ホーム併設 ■昭53：公立救護施設の建て替え・定減による、行政からの要請で開設

○平均年齢60歳、平均入所期間13年

○知障33％、精障26％、重複38％

○前身なし、知障児施設、知障更生、知障デイ併設 ■昭31：栃木県唯一の救護施設として開設

○60歳以上78％、平均入所期間20年以上54％ 増築 増築 増築 増築

○長期入所化、高齢化、重度化、重複障害が多い 定40 定70 定113 定120 定150

○近年、高齢者、脳卒中後遺症、精神病院からの入所多い

○前身、併設なし ■昭35：緊急救護施設として開設

■昭37：救護施設となる ■平2：移転・改築

定50 定80

○前身・精神病院あり、退院者の社会復帰のための中間施設として開設 ■昭40：精神病経営者が退院者
のための中間施設として開設

業

80

○精障が多いが、知障、身障、
病弱、生活障害等各種障害者
が入所

100

70

150

33

32

31

30

群
馬

群
馬
県

茨
城
県

栃
木
県

○特老併設
001定06定05定○近年、生活習慣病による障害者の入所が多い（糖尿病、アルコール依存等）

定70

馬
県

清市山郡「称改：64昭■設開」所護救容収山郡「部支山郡会護援胞同、てしと策対者浪浮の後戦：12昭■しな設併、所護救容収：身前○ 」園わいせ山郡「称改：5平■園護救和

管移を営運、置設へ会議協祉福会社市：72昭■どんとほが害障複重、害障３○ ■昭53：社・郡山清和救護園へ設置・運営を移管

移転

■平4：高齢者対象在宅訪問給食サービス、児童対象

8021 福
島
県

○平均年齢62歳、高齢化 移転

○平均入所期間22年、長期化 定47 定50 定80

○前身：救護院、併設なし ■昭28：公立救護院として開設 ■平4：「福島県喜多方しののめ荘」に改称

○平均年齢62歳、平均入所期間22年 移転・改築

○知障39人、精神26人 定30 定80 定50

5022 福
島
県

県

①郡山せいわ園

②③社福・郡山

清和救護園

①福島県喜多方

しののめ荘

②③福島県 
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①太陽の家

②③社福・同仁

会

①育心寮

②③社福・育心

会 

  

  
①羽生園

②③社福・西熊

会

①千葉県松風園

②③千葉県

①厚生園

②③社福・善隣

会 

  

  
①房総平和園

②③大網白里町 

  

  

  

①千葉県救護盲

老人施設猿田荘

②千葉県

③社福・恩賜財

団済生会

①成田市愛光園

②③成田市

①光の家神愛園

②③社福・東京

光の家

①黎明寮

②③社福・黎明

会

①あかつき

②③社福・黎明

会

○前身なし、特老、知障更生、授産移設、保育園併設■昭25：財・育心会設立

○平均年齢65歳、平均入所期間27年 ■昭27：社福・育心会に組織変更

04定％82複重、％35障知○ 定172 定252

○前身：精神病院経営の財団、併設なし ■昭46：精神病院を経営する財団法人が救護施設を開設

○平均年齢65歳、平均入所期間17年 全面改築

○知障45％、精障45％ 定50 定104

○前身、併設なし ■昭38：県立の救
護施設として開設○平均年齢6１歳、平均入所期間13年

05定％81複重、％03障知、％43障精○ 定100

○近年 脳卒中後遺症が多く罹病率増 障害の重度化 重複化

104

100

252

50

千
葉
県

36 埼
玉
県

埼
玉
県

34

35

群
馬
県

37

、 、 、

○前身、併設なし（入所者自治会経営の地域交流活動拠点施設あり） ■昭34：社福・善隣会設立

○平均年齢60歳、入所期間20年以上58％ ■昭34：救護施設「厚生園」開設 移転・新築

○重複76％、最重度、重度が手帳所持者中78％ 定60 定80 定85

○前身、併設なし、精障の救急救護施設として開設 ■昭33：精神障害者のための
町立緊急救護施設として開設○知障65％、重複が多い

■昭36：緊急救護施設
を町立救護施設に変更

○平均入所期間25年

定45
○障害の重度化、高齢化

定30 定75

○前身なし、盲養護老人ホーム併設 ■昭47：千葉県が設置、社・済生会が受託し、救護施設開催、同時に養護（盲）老人施設も県が設置、同会が受託

○年齢20～80代、入所期間30年以上３割 定50

○身障、身障との重複が多い

○高齢化、重度化

○前身、併設なし、精神病院に社会的入院している重度者の対応の必要があり ■昭55：市が開設

○年齢40～70代、平均入所期間16年 定50

○精障12人、重複26人

50

75

85

50

千
葉
県

38 千
葉
県

千
葉
県

39

41

40

千
葉
県

○前身：更生事業→更生施設 ■昭4：盲人の宿泊、慰安事業を開始

■戦後：傷痍軍人（盲人）の宿泊更生事業に専念

■昭25：財団法人設立、更生施設となる

更変に設施護救：03昭■年81間期所入均平、歳36齢年均平○ ■昭49：救護施設の一部を授産施設に転換

転移割８害障複重盲○ ■昭54：救護施設の一部を更生援護施設に転換 改築

08定86定111定131定621定84定24定22定割９が障身度重○

定72 定147

○前身：収容保護事業→更生
施設

■昭20：施設団体社会事業厚生会館を設立

■昭22：財・厚生会館を設立（■昭27：社福・黎明会に改組）

■昭22：生保法の収容保護事業開始、診療所開設

■昭26：更生施設「澄水園」開設

■昭29：更生施設「澄水園」の一部を救護施設に変更

設開院病、設開」寮明黎「設施護救：23昭■年41間期所入均平、歳06齢年均平○

○知障４割、精障４割 ■昭40：救護施設「澄水園」へ統合

■昭43：北区の救護施設「澄水園」が知的障害者更生施設に転換したことにより、もとの名称、救護施設「黎明寮」復活

定88 増築 改築 改築

○盲人ホーム、身障更生・授産
併設

42 東
京
都

80

43 東
京
都 ○救護施設、知障更生・授産

（通所）、特老、老健、診療所、
有料老人ホーム併設

100

○前身：緊急救護施設として開設、精神病院の社会的入院者への対応 ■昭34：小平市の救護施設「黎明寮」
の分室として事業開始（定63）○保護施設通所事業併設

■昭40：緊急救護施設
「あかつき」に改称

■平成3：救護施設通所事業開始

○精神病院退院者９割

増築 ■昭48：緊急救護施設特例廃止、一般救護となる
○統合失調症８割、精障が96％

増築 改築
○平均年齢60歳、平均入所期間10年

定63 定163 増築
○ここ10年で56人が社会復帰

定103 定206 定209 定197 定195

■平6：居室２人部屋へ
など改装

■平14：救護施

設通所事業から
保護施設通所事
業に制度変更、
地域生活支援棟
を新設

195東
京
都

44



救護施設の動態 249

1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①太陽の家

②③社福・同仁

会

①育心寮

②③社福・育心

会 

  

  
①羽生園

②③社福・西熊

会

①千葉県松風園

②③千葉県

①厚生園

②③社福・善隣

会 

  

  
①房総平和園

②③大網白里町 

  

  

  

①千葉県救護盲

老人施設猿田荘

②千葉県

③社福・恩賜財

団済生会

①成田市愛光園

②③成田市

①光の家神愛園

②③社福・東京

光の家

①黎明寮

②③社福・黎明

会

①あかつき

②③社福・黎明

会

○前身なし、特老、知障更生、授産移設、保育園併設■昭25：財・育心会設立

○平均年齢65歳、平均入所期間27年 ■昭27：社福・育心会に組織変更

04定％82複重、％35障知○ 定172 定252

○前身：精神病院経営の財団、併設なし ■昭46：精神病院を経営する財団法人が救護施設を開設

○平均年齢65歳、平均入所期間17年 全面改築

○知障45％、精障45％ 定50 定104

○前身、併設なし ■昭38：県立の救
護施設として開設○平均年齢6１歳、平均入所期間13年

05定％81複重、％03障知、％43障精○ 定100

○近年 脳卒中後遺症が多く罹病率増 障害の重度化 重複化

104

100

252

50

千
葉
県

36 埼
玉
県

埼
玉
県

34

35

群
馬
県

37

、 、 、

○前身、併設なし（入所者自治会経営の地域交流活動拠点施設あり） ■昭34：社福・善隣会設立

○平均年齢60歳、入所期間20年以上58％ ■昭34：救護施設「厚生園」開設 移転・新築

○重複76％、最重度、重度が手帳所持者中78％ 定60 定80 定85

○前身、併設なし、精障の救急救護施設として開設 ■昭33：精神障害者のための
町立緊急救護施設として開設○知障65％、重複が多い

■昭36：緊急救護施設
を町立救護施設に変更

○平均入所期間25年

定45
○障害の重度化、高齢化

定30 定75

○前身なし、盲養護老人ホーム併設 ■昭47：千葉県が設置、社・済生会が受託し、救護施設開催、同時に養護（盲）老人施設も県が設置、同会が受託

○年齢20～80代、入所期間30年以上３割 定50

○身障、身障との重複が多い

○高齢化、重度化

○前身、併設なし、精神病院に社会的入院している重度者の対応の必要があり ■昭55：市が開設

○年齢40～70代、平均入所期間16年 定50

○精障12人、重複26人

50

75

85

50

千
葉
県

38 千
葉
県

千
葉
県

39

41

40

千
葉
県

○前身：更生事業→更生施設 ■昭4：盲人の宿泊、慰安事業を開始

■戦後：傷痍軍人（盲人）の宿泊更生事業に専念

■昭25：財団法人設立、更生施設となる

更変に設施護救：03昭■年81間期所入均平、歳36齢年均平○ ■昭49：救護施設の一部を授産施設に転換

転移割８害障複重盲○ ■昭54：救護施設の一部を更生援護施設に転換 改築

08定86定111定131定621定84定24定22定割９が障身度重○

定72 定147

○前身：収容保護事業→更生
施設

■昭20：施設団体社会事業厚生会館を設立

■昭22：財・厚生会館を設立（■昭27：社福・黎明会に改組）

■昭22：生保法の収容保護事業開始、診療所開設

■昭26：更生施設「澄水園」開設

■昭29：更生施設「澄水園」の一部を救護施設に変更

設開院病、設開」寮明黎「設施護救：23昭■年41間期所入均平、歳06齢年均平○

○知障４割、精障４割 ■昭40：救護施設「澄水園」へ統合

■昭43：北区の救護施設「澄水園」が知的障害者更生施設に転換したことにより、もとの名称、救護施設「黎明寮」復活

定88 増築 改築 改築

○盲人ホーム、身障更生・授産
併設

42 東
京
都

80

43 東
京
都 ○救護施設、知障更生・授産

（通所）、特老、老健、診療所、
有料老人ホーム併設

100

○前身：緊急救護施設として開設、精神病院の社会的入院者への対応 ■昭34：小平市の救護施設「黎明寮」
の分室として事業開始（定63）○保護施設通所事業併設

■昭40：緊急救護施設
「あかつき」に改称

■平成3：救護施設通所事業開始

○精神病院退院者９割

増築 ■昭48：緊急救護施設特例廃止、一般救護となる
○統合失調症８割、精障が96％

増築 改築
○平均年齢60歳、平均入所期間10年

定63 定163 増築
○ここ10年で56人が社会復帰

定103 定206 定209 定197 定195

■平6：居室２人部屋へ
など改装

■平14：救護施

設通所事業から
保護施設通所事
業に制度変更、
地域生活支援棟
を新設

195東
京
都

44
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身：重度障害者収容保護施設（無認可） ■昭35：重度障害者収容
保護施設（無認可）開設○平均年齢61歳、平均入所期間16年

■昭37：社福・まり
も会設立

○脳性まひ、脳血管障害等の後遺症、重複がそれぞれ３分の１

■昭37：救護施設
「東京久留米園」開設 ■昭63：「東京久留米園」から「くるめ園」に改称

○障害の重度化、高齢化による疾病の多様化、医療的ニーズの高まり

定50 移転

○前身：軍人援護会、戦災援護 ■戦前：軍人援護会・戦災援護会

○併設なし ■昭21：恩賜財団同胞■昭27：社福・恩賜財団東京同胞援護会

■昭和32：老人ホーム万世敬老園の
一部を利用して事業開始

者害障有が員全○

築増築新
化度重、化齢高るよに化期長の間期所入○ 全面改築

001定06定03定
増所入の害障途中と障精、年近○

東
京
都

東
京
都

45

46

50

100

○前身：生保養老院 ■昭35：社福・多摩養育園経
営の有料老人ホームを転用○診療所、知障更生、軽費老人、特老、養護老人ホーム、保育所併設
■昭35：開設 ■昭52：入所者の一部を知的障害者更生施設へ配置換え○平均年齢65歳、精障34％、知障25％、重複32％

増築 増築 定82○年々、精障の入所増
定42 定62 定180 定160 定86

○前身：保護施設 ■昭21：財・明照会、戦災者、引揚者などための保護施設「村山■昭和寮」開設

○施設独自の通所事業併設 ■昭26：社福・「村山■昭和寮」と■昭35：社福・「村山苑」となる

設開」荘山村「設施護救：63昭■年41間期所入均平、歳46齢年均平○

001定511定441定031定301定69定93定割２複重、割２障知、割３障精○

○年々、重度化 定70 定108

○前身、併設なし ■昭57：開設

○３障害以外に、生活障害、対人関係障害、高齢障害者、ホームレス等多岐の入所者

○高齢化、重度化による、老人ホーム化、サービスの停滞の危惧あり

営運が」りえかみ「福社、設建を」荘崎塩「設施生更が都：72昭■設施供提泊宿→設施生更：身前○

○養護老人ホーム、特老、居宅介護支援事業併設 ■昭35：「塩崎荘」は宿泊提供施設
に変更、荘内の老人ホーム開設、
翌年老人ホームは移転

東
京
都

東
京
都

東
京
都

49

48

47

50 東
京
都

50

100

86

100

○平均年齢50歳、知障９割、近年精障が増加

■昭38：救護施設「優仁ホーム」
開設

■昭38：社福・アゼリヤ設置
（社福・みかえりは分割）

定50 ■平11：全面改築

定100

○前身、併設なし（アルコール依存対応として開設） ■昭52：開設

○前身なし ■昭30：市内福祉会館内に定100の救護施設が併設
されたが、県により「平塚ふじみ園」が設置され移転○保護施設通所事業、救護施設退所者等自立生活援助事業併設

■昭35：開設（上記より移転）○地域に「友の会」（会員345）あり
■平11：入浴サービス終了○平均年齢60歳以上、高齢化

増築 増築 新築 ■平13：老人デイサービス修了○平均入所期間８年以上
定100 定170 定180 ■平13：救護施設退所者等自立生活援助事○精障137人と最多、無障害・無疾患は2人のみ

定150 ■平14：保護施設通所事業

○入所者すべて精神障害者 ■平16：
建て替
え 仮移

50

○生活習慣病の悪化、認知症
発症、身体機能低下等、要介
護度が高まる

■平3：老人デイサービス、短期入所事
業、入浴サービス、救護施設通所事業

180

56

神
奈
川
県

52

東
京
都

神
奈
川

51

53

①くるめ園

②③社福・まりも

会

①昭島荘

②③社福・恩賜

財団東京都同胞

援護会

①光華寮

②③社福・多摩

養育園

①村山荘

②③社福・村山

苑

①さつき荘

②③社福・村山

苑

①優仁ホーム

②③社福・アゼ

リヤ会

①救世軍自省館

②③社福・救世

軍社会事業団

①平塚ふじみ園

②神奈川県

③社福・神奈川

県同胞援護会

①天神寮

②横浜市

③社福・横浜社

会福祉協会

①浦舟園

②横浜市

③社福・横浜社

会福祉協会

○35人オムツ使用者

○重度化

え・仮移
転

■平16：
建て替
え・仮移
転

124

県

54 神
奈
川
県
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身：重度障害者収容保護施設（無認可） ■昭35：重度障害者収容
保護施設（無認可）開設○平均年齢61歳、平均入所期間16年

■昭37：社福・まり
も会設立

○脳性まひ、脳血管障害等の後遺症、重複がそれぞれ３分の１

■昭37：救護施設
「東京久留米園」開設 ■昭63：「東京久留米園」から「くるめ園」に改称

○障害の重度化、高齢化による疾病の多様化、医療的ニーズの高まり

定50 移転

○前身：軍人援護会、戦災援護 ■戦前：軍人援護会・戦災援護会

○併設なし ■昭21：恩賜財団同胞■昭27：社福・恩賜財団東京同胞援護会

■昭和32：老人ホーム万世敬老園の
一部を利用して事業開始

者害障有が員全○

築増築新
化度重、化齢高るよに化期長の間期所入○ 全面改築

001定06定03定
増所入の害障途中と障精、年近○

東
京
都

東
京
都

45

46

50

100

○前身：生保養老院 ■昭35：社福・多摩養育園経
営の有料老人ホームを転用○診療所、知障更生、軽費老人、特老、養護老人ホーム、保育所併設
■昭35：開設 ■昭52：入所者の一部を知的障害者更生施設へ配置換え○平均年齢65歳、精障34％、知障25％、重複32％

増築 増築 定82○年々、精障の入所増
定42 定62 定180 定160 定86

○前身：保護施設 ■昭21：財・明照会、戦災者、引揚者などための保護施設「村山■昭和寮」開設

○施設独自の通所事業併設 ■昭26：社福・「村山■昭和寮」と■昭35：社福・「村山苑」となる

設開」荘山村「設施護救：63昭■年41間期所入均平、歳46齢年均平○

001定511定441定031定301定69定93定割２複重、割２障知、割３障精○

○年々、重度化 定70 定108

○前身、併設なし ■昭57：開設

○３障害以外に、生活障害、対人関係障害、高齢障害者、ホームレス等多岐の入所者

○高齢化、重度化による、老人ホーム化、サービスの停滞の危惧あり

営運が」りえかみ「福社、設建を」荘崎塩「設施生更が都：72昭■設施供提泊宿→設施生更：身前○

○養護老人ホーム、特老、居宅介護支援事業併設 ■昭35：「塩崎荘」は宿泊提供施設
に変更、荘内の老人ホーム開設、
翌年老人ホームは移転

東
京
都

東
京
都

東
京
都

49

48

47

50 東
京
都

50

100

86

100

○平均年齢50歳、知障９割、近年精障が増加

■昭38：救護施設「優仁ホーム」
開設

■昭38：社福・アゼリヤ設置
（社福・みかえりは分割）

定50 ■平11：全面改築

定100

○前身、併設なし（アルコール依存対応として開設） ■昭52：開設

○前身なし ■昭30：市内福祉会館内に定100の救護施設が併設
されたが、県により「平塚ふじみ園」が設置され移転○保護施設通所事業、救護施設退所者等自立生活援助事業併設

■昭35：開設（上記より移転）○地域に「友の会」（会員345）あり
■平11：入浴サービス終了○平均年齢60歳以上、高齢化

増築 増築 新築 ■平13：老人デイサービス修了○平均入所期間８年以上
定100 定170 定180 ■平13：救護施設退所者等自立生活援助事○精障137人と最多、無障害・無疾患は2人のみ

定150 ■平14：保護施設通所事業

○入所者すべて精神障害者 ■平16：
建て替
え 仮移

50

○生活習慣病の悪化、認知症
発症、身体機能低下等、要介
護度が高まる

■平3：老人デイサービス、短期入所事
業、入浴サービス、救護施設通所事業

180

56

神
奈
川
県

52

東
京
都

神
奈
川

51

53

①くるめ園

②③社福・まりも

会

①昭島荘

②③社福・恩賜

財団東京都同胞

援護会

①光華寮

②③社福・多摩

養育園

①村山荘

②③社福・村山

苑

①さつき荘

②③社福・村山

苑

①優仁ホーム

②③社福・アゼ

リヤ会

①救世軍自省館

②③社福・救世

軍社会事業団

①平塚ふじみ園

②神奈川県

③社福・神奈川

県同胞援護会

①天神寮

②横浜市

③社福・横浜社

会福祉協会

①浦舟園

②横浜市

③社福・横浜社

会福祉協会

○35人オムツ使用者

○重度化

え・仮移
転

■平16：
建て替
え・仮移
転

124

県

54 神
奈
川
県



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3252

1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

56 80

○前身：宿泊所→更生施設 ■昭22：勤労者援護対策として岡野宿泊所開設

○法人が16施設、介保13事業を実施 ■昭27：更生施設岡野福祉会館開設（県委託・定160） ■平5：県委託廃止、神奈川県同胞援護会へ移管

○平均年齢63歳、精障９割 ■平8：救護施設に変更

○入所者の固定化、重複重度化、高齢化 定130

設開を」苑港臨「設施供提泊宿：52昭■設施供提泊宿：身前○

○知障通所更生、高齢者デイ、居宅介護支援事業併設 ■昭29：神奈川県福祉協会、宿泊提供施設を ■平5：救護施設開設

○精障７割、開所以来増加

○高齢化、重度化、精神以外の疾病多岐、症状複雑、個別対応のニーズ増

○前身：保護施設→更生施設 戦後：救済事業施設「静岡新生園」開始

■平5：市委託事業として障害
者、老人のデイサービス

■平成17：川
崎聖風福祉
会へ

130神
奈
川
県

神
奈
川
県

55

57 静 80

○婦人保護施設併設 ■昭22：保護施設開始

○入所者30～90歳 ■昭25：財団「静岡新生園」設立、更生施設「静岡新生園」開始

■昭27：社福・「静岡新生園」へ改組

■昭34：社福法人改称「社福・
葵寮」、救護施設「葵寮」開設

定50 定70 定80 移転

○前身：結核保護対策 ■昭25：結核後保護対策として財団・天竜厚生会設立

○併設なし（敷地内診療所あり） ■昭27・社福法人に改組 ■昭36：結核保護から心身障
害者援護に運営方針の変更○平均年齢62歳、精障６割

■昭37：救護施設「清風寮」開設

○近年、急速に高齢化、重度化 定50 定100 全面改築

○前身：救護所→保護施設 ■明34：救護所を設立

○併設なし（養老ホームと合築） ■昭21：保護施設となる

○平均年齢62歳、高齢化 ■昭25：生活保護施設となる

○３障害が平均的に入所 増築 増築 移転・新築

定24 定35 定50 定50

○前身：緊急救護施設として開設、併設な ■し 昭36：開設

○外勤者（自立）から要介護者
まで幅広い入所者層

■平13：社福・静岡
市厚生事業協会に
受託

■平13：養護老人
ホームと合築

100

静60

岡
県

58

静
岡
県

59

静
岡
県

50

80 ■昭36：開設

○平均年齢59歳代、平均入所期間11年、最長45年 増改築

05定援支合混害障３、％56障精○ 定80

○前身：一時収容施設（救護所）■大2：救護所開設

るなと所護救立市松浜：23昭■可認てしと設施護救：12昭■しな設併○ ■昭54：浜松市立西山園となる

05定03定52定％76障精、歳55齢年均平○ 定60 定60

○前身：更生施設 ■昭21：聖隷保養農園に更生授産施設併設、更生保護施設の認可を受ける ■昭53：救護施設「讃栄寮」設立（身障療護施設との複合施設「聖隷厚生園」として）

○保護施設通所事業、精障地域生活援助事業他併設 ■昭29：結核回復者のための「聖隷更生園」となる ■昭53：更生施設を廃止

更変に03定、設施生更：43昭■歳75齢年均平○ ■昭57：デイサービス事業を開始（独自事業）

■昭35：「聖隷更生園」を
「聖隷厚生園」に改称

）帰復会社人６均平年（い多が者院入期長院病神精、割８障精○ 増築 ■平1：通所事業の認可受ける

05定
割３～２護介体身要的常恒○

定50 定60

○前身なし、併設なし（他の救護施設待機者のための施設） ■昭54：開設

○前身  更生保護事業  更生施設 ■明43 出獄者更生保護のための「遠州保護会 開設 ■大2 改称「遠州積善会

■平14：社福・春
風会に委託

50

■平15：精神
障害者地域
生活支援セ
ンター併設、
新築移転（複

合施設改称）

岡
県

静
岡
県

63

61

62 静
岡
県

静64

静
岡
県

80

60

60

50

○多様な障害（身障、知障、精
障、ホームレス、アルコール依
存症、人口透析、人口肛門、人
格障害等）

■大10：「財・遠州仏教積善会」設立

■昭22：戦禍によって中止していた事業を再開 ■平5：救護施設「慈照園」となる

■昭27：浜松市が更生施設「浜松市立慈照園」を建設、
社福・遠州仏教積善会（財団法人を改組）に委託

改築

定50

○前身、併設なし（心身障害者の入所施設への要望が背景にあり） ■昭34：社福・かしわ荘設立 ■昭55：社福・柏崎刈羽福祉事業協会へ名称変更

設開」荘わしか「：43昭■割４上以歳56､歳26齢年均平○ 繕修模規大築改面全・転移

○平均入所期間23年、40年以上32人、高齢化とそれに伴う病弱化 定70 定82

091定031定001定い多が所入の障精は近最、人681む含複重・障知○

○前身、併設なし ■昭55：社福・柏崎刈羽福祉事業協会（社福・かしわ荘の名称変更）

○平均年齢62歳、平均入所期間18年 ■昭55：開所

○知障38％、知障・精障重複41％

○退所者自立生活援助事業、
保護施設通所事業併設

○精障８割、生活は自立して
いるが人格障害等、支援困難
ケース増

岡
県

新
潟
県

66

65 新
潟
県

190

80

①岡野福祉会館

②③社福・神奈

川県同胞援護会

①ノーマ・ヴィラ

ージュ聖風苑

②③社福・川崎

聖風福祉会

①葵寮

②③社福・葵寮

①清風寮

②③社福・天竜

厚生会

①静岡市救護所

②静岡市

③社福・静岡市

厚生事業協会

①浜松市立西山

園

②③浜松市

①聖隷厚生園讃

栄寮

②③社福・聖隷

福祉事業団

①浜松市立入野

園

②浜松市

③社福・三幸会

①慈照園

②③社福・遠州

仏教積善会

①かしわ荘

②③社福・柏崎

刈羽福祉事業

協会

①おぐに荘

②③社福・柏崎

刈羽福祉事業

協会

①沼津市立高尾園

②沼津市

③社福・春風会

県の委託事業として開始
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1900年代
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年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

56 80

○前身：宿泊所→更生施設 ■昭22：勤労者援護対策として岡野宿泊所開設

○法人が16施設、介保13事業を実施 ■昭27：更生施設岡野福祉会館開設（県委託・定160） ■平5：県委託廃止、神奈川県同胞援護会へ移管

○平均年齢63歳、精障９割 ■平8：救護施設に変更

○入所者の固定化、重複重度化、高齢化 定130

設開を」苑港臨「設施供提泊宿：52昭■設施供提泊宿：身前○

○知障通所更生、高齢者デイ、居宅介護支援事業併設 ■昭29：神奈川県福祉協会、宿泊提供施設を ■平5：救護施設開設

○精障７割、開所以来増加

○高齢化、重度化、精神以外の疾病多岐、症状複雑、個別対応のニーズ増

○前身：保護施設→更生施設 戦後：救済事業施設「静岡新生園」開始

■平5：市委託事業として障害
者、老人のデイサービス

■平成17：川
崎聖風福祉
会へ

130神
奈
川
県

神
奈
川
県

55

57 静 80

○婦人保護施設併設 ■昭22：保護施設開始

○入所者30～90歳 ■昭25：財団「静岡新生園」設立、更生施設「静岡新生園」開始

■昭27：社福・「静岡新生園」へ改組

■昭34：社福法人改称「社福・
葵寮」、救護施設「葵寮」開設

定50 定70 定80 移転

○前身：結核保護対策 ■昭25：結核後保護対策として財団・天竜厚生会設立

○併設なし（敷地内診療所あり） ■昭27・社福法人に改組 ■昭36：結核保護から心身障
害者援護に運営方針の変更○平均年齢62歳、精障６割

■昭37：救護施設「清風寮」開設

○近年、急速に高齢化、重度化 定50 定100 全面改築

○前身：救護所→保護施設 ■明34：救護所を設立

○併設なし（養老ホームと合築） ■昭21：保護施設となる

○平均年齢62歳、高齢化 ■昭25：生活保護施設となる

○３障害が平均的に入所 増築 増築 移転・新築

定24 定35 定50 定50

○前身：緊急救護施設として開設、併設な ■し 昭36：開設

○外勤者（自立）から要介護者
まで幅広い入所者層

■平13：社福・静岡
市厚生事業協会に
受託

■平13：養護老人
ホームと合築

100

静60

岡
県

58

静
岡
県

59

静
岡
県

50

80 ■昭36：開設

○平均年齢59歳代、平均入所期間11年、最長45年 増改築

05定援支合混害障３、％56障精○ 定80

○前身：一時収容施設（救護所）■大2：救護所開設

るなと所護救立市松浜：23昭■可認てしと設施護救：12昭■しな設併○ ■昭54：浜松市立西山園となる

05定03定52定％76障精、歳55齢年均平○ 定60 定60

○前身：更生施設 ■昭21：聖隷保養農園に更生授産施設併設、更生保護施設の認可を受ける ■昭53：救護施設「讃栄寮」設立（身障療護施設との複合施設「聖隷厚生園」として）

○保護施設通所事業、精障地域生活援助事業他併設 ■昭29：結核回復者のための「聖隷更生園」となる ■昭53：更生施設を廃止

更変に03定、設施生更：43昭■歳75齢年均平○ ■昭57：デイサービス事業を開始（独自事業）

■昭35：「聖隷更生園」を
「聖隷厚生園」に改称

）帰復会社人６均平年（い多が者院入期長院病神精、割８障精○ 増築 ■平1：通所事業の認可受ける

05定
割３～２護介体身要的常恒○

定50 定60

○前身なし、併設なし（他の救護施設待機者のための施設） ■昭54：開設

○前身  更生保護事業  更生施設 ■明43 出獄者更生保護のための「遠州保護会 開設 ■大2 改称「遠州積善会

■平14：社福・春
風会に委託

50

■平15：精神
障害者地域
生活支援セ
ンター併設、
新築移転（複

合施設改称）

岡
県

静
岡
県

63

61

62 静
岡
県

静64

静
岡
県

80

60

60

50

○多様な障害（身障、知障、精
障、ホームレス、アルコール依
存症、人口透析、人口肛門、人
格障害等）

■大10：「財・遠州仏教積善会」設立

■昭22：戦禍によって中止していた事業を再開 ■平5：救護施設「慈照園」となる

■昭27：浜松市が更生施設「浜松市立慈照園」を建設、
社福・遠州仏教積善会（財団法人を改組）に委託

改築

定50

○前身、併設なし（心身障害者の入所施設への要望が背景にあり） ■昭34：社福・かしわ荘設立 ■昭55：社福・柏崎刈羽福祉事業協会へ名称変更

設開」荘わしか「：43昭■割４上以歳56､歳26齢年均平○ 繕修模規大築改面全・転移

○平均入所期間23年、40年以上32人、高齢化とそれに伴う病弱化 定70 定82

091定031定001定い多が所入の障精は近最、人681む含複重・障知○

○前身、併設なし ■昭55：社福・柏崎刈羽福祉事業協会（社福・かしわ荘の名称変更）

○平均年齢62歳、平均入所期間18年 ■昭55：開所

○知障38％、知障・精障重複41％

○退所者自立生活援助事業、
保護施設通所事業併設

○精障８割、生活は自立して
いるが人格障害等、支援困難
ケース増

岡
県

新
潟
県

66

65 新
潟
県

190

80

①岡野福祉会館

②③社福・神奈

川県同胞援護会

①ノーマ・ヴィラ

ージュ聖風苑

②③社福・川崎

聖風福祉会

①葵寮

②③社福・葵寮

①清風寮

②③社福・天竜

厚生会

①静岡市救護所

②静岡市

③社福・静岡市

厚生事業協会

①浜松市立西山

園

②③浜松市

①聖隷厚生園讃

栄寮

②③社福・聖隷

福祉事業団

①浜松市立入野

園

②浜松市

③社福・三幸会

①慈照園

②③社福・遠州

仏教積善会

①かしわ荘

②③社福・柏崎

刈羽福祉事業

協会

①おぐに荘

②③社福・柏崎

刈羽福祉事業

協会

①沼津市立高尾園

②沼津市

③社福・春風会

県の委託事業として開始
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

■昭41：開設（知的障害児通
所事業の保護者の要望あり）

）りあに景背が望要の者護保の設施所通児障知（しな身前○

○保育所、軽費老人ＡＢ、ケアハウス、老健併設 改築

○平均年齢59歳、平均入所期間24年、ほとんどが知障

67 新
潟
県

100①有明荘

②③社福・新潟

市有明福祉事業

協会

①ひまわり荘

②③下越障害福

祉事務組合

①名立園

②③社福・久比

岐福祉会

①八尾園

②③社福・白皇

山保護園

①三谷の里とき

わ苑

②③社福・金沢

市民生協会

①三陽ホーム

②③社福・陽風

園

①七尾更生園

②③社福・松原

愛育会

①大野荘

②③社福・大野

福祉会

①甲府市光風寮

②甲府市

③甲府市社会福

祉事業団

①鈴宮寮

②③甲州市 

  

  
①清山寮

②③社福・山梨

福祉事業会

①清和寮

②③佐久広域連

合

①共和寮

②③社福・長野

市社会事業協会

○前身、併設なし ■昭35：下越精神薄弱児
一部事務組合に改組○平均年齢58歳、開設以来の入所者２割 ■昭44：下越福祉更生施設一部事務組合

○知障94人、重複障害60人 ■昭45：開設 ■昭53：下越障害福祉事務組合救護施設ひまわり荘に改称 ■平9：改築・移転 ■平15：増築

○高齢化、病弱化による医療受診者、入退院が多い 定50

定100

○前身、併設なし（救護施設の不足が背景にあり） ■昭55：開設 ■昭63：緊急入所枠を確保（8人）

○知障が大半、年齢32～85歳幅広い 改修

○平均年齢62歳、半数が開設時から入所 定100 定108

■大5：慈善事業開始

■昭13：更生施設社会事業

○平均年齢66歳、平均入所期間17年 ■昭24：村営・救護施設「白皇保護園」設立

○高齢重度者、要介護者が多い ■昭32：社福・「白皇保護園」となる 移転 ■昭47：救護施設「八尾園」に改称

定50 定50 定75 定100 定110 定130 定170 定200

○前身：保護施設 ■昭6：金沢市、精神病者保護のための「鈴見保護所」を金沢市方面委員事業助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  会に委託■昭9：財団法人となる

○前身：慈善事業→更生社会
事業→更生施設

150

○精神科単科病院、福祉ホー
ム 地域支援センタ グル

100

100

200

■平12：「三谷の里とき
わ苑」に改称

新
潟
県

新
潟
県

68

新
潟
県

70

71 石
川
県

69

■昭22：社会福祉法人に改組、「金沢市民生協会」に改称

■昭22：常盤町保護所開設

新築・移転

051定001定

■明6：視覚障害者のための小野救養所開設

■明12：生活困窮者200人を収容

■明38：財団法人化、「小野慈善院」となる

称改に」ムーホ陽三「：75昭■称改に」園風陽「福社：44昭■組改に園風陽野小・福社：72昭■るなと設施護救：7昭■

○平均年齢65歳以上、３障害が３分 ■昭22：収容保護施設 ■昭29：救護施設開設
001定向傾加増スレムーホ、化様多雑複者用利○

設開」園生更尾七「設施生更：13昭■設施生更：身前○ ■昭54：救護施設となる

○居宅訓練事業併設 転移築新築増

03定数半が所入上以年51、歳36齢年均平○ 09定08定

○精障８割

○前身：知障更生施設 ムーホプールグ：31平■称改に会祉福野大・福社：45昭■

グ プ グ プ

■平17：
居宅訓練
事業開始

90

ー、グルー
プホーム併設

○３障害のほか、受入先がな
い生活困難者、退院先がない
方が増

福
井

72

74

石
川
県

73

石
川
県

100 ○前身：生活困窮者収容施設
→救護施設（救護法）→保護施
設（生保）
○養護老ホ、特老、診療所、知
障更生、保育所、生支センター
他併設

150

○知障更生、知障グループホーム、精障グループホーム他併設 ■昭35：開設 ■昭52：知的障害者更生施設開設にともない配置換え

○平均年齢64歳、平均入所期間18年、精障49％、知障27％ 定90 定150 定50 増築

○前身：更生施設、併設なし ■昭22：善光寺住職、更生施設開設 ■昭34：甲府市に移管され
救護施設となる○平均年齢67歳、65歳以上５割、平均入所期間25年 移転

○多様な障害者入所、障害の重度化、重複化、高齢化、それに伴う病気の重度化

○前身、併設なし ■昭37：開設

○平均年齢64歳、平均入所期間23年 定50 定80 改築

○前身、併設なし ■昭43：開設

○平均年齢63歳、平均入所期間22年

○知障８割、過去10年、精障、脳血管障害の入所増、近年ホームレス等も入所

○前身、併設なし ■昭35：臼田町他８ヶ所
市町村救護施設組合が
救護施設を開設

■昭56：佐久地域広域行政事務組合が継承し ■平12：佐久広域組合へ

○平均年齢66歳、平均入所期間17年

○精障（重複含む）７割、高齢化とともに介護度も高まっている

■平10：甲府市社会福祉事
業団に運営委託

山
梨
県

井
県

山
梨
県

山
梨
県

75

長
野
県

76

77

78

■平16：グルー
プホーム

70

80

100

70

○前身：救護所→養老施設 ■昭8：救護所「栗田寮」開設 ■昭28：救護施設 ■昭33：緊急救護施設開設 ■昭43：長野市から社福・長野市社会事業協会へ移管

○保育所、老人・障害施設等36施設併設 ■昭22：養老施設となる 移転

○平均年齢64歳、平均入所期間17年、精障５割 定45 定50 定100 定93 定100 定110

長
野
県

79 110
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

■昭41：開設（知的障害児通
所事業の保護者の要望あり）

）りあに景背が望要の者護保の設施所通児障知（しな身前○

○保育所、軽費老人ＡＢ、ケアハウス、老健併設 改築

○平均年齢59歳、平均入所期間24年、ほとんどが知障

67 新
潟
県

100①有明荘

②③社福・新潟

市有明福祉事業

協会

①ひまわり荘

②③下越障害福

祉事務組合

①名立園

②③社福・久比

岐福祉会

①八尾園

②③社福・白皇

山保護園

①三谷の里とき

わ苑

②③社福・金沢

市民生協会

①三陽ホーム

②③社福・陽風

園

①七尾更生園

②③社福・松原

愛育会

①大野荘

②③社福・大野

福祉会

①甲府市光風寮

②甲府市

③甲府市社会福

祉事業団

①鈴宮寮

②③甲州市 

  

  
①清山寮

②③社福・山梨

福祉事業会

①清和寮

②③佐久広域連

合

①共和寮

②③社福・長野

市社会事業協会

○前身、併設なし ■昭35：下越精神薄弱児
一部事務組合に改組○平均年齢58歳、開設以来の入所者２割 ■昭44：下越福祉更生施設一部事務組合

○知障94人、重複障害60人 ■昭45：開設 ■昭53：下越障害福祉事務組合救護施設ひまわり荘に改称 ■平9：改築・移転 ■平15：増築

○高齢化、病弱化による医療受診者、入退院が多い 定50

定100

○前身、併設なし（救護施設の不足が背景にあり） ■昭55：開設 ■昭63：緊急入所枠を確保（8人）

○知障が大半、年齢32～85歳幅広い 改修

○平均年齢62歳、半数が開設時から入所 定100 定108

■大5：慈善事業開始

■昭13：更生施設社会事業

○平均年齢66歳、平均入所期間17年 ■昭24：村営・救護施設「白皇保護園」設立

○高齢重度者、要介護者が多い ■昭32：社福・「白皇保護園」となる 移転 ■昭47：救護施設「八尾園」に改称

定50 定50 定75 定100 定110 定130 定170 定200

○前身：保護施設 ■昭6：金沢市、精神病者保護のための「鈴見保護所」を金沢市方面委員事業助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  会に委託■昭9：財団法人となる

○前身：慈善事業→更生社会
事業→更生施設

150

○精神科単科病院、福祉ホー
ム 地域支援センタ グル

100

100

200

■平12：「三谷の里とき
わ苑」に改称

新
潟
県

新
潟
県

68

新
潟
県

70

71 石
川
県

69

■昭22：社会福祉法人に改組、「金沢市民生協会」に改称

■昭22：常盤町保護所開設

新築・移転

051定001定

■明6：視覚障害者のための小野救養所開設

■明12：生活困窮者200人を収容

■明38：財団法人化、「小野慈善院」となる

称改に」ムーホ陽三「：75昭■称改に」園風陽「福社：44昭■組改に園風陽野小・福社：72昭■るなと設施護救：7昭■

○平均年齢65歳以上、３障害が３分 ■昭22：収容保護施設 ■昭29：救護施設開設
001定向傾加増スレムーホ、化様多雑複者用利○

設開」園生更尾七「設施生更：13昭■設施生更：身前○ ■昭54：救護施設となる

○居宅訓練事業併設 転移築新築増

03定数半が所入上以年51、歳36齢年均平○ 09定08定

○精障８割

○前身：知障更生施設 ムーホプールグ：31平■称改に会祉福野大・福社：45昭■

グ プ グ プ

■平17：
居宅訓練
事業開始

90

ー、グルー
プホーム併設

○３障害のほか、受入先がな
い生活困難者、退院先がない
方が増

福
井

72

74

石
川
県

73

石
川
県

100 ○前身：生活困窮者収容施設
→救護施設（救護法）→保護施
設（生保）
○養護老ホ、特老、診療所、知
障更生、保育所、生支センター
他併設

150

○知障更生、知障グループホーム、精障グループホーム他併設 ■昭35：開設 ■昭52：知的障害者更生施設開設にともない配置換え

○平均年齢64歳、平均入所期間18年、精障49％、知障27％ 定90 定150 定50 増築

○前身：更生施設、併設なし ■昭22：善光寺住職、更生施設開設 ■昭34：甲府市に移管され
救護施設となる○平均年齢67歳、65歳以上５割、平均入所期間25年 移転

○多様な障害者入所、障害の重度化、重複化、高齢化、それに伴う病気の重度化

○前身、併設なし ■昭37：開設

○平均年齢64歳、平均入所期間23年 定50 定80 改築

○前身、併設なし ■昭43：開設

○平均年齢63歳、平均入所期間22年

○知障８割、過去10年、精障、脳血管障害の入所増、近年ホームレス等も入所

○前身、併設なし ■昭35：臼田町他８ヶ所
市町村救護施設組合が
救護施設を開設

■昭56：佐久地域広域行政事務組合が継承し ■平12：佐久広域組合へ

○平均年齢66歳、平均入所期間17年

○精障（重複含む）７割、高齢化とともに介護度も高まっている

■平10：甲府市社会福祉事
業団に運営委託

山
梨
県

井
県

山
梨
県

山
梨
県

75

長
野
県

76

77

78

■平16：グルー
プホーム

70

80

100

70

○前身：救護所→養老施設 ■昭8：救護所「栗田寮」開設 ■昭28：救護施設 ■昭33：緊急救護施設開設 ■昭43：長野市から社福・長野市社会事業協会へ移管

○保育所、老人・障害施設等36施設併設 ■昭22：養老施設となる 移転

○平均年齢64歳、平均入所期間17年、精障５割 定45 定50 定100 定93 定100 定110

長
野
県

79 110
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①順天寮

②③社福・伊南

福祉会

①れんげ荘

②③社福・大北

社会福祉事業協

会

①阿南富草寮

②阿南町

③社福・サンあ

なん

①旭寮

②③社福・信濃

福祉施設協会

①八ヶ岳寮

②③諏訪広域連

合

①大垣市牧野華

園

②大垣市

③社福・大垣市

社会福祉事業団

①名古屋市植田

寮

②③名古屋市

①名古屋市厚生

院

②③名古屋市

①愛知県新生寮

②愛知県

③社福・愛知県

厚生事業団

①長谷山荘

②③社福・敬愛

会

①菰野陽気園

②③社福・菰野

陽気園

①愛知県明知寮

②愛知県

③社福・愛知県

厚生事業団

○前身、併設なし（体育館あり、地域に開放） ■昭34：市が開設 ■平6：社福・伊南福祉会を運営を移管

○平均年齢63歳 定32 移転

○精障27人、アルコール疾患２割 定50 定60

○前身、併設なし ■昭32：社福・大北社会福祉事業協
会、救護施設「大町福祉園」開設

移転

○平均年齢64歳、平均入所期間22年
増築○精障48％、重複40％

定32 定48 定50 定80○高齢化、重度化
定60

○前身、併設なし（町内病院に精神科の設置が背景にあり） ■昭42：阿南町が開設（町の福祉構想と町内病院に精神科が設置された背景

○平均年齢65歳

○高齢化とともに、支援の質量の変化 定100 定135 定140

○前身：養護施設 ■昭20：財団・長野司法更生協会設立

○ホ ムレス支援事業併設 ■昭26 27 養護施設開設 ■昭42 救護施設「旭寮」開設

■平16：旭寮
西側アパート

■平17：指定管理者
制度により社福「サ
ンあなん」に移管

長
野
県

長
野
県

長
野
県

長
野

81

80

83

82

60

80

140

80

○ホームレス支援事業併設 ■昭26・27：養護施設開設 ■昭42：救護施設「旭寮」開設 西側アパ ト
買収・改修に

野
県

○平均年齢62歳、平均入所期間20年以上３割 ■昭28：社福・信濃福祉施設協会を設立、財団から
分離

増築

○知障、精障がともに４割 定50 定80

○前身、併設なし（手をつなぐ親の会の要望が背景） ■昭43：手をつなぐ親の会から要望あり、組合立の設置となる ■平10：諏訪広域行政組合

○平均年齢63歳、平均入所期間21年 ■昭45：６市町村組合立で開設 ■平12：諏訪広域連合へ

○精障、知障、知障の重複が主、重度化によるニーズが複雑多様化 定50 定100 定124 全面改築

■昭34：社福・大垣市保護協会から
移管を受け「大垣市牧野華園」とする

しな設併、身前○

託委に団業事祉福会社市垣大・福社：34昭■築改
りあ患疾い重、害障がどんとほ、％87上以歳06○

07定
化護介要うなもとに化齢高○

○以前は知的中心、近年は身障、精障の入所によって、障害の多様化

■昭20：名古屋市、名古屋駅内に市民生活相談所設置

■昭21：同胞援護会名古屋市友の会「中村寮」を開設。同年閉鎖にともない
名古屋市が保護施設「植田寮」開設（定120）

るなと設施生更は寮田植：52昭■

設併設施生更○

■昭47：植田寮と天白寮を統合、救護・更生複合施設となる

設開」寮白天「設施護救急緊：23昭■

向傾加増複重の者両、い多が障精、障知○

全面改築

06定

るま止が化齢高、みすすが所退の者所入期長○

定140（救護） 定170（救護）

■大15:救済院「東山寮」開設（行旅病人 精神病者 窮民）

買収・改修に
よる居室増

県

愛87

85 岐
阜
県

84 長
野
県

86 愛
知
県

124

70

170 ○前身：生活相談所→保護施
設→更生施設→緊急救護施設

80 ○前身：救済院→結核患者等

■昭4：乳幼児、結核患者収容者新築

■昭7：救護施設となる（定363）

○医療保護施設、特養、短期入所他併■昭21：浮浪者保護施設開設（定315）

）002定設施生更（設併設施護保療医、るなと設施生更：52昭■％65障身度重、割８障身○

■昭36：更生施設廃止
救護施設開設

■昭38：特殊養老施設
開設（のち特老となる）

■昭44：特老・救護施設増改築

■昭47：特老・救護施設増改築 移転

定80

○前身：更生援護施設 ■昭23：愛知県が身体障害者更生援護施設開設

設開設施護救、止廃を設施護援生更者害障体身：72昭■しな設併○

し廃を導補業職・産授：33昭■％74上以歳56、歳36齢年均平○

001定05定割９で複重、障精、障知、障身○ 定120

設開が県知愛：63昭■しな設併、身前○

06定歳26齢年均平○

■平12：介護療養型医
療施設、介護老人施
設、短期入所開設

■平12：社福・愛知県更
生事業団へ委託

知
県

愛
知
県

88 愛
知
県

89

収容所→救護施設（救護法）→
保護施設→更生施設（これ以
外の施設も有）

120

60

■平12：社福・愛知県更
事業

○平均年齢62歳 定60

○精障８割、就労困難、社会復帰困難

■昭36：津市運営の救護施設入所者24人を引き
継ぎ、民設民営の救護施設「長谷川荘」を開設

）りあ景背たいてれらめ求が設施生更障知（しな身前○

築増築増
設併スビーサ宅在の人老・害障他、老特、ムーホプールグ障知、生更障知○

新築・移転

07定05定03定
者所入な様多、等スレムーホ、障精、齢高、障身、い多が障知○

定100

○前身、併設なし ■昭41：開設

○知障27％、重複35％ 定50 定70 定100 定170

定120

三
重
県

90

91

県

三
重
県

100

170

生事業団へ委託
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①順天寮

②③社福・伊南

福祉会

①れんげ荘

②③社福・大北

社会福祉事業協

会

①阿南富草寮

②阿南町

③社福・サンあ

なん

①旭寮

②③社福・信濃

福祉施設協会

①八ヶ岳寮

②③諏訪広域連

合

①大垣市牧野華

園

②大垣市

③社福・大垣市

社会福祉事業団

①名古屋市植田

寮

②③名古屋市

①名古屋市厚生

院

②③名古屋市

①愛知県新生寮

②愛知県

③社福・愛知県

厚生事業団

①長谷山荘

②③社福・敬愛

会

①菰野陽気園

②③社福・菰野

陽気園

①愛知県明知寮

②愛知県

③社福・愛知県

厚生事業団

○前身、併設なし（体育館あり、地域に開放） ■昭34：市が開設 ■平6：社福・伊南福祉会を運営を移管

○平均年齢63歳 定32 移転

○精障27人、アルコール疾患２割 定50 定60

○前身、併設なし ■昭32：社福・大北社会福祉事業協
会、救護施設「大町福祉園」開設

移転

○平均年齢64歳、平均入所期間22年
増築○精障48％、重複40％

定32 定48 定50 定80○高齢化、重度化
定60

○前身、併設なし（町内病院に精神科の設置が背景にあり） ■昭42：阿南町が開設（町の福祉構想と町内病院に精神科が設置された背景

○平均年齢65歳

○高齢化とともに、支援の質量の変化 定100 定135 定140

○前身：養護施設 ■昭20：財団・長野司法更生協会設立

○ホ ムレス支援事業併設 ■昭26 27 養護施設開設 ■昭42 救護施設「旭寮」開設

■平16：旭寮
西側アパート

■平17：指定管理者
制度により社福「サ
ンあなん」に移管

長
野
県

長
野
県

長
野
県

長
野

81

80

83

82

60

80

140

80

○ホームレス支援事業併設 ■昭26・27：養護施設開設 ■昭42：救護施設「旭寮」開設 西側アパ ト
買収・改修に

野
県

○平均年齢62歳、平均入所期間20年以上３割 ■昭28：社福・信濃福祉施設協会を設立、財団から
分離

増築

○知障、精障がともに４割 定50 定80

○前身、併設なし（手をつなぐ親の会の要望が背景） ■昭43：手をつなぐ親の会から要望あり、組合立の設置となる ■平10：諏訪広域行政組合

○平均年齢63歳、平均入所期間21年 ■昭45：６市町村組合立で開設 ■平12：諏訪広域連合へ

○精障、知障、知障の重複が主、重度化によるニーズが複雑多様化 定50 定100 定124 全面改築

■昭34：社福・大垣市保護協会から
移管を受け「大垣市牧野華園」とする

しな設併、身前○

託委に団業事祉福会社市垣大・福社：34昭■築改
りあ患疾い重、害障がどんとほ、％87上以歳06○

07定
化護介要うなもとに化齢高○

○以前は知的中心、近年は身障、精障の入所によって、障害の多様化

■昭20：名古屋市、名古屋駅内に市民生活相談所設置

■昭21：同胞援護会名古屋市友の会「中村寮」を開設。同年閉鎖にともない
名古屋市が保護施設「植田寮」開設（定120）

るなと設施生更は寮田植：52昭■

設併設施生更○

■昭47：植田寮と天白寮を統合、救護・更生複合施設となる

設開」寮白天「設施護救急緊：23昭■

向傾加増複重の者両、い多が障精、障知○

全面改築

06定

るま止が化齢高、みすすが所退の者所入期長○

定140（救護） 定170（救護）

■大15:救済院「東山寮」開設（行旅病人 精神病者 窮民）

買収・改修に
よる居室増

県

愛87

85 岐
阜
県

84 長
野
県

86 愛
知
県

124

70

170 ○前身：生活相談所→保護施
設→更生施設→緊急救護施設

80 ○前身：救済院→結核患者等

■昭4：乳幼児、結核患者収容者新築

■昭7：救護施設となる（定363）

○医療保護施設、特養、短期入所他併■昭21：浮浪者保護施設開設（定315）

）002定設施生更（設併設施護保療医、るなと設施生更：52昭■％65障身度重、割８障身○

■昭36：更生施設廃止
救護施設開設

■昭38：特殊養老施設
開設（のち特老となる）

■昭44：特老・救護施設増改築

■昭47：特老・救護施設増改築 移転

定80

○前身：更生援護施設 ■昭23：愛知県が身体障害者更生援護施設開設

設開設施護救、止廃を設施護援生更者害障体身：72昭■しな設併○

し廃を導補業職・産授：33昭■％74上以歳56、歳36齢年均平○

001定05定割９で複重、障精、障知、障身○ 定120

設開が県知愛：63昭■しな設併、身前○

06定歳26齢年均平○

■平12：介護療養型医
療施設、介護老人施
設、短期入所開設

■平12：社福・愛知県更
生事業団へ委託

知
県

愛
知
県

88 愛
知
県

89

収容所→救護施設（救護法）→
保護施設→更生施設（これ以
外の施設も有）

120

60

■平12：社福・愛知県更
事業

○平均年齢62歳 定60

○精障８割、就労困難、社会復帰困難

■昭36：津市運営の救護施設入所者24人を引き
継ぎ、民設民営の救護施設「長谷川荘」を開設

）りあ景背たいてれらめ求が設施生更障知（しな身前○

築増築増
設併スビーサ宅在の人老・害障他、老特、ムーホプールグ障知、生更障知○

新築・移転

07定05定03定
者所入な様多、等スレムーホ、障精、齢高、障身、い多が障知○

定100

○前身、併設なし ■昭41：開設

○知障27％、重複35％ 定50 定70 定100 定170

定120

三
重
県

90

91

県

三
重
県

100

170

生事業団へ委託



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3258

1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①滋賀保護院

②③社福・滋賀

同仁会

①滋賀県立日野

渓園

②滋賀県

③社福・滋賀県

社会福祉事業団

①さわやか荘

②③社福・大阪

自彊館

①橡生の里

②③社福・大阪

自彊館

①角川ヴィラ

②③社福・大阪

自彊館

①京都府立洛南

寮

②京都府

③京都府社会福

祉事業団

①白雲寮

②③社福・大阪

自彊館

①愛隣寮

②③社福・大阪

自彊館

①甲子寮

②③社福・大阪

自彊館

①三徳寮

②③社福・大阪

自彊館

①砂川厚生福祉

センターかつら

ぎ寮

②③大阪府

①砂川厚生福祉

センターこふじ寮

②③大阪府 

  

  

  
①高槻温心寮

②③社福・大阪

福祉事業団

■昭4：養老事業開始

■昭8：養老院開設

■昭16：財・大津社会事業協会設立

■昭21：養老施設「滋賀保護院」開設

○平均年齢66歳、平均入所期間23年 ■昭27：社福：滋賀保護院に改組 ■昭39：社福・滋
賀同仁会に改称設開」院護保賀滋「設施護救：82昭■人71しな害障、人41障精、人74障知○

定20 定100

定50 改築

滋
賀
県

92 100 ○前身：養老事業→養老施設
→保護院

○養護老人ホーム、特老、ケア
ハウス併設

定 改築

○前身、併設なし ■昭45：県が開設

○平均年齢60歳、要介助４割

○知障63歳、身障37歳、精障35人

○開設以来の入所者15人、社会復帰、他施設移行困難

○前身：生活訓練センター ■昭52：「生活訓練センターさわやか荘」として開設

○知障グループホーム併設（法人関連施設あり） ■昭60：救護施設に転用、開設

○自立度高い方が多く、館外作業可能者９割 定50

○前身、併設なし（大阪における施設建設の場所確保できず、法人関連施設あり） ■昭60：開設、大阪市において建設場所が確保できなかったため

○大阪市所管施設、95％が大阪市の措置入所 061定051定

○男性のみの利用、平均年齢59歳、生活障害が多い、身障、知障の重度化

○前身・併設なし（大阪市内のホームレス受入のための本部施設の満床が背景にあり）

○併設なし（法人関連施設あり）

○平均年齢63歳、平均入所期間３年、３年未満が半数以上、出入りが多い

転移設施老養：53昭■設開設施護救と設施老養の立府都京：22昭■設施老養：身前○

■平8：開設、大阪自彊館の本部
施設満床が続くため

滋
賀
県

滋
賀
県

95 滋
賀
県

94

京
都

96

93

97

滋
賀
県

100

50

160

200

100

○養護老人ホーム併設 ■昭36：救護施設移転

○平均年齢64歳 ■昭39：京都府立
「洛南寮」に改称

移転

○精障45人、知障40人 ■昭57：京都府社会福祉事業団へ管理を委託

○前身：社会事業→更生施設 ■明45：活動開始 ■昭42：救護施設「白雲寮」開設、更生施設の入所者の高齢化等に対応するため

○保護施設通所事業・居宅生活訓練事業併設 定70 定200 定230

○男性のみ、平均年齢60歳、多様な障害、要介護者から就労自立希望者まで混在

○前身：白雲寮から分離、保護施設通所事業併設 ■昭50：緊急救護施設として開所

○平均年齢60歳、平均入所期間２年

○アルコール依存２割、３障害、高齢、ホームレス等生活障害者

○前身：白雲寮から分離、保護施設通所事業併設 ■昭60：開設 ■平4：救護施設通所事業開始

○平均年齢60歳、平均入所期間５年 ■平7：退所者自立生活支援事業

○精障94人、統合失調症８～９割、精神病院からの入所が半分 ■平14：保護施設事業に一本化

○前身：社会事業 ■明45：釜ヶ崎地区改善のため大阪自彊館開設

○保護施設通所事業、居宅生活訓練指導を併設

○平均年齢59歳 平均入所期間１年 ホームレス経験者多数

府

大
阪
府

98

99 大
阪
府

101

大
阪
府

大
阪
府

100

240

100

110

150

○平均年齢59歳、平均入所期間１年、ホームレス経験者多数

○前身：緊急救護施設 ■昭37：精神障害者アフターケア
としての緊急救護施設として開設○センター内に知障施設併設

■昭40：「こぶし寮」から
「かつらぎ寮」へ改称

○すべて精障あり、回復途上者

○前身：知障更生施設 ■昭37：開設（救護施設ではあるが高齢
知的障害者の生活施設として開設）○センター内に救護施設、知障施設併設

■昭40：「かつらぎ寮」から
「こぶし寮」へ改称

○すべて知障あり、平均年齢65歳以上

○前身なし ■昭27：大阪府が設立、社福・大阪福祉事業財団に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営委託○保護施設通所事業、居宅生活訓練事業、精障グループホーム併設 ■昭44：浪速温心寮と統合、増改築

○平均年齢62歳、平均入所期間14年 定80 定95 定111 定200 ■昭52：利用者自治会発足

○精障６割、重複３割

■平10：家族
会発足

■平16：大阪
府より、社
福・大阪福祉
事業団へ経
営移管

大
阪
府

102

103 大
阪
府

大
阪
府

104

45

60

200



救護施設の動態 259

1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①滋賀保護院

②③社福・滋賀

同仁会

①滋賀県立日野

渓園

②滋賀県

③社福・滋賀県

社会福祉事業団

①さわやか荘

②③社福・大阪

自彊館

①橡生の里

②③社福・大阪

自彊館

①角川ヴィラ

②③社福・大阪

自彊館

①京都府立洛南

寮

②京都府

③京都府社会福

祉事業団

①白雲寮

②③社福・大阪

自彊館

①愛隣寮

②③社福・大阪

自彊館

①甲子寮

②③社福・大阪

自彊館

①三徳寮

②③社福・大阪

自彊館

①砂川厚生福祉

センターかつら

ぎ寮

②③大阪府

①砂川厚生福祉

センターこふじ寮

②③大阪府 

  

  

  
①高槻温心寮

②③社福・大阪

福祉事業団

■昭4：養老事業開始

■昭8：養老院開設

■昭16：財・大津社会事業協会設立

■昭21：養老施設「滋賀保護院」開設

○平均年齢66歳、平均入所期間23年 ■昭27：社福：滋賀保護院に改組 ■昭39：社福・滋
賀同仁会に改称設開」院護保賀滋「設施護救：82昭■人71しな害障、人41障精、人74障知○

定20 定100

定50 改築

滋
賀
県

92 100 ○前身：養老事業→養老施設
→保護院

○養護老人ホーム、特老、ケア
ハウス併設

定 改築

○前身、併設なし ■昭45：県が開設

○平均年齢60歳、要介助４割

○知障63歳、身障37歳、精障35人

○開設以来の入所者15人、社会復帰、他施設移行困難

○前身：生活訓練センター ■昭52：「生活訓練センターさわやか荘」として開設

○知障グループホーム併設（法人関連施設あり） ■昭60：救護施設に転用、開設

○自立度高い方が多く、館外作業可能者９割 定50

○前身、併設なし（大阪における施設建設の場所確保できず、法人関連施設あり） ■昭60：開設、大阪市において建設場所が確保できなかったため

○大阪市所管施設、95％が大阪市の措置入所 061定051定

○男性のみの利用、平均年齢59歳、生活障害が多い、身障、知障の重度化

○前身・併設なし（大阪市内のホームレス受入のための本部施設の満床が背景にあり）

○併設なし（法人関連施設あり）

○平均年齢63歳、平均入所期間３年、３年未満が半数以上、出入りが多い

転移設施老養：53昭■設開設施護救と設施老養の立府都京：22昭■設施老養：身前○

■平8：開設、大阪自彊館の本部
施設満床が続くため

滋
賀
県

滋
賀
県

95 滋
賀
県

94

京
都

96

93

97

滋
賀
県

100

50

160

200

100

○養護老人ホーム併設 ■昭36：救護施設移転

○平均年齢64歳 ■昭39：京都府立
「洛南寮」に改称

移転

○精障45人、知障40人 ■昭57：京都府社会福祉事業団へ管理を委託

○前身：社会事業→更生施設 ■明45：活動開始 ■昭42：救護施設「白雲寮」開設、更生施設の入所者の高齢化等に対応するため

○保護施設通所事業・居宅生活訓練事業併設 定70 定200 定230

○男性のみ、平均年齢60歳、多様な障害、要介護者から就労自立希望者まで混在

○前身：白雲寮から分離、保護施設通所事業併設 ■昭50：緊急救護施設として開所

○平均年齢60歳、平均入所期間２年

○アルコール依存２割、３障害、高齢、ホームレス等生活障害者

○前身：白雲寮から分離、保護施設通所事業併設 ■昭60：開設 ■平4：救護施設通所事業開始

○平均年齢60歳、平均入所期間５年 ■平7：退所者自立生活支援事業

○精障94人、統合失調症８～９割、精神病院からの入所が半分 ■平14：保護施設事業に一本化

○前身：社会事業 ■明45：釜ヶ崎地区改善のため大阪自彊館開設

○保護施設通所事業、居宅生活訓練指導を併設

○平均年齢59歳 平均入所期間１年 ホームレス経験者多数

府

大
阪
府

98

99 大
阪
府

101

大
阪
府

大
阪
府

100

240

100

110

150

○平均年齢59歳、平均入所期間１年、ホームレス経験者多数

○前身：緊急救護施設 ■昭37：精神障害者アフターケア
としての緊急救護施設として開設○センター内に知障施設併設

■昭40：「こぶし寮」から
「かつらぎ寮」へ改称

○すべて精障あり、回復途上者

○前身：知障更生施設 ■昭37：開設（救護施設ではあるが高齢
知的障害者の生活施設として開設）○センター内に救護施設、知障施設併設

■昭40：「かつらぎ寮」から
「こぶし寮」へ改称

○すべて知障あり、平均年齢65歳以上

○前身なし ■昭27：大阪府が設立、社福・大阪福祉事業財団に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営委託○保護施設通所事業、居宅生活訓練事業、精障グループホーム併設 ■昭44：浪速温心寮と統合、増改築

○平均年齢62歳、平均入所期間14年 定80 定95 定111 定200 ■昭52：利用者自治会発足

○精障６割、重複３割

■平10：家族
会発足

■平16：大阪
府より、社
福・大阪福祉
事業団へ経
営移管

大
阪
府

102

103 大
阪
府

大
阪
府

104

45

60

200
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①フローラ

②③社福・天心

会

①千里寮

②③社福・みな

と寮

①平和寮

②③社福・日本

ヘレンケラー財団

①今池平和寮

②③社福・日本

ヘレンケラー財団

①港晴寮

②大阪市

③社福・みなと寮

  

  
①第2港晴寮

②大阪市

③社福・みなと寮

①みなと寮

②③大阪市

①淀川救護寮

②大阪市

③社福・みおつ

くし福祉会

①三恵園
②③社福・産経
新聞厚生文化事
業団

○前身：浮浪者救済医療施設→医療保護施設 ■昭23：浮浪者救済医療施設開設

■昭24：医療保護施設となる

大
阪
府

105 90

○無料低額診療施設（精神）、
精障グル プホ ム 特老他 ■昭25：財団法人設立、「あづま寮」と改称

設開」院護救施布「設施護救、組改に会心天・福社：72昭■歳56齢年均平○ 隣接地買収・増築

57定、転移・築新65定割３にもと障身と神精、割４障知○ 09定09定

転移、称改に」園恵三「：44昭■設開を）子女人成（」園気養「設施護救：82昭■）設開てしと皿け受の者院退の院病神精（しな身前○

○知障更生、知障通所授産併設

○女性のみ、平均年齢64歳、平均入所期間23年、高齢化、重度化、要医療的ケア

○前身、併設なし

○男性のみ

○身障11％、精障25％、その他は病弱 定50

○７割がホームレス、生活苦による入所

定150

50

■平16：

新築移転

■平13：大阪市直営
の救護施設を受託

■平14：当法人
の管理運営

106

府

大
阪
府

大
阪
府

大
阪
府

108

107 150

70

精障グループホーム、特老他
併設

○前身：保育所（救護施設の不足が背景にあり） ■昭40：市設置「今池平和寮」
（保育所と子どもの家）を受託

■平2：救護施設「今池■平和寮」開設

○保護施設通所事業、居宅生活訓練事業併設 定60

○平均年齢64歳、若年化、精障、アルコール依存の増加

○前身なし（救護施設の不足が背景にあり） ■昭51：大阪市からの委託

○法人、高齢者施設と在宅サービス実施

○生活困窮者対策施設

○前身・併設なし（救護施設の不足は背景にあり） ■平8：大阪市からの委託

○平均年齢61歳、平均入所期間３年

○精障21％、身体16％、病弱51％、近年ホームレス、生活障害が多い

○前身：更生施設、併設なし ■昭25：更生施設「大阪府立みなと寮」（定216） ■昭60：救護施設に変更、移転

○平均年齢66歳、平均入所期間９年

○精障44％、知障20％、身体22％、多種多様な生活課題とニーズあり

○前身：更生施設 ■昭43：社福・大阪市民援護事業団 ■平6：「社福・みおつくし福祉会」へ変更

○保護施設通所事業、救護施設居宅訓練事業併設 ■昭43：市設置の更生施設「淀川寮」を受託 ■昭60：市、救護施設開設、受託

○平均年齢61歳 平均入所期間１年４月 ９割が医療扶助受給

大阪市のホームレス対策支援
受入施設として稼働

110

大
阪
府

大
阪
府

大
阪
府

113 大
阪
府

大
阪
府

112

111

109 60

90

102

200

110

○前身、併設なし（精神病院退院者の受け皿として開設） ■昭63：社福・篤志会
「美原の里」開設○60歳以上33％、年々高齢化

○前身：宿泊保護→更生施設 ■明40：女性の宿泊保護と職業紹介の活動をする財団法人として発足

○生活ケアセンター、通所事業併設 ■昭27：社福となり更生施設「大阪婦人ホーム」を開設

○単身女性のみ、精障49％、ホームレス・DVやストーカー被害者・ロックアウト等が混在

○前身：引揚者の援護施設 ■昭21：県、引揚者・戦災者の応急援護施設
「兵庫県立玉津寮」開設

■昭41：兵庫県社会福
祉事業団が受託運営○併設なし（総合リハセンター内の一施設）

■昭27：県立玉津寮に救護施設開設 ■昭45：「のぞみの家」となる○３障害、ホームレス等、多様な利用者

○前身：救護院 ■大13：神戸市立救護院開設 ■平7：阪神淡路大震災で全壊

○養護老人ホーム、ケアハウス併設（合築）

○ホームレスが多く年齢層も高い

■平14：救護施
設に種別変更

大
阪
府

大
阪
府

兵
庫
県

兵
庫
県

116

117

115

114 60

90

100

50

■平12：養護老人ホーム、救護施
設の再建にあわせ、軽費老人ホー
ムをケアハウスに転換して合築

○前身：施療院・孤児院 ■明41：日露戦争後、傷痍軍人のための施療院、浮浪児の孤児院開設 ■平4：改称「社福神戸光有会、アメニティホーム夢野」

■昭27：社福・神戸報国議会「神戸報国救護院」開設 ■昭60：施設退所者のアフターケア開始 改築

■平1：通所事業認可

○精障９割

定50

兵
庫
県

118 50

○保護施設通所事業併設、法
人内では養護老人ホーム、児
童養護施設、救護施設等を実
施

■平14：保護施
設通所事業開
始、通所事業、
自主援助事業廃
止

■平6：救護施設退
所者等自立援助事
業開始

①美原の里
②③社福・篤志
会

①大阪婦人ホー

ム

②③社福・大阪

婦人ホーム

①のぞみの家

②兵庫県

③兵庫県社会福

祉事業団

①神戸市立和光

園

②③神戸市

①アメニティホー

ム夢野

②③社福・神戸

光有会
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①フローラ

②③社福・天心

会

①千里寮

②③社福・みな

と寮

①平和寮

②③社福・日本

ヘレンケラー財団

①今池平和寮

②③社福・日本

ヘレンケラー財団

①港晴寮

②大阪市

③社福・みなと寮

  

  
①第2港晴寮

②大阪市

③社福・みなと寮

①みなと寮

②③大阪市

①淀川救護寮

②大阪市

③社福・みおつ

くし福祉会

①三恵園
②③社福・産経
新聞厚生文化事
業団

○前身：浮浪者救済医療施設→医療保護施設 ■昭23：浮浪者救済医療施設開設

■昭24：医療保護施設となる

大
阪
府

105 90

○無料低額診療施設（精神）、
精障グル プホ ム 特老他 ■昭25：財団法人設立、「あづま寮」と改称

設開」院護救施布「設施護救、組改に会心天・福社：72昭■歳56齢年均平○ 隣接地買収・増築

57定、転移・築新65定割３にもと障身と神精、割４障知○ 09定09定

転移、称改に」園恵三「：44昭■設開を）子女人成（」園気養「設施護救：82昭■）設開てしと皿け受の者院退の院病神精（しな身前○

○知障更生、知障通所授産併設

○女性のみ、平均年齢64歳、平均入所期間23年、高齢化、重度化、要医療的ケア

○前身、併設なし

○男性のみ

○身障11％、精障25％、その他は病弱 定50

○７割がホームレス、生活苦による入所

定150

50

■平16：

新築移転

■平13：大阪市直営
の救護施設を受託

■平14：当法人
の管理運営

106

府

大
阪
府

大
阪
府

大
阪
府

108

107 150

70

精障グループホーム、特老他
併設

○前身：保育所（救護施設の不足が背景にあり） ■昭40：市設置「今池平和寮」
（保育所と子どもの家）を受託

■平2：救護施設「今池■平和寮」開設

○保護施設通所事業、居宅生活訓練事業併設 定60

○平均年齢64歳、若年化、精障、アルコール依存の増加

○前身なし（救護施設の不足が背景にあり） ■昭51：大阪市からの委託

○法人、高齢者施設と在宅サービス実施

○生活困窮者対策施設

○前身・併設なし（救護施設の不足は背景にあり） ■平8：大阪市からの委託

○平均年齢61歳、平均入所期間３年

○精障21％、身体16％、病弱51％、近年ホームレス、生活障害が多い

○前身：更生施設、併設なし ■昭25：更生施設「大阪府立みなと寮」（定216） ■昭60：救護施設に変更、移転

○平均年齢66歳、平均入所期間９年

○精障44％、知障20％、身体22％、多種多様な生活課題とニーズあり

○前身：更生施設 ■昭43：社福・大阪市民援護事業団 ■平6：「社福・みおつくし福祉会」へ変更

○保護施設通所事業、救護施設居宅訓練事業併設 ■昭43：市設置の更生施設「淀川寮」を受託 ■昭60：市、救護施設開設、受託

○平均年齢61歳 平均入所期間１年４月 ９割が医療扶助受給

大阪市のホームレス対策支援
受入施設として稼働

110

大
阪
府

大
阪
府

大
阪
府

113 大
阪
府

大
阪
府

112

111

109 60

90

102

200

110

○前身、併設なし（精神病院退院者の受け皿として開設） ■昭63：社福・篤志会
「美原の里」開設○60歳以上33％、年々高齢化

○前身：宿泊保護→更生施設 ■明40：女性の宿泊保護と職業紹介の活動をする財団法人として発足

○生活ケアセンター、通所事業併設 ■昭27：社福となり更生施設「大阪婦人ホーム」を開設

○単身女性のみ、精障49％、ホームレス・DVやストーカー被害者・ロックアウト等が混在

○前身：引揚者の援護施設 ■昭21：県、引揚者・戦災者の応急援護施設
「兵庫県立玉津寮」開設

■昭41：兵庫県社会福
祉事業団が受託運営○併設なし（総合リハセンター内の一施設）

■昭27：県立玉津寮に救護施設開設 ■昭45：「のぞみの家」となる○３障害、ホームレス等、多様な利用者

○前身：救護院 ■大13：神戸市立救護院開設 ■平7：阪神淡路大震災で全壊

○養護老人ホーム、ケアハウス併設（合築）

○ホームレスが多く年齢層も高い

■平14：救護施
設に種別変更

大
阪
府

大
阪
府

兵
庫
県

兵
庫
県

116

117

115

114 60

90

100

50

■平12：養護老人ホーム、救護施
設の再建にあわせ、軽費老人ホー
ムをケアハウスに転換して合築

○前身：施療院・孤児院 ■明41：日露戦争後、傷痍軍人のための施療院、浮浪児の孤児院開設 ■平4：改称「社福神戸光有会、アメニティホーム夢野」

■昭27：社福・神戸報国議会「神戸報国救護院」開設 ■昭60：施設退所者のアフターケア開始 改築

■平1：通所事業認可

○精障９割

定50

兵
庫
県

118 50

○保護施設通所事業併設、法
人内では養護老人ホーム、児
童養護施設、救護施設等を実
施

■平14：保護施
設通所事業開
始、通所事業、
自主援助事業廃
止

■平6：救護施設退
所者等自立援助事
業開始

①美原の里
②③社福・篤志
会

①大阪婦人ホー

ム

②③社福・大阪

婦人ホーム

①のぞみの家

②兵庫県

③兵庫県社会福

祉事業団

①神戸市立和光

園

②③神戸市

①アメニティホー

ム夢野

②③社福・神戸

光有会
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

■昭37：社福・ヨハネ会
設立、緊急救護施設
「ヨハネ寮」開設

○前身：緊急救護施設 ■平1：救護施設通所事業

業事助援活生宅居等者所退設施護救：6平■へ」寮ネハヨ「設施護救、称改：24昭■

定50

○ほぼ全員が精障

○前身なし ■昭43：社福・阪神福祉事業団、救護施設「ななくさ厚生園」開設

○特老、デイ、知障更生、診療所他併設 定50

○平均年齢65歳、身障５割、知障３割、精障５割（重複含む） 定100 改築

○前身、併設なし（ホームレス、ＤＶ被害者等短期緊急受入実施） ■昭56：社福：南光社会福祉事業協会が開設

■平15：緊急
一時保護開
始

■平18：ホームレス、ＤＶ被害
者等短期間の緊急受入実施

兵
庫
県

120

119

兵
庫

121

兵
庫
県

■平16：保護施設通所
事業、居宅生活訓練事
業

50 ■昭26：聖ヨハネ病院修道会日本
支部設立

○保護施設通所事業、居宅生

活訓練事業、知障グループ

ホーム他併設

100

70

定50 定70

○前身、併設なし

○近年開設施設

○前身、併設なし ■昭63：開設

○精障５割、常に治療を要する者多い 定50 定70

○平均入所期間９年

設開：13昭■しな身前○ 新築・移転

001定55定03定設併スビーサ宅在害障・人老、老特、護療障身○

○平均年齢70歳、重複の増、精障の増、重度化

○前身なし ■昭35：開設 ■昭52：県立授産所を運営受託

託受営運を園生更立県：35昭■011定001定設併他ータンセ援支活生障知、護援障知○

○入所期間長期化、ベッド生活者増 ■昭57：法人が福祉ホームを設置

○ここ１０年、知障重複減、精障の増

■平4：知的障害者短期入
所事業、県より受託

■平14：知的障
害者生活支援セ

■平
17：開
設

兵
庫
県

奈
良
県

兵
庫
県

県

125

122

123

124

奈
良
県

70

○精障６割、ＡＤＬは高いが多

様な支援が必要

100

110

○前身、併設なし ■昭32：和歌山県社会福祉協議会が開設

○法人内に知障更生あり ■昭33：社福・紀之川寮へ移管

増築 増築 増築 増改築 増改築 増改築 改築・増築

定30 定90 定110 定135 定155 定165 定175

定50 定190

○前身：行旅病者等の収容所 ■昭14：行旅病者、浮浪者等の収容所として創設

○併設なし ■昭21：国の緊急援護費を受けて増築

■昭23：救護施設となる ■昭29：診療室を開所 ■昭38：移転・新築

増築

定48 定60

○前身なし（設立者は精神病院経営） ■昭31：医法・仁厚会が「仁厚寮」を開設

○併設なし（法人内救護施設あり） ■昭33：社福・敬仁会設立

○平均年齢60歳、平均入所期間７～８年 ■昭34：大■平園の前身であ
る救護施設「敬仁会館」開設○精障30人 ■昭45：大平園を開設

■平17：施設を２
分し移転改築、
よなご大平園と
なる

■平17：
改称「悠
久の郷」
へ

ンター、県より受託

和
歌
山
県

126

127 和
歌
山
県

128 島
根
県

190

60

70

①ヨハネ寮

②③社福・ヨハネ

会

①ななくさ厚生院

②③社福・阪神

福祉事業団

①桃李園

②③社福・成蹊

会

①須加宮寮

②③社福・大倭

安宿苑

①青垣園

②③社福・青垣

園

①悠久の郷

②③社福・紀之

川寮

①葛城園

②③和歌山市

①よなご大平園

②③社福・敬仁

会

①ゆりはま大平

園

②③社福・敬仁

会

①泉の園

②③社福・しらゆ

り会

①新生園

②③社福・共和

会

①南光園

②③社福・南光

社会福祉事業協

会

①ジョイ・ガーデン

②③社福・太陽

社会福祉事業協

会

移転 07定031定001定06定

○前身なし（設立者は精神病院経営） ■昭45：大平園を開設

○社会適応訓練事業（施設独自）併設、法人内救護施設あり

○平均年齢61歳、男性７割、精障（重複含む）７割

○近年、多重債務者、アルコール依存、ホームレス、ＤＶ被害者が目立つ 08定031定001定06定

○前身なし（救護施設の移管） ■昭50：開設

○精障グループホーム併設

○精障７割 定90

○前身、併設なし（病院と社会の中間施設として開設） ■昭55：開設（病院と社会の中間施設として）

○平均年齢57歳、平均入所期間６年

○アルコール依存85％、近年、ホームレスの入所増

■平17：施設を２
分し移転改築、
ゆりはま大平園
となる

129

130 島
根
県

島
根
県

131 島
根
県

60

80

100
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

■昭37：社福・ヨハネ会
設立、緊急救護施設
「ヨハネ寮」開設

○前身：緊急救護施設 ■平1：救護施設通所事業

業事助援活生宅居等者所退設施護救：6平■へ」寮ネハヨ「設施護救、称改：24昭■

定50

○ほぼ全員が精障

○前身なし ■昭43：社福・阪神福祉事業団、救護施設「ななくさ厚生園」開設

○特老、デイ、知障更生、診療所他併設 定50

○平均年齢65歳、身障５割、知障３割、精障５割（重複含む） 定100 改築

○前身、併設なし（ホームレス、ＤＶ被害者等短期緊急受入実施） ■昭56：社福：南光社会福祉事業協会が開設

■平15：緊急
一時保護開
始

■平18：ホームレス、ＤＶ被害
者等短期間の緊急受入実施

兵
庫
県

120

119

兵
庫

121

兵
庫
県

■平16：保護施設通所
事業、居宅生活訓練事
業

50 ■昭26：聖ヨハネ病院修道会日本
支部設立

○保護施設通所事業、居宅生

活訓練事業、知障グループ

ホーム他併設

100

70

定50 定70

○前身、併設なし

○近年開設施設

○前身、併設なし ■昭63：開設

○精障５割、常に治療を要する者多い 定50 定70

○平均入所期間９年

設開：13昭■しな身前○ 新築・移転

001定55定03定設併スビーサ宅在害障・人老、老特、護療障身○

○平均年齢70歳、重複の増、精障の増、重度化

○前身なし ■昭35：開設 ■昭52：県立授産所を運営受託

託受営運を園生更立県：35昭■011定001定設併他ータンセ援支活生障知、護援障知○

○入所期間長期化、ベッド生活者増 ■昭57：法人が福祉ホームを設置

○ここ１０年、知障重複減、精障の増

■平4：知的障害者短期入
所事業、県より受託

■平14：知的障
害者生活支援セ

■平
17：開
設

兵
庫
県

奈
良
県

兵
庫
県

県

125

122

123

124

奈
良
県

70

○精障６割、ＡＤＬは高いが多

様な支援が必要

100

110

○前身、併設なし ■昭32：和歌山県社会福祉協議会が開設

○法人内に知障更生あり ■昭33：社福・紀之川寮へ移管

増築 増築 増築 増改築 増改築 増改築 改築・増築

定30 定90 定110 定135 定155 定165 定175

定50 定190

○前身：行旅病者等の収容所 ■昭14：行旅病者、浮浪者等の収容所として創設

○併設なし ■昭21：国の緊急援護費を受けて増築

■昭23：救護施設となる ■昭29：診療室を開所 ■昭38：移転・新築

増築

定48 定60

○前身なし（設立者は精神病院経営） ■昭31：医法・仁厚会が「仁厚寮」を開設

○併設なし（法人内救護施設あり） ■昭33：社福・敬仁会設立

○平均年齢60歳、平均入所期間７～８年 ■昭34：大■平園の前身であ
る救護施設「敬仁会館」開設○精障30人 ■昭45：大平園を開設

■平17：施設を２
分し移転改築、
よなご大平園と
なる

■平17：
改称「悠
久の郷」
へ

ンター、県より受託

和
歌
山
県

126

127 和
歌
山
県

128 島
根
県

190

60

70

①ヨハネ寮

②③社福・ヨハネ

会

①ななくさ厚生院

②③社福・阪神

福祉事業団

①桃李園

②③社福・成蹊

会

①須加宮寮

②③社福・大倭

安宿苑

①青垣園

②③社福・青垣

園

①悠久の郷

②③社福・紀之

川寮

①葛城園

②③和歌山市

①よなご大平園

②③社福・敬仁

会

①ゆりはま大平

園

②③社福・敬仁

会

①泉の園

②③社福・しらゆ

り会

①新生園

②③社福・共和

会

①南光園

②③社福・南光

社会福祉事業協

会

①ジョイ・ガーデン

②③社福・太陽

社会福祉事業協

会

移転 07定031定001定06定

○前身なし（設立者は精神病院経営） ■昭45：大平園を開設

○社会適応訓練事業（施設独自）併設、法人内救護施設あり

○平均年齢61歳、男性７割、精障（重複含む）７割

○近年、多重債務者、アルコール依存、ホームレス、ＤＶ被害者が目立つ 08定031定001定06定

○前身なし（救護施設の移管） ■昭50：開設

○精障グループホーム併設

○精障７割 定90

○前身、併設なし（病院と社会の中間施設として開設） ■昭55：開設（病院と社会の中間施設として）

○平均年齢57歳、平均入所期間６年

○アルコール依存85％、近年、ホームレスの入所増

■平17：施設を２
分し移転改築、
ゆりはま大平園
となる

129

130 島
根
県

島
根
県

131 島
根
県

60

80

100
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身、併設なし ■昭60：瑞穂町が開所

○平均年齢59歳、50歳以上８割

○９割が何らかの精障 定50 定80

132 島
根
県

80

○前身：無料診療所、併設なし ■大8：無料診療所「津山施設院」を開設 ■昭32：社福・津山広済寮、救護施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「津山広済寮」開設

■戦後：津山病院と改称、無料、軽費診療実施 増改築 全面改築

定50 定70 定80

○前身：更生施設（売防・女性保護） ■昭22：更生施設「黒崎更生館」開設

○県との契約で併設事業はなし ■昭25：改称「岡山沙美寮」

設開」寮美沙県山岡「設施護救が県：03昭■年02間期所入均平、歳06齢年均平○

称改に」寮島玉立県山岡「、転移：23昭■割３れぞれそが害障３、みの性女○ 全面改装

○高齢化、障害の重度化

所開：63昭■）りあ願請の員委生民（しな設併、身前○ ■平8：全面改築、移転

○平均年齢64歳

○精障・知障重複16人、知障12人

○前身、併設なし（設置財団精神病院経営） 」園楽三ーュニ「称改、転移：9平■設開」園楽三「設施護救、立設人法福社：34昭■

○法人内、精障入所授産、福祉ホーム、グループホーム他併設

○平均年齢56歳、平均入所期間８年

○９割何らかの障害あり 定120 定90

■平16：改
称、社福・広
済会へ

80

50

90

■平11：社福・自然の森
が県から受託

■平18：社福・自然の森
が指定管理者となる

○分類入所ではなく、複雑、多
様な障害者が入所

80

■平9：同時に精神障害者入所
授産施設開設し一部配置換え

岡
山
県

岡
山
県

133

135

134

岡
山
県

岡
山
県

136

○前身（家族会の中間施設の要望あり） ■昭51：開設（中間施設の希望が家族会から要望される）

■平1：通所事業開始

業事援支活生立自等者所退：7平■89定06定

○精障95％ ■平14：保護施設通所事業

○前身、併設なし ■昭38：開設

○知障・精障重複４割、知障24％

○ほとんどが障害者

○前身：保養院→保護施設 ■昭13：広島市保養院開設 ■昭32：保養院廃止

○養護老人ホーム、生活指導短期宿泊事業併設　 ■昭25：保護施設となる　■昭32：救護施設「広島市救護院」として開設 ■昭59：広島市社会福祉事業団に管理運営を委託

移転・改築 改築

定44 定41 定45 定80 定60

設開が市：52昭■しな設併、身前○

転移築新、称改に」園風広市呉「：82昭■心中が者給受助扶活生、障知、障精○

■昭30：診療所併設 新築移転

定30 定40 定60

■平16：
社福・三
篠会に運
営管理を
移管

■平12：呉市直営から、
社福・呉福祉会へ委託

98

138 岡
山
県

広
島
県

137 岡
山
県

139

140 広
島
県

60

○３障害、重複障害、生活障害
等多様な障害を有する

50

○保護事業通所事業、退所者
等自立生活支援事業等併設

60

定60

○前身、併設なし（緊急救護施設として開設） ■昭34：「みつぎ清流園」設置、
緊急救護施設となる○平均年齢58歳、平均入所期間11年

■昭37：救護施設に変更
■平8：改称「みつぎ清風園」

○精障51％、重複32％、障害なし１％ 増築

定50 定100

○前身、併設なし ■昭30：萩市社会館救護所開設
○高齢化、長期化、障害の重度化 ■昭30：改称、「萩市救護所」とする
○知障が減、精障が増、男性６割、アルコール依存、多重債務、ホームレス等

○前身、併設なし ■昭28：「大和村立救護所」開所 ■平3：改称、「大和町立石城苑」へ

○平均年齢60歳 移転 増築 増築
○精障寛解者が大半

定50 定80 定100 定130 定100

○前身、併設なし（緊急救護施設として開設） ■昭36：緊急救護施設
「下関市安岡寮」開設

■昭61：改称、「下関市梅花園」へ

○平均年齢65歳、平均入所期間11年
■昭40：救護施設となる 新築・移転

定50 定60

○前身、併設なし、組合で養護老人ホームを併設 ■昭37：２市２町で「徳山地方救護所」開設

広
島
県

山541

141 広
島
県

143

広
島
県

144

142

山
口
県

■平12：社福・下関市社
会福祉事業団へ運営委
託

■平17：
改称「石
城苑」、
松風会へ
移管

60

50

○知障が減、精障が増、精神
病院からの入所が多い

100

60

100

■平15：改称、「周
口

50
南地区福祉施設組

①さつきの園

②③社福・瑞穂

福祉会

①津山広済寮

②③社福・広済

会

①岡山県立玉島

寮

②岡山県

③社福･自然の森

①笠岡市恵風荘

②③笹岡市

①ニュー三楽園

②③社福・江原

恵明会

①浦安荘

②③社福・浦安

荘

①矢掛町立矢掛

寮

②③矢掛町

①救護院

②広島市

③社福・三篠会

①呉市広風園

②呉市

③社福・呉福祉

会

①みつぎ清風園

②③尾道市

①萩市救護所

②③萩市

①石城苑

②③社福・松風

会

①下関市梅花園

②下関市

③社福・下関社

会福祉事業団

①周南荘

②③周南地区福

祉施設組合
○平均年齢65歳、高齢化、虚弱化 ■昭39：改称、「徳山地方救護所

周南荘」へ○精障６割、障害の重度化、重複化
県

南地区福祉施設組
合周南荘」へ
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

○前身、併設なし ■昭60：瑞穂町が開所

○平均年齢59歳、50歳以上８割

○９割が何らかの精障 定50 定80

132 島
根
県

80

○前身：無料診療所、併設なし ■大8：無料診療所「津山施設院」を開設 ■昭32：社福・津山広済寮、救護施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「津山広済寮」開設

■戦後：津山病院と改称、無料、軽費診療実施 増改築 全面改築

定50 定70 定80

○前身：更生施設（売防・女性保護） ■昭22：更生施設「黒崎更生館」開設

○県との契約で併設事業はなし ■昭25：改称「岡山沙美寮」

設開」寮美沙県山岡「設施護救が県：03昭■年02間期所入均平、歳06齢年均平○

称改に」寮島玉立県山岡「、転移：23昭■割３れぞれそが害障３、みの性女○ 全面改装

○高齢化、障害の重度化

所開：63昭■）りあ願請の員委生民（しな設併、身前○ ■平8：全面改築、移転

○平均年齢64歳

○精障・知障重複16人、知障12人

○前身、併設なし（設置財団精神病院経営） 」園楽三ーュニ「称改、転移：9平■設開」園楽三「設施護救、立設人法福社：34昭■

○法人内、精障入所授産、福祉ホーム、グループホーム他併設

○平均年齢56歳、平均入所期間８年

○９割何らかの障害あり 定120 定90

■平16：改
称、社福・広
済会へ

80

50

90

■平11：社福・自然の森
が県から受託

■平18：社福・自然の森
が指定管理者となる

○分類入所ではなく、複雑、多
様な障害者が入所

80

■平9：同時に精神障害者入所
授産施設開設し一部配置換え

岡
山
県

岡
山
県

133

135

134

岡
山
県

岡
山
県

136

○前身（家族会の中間施設の要望あり） ■昭51：開設（中間施設の希望が家族会から要望される）

■平1：通所事業開始

業事援支活生立自等者所退：7平■89定06定

○精障95％ ■平14：保護施設通所事業

○前身、併設なし ■昭38：開設

○知障・精障重複４割、知障24％

○ほとんどが障害者

○前身：保養院→保護施設 ■昭13：広島市保養院開設 ■昭32：保養院廃止

○養護老人ホーム、生活指導短期宿泊事業併設　 ■昭25：保護施設となる　■昭32：救護施設「広島市救護院」として開設 ■昭59：広島市社会福祉事業団に管理運営を委託

移転・改築 改築

定44 定41 定45 定80 定60

設開が市：52昭■しな設併、身前○

転移築新、称改に」園風広市呉「：82昭■心中が者給受助扶活生、障知、障精○

■昭30：診療所併設 新築移転

定30 定40 定60

■平16：
社福・三
篠会に運
営管理を
移管

■平12：呉市直営から、
社福・呉福祉会へ委託

98

138 岡
山
県

広
島
県

137 岡
山
県

139

140 広
島
県

60

○３障害、重複障害、生活障害
等多様な障害を有する

50

○保護事業通所事業、退所者
等自立生活支援事業等併設

60

定60

○前身、併設なし（緊急救護施設として開設） ■昭34：「みつぎ清流園」設置、
緊急救護施設となる○平均年齢58歳、平均入所期間11年

■昭37：救護施設に変更
■平8：改称「みつぎ清風園」

○精障51％、重複32％、障害なし１％ 増築

定50 定100

○前身、併設なし ■昭30：萩市社会館救護所開設
○高齢化、長期化、障害の重度化 ■昭30：改称、「萩市救護所」とする
○知障が減、精障が増、男性６割、アルコール依存、多重債務、ホームレス等

○前身、併設なし ■昭28：「大和村立救護所」開所 ■平3：改称、「大和町立石城苑」へ

○平均年齢60歳 移転 増築 増築
○精障寛解者が大半

定50 定80 定100 定130 定100

○前身、併設なし（緊急救護施設として開設） ■昭36：緊急救護施設
「下関市安岡寮」開設

■昭61：改称、「下関市梅花園」へ

○平均年齢65歳、平均入所期間11年
■昭40：救護施設となる 新築・移転

定50 定60

○前身、併設なし、組合で養護老人ホームを併設 ■昭37：２市２町で「徳山地方救護所」開設

広
島
県

山541

141 広
島
県

143

広
島
県

144

142

山
口
県

■平12：社福・下関市社
会福祉事業団へ運営委
託

■平17：
改称「石
城苑」、
松風会へ
移管

60

50

○知障が減、精障が増、精神
病院からの入所が多い

100

60

100

■平15：改称、「周
口

50
南地区福祉施設組

①さつきの園

②③社福・瑞穂

福祉会

①津山広済寮

②③社福・広済

会

①岡山県立玉島

寮

②岡山県

③社福･自然の森

①笠岡市恵風荘

②③笹岡市

①ニュー三楽園

②③社福・江原

恵明会

①浦安荘

②③社福・浦安

荘

①矢掛町立矢掛

寮

②③矢掛町

①救護院

②広島市

③社福・三篠会

①呉市広風園

②呉市

③社福・呉福祉

会

①みつぎ清風園

②③尾道市

①萩市救護所

②③萩市

①石城苑

②③社福・松風

会

①下関市梅花園

②下関市

③社福・下関社

会福祉事業団

①周南荘

②③周南地区福

祉施設組合
○平均年齢65歳、高齢化、虚弱化 ■昭39：改称、「徳山地方救護所

周南荘」へ○精障６割、障害の重度化、重複化
県

南地区福祉施設組
合周南荘」へ
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①愛和苑

②③社福・松風

会

①聖和苑

②③社福・博愛

会

①徳島市立寿楽
荘
②③徳島市

①小鳴門荘

②③社福・小渦

会

①みよしの山荘

②③社福・徳島

愛光会

①清水園

②③社福・清水

園

①萬象園

②③社福・萬象

園

①丸山荘

②③社福・松山

隣保館

①大洲幸楽園

②③社福・大洲

幸楽園

①津島荘

②③宇和島市地

区広域事務組合

①みさか荘
②③松山広域福
祉施設事務組合

①浦戸園

②③社福・海の

里

①高知市誠和園

②③高知市

①福岡市松濤園

②③福岡市

①愛の家
②③社福・北九
州市小倉社会事
業協会

①仁風園
②③社福・仁風
会

①梅寿園
②③社福・香和
会

○前身、併設なし（法人内に救護施設あり） ■昭57：開設

○他法人の精神病院隣接
○精障が大半、長期化、重度化、高齢化 定50

○前身、併設なし ■昭58：開設

○平均年齢58歳、平均入所期間８年
○精障50人、アルコール依存11人、重複13人 定50 定80

○前身、併設なし
○各障害が入所

定40→70

○前身：保養院 ■昭2：精神障害者の治療・保護のための「阿波井島保養院」開設（現在の鳴門シーガル病院）

○医療保護施設併設 ■昭27：社福・阿波井島保養院に改組 ■昭41：救護施設
「小鳴門荘」開設○高齢化、障害の多様化、重度化

○前身なし ■昭52：開設

○特養、短期入所、在介支センター併設
○平均年齢65歳 平均入所期間19年 精障４割 重複５割 重度化 高齢化 定50

■平14：社福・小
渦会に改組

徳
島
県

徳
島
県

146 山
口
県

山
口
県

147

148 徳
島
県

149

150

80

70

50

50

50

、 、 、 、 、 定50

○前身なし ■昭32：財・清水園を設立し開設

○単独事業で通所事業を併設 ■昭33：社福・清水園を設立し、
救護施設「清水園」を開設○平均年齢63歳、平均入所期間23年

■昭36：緊急救護施設を併設（定50）

■平3：通所事業実施（単独事業）
○知障７割、近年は精障入所がほとんど（アルコール依存、ホームレス） ■昭44：緊急救護施設を廃止（一本化）
○高齢化、障害の多種・多様化、重度化 定100 定150 大規模改築

○前身なし（緊急救護施設として開設） ■昭44：緊急救護施設を開設
○居宅介護支援事業所併設
○平均年齢62歳 定50 定100 全面改築
○統合失調症54％、知的障害21％ 定110

○前身：隣保館→養老院 ■昭2：救貧防貧施設「松山市隣保館」開設（戦禍で焼失）

○保育所併設 ■昭21：養老院として再開 ■昭37：救護施設に転換
○平均年齢64歳
○知障32人、精神40人、知障・精障重複18人 定120

○前身なし ■昭42：開設
○法人内、乳児保育所、更生施設あり ■昭43：社福・

大洲幸楽園設立 ■昭45：乳児保育所開設
定60 ■昭47：更生施設開設（■昭50独立）

151

152 香
川
県

154 愛
媛
県

153 香
川
県

香
川
県

150

110

120

60

○前身、併設なし るなと合組務事域広区地島和宇：1平■立設合組設施護救区地島和宇：54昭■

○高齢化、重度化 ■昭46：開設

○前身：保護院、併設なし ■昭51：松山市保護院廃止

○精障41人、知障34人、知障・精障重複31人 ■昭51：救護施設「みさか荘」開設
○年齢、障害を問わず受入れ 定150

■昭38：県立の救
護施設として開設

設併ムーホ人老護養、しな身前○

○平均年齢67歳、平均入所期間15年
○知障31％、身障25％、重複33％ 張拡・修改転移・築新

■明26：高知市立伝染病院を設立→■明31：移転し高知市城西病院となる、この
病院の一部に救護所を設置（行旅病人等の収容）
■昭7：救護施設となる→■昭13：病院から独立し「高知市救護所」となる

称改に」園和誠立市知高「：52昭■
しな設併○

■昭47：総合老人施設設立
○平均入所期間９年（短期・長期の２極化）、近年精障が増、特にアルコール依存が増 転移07定05定

○前身なし、養護老人ホーム併設 ■昭47：開設

■平13：社福・海
の里へ移管

愛
媛
県

福
岡
県

158 高
知
県

159

155

156

157 高
知
県

愛
媛
県

○前身：伝染病院→救護所→
救護施設（救護法）

50

70

50

60

150

○前身：浮浪者収容所→保護施設 ■昭21：「小倉浮浪者収容所」開設
○養護老人ホーム、母子寮、保育所併設 ■昭27：保護施設となる

るなと設施護救：03昭■）歳88～92、りおも方い若（歳76齢年均平○
転移上以数半が上以年02間期所入○ 築増築改築改増

○前身なし（更生施設の必要性が背景にあった） ■昭43：社福・仁風会、救護施設「仁風園」開設 ■昭62：単身生活訓練のための「復帰館」建設
○通所事業併設、単身生活訓練用施設あり ■平2：アルコールプログラム、施設内自助グループ開始

転移築新○平均年齢51歳、平均入所期間６年、精障が中心、近年は知障のＤＶ被害者、ホームレス、多重債務者、高次機能障害など多様。 ■平3：通所事業開始

○前身なし（入所希望者多く、施設設置要望あった） ■平6：開設
○精障生活訓練施設（援護寮）併設、緊急受入れ可能
○アルコール依存、薬物依存を中心に受けれ 定50 定80

80 ■平11：精神障害者生
活訓練施設（援護寮）開

160 福
岡
県

161

162

福
岡
県

福
岡
県

50

75
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①愛和苑

②③社福・松風

会

①聖和苑

②③社福・博愛

会

①徳島市立寿楽
荘
②③徳島市

①小鳴門荘

②③社福・小渦

会

①みよしの山荘

②③社福・徳島

愛光会

①清水園

②③社福・清水

園

①萬象園

②③社福・萬象

園

①丸山荘

②③社福・松山

隣保館

①大洲幸楽園

②③社福・大洲

幸楽園

①津島荘

②③宇和島市地

区広域事務組合

①みさか荘
②③松山広域福
祉施設事務組合

①浦戸園

②③社福・海の

里

①高知市誠和園

②③高知市

①福岡市松濤園

②③福岡市

①愛の家
②③社福・北九
州市小倉社会事
業協会

①仁風園
②③社福・仁風
会

①梅寿園
②③社福・香和
会

○前身、併設なし（法人内に救護施設あり） ■昭57：開設

○他法人の精神病院隣接
○精障が大半、長期化、重度化、高齢化 定50

○前身、併設なし ■昭58：開設

○平均年齢58歳、平均入所期間８年
○精障50人、アルコール依存11人、重複13人 定50 定80

○前身、併設なし
○各障害が入所

定40→70

○前身：保養院 ■昭2：精神障害者の治療・保護のための「阿波井島保養院」開設（現在の鳴門シーガル病院）

○医療保護施設併設 ■昭27：社福・阿波井島保養院に改組 ■昭41：救護施設
「小鳴門荘」開設○高齢化、障害の多様化、重度化

○前身なし ■昭52：開設

○特養、短期入所、在介支センター併設
○平均年齢65歳 平均入所期間19年 精障４割 重複５割 重度化 高齢化 定50

■平14：社福・小
渦会に改組

徳
島
県

徳
島
県

146 山
口
県

山
口
県

147

148 徳
島
県

149

150

80

70

50

50

50

、 、 、 、 、 定50

○前身なし ■昭32：財・清水園を設立し開設

○単独事業で通所事業を併設 ■昭33：社福・清水園を設立し、
救護施設「清水園」を開設○平均年齢63歳、平均入所期間23年

■昭36：緊急救護施設を併設（定50）

■平3：通所事業実施（単独事業）
○知障７割、近年は精障入所がほとんど（アルコール依存、ホームレス） ■昭44：緊急救護施設を廃止（一本化）
○高齢化、障害の多種・多様化、重度化 定100 定150 大規模改築

○前身なし（緊急救護施設として開設） ■昭44：緊急救護施設を開設
○居宅介護支援事業所併設
○平均年齢62歳 定50 定100 全面改築
○統合失調症54％、知的障害21％ 定110

○前身：隣保館→養老院 ■昭2：救貧防貧施設「松山市隣保館」開設（戦禍で焼失）

○保育所併設 ■昭21：養老院として再開 ■昭37：救護施設に転換
○平均年齢64歳
○知障32人、精神40人、知障・精障重複18人 定120

○前身なし ■昭42：開設
○法人内、乳児保育所、更生施設あり ■昭43：社福・

大洲幸楽園設立 ■昭45：乳児保育所開設
定60 ■昭47：更生施設開設（■昭50独立）

151

152 香
川
県

154 愛
媛
県

153 香
川
県

香
川
県

150

110

120

60

○前身、併設なし るなと合組務事域広区地島和宇：1平■立設合組設施護救区地島和宇：54昭■

○高齢化、重度化 ■昭46：開設

○前身：保護院、併設なし ■昭51：松山市保護院廃止

○精障41人、知障34人、知障・精障重複31人 ■昭51：救護施設「みさか荘」開設
○年齢、障害を問わず受入れ 定150

■昭38：県立の救
護施設として開設

設併ムーホ人老護養、しな身前○

○平均年齢67歳、平均入所期間15年
○知障31％、身障25％、重複33％ 張拡・修改転移・築新

■明26：高知市立伝染病院を設立→■明31：移転し高知市城西病院となる、この
病院の一部に救護所を設置（行旅病人等の収容）
■昭7：救護施設となる→■昭13：病院から独立し「高知市救護所」となる

称改に」園和誠立市知高「：52昭■
しな設併○

■昭47：総合老人施設設立
○平均入所期間９年（短期・長期の２極化）、近年精障が増、特にアルコール依存が増 転移07定05定

○前身なし、養護老人ホーム併設 ■昭47：開設

■平13：社福・海
の里へ移管

愛
媛
県

福
岡
県

158 高
知
県

159

155

156

157 高
知
県

愛
媛
県

○前身：伝染病院→救護所→
救護施設（救護法）

50

70

50

60

150

○前身：浮浪者収容所→保護施設 ■昭21：「小倉浮浪者収容所」開設
○養護老人ホーム、母子寮、保育所併設 ■昭27：保護施設となる

るなと設施護救：03昭■）歳88～92、りおも方い若（歳76齢年均平○
転移上以数半が上以年02間期所入○ 築増築改築改増

○前身なし（更生施設の必要性が背景にあった） ■昭43：社福・仁風会、救護施設「仁風園」開設 ■昭62：単身生活訓練のための「復帰館」建設
○通所事業併設、単身生活訓練用施設あり ■平2：アルコールプログラム、施設内自助グループ開始

転移築新○平均年齢51歳、平均入所期間６年、精障が中心、近年は知障のＤＶ被害者、ホームレス、多重債務者、高次機能障害など多様。 ■平3：通所事業開始

○前身なし（入所希望者多く、施設設置要望あった） ■平6：開設
○精障生活訓練施設（援護寮）併設、緊急受入れ可能
○アルコール依存、薬物依存を中心に受けれ 定50 定80

80 ■平11：精神障害者生
活訓練施設（援護寮）開

160 福
岡
県

161

162

福
岡
県

福
岡
県

50

75
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①第2優和園

②③社福・福徳

福祉会

①佐賀県立の隈

寮

②③佐賀県

①しみず園

②③社福・天嶺

会

①みどり荘

②③社福・長崎

県厚生福祉団

①佐世保市立八

天荘

②③佐世保市

①あいこう園
②③社福・みの
り会

①あじさい

②③社福・朋友

会

①千草寮

②③八代市

①銀杏寮

②③社福・同胞

友愛会

①しらがね寮

②③あさぎり町

①天草園
②③社福・博愛
会

①菊池園
②③社福・紫翠
会

①野坂の浦荘
②③社福・蘇生
会

①大分県渓泉寮
②③社福・大分県
社会福祉事業団 
  
  ①大分県光明寮
②③社福・大分
県光明寮

①清風園

②③宮崎県

○前身、併設なし ■平14：開設

○障害者、ホームレス、病弱者を受入

○精神42％、ホームレス25％

設開てしと設施立県：83昭■）りあ景背たっかな少が設施障知（しな設併、身前○

○有疾病者が９割、精障が多く、精神化からの入所者増
○知障６割、精障１割

救3■昭38：救護施設「しみず園」開設
（精神病院医師会の医師らが参画）

）与関に設開が会師医院病神精（しな設併、身前○
○平均年齢62歳、移動介助者25％、全介助13％

増築 全面改築

100

50

70

163

164

福
岡
県

佐
賀
県

佐
賀

165
賀

○近年、精障、人格障害、ホームレス増
定75 定100

○前身：行旅病人収容所 ■明32：行旅病仁収容所を開設
○精障40％、複合障害29％ ■昭20：原爆にて焼失後、現地に再建

■昭34：生保法の救護施設
「長崎市立救護所」となる

■昭50：改称「長崎市立みどり荘」へ

■昭35：診療所併設
定30 定50

○前身、併設なし ■昭28：行路病舎を改築し「佐世保市立梅田寮」開設
○平均年齢64歳、平均入所期間13年 ■昭30：救護施設となる ■昭41：「佐世保市立

八天荘」となる○精障６人、知障５人、精神重複５人

■昭33：生保法の委託事務費対象
施設となる

○実質入所者数は22人

新築移転

○前身、併設なし（知障施設の受け皿として開設） ■昭44：開設、知的障害者施設の受け皿として。
○平均年齢69歳、知障過半数、精障25％
○要介護者増、食事介助48％、入浴介助29％ 定50 定70

○前身、併設なし
○平均年齢59歳
○精障37％、生活障害（ホームレス等）22％ ■平14：授産施設

定60

■昭28：救護施
設となる

70

60

50

30

■平17：
改称、
「救護施
設みどり
荘」へ

■平14：定30の
まま、運営上22
人体制で運営

■平11：「佐世保市立早
岐授産場」廃止

長
崎
県

167 長
崎
県

169

長
崎
県

県

長
崎
県

166

168

○前身、併設なし ■昭36：開設
○平均年齢65歳 増設
○知障41％、精神16％ 定30 定50

○前身：更生施設 ■昭25：戦災浮浪者収容のため更生施設「銀杏寮」開設、経営を受託
○母子生活支援施設、保育園、知障通所授産併設 ■昭33：「銀杏寮」を譲渡され

社福法人の直接運営となる○平均年齢66歳、平均入所期間14年
■昭35：救護施設となる○精障42％、重複25％、知障19％
定50 定60

○前身、併設なし（全国唯一村立救護施設として開設） ■昭43：全国唯一の村立の救護施設開設（上村→その後合併であしぎり町となる）
○平均年齢67歳、精障53％、知障34％
○長期化、高齢化、重度化

○前身、併設なし（設立法人は老人施設運営） ■昭43：社福・明照園（前身）が、救護施設開設 ■平2：地域交流多目的ホール完成
○平均年齢65歳、入浴介護27％、オムツ使用34％ ■平7：新福祉法人「博愛会」を設立
○統合失調症70％、知障50％、近年男性入所者95％ 定50 定70 新園舎完成

○前身、併設なし（救護施設の偏在が背景にあり） ■昭47：開設
○平均年齢62歳
○開設当初は知障が多数、現在は精障過半数

○前身、併設なし ■昭55：開設
○平均年齢66歳(29～85歳） 平均入所期間15年

60

50

70

50

50

50

173

熊
本
県

175 熊
本

174

熊
本
県

熊
本
県

172

170

熊
本
県

171

熊
本
県

○平均年齢66歳(29～85歳）、平均入所期間15年
○知障45％、精神25％

○前身なし ■昭36：大分県が設立、
事業開始○精障地域生活援助事業、保護施設通所事業、グループホーム他併設 ■昭42：大分県社会福祉事業団に運営委託

002定001定05定化齢高めたの難困帰復会社、割８障精○

○前身なし
○身障デイサービス併設
○平均年齢65歳、身障41％、15年以上の入所者49％

設開てしと設施護救急緊：53昭■）設開てしと設施護救急緊（しな身前○
○保護施設通所事業、ホームレス一時保護事業、障害者就業、生活支援事業併　　　　　　　■昭39：救護施設となる

56定人14複重の障精と障知、年61間期所入均平、歳65齢年均平○

120

60

50

■平16：大分
県社会福祉
事業団へ移

176

本
県

大
分
県

大
分
県

177

178 宮
崎
県
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①第2優和園

②③社福・福徳

福祉会

①佐賀県立の隈

寮

②③佐賀県

①しみず園

②③社福・天嶺

会

①みどり荘

②③社福・長崎

県厚生福祉団

①佐世保市立八

天荘

②③佐世保市

①あいこう園
②③社福・みの
り会

①あじさい

②③社福・朋友

会

①千草寮

②③八代市

①銀杏寮

②③社福・同胞

友愛会

①しらがね寮

②③あさぎり町

①天草園
②③社福・博愛
会

①菊池園
②③社福・紫翠
会

①野坂の浦荘
②③社福・蘇生
会

①大分県渓泉寮
②③社福・大分県
社会福祉事業団 
  
  ①大分県光明寮
②③社福・大分
県光明寮

①清風園

②③宮崎県

○前身、併設なし ■平14：開設

○障害者、ホームレス、病弱者を受入

○精神42％、ホームレス25％

設開てしと設施立県：83昭■）りあ景背たっかな少が設施障知（しな設併、身前○

○有疾病者が９割、精障が多く、精神化からの入所者増
○知障６割、精障１割

救3■昭38：救護施設「しみず園」開設
（精神病院医師会の医師らが参画）

）与関に設開が会師医院病神精（しな設併、身前○
○平均年齢62歳、移動介助者25％、全介助13％

増築 全面改築

100

50

70

163

164

福
岡
県

佐
賀
県

佐
賀

165
賀

○近年、精障、人格障害、ホームレス増
定75 定100

○前身：行旅病人収容所 ■明32：行旅病仁収容所を開設
○精障40％、複合障害29％ ■昭20：原爆にて焼失後、現地に再建

■昭34：生保法の救護施設
「長崎市立救護所」となる

■昭50：改称「長崎市立みどり荘」へ

■昭35：診療所併設
定30 定50

○前身、併設なし ■昭28：行路病舎を改築し「佐世保市立梅田寮」開設
○平均年齢64歳、平均入所期間13年 ■昭30：救護施設となる ■昭41：「佐世保市立

八天荘」となる○精障６人、知障５人、精神重複５人

■昭33：生保法の委託事務費対象
施設となる

○実質入所者数は22人

新築移転

○前身、併設なし（知障施設の受け皿として開設） ■昭44：開設、知的障害者施設の受け皿として。
○平均年齢69歳、知障過半数、精障25％
○要介護者増、食事介助48％、入浴介助29％ 定50 定70

○前身、併設なし
○平均年齢59歳
○精障37％、生活障害（ホームレス等）22％ ■平14：授産施設

定60

■昭28：救護施
設となる

70

60

50

30

■平17：
改称、
「救護施
設みどり
荘」へ

■平14：定30の
まま、運営上22
人体制で運営

■平11：「佐世保市立早
岐授産場」廃止

長
崎
県

167 長
崎
県

169

長
崎
県

県

長
崎
県

166

168

○前身、併設なし ■昭36：開設
○平均年齢65歳 増設
○知障41％、精神16％ 定30 定50

○前身：更生施設 ■昭25：戦災浮浪者収容のため更生施設「銀杏寮」開設、経営を受託
○母子生活支援施設、保育園、知障通所授産併設 ■昭33：「銀杏寮」を譲渡され

社福法人の直接運営となる○平均年齢66歳、平均入所期間14年
■昭35：救護施設となる○精障42％、重複25％、知障19％
定50 定60

○前身、併設なし（全国唯一村立救護施設として開設） ■昭43：全国唯一の村立の救護施設開設（上村→その後合併であしぎり町となる）
○平均年齢67歳、精障53％、知障34％
○長期化、高齢化、重度化

○前身、併設なし（設立法人は老人施設運営） ■昭43：社福・明照園（前身）が、救護施設開設 ■平2：地域交流多目的ホール完成
○平均年齢65歳、入浴介護27％、オムツ使用34％ ■平7：新福祉法人「博愛会」を設立
○統合失調症70％、知障50％、近年男性入所者95％ 定50 定70 新園舎完成

○前身、併設なし（救護施設の偏在が背景にあり） ■昭47：開設
○平均年齢62歳
○開設当初は知障が多数、現在は精障過半数

○前身、併設なし ■昭55：開設
○平均年齢66歳(29～85歳） 平均入所期間15年
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50

50

50
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県
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本
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170

熊
本
県

171

熊
本
県

○平均年齢66歳(29～85歳）、平均入所期間15年
○知障45％、精神25％

○前身なし ■昭36：大分県が設立、
事業開始○精障地域生活援助事業、保護施設通所事業、グループホーム他併設 ■昭42：大分県社会福祉事業団に運営委託

002定001定05定化齢高めたの難困帰復会社、割８障精○

○前身なし
○身障デイサービス併設
○平均年齢65歳、身障41％、15年以上の入所者49％

設開てしと設施護救急緊：53昭■）設開てしと設施護救急緊（しな身前○
○保護施設通所事業、ホームレス一時保護事業、障害者就業、生活支援事業併　　　　　　　■昭39：救護施設となる

56定人14複重の障精と障知、年61間期所入均平、歳65齢年均平○
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60
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■平16：大分
県社会福祉
事業団へ移
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①宮崎養護院

②③社福・宮崎

福祉会 

  

  

①鹿児島市立い

しき園

②③鹿児島市

①いしみね救護

園

②沖縄県

③社福・沖縄県

社会福祉事業団

①よみたん救護園

②沖縄県

③社福・沖縄県

社会福祉事業団

①歌志内市立救
護施設親愛の家
②③歌志内市

○前身：収容施設→更生施設 ■大10：個人が自費で浮浪者などの収容施設を設立
■昭21：市営となる、宮崎市更生援護会が経営、生活保護施設となる

■昭27：社福・宮崎市社会福祉会設立
置設所療診内設施：03昭■年51間期所入均平、歳86齢年均平○

るなと設施護救りよ設施老養：13昭■％61障知、％55害障複重○
■昭34：施設払い下げ、設置運営
ともに宮崎市社会福祉会となる 移転 定82

定65 定70 定75

○保育園、児童養護施設、母
子生活支援施設併設

82

■平15：社
福・宮崎福祉
会と改称

179 宮
崎
県

定65 定70 定75

○前身：救護所→保護寮　　　　 ■昭11：行路病人や浮浪者等を収容するため「鹿児島市救護所」（第一保護寮となる）開設
○養護老人ホーム併設 ■昭22：第二保護寮を開設 ■昭33：２つの保護寮を統合し

「鹿児島市保護寮」として移転
転移、へ」園きしい立市島児鹿「称改：84昭■へ」園里玉立市島児鹿「称改：43昭■

年41間期所入均平、歳86齢年均平○

06定
％02的知、％42体身、％23障精○

定60

○前身：養老院 ■昭20：遍照寺住職、戦争孤児、孤老収容のための「首里養老院」開設

■昭21：民政府立の「首里養護院」併設
■昭24：沖縄厚生園となる（児童・養老・救護）、移転

るなと」園護救ねみしい立県縄沖「し離分りよ園生厚縄沖：84昭■るなと設併の護救・老養：23昭■
■昭58：社福・沖縄県社会福祉事業団が受託経営

05定56定

○前身、併設なし ■昭52：県が設置、社福・沖縄県社会福祉事業団へ委託

○60歳以上68％、平均入所期間14年 増築
○精障８割 定52 定100
○年々、高齢化、重度化が顕著

○前身、併設なし ■昭48：開設
○平均年齢66歳
○精障30％、知障23％、重複27％

100

○３障害のほか、アルコール依
存症、ホームレス、重複障害な
ど、他施設への待機者が利用

60

50

100

180

182
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県
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鹿
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島
県
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縄
県

北
海
道
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1900年代

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

年　　　表施設の概要
2000年代（■平成）

施設の特徴等
（調査結果からポイント抜粋）

都
道
府
県

そ
れ
以
前

定
員

①施設名

②設置主体

③運営主体

①宮崎養護院

②③社福・宮崎

福祉会 

  

  

①鹿児島市立い

しき園

②③鹿児島市

①いしみね救護

園

②沖縄県

③社福・沖縄県

社会福祉事業団

①よみたん救護園

②沖縄県

③社福・沖縄県

社会福祉事業団

①歌志内市立救
護施設親愛の家
②③歌志内市

○前身：収容施設→更生施設 ■大10：個人が自費で浮浪者などの収容施設を設立
■昭21：市営となる、宮崎市更生援護会が経営、生活保護施設となる

■昭27：社福・宮崎市社会福祉会設立
置設所療診内設施：03昭■年51間期所入均平、歳86齢年均平○

るなと設施護救りよ設施老養：13昭■％61障知、％55害障複重○
■昭34：施設払い下げ、設置運営
ともに宮崎市社会福祉会となる 移転 定82

定65 定70 定75

○保育園、児童養護施設、母
子生活支援施設併設

82

■平15：社
福・宮崎福祉
会と改称

179 宮
崎
県

定65 定70 定75

○前身：救護所→保護寮　　　　 ■昭11：行路病人や浮浪者等を収容するため「鹿児島市救護所」（第一保護寮となる）開設
○養護老人ホーム併設 ■昭22：第二保護寮を開設 ■昭33：２つの保護寮を統合し

「鹿児島市保護寮」として移転
転移、へ」園きしい立市島児鹿「称改：84昭■へ」園里玉立市島児鹿「称改：43昭■

年41間期所入均平、歳86齢年均平○

06定
％02的知、％42体身、％23障精○

定60

○前身：養老院 ■昭20：遍照寺住職、戦争孤児、孤老収容のための「首里養老院」開設

■昭21：民政府立の「首里養護院」併設
■昭24：沖縄厚生園となる（児童・養老・救護）、移転

るなと」園護救ねみしい立県縄沖「し離分りよ園生厚縄沖：84昭■るなと設併の護救・老養：23昭■
■昭58：社福・沖縄県社会福祉事業団が受託経営

05定56定

○前身、併設なし ■昭52：県が設置、社福・沖縄県社会福祉事業団へ委託

○60歳以上68％、平均入所期間14年 増築
○精障８割 定52 定100
○年々、高齢化、重度化が顕著

○前身、併設なし ■昭48：開設
○平均年齢66歳
○精障30％、知障23％、重複27％

100

○３障害のほか、アルコール依
存症、ホームレス、重複障害な
ど、他施設への待機者が利用

60

50

100

180

182

沖
縄
県

181

鹿
児
島
県

沖
縄
県

北
海
道

183
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3　資料編
①　調査依頼文

 

救護施設に関する全国調査 調査協力のお願い

このたび、財団法人社会福祉振興・試験センターの委託を受け、アンケート調査を実施

することになりました。

本調査研究では、生活保護制度の展開の中で救護施設がどのような役割と機能を果たし

てきたのかを、制度的な側面から歴史的に跡づけ、今後の救護施設の在り方を検討するこ

とを目的としています。

ご多忙の折とは存じますが、ご回答を寄せていただきますよう宜しくお願い申し上げま

す。

調査内容や記入などについて、ご不明な点がありましたら、下記の連絡先にお問い合わ

せ下さい。

平成１８年 １月１０日

○調査実施機関 首都大学東京 都市教養学部人文・社会系社会福祉学分野

岡部卓研究室

○問い合わせ先 電話 （岡部研究室直通）

○調査票の送付について

返信用の封筒をご利用の上、１月２０日までにご返送下さいますようお願い申し上げま

す。

返信先 〒１９２－０３９７ 東京都八王子市南大沢１－１

首都大学東京 人文・社会系社会学コース社会福祉学分野

岡部卓研究室

電話

以下の設問に関する貴施設資料がございましたら、ご送付下さい。

（貴施設資料をご送付いただきました場合、送料に不足が生じると存じます。不足分につ

きましては後日郵券にて精算させていただきたいと存じます。）

＊フロッピーディスクを同封いたします。フロッピーディスクの入力および印刷した調査

票の提出をお願いいたします。手書きの場合についてはそのままのご提出で結構です。

0426
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②　調査票

 

現在の施設プロフィール

施設の名称

施設所在地

電話番号／ファックス番号

連絡先

設置主体

運営主体

運営形態

施設の特徴

入所者の特徴

その他

併設事業
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救護施設としての歴史的経緯

施設開設年月日

開設理由（開設に至る経緯）

施設開設から現在に至るまでの

経緯

（開設以降、「施設名称」、「施設

所在地」、「設置主体」、「運営主

体」、「運営形態」、「入所者定員」、

「入所者の特徴」のいずれかに

おいて、変更・変化があった場

合に、その時期および変更内容

をお聞かせ下さい。）

注 救護施設へ転換した場合

前身の施設について

施設名、開設年月日、施設の

内容など
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＜注・参考文献＞

○注
注 1）保護施設の推移については、救護施設以外の保護施設（更生施設、医療保護施設、
授産施設、宿所提供施設）は減少傾向にある（厚生労働省大臣官房統計情報部「社
会福祉施設等調査報告」）。具体的には、以下の通り（1970年～ 2006年に限定、各
年 10月 1日現在）。

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006
保護施設全体 400 349 347 353 351 340 296 298 298
救護施設 131 145 160 169 173 174 178 183 183
更生施設 22 16 16 18 18 18 19 20 19
医療保護施設 78 72 68 69 68 65 64 62 63
授産施設 118 81 76 76 76 68 24 21 21
宿所提供施設 51 35 27 21 16 15 11 12 12
� （単位：年／箇所）

注 2）救護施設について記されている主だった論稿を挙げれば、以下の通りであり、多
くはない。

・貝塚邦明（1970）「食わせて寝かせる救護施設か―この人間的要求をどうする？」『社
会福祉研究』第 7号　鉄道弘済会
・一番ケ瀬康子・太田貞司・緒方力・田中寿美子（1988）『救護施設～最底辺の社会福
祉施設からのレポート』ミネルヴァ書房
・加藤彰彦（1994）「救護施設の現状と課題」『横浜市立大学論叢』人文科学系列　第 45

巻 3号
・中川健太朗監修　大阪福祉事業財団高槻温心寮編（2003）『救護施設との出会い―「最
後の受け皿」からのメッセージ』かもがわ出版
・江口恵子（2003）「救護施設の社会的性格―利用者の変遷を通じて―」『人間文化研究』
創刊号　長崎純心大学大学院人間文化研究科
・高間満（2004）「救護施設の歴史・現状・課題」『福岡県立大学社会学部紀要』Vol.12 

No2

　 　その他、全国救護施設協議会等において、実態調査や施設の在り方に関するいくつ
かの報告書や会報等が出されている。



人文学報　No.469（社会福祉学  29）2012.3276

○参考文献
・小山進次郎（1975）『改訂増補　生活保護法の解釈と運用』　全国社会福祉協議会
・生活保護手帳編集委員会編『生活保護手帳』　中央法規出版　各年度

　なお、本調査報告は、2006年に著した「救護施設入所者の自立支援の在り
方に関する研究―史的展開と現状・課題と展望」（社会福祉振興・試験セン
ター）の一部を加除・修正したものです。
　また調査に当たっては、笈川雅行氏、森好明氏（故人）をはじめ全国救護
施設協議会の皆さまに多大な調査協力をして頂きましたこと御礼と感謝を申
し上げます。最後に遠藤康裕氏（首都大学東京大学院）には調査の準備・実施・
集計に当って協力を頂きました。紙面を借りここに御礼と感謝をさせて頂き
ます。


